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開 会◎

これより平成27年２月定例県○福田作弥議長

議会を開会いたします。

今定例会は、河野県政２期目のスタートに当

たり、来年度の当初予算案を初め、多くの議案

を審議する重要な議会であります。また、議員

各位にとりましては、今任期最後の議会でもあ

ります。皆様方には、十分な審議をいただき、

県民の期待に応えられますよう念願いたしま

す。

ただいまの出席議員37名であります。定足数

に達しておりますので、これより本日の会議を

開きます。

会議録署名議員指名◎

会議録署名議員に、中野一則○福田作弥議長

議員、図師博規議員を指名いたします。

議会運営委員長審査結果報告◎

まず、会期の決定について議○福田作弥議長

題といたします。

今期定例会の会期日程に係る議会運営委員長

の審査結果報告を求めます。議会運営委員会、

中野一則委員長。

〔登壇〕 おはようございま○中野一則議員

す。御報告いたします。

閉会中の去る２月12日の議会運営委員会にお

いて、本日招集されました平成27年２月定例県

議会の会期日程等について協議をいたしまし

た。

今期定例会に提案されます知事提出議案は合

計77件、その内訳は、当初予算20件、補正予

算13件、条例29件、予算・条例以外15件であり

ます。このほか２件の報告があります。またさ

らに、国の経済対策に伴う補正予算の議案が追

加提案される予定であります。

これら提出議案の内容等を踏まえ、当委員会

において審査いたしました結果、会期について

は、本日から３月13日までの23日間とすること

に決定いたしました。なお、会議日程は、お手

元に配付されております日程表のとおりであり

ます。

今期定例会は、２月25日から２日間の日程で

代表質問、２月27日から３日間の日程で一般質

問を行います。代表質問については、質問人数

を５名とし、質問の順序及び時間は、まず、自

由民主党120分以内、次に、県民連合宮崎60分以

内、続いて、公明党、愛みやざきの順で、それ

ぞれ45分以内といたします。一般質問について

は、質問人数を13名以内とし、質問順序は24日

が締め切りとなっている通告書の提出を待って

決定いたします。質問時間は、１人30分以内と

いたします。

一般質問終了の後、人事案件の採決を行った

上で、その他の議案・請願について所管常任委

員会への付託を行います。３月４日から５日間

の日程で各常任委員会を開催していただき、３

月13日の最終日に、付託された議案・請願の審

査結果報告及び採決を行います。また、同じく

最終日には、今年度設置しております２つの特

別委員会の調査結果報告を行います。

なお、議員から提出される議案の取り扱い及

び特別委員会については、日程表に記載のとお

りであります。

議員各位におかれましては、円滑な議会運営

に特段の御協力をいただきますようお願いいた

します。

以上で、当委員会の報告を終わります。〔降

壇〕

平成27年２月19日(木)
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平成27年２月19日(木)

議会運営委員長の報告は終わ○福田作弥議長

りました。

質疑の通告はありません。

会期決定◎

会期についてお諮りいたしま○福田作弥議長

す。

今期定例会の会期は、ただいまの議会運営委

員長の報告のとおり、本日より３月13日まで

の23日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○福田作弥議長

ように決定いたしました。

本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。〔巻末参照〕

議案第１号から第77号まで上程◎

次に、お手元に配付のとお○福田作弥議長

り、知事より議案第１号から第77号までの各号

議案の送付を受けましたので、これらを一括上

程いたします。〔巻末参照〕

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の説○福田作弥議長

明を求めます。

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。平成27年２月定例県議会の開会に当た

り、ただいま提案いたしました議案の御説明に

先立ちまして、知事就任の御挨拶と２期目の県

政運営に関する所信の一端を申し上げ、県議会

並びに県民の皆様の深い御理解と御協力をお願

い申し上げたいと思います。

私は、昨年末に行われました知事選挙におき

まして、多くの県民の皆様の負託をいただき、

再び知事として、県議会を初め県民の皆様とと

もに、この宮崎の県勢発展のために働かせてい

ただく機会を与えていただきました。引き続き

県政を担わせていただく重責に、改めて身の引

き締まる思いがいたしております。

私は４年前、県民の皆様に、口蹄疫からの再

生・復興に全力で当たること、そしてあすの宮

崎の礎を築くことをお約束し、知事に就任させ

ていただきました。この間、県議会を初め、県

民の皆様の御理解と御協力をいただき、また、

国、市町村、関係機関等との連携を深め、御協

力をいただきながら、目標の達成に向けて、

「一所懸命」の精神で邁進してまいりました。

まだまだ多くの課題はありますものの、口蹄疫

を初めとした相次ぐ災害からの再生・復興につ

きましては、一定の道筋をつけるとともに、復

興から新たな成長へとギアを入れかえ、フード

ビジネス等の成長産業の育成や将来の本県を支

える人財の育成などに、目下全力を挙げている

ところであります。

口蹄疫からの再生・復興やフードビジネスの

振興等の新たな成長に向けた動きが加速する

中、県民の悲願であった東九州自動車道を初め

としたさまざまな社会基盤の整備や、東アジア

との交流が広がるなど、新たな発展のための息

吹が確実に感じられ、本県は国内外に向けて大

きく羽ばたこうとしております。今、まさに本

県は新たなステージを迎え、未来を切り開くた

めのスタートラインに立つ、「みやざき新時

代」を迎えています。

私は、これまでの４年間で育ててきた新たな

成長への芽をさらに大きな成果へと結実させ、

国内外に開かれ、諸産業に活力があり、安定し

た雇用が確保され、暮らしの質が豊かで、人々

が生き生きと躍動する、そのような宮崎を築き

上げてまいります。そして、その先に「くらし



- 6 -

平成27年２月19日(木)

の豊かさ日本一の宮崎」の実現を目指し、これ

まで以上に全身全霊を傾けながら取り組んでま

いる所存であります。

次に、県政運営に当たっての私の基本姿勢を

申し上げます。

現在、我が国は、本格的な人口減少社会の到

来、高齢化の進展、国際的な競争の激化、国・

地方を通じた厳しい財政事情など、さまざまな

課題に直面しており、その先行きを見通すこと

は大変難しくなっております。そして、本県も

決してその例外ではありません。また、今後さ

らに人々の価値観は多様化し、課題が一層複雑

化、困難化することで、解決策を見出すことが

より難しくなると予想されます。

このような中にあって、リーダーに求められ

るものは、目まぐるしく変化する社会経済情勢

に対応するためのビジョンを提示する構想力

と、それを力強く推進する実行力であると考え

ます。私は、みずからが先頭に立ち、「くらし

の豊かさ日本一の宮崎」を実現するため、人口

減少などの新たなテーマへの果敢な挑戦と迅速

な決断を軸に、構想力と実行力を持って一つ一

つ誠実に実行し、県民に信頼される県政を推進

してまいります。

私は、これまでの４年間、徹底した現場主義

と対話と協働に努めてまいりました。17日間に

わたる選挙期間におきましても、県内全ての市

町村を回り、多くの県民の皆様から直接声をお

聞きし、政策の原点は現場にあるとの思いを改

めて強く感じたところであります。今後ともこ

の姿勢を貫き、これまで築き上げてきた市町

村、関係団体等との連携・協力体制をさらに発

展させ、活用するとともに、行政と県民の皆様

やＮＰＯ、団体、企業等との適切な役割分担の

もと、対等な立場で連携・協力する協働型の県

政を推進してまいります。

さらに、さまざまな危機事象に対応してきた

経験を生かし、常在危機の意識を徹底するとと

もに、過去に発生した談合事件等を決して風化

させることなく、また、積極的な情報公開を行

うことにより、開かれたクリーンな県政を推進

してまいります。

次に、今後４年間の政策について申し上げま

す。

私は、今回の選挙で分野横断の４つの重点政

策と分野ごとの３つの重点政策に取り組み、

「くらしの豊かさ日本一の宮崎」を目指してい

くことを県民の皆様にお約束いたしました。

分野横断の重点政策の第１は、「「人口減少

社会」に向けた宮崎からの挑戦」であります。

人口減少は、少子化や社会システムなど、さ

まざまな要因が複雑に絡み合った全国的な課題

であり、国を挙げた地方創生への取り組みが本

格化しておりますが、宮崎は、この問題を解決

する高いポテンシャルを有していると確信して

おります。

私は、４年前に知事に就任してすぐ、20年先

を見据えた総合計画「未来みやざき創造プラ

ン」を策定し、人口減少問題に正面から向き合

い、県政の重要課題として取り組んでまいりま

した。また、「真の地方創生を実現する「みや

ざきモデル」」を取りまとめ、国の総合戦略に

本県の考えを取り入れていただくよう、全国に

先駆けて提言したところであります。これらの

実績を踏まえ、国の動きも追い風としながら、

少子化からの脱却や社会的人口減少の抑制、そ

して中山間地域の振興に、地方創生のトップラ

ンナーを目指して全力を挙げて取り組んでまい

ります。

具体的には、まずは少子化からの脱却のた
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め、「未来みやざき子育て県民運動」をさらに

推進するとともに、出会い、結婚、妊娠、出

産、育児というライフステージに応じた切れ目

のない支援に努めてまいります。

また、社会的人口減少の大きな要因となって

いる若者の県外流出を抑制するため、学ぶ場所

や働く場所の確保・創出に努めるとともに、教

育現場と企業との連携強化や、効果的なマッチ

ングの実施に全力を注いでまいります。

さらに、中山間の抱える課題につきまして

は、中山間の現場にこそ、その解決のヒントが

あり、答えがあるという認識のもと、「いきい

き集落」「中山間盛り上げ隊」といった本県独

自の取り組みを活用しながら、中山間地域の振

興に取り組み、全国の目標とされるような「み

やざきモデル」を築きたいと考えております。

第２に、「「くらしの豊かさ日本一」への挑

戦」であります。

現代は、時代や社会の変化とともに、人々の

価値観や幸福感も変化をしており、物の豊かさ

から、人と人とのつながりや、田舎の自然や

ゆったりとした時間の流れを重視する人がふえ

ております。このため、誰もが心豊かに幸せに

暮らすためには、経済的な豊かさと、お金にか

えられない価値との両方が調和した社会システ

ムを構築する必要があります。本県は、温かい

県民性や人のつながり、美しい自然、豊かな農

林水産物など、多くのポテンシャル、資源を有

しております。私は、これらの宮崎の持つ宝に

一層磨きをかけ、それを活用しながら、真に豊

かな暮らしを実現し、「くらしの豊かさ日本一

の宮崎」を築いてまいります。

具体的には、地方でしかできない宮崎らしい

真に豊かな暮らしの指針となる「豊かさの指標

化」を行うとともに、沿道修景美化条例に基づ

く取り組みを発展的に継承するなど、河川、海

岸等を含めた美しい宮崎づくりを推進いたしま

す。

また、県内各地域にある多くの未利用資源を

有効に活用し、地域内で付加価値を高めること

によって、さらに地域内の資源やお金が有効に

循環する「地域経済循環システム」や、温かい

県民性などの本県のよさを生かした自助・共助

・協働の取り組みを、より一層推進してまいり

ます。

さらに、女性や高齢者、障がい者の方々が、

仕事や地域活動などさまざまな場面で活躍でき

る取り組みを進めてまいります。

第３に、「みやざき流おもてなし文化の醸

成」であります。

本県の県民性である心の優しさや温かさ、す

ばらしい景観など、次世代に引き継ぐべき本県

ならではの財産を、2020年オリンピック・パラ

リンピック東京大会に向けて「みやざき流のお

もてなし文化」としてさらに磨き上げ、その魅

力を国内外に発信するとともに、大会以降も見

据えた有形無形の財産づくりを進めてまいりま

す。

具体的には、本県の強みを生かした事前合宿

の受け入れや、文化イベントなどによるオリン

ピック・パラリンピック東京大会成功への貢

献、地元自治体等と連携した霧島ジオパークの

世界登録や祖母傾山系のユネスコエコパークの

登録に向けた取り組みなどを通じて、宮崎の魅

力向上に取り組んでまいります。

また、本県の豊かな自然と温暖な気候を生か

し、障がい者や外国人を初め、全ての人に優し

いユニバーサルデザインのまちづくりに取り組

むとともに、「神話の源流みやざき」の国内外

への発信や、西都原古墳群や神楽など、本県の
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誇るべき歴史・文化資源の世界遺産への登録を

目指す取り組みなど、記紀編さん1300年記念事

業を推進してまいります。

第４に、「防災・危機管理能力の強化と将来

に向けた社会基盤づくり」についてでありま

す。

私は４年前の知事就任時に、常在危機を県政

の基本に置くことを申し上げたところでありま

す。引き続き、この常在危機の意識を基本とし

ながら、あらゆる危機事象に適切に対応でき

る、きずな社会の実現を図りますとともに、東

九州自動車道はもとより、九州中央自動車道や

東九州新幹線の実現など、産業や暮らしを支え

る社会基盤の整備に取り組んでまいります。

具体的には、さまざまな自然災害に備え、道

路、砂防、港湾などのハード対策と、防災関係

機関と連携したソフト対策をあわせて推進し、

総合的な防災力強化を図ってまいります。

また、住宅の耐震化や備蓄品の確保など、県

民一人一人の防災意識の向上を図るとともに、

消防団や防災士等の協力のもと、迅速かつ安全

な避難対策など、地域における共助の取り組み

を支援してまいります。

また、国内外で発生する各種感染症につい

て、関係機関と連携し、感染拡大の抑制や健康

被害の最小化を図る取り組みを推進します。

さらに、東九州自動車道の県南区間、九州中

央自動車道、都城志布志道路の早期開通や、大

型岸壁の整備を初めとする港湾施設の機能強

化、そして長期的な課題となりますが、東九州

新幹線の実現に向けまして これらにつきま―

しては、昨日も太田大臣を初め国土交通省の幹

―部に要望活動を行ったところでありますが

引き続き、県議会を初め、市町村や県民の皆様

の御理解と御協力を得ながら取り組んでまいり

ます。

以上が分野横断の重点政策でありますが、分

野ごとの重点政策としまして、「人財づくり」

「産業・雇用づくり」「豊かなくらしづくり」

の３つに、引き続き取り組んでまいります。

まず、「人財づくり」についてであります。

未来を築いていくのは子供たちであります。

豊かさを実感できる宮崎の未来を創造するた

め、子供たちがたくましく、そして心豊かに育

つよう、日本一の子育て環境に磨きをかけ、宮

崎や日本の将来を担う人財を育成してまいりま

す。また、本県の産業振興を担う人財や、国際

的に活躍できるスポーツ人財の育成等に取り組

みます。

具体的には、地域への理解を深める「みやざ

き学」や、みずから学び、考え、行動し、課題

を解決することのできる力を身につけさせる教

育の推進などにより、地域を支える人財を育成

します。

また、海外留学制度の創設、県内大学との連

携などによるグローバル人財の育成に取り組む

とともに、学校と企業が連携して教育を行う

「デュアルシステム」の構築や、「みやざきビ

ジネスアカデミー」の創設による実践的な産業

人財の育成など、イノベーション人財の育成に

取り組んでまいります。

さらには、2020年オリンピック・パラリン

ピック東京大会の開催に向け、宮崎から代表選

手やメダリストを輩出するという夢の実現に向

けて取り組みたいと考えております。

次に、「産業・雇用づくり」についてであり

ます。

人口減少時代にあっても、若者が将来への夢

や希望を持ち、豊かさを実感できる宮崎を実現

するためには、産業の振興を通じて地域経済・
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雇用の底上げを図ることが重要であると認識し

ております。このため、いかに安定した雇用を

生み出すかを重点課題として、本県の強みであ

る農林水産業やフードビジネスを一層成長させ

るとともに、中小企業の振興や観光の再興な

ど、産業活動の活性化を図り、外貨を獲得し、

県内経済の好循環を生み出すための取り組みを

強力に進めてまいります。

農林水産業につきましては、マーケットニー

ズに対応した産地形成など、新しい本県農業の

形を築くとともに、まちづくり、エネルギー、

環境との連携で築く林業・木材産業の成長産業

化や、マーケットニーズを踏まえた加工・流通

・販売の一貫体制の構築などによる本県水産業

の成長産業化の実現に取り組みます。

また、新たに商工業分野の産業振興ビジョン

を策定するとともに、県内経済を牽引する中核

企業の育成、東九州メディカルバレー構想のさ

らなる推進など、企業活動の活性化、中小企業

の振興に取り組みます。

観光の再興につきましては、官民一体となっ

た観光戦略プロジェクトチームを立ち上げ、具

体的な戦略を企画・実践するとともに、これま

での実績を生かした「地方型ＭＩＣＥ都市みや

ざき」や、一段と進化したスポーツの聖地とし

ての「スポーツランドみやざき」の構築、新た

な国際定期便の開設などを踏まえた外国人の受

け入れ環境の改善・強化に取り組みます。

さらに、これまで取り組んできた「みやざき

東アジア経済交流戦略」を発展的に継承する

「みやざきグローバル戦略」の策定や、本県独

自の地域中小企業サポートシステムの構築にも

取り組んでまいります。

最後に、「豊かなくらしづくり」についてで

あります。

本県が誇る恵まれた自然や人や地域のきずな

などの資源を生かしながら、県民の皆様がとも

に支え合い、生涯にわたり心身ともに健康で暮

らせる「くらしの豊かさ日本一」を目指してま

いります。

具体的には、生活習慣の見直し、がん検診の

受診促進、市町村や大学関係機関等と連携した

ロコモティブシンドロームを予防する健康体操

の普及などにより「健康づくり日本一」を目指

すとともに、地域包括ケアシステムの構築に向

けた認知症対策や在宅医療と介護の連携など、

生活支援の充実を推進いたします。

また、「みやざき地域見守り応援隊」の取り

組みの推進などにより、地域のきずなづくりに

取り組むとともに、総合医の育成や救急医療体

制の充実強化など、地域医療の充実を図ってま

いります。

また、芸術・文化、スポーツの振興を通じた

地域づくりに取り組むとともに、「みやざき元

気！“地産地消”県民運動」などの県民運動

を、県民の皆様の理解を得て、持続的にかつ力

強く推進してまいります。

また、太陽光、水力、バイオマス、地熱など

の豊富なエネルギー資源の活用など、環境に優

しい宮崎づくりに取り組みます。

さらに、南海トラフ巨大地震・津波対策を初

めとする自然災害や交通事故、高齢者を対象と

した詐欺事案への対応など、県民の安全・安心

を確保するための取り組みを推進してまいりま

す。

これまで申し上げたそれぞれの重点政策を進

めていくに当たりましては、本議会に提案して

おります総合計画「未来みやざき創造プラン」

の長期ビジョンの改定や、私の政策提案を踏ま

え、これからの４年間に取り組む具体的な政策
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の工程や目標を示すアクションプランの中で、

その具体化を図ってまいります。

さらに、国の地方創生に連動した「人口ビ

ジョン」「宮崎県版総合戦略」につきましても

スピード感を持って策定しますとともに、市町

村に対するサポートもしっかり行ってまいりた

いと考えております。

以上、２期目の県政運営に当たりまして、私

の所信の一端を申し述べました。本県の豊かな

自然環境や、歴史、文化、食べ物、地域や社会

のきずなの深さ、優しい人柄などは、全て先人

の方々から受け継がれてきた宝であり、限りな

い可能性を秘めているものと考えております。

時代の大きな転換期にある今、このような宮崎

の豊かな宝を生かしながら、県民の皆様に、宮

崎に住んでいてよかったと実感していただける

こと、そしてそれが将来にわたって持続してい

くための取り組みを進めていくことこそが、知

事としての私に課せられた究極の使命であると

考えております。「くらしの豊かさ日本一の宮

崎」の実現を目指し、県議会を初め、県民の皆

様と一体となって、全身全霊を傾けて邁進して

まいる覚悟でありますので、皆様の力強い御支

援と御理解、御協力を賜りますようよろしくお

願い申し上げます。

続きまして、県政に関しまして２点ほど御報

告をさせていただきます。

１点目は、高病原性鳥インフルエンザについ

てであります。

高病原性鳥インフルエンザにつきましては、

これまでも可能な限りの防疫対策に取り組んで

きたところですが、昨年12月に、延岡市及び宮

崎市において２例発生をいたしました。２例と

も即時に防疫対策本部会議を開催し、国や地元

市町、関係団体等との緊密な連携のもと、迅速

に防疫措置を講じ、その後の発生を防止するこ

とができました。

一方で、これまでに他県で３例発生し、近隣

諸国でも相次いで発生が確認されており、依然

として発生リスクの高い状況が続いていると考

えております。引き続き、常在危機の状況下に

あることを強く意識し、警戒を強め、対応して

まいりたいと考えております。

２点目は、東九州自動車道についてでありま

す。

東九州自動車道の大分市と宮崎市の間で唯

一、未開通区間でありました佐伯―蒲江間が、

３月21日に開通する運びとなりました。予定よ

り２年前倒しの開通であり、これまで御苦労を

いただきました国土交通省を初めとする関係者

の皆様の御尽力に深く感謝を申し上げます。

北九州市まではまだ一部に未開通区間が残る

ものの、今回の開通により、大分市はもとよ

り、大分自動車道経由で福岡市ともつながるこ

ととなり、本県はまさに、九州北部の各地域と

の新しい玄関口を手に入れることとなります。

まさに、東九州の新時代を迎えております。こ

の効果を最大限に生かし、産業や観光などさま

ざまな分野において、これまで以上に交流を推

進してまいりたいと考えております。

また、東九州自動車道の県南区間、九州中央

自動車道及び都城志布志道路の早期完成に向け

ましても、引き続き、県議会の皆様を初め、地

元市町、関係団体等と連携を図りながら全力で

取り組んでまいりますので、御理解と御協力を

いただきますようよろしくお願い申し上げま

す。

それでは、今議会に提案をいたしました平

成27年度当初予算案について御説明申し上げま

す。
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平成27年度の地方財政は、社会保障関係費の

増加等により、引き続き厳しい状況が続くこと

が見込まれておりますが、地方税が増収となる

見通しの中、国において地方創生に取り組むた

めの財源措置が講じられたこと等により、地方

の安定的な財政運営に必要な一般財源総額につ

きましては増加する見込みであります。

本県財政につきましては、歳入面では、法人

事業税や地方消費税の増により県税は増収とな

る一方で、地方交付税や地方譲与税、また地方

交付税の代替財源である臨時財政対策債は減額

となる見込みであります。

歳出面では、引き続き、社会保障関係費や防

災・減災対策、公共施設の老朽化対策等に多額

の財政負担が生じる中、人口減少問題の克服や

地域経済の活性化等に積極的に対応していくこ

とが求められており、今後とも厳しい財政運営

が予想されるところであります。

こうした中で、平成27年度当初予算案につき

ましては、知事選挙等の日程的な制約により、

人件費、公債費等の義務的経費や施設管理費等

の経常的経費を中心とした、いわゆる骨格予算

としての編成となりましたが、政策的な経費で

あっても、早急な対応を要するものや継続的な

事業等については所要額を計上し、県民生活に

影響が生じることのないよう措置をしたところ

であります。

なお、新規事業や今回計上を見送った投資的

経費などにつきましては、今後、政策の検証、

検討などを十分加えた上で、いわゆる肉付け予

算として、６月補正予算により対応したいと考

えております。

このような方針に基づき編成いたしました結

果、平成27年度の当初予算案は、一般会計6,417

億2,800万円、特別会計2,254億512万7,000円、

公営企業会計458億3,548万6,000円となり、一般

会計につきましては、前年度の予算額と比較し

て11.9％の増となったところでありますが、平

成27年度の特殊要因として、口蹄疫復興対策の

ために発行しました口蹄疫対策転貸債等の償還

金1,200億円を計上しておりますので、この償還

金を除いた場合は、骨格予算でありますことか

ら９％の減となっております。

一般会計の歳入財源といたしましては、県

税896億4,000万円、地方譲与税196億2,700万

円、地方交付税1,809億1,200万円、国庫支出

金708億788万円、県債549億4,790万円、その

他2,257億9,322万円を充当することといたして

おります。

次に、予算関係以外の議案について御説明い

たします。

議案第21号「宮崎県教育委員会の組織に関す

る条例」は、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律の改正に伴い、「宮崎県教育委員会の

委員の定数を定める条例」を全部改正し、組織

に関する条例として定めるものであります。

議案第30号、第31号及び第33号は、人事委員

会勧告等を踏まえ、県職員の給料等の改定や退

職手当制度の改正、市町村立学校職員の給料等

の改定を行うために、関係条例の一部改正を行

うものであります。

議案第35号「宮崎県小規模企業者等設備導入

資金特別会計条例」は、小規模企業者等設備導

入資金助成法の廃止に伴い、貸付事業に係る特

別会計を設置するための条例を新たに制定する

ものであります。

議案第38号「神話のふるさと宮崎観光おもて

なし推進条例」は、本県観光の振興に、各関係

機関等と連携して総合的かつ計画的に取り組む

ための条例を制定するものであります。
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議案第42号「宮崎県食の安全・安心推進条

例」は、県民の食の安全・安心の確保に関する

施策を総合的かつ計画的に推進するための条例

を制定するものであります。

議案第49号から議案第51号までは、宮崎県総

合計画及び宮崎県高齢者保健福祉計画の変更並

びに「みやざき子ども・子育て応援プラン」の

策定について、「宮崎県行政に係る基本的な計

画の議決等に関する条例」第３条の規定によ

り、議会の議決に付するものであります。

議案第52号は、監査委員山口博氏が平成27年

３月31日をもって任期満了となりますので、そ

の後任委員として若曽根隆志氏を、議案第53号

は、監査委員宮本尊氏が平成27年３月31日を

もって任期満了となりますので、その後任委員

として高橋博氏を、それぞれ選任いたしたく、

地方自治法第196条第１項の規定により、議会の

同意を求めるものであります。

その他の議案につきましては、説明を省略さ

せていただきます。

次に、別冊にて同時に提案いたしております

平成26年度補正予算案及びその他の議案につい

て、その概要を御説明申し上げます。

今回の補正予算案は、公共事業等の国庫補助

決定に伴うもの、その他必要とする経費につい

て措置するものであります。

補正額は、一般会計マイナス293億5,363

万4,000円、特別会計マイナス６億3,996万5,000

円、公営企業会計２億4,087万円であります。こ

の結果、平成26年度の一般会計歳入歳出予算規

模は5,549億4,986万4,000円となります。

以下、その主なものについて御説明申し上げ

ます。

まず、「産学官金連携による地域経済循環創

造事業」につきましては、抹茶などの加工製造

等を行う民間事業者の取り組みを金融機関等と

ともに支援し、地域資源の循環による地域経済

の活性化等を図るものであります。

次に、「鳥インフルエンザ影響緩和特別対策

事業」につきましては、先般発生しました高病

原性鳥インフルエンザに伴う移動制限等の措置

により影響を受けた農場の売り上げ減少額を負

担するものであります。

以上、補正予算案の概要について御説明申し

上げましたが、これに要します一般会計の歳入

財源は、県税27億5,000万円、地方譲与税16

億3,251万4,000円、国庫支出金マイナス170

億2,621万3,000円、繰入金マイナス82億5,095

万9,000円、県債マイナス52億5,573万9,000円、

その他マイナス32億323万7,000円であります。

次に、平成26年度予算の翌年度への繰り越し

についてであります。

公共事業等について、国庫補助決定が年度後

半になったこと及び用地買収に日時を要したこ

となどの事情から、歳入歳出予算を翌年度に繰

り越して執行するものであります。

次に、特別議案の概要について御説明申し上

げます。

議案第67号「宮崎県産業廃棄物税条例の一部

を改正する条例」は、産業廃棄物税の導入効果

の検証結果等を踏まえ、現行条例を継続すると

ともに、５年後に再度検証を行うための改正を

行うものであります。

議案第72号「宮崎県民生委員の定数を定める

条例」は、民生委員法の改正に伴い、本県の民

生委員の定数に関し、必要な事項を定めるため

の条例を制定するものであります。

その他の議案については説明を省略させてい

ただきます。

以上、今回提案いたしました議案の概要につ

平成27年２月19日(木)
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いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願い申し上げます。〔降壇〕

知事の説明は終わりました。○福田作弥議長

あすからの日程をお知らせいたします。

あす20日から24日までは、議案調査等のため

本会議を休会いたします。

次の本会議は、25日午前10時開会、代表質問

であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時41分散会



２月25日（水）
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平 成 2 7 年 ２ 月 2 5 日 （ 水 曜 日 ）

午前 時０分開議10

出 席 議 員（ 名）38
（ ）2番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）3番 有 岡 浩 一 愛みやざき

（ ）4番 図 師 博 規 同

（ ）5番 西 村 賢 同

（ ）6番 松 村 悟 郎 自由民主党

（ ）7番 内 村 仁 子 同

（ ）8番 岩 下 斌 彦 同

（ ）9番 後 藤 哲 朗 同

（ ）10番 右 松 隆 央 同

（ ）11番 二 見 康 之 同

（ ）12番 清 山 知 憲 同

（ ）13番 福 田 作 弥 同

（ ）14番 前屋敷 恵 美 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）15番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）16番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）17番 田 口 雄 二 同

（ ）18番 髙 橋 透 同

（ ）19番 星 原 透 自由民主党

（ ）20番 原 正 三 同

（ ）21番 井 本 英 雄 同

（ ）22番 丸 山 裕次郎 同

（ ）23番 中 野 一 則 同

（ ）24番 中 野 明 同

（ ）25番 宮 原 義 久 同

（ ）26番 山 下 博 三 同

（ ）27番 徳 重 忠 夫 無 所 属 ク ラ ブ

（ ）28番 新 見 昌 安 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 太 田 清 海 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 井 上 紀代子 同

（ ）31番 鳥 飼 謙 二 同

（ ）32番 緒 嶋 雅 晃 自由民主党

（ ）33番 黒 木 正 一 同

（ ）34番 横 田 照 夫 同

（ ）35番 十 屋 幸 平 同

（ ）36番 外 山 三 博 同

（ ）37番 坂 口 博 美 同

（ ）38番 中 村 幸 一 同

（ ）39番 押 川 修一郎 同

地方自治法第 条による出席者121
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 橋 本 憲次郎

総 務 部 長 成 合 修

危 機 管 理 統 括 監 金 丸 政 保

福 祉 保 健 部 長 佐 藤 健 司

環 境 森 林 部 長 徳 永 三 夫

商工観光労働部長 茂 雄 二

農 政 水 産 部 長 緒 方 文 彦

県 土 整 備 部 長 大田原 宣 治

会 計 管 理 者 舟 田 美揮子

企 業 局 長 四 本 孝

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 阪 本 典 弘

教 育 委 員 長 島 原 俊 英

教 育 長 飛 田 洋

警 察 本 部 長 坂 口 拓 也

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人事委員会事務局長 亀 田 博 昭

事務局職員出席者

事 務 局 長 大 坪 篤 史

事務局次長兼総務課長 山 内 武 則

議 事 課 長 亀 澤 保 彦

政 策 調 査 課 長 髙 林 宏 一

議 事 課 長 補 佐 内 野 浩一朗

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 松 本 英 治

議 事 課 主 任 主 事 川 崎 一 臣
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議案第78号及び報告第１号追加上程◎

ただいまの出席議員38名であ○福田作弥議長

ります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

本日の日程は代表質問でありますが、お手元

に配付のとおり、知事より議案第78号及び報告

第１号の両案の送付を受けましたので、これら

を日程に追加し、議題とすることに御異議あり

ませんか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○福田作弥議長

ように決定いたしました。

議案第78号及び報告第１号の両案を一括上程

いたします。

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の説○福田作弥議長

明を求めます。

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。ただいま提案いたしました議案の御説

明に先立ち、１点御報告をさせていただきま

す。

先週、国土交通省から、九州中央自動車道の

一部となります一般国道218号北方延岡道路蔵田

―北方間につきまして、４月29日に開通するこ

とが発表されました。この区間の開通により、

北方延岡道路、延長13.1キロメートルが、１年

近く工期を短縮して前倒しで全線開通すること

となり、九州中央自動車道の全線開通に向け一

歩前進したものと考えております。国土交通省

を初めとする関係者の皆様の御尽力に深く感謝

申し上げますとともに、力強く応援いただいた

県民の皆様を初め、県議会、市町村、関係団体

の皆様に、心からお礼を申し上げます。

今後とも、九州中央自動車道、東九州自動車

道の県南区間及び都城志布志道路の早期完成、

事業化に向けまして 一昨日も九州地方整備―

局に参りまして、金尾局長に要望させていただ

いたところでございますが 引き続き、国や―

関係機関に強く働きかけを行うなど、全力で取

り組んでまいりたいと考えております。

それでは、提案いたしました議案の概要につ

きまして御説明申し上げます。

まず、補正予算案についてであります。今回

の補正は、国の緊急経済対策の実施に伴う経費

について措置するものでありまして、公共事業

や地方創生の取り組みを先行して実施するため

の経費等について措置するものであります。

補正額は、一般会計102億1,428万1,000円であ

ります。これに要します歳入財源は、国庫支出

金85億9,313万円、繰入金６億6,698万7,000円、

県債９億2,170万円、その他3,246万4,000円であ

ります。この結果、一般会計の歳入歳出予算規

模は5,651億6,414万5,000円となります。

以下、その主なものについて御説明申し上げ

ます。

まず、公共事業でありますが、国からの補助

金等を受けて実施する道路や土地改良、治山事

業等の補助・交付金事業と国が実施する直轄事

業への負担金を合わせまして、約21億円を措置

することとしております。

次に、今回、国が創設しました地域活性化・

地域住民生活等緊急支援交付金、いわゆる地方

創生交付金を活用した事業であります。総額

約31億円を計上しており、このうち、景気回復

がおくれている地方における消費を喚起するた

めの地域消費喚起・生活支援型の取り組みとし

まして、県外からの誘客を図るための割引価格

での旅行券、宿泊券の発行や、県が選定するふ

平成27年２月25日(水)
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るさと名物商品の割引販売などを行うととも

に、市町村が実施するプレミアム付き商品券の

発行等に対する支援を行うこととしておりま

す。

また、来年度策定することとしております地

方創生に係る総合戦略に先行して実施するため

の地方創生先行型の取り組みとしまして、昨

年11月に基本協定を締結しました川崎市との連

携事業や、本県への移住・ＵＩＪターンの促進

を図るための拠点の整備、さらには地域経済を

牽引する中核的な企業の育成など、新たに59の

事業を推進することとしております。

最後に、これら以外の事業としまして、木材

加工施設等の整備や、畜産業の収益性の向上等

を図るための施設整備に対する支援などを行う

こととしております。

なお、今回の追加補正予算案に計上しました

事業のほとんどは翌年度へ繰り越し、平成27年

度当初予算及び６月に提案予定の肉付け予算と

一体的に執行することとしております。

次に、報告第１号「専決処分の承認を求める

ことについて」であります。

育英資金貸付金の返還請求に係る訴えの提起

について、時間的制約から専決処分を余儀なく

されたことから、地方自治法第179条第３項の規

定により、議会に報告し、その承認を求めるも

のであります。

以上、追加提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。〔降壇〕

知事の説明は終わりました。○福田作弥議長

代表質問◎

ただいまから代表質問に入り○福田作弥議長

ます。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

代表質問時間割のとおりに取り運びます。〔巻

末参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、自由民主党、横田照夫議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○横田照夫議員

ざいます。自由民主党の横田照夫です。いよい

よ、私たちの今任期最後の定例議会となりまし

た。ほかの議員が選挙の準備をされている中、

非常に焦りを覚えながら質問の準備を進めてき

ました。自由民主党を代表して、代表質問をさ

せていただきます。

まずは、河野知事、２期目の御就任、おめで

とうございます。大きな得票差で当選をされま

したが、それは県民の期待のあらわれではない

かと思います。２期目の御活躍を御期待申し上

げます。

当選祝いのときに、たしか鳥飼議員だったと

思うんですけど、「知事と私たち議員との蜜月

の日々はきょうまでです。あしたからはまた

ちょうちょうはっしでいきましょう」と挨拶を

されました。全くそのとおりだと思います。そ

ういう思いで質問に臨ませていただきますの

で、よろしくお願いいたします。

まずは、選挙の際に河野知事が県民に示され

ました政策提案と、昨年10月に地方創生担当大

臣に提出された「真の地方創生を実現する「み

やざきモデル」の提言」にうたわれている内容

について、知事並びに関係部長に質問します。

知事にお伺いしますが、政策提案の冒頭の挨

拶の中で、「まさに、今こそ、「みやざき新時

代」を築くべき時です。私は、県民の皆様とと

もに、活力にあふれ、国内外に開かれた「みや

ざき新時代」を築くこと、そしてその先に、

「くらしの豊かさ日本一の宮崎」を実現するこ
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とを目指して、全力で取り組んでまいります」

と書いておられますが、どのようなビジョンを

持って臨もうと考えておられるのかをお聞きし

ます。

「１期目の４年間、「現場主義」に徹し、県

内各地を回って市町村、企業、各種団体、県民

の皆さんとの対話に努め、そこで把握した行政

ニーズを的確に施策に反映させてきた」とあり

ます。確かに、知事の話を聞こうとする姿勢は

よく感じられました。ぜひ今後もその姿勢を貫

いていただきたいと思います。

河野知事が有する「国との太いパイプ」を活

用してとも書いてあります。内田副知事も同じ

ように国との太いパイプ役として国交省から来

ていただいておりますが、やがて２年目が終わ

ります。両副知事の去就についての考えをお伺

いします。

重点政策１、人口減少社会に向けた宮崎から

の挑戦で、全国に宮崎モデルを示すとありま

す。人口減少対策は全部局にまたがる政策総動

員になると考えますが、知事の政策提案におけ

る人口減少社会に向けた「宮崎モデル」とはど

ういうものかをお聞かせください。

次に、福祉保健部長にお伺いしますが、政策

提案に「子ども・子育て支援は、大切な「未来

への投資」」と書いてあります。また、地方創

生提言には、「子育てや女性の就労支援を充実

させ、生み、育てる魅力にあふれる環境を創出

する」とあります。こういう考えをもとに、新

しい計画である「みやざき子ども・子育て応援

プラン」が作成されようとしているんだと考え

ますが、今後の子ども・子育て支援に関する各

種施策をどう位置づけ、展開していこうと考え

ておられるのでしょうか。

知事にお伺いします。「現役世代や高齢者の

県外からの移住を積極的に支援する」とありま

すが、昨年行われましたアンケート調査で、地

方自治体の移住支援策を利用するなどして移り

住んだ人が、４年間で2.9倍にふえたことがわ

かったそうです。2013年度移住者で最も多かっ

た県は鳥取県で962人、続いて岡山県の714人、

島根県や岐阜県、長野県が500人台、鹿児島県や

高知県が400人台となっています。でも、残念な

がら宮崎県は 統計の仕方が違うとのことで―

はありますが 63世帯で、全国の中でも決し―

て多いほうではありません。島根県では、地域

が求める移住者像を示して、移住希望者に、つ

いてほしい仕事、住宅、生活圏の情報などを

パッケージで提供しているそうです。九州大学

の小川名誉教授は、「こういう人に来てほしい

と要望し、優遇策を提示する手法は、ある意味

で契約型移住だ。明確な目的が共有できて定住

率が高まる」と指摘しておられるようです。他

県が移住施策を強化している中、本県はどのよ

うに取り組んでいくのかをお聞かせください。

次に、総合政策部長にお伺いしますが、地方

創生提言の中に「みやざきへの移住の促進」と

ありますが、具体的にはどのような施策を展開

していくお考えでしょうか。

また、知事にお伺いします。政策提案に「地

域内の資源やお金が有効に循環する地域経済循

環システムの取組を推進する」とありますが、

知事の考えておられる地域経済循環システムと

はどういうものでしょうか。

地方創生提言に地域内循環の項目がありま

す。地域経済循環システムの構築に向け、環境

森林部と農政水産部として具体的にどのような

取り組みを支援していこうと考えておられるの

かを、両部長にお伺いします。

以上、壇上での質問を終わり、後は質問者席
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から質問させていただきます。（拍手）〔降

壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、県政運営のビジョンについてでありま

す。私は、この１期４年間、県勢の発展のため

に「一所懸命」の精神で取り組んできたところ

であります。おかげさまで、陸・海・空の交通

インフラ整備の大きな進展や、フードビジネス

等の産業面における新たな成長の加速化など、

これまでの取り組みにより、活力にあふれ、国

内外に開かれた「みやざき新時代」を切り開い

ていくための発展基盤を整えることができたも

のと考えております。２期目に当たり、引き続

き、徹底した現場主義と、対話と協働による県

民に信頼される県政の推進を基本としまして、

県民、市町村、関係団体等の皆様と連携して、

これまで育ててまいりました成長の芽というも

のをさらに伸ばして、一つ一つ具体的な成果を

上げてまいりたいと考えております。そして、

その先にある、国内外に開かれ、諸産業に活力

があり、安定した雇用が確保され、暮らしの質

が豊かで、人が躍動する宮崎、経済的な豊かさ

とお金にかえられない価値との両方が調和を

し、心豊かに幸せに暮らすことができる「くら

しの豊かさ日本一の宮崎」の実現に挑戦してま

いりたいと考えております。

次に、副知事の去就についてであります。稲

用副知事、内田副知事には、平成25年４月の就

任以来、精力的に職務に取り組み、県勢の発展

に尽力いただいておるところであります。副知

事１人体制のときと比べますと、知事、副知事

３人ということで、非常に幅の広い、またいろ

んな対外的な対応をこなすことができたという

ことを感じておるところでございます。きょ

う、この３人のネクタイ、たまたま赤・青・黄

色でございますが、こういう信号機のように役

割分担、機能分担をしながら県政運営に努めて

おるところでございます。両副知事には、引き

続き、私の補佐や職員の指導のほか、重要プロ

ジェクトの総括等に関し、その力を十分に発揮

してもらいたいと考えております。

次に、政策提案に掲げた宮崎モデルについて

であります。これは、人口減少が全国的に問題

となる中、高い合計特殊出生率や恵まれた子育

て環境を初めとする本県のさまざまなポテン

シャルを最大限に生かしつつ、若者の県外流出

の抑制や積極的な移住対策に取り組むことによ

り、少子化からの脱却や社会的人口減少の抑

制、特に厳しい状況にある中山間地域の振興等

について、本県ならではの取り組みを進めるも

のであります。現在、国を挙げた地方創生の取

り組みが進展していますが、この宮崎モデルを

具体化し、地方創生に向けた本県の取り組みを

示すため、宮崎県版の「まち・ひと・しごと創

生総合戦略」を９月を目途に策定していきたい

と考えております。今後とも、地方創生に対し

ては、宮崎で成功しなければ全国でも成功はな

いだろうという強い意気込みで臨み、地方創生

のトップランナーとして、本県の人口減少に歯

どめをかけられるよう取り組んでまいります。

次に、移住施策への取り組みについてであり

ます。これまでも本格的な人口減少社会の到来

を大きな課題の一つとして捉え、移住・ＵＩＪ

ターンの促進に取り組んでまいりましたが、地

域間の競争が激化している中、情報発信やフォ

ローアップをより強化する必要があるものと考

えております。こうした中、私が政策提案で掲

げた「みやざき新時代」を築くためには、人口

減少問題への対応、そして移住・ＵＩＪターン

平成27年２月25日(水)
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の強化というものが極めて重要であると認識を

しております。このため、本日提案しました補

正予算案の中に、東京有楽町にあります「ふる

さと回帰支援センター」に、移住・ＵＩＪター

ンにワンストップで対応できる情報発信・相談

拠点を設置することなどを柱としました、移住

・ＵＩＪターン促進の大幅な強化策を盛り込ん

だところであります。今後は、このセンターを

中心に、官民一体となって本県のポテンシャル

を十分に発揮して、人口減少社会に取り組む宮

崎モデルを全国に示していけるよう取り組んで

まいりたいと考えております。

最後に、地域経済循環システムについてであ

ります。本県の経済活性化のためには、県内の

成長産業や中核的企業の育成を図り、国内外で

幅広く事業を展開することにより、県外からい

わば外貨を稼ぐこと、そしてそれを地域内で

しっかり循環させていく仕組み、すなわち地域

経済循環システムが重要だと考えております。

このたび見直しを提案しております総合計画の

長期ビジョンにおいても、産業成長戦略と地域

経済循環戦略を掲げておりまして、国内外から

資金や仕事を呼び込む競争力の高い中核的企業

の育成や、その中核的な企業と県内中小企業と

の連携強化、取引の拡大、さらにはバイオマ

ス、水力等の再生可能エネルギーの活用を含め

た地域内の生産と消費をつなぐ地産地消の取り

組みなど、県内経済が自立的に循環していく仕

組みを構築することで、県際収支の改善や県内

経済の活性化につなげてまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お○総合政策部長（橋本憲次郎君）

答えします。

移住促進の具体的な取り組みについてであり

ます。本日提案しました補正予算案の具体的な

内容といたしまして、まず、官民一体となった

推進体制の整備を図ることとしております。ま

た、東京にワンストップ窓口を整備し、住まい

や仕事などに関する情報発信や、本県出身者な

ど潜在的な移住希望者に対しての積極的な働き

かけ等を行うこととしております。県内では、

市町村との情報交換等や、就労先確保のための

県内企業の開拓・マッチングを行う拠点を、宮

崎駅前のみやざきＪＯＢパークプラス内に整備

することとしております。さらに、市町村が行

う受け入れ体制整備への支援拡大や、農林業体

感ツアー、中山間地域における農林業での受け

皿の確保等に、関係部局で連携して取り組むこ

ととしております。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（佐藤健司君）

えいたします。

みやざき子ども・子育て応援プランについて

であります。子供は未来を築く社会の希望であ

るとの認識のもと、今回の計画では基本理念と

して、子どもの育ちと子育てをみんなで支え、

子どもの最善の利益が実現できるみやざきづく

りを掲げております。内容といたしましては、

新たに、幼児教育・保育施設について、住民

ニーズを踏まえた供給量を示し、計画的にその

充実を図ることとしております。

また、子ども・子育て支援に関する各種施策

として、地域全体で子育てを支える社会づくり

を推進するため、未来みやざき子育て県民運動

の展開による機運の醸成や、県下全域における

子育てサポート体制の充実などを図ってまいり

ます。さらに、ライフステージに応じた希望が

かなう社会づくりを進めるため、独身者の出会

いや交流の場の創出、健やかな妊娠・出産への

対応や、放課後児童対策の強化などに努めてま

いりたいと考えております。以上であります。

平成27年２月25日(水)
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〔降壇〕

〔登壇〕 お答○環境森林部長（徳永三夫君）

えいたします。

地域経済循環システムの構築についてであり

ます。環境森林部では、全国トップの杉素材生

産量を誇る本県の豊かな森林資源を活用いたし

まして、「伐って、使って、すぐ植える」とい

う宮崎ならではの林業の循環システムの確立に

取り組むこととしております。このため、伐採

に当たりましては、林内路網や高性能林業機械

の整備をさらに進め、素材生産の効率を図ると

ともに、木材の利活用においては、木質バイオ

マス発電への未利用材の活用や、木造化・木質

化のさらなる推進に取り組みます。また、植栽

に当たりましては、花粉の少ない杉苗木を中心

に、本県が開発いたしましたＭスターコンテナ

苗の生産拡大等を図り、再造林の周年化や低コ

スト化を進めます。

本県林業・木材産業は、現在、大型製材工場

の進出や木質バイオマス発電施設の稼働など、

まさに新たな時代を迎えようとしておりますの

で、この追い風を生かしながら、裾野の広い成

長産業化を図り、山村地域の振興はもとより、

日本林業の推進役としての役割を果たせるよう

取り組んでまいりたいと考えております。以上

であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○農政水産部長（緒方文彦君）

えいたします。

地域経済循環システムの構築についてであり

ます。農政水産部では、昨年10月に国に提言し

た地方創生の「みやざきモデル」にも掲げてお

りますが、産地間連携や業種間連携などの多様

な連携による本県農水産業の付加価値の創出

や、地産地消の推進などに取り組むこととして

おります。このため、需要の増加が見込まれる

加工・業務用農作物の産地化や１次加工施設の

整備、平場と山間地域との連携による農作物の

リレー出荷や畜産飼料供給体制の整備、さらに

は農水産業の６次産業化の取り組み等を支援す

ることとしております。また、販売力の強化、

生産力の向上、人材の育成の３つの視点に着目

した産地経営体構想を推進し、連携の基礎とな

る力強い産地の育成を図ることにより、農水産

業を核とした地域経済循環の取り組みを促進

し、地域産業の振興を図ってまいりたいと考え

ております。以上であります。〔降壇〕

今、知事のほうから、両副知○横田照夫議員

事に対しましては、ネクタイの色と同じように

役割分担をしっかり果たしながら、引き続きお

残りいただくという答弁がありました。稲用、

内田両副知事に、これまで２年間の実績をア

ピールしていただき、あわせて今後２年間に向

けての抱負をお聞かせいただきたいと思いま

す。

現在、復興から新た○副知事（稲用博美君）

な成長に向けた各種施策の推進などに全庁を挙

げて取り組んでおりますが、この中で私には、

知事と職員の間のつなぎ役、まとめ役を担うと

いうこと、それから県議会、市町村、関係団体

等の皆様のさまざまな御意見を伺い調整を図る

など、施策を円滑に推進していく、いわば潤滑

油のような役割を与えられているというふうに

思っております。

このような中で、例えば、私がチーフになり

進めております庁内のプロジェクトチームの中

で、人財づくりに関する政策論議を行いまし

て、知事にも提案をいたしました。その結果と

して、人財基金の設置など施策の構築につな

がったものもあるというふうに自負していると

ころであります。
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また、フードビジネスの推進など、全庁的・

全県的な取り組みを必要とするものについて

は、各種団体と県とが一致協力して進めなけれ

ばならない。今現在、その機運あるいは体制が

図られつつあるというふうに感じているところ

です。

今後、地方創生を進め、みやざき新時代を切

り開いていくためには、県職員、市町村、関係

機関の皆様と連携をさらに深めていくことが必

要でありますので、そういった役割をしっかり

と担っていきたいと思っております。

これまで２年間、国○副知事（内田欽也君）

や企業等とのパイプ役はもちろんであります

が、各種インフラ整備あるいは農林水産業、商

工業の振興、南海トラフ巨大地震等に対する防

災・減災対策について、その取り組みを着実に

進め、本県のさらなる成長、発展に全力で取り

組んできたところであります。

その中で、東九州自動車道を初めとする高速

道路網の整備が大いに促進されましたし、ま

た、稲用副知事と連携した取り組みになります

が、香港定期便の新規就航とか、公共交通機関

へのＩＣカードの導入といった、本県の交通を

取り巻く状況が大きく進展しましたことを大変

うれしく思っているところであります。

今後、地方創生の中で宮崎が輝くためには、

本県の実情を踏まえた政策を、これまで以上に

推進していくことが必要であると思っておりま

す。引き続き、職員の皆さんと一緒になって、

宮崎のポテンシャルを生かした政策立案や、地

方の声を反映させた国への政策提言、情報発信

等を積極的に行ってまいりたいと思っておりま

す。

それぞれありがとうございま○横田照夫議員

した。それぞれの立場での御活躍を御期待申し

上げます。

次に、地方創生提言の「呼込む」の項目に、

「地方への新しいひとの流れをつくる」とあり

ます。若年層人口の東京一極集中を解消し、県

内への若者定着促進のため、県内の魅力ある学

びの場づくりにどう取り組むのかを、総合政策

部長にお伺いします。

本県からの○総合政策部長（橋本憲次郎君）

人口流出の大きな要因の一つといたしまし

て、18歳時点での県外大学への進学が挙げられ

ると思っております。これは、18歳人口の約26

％を占める首都圏において大学入学者数が約41

％を占めており、そのような首都圏への大学の

集中もその一因であると考えております。この

ため、首都圏の大学定員数の抜本的な見直しを

図り、地方への大学移転促進等を進めること

や、そのための県内の魅力のある学びの場づく

り等について、昨年10月、国に提言させていた

だいたところでございます。今般、国が示しま

した総合戦略では、首都圏の大学定員数の見直

しなど抜本的な対策がそのまま盛り込まれると

いうわけではございませんが、今後、県内の大

学や産業界と十分連携を図りながら、県内の魅

力ある学びの場づくりのための教育・研究環境

の整備等につきまして、総合的に取り組んでま

いりたいと考えております。

簡単にできるとは思いません○横田照夫議員

けど、非常に大事なことだと思いますので、積

極的に推進していただきたいと思います。

次に、政策提案に「西都原古墳群などを世界

遺産登録へ向けて取り組む」とあります。本県

には、男狭穂・女狭穂に代表される西都原古墳

群を初め、生目、新田原、持田などの古墳群、

さらには、先日大量の首長級の副葬品が見つ

かった、えびの市の島内地下式横穴墓群など、

平成27年２月25日(水)



- 25 -

相当な人口を擁する高度の文化を持った集団が

いたことを想像させる遺跡が数多くあります。

このことが、神話の源流が宮崎にあるという根

拠にもなっているんだと思います。ぜひ真剣

に、世界文化遺産登録へ向けて取り組んでほし

いと考えますが、その思いを、知事、お聞かせ

ください。

本県は、日本発祥にま○知事（河野俊嗣君）

つわる神話の舞台でありまして、各地に神話や

伝承、神楽などの伝統芸能が息づいておるとこ

ろであります。また、今、議員から御指摘があ

りましたように、西都原や生目、新田原などの

古墳群を初め、最近大きな話題となりました、

えびの市の島内地下式横穴墓群などは、日本の

歴史を語る上で、この日向の地が極めて重要な

地域であること、また、近畿ともつながりのあ

るかなりの有力者がいたのではないかというこ

とが推測されておるところであります。こうし

た貴重な文化遺産の価値を見詰め直すことは、

県民の郷土に対する誇りや郷土愛を育みますと

ともに、子供たちの教育や地域づくり、観光振

興などにもつながるものであると考えておると

ころであります。

このようなことから、この議会に提案をしま

した総合計画の長期戦略に文化・スポーツの振

興を掲げますとともに、西都原を初めとした古

墳群の世界文化遺産登録を目指すこととしたと

ころであります。さまざまな課題がございます

が、本県の文化遺産を世界に誇る人類共通の宝

として次世代へ引き継げるよう、皆様の力をか

りながら積極的に取り組んでまいりたいと考え

ております。

ドイツ人の考古学者でありま○横田照夫議員

すウェルナー・シュタインハウスさんは、「西

都原古墳群ではほぼ完全に保護されている古墳

群が見られる。何世紀にもわたって、特にこ

の100年間はその状況が余り変わっていない。こ

の古墳群は長い間、地域住民の中で歴史的・文

化的景観の重要な一部として認識されてきた。

古墳時代の精神的景観の痕跡さえある程度認証

できる。近代的な開発にのみ込まれなかったこ

の歴史的場所の雰囲気には誰もが巻き込まれ

る」と言っておられます。世界文化遺産登録に

は、単体ではなくて群として存在していること

とか、その周りの自然景観などが一体として保

存されていることなども大きな要素だと伺いま

した。そういう意味でも本県の古墳群は十分に

その価値があると思います。また、地元の人が

県外の人に、なぜここに古墳があるのかを説明

できることも大事だと伺いました。今は文化財

課が調査を進めている段階と聞いております

が、ある程度まとまったら全庁的な取り組みと

していって、全県挙げて世界文化遺産登録に向

けて進んでいければと思います。

次に、地方創生提言に東九州道・九州中央自

動車道早期整備がうたわれております。東九州

自動車道においては、来月21日には、佐伯―蒲

江間の開通により宮崎市と大分市までが高速道

路で結ばれることになります。この開通によ

り、大分自動車道を経由すれば福岡市などにも

高速道路が直結できるわけであり、九州縦貫自

動車道とあわせて循環型の高速道路ネットワー

クになりますことから、この整備効果に大いに

期待をしているところであります。一方で、高

速道路はつなげてこそのネットワークである中

で、県内の高速道路はまだまだ未開通区間が多

く残されており、本県における地方創生の基盤

としても、一日でも早く全線開通することが重

要であると思います。そこで、未事業化区間と

なっている東九州自動車道日南―串間―志布志
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間の現在の状況について、県土整備部長にお伺

いします。

東九州自動○県土整備部長（大田原宣治君）

車道の日南―串間―志布志間につきましては、

昨年７月に、全線バイパスとして整備する概略

ルートが決定され、現在、国土交通省におきま

して、市街地や農地、山林などの現地の状況を

踏まえた詳細なルート検討が行われている状況

であります。県としましては、概略ルートが都

市計画区域を通る可能性が高いことから、都市

計画決定の手続が必要だと考えておりまして、

ルート確定後、速やかに対応できるよう、現

在、農地や文化財等に係る必要な手続の洗い出

しなど、鋭意準備を進めているところでありま

す。今後とも、県内の高速道路に残る未事業化

区間が一日でも早く事業化されますよう全力で

取り組んでまいります。

以上、知事の政策提案と地方○横田照夫議員

創生策についてお聞きしました。これらは、い

つまでに実現するという、いわゆるマニフェス

トではなくて、県が進むべき方向をうたった県

政目標だというふうに思います。ぜひ、この目

標に向かって、そしてそれを実現させるために

大いに努力していただくことを要望いたしま

す。

それでは次に、今議会に提案されております

予算案について質問します。

まず、今議会に提案されている平成27年度当

初予算案は、なぜ骨格予算なのか。また、冒

頭、知事の政策提案の内容について幾つか質問

しましたが、知事の考えや政策提案の内容を十

分に盛り込むことができたのかを、知事にお伺

いします。

平成27年度当初予算案○知事（河野俊嗣君）

につきましては、知事選挙等の関係から、私が

選挙のときにお示ししました政策提案を踏まえ

た新たなアクションプランを現在作成中である

ということや、それを踏まえた事業につきまし

て、職員などと十分協議する必要があることか

ら、義務的経費や経常的経費を中心とした、い

わゆる骨格予算として編成したところでありま

す。ただし、県民生活や県内経済への影響が生

じないように、早急な対応を要する経費であり

ますとか、一定の公共事業費、これは年間所要

見込み額の80％程度措置をしておるところであ

りますが、それらは計上しているところであり

ます。

この中に、私の政策提案に掲げております

「人財づくり」や「産業・雇用づくり」、また

「豊かなくらしづくり」に対応する事業につい

ても、可能な限り盛り込んだところでありま

す。さらに、これに加えて、新規事業や政策的

な経費の多くは、新たなアクションプランとあ

わせて、またさまざまなアイデアを凝らしなが

ら、６月議会に肉付け補正予算として計上する

こととしておりまして、その中で、地方創生に

向けた取り組みにつきましても、あわせて検討

を深めてまいりたいと考えております。

私も、知事がかわるわけでは○横田照夫議員

ないので、最初から本格予算でいいんじゃない

かなと思っておりましたが、そういう事情だと

いうことで、わかりました。６月肉付け予算

で、しっかりと知事の政策を盛り込んでいただ

ければと思います。

去る２月３日に、「地方への好循環拡大に向

けた緊急経済対策」を実行するための国の平

成26年度補正予算が成立したことに伴い、本

日、執行部より平成26年度２月追加補正予算案

が提案されましたが、この補正予算案について

どのような考えで編成されたのかを、知事にお
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伺いします。

地域経済は、いまだ回○知事（河野俊嗣君）

復途上にあるわけでありまして、その活性化に

加えて、人口減少・高齢化に対応する地域の特

徴を生かした取り組みが求められている。ま

た、自然災害リスクへの対応というものは、本

県を初めとする地方にとって喫緊の課題である

わけであります。

このような考え方のもとに、２月追加補正予

算案につきましては、国の緊急経済対策に伴う

措置として、本県が創設を強く要望しておりま

した、いわゆる地方創生交付金を活用した公共

交通利用の周遊旅行券や農家民泊券の発行な

ど、消費喚起のための取り組みでありますと

か、結婚・出産・子育ての総合サポートや移住

者の就業支援など、地方創生に向けた先行的な

取り組みに加え、防災・減災対策としての公共

事業など、総額として102億円余を計上したとこ

ろであります。今後、平成27年度当初予算及び

肉付け補正予算とあわせて一体的に執行するこ

とにより、「くらしの豊かさ日本一の宮崎」を

目指しまして、本県経済の活性化、地方創生、

安全・安心な暮らしの確保等に積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。

安倍首相は、「アベノミクス○横田照夫議員

を全国津々浦々まで届ける」と言われてきまし

た。今回の補正予算の事業で消費が喚起され

て、県内経済が活発に回り出すような状況に

持っていけるよう、しっかりと取り組んでいた

だければと思います。

次に、行財政改革プランについてですが、本

県では、非常に厳しい財政状況にある中で、県

総合計画に掲げる施策を着実に推進していくた

め、平成23年度から、新たな行財政改革の指針

となる、みやざき行財政改革プランを策定し

て、今日に至っております。そのプランは今年

度をもって終了しますが、新たなプランの策定

状況について、総務部長にお伺いします。

行財政改革プラン○総務部長（成合 修君）

につきましては、厳しい財政状況の中、持続可

能な行財政基盤の確立を図るためには、引き続

き行財政改革に取り組む必要がありますことか

ら、昨年より新たなプランの策定について検討

を行い、現在、素案を取りまとめたところでご

ざいます。この素案では、現行プランの基本理

念など大きな方向性は継承しつつ、新たな視点

としまして、職員の能力や県有財産の資産を最

大限に活用しながら、多様化・高度化する県民

ニーズに的確に対応できる行財政基盤の確立を

図ることとしております。今後は、この素案を

もとに、行財政改革懇談会やパブリックコメン

トを実施しまして、県民の皆様の幅広い御意見

も伺いながら、プランの策定に向けた取り組み

を進めてまいりたいと考えております。

行財政改革プランの一環とし○横田照夫議員

て、公共施設等総合管理計画の策定が重要だと

考えます。本県でも、高度経済成長期にかけ、

行政ニーズに対応するため集中的に公共施設を

整備し、県民の利便性の向上に努めてきまし

た。しかし、必要性の薄れた施設とか余剰ス

ペースが生じた庁舎なども出てきており、集約

化とか施設総量の縮減等の取り組みも必要に

なってくると考えます。公共施設等総合管理計

画の策定についての考え方を、総務部長お聞か

せください。

公共施設等総合管○総務部長（成合 修君）

理計画につきましては、今後も厳しい財政状況

が続くことが見込まれる中、長期的な視点を

持って、公共施設等の更新、統廃合、長寿命化

などを計画的に行うことにより、財政負担の軽
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減・平準化を目指すものでありまして、この計

画の策定は、行財政改革を進める上で大変重要

な取り組みであると認識しております。このた

め県では、昨年７月に全庁的な検討組織を立ち

上げまして、現在、県が保有する全ての公共施

設等の現状把握や分析など、計画策定に向けた

具体的な検討を行っているところであります。

今後、関係部局と十分連携を図りながら、将来

に向けた公共施設等の管理の指針となる考え方

を取りまとめてまいりたいと考えております。

厳しい中にも県債残高は着実○横田照夫議員

に減少してきています。さらなる健全財政を目

指して臨んでいただきたいと思います。

次に、２巡目国体と全国障害者スポーツ大会

についてお伺いします。

スポーツでの県勢の活躍は、県民に大きな感

動と勇気を与えてくれます。ここ最近の県勢の

活躍には目覚ましいものがあります。一昨年

は、高校サッカーで鵬翔高校が全国優勝を果た

してくれましたし、それに続いて、高校野球の

夏の甲子園大会では延岡学園高校が準優勝をし

てくれました。昨年暮れに行われました全国高

校駅伝大会は、小林高校が１・２区で39位と出

おくれながらも、３区で何と22人抜きの17位、

さらに順位を上げていき、アンカーではトラッ

ク勝負で２人抜きをし、最終的には５位入賞と

いうすばらしい結果でした。さらに、昨年秋に

長崎県で行われました長崎国体では、本県選手

団が天皇杯で19位という驚くべき成績を残して

くれました。目標だった30位台をはるかに超え

る19位という成績に、本県県民の持つ潜在能力

の高さを改めて感じ取ったところです。

本県では、昭和54年の「日本のふるさと宮崎

国体」から36年がたち、２巡目国体への期待が

日増しに高まってきております。先日、県体育

協会が国体招致を決議され、それをもとに県、

県教育委員会、県議会に対して国体招致要望書

が提出されました。そこで、知事は国体招致に

対してどのように判断されるのかをお聞かせく

ださい。

今、プロ野球やＪリー○知事（河野俊嗣君）

グのキャンプが活況を呈して、スポーツランド

みやざき、面目躍如たるところでありますが、

一方で、各種スポーツ大会における本県選手の

活躍を通して、県民の皆様に元気・勇気・感動

を与えられるよう、スポーツ競技力の向上にも

取り組んできたところであります。さらに、心

身ともに健康で活力ある生活につながるよう、

生涯スポーツの振興も図ってまいりました。

本県では東京五輪を好機と捉え、「みやざき

おもてなしプロジェクト」を今進めているとこ

ろでありますが、今回、宮崎県体育協会から国

体の招致に関する要望書をいただき、関係の皆

様の熱い思いをお伺いする中で、２巡目の国体

の開催が、宮崎の魅力を県内外に発信する機会

となるとともに、県民の誰もがスポーツに親し

むことができる、スポーツによる人が輝く宮崎

づくりに大きく弾みをつける重要な大会である

との思いを一層強くしたところであります。

現在、本県は、東九州の新時代を迎え、国内

外に大きく羽ばたこうとしておるところであり

ます。私は、平成38年の第81回国民体育大会及

び第26回全国障害者スポーツ大会を本県に招致

することを決意したところであります。県議会

におかれましても、ぜひ、国体等の招致につい

て決議をいただき、県民の皆様とともに、活力

にあふれ、国内外に開かれた「みやざき新時

代」を築いて、未来へ飛躍するための第一歩と

なるよう、御支援をお願いいたします。

大変重い判断をしていただい○横田照夫議員
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たと思います。これで２巡目国体に向けて大き

く前進することになると思います。当然、国民

体育大会と全国障害者スポーツ大会は付随する

ものですので、あわせての招致になると思いま

す。県議会も国体招致に対しての決議をしなく

てはいけませんけど、今年度、スポーツ振興対

策特別委員会が設置され、１年かけて国体招致

に向けての調査を行ってきましたので、間違い

なく決議をされるものと考えます。県民一丸と

なって２巡目国体を目指していけたらと思いま

す。

国体を招致するに当たっては、まずは県民の

理解が必要だと考えますが、どのように機運の

醸成を図っていかれるんでしょうか、教育長に

お伺いします。

国体や全国障害者ス○教育長（飛田 洋君）

ポーツ大会の招致は、県民の皆様のスポーツへ

の関心を高め、その振興に寄与するとともに、

宮崎の魅力や自然、文化のすばらしさを全国に

発信する絶好の機会であると考えております。

全国規模のイベントとして宮崎で開催したとい

うことで、その意義を考えるときに、平成22年

の全国高校総合文化祭は、口蹄疫で非常事態の

宣言の中、いろんなイベントを自粛するという

申し合わせの中で、やるかどうかぎりぎりで開

催をいたしたんですが、本県の意気込みを全国

に発信でき、復興に向けた大きな力となったと

確信しております。国体等の開催も同様に、ス

ポーツの枠にとどまらぬ大きな意義があると確

信いたします。今後、県民の皆さんが一体とな

り、熱い気持ちを持って取り組んでいただける

よう、さまざまな機会を通してＰＲするなど、

一層の機運醸成に積極的に努めてまいります。

県内の競技施設はほとんどが○横田照夫議員

前回の国体のときにつくられたもので、相当老

朽化しているし、競技施設がない競技もありま

す。施設整備に対しては、まず初めに、どの市

町村でどのような競技を受け入れてもらえるの

かを決めることが大事だと思います。地域バラ

ンスや大会後の活用なども視野に入れながら、

市町村や競技団体との協議を重ねることが大事

ではないでしょうか。また、アリーナの建設を

望む声もあります。アリーナとは、傾斜がある

階段状の観客席、いわゆるスタンドに全周を囲

まれた競技場のことで、競技スポーツのみなら

ず、コンサートやコンベンション会場としてな

ど多目的に使用されます。大分市は現在、ア

リーナ構想策定委員会を立ち上げ、魅力あふれ

るまちづくりに寄与する活気あふれるスポーツ

文化の振興と発信の中核施設として、アリーナ

建設に向けて議論が進められているそうです。

事業規模としては100億円を超える大型事業にな

るようです。宮崎県体育館は、置県80周年を記

念して昭和43年に建設された県内唯一の県立体

育館です。県内競技施設の中心的な施設ではあ

りますが、建設から既に47年が経過をし、床板

が剥離するなど老朽化が進んでいる状況です。

２巡目国体のメーン会場の一つとして、アリー

ナとして建てかえることはできないかという意

見も聞きました。２巡目国体の開催に向けたス

ポーツ施設の整備に対する考えを、教育長お聞

かせください。

県内のスポーツ施設○教育長（飛田 洋君）

につきましては、県、市町村ともに老朽化が進

んでいることや、障がい者に配慮したバリアフ

リー化に対応できていない状況もありまして、

２巡目の国体や全国障害者スポーツ大会を開催

するには課題があると認識いたしております。

国体等の招致が決まれば、競技団体の意向を十

分にお伺いし、市町村と連携を図りながら、施
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設の現状と今後の整備計画を把握した上で会場

地を検討することになろうかと思います。施設

整備については、アリーナを含めさまざまな要

望があることは承知いたしておりますが、開催

後どう活用できるかも含め、十分に吟味しなが

ら検討を進めていきたいと考えております。

２巡目国体を目指すならば、○横田照夫議員

当然、競技力の向上も図っていかなければいけ

ません。また、未普及競技を強化することが全

体の成績アップにつながるということも聞きま

したが、未普及競技に対する考えも含め、どの

ような方向性を持って競技力向上を図っていこ

うと考えておられるのか、教育長の考えをお伺

いします。

現在、競技団体や県○教育長（飛田 洋君）

体育協会、行政などがスクラムを組んで、競技

力向上を図るために競技力向上推進本部を設置

し、組織的に選手の育成強化やメディカルサ

ポート体制の充実等に取り組んできているとこ

ろであります。また、平成９年度からは教員採

用で特別選考に取り組み、未普及競技の指導者

を含め、計画的な指導者の確保に努めてきてい

るところであります。今後、新たな取り組みと

いたしまして、将来、オリンピック・パラリン

ピックなどで活躍できる有望選手を小学生のう

ちから発掘し育成したり、女性アスリートが活

躍できる環境整備などに努めるなど、総合的に

対策を進めてまいりたいと考えております。

これから２巡目国体に向けて○横田照夫議員

の県民の期待が膨らみ、意識の高揚が図られる

ことを望んでいきたいと思います。

次に、指名競争入札についてお伺いします。

建設産業は、地域の災害対応や雇用を支える

重要な産業でありながら、重層的な下請構造な

どにより、他産業と比べ厳しい収益構造となっ

ていることに加え、政権交代により、近年持ち

直しは見られるものの、長期にわたる公共投資

の減少により、厳しい経営環境に直面していま

す。

本県では、平成18年の官製談合事件を受け、

平成20年１月、県が建設工事の指名競争入札を

廃止して７年が経過をしました。この間、最低

制限価格付近の価格帯での受注など企業間の競

争も激化し、本県の建設産業はさらに厳しい状

況に置かれております。県議会自民党としまし

ても、地域における建設産業の重要性を強く訴

え、たび重なる要望・申し入れや、県議会にお

ける質問などを通じて、再三再四、知事に英断

を求めてきました。こうした中、口蹄疫や新燃

岳の噴火、さらには東日本大震災などの自然災

害が相次ぎ、知事も、災害対応力の強化の観点

から、地域の建設業者の育成の必要性を強く認

識し、平成25年７月から、建設工事における指

名競争入札の試行に至っています。

また、国においても、昨年６月、いわゆる改

正品確法が公布され、将来にわたる公共工事の

品質確保や、災害対応を含む地域維持の担い手

の中長期的な育成・確保への配慮などが、法の

理念に追加されました。折しも、改正品確法を

踏まえ先月末に策定された、いわゆる発注関係

事務の運用指針においても、工事の性格や地域

の実情等に応じて多様な入札方式の中から適切

な方式を選択し、または組み合わせて適用する

よう求められています。昨年度及び今年度の12

月末までの試行については、良好な結果が得ら

れた旨の報告がありました。試行以来１年７カ

月が経過し、決断の機が熟したと思います。建

設工事における指名競争入札の検証結果と今後

の取り扱いについて、知事にお伺いします。

建設産業は、インフラ○知事（河野俊嗣君）
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整備や雇用確保ということで、地域社会を支え

る重要な産業であるところでありますが、私

は、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ、新燃

岳の噴火などへの対応を通じて、災害時などそ

の役割の重要性というものを痛感しておるとこ

ろであります。また昨年、今御指摘のあった品

確法に追加をされました、地域の建設業者の中

長期的な育成・確保という理念は極めて重要だ

と考えております。建設工事の指名競争入札に

つきましては、災害対応力の強化という観点か

ら、地域の建設業者の育成等を目的に２年近く

試行しているところでありますが、本県独自の

企業の選定方式により透明性・競争性が確保さ

れ、工事現場に近い企業の受注割合が高いなど

の効果が認められているところであります。ま

た、建設業者へのアンケートを見ましても、約

８割の企業が、何らかの形での指名競争入札の

実施を希望しておるところであります。

このため、試行の目的を達成しました指名競

争入札につきましては、制度化をするととも

に、3,000万円未満の工事につきまして、一般競

争入札と併用し、さらなる建設業者の育成・確

保に努めてまいりたいと考えております。

これも重大な決断をしていた○横田照夫議員

だいたというふうに思います。今は電子入札な

どが導入されて、指名競争入札になっても、心

配されるような事態にはならないと考えます。

建設業界全体が業として成り立つような積算の

あり方とか、ダンピング防止のための入札のあ

り方など、今後も実情に応じて見直しを進めて

いただきたいと思います。

次に、県立宮崎病院の再整備について伺いま

す。

今後、超高齢化社会を支える地域包括ケアシ

ステムの構築に当たりましては、医療機能の充

実や医療と福祉との連携強化も大変重要な課題

であります。特に医療の分野においては、急性

期や慢性期、あるいは在宅医療との役割分担を

しっかりと行い、県民が必要に応じ適切な医療

を確実に受けられるような社会の構築を図って

いく必要があります。このような中、県では現

在、県民医療の中核を担う県立宮崎病院の再整

備についての議論が行われており、私も委員で

あります厚生常任委員会では、去る１月、病院

局から、全面的な建てかえ案と一部既存病棟を

活用する大規模な改築案について説明がなさ

れ、３月には最終的な基本構想を策定するとの

報告がありました。また、全面的な建てかえ案

は、耐震性や療養環境、中核病院としての診療

機能が向上するものの、既存病棟を活用する案

と比較すると建築費は高くなるようです。一方

で、既存病棟を活用する案では、利便性、効率

性の観点から課題も多いとのことでした。

県全体の中核病院である県立宮崎病院につい

ては、県民医療の確保の観点から、その機能の

一層の充実により、県民が安心して医療を受け

られるよう整備を図っていただくとともに、万

が一の災害に対しましても、県を代表する公立

病院として万全の備えをしていただきたいと考

えますが、知事としてどのような整備を行って

いこうとお考えなのかをお伺いします。

県立宮崎病院は、現○知事（河野俊嗣君）

在、施設の老朽化や狭隘化などが課題となって

いるわけでありますが、高度急性期医療や救急

・災害医療など大変重要な役割を担っておりま

して、本県医療の充実に欠かせない病院だと考

えております。このため、平成24年度以来、再

整備に係る検討を重ね、特に今年度は全面的な

建てかえ案と一部既存病棟を活用する大規模な

改築案に絞って、さまざまな観点から詳細に検
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討を行ったところであります。私としまして

は、全県レベルの中核病院あるいは基幹災害拠

点病院等として、今後ともその機能を果たして

いくという使命を考えますと、将来を見据えた

上で十分な機能強化が図られ、さまざまな課題

も改善できる全面的な建てかえが必要であると

考えております。

次に、エコクリーンプラザみ○横田照夫議員

やざきについてお尋ねします。

公益財団法人宮崎県環境整備公社が運営する

エコクリーンプラザみやざきにおいては、平

成17年の供用開始以来、県央地域10市町村から

の委託による一般廃棄物処理と、県の公共関与

による産業廃棄物処理が行われております。県

においては、平成25年２月議会における中野一

則議員の質問に対し、地元対策協議会との協定

において、施設の使用期間のめどとなってい

る15年間が経過する平成32年をもって公共関与

を終了することを方針として表明されました。

以降、議会での質問とか常任委員会にて、公共

関与終了に際しては、「当該施設の整備に当

たっては、県が関与したことによって地元対策

協議会との同意が得られた経緯もあり、地域住

民が不安とならないよう丁寧な対応をしてもら

いたい」とか、「関係市町村の理解が得られる

よう、丁寧に協議を進めていただきたい」と、

議会からも要望しております。平成25年２月の

表明から２年が経過しましたが、現在の進捗状

況はどうなっているのか、知事にお伺いしま

す。

エコクリーンプラザみ○知事（河野俊嗣君）

やざきにつきましては、計画当時の課題であり

ました県内の産業廃棄物の処理能力不足が解消

されますとともに、モデル施設としての役割を

果たしたと判断したことから、平成32年をもっ

て公共関与を終了する方針を表明したところで

あります。それ以降、副知事や担当部長が関係

の市町村長を訪問するなどして、昨年９月に公

共関与終了に対する御理解をいただだき、さら

に、宮崎市北地区及び佐土原並びに国富町の３

つの地元対策協議会につきましても丁寧に説明

を行ったところでありまして、本年１月に全て

の地区の御理解を得たところであります。これ

を受け、今後、環境整備公社の理事会におい

て、平成32年での産廃処理事業の終了が決定さ

れるものと考えております。

なお、地元対策協議会との協定に基づく地域

振興事業でありますとか、浸出水調整池に係る

損害賠償請求訴訟につきましては、県として最

後まで責任を持って取り組んでまいります。

次に、平成25年３月に発生し○横田照夫議員

た灰溶融炉の爆発事故以来、現在も灰溶融炉は

停止している状況であると聞いておりますが、

この灰溶融炉は今後どうされるのか、環境森林

部長にお伺いします。

灰溶融炉につ○環境森林部長（徳永三夫君）

きましては、県、参画市町村及び公社でその必

要性について検討を行ったところ、停止した状

態におきましてもダイオキシン類や有害物質の

発生が十分に抑制でき、周辺の生活環境への影

響がないと判断したことから、今後の方向性と

いたしまして廃止することとしました。このこ

とにつきましては、地元対策協議会に説明をい

たしまして御理解が得られましたので、今後は

公社理事会において正式に決定されるものと考

えております。

それぞれ地元対策協議会の御○横田照夫議員

理解が得られたということをお聞きしまして、

安心をしたところです。その方向で取り組んで

いただきたいと思います。
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次に、農協改革について質問します。

ＪＡ全中は、今月９日に政府案の受け入れを

表明し、事実上、ＪＡ全中の組織体制を抜本的

に見直す農協改革案が決定をしました。ＪＡ全

中は、農協法に基づく組織から一般社団法人へ

と転換し、現在のＪＡ全中の監査部門は分離

し、新たに監査法人を新設することとなりまし

た。貯金量200億円以上の農協は、公認会計士に

よる会計監査が義務づけられます。農家以外で

も農協に加入できる准組合員の利用規制は先送

りすることとなりました。政府側は、「ＪＡ全

中の監査権限をなくし、地域農協に自由裁量を

与えれば、農家の所得増加につながる」と説明

をしてきましたが、各組合長は、「なぜ所得増

加につながるのか理解できない」と言っておら

れますし、農家にも不安の声が多くあります。

県として今回の農協改革をどう判断しておられ

るのかを、知事にお伺いします。

今回の農協改革につき○知事（河野俊嗣君）

まして、国は、地域の農協が主役となり、農業

の成長産業化に全力投球できるような改革を進

めることとしており、県としましても、農協み

ずからが時代の変化に対応した改革を進めてい

くことが重要であると考えているところであり

ます。農協は、地域農業の発展はもとより、地

域経済や生活を支える社会基盤として非常に重

要な役割を担っているものと考えておりまし

て、今後とも、ＪＡグループがそれぞれの地域

においてその役割をしっかり果たしていく必要

があるものと考えております。今回示された国

の農協改革案につきましては、今後の法制化も

含めてどのような影響が出てくるのかを注視し

ていくとともに、本県の農業・農村の振興を図

る上で大変重要な役割を果たしているＪＡグ

ループとの連携を一層強化してまいりたいと考

えているところであります。

今回はＪＡ全中の指導・監査○横田照夫議員

だけを廃止するということになりましたけど、

将来的にはＪＡ全農の株式会社化とか金融・共

済部門の切り離しにつながっていくんじゃない

でしょうか。組合員だけでなく一般住民も、Ｊ

Ａを信頼して、ＪＡバンクとかＪＡ共済を多く

の人が利用しておられます。この金融・共済部

門の運用資金は合わせて120兆円とも言われ、外

資も含め大銀行とか大手保険会社からすると、

喉から手が出るほど欲しい市場だと言われてお

ります。この部門をＪＡから切り離すというこ

とは、まさに郵政改革と同じ構図と言えるので

はないでしょうか。営農指導はもともと利益が

出る部門ではないし、経済事業も黒字になる部

門ではありません。そういう利益の出ない本来

業務をしっかりとやるために、金融や共済部門

で得た利益を活用するのがＪＡの総合事業で

す。金融・共済部門を切り離してＪＡが経営で

きるわけがないと思いますが、どのように判断

しておられるのかを農政水産部長にお伺いしま

す。

農協は、農業○農政水産部長（緒方文彦君）

者の営農と生活を支援するために、信用事業、

共済事業、経済事業、営農指導事業を総合的に

実施しているところですが、このうち営農指導

事業は、それ自体が直接利益を生み出す分野で

はなく、主に信用・共済事業の利益を活用して

実施しているのが実情でございます。このよう

なことから、信用・共済事業が完全に分離され

た場合、営農指導事業の実施が難しくなるもの

と懸念をいたしております。

今回は、准組合員の利用規制○横田照夫議員

を人質にされて改革案をのまされた格好ですけ

ど、准組合員の利用規制はあくまでも先送りで
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ありまして、近い将来には規制されるんじゃな

いでしょうか。またこれまで、例えばＴＰＰに

対する反対行動などＪＡ全中を中心に行ってき

ましたけど、そういう統一的な反対行動にも影

響が出てくるんじゃないかと思います。ＴＰＰ

は大詰めを迎えつつあるようにも思えますが、

これまで知事も含めて反対行動をとってきまし

た。今回の農協改革はＴＰＰに影響を及ぼすと

考えられますが、ＴＰＰに対しての現時点での

知事の考えをお聞かせください。

ＴＰＰ協定交渉につき○知事（河野俊嗣君）

ましては、政府による正式な説明や発表がない

中で、米の輸入枠拡大や牛肉・豚肉の関税引き

下げなど、さまざまな報道がなされておるとこ

ろでありまして、多くの農家に不安が広がって

いるものと受けとめているところであります。

県としましては、これまでも、地域や現場の声

をしっかりと届けていくため、ＪＡグループ等

の関係団体と一体となって、国などに要請を

行ってきたところであります。今後も、農家の

皆様が安心して営農に取り組むことができます

よう、引き続き、ＪＡグループ等と連携を図り

ながら、衆参両院の決議を踏まえた粘り強い交

渉と、十分な情報提供というものを国に求めて

まいりたいと考えております。

なし崩し的な国の進め方に強○横田照夫議員

い不満とか不安を覚えます。これからも、本県

のためになるのかならないのかをしっかりと判

断して行動をとっていかなければいけないと、

このように考えておるところです。

次に、畜産政策について質問します。

子牛の価格が高騰を続けています。子牛の生

産頭数が減少していることが主な原因です。こ

こ数年、子牛価格は過去最高水準の高値傾向が

続いています。にもかかわらず、高齢により、

やむなくリタイアする農家がふえています。佐

土原町の繁殖牛部会は、数年前に平均年齢が70

歳を超えました。どこも同じような傾向にあり

ます。このままでは市場が成り立たなくなる日

もそう遠くないのではないでしょうか。また、

子牛を買って肉まで仕上げる肥育農家にも危機

感が募っています。県内の肥育農家は技術向上

に努め、ここ最近の上物率は目をみはるものが

あります。しかし、その努力も報われず、子牛

高、円安等による飼料高などでほとんど利益は

出ない状況です。多くの関係者の長年の努力に

より全共２連覇という偉業をなし遂げ、名実と

もに日本一になった宮崎牛に黄色信号が点滅し

ていると言っても過言ではないと思います。こ

のような状況の中、子牛の増頭対策についてど

のように考えておられるのか、農政水産部長に

お伺いします。

子牛の増頭を○農政水産部長（緒方文彦君）

図っていくためには、繁殖基盤の維持・強化に

加えまして、生産性の向上を図っていくことが

重要でございます。このため、本議会でお願い

しております、畜産競争力強化整備事業及び肉

用牛生産基盤強化対策事業等により、地域の中

心的な経営体における規模拡大や新規就農を推

進するとともに、繁殖センターの整備促進やコ

ントラクターの育成等を図りまして、飼養管理

や飼料生産の分業化を推進するなど、繁殖経営

を継続できる環境づくりを行ってまいります。

また、繁殖技術指導等によりまして、１年１産

を目標に分娩間隔の短縮に努めますとともに、

分娩時や生まれた子牛の死亡頭数を減らすこと

で、出荷される子牛の増頭を図ってまいりたい

と考えております。

一産取り肥育という技術があ○横田照夫議員

ります。本来、一産もせずに肥育に振り向けら
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れる雌牛に一産だけさせて、その後に肥育をし

て肉として出荷するという方法です。雌牛の大

半は肥育用になりますが、それらの雌牛に一産

でも生ませたら相当な増頭になると考えられま

す。いわゆる繁殖資源の有効利用です。今、Ｊ

Ａは肥育センターやキャトルステーションを

持っています。肥育センターで飼育する雌牛に

一産だけ産ませ、その子牛はキャトルステー

ションで育てるという方法もあると思います。

一産取り肥育についての県としての考えを、農

政水産部長にお伺いします。

一産取り肥育○農政水産部長（緒方文彦君）

は、子牛頭数が減少している状況の中で、子牛

の生産頭数を増加させる手段として有効である

と認識をいたしております。しかしながら、分

娩時の事故など課題もあり、また現在取り組ん

でいる農家も少ないことから、一般の肥育農家

が取り組むには、繁殖技術や分娩前後における

飼養管理技術の習得が必要であると考えており

ます。そのため県といたしましては、一産取り

肥育を行っている農家の技術体系を調査いたし

ますとともに、肥育農家等が繁殖センターや

キャトルステーションを活用する一産取り肥育

生産体系の構築について検討してまいりたいと

考えております。

肥育農家への対策も急務だと○横田照夫議員

いうふうに思います。農家の努力により上物率

は格段に上がってきているにもかかわらず、子

牛価格の高騰とか飼料価格の高どまり等、自分

たちの力ではどうにもならない要因で経営が悪

化しています。何らかの対策が必要と考えます

が、農政水産部長いかがでしょうか。

肥育農家対策○農政水産部長（緒方文彦君）

につきましては、まず、経営安定対策としまし

て、粗収益がコストを下回った場合に、差額の

８割を生産者と国の積立金から補塡する肉用牛

肥育経営安定特別対策事業、いわゆる新マル緊

事業が実施されておりまして、県では生産者積

立金の一部を助成しているところでございま

す。また、肥育農家が安定的に素牛を確保でき

るよう、関係機関と連携して繁殖基盤を強化す

るとともに、地域内あるいは経営内での一貫体

制を推進しているところであります。さらに、

県産牛肉の販路拡大によりまして、枝肉販売価

格を向上させることも重要でありますので、宮

崎牛を中心に、国内外におけるプロモーション

活動や販売促進フェア等にも取り組んでおりま

す。今後とも、これらの取り組みを強化するこ

とによりまして、肥育農家の経営安定に努めて

まいりたいと考えております。

全共２連覇できたのは、優秀○横田照夫議員

な牛を残して肥育できたからだと思います。で

も、いつもの子牛競り市では優秀な子牛はほと

んど県外に持っていかれて、県内には余り残っ

ておりません。これでは宮崎牛ブランドはでき

ないと思います。答弁にありましたように、計

画的な地域内一貫体制など、優秀な子牛が県内

で肥育できるようなシステムづくりにも取り組

んでいただくよう要望いたします。

また、予算を繁殖と肥育とに分けるのではな

くて、宮崎牛生産全体として捉え、柔軟な使い

方を検討することも大事ではないでしょうか。

先日聞いたんですけど、東京の人と生産県の人

との考え方の違いを言われました。生産県の人

は、いいものを安く売ることが売れることにつ

ながると考えがちですけど、東京の人は、高い

か安いかが大事で、中途半端は余り買わないそ

うです。価格の高いことが品質の保証だという

ことです。日本一の宮崎牛ですので、思い切っ

て松阪牛より高い値段をつけてみてはどうで
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しょうか。

次に、建設人材の確保についてお伺いしま

す。

昨年、建設関連産業の合同就職説明会が、宮

崎、都城、延岡の３会場で開かれました。宮崎

会場では、20社が参加し、求人数は79名にも上

りましたが、会場を訪れたのは高校生３人を含

む10人だけでした。都城は11社62人の求人に対

して10人、延岡は10社52人の求人に対して、わ

ずかに一般求職者３人だけだったということで

す。関係者は、余りの参加者の少なさに落胆の

色を隠せなかったそうです。改めて建設関連産

業の人手不足の現状が浮き彫りになったと言っ

ても過言ではないと思います。

また、東日本大震災の復旧・復興事業とか東

京オリンピックに向けてのインフラ整備が進む

ことにより、人材の流出がさらに進むことも考

えられ、建設分野における人材確保は喫緊の課

題と言えます。60歳以上の建設技能労働者は全

体の20％ぐらいに上り、今後も引退による労働

者の減少は続き、10年後には大半が引退する見

込みと言われています。若年入職者の確保が必

要ですが、一定の能力を備えた技能労働者を育

成するためには、おおむね10年程度の時間がか

かると言われています。建設業における新規学

卒求人に対する未充足率は41.6％、高校卒業者

の３年目までの離職率は50％で、どちらも製造

業の割合を大きく上回っています。つまり、

入ってくる者は少なくて、やめる者は多いとい

うことです。県として、建設産業の人手不足の

現状とその原因についてどのように認識をして

おられるのか、商工観光労働部長にお尋ねしま

す。

公共事業○商工観光労働部長（茂 雄二君）

の減少に伴い建設業就業者が減る中で、東日本

大震災の復興事業や国土強靱化に向けた公共工

事など、発注が増加に転じた結果、建設業の人

手不足が深刻化していると考えております。こ

のような中、平成26年度の新規事業として「建

設技能労働者確保事業」を実施しておりまし

て、御質問にありました就職説明会はその取り

組みの一つであります。参加者の状況は私ども

も報告を受け、人材確保の困難さを再認識した

ところであります。

次に、人手不足の原因でありますが、建設業

界団体のアンケート調査では、「収入の低さ」

「休日の少なさ」「福利厚生の未整備」などの

雇用環境への不安が挙げられており、これらが

要因ではないかと考えております。

人材確保が難しい理由の一つ○横田照夫議員

に、この業界への先入観があり、その魅力が正

しく理解されていないということがあると思い

ます。このことに関しては、教育機関との連携

が必要で、教員の建設業への理解向上も欠かせ

ないと思いますし、就職活動前の学生に、建設

業で働くイメージを伝達することも大事だと思

います。若いころから建設業の魅力を知っても

らうことが大切だと思いますが、どのような取

り組みをされているのかを、商工観光労働部

長、県土整備部長、教育長それぞれの立場でお

伺いします。

商工観光○商工観光労働部長（茂 雄二君）

労働部では、小中学校に技能士を派遣し、もの

づくり等を通して技能のすばらしさを実感して

もらう「匠の技ジュニア体験教室」を実施する

とともに、卓越した技能者や技能者育成に貢献

する企業の表彰、さらには、技能まつりの開催

等を通じて、技能士の社会的評価の向上や技能

尊重の機運醸成に努めております。また、県職

業能力開発協会では、技能五輪全国大会での優
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勝者を広く紹介するなど、技能の魅力を広く県

民にアピールするとともに、高度な技能を持っ

た「ものづくりマイスター」が若い技能者を育

成する取り組み等を行っております。今後と

も、さまざまな機会を通じて建設業分野の魅力

の発信に努めてまいりたいと存じます。

県土整備部○県土整備部長（大田原宣治君）

では、「土木の日」の出前講座におきまして、

小学生を対象に石橋の模型を使ったものづくり

体験などを実施しており、本年度は11校655名に

参加いただいたほか、小中高生に対しましてト

ンネルなどの現場見学会を実施しております。

また、高校生に対しましては、県と業界が連携

して、建設産業の魅力を伝える授業や就業体験

も実施し、特に平成24年度から延岡工業高校の

生徒が、県や地元企業と一緒に取り組んでいる

祝子川の多自然川づくりは、全国でも高い評価

を受けており、そのことによりまして建設産業

への関心も高まり、建設業への就職者数も年々

増加していると伺っています。今後とも、こう

した取り組みの充実を図り、建設産業の魅力を

若い世代へ広く積極的にアピールしてまいりた

いと考えております。

児童生徒が、建設業○教育長（飛田 洋君）

を初め、人々の暮らしを支えるさまざまな職業

の役割や魅力を知ることは、極めて重要であり

ます。このため小中学校では、身近な職場の見

学や職場体験等を行うなど、児童生徒に、望ま

しい職業観をみずから身につけさせるための取

り組みを推進いたしております。また来月、県

が配付する予定のキャリア教育実践事例集に

は、技能五輪全国大会左官部門で優勝された本

県出身者の体験談を取り入れ、この事例の紹介

などを通して、さまざまな職業のやりがいや誇

りを伝えてまいりたいと考えております。さら

に、工業高校では、建設現場の見学や土木測量

の技術研修を実施するなどして、建設業に携わ

るプロの魅力を感じ取る取り組みを行っている

ところであります。

新規入職者に対する能力向上○横田照夫議員

を図るための支援が必要だと考えますが、認定

職業訓練校での訓練とかキャリアアップなどの

機会をつくってやることが大事だと思います。

県は事業者に対してどのように取り組んでおら

れるのかを、商工観光労働部長にお伺いしま

す。

認定職業○商工観光労働部長（茂 雄二君）

訓練は、民間事業主等がその従業員に対して行

う職業訓練で、従業員のスキルアップを図る機

会として極めて重要であると認識しておりま

す。このため県では、認定訓練校に対し、訓練

に要する経費等に助成を行っているところであ

ります。現在、助成を行っている県内13校の訓

練校のうち８校で建設関連人材の育成を行って

おり、県といたしましては、今後とも引き続き

助成を行い、人材育成を図ってまいりたいと考

えております。

先ほど答弁の中にもありまし○横田照夫議員

たが、現在、建設技能労働者確保事業推進委員

会が設立されて、人材確保に向けて活動をして

おられます。建設人材が大幅に不足している

中、この委員会の役割はさらに大きくなると思

われますが、その役割と今後の活用について、

商工観光労働部長にお伺いします。

お尋ねの○商工観光労働部長（茂 雄二君）

推進委員会は、先ほど申し上げました建設技能

労働者確保事業を実施するために設置された組

織であります。本年度は、この委員会を中心

に、とび・土工等さまざまな業界が一体とな

り、合同就職説明会の開催のほか、県内全ての

平成27年２月25日(水)



- 38 -

高等学校への訪問を通じた建設業のＰＲや、ハ

ローワークでの就職セミナーを毎月行うなど、

入職者の確保に積極的に取り組んでおります。

このような取り組みの結果、50名を超える採用

者・内定者の確保につながるなど、一定の成果

が得られております。人手不足につきまして

は、深刻な状況が続いておりますので、平成27

年度当初予算案に当該事業を引き続き計上して

おりまして、人材確保を支援してまいりたいと

考えております。

先ほどの答弁にもありました○横田照夫議員

ように、建設人材が育たない理由に、給料が安

いとか、休日がとれない、社会保障に入れても

らえないなどがあります。これらを解決するた

めには、元請が下請、孫請の利益分まで考慮し

た応札をすることとか、１年を通した発注の平

準化などが必要だと思います。もうそろそろ、

発注側のいわゆる単年度主義を見直す時期では

ないかと考えているところです。

次に、高齢者福祉についてお伺いします。

宮崎県高齢者保健福祉計画には、地域包括ケ

アシステムの必要性が、「内閣府が実施した世

論調査によると、高齢になっても現在の住まい

で生活を続けたいという人が最も多い。高齢者

が介護や支援が必要な状態になっても、可能な

限り住みなれた地域で安心して生活ができるよ

うに、自助、共助及び公助を適切に組み合わ

せ、医療・福祉等を含む幅広い専門職種とも連

携しながら、医療、介護、予防、生活支援、住

まいの５つのサービスを一体化して提供し、高

齢者を地域全体で支えていく」とあります。し

かし、本当は、そこには表現されていない別の

理由があると思います。団塊の世代がみんな後

期高齢者になる2025年、つまり10年後には高齢

者人口は今より約260万人増加しますが、増加す

るのは75歳以上の後期高齢者の人口層です。つ

まり、医療・介護のハイリスク層の人口が260万

人ふえるということです。このままでは、10年

後には介護サービスを受ける人が今の1.3倍にな

ることになります。生産年齢人口が減少してい

く中、それは財政的に耐えられないので、制度

を変えていこうということではないでしょう

か。つまり、入院・入所施設の抑制を行い、そ

のために施設に入れなかったり退院した高齢者

が、自宅や住みなれた地域で自分らしい暮らし

ができる仕組みを構築し、その受け皿として地

域包括ケアシステムが考えられたんだと思いま

す。

しかし、介護を家族間で行うことに限界が生

じ、社会全体で支えていこうということで介護

保険制度が始まったと理解をしておりますが、

地域包括ケアシステムではどのように在宅での

生活を支えていこうとしていかれるのかを、福

祉保健部長にお伺いします。

地域包括ケア○福祉保健部長（佐藤健司君）

システムの構築に当たっては、高齢者個々の状

態に応じて、いかに必要なサービスを提供して

いくかの視点が最も重要であります。このため

県では、要介護状態にある在宅の高齢者に対応

する観点から、訪問介護等の居宅サービスの充

実や24時間対応の訪問看護など、利用者のニー

ズにきめ細かく対応できるサービスを普及して

まいります。また、市町村においては、今後、

理学療法士等による介護予防を実施するととも

に、ＮＰＯなど多様な主体による買い物などの

サービス提供体制を整備することになりますの

で、県におきましては、これらの取り組みを適

切に支援してまいりたいと考えております。

財務省は、社会保障費抑制の○横田照夫議員

ために介護報酬を約４％引き下げようとしてい
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ます。この背景には、平均で８％を超えている

介護事業者の利益率を、中小企業並みの2.2％に

合わせるべきということがあるそうです。さら

に、社会福祉法人が運営する特別養護老人ホー

ムが、内部留保として１施設当たり平均約３億

円、全体では２兆円を超える資金を持っている

と言われていることにもあります。しかし、こ

の利益率はあくまで平均値であって、大幅なマ

イナス改定が実現すれば、利益率を低く抑えて

サービスの向上を図る事業者ほど大きな打撃を

受けることになります。現状でも特養の３割が

赤字になっており、報酬ダウンでさらに多くの

施設が赤字になるとの意見もあります。介護職

員の処遇改善のために給料アップのための加算

はするというものの、「経営が悪化すれば加算

分が職員に回らない」との懸念の声もありま

す。そういうことになれば、職員の離職はさら

に進むことになるのではないでしょうか。今回

の介護報酬の見直しにより、経営や介護サービ

スへの影響が懸念されておりますが、どのよう

に考えておられるのかを福祉保健部長にお伺い

します。

今回の改定○福祉保健部長（佐藤健司君）

は、介護保険制度の持続可能性を高め、より効

果的かつ効率的なサービスを提供するため、基

本報酬の引き下げの一方で、介護人材の確保及

び中重度の要介護者や認知症の方へのケアに配

慮した加算が強化されるなど、めり張りをつけ

た内容となっております。県としましては、改

定の趣旨を踏まえ、職員の処遇改善や専門的な

ケアの充実等により、サービスの質の向上と経

営の安定化が図られるよう、事業者に対して適

切に助言・指導を行ってまいりたいと考えてお

ります。

地域密着型サービスとして、○横田照夫議員

定期巡回・随時対応型訪問介護看護や夜間対応

型訪問介護などが創設され、昼夜を問わず24時

間対応でのサービス施設もふやしていくという

ことです。そのために国は、暫定値であります

が、2025年には30万人程度の介護人材が不足す

ると試算をしているようですが、本県では2025

年にはどれだけの人材不足が見込まれているん

でしょうか。また、それに対してどのように確

保を図っていかれるのかを、福祉保健部長お聞

かせください。

2025年に見込○福祉保健部長（佐藤健司君）

まれる介護サービス利用者数などをもとに推計

した需給推計によりますと、4,000人を超える介

護職員の不足が見込まれます。このため今後、

介護人材を確保するために、介護の現場におい

て、働きやすさ、働きがいを高めることによ

り、入職者の増加、在職者の離職防止に取り組

むことが重要であると考えます。県としまして

は、引き続き事業者に対し、賃金・雇用環境の

改善や介護職員の研修機会の確保に取り組むよ

う指導・助言を行うとともに、養成機関、事業

者等関係機関と連携・協議の場を設け、具体的

な対策を検討してまいります。

先ほど、建設人材の確保の質○横田照夫議員

問をしましたけど、全くそれと同じように、介

護人材の確保も、今でも厳しい状況であります

ので、さらなる検討をしっかりとやっていただ

きたいというふうに思います。

宮崎県高齢者保健福祉計画には、医療・介護

・予防以外に生活支援や住まいについても、う

たってあります。安否確認や買い物支援、日常

生活に必要な交通システムの確立など、多様な

生活支援サービスも必要になってくると思いま

す。私はこれまで、移動販売とかオンデマンド

交通システムの必要性を訴えてきましたが、ぜ
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ひ、そういうことにも方向づけをしていただけ

ればと思います。また、住まいに関しても、在

宅介護の負担を軽減するための手すりの取りつ

けとかバリアフリー化など、住宅の改修や改造

が必要だと考えます。福祉保健部の観点からだ

けでなく、部局横断的な取り組みで、高齢者が

住みなれた地域で安心して暮らせる環境づくり

に取り組んでいただきたいと思います。

次に、高齢者のための交通安全対策について

お伺いします。

交通事故死亡者数は全体として右肩下がりで

減少していますが、対照的に高齢死亡者数は

減っていないそうです。本県でも高齢化社会が

ますます進展してきている中、高齢者が事故の

被害者だけでなく加害者になるケースもふえて

きており、高齢ドライバー問題として大きく浮

上してきています。本県の75歳以上の運転免許

証保有者数及び保有率と、あわせて、平成10年

度から実施されている免許証の自主返納制度に

係る本県の返納状況について、警察本部長にお

尋ねします。

平成26年12月末○警察本部長（坂口拓也君）

における75歳以上の運転免許保有者数は６

万3,405人で、全運転免許保有者の8.3％を占め

ております。また、運転免許証返納者数につき

ましては、平成24年が986人、平成25年が1,154

人、平成26年が1,185人となっており、年々増加

している状況にございます。

免許証を自主返納した場合、○横田照夫議員

いろいろな優遇策が準備されているようですけ

ど、自主返納した場合どのようなメリットがあ

るのかを、警察本部長にお尋ねします。

この制度は、運○警察本部長（坂口拓也君）

転に不安を有する高齢者が運転免許証を返納し

やすい環境を整えるため、運転免許証を自主的

に返納した高齢者を対象に、公共交通機関の運

賃割引などの支援を行うものであります。運転

免許証を自主的に返納した高齢者は、運転経歴

証明書または高齢者運転免許証返納カードの交

付を受け、これらの証明書を提示することによ

り、路線バスの高齢者用定期券購入割引、タク

シー・バス乗車券の交付、飲食店や温泉施設利

用時の割引など、さまざまなメリットを受ける

ことができます。現在、自治体や関係機関等206

事業所の協力により、78種類のメリット制度が

確立されております。

公共交通機関が周りからなく○横田照夫議員

なったり、買い物できる店が近所からなくな

り、高齢になっても車に依存しなければ生活で

きない人がふえてきています。そういう中、高

齢運転者が高速道路を逆走するケースとか、ア

クセルとブレーキを踏み間違うなどの事故も増

加しています。また、認知症が進んだ高齢者の

運転は非常に危険です。警察本部は、平成27年

度改善事業「高齢者のための交通安全対策事

業」を上げておられますが、具体的にどういう

施策を考えておられるのか、警察本部長にお伺

いします。

昨年、本県で○警察本部長（坂口拓也君）

は、交通事故による高齢者の死者が31人と全体

の63.3％を占め、全国平均を10ポイントも上

回っております。また近年は、高齢運転者が加

害者となる事故も増加しており、高齢者に対す

る参加・体験・実践型の交通安全教育をさらに

強化する必要があります。本事業では、高齢歩

行者対策として、横断中の危険を疑似体験でき

る歩行環境シミュレーターを活用した安全教育

を引き続き行うこととしているほか、高齢運転

者対策として、運転操作を体感できるドライビ

ングシミュレーターを登載した交通安全教育車
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を更新し、この車両を活用して、交通安全教育

を専従で行う交通安全教育隊を民間委託するこ

ととしております。また、高齢運転者によるド

ライバーズコンテストを県内10カ所で開催する

こととしております。これらの事業を推進する

ことにより、高齢者に運転中や歩行中の危険等

を体感していただくなど、より実践的な交通安

全教育を通じて、高齢者の交通事故防止に努め

てまいりたいと考えております。

次に、企業局の今後の経営方○横田照夫議員

針についてお伺いします。

企業局は、昭和13年に県営電気建設部として

発足して以来、県内水資源の有効活用、水害防

止等を目的として、６つの河川総合開発事業を

実施し、県政に貢献をしてこられました。昭

和25年に、木城町にある石河内第一発電所を始

めに、現在、13カ所、合計出力15万8,035キロ

ワットの水力発電所を運用し、地域経済の発展

や電気の安定供給に大きく貢献しています。

しかし、現在、国においては、電気の安定供

給の確保、電気料金の最大限抑制、電気利用の

選択肢や企業の事業機会の拡大を目的に、「地

域を超えた電気のやりとりを拡大する」「電気

の小売を全面的に自由化する」「送配電ネット

ワークを利用しやすいようにする」ことを改革

の柱として、電力システム改革を進めようとし

ています。この改革は、戦後行われてきた電力

政策を根本的に変えるものであり、企業局の基

幹事業である電気事業のあり方に大きな影響を

及ぼすものと考えます。企業局は、このような

電力システム改革などの環境の変化にどのよう

に対処していこうと考えておられるのでしょう

か。企業局の今後の経営方針について、きょ

う、私と同じ色のネクタイをしております企業

局長にお伺いします。

企業局では、来年○企業局長（四本 孝君）

度から向こう10年間の経営の基本指針となりま

す「宮崎県企業局経営ビジョン」を策定中であ

りますが、その中で電気事業につきましては、

電力システム改革への的確な対応、施設・設備

の適正な維持管理など４つの項目を、基本戦略

として取り組んでまいりたいと考えておりま

す。特に、お話のありました電力システム改革

につきましては、企業局の経営に大きく影響す

るものでありますので、今後の動向を見きわめ

ながら的確に対応していきたいと考えておりま

す。

企業局の管理する水力発電は○横田照夫議員

重要な社会インフラと考えられますが、60年以

上経過したものもあり、老朽化がかなり進んで

いると思われます。これらの対策としてどう取

り組んでいく予定かを企業局長にお伺いしま

す。

企業局では、水力○企業局長（四本 孝君）

発電所について定期点検や必要な補修を実施

し、安全な運転と長寿命化に取り組んでいると

ころであります。大規模改良の目安となりま

す60年を経過している発電所のうち、まだ改良

の終了していない日向市東郷町の渡川発電所に

つきまして、平成27年度から水車発電機等の更

新を行う大規模改良事業に着手するなど、今後

とも、発電電力量の増加や信頼性の向上等を図

ることとしております。

次に、改正フロン法について○横田照夫議員

環境森林部長にお尋ねします。

私たちの身の回りには、エアコンや冷凍・冷

蔵庫、食品スーパーのショーケースなど、冷媒

としてフロン類が使われている機器が数多くあ

ります。フロン類は、炭素、フッ素等を含む自

然界にはない人工物質ですが、冷媒に有効とし
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て、これまで大量に使われてきました。しか

し、フロン類はオゾン層を破壊するとして代替

フロンへと転換がなされてきましたが、この代

替フロンも温室効果が大きいとして、オゾン層

破壊効果も温室効果も少ない新たな冷媒へと転

換を進めようとしています。これらのフロン類

は、平成13年に制定されたフロン回収・破壊法

に基づき、業務用冷凍空調機器の整備や廃棄を

行った際に回収と破壊が義務づけられています

が、フロン類の回収量は年々増加しているもの

の、回収率は３割程度で低迷しています。ま

た、整備不良や経年劣化等により、これまでの

想定以上に使用時漏えいが生じていることが判

明しました。フロン回収・破壊法が改正され、

ことしの４月１日から施行されるようですが、

その目的はどこにあるのでしょうか。

今回の改正で○環境森林部長（徳永三夫君）

は、議員御指摘のとおり、使用中の機器からの

漏えいが多いことや、製造、充塡､再生の段階に

おける対策強化が必要となりましたことから、

管理者の機器点検の義務化や、充塡業の登録、

再生業の許可等が新たに盛り込まれたところで

あります。

全ての業務用冷凍空調機器の○横田照夫議員

ユーザー、いわゆる管理者は、簡易点検や、機

器の規模によっては定期点検をしなければなら

ないとなっていますが、どのような機器がその

対象となっているんでしょうか。

点検の対象○環境森林部長（徳永三夫君）

は、商店だけでなく、学校、病院、さらには企

業や官公庁等で使用されております業務用のエ

アコン、冷凍機器・冷蔵機器が対象となりま

す。

この改正法は、ユーザーに○横田照夫議員

しっかりと点検をしてもらうことによって、フ

ロン類の漏えいを防止し、かつ機器の長寿命化

を図ることにあると思います。法が改正されて

も、現在使用しているフロンガスの入れかえと

か機器の買いかえは必要ないということです

が、そのことをどのように県民に周知をされて

いるんでしょうか。

今回の法改正○環境森林部長（徳永三夫君）

によりまして、現在使用している機器が使えな

くなるとか、フロンを入れかえなければならな

いと心配される声を聞いております。こういう

こともありまして、県内のメンテナンス業者や

管理者に対して説明会を開催するとともに、国

や県のホームページにおきましても、今回の法

改正により機器の買いかえやフロンを入れかえ

る必要がないことを広く周知するとともに、県

内８カ所の保健所に相談窓口を設け、具体的な

相談に対応しているところであります。

点検の対象は、県庁舎や学○横田照夫議員

校、病院、ほとんどのオフィスビル等で使用さ

れているエアコンなども含まれるということで

ありますが、食品スーパーとか大型の冷凍・冷

蔵庫などを持っている事業者は意識が高いと思

いますけど、県庁舎とかオフィスビルなどでも

点検する部署をしっかりと決めていただいて、

フロン類の回収や漏えい防止に当たっていただ

けるよう、周知の徹底をお願いしたいと思いま

す。

次に、宮崎県民歌についてお伺いします。

宮崎県民歌は、昭和38年に置県80周年を記念

してつくられたものです。50年以上も前につく

られた歌ですが、何とも軽快でさわやかな歌で

す。県民歌の発表会は、昭和39年６月30日に県

公会堂で、歌手の立川澄人さんと大谷洌子さん

を迎えて盛大に開かれたそうです。そのとき立

川澄人さんは、「いかにも南国宮崎らしい感じ
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をあらわした立派な歌だと思います。きれいな

言葉だけ並べても実感がなかなか湧かないもの

ですけど、きょうのような宮崎の天気に接しま

すと、あの歌詞が本当に生きているんだなとい

う気持ちがしました」とコメントされているそ

うです。学校の校歌を学校行事とか同窓会など

でみんなで歌って心が一つになるように、県民

歌をみんなで歌えば連帯感とか県民としての誇

りが芽生え、宮崎県のために頑張ろうという気

持ちになるのではないでしょうか。昨年６月30

日から宮崎駅で毎日、定時に５回放送されるこ

とになったようです。県庁の電話の待ち受けメ

ロディーにも使われていますが、県内どこで

も、いろんな機会にみんなで宮崎県民歌を歌え

たらすばらしいと考えますが、知事、どのよう

にお考えでしょうか。

この県民歌、今御指摘○知事（河野俊嗣君）

がありましたように、歌詞もメロディーも非常

によくできた、いい曲だなといつも思うわけで

あります。県民の皆様に、より親しんでいただ

くようにということで、宮崎ねんりんピックな

ど県のさまざまな行事で歌っていただいている

ほか、ホームページから直接歌を聞けるように

したり、また、求めに応じて複製したＣＤを提

供するといったような普及活動に取り組んでい

るところであります。今御指摘がありましたよ

うに、今年度が県民歌制定50周年という節目の

年でありますことから、昨年の６月30日から

県民歌の制定日に当たる日でありますが―

毎日、宮崎駅で放送していただいているほ―

か、広報紙や県政番組を初めとする県の広報媒

体でのＰＲやパネル展の実施、市町村等への働

きかけなど、年間を通して啓発活動に取り組ん

できたところであります。今後とも、県民の皆

様に、より親しんでいただくよう、さまざまな

機会を捉えて、その普及に努めてまいりたいと

考えております。

学校では県民歌を教えている○横田照夫議員

んでしょうか。もし教えていないとしたら、ぜ

ひ教えていただき、みんなで歌ってほしいと考

えますが、教育長の考えをお聞かせください。

県民歌は、明るくさ○教育長（飛田 洋君）

わやかなメロディーに乗せて、宮崎のよさ、躍

動感をダイナミックにあらわした曲であり、そ

のよさは誰もが感じていただいているものと思

います。私もぜひ歌ってほしいと願いまして、

実は全ての県立高校に県民歌のＣＤを配付して

活用を促すとともに、高校総体や総合文化祭で

合唱などの取り組みを行っております。また、

多くの小中学校では、宿泊学習において県民歌

を歌っており、そのための事前練習もなされて

おります。また、教える立場にある教職員が

しっかり歌えるように、初任者研修で、「歌詞

を見ないで歌えるようにやりましょう」という

ような声をかけながら、歌唱指導をしていると

ころであります。今後とも、市町村教育委員会

の協力も得ながら、県民歌が児童生徒にとって

身近なものとして浸透するよう、さらなる工夫

をしてまいりたいと考えております。

「隗より始めよ」と言いま○横田照夫議員

す。もし私が来年度、議員として残っておれた

ら、議会開会日にみんなで歌うように努力をし

ていきたいと思います。

次に、島津義弘公の大河ドラマ化についてお

尋ねします。

昨年11月、えびの市に、島津義弘公を主人公

としたＮＨＫ大河ドラマの実現に向けた誘致委

員会が発足しました。島津義弘公は、島津家の

第17代当主で、飯野城などに26年間滞在するな

ど、えびの市にゆかりの深い戦国武将で
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す。2019年に没後400年を迎えるため、同年の大

河ドラマ主人公に義弘公を採用してもらおう

と、鹿児島県姶良市、日置市、湧水町でも既に

誘致委員会が発足しています。私は、佐土原城

の城主だった島津豊久公を主人公とした大河ド

ラマ化の質問をしましたが、義弘公を主人公と

したドラマでもいいと思います。なぜなら、豊

久公は義弘公のおいに当たり、関ヶ原の合戦直

前に、義弘公とともに宮崎県内一円で活躍をし

ています。義弘公が主人公でも、宮崎県内の各

市町村が数多く出てくると思いますし、宮崎県

の観光振興に大いに貢献してくれるものと考え

ます。島津義弘公を題材にした大河ドラマの誘

致について、県として積極的に取り組んでいた

だきたいと思いますが、知事の考えをお聞かせ

ください。

島津義弘公につきまし○知事（河野俊嗣君）

ては、今御紹介ございましたが、「九州の桶狭

間」と呼ばれる木崎原の合戦でありますとか、

大友宗麟を破った耳川の戦いなどで有名な武将

ということであります。また、昨年は、島津義

弘公が飯野城に入城してから450年に当たること

から、えびの市歴史民俗資料館において記念展

が開催されるなど、特に島津氏の中でも本県に

ゆかりの深い人物であると認識をしておりま

す。これまでもＮＨＫに対しましては、本県を

舞台にした大河ドラマなどの制作を、私自身も

含めて機会あるごとに要望活動を行ってきてい

るところであります。また、どのような素材が

選ばれるかは、その時々の時代の要請もあろう

かと思いますが、今後とも粘り強く要望し続け

るという思いで、島津義弘公を初めとする本県

ゆかりの人物、小村寿太郎侯、高木兼寛、石井

十次、さまざまなすばらしい方がいらっしゃる

わけでありまして、働きかけやアピールという

ものを積極的に行ってまいりたいと考えており

ます。

ある人から聞いたんですけ○横田照夫議員

ど、ＮＨＫの番組編成局の人にも、宮崎県の島

津という史実は新鮮に映っているそうです。ま

た、「１年間のロングスパンに耐え得ることの

できる史実を持った戦国武将は、もはや島津氏

しかいない」とも言っておられます。さらに、

豊臣政権や徳川幕府開府にもつながる全国規模

の話題性を持った戦国史跡が、県民の間にすら

発信されずに埋没している現状を大変憂いてお

られます。県民の皆様に宮崎の歴史を知ってい

ただき、関心を持って、まちおこし等にも役立

てていただければと思います。

私の持ち時間はまだちょっと残っていますけ

ど、おおむね12時が近づいてきましたので、以

上をもちまして私の代表質問を終わらせていた

だきます。ありがとうございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○福田作弥議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時57分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○福田作弥議長

ます。

次は、自由民主党、黒木正一議員。

〔登壇〕（拍手） 代表質問を○黒木正一議員

行います。代表質問でありますから、中山間地

の問題とかに偏らずに、天下国家のことも語ら

なければいけないと、自分自身に言い聞かせて

きました。しかし、思えば思うほど偏りまし

て、能力と体が言うことを聞きませんでした。

そのことを申し上げまして、質問に入らせてい

ただきます。
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先月の終わり、諸塚村南川という地区で夜神

楽がありました。神楽を見に来る人は、このと

ころ、地元の人より、むしろ都市部からの観客

が多くなっています。寒い夜にもかかわらず、

若い男女を含め、なぜこんな田舎に人が集まる

のかと思います。今、都市でも田舎でも次々と

高齢化している地域の状況。無縁社会と呼ばれ

るように、人だけでなく、自然や伝統ともつな

がりを失っている暮らしの状況。大震災などに

見られた人口集中地域の脆弱性を感じる国土の

状況。温暖化に代表される文明の転換を求めら

れているような地球の状況。そのような中、何

か閉塞感を感じさせ、将来への展望が見通せな

い時代状況の中で、この日ばかりは、神々が舞

い降りて、地球の中心になったような小さな集

落の夜神楽に足が向くのかもしれません。先

日、埼玉県蕨市で記紀編さん1300年記念事業の

一環として、この南川神楽は公演を行っており

ます。

昨年は、増田レポートで人口減少問題が大き

な話題となりました。ことしは、正月から田園

回帰の特集がいろいろ取り上げられました。動

きの主役が20～30歳代の青壮年層で、期待され

た団塊の世代ではないこと。若い女性の割合が

ふえていること。中途半端な田舎から本格的な

田舎へと向かっていること。私も、地元の祭り

とかで、都会から移住した人が当たり前のよう

にいることに驚くことがあります。ついこの前

まで変わり者と呼ばれていた人たちです。私の

住む諸塚村、25年11月から26年10月の１年間の

人口動態で、１人ではありますが、人口が増加

したのです。たまたまＩターン、Ｕターンがあ

り、１年だけのことかもしれませんが、人口増

加など半世紀なかったことで、人口減少が常識

化した中で小さな村の大きな驚きです。人の流

れが、価値観が変わってきているのを感じま

す。知事は政策提案で、宮崎らしい真に豊かな

暮らしを実現するため、その指針となる「豊か

さの指標化」を行うとしていますが、豊かさの

考え方は人によって多様なものがあると思いま

す。どのような豊かさをどのように指標化する

のか伺います。

以下の質問は、質問者席より行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

人口減少が進み、社会状況が変化する中で、

人々の価値観が多様化をしまして、経済的な豊

かさだけではなく、恵まれた自然の中でのゆっ

たりとした暮らしや、伝統文化、人・地域のき

ずな、安全・安心など、お金にはかえられない

価値が求められていると考えております。

このような中、今回の総合計画の改定に当た

りましては、経済的な豊かさと、お金にはかえ

られない価値が調和をした、新しいゆたかさの

実現に向けまして、長期戦略を見直したところ

であります。今回提案した豊かさの指標化は、

この新しいゆたかさについて、例えば、子育て

のしやすさ、通勤時間の短さといった暮らしや

すさにつながる項目や、家庭での団らんの状

況、文化やスポーツ、自然との触れ合いといっ

た、きずなや心の豊かさにつながる項目など

を、わかりやすい指標でお示ししようというも

のであります。

この日曜日、私は、美郷町に参りまして、

ハーフマラソンを走ってきたところであります

が、この百済の里のロードマラソン、同じ日に

東京マラソンがあって、何万人という方が都市

部を走るマラソン、この魅力もあれば、豊かな

自然の中でゆったりした人情に触れながら、そ
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れぞれの給水ポイントにはキンカンが提供され

ている。これはこれですばらしいスポーツとし

ての触れ合いであり、イベントであるというこ

とを実感したところであります。

こうした指標化をすることによりまして、県

民の皆さんに、本県の持つ価値を見詰め直し、

地域への誇りを育んでいただく機会とするとと

もに、経済的な数値だけでは比較できない本県

の優位性についてもアピールをしていきたいと

考えております。以上であります。〔降壇〕

知事がマラソンで南郷に入っ○黒木正一議員

たときに、私は、西郷村と北郷村の祭りのはし

ごをしておりまして、どこへ行っても、きょう

は知事がマラソンに来ているという話がありま

した。やはりああいう田舎にとりましては、知

事が来ていただけるというのは非常にみんなう

れしいことでありまして、そういう機会を多く

つくっていただきたいと思います。

それでは、地方創生の「小さな拠点」につい

てお伺いをいたします。政府の人口減対策と地

方創生の方針となる長期ビジョンと、2020年ま

での施策を示す総合戦略の最終案が昨年暮れに

示されました。総合戦略では、東京一極集中の

抑止対策として、地方の雇用創出、地方への移

住、若い世代の結婚・出産・子育ての希望の実

現、時代に合った地域づくりの４点を基本目標

に据え、さまざまな施策に取り組むことになっ

ています。地方創生ブームに終わらせない、息

の長い取り組みにできるかが問われていると思

います。都市のコンパクト化や連携中枢都市圏

という施策があるので、村を捨てて中核都市へ

移れということかと思いましたが、小さな拠点

の形成支援とあります。

昨年７月に打ち出された国土交通省「国土の

グランドデザイン2050」では、全国で5,000カ所

に小さな拠点を整備することが示されました。

これがベースになっているのでしょうが、これ

までの「国土の均衡ある発展」からの転換であ

り、地方の切り捨てにつながると懸念する声も

聞かれましたが、人口減少の続く中山間地域に

おいて今後人口をふやそうとしても、受け皿と

なる集落がなければ不可能で、今のうちに対策

を打たないと手おくれとなり、地域の暮らしを

維持・存続させる「守り」から、若者の移住や

農業の６次産業化による雇用創出など、地域の

活力を生む「攻め」として位置づけられている

のではないかと思いますが、小さな拠点とはど

ういうものか、内田副知事に所感をお伺いしま

す。

小さな拠点は、昨年○副知事（内田欽也君）

７月に策定された「国土のグランドデザイ

ン2050」の基本戦略の一つとして示されたもの

でありまして、集落が散在する地域において、

商店ですとか診療所など、日常生活に不可欠な

施設あるいは地域活動の場を、歩いて動ける範

囲に集めるとともに、この地区と周辺集落等と

を交通や情報のネットワークで結びつけて、地

域全体を守り支えていこうというものでありま

す。

人口減少が進行する中で、生活に必要な質の

高いサービスを効果的・効率的に提供するとと

もに、自然や文化、地域交流といった地域の有

する多様性を維持・発展させていく役割を担う

ものとして、この「小さな拠点」というものを

位置づけているところであります。

本県においては、地域の置かれている状況は

さまざまであることから、市町村とも連携しな

がら、その実態をよく踏まえた上で、地域全体

を守り支える取り組みを展開してまいりたいと

考えております。
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拠点を核にした地域づくりを○黒木正一議員

どうするのか、それを担う人材をどう確保する

のか。地域側の工夫、創意が求められるという

ふうに思いますけれども、国土のグランドデザ

インには、「多様性と連携による国土・地域づ

くり」を掲げております。このグランドデザイ

ンには、国土交通省のコンクリートのイメージ

とは何か違う表現があります。例えば、「多様

性のある地域で暮らす中で、人は地域に愛着を

持ち、そこがふるさとになる。ふるさとが長い

年月を経て、それぞれの文化を育み、人は地域

の文化を呼吸しながら生きていく存在。住みな

れた地域に住み続けたい思いは最も大切にして

いかなければならないものの一つ」と、こうい

う記述がありまして、何か経済優先ではない、

心の豊かさというか優しさが感じられます。

次に、移住対策について伺います。地方創生

総合戦略では、全国移住促進センターを開設

し、地方移住のあっせん件数を１万1,000件とい

う目標を掲げています。知事は政策提案の中

で、移住対策として、本県の魅力、暮らしやす

さ、快適な生活環境などを強力にアピールし、

移住希望者に対するサポート体制を整備し、現

役世代や高齢者の県外からの移住やＵＩターン

などを積極的に支援するとし、４年間で1,000世

帯の目標を掲げていますが、その根拠について

伺います。

なお、相談拠点の整備については、横田議員

の質問にありましたので、省略させていただき

ます。

本県は、合計特殊出生○知事（河野俊嗣君）

率が全国第２位であるなど、自然増の対策に関

しては高いポテンシャルを有している一方で、

大学進学や就職時の若年層を中心に大幅な社会

減となっているところであります。これが本県

の人口減少の大きな要因になっているところで

あります。

このため、雇用の創出などにより転出の抑制

を図るとともに、移住・ＵＩＪターンなどの転

入促進を図ることが大変重要であると考えてお

ります。先ほど御指摘がありましたように、諸

塚などでは「緑の雇用」などのＩターンの方、

また美郷では炭焼きに引かれる方、そして沿岸

部ではサーフィンと、本県ならではの魅力とい

うことで、宮崎に移住してきたい、そのような

ニーズなり需要というのはかなりあるものと感

じておるところでございます。

そのような認識のもとに、政策提案におきま

しては、平成27年度からの４年間で1,000世帯の

移住実現という、かなり思い切った目標、高い

目標を掲げて頑張っていこうとしておるところ

でございまして、このため、拠点整備を初め、

移住・ＵＩＪターン施策を大幅に強化する具体

策について、本日提案した補正予算案に盛り込

んだところでございます。各市町村との連携強

化や情報収集を行いますとともに、就労先を確

保するための県内企業の開拓・マッチングを行

う拠点づくり等をしっかりと進める中で、移住

対策にもしっかりと取り組んでまいりたいと考

えております。

島根県にあります中山間地域○黒木正一議員

研究センターの藤山氏によりますと、人口1,000

人の集落で、毎年、４組の家族、30代前半の子

供連れ夫婦で４歳以下の子供が１人、こういう

家族が２組、20歳代前半のカップルが２組、合

計10人の地域外からの流入が生じると仮定する

と、高齢化率は10年後にピークとなり、それ以

降はむしろ低下する。人口減少幅も大幅に緩和

される。つまり、地域人口の１％を毎年取り戻

すことで、人口減少、高齢化、少子化はストッ
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プできると。これを「地域人口１％取り戻し理

論」と言うんだそうです。これは国土のグラン

ドデザインにも活用されておりますけれども、

何組・何人という現実的な数を目標とすること

により、地域の展望が見えてくるのではないか

と思います。

次に、外部人材の活用ということで、地域お

こし協力隊について伺います。地域おこし協力

隊は、主に三大都市圏の住民を過疎に悩む自治

体が受け入れ、任期後の定住につなげるもの

で、定住促進に一定の成果が出始めており、13

年度の調査では、地元企業に勤めたり起業した

りして、任期後も同じ市町村に定住している隊

員は48％、周辺市町村を含めると56％とのこと

であります。

昨年、高知県に行った際に、高知県では、地

域活性化策として、協力隊を１年後には倍にす

る計画で、ちょうど訪問した日に、協力隊員受

け入れ市町村、受け入れていない全市町村も集

合して会議を開くということでありました。国

は、農水省の「田舎で働き隊！」を地域おこし

協力隊に一本化し、2016年までに3,000人と大幅

な増加を目指していますが、本県の隊員数、定

着率、今後の取り組みについて、総合政策部長

にお伺いします。

地域おこし○総合政策部長（橋本憲次郎君）

協力隊は、現時点では、都城市など８市町村

に24名の方がいらしております。また、これま

で県内では９名の方が任期を終了しております

が、現在、３名の方が活動された市町村に定住

されているという状況でございます。地域おこ

し協力隊は、地方創生に取り組む上でも大いに

活用すべき制度であると考えておりますので、

市町村への説明会を行うなど、より一層の導入

促進を図りますとともに、隊員の方々の活動の

活性化及び任期後の定住・定着を図るため、隊

員の方々や受け入れ市町村との意見交換会、研

修会を実施するなど、サポートをしっかりして

まいりたいと考えております。

それでは、受け皿づくりにつ○黒木正一議員

いてお伺いをいたしますけれども、地域おこし

協力隊の任期終了後の働く場がなくて定着がか

なわなかったなど、協力隊を受け入れる自治体

にもいろんな課題があり、国の支援が終わった

後の隊員のリスクを考えると募集できない市町

村もあるということで、定住のためのサポート

体制は重要と思われます。地域おこし協力隊も

でありますけれども、ほかのＵＩターン者のサ

ポート体制も、この田園回帰を単なるブームで

終わらせないためにも重要であると思われま

す。若者の移住で知られる隠岐の島、海士町で

は、過去10年間で452人が移住したものの、150

人は転出、１次産業で稼ぐ基盤がないと定住は

厳しいのが現実と言えます。サポート体制をど

うしていくのか、稲用副知事にお伺いします。

移住者が円滑に地域○副知事（稲用博美君）

に溶け込んで定住していくためには、今お話に

ありましたように、サポート体制が重要である

と考えております。実際に移住された方の中か

らも、当初、挨拶先もわからないという中で、

公民館長さんたちのサポートによって大変助

かったというような声も出ております。また、

日南市におきましては、「日南市移住者の会」

というのが設立されておりまして、移住者同士

の情報交換、そして行政との意見交換の場とも

なっております。このように、移住者、地域住

民、さらには行政が連携して、地域全体で受け

入れ環境をつくっていくことが重要であるとい

うふうに思います。

このため、県といたしましても、暮らしや雇
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用に関するワンストップ窓口を設置しまして、

フォローアップに努めたいと考えております。

また、市町村でもさまざまな取り組みをやって

おります。サポート体制を充実してきておりま

す。例えば、移住者と地域の人の橋渡し役とな

る人を置くとか、あるいは移住者のネットワー

クづくりをする、そういう取り組みがあります

ので、それらの取り組みに対しても支援をして

まいりたいと考えております。

私は、過去に何度か、中山間○黒木正一議員

地域における所得対策として、例えば、現在あ

る林業技術センターに農業部門を併設した中山

間地域振興センターを設けたらどうかという質

問も行いましたけれども、６次産業化への相談

窓口の設置とか、多様なサポート体制が必要と

思います。農水省の「田舎で働き隊！」という

事業がありますけれども、この事業の後に定住

した人へのアンケートを見てみますと、「何が

不満か」という問いに対しまして、６割の方が

「所得に不満だ」と、４割の方が「医療に不満

だ」と、また同じく４割の方が「教育」という

ふうに答えたとありますけれども、この３要素

が定住を続けるために重要ではないかというふ

うに思います。

そこでまず、教育について。小中学校の統廃

合についてお伺いをいたします。昨年、特別委

員会で熊本県多良木町に行きました。多良木町

は人口約１万人。そこにある槻木地区は、ピー

ク時の10分の１、約140人。住民は全員50代以上

で、過半数が70～80代。その集落に福岡県から

集落支援員として家族ぐるみで移り住み、長女

が小学校に入学することから、町は休校してい

た小学校を再開したところでありました。その

槻木地区から30～40代がいなくなった一因

が、28年前の町立中学校の統廃合で、地域唯一

の中学校が20キロ離れた多良木中に統合され、

子育て世代が相次いで槻木を離れた。その結

果、地域に２校あった小学校も休・廃校した。

学校が地域の浮沈を左右したということでしょ

うか。

文部科学省は、小中学校の統廃合の検討を自

治体に促すための手引を提示しています。本県

で基準に該当する学校はどれくらいあるのか伺

います。

学校がなくなると、30代、40代の親世代が地

域から離れかねず、地域の疲弊につながること

が考えられ、少子化が進み、小規模校を抱える

自治体にとって頭の痛い問題です。都会から人

を呼び込もうとしても、子供の教育もままなら

ないところに誰が移住するのか。財務省は、子

供１人当たりの小中学校向けの財政支出が欧米

諸国に比べ高水準にあると指摘、児童生徒数に

対する教員数が25年間で1.4倍にふえた実態もあ

り、人口減少に比べて、学校統廃合や教員数の

削減が進んでいないことから、統廃合の必要性

を示していますが、あくまでも子供の利益を第

一に自治体の判断を尊重すべきと考えます。今

後、県教育委員会としてどのような対応をして

いくのかお伺いします。

国の示した手引に○教育長（飛田 洋君）

は、「適正規模に近づけることの適否を速やか

に検討する必要がある」という目安が出ており

ますが、それは小学校が６学級以下、中学校が

３学級以下であり、これに該当するのは、県内

で小学校が124校、全県下の小学校の約５割で

す。それから、中学校が50校で全体の約４割で

す。この手引では、「各地域が抱える実情等は

さまざまなので、手引の内容の機械的な適用は

適当ではない」とし、「あくまでも市町村にお

ける検討の参考資料として利用することが望ま
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れる」とされております。公立小中学校の統廃

合につきましては、保護者や地域の方々の思い

も十分に踏まえながら、市町村が適切に検討

し、判断されるべきものであります。県としま

しては、今後とも、地域の実情に応じたよりよ

い教育がなされるよう、情報提供とともに、学

校規模に応じた適切な指導がなされるよう支援

をしてまいりたいと考えております。

私たちが多良木町に行ったと○黒木正一議員

きは、ちょうど昨年の夏の高校野球の甲子園の

予選大会の前でありましたけれども、多良木高

校は非常に強力なチームで、もしかしたら甲子

園に行くかもしれないというふうに期待をして

おりましたけれども、ベスト16まで行って優勝

した城北高校に惜敗したようです。先月、熊本

県に行った折に、その多良木高校が高校の再編

成で廃校になるということで、町長以下が熊本

の市内をデモ行進している画面がテレビに映っ

ておりました。こういう小学校、中学校の統廃

合、地域の衰退を見てきた人だからこういうこ

とをするのかなと思って見たところでありまし

た。そのように、学校の統廃合というのは地域

にとって非常に重いことだなと思います。慎重

に進めていただきたいものだなと思います。

次に、僻地出身者で、自宅から高等学校など

への通学が困難な生徒に対する修学支援策につ

いて伺います。まず、本県の奨学資金の貸与状

況はどうなっているのか、返還の状況はどう

なっているのか、教育長にお伺いします。

平成25年度の実績値○教育長（飛田 洋君）

を申し上げますが、貸与者数は4,082名であり、

貸与総額は13億822万6,000円となっておりま

す。返還されるべき額は合計11億2,183万6,000

円で、そのうち約３億円は25年度以前からの滞

納額であります。償還率につきましては、当年

度分が79.6％、過年度、いわゆる以前からの滞

納分が28.8％であります。全体での償還率

は64.1％で、償還金額は７億1,903万2,000円で

あり、滞納額の合計は４億280万4,000円となっ

ております。現在、返還率を高める取り組みを

強化しているところですが、特に課題である従

前からの滞納分につきましては、法的な措置な

どさまざまな対策を講じて、滞納額がふえない

よう縮減を図っているところであります。

未済額が多いのには驚きます○黒木正一議員

し、また、いろいろ話をする中で、この解消の

ために大変な努力をされているという現実がよ

くわかったような気がいたします。地方創生

「みやざきモデル」には、理想とする子供を持

たない理由として、教育に要する経費がその要

因として挙げられており、大学の自宅外通学費

用、特に仕送り費用が大きいことが書かれてい

ます。しかし、高校の自宅外通学のことは、数

が少ないからか、書かれていません。少子化対

策として、子育て、教育に要する経費を社会全

体で分かち合う「こども保険制度」の創設を具

体的対応として国に求めていますが、例えば、

義務教育だから親の経済的負担は少ないかもし

れませんけれども、椎葉村では、70人いる中学

生のうち半数以上の38人は、親元を離れ、寮生

活を送っております。来年度はもっとふえると

いうことでありますけれども、このような現実

があることも国に知ってもらう努力をする必要

があるのではないかなというふうに思います。

例えば、高校に自宅から通学できない地域に

移住した人は、中学校卒業時に大きな経済的負

担に直面します。高校生で一般育英資金貸与人

数は、25年が3,700人でありますけれども、へき

地育英資金を利用している人は218人と少ないの

ですが、奨学金の充実など負担軽減策が必要と
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思いますが、教育長の考えをお伺いします。

高等学校等に進学す○教育長（飛田 洋君）

る子供を持つ僻地在住の保護者等の経済的負担

の軽減のため、県内６カ所に、一般の下宿など

より安価な経費で利用していただける地区生徒

寮を設けております。少子化に伴い、県全体の

高校生数は減少している中ではありますが、地

区生徒寮は10年前と比べて定員をふやしてきて

おります。そういう形で十分な対応ができるよ

う努めているところであります。また、育英資

金では、僻地出身者を対象としたへき地育英資

金において、一般の奨学資金に上乗せした額を

貸与しております。現在、高等学校等就学支援

金制度などにより授業料を支援しているところ

でありますが、さらに今年度からは、低所得世

帯に対しましては、返済を必要としない奨学の

ための給付金制度を設け、授業料以外の教育費

の負担軽減も図っているところでございます。

生徒寮につきましては、今、○黒木正一議員

寮費が月額３万弱だと思います。それから比べ

ると下宿代は非常に高いものですから、助かっ

ております。

学校の統廃合、高等教育における奨学金の充

実を質問いたしましたのは、家族単位での長期

的な移住の場合、家族のライフコースに応じた

課題に対応していかなければならないと思うか

らです。子供の学校の統廃合に向き合うことに

なるかもしれない、また、中学・高校卒業時に

は、進学に伴う費用の負担が課題となります。

その負担は絶望的な壁となる可能性があり、都

市部への逆リターンも考えられ、学費などをよ

り本格的な奨学金で支えるような仕組みが今以

上に充実されなければならないと思ったからで

あります。

次に、移住者が不安、不満と答え、定住に不

可欠なのが、地域医療環境の充実であります。

そこで、非常備消防地域の救急対策について伺

います。現在、非常備消防地域は全国に35町村

あり、そのうち21が離島で、本土には14町村。

ことしの４月に西臼杵３町が常備化されますの

で、残り11カ所となります。そのうち４カ所

は、本県の美郷町、西米良村、椎葉村、諸塚村

です。そのうち、美郷町、椎葉村、諸塚村の東

臼杵南部管内における火災出動件数は、平成24

年度２件ですが、救急出動は344件となっていま

す。人口が減少し、消防団も減っていますが、

問題は、救急救命士などがいない救急搬送体制

です。医師の確保による体制整備はもちろんで

すが、救急業務の常備化などが今、美郷町では

検討されているようでありますが、非常備消防

地域のモデルとなるような救急体制はできない

のか、危機管理統括監にお伺いします。

消防業務に○危機管理統括監（金丸政保君）

つきましては、西臼杵郡の３町で、本年４月１

日に消防本部が新たに設置されまして、常備化

が実現することとなっております。常備化が行

われていない美郷町などの４町村におきまして

は、火災に関する業務は消防団が担い、傷病者

の救急に関する業務は、それぞれの町村におき

まして救急車を所有し、搬送業務をしている状

況にございます。

このようなことから、今後、美郷町が民間の

救急救命士を活用することになれば、これまで

できなかった気道確保や薬剤投与などの救急救

命措置が可能となり、救命率の向上に資するも

のと考えております。一方で、民間の救急救命

士の導入に当たりましては、医療機関との円滑

な連携や訓練の実施方法などの課題もあると考

えられますので、今後、必要に応じ助言を行っ

てまいりたいと考えております。
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かわりまして、入札制度につ○黒木正一議員

いてお伺いをいたします。建設業は、企業立地

のない中山間地域における重要な雇用の場であ

り、事業量が減り、雇用力も減少したものの、

なお、その重要性は大きいものがあります。し

かし、国の財政政策の一貫性のないことなどが

建設業界を振り回し、雇用状況は不安定なもの

になっています。公共事業がピーク時の半分以

下になっても、民間事業のほとんどない中山間

地域では、公共事業に依存しているのが実情で

す。ただ、安定的な事業量の確保がなければ、

地域の雇用を支えていくことは容易なことでは

ありません。そのような中で、地域企業育成型

の充実・拡大など、地域企業がさらに受注しや

すい入札制度の取り組みを求める声があります

が、考えを県土整備部長にお伺いします。

建設産業○県土整備部長（大田原宣治君）

は、県内の地域雇用の受け皿として、また災害

対応など地域の守り手として大変重要な産業で

あります。このため県では、従来より入札参加

資格におきまして、小規模な土木一式工事で

は、入札に参加できる地域を土木事務所ごと

の11ブロックとするなど、地域要件を細分化し

てきたところです。また、入札方式につきまし

ては、価格のみの一般競争入札のほか、技術力

や地域貢献度の高い企業が有利となります、地

域企業育成型などの総合評価落札方式に加えま

して、昨年度より、災害対応力の強化の観点か

ら、地域企業の育成・確保を目指して指名競争

入札を試行し、地域の企業が受注しやすい環境

を整えているところです。県としましては、公

平公正で透明性の高い入札制度の構築を念頭

に、今後とも多様な入札方式を併用し、地域の

建設産業の育成に努めてまいりたいと考えてお

ります。

建設投資、業者数が減少する○黒木正一議員

中で、地域維持型契約が来年からスタートしま

すが、その目的についてお伺いします。

災害対応や○県土整備部長（大田原宣治君）

インフラの老朽化対策におきまして重要な役割

を果たす建設産業は、建設投資額がピーク時か

ら大きく減少するなど、依然として厳しい状況

となっております。こうした中、昨年６月に

「公共工事の品質確保の促進に関する法律」、

いわゆる品確法が改正されまして、多様な入札

及び契約の方式として地域維持型契約が示され

ましたことから、本県として、いち早く導入す

ることとしたものです。

この制度につきましては、県内全域を17地区

に分け、道路や河川などの維持管理業務を包括

して発注するもので、社会資本等の適切な維持

管理及び地域における災害対応力の強化が図ら

れまして、ひいては、中長期的な担い手の育成

・確保につながるものと考えております。今

後、来年度の試行内容の検証を行い、さらによ

りよい制度となるよう努めてまいりたいと考え

ております。

続きまして、大学との連携に○黒木正一議員

よる地域振興についてお伺いをします。昨年、

委員会の調査で、大学地域貢献度ランキングで

３年連続日本一の信州大学に行きました。信州

大学は、文部科学省が具体的な地域課題の解決

にまで踏み込んだ大学の機能強化を支援する

「地（知）の拠点整備事業」、いわゆるＣＯＣ

事業で地域戦略センターを開設し、中山間地域

に特化した課題解決を目指し、地元の自治体や

企業などと連携し、問題解決だけでなく、地域

ブランドの可能性や再生エネルギーの利用促進

などを通して持続モデルの構築を目指すなど、

それ以外でも多岐にわたって地域支援を展開し
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ており、教育効果も大きいという説明でありま

した。

地元宮崎大学も、25年度にＣＯＣ事業の採択

を受け、「食と健康を基軸とした宮崎地域志向

型一貫教育による人材育成事業」として、さま

ざまな取り組みを行っています。ちなみに、地

域貢献度ランキングは、過去２年間20位台でし

たが、2014年は49位となっています。日本経済

新聞社が全国747の国公私立大学を対象に調査し

たものですから、宮崎大学はかなり上位といえ

ます。「まち・ひと・しごと創生総合戦略」で

も、地方に人をふやす重点分野に、地方大学の

活性化が挙げられています。少子高齢化で地方

が疲弊する中、若者を集める機能を持つ大学が

果たすべき役割はますます大きくなると思われ

ます。大学との連携による地域振興策の今後の

取り組みについて、総合政策部長にお伺いしま

す。

県内大学と○総合政策部長（橋本憲次郎君）

地域が連携した取り組みにつきましては、ただ

いま御紹介いただきましたように、宮崎大学が

昨年度、国のＣＯＣ事業の採択を受け、教育・

研究活動等に取り組んでおられるほか、九州保

健福祉大学では、地元企業と医療機器の共同開

発に取り組んでおられるなど、地域の課題解決

のために、学生や大学の研究成果等を積極的に

活用しようとする動きが出てきているところで

ございます。

また、宮崎大学では、将来の地域のリーダー

を養成する「地域資源創成学部」、これは仮称

ではございますが、新学部を来年４月に開設す

る予定でございまして、県内大学と地域が連携

する場面がこれまで以上にふえてくるものと、

大いに期待しているところでございます。

県といたしましても、このような取り組み

が、本県のフードビジネスを初めとする産業振

興、あるいは中山間地域に不足している専門人

材の育成や若者の定着等、地域の活性化に寄与

するものと考えておりますので、市町村や企業

等とも十分に連携しながら、積極的に協力して

まいりたいと考えております。

次に、中山間盛り上げ隊につ○黒木正一議員

いてお伺いをいたします。中山間地域の祭りに

行く機会が多くあります。そこで中山間盛り上

げ隊の活動をよく見かけます。地域の住民と密

着し、そこにいるのが当たり前のように活躍

し、地元の人よりも盛り上がっている隊員がい

るなど、今や地域の行事になくてはならない存

在になっています。ある祭りでは、あした地域

の結婚式があるので、祭りの片づけをしてほし

いといった、大変ずうずうしいような要求をし

ておりました。他県からも注目され、調査にも

来ているようでありますが、これまでの活動状

況、それから、新たに登録する隊員がいるのか

をお伺いします。また、盛り上げ隊をシステム

化し、「宮崎方式」を確立すると知事の政策提

案にはありますが、今後どのような取り組みを

考えているのか、知事にお伺いします。

中山間盛り上げ隊であ○知事（河野俊嗣君）

りますが、昨年度は109回、今年度も１月末の時

点で、昨年度とほぼ同水準の94回実施をされて

おるところであります。63名の新規登録を含む

現在575名の隊員で活動しているところでありま

す。私は、集落のあらゆるニーズに対応する中

山間盛り上げ隊は、自助・共助・公助、また、

民間と行政の協働モデル、または都市住民と農

山漁村の協働という一つの先進事例であるとい

うふうに考えておりまして、この仕組みを社会

的なシステムとして確立し、より広めていくこ

とを宮崎方式と表現したところであります。そ

平成27年２月25日(水)



- 54 -

のためには、まずは、これまで取り組んできた

ボランティアベースでの活動に加え、企業など

の社会貢献活動と連携をしまして、より多くの

参加者が盛り上げ隊などの共助の仕組みを活用

していただく、そのような仕組みを考えていき

たいと思っておりまして、地域活動への積極的

な参画というものを促進してまいりたいと考え

ております。

全国の状況がどうなっている○黒木正一議員

かよくわかりませんけれども、これは他県が興

味を持って調査に来ているということですか

ら、全国に誇れる宮崎モデルになるのではない

かと期待をしております。

次に、少子化対策についてお伺いをいたしま

す。国の子ども・子育て支援新制度が来年度実

施されるのに伴い、県に策定が義務づけられて

おります支援事業計画「みやざき子ども・子育

て応援プラン」が今議会に提案され、結婚を含

めたライフステージに応じた切れ目のない支援

が掲げられています。本県の合計特殊出生率

は1.72と全国第２位で、「未来みやざき創造プ

ラン」では、2030年に2.07を目指しています

が、若年女性人口の減少や未婚化、晩婚化など

によって出生数は減少傾向にあり、少子化対策

には結婚・出産・子育て環境の充実が求められ

ています。知事も政策提案の中で、切れ目のな

い少子化対策に取り組むとしていますが、実施

に当たっての決意をお伺いします。

私は、子ども・子育て○知事（河野俊嗣君）

支援というものは、大切な一つの未来への投資

だと考えているところでありまして、政策提案

の中で、今御指摘いただきましたように、出会

い・結婚・妊娠・出産・育児というライフス

テージに応じた切れ目のない支援に努めていく

としたところであります。

この提案を具体化する事業として、今回、国

の交付金を活用しまして、出会いから育児まで

の支援をパッケージとして一体的に推進しま

す、みやざき少子化対策総合サポート事業を、

今年度２月追加補正予算の中で提案させていた

だいたところであります。

具体的には、結婚支援としましては、１対１

のお見合い事業というものに取り組むこと、そ

して出産支援としまして、男性不妊・不育症治

療に対する助成を行う。また、子育て支援とし

まして、県下全域で子育て家庭が緊急時に子供

を預けることのできる体制づくりを、それぞれ

盛り込んだところであります。

これらの取り組みによりまして、「未来みや

ざき創造プラン」で掲げております、2030年に

―合計特殊出生率2.07という戦略目標の達成

人口維持に必要な2.07を目指していこうと、こ

れも相当高い目標であると考えておるところで

ありますが を目指して、市町村や関係団体―

等と連携を図りながら、鋭意取り組んでまいり

たいと考えております。

具体的に聞いてまいります○黒木正一議員

が、今、恋愛結婚する人は年間約60万組で、40

年間ほとんど変わっていないんだそうですけれ

ども、見合い結婚をする人が約４万組、これ

は40年間で10分の１に減っているんだそうで

す。若い独身男女を紹介する機能が地域から喪

失しているのではないかということで、この機

能を補完することが自治体に求められているの

ではないかと、日本創成会議の増田さんなんか

は言っております。内閣府の11年の調査により

ますと、都道府県の３分の２、市町村の３分の

１が結婚支援に取り組んでおり、ある県では、

世話焼きおばさん・おじさん復活事業に取り組

んで700人が活動中と。また、ある市では、お結
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び課という課を設置し これは武雄市ではな―

かったかと思うんですが ３名の職員を置く―

など、各地でさまざまな取り組みが行われてお

ります。結婚支援のみやざき結婚サポート事業

の概要について、福祉保健部長にお伺いしま

す。

この事業は、○福祉保健部長（佐藤健司君）

「あなたの運命の人を紹介します」をキャッチ

フレーズに、県において会員制のお見合いシス

テムを新たに構築し、１対１のお見合い事業を

実施するものであります。また、この事業を推

進するために、仲人的役割を担い、独身男女の

背中を押していただく「愛結びサポーター」を

養成・確保していくこととしております。結婚

支援対策としましては、従来から、婚活イベン

トを実施する民間団体等に対して支援を行って

いますが、一部の若者などからは、イベントに

はなじめないとか、参加しづらいとの声も伺っ

ているところです。このような中、昨年６月議

会において、議員から、愛媛県の取り組みの紹

介があり、本県でも取り組んだらどうかという

提案もございました。その後、その他の県の取

り組みも含めて調査しましたところ、１対１の

お見合い事業により、大きな成婚実績が上がっ

ている状況もわかりましたことから、今回、同

県などのシステムを参考にしながら、中山間地

域の振興や後継者確保のためにも事業化したい

と考えているところでございます。

運命の人に多くの人がめぐり○黒木正一議員

会うことを期待したいというふうに思います。

続きまして、出産支援についてお伺いをいた

します。当初予算に不妊治療費助成事業があり

ますけれども、特定不妊治療で生まれる子供の

数はどれぐらいの割合でしょうか。福祉保健部

長にお伺いします。

平成25年８月○福祉保健部長（佐藤健司君）

の厚生労働省の検討会報告書によりますと、体

外受精などの特定不妊治療により出生した子供

の割合は、出生数全体の約３％を占めていると

されております。

３％というのは非常に多いな○黒木正一議員

と、知らなかったものですから、そういう気が

いたします。不妊で悩む夫婦は、特に女性のほ

うが責任を背負っているようなところをよく見

かけますけれども、男性に原因があるのはどれ

くらいですか。また、男性不妊治療費の助成に

ついて追加補正予算に提案されていますが、そ

の概要についてお伺いします。

世界保健機関○福祉保健部長（佐藤健司君）

の調査結果ですが、男性に不妊の原因がある

ケースが５割近くとされております。このた

め、現在実施している女性を対象とした特定不

妊治療費助成事業に加えまして、男性不妊治療

費助成事業として、無精子症などの男性不妊を

対象に、１回当たり最大５万円の治療費助成を

行いたいと考えております。この事業により、

不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減とともに、

健やかな妊娠・出産の増加につながるものと考

えております。

続きまして、子育て支援につ○黒木正一議員

いてお伺いをいたします。合計特殊出生率が上

位の自治体は、九州・沖縄の離島に集中してお

り、東京と比べて１人当たり所得が半分以下の

ところです。離島の状況を調査した熊本大学の

徳野先生は、離島における合計特殊出生率の高

さは、わかりやすく言えば、「赤ちゃんの枕元

に100万円積んでも泣きやまないし、ハイテクの

コンピューターをつけても成長しない。赤ちゃ

んを抱っこする手の数の多さが、子供の生み育

てやすさのメルクマールになるということだ」
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と言っております。ほかにもさまざまな要因は

あるかと思いますが、急な出来事が起こったと

きや病気になったとき、周りの誰かが助けてく

れる、地域に子育てをサポートする仕組みがあ

れば安心を生み、子供も生まれる。しかし、地

域にその仕組みが弱くなっている。その支援機

能の充実が必要ではないかというふうに思いま

すけれども、子育てサポート事業の概要につい

て、福祉保健部長にお伺いします。

この事業は、○福祉保健部長（佐藤健司君）

子育て家庭が、出張や冠婚葬祭などの急な用事

が入った際に、地域に居住する子育てサポー

ターが一時的に子供を預かるという援助の仕組

みを、県下全域において構築したいと考えてい

るものでございます。子供の一時預かり事業に

つきましては、現在、県内において、都市部

の10の市町では、ファミリーサポートセンター

を設置して取り組んでおりますけれども、中山

間地域を初めとするセンターのない市町村にお

いても、一時預かりのニーズに対応する必要が

ありますことから、今般、県において「みやざ

き子育てサポートセンター」を設置し、子供の

預け先に困っている子育て家庭と、県が今後養

成する子育てサポーターとをコーディネートす

る仕組みを設けていきたいと考えております。

それでは次に、女性の活躍・○黒木正一議員

躍進に向けた取り組みについてお伺いします。

安倍内閣は、すべての女性が輝く社会づくりを

推進するとしています。また、知事も政策提案

において、「真に豊かなくらしを実現するため

には女性の視点や感性が不可欠であり、宮崎県

を女性が活躍し、輝いている社会にしたい」と

述べられております。地域が元気であるために

は、女性がその感性と能力を生かし、生き生き

と働くことができる環境の整備が必要であると

考えますが、知事の考え、それに向けて今後ど

のように取り組まれるのかをお伺いします。

私が目指す「くらしの○知事（河野俊嗣君）

豊かさ日本一の宮崎」の実現をしていくために

は、女性がその意欲と能力を生かしながら、社

会で活躍できる環境を整えることが大変重要で

あると考えております。また、宮崎県内、実感

として女性が元気だと。さきに話をしましたマ

ラソン大会にしても、いろんなイベントにして

も、女性が元気なイベントというものは非常に

活気あふれるものになる。また、地域の活力を

感じるところでございます。

県では、今年度、企業向けのフォーラムや女

性向けセミナーを開催し、女性が働きやすい就

業環境の整備に取り組んでいる企業や、自分ら

しく働いている女性を紹介するなど、機運の醸

成を図ってきたところであります。さらに、企

業等において女性が多様な働き方を実践できる

環境づくりを行うために、今後、企業や商工関

係団体などで構成されます、女性の活躍を推進

していくための組織を立ち上げてまいりたいと

考えております。この組織に多くの企業に参加

していただくよう、そして、県内全域でそのよ

うな機運が盛り上がるよう、支援をしてまいり

たいと考えておりますし、また、さまざまな団

体への働きかけ、そういうことで積極的に取り

組んでまいりたいと考えております。

次に、観光行政に関しまして○黒木正一議員

質問をさせていただきます。

まず、「神話のふるさと宮崎観光おもてなし

推進条例」についてであります。本県を訪れる

観光客は、25年度の統計調査では9.2％増加し、

特に宿泊客が15.8％増加しています。また、宮

崎―香港線の国際定期路線の開設が決まり、プ

ロ野球オリックスが宮崎市でキャンプを張るな
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ど、新たな流入人口の増加が見込める明るい話

題が続いております。知事は政策提案の中で

も、県内の延べ宿泊数350万人を掲げ、官民一体

となった観光戦略プロジェクトを立ち上げるな

ど、観光宮崎の再興に強い意欲を示していま

す。東九州自動車道の北九州までの開通、東京

オリンピック・パラリンピックの開催などを見

据え、観光施策に、より戦略的に取り組んでい

く必要があると思いますが、今回提案された

「神話のふるさと宮崎観光おもてなし推進条

例」の制定の狙い、また、宮崎の観光再興に向

け、今後どのような観光施策を展開していくの

か、考えをお伺いします。

地方創生の取り組みが○知事（河野俊嗣君）

いろいろ進められている中で、観光というもの

が、地域経済の活性化や雇用機会の増大に貢献

する、非常に裾野の広い総合産業であるという

ようなことがございます。また今、特に海外か

らの観光客が1,000万人を超えるかどうかと言わ

れていたのが、いつの間にか1,300万人を超す大

変大きな我が国への人の流れ、観光客の流れが

あるわけでありまして、そういう状況の中で、

本県の観光を改めて再興し、活性化させていく

ことは、県政の重要な課題の一つであると考え

ているところであります。

そのため、本県観光振興の基本的な理念や方

針、観光に携わるさまざまな機関の役割など

を、新たに条例として定めることによりまし

て、関係機関が連携し、総合的かつ計画的に観

光の振興に取り組むこととしたところでありま

す。

また、今後の観光施策につきましては、官民

一体となった観光戦略プロジェクトチームを立

ち上げまして、具体的な戦略を企画・実践しま

すとともに、これまでの実績を生かした地方型

ＭＩＣＥ都市みやざきや、一段と進化したス

ポーツの聖地としてのスポーツランドみやざき

の展開、さらには、国際定期便の開設などを踏

まえた外国人の受け入れ環境の改善・強化な

ど、さまざまな取り組みを進めることによっ

て、本県の観光の再興を目指してまいりたいと

考えております。

ことしの５月に、宮崎県にお○黒木正一議員

いて第60回日本身体障害者福祉大会が開催され

ると聞いております。県内外から3,000名近くの

関係者が参加する大会と聞いておりますけれど

も、この大会の概要について福祉保健部長にお

伺いします。

この大会は、○福祉保健部長（佐藤健司君）

障がい者の自立と社会参加の促進、さらには参

加者相互の交流を目的に、全国の身体障がい者

団体の代表者などが一堂に会するもので、社会

福祉法人日本身体障害者団体連合会と開催県の

身体障害者団体連合会が主催して、毎年度開催

されております。

ことしの大会は、本県では初めて開催される

もので、シーガイアコンベンションセンターを

会場に、５月25日、26日の２日間で行われ、プ

ログラムとしましては、障がい者の自立などに

関する基調講演やシンポジウム、障がい者福祉

の向上に功績のあった功労者の表彰のほか、宮

崎をＰＲするアトラクションなどとなっており

まして、全国から約2,700名の方が参加される予

定であります。県としましては、大会の円滑な

運営が図られますよう、市町村とも連携して支

援を行ってまいりたいと考えております。

実は県外の友人から、バスで○黒木正一議員

宮崎のこの大会に出席すると、ついては宿泊施

設をあっせんしてほしいと。観光案内までして

ほしいということで連絡があったものですか
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ら、少し慌てたんですけれども、どこに案内し

たらいいのか、どこが宿泊が可能なのかという

ことで、県のほうに相談をしたんです。身体障

がい者の大会でありますから、車椅子利用者と

か障がいに配慮した運営が必要と思いますし、

本県では初めての大会ということでもあります

ので、宿泊施設など十分に対応できるだろうか

と。どのように対応が行われるのかお伺いいた

します。

この大会にお○福祉保健部長（佐藤健司君）

ける宿泊につきましては、各都道府県等の身体

障害者団体連合会が参加者を取りまとめられ

て、事務局である本県の身体障害者団体連合会

に申し込むこととなっておりまして、現在、そ

の手続が進められております。参加される方

個々人の状況を把握するために、申し込みの際

には、車椅子の使用や手話通訳、オストメイト

トイレなど、宿泊に際して配慮が必要な点につ

いて申し出ていただくことにしておりまして、

これらの御要望にも十分留意して宿泊施設の

あっせんが行われることとなっております。

いろいろ話をお聞きして安心○黒木正一議員

したところでありますけれども、外から地域に

人を呼び込むときに、これから伸びが期待でき

るのは、外国人、それから、高齢者、障がい者

ではないかというふうに思います。高齢者や障

がい者にとって快適なまちは、地域の人にとっ

ても快適なまちになるはずでありますし、配慮

の行き届いたハード・ソフトは、地域にとって

の財産として、地域の魅力を高める上でも間違

いなく貢献すると思います。

先月、県立図書館で、県政の重点施策情報発

信事業として、「人にやさしい福祉のまちづく

り展」が行われており、そこで、高齢者や障が

いを抱える人々、その同行者が旅行する際に有

益となる、観光情報やバリアフリー対応情報を

盛り込んだ冊子などの紹介がされておりました

が、本県のおもてなしの目玉の一つとして、高

齢者、障がい者に優しい観光地づくりを掲げた

らと思います。このような取り組みを障がい者

行政の延長として考えないで、観光部局が問題

意識を持って福祉部局と連携して、外からの受

け入れを地域の問題として捉え、取り組む必要

があるのではないかと考え、積極的に取り組ん

ではと思います。観光施設や宿泊施設のバリア

フリー化など、高齢者や障がい者が安心して楽

しめる人に優しい観光地づくりを進めること

は、おもてなしの観点からも、今後の観光施策

の大事なポイントではないかと思いますが、商

工観光労働部長に所見をお伺いします。

障がい者○商工観光労働部長（茂 雄二君）

を初め、全ての方々が安心して観光を楽しむこ

とができる環境の整備は、観光地づくりの面で

も非常に重要な視点であるとともに、新たな観

光需要の掘り起こしにつながるものと考えてお

ります。県としましては、これまでも、障がい

者用の駐車場やトイレ、車椅子で行ける観光地

などの情報提供を行うなどの取り組みを行って

おります。また、「神話のふるさと宮崎観光お

もてなし推進条例（案）」におきましても、観

光振興の基本方針の一つとして、高齢者、障が

い者、外国人を初め、全ての人々が安全かつ快

適に観光を楽しめる環境づくりを推進すること

としております。今後さらに、この条例案の趣

旨を生かしながら、市町村や関係機関等と連携

し、バリアフリーの推進など、人に優しい観光

地づくりに努めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、障がい者の就労支援に○黒木正一議員

ついて伺います。第４期宮崎県障がい福祉計画
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によりますと、福祉施設の利用者の一般就労移

行を大きく伸ばす目標値を掲げており、企業等

の障がい者雇用に関する理解を深めるために、

企業向けセミナーの開催など、普及啓発に取り

組むほか、障害者就業・生活支援センターによ

る職場開拓や就職相談、職場定着指導、障がい

者の態様に応じたきめ細かな職業訓練等を実施

することになっています。そこで、指定管理者

が導入されている施設の障がい者の就労支援に

ついて伺います。指定管理者選定基準となる地

域貢献項目に、障がい者雇用に対して理解があ

ることや、就労支援が整っているかといった審

査項目がありますが、雇用の状況はどうなって

いるのか、総務部長にお伺いします。

指定管理者の選定○総務部長（成合 修君）

に当たりましては、公の施設の効果的・効率的

な運営を図るため、主に事業計画の内容や管理

運営能力などを重点に審査いたしております

が、公共施設であることから、御質問にありま

した、障がい者の就労支援への対応や環境保全

など、地域への貢献等についても審査基準に加

えているところであります。

その結果を見ますと、多くの指定管理者にお

いて、障がい者の職場実習の受け入れや、障が

い者施設への清掃業務あるいは植栽管理業務の

委託、物品の購入など、障がい者の就労につな

がるような取り組みが行われております。ま

た、公共施設の指定管理業務に限りまして、現

在、５法人で６名の障がい者の方が雇用されて

おります。今後とも、関係部局と連携しなが

ら、指定管理者による障がい者の就労支援につ

いて働きかけてまいりたいと考えております。

公の施設でもあることから、○黒木正一議員

障がい者の就労支援に積極的に働きかけていた

だきますようにお願いをしておきたいと思いま

す。

次に、林業政策についてお伺いします。

まず、川崎市との連携協定についてでありま

すが、本県は、川崎市との間で昨年11月に連携

協定を結んでおります。昨年１月、宮崎を訪れ

た川崎市の副市長と私は偶然に街で会いまし

て、非常に情熱的で熱心な話に感心したのであ

りますけれども、これまで本県が取り組んでき

た県産材の首都圏出荷に、146万人を擁する政令

指定都市の川崎市を相手に迎えたことで、市場

開拓のチャンスが大きく広がる可能性が出てき

たのではないかと思います。木材の利用促進な

どの検討がまず中心となるようでありますけれ

ども、今後の取り組みについて、環境森林部長

にお伺いします。

川崎市との協○環境森林部長（徳永三夫君）

定における木材分野におきましては、キックオ

フイベントといたしまして、川崎市内において

去る２月７日に、定員を大きく上回る参加のも

と、川崎市と共催でフォーラムを開催したとこ

ろであります。本フォーラムでは、木を使うこ

との大切さや、本県の有する高度な木材利活用

技術について関心を持っていただくとともに、

その後の交流会を通じて、人と人とのつながり

も一層深まったものと考えております。

今後につきましては、まずは、今回のフォー

ラム等で興味を持っていただいた民間企業や団

体の方々を宮崎に招致し、本県のすぐれた技術

に直接触れていただくほか、川崎市と本県が連

携し、川崎市における公共建築物の木造化等に

向けた推進・支援体制を構築していくこととし

ております。このような取り組みを通じまし

て、首都圏における木材需要拡大をさらに促進

してまいりたいと考えております。

今月７日にありました「都市○黒木正一議員
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の森林フォーラム」で、川崎の副市長は、全

国、海外への展開を視野に入れていくというよ

うなコメントをしておりましたが、期待をした

いと思います。

本県の林業を取り巻く状況といいますのは、

中国木材の進出、アジア向け輸出の増加、バイ

オマス発電所建設など、木材需要が大きく増加

しております。輸出を見ましても、特に中国向

けが急増して、農水省は、2020年までに農林水

産物の輸出額を１兆円にふやし、林産物も250億

円に倍増させることを目指していますが、昨

年、163億円に伸びたようで、目標達成も夢では

ないと言われております。山が大きく動き出し

ましたが、本県の伐採面積はどれぐらいです

か。また、植栽未済地の状況はどうなっており

ますか。伐採面積の増加に対応する苗木の生産

拡大が再生産のため必要となりますが、どのよ

うに取り組むのかを部長にお伺いします。

本県では、杉○環境森林部長（徳永三夫君）

の人工林が収穫期を迎えるとともに、議員御指

摘のとおり、大型製材工場や木質バイオマス発

電の稼働等に伴いまして、平成24年度に約1,800

ヘクタールであった伐採面積が、１年後、25年

度には約2,200ヘクタールと約1.2倍の増加と

なっております。この伐採面積の約75％が再造

林されておりますが、伐採後３年を経過しても

植栽されない、いわゆる植栽未済地は、25年度

末、約700ヘクタールとなっております。今後の

伐採面積の増加に対応し、森林資源の維持を

図っていくためには、優良苗木の生産拡大が喫

緊の課題であると認識をしております。このた

め、現在、森林組合など関係団体等と連携を図

りながら、苗木需給調整会議において、流域や

市町村を単位とした採穂園の整備や生産者の新

規参入の促進など、生産拡大に向けた総合的な

対策について検討を進めているところでござい

ます。

新たな需要が出現して、伐採○黒木正一議員

面積も当然ながらふえているわけでありますけ

れども、先人たちが苦労して育てた木材をどう

利用するかも大きな課題ですが、次の世代にど

のような森林資源を育てていくかは、もっと重

要なことと思います。新たな需要で木材価格は

上がりました。しかし、再生産価格かという

と、そうではありません。再造林は補助金に

頼っているのが実情です。そのような中、造林

補助額が削減されるという説明があり、既に地

ごしらえなど植林に向けて仕事をしている現場

では不安が広がっております。補正予算の本県

への配分がなかったことがその理由と聞いてお

りますが、補正の規模でこのような重要な事業

が大きく変動するのでは、安心して働くことは

できませんし、次の世代へ資源を残していくこ

とは難しくなります。このままでは植栽未済地

が大きくふえることも考えられます。予算の確

保、再造林への対応策について部長にお伺いし

ます。

議員御指摘の○環境森林部長（徳永三夫君）

とおり、国の森林整備当初予算が年々減少して

いる中で、先般成立いたしました補正予算にお

いて本県への配分がなかったことから、来年度

の事業実施が大変厳しい状況にあると認識をし

ております。本県の伐採面積は、今後さらに増

加することが予想されます。適切な再造林が行

われない場合、植栽未済地の増加や資源の減少

が懸念されますので、国に対して、安定的な予

算の確保と本県への配分を強く求めているとこ

ろでございます。

一方、再造林につきましては、周年植栽が可

能なコンテナ苗の生産拡大等により、低コスト
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化をさらに推し進めながら、切ったら、すぐ植

える再造林システムの構築に取り組んでまいり

たいと考えております。

今回、地方創生交付金にかか○黒木正一議員

わる追加補正予算が提案されておりますけれど

も、割引旅行券とか宿泊券など、目の前の経済

対策も必要なのかもしれません。ただ、このよ

うな50年、60年かかるかもしれない国土保全に

かかわるような事業にこそ、しっかり取り組ま

なければ、取り返しのつかないことになるので

はないかと思います。国に強く求めていくな

ど、しっかりと予算を確保する必要があるとい

うふうに思います。

先日、森林組合長の方々との意見交換会を行

いましたが、新たな需要の増加など、林業を取

り巻く環境が大きく変わったことから、これま

でとは違ったさまざまな意見が出ました。バイ

オマス発電の原料供給の困難さ、植栽未済地の

増加が予想されることから、再造林の重要性、

苗木の供給体制に加え、バイオマスの原料とし

てのポプラなど早生樹の栽培試験研究、深刻な

人手不足から外国人労働者の雇用など。そして

何より、山元に利益還元できる仕組みづくりが

必要ということでありました。新たな需要の増

加など、今後さまざまな課題が起きることは間

違いないと思いますが、一つ一つ課題を解決し

て、林業を地方創生の主役にしなければなりま

せん。部長は、これまでよく現場に足を運び、

積極的にコミュニケーションを図り、現場の声

を施策に反映してきたと思いますが、今後の本

県林業の発展への思いについてお伺いをいたし

ます。

今、本県の林○環境森林部長（徳永三夫君）

業は新時代を迎えておりまして、これまで経験

していない状況にあるということを行政も感じ

ておりますし、林業関係団体も、それを感じな

がら今、行動を起こしているところでございま

す。その中で、木質バイオマスなど、集材も含

めて経験のないことの産みの苦しさの中で、確

立するために今、知恵を出し合っているという

状況にあると考えております。本県林業の再生

を図るためには、豊富な森林資源を余すことな

く利用して「宝の山」に変えるとともに、森林

資源の再生、若返りを図っていく必要があると

考えております。

現在、木質バイオマス発電所の稼働など、県

内での出口対策の基盤は整いつつありますの

で、今後、林業関係者が一体となって、原木を

安定供給できる体制を構築していくことが必要

であります。そのためには、誇りと希望を持っ

た若い林業技術者を一人でも多く育てることが

大切でありまして、林業青年アカデミーの充実

など、担い手対策に重点的に取り組んでまいり

ます。また、森林整備につきましては、コンテ

ナ苗の生産拡大による森林施業の通年化など、

宮崎モデルとなる林業の構造改革を進めていく

こととしております。今後とも、関係団体等と

連携して、現場に寄り添った施策を着実に実行

し、林業の成長産業化に向けて全力で取り組ん

でまいりたいと考えております。

それでは、次に移ります。さ○黒木正一議員

きに川崎市との木材利用についてお伺いをいた

しましたが、同じく、川崎市との連携・交流を

図る取り組みについて。

この中に、新しい未来を創造する人づくりが

あります。両地域の強みを生かした修学旅行メ

ニューの提供を行い、相互交流を促進すること

が挙げられております。そこで、かつて、全国

の小学生に農山漁村で宿泊体験をさせる、国の

「子ども農山漁村交流プロジェクト」がありま
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した。本県でも４カ所がモデル地域として受け

入れていたと思います。このプロジェクトは、

総務、文部科学、農林水産の３省が連携して、

農山漁村での宿泊体験を推進し、子供たちの学

ぶ意欲や自立心などを育むことを目指し、大変

な意気込みであったと思います。今はどうなっ

ているのかわかりませんけど。こういうプロ

ジェクトもその一つになるかもしれませんけれ

ども、子供の相互交流や教育旅行など、できる

ところから長続きする連携・交流に取り組んだ

らと思いますが、総合政策部長に考えをお伺い

します。

本県と川崎○総合政策部長（橋本憲次郎君）

市の基本協定では、本県のすぐれた木材利用技

術を生かした取り組みにとどまらず、産業や人

づくりの面まで含めた、幅広い連携を構築する

包括的なものとしたところでございます。その

中で、御指摘ありましたように、次世代を担う

子供たちの育成を掲げたところでございます

が、都市と地方がお互いの地域資源や特性を生

かし合った、将来につながるような交流を図っ

ていく必要があるという認識に基づくものでご

ざいます。

例えば教育旅行につきましては、近年、残念

ながら川崎市からの受け入れ実績はないところ

でございますが、今年度、横浜市の高校生を農

家民泊で受け入れた事例等もございますことか

ら、本協定を契機とした本県での教育旅行受け

入れの可能性等についても、川崎市と意見交換

を行ってまいりたいと考えております。

また、本県の農林水産物を活用した「食育」

または「木育」などの実施や、スポーツや文化

を通じた交流促進など、さまざまな形態による

相互交流の可能性についても、今後、川崎市と

連携を図りつつ、検討を進めてまいりたいと考

えております。

この川崎市との連携・協力の○黒木正一議員

取り組みの一つに、活力や魅力のある産業づく

りというのがありますけれども、川崎市での本

県の観光物産展の開催や、県産果樹を利用した

新しいスイーツの共同開発など、フードビジネ

スの推進とともに、中小企業等の活性化が掲げ

られ、川崎モデルとして知られる中小企業支

援、産学官連携等の取り組みについて、研修な

ど協力を進めると聞いておりますが、川崎モデ

ルとはどういうものか。また今後、中小企業支

援にどう取り組むのか、商工観光労働部長にお

伺いします。

ものづく○商工観光労働部長（茂 雄二君）

りに係るいわゆる川崎モデルにつきましては、

新商品開発や販路開拓などの中小企業の課題等

を十分に把握し、それらの課題等の解決に必要

となるさまざまな専門家で構成された支援チー

ムが、徹底した助言・指導を現場主義で行う取

り組みでありまして、企業等からも高い評価を

受けていると伺っております。県としまして

は、このような川崎市のノウハウ等を、ものづ

くりや販路開拓など、本県の中小企業支援に生

かしたいと考えておりまして、今回の連携協定

の締結を契機として、関係者間で協議等を行い

ながら、本県の実情に応じた専門家チームによ

る指導・助言の手法などを具体的に検討してま

いりたいと考えております。

今回の追加補正予算にも、川○黒木正一議員

崎市との連携・協力を地方創生モデルとして、

全国に先駆けて構築するということがうたわれ

ておりますけれども、連携・協力が進んで、

カーフェリーの川崎航路がまた復活するぐらい

の意気込みで取り組んでいただきたいと思いま

す。
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次に、農林水産業政策についてお伺いしま

す。

現在、日本においては、農業の成長産業化を

目指し、農業の大規模化・法人化、農業分野へ

の企業参入など、いわば農業の企業化が強力に

推進されつつあります。2009年に、農業参入の

規制緩和を訴える経済界の要請を受けて農地法

を改正。それまでは、企業が参入する場合、農

業生産法人を設立するか、地域限定の構造改革

特区で農地を借りて営農するしかなかったもの

が、一定の要件を満たせば、全国どこでも農地

を借りることができるようになりましたが、本

県における企業の参入状況はどうなっているの

か。また、参入推進に当たっての考え方につい

て、農政水産部長にお伺いします。

本県における○農政水産部長（緒方文彦君）

企業の農業参入の状況は、平成26年１月現在

で、県内の建設業や食品製造業などを中心に108

法人で、近年、増加傾向にあります。企業の持

つ物流や販路を活用した農業参入は、地域の雇

用創出に加えまして、ＪＡ等の地域を巻き込ん

だ新品目の導入や産地拡大等へと発展するな

ど、フードビジネスを拡大させる原動力となっ

ております。県といたしましては、参入企業と

地元の生産者、法人、ＪＡ等との連携が重要と

考えておりまして、参入前のきめ細やかなマッ

チング活動から、参入後の経営的なフォロー

アップまで、ソフト・ハード両面からの総合的

な支援を行っております。今後とも、地域農業

と調和した形での発展を基本として、企業参入

を推進してまいりたいと考えております。

本県においても相当数の企業○黒木正一議員

が参入しているようですけれども、先日の新聞

によりますと、鹿児島県のある市がいち早く企

業参入を進めたものの、その後、撤退が相次

ぎ、耕作放棄地が残る状況にあることが報道さ

れていましたが、参入企業のほぼ全てが赤字

で、多くが５年足らずで農業から手を引いたと

報告されておりました。営農が継続できるよう

なフォロー、地域の農業と共存できる発展が望

ましいと思います。

農業の企業化の一方、国連は、昨年を「国際

家族農業年」と定め、家族農業の有する多面的

な価値を高く評価するとともに、各国にその支

援を強く訴えているということですが、その背

景に何があるのか。本県の農業における家族農

業の位置づけについてどう考えるか、お伺いし

ます。

国際連合で○農政水産部長（緒方文彦君）

は、家族農業の多様な活動が、地域の環境と生

物多様性の保全に大きな役割を果たし、食料安

全保障や貧困の撲滅に効果的な対策であること

を広く世界に周知するために、御質問にありま

したように、2014年を「国際家族農業年」に定

めました。本県の農業経営体の67％を占める家

族経営体は、平場から中山間地域まで多様な地

域性を生かした農業生産活動を展開しておりま

して、農業生産のみならず、多面的機能の維持

や地域文化の継承を図る主体として、重要な役

割を果たしております。このため、県といたし

ましては、家族経営体で構成するＪＡの品目部

会や集落営農組織等の組織力、販売力の強化を

図ることを目的といたします、産地経営体構想

を推進してまいりたいと考えております。

国連が家族農業年と定めた背○黒木正一議員

景には、アジア・アフリカなどにおける外国資

本による大規模農業開発が農村のコミュニ

ティーや自然破壊につながったことがあると言

われています。それは、開発途上国のみの問題

ではなく、日本においても考慮されるべきでは
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ないかと思います。家族農業を定義づけるのは

難しいのですが、大小さまざまな農業の存続が

農地の持続可能性には必要ではないかと思いま

す。

次に、漁業についてお伺いします。さきに平

成25年の漁業センサスが発表され、本県の漁業

就業構造が明らかになりました。これによる

と、漁業就業者は、５年前と比較すると、3,360

人から2,677人と大きく減少し、年齢構成を見る

と、60歳以上の割合が５年前の36％から42％に

ふえており、ますます高齢化が進行していま

す。さらに、漁業階層別に漁業経営体数の推移

を見てみると、沿岸漁業層が経営体数で19.5％

の減少、中小漁業層の8.1％に比べ減少が著しい

ことから、経営規模の小さい沿岸漁業の経営環

境がより厳しい状況であると考えられます。家

族単位の小規模な沿岸漁業経営体では、経験に

基づく技術の伝承が行われてきたと思います

が、高齢化や新規就業者の減少によって、これ

までのわざや情報が途切れることも考えられま

す。沿岸漁業について今後どのような対策を進

めていくのか、農政水産部長にお伺いします。

沿岸漁業にお○農政水産部長（緒方文彦君）

いては、漁業者が最適な漁場や操業方法等を総

合的に判断する環境を整えることが、極めて重

要だと考えております。このため、本議会でお

願いしております「沿岸漁業改革モデル創出加

速化事業」におきまして、県が保有する漁業

データを一元化し、漁業者が利用しやすい情報

を提供するとともに、多種多様な沿岸漁業の実

態に即して、多面的に活用できる仕組みを構築

することとしております。これらの基盤により

まして、沿岸漁業の操業効率化と、関係者が連

携した戦略的な漁業改革の施策の充実につなげ

てまいりたいと考えております。

次に、世界農業遺産について○黒木正一議員

お伺いします。国連食糧農業機関は、次世代に

継承すべき重要な伝統農法や農業文化などを有

する地域を認定し、その保全と持続的活用を図

るプロジェクト「世界農業遺産」を2002年から

開始し、世界で31地域が認定され、日本では平

成23年に、新潟県「トキと共生する佐渡の里

山」と石川県「能登の里山里海」が初めて認定

され、現在では全国で５地域が認定されていま

す。昨年、農林水産省は、世界農業遺産の国内

候補の一つに、「高千穂郷・椎葉山の森林保全

管理が生み出す持続的な農林業と伝統文化」の

申請を承認し、現地調査などを経てＦＡＯ国際

会議で審査されると聞いておりますが、今後の

スケジュールと取り組みについて、部長にお伺

いします。

高千穂郷・椎○農政水産部長（緒方文彦君）

葉山地域は、昨年10月に国から世界農業遺産の

国内候補地の承認を受けまして、ことしの１月

に国連食糧農業機関（ＦＡＯ）への申請書を提

出したところでございます。近日中にＦＡＯの

現地調査が行われる予定であり、その後開催さ

れる会議の中で、認定の可否について審議が行

われると聞いております。当地域は、国内選考

において高い評価を受けたところでありまし

て、県といたしましても、今後は、ＦＡＯに対

し、当地域の有する豊かな森林や棚田、焼き畑

などの農林業と神楽に代表される伝統文化など

が、世界的に重要な財産として認められるよ

う、地元と一体となって全力でアピールしてい

きたいと考えております。

高い評価を受けているという○黒木正一議員

ことでありますので、今後、認定されることを

期待したいと思います。

次に、次世代型園芸についてお伺いします。
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平成の蘭学と言われ、次世代型園芸をオランダ

に学べと、多くの関係者がオランダに向かいま

した。オランダは、九州と同じ面積で、米国に

次ぐ世界第２位の農産物輸出国ですが、ＥＵの

中央に位置し、農産物の中継貿易や加工貿易を

支えていること、５億人というＥＵ市場に隣接

し、特に土地利用型農業はドイツ、フランスに

委ね、労働集約型の高収益作物への特化が可能

で、環境制御技術により高い収量を実現してい

ます。2013年、林農林水産大臣のオランダ訪問

を受けて、農水省では、次世代型施設園芸を導

入する事業が予算化され、本県においてはＪＡ

宮崎中央が参加、先端技術と地域エネルギーの

活用と次世代施設園芸拠点の整備を目指すこと

になり、国富町において事業が始まっていま

す。本県にはオランダにまさる太陽の恵みがあ

り、コストのかかる完全制御型ではない、宮崎

らしい次世代型園芸に取り組むべきとの声があ

りますが、本県での進め方について部長にお伺

いします。

本県で進めて○農政水産部長（緒方文彦君）

おります次世代施設園芸団地の取り組みにつき

ましては、主力品目であるキュウリやピーマン

の栽培に適した、低コストで気象災害に強いハ

ウスを整備し、豊富な森林資源を生かした木質

ペレットによる暖房を行うこととしておりま

す。さらに、総合農業試験場で開発したシステ

ムを活用して、ハウス内の温度や炭酸ガスなど

の栽培環境を制御することにより、収量・品質

の向上を図るとともに、ＪＡの研修システムを

活用して施設園芸の担い手を育成するなど、宮

崎の特徴を生かした取り組みを行うこととして

おります。県といたしましては、この取り組み

を県内の他産地に波及させることによりまし

て、将来にわたって、本県施設園芸の維持・発

展を図ってまいりたいと考えております。

こういう取り組みを通じて若○黒木正一議員

い農業者が育つことを期待したいと思います。

続きまして、家畜防疫についてお伺いをいた

します。本県では、昨年12月、延岡市北川町、

宮崎市高岡町の養鶏場で高病原性鳥インフルエ

ンザが発生、２つの農場で合わせて約４万6,000

羽が殺処分、埋却されましたが、県職員を初め

関係者の皆さんの迅速な対応もあり、発生から

早く全域の清浄化が可能となりました。しか

し、東アジア全体で鳥インフルエンザと口蹄疫

の発生が拡大しています。韓国では、昨年７

月、３年３カ月ぶりに口蹄疫が確認され、その

後、拡大。2000年と2010年に日本国内で発生し

たときには韓国でも発生し、関連性が強く、前

回よりさらにウイルスの侵入リスクが高いと言

われており、警戒を強める必要があると思いま

すが、韓国での発生の状況と本県における防疫

対応について、部長にお伺いします。

御質問にあり○農政水産部長（緒方文彦君）

ましたように、韓国においては、昨年７月に３

年３カ月ぶりに発生した口蹄疫が、12月以降、

急速に拡大いたしまして、昨年７月以降、現在

までに107カ所で確認をされております。県とい

たしましては、今回の韓国での発生を受け、緊

急防疫会議を開催いたしますとともに、全ての

畜産農家等への啓発リーフレットの配布や、情

報メール等による的確な情報提供、さらには家

畜防疫員による個別農場指導など、緊張感を

持って対応しているところであります。また、

水際防疫につきましても、宮崎空港、ホテル等

の協力を得まして、徹底した対策を講じている

ところであります。現在、口蹄疫の発生リスク

が非常に高まっている状況にありますので、引

き続き、市町村や関係団体等と連携しながら、
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高い危機意識を持って防疫体制の強化に取り組

んでおります。

しっかりした防疫体制をお願○黒木正一議員

いしたいというふうに思います。

次に、ミラノ万博についてお伺いします。

「地球に食料を、生命にエネルギーを」を

テーマに、５月、イタリア・ミラノで万博が開

催されます。既にいろんな報道がされておりま

すが、自由貿易が大事だとする米国に対し、日

本は、各国農業の多様性を尊重すべきという

メッセージを展示に込めるのだそうです。本県

も９月に出展することになっていますが、何を

テーマに出展するのか。また、出展企業を募集

していましたが、その状況について伺います。

このイベントを契機として、輸出販路の開拓に

向けてはどう取り組むのか、知事にお伺いしま

す。

ミラノ国際博覧会は、○知事（河野俊嗣君）

万博としては初めて「食」をテーマとして開催

されるものでありまして、本県は、９月２日か

ら５日までの４日間、日本館が設置をされるわ

けですが、その中のイベント広場において、

「ようこそ！みやざきの食卓へ」というテーマ

で出展をすることとしております。

具体的には、豊かな自然と技術に育まれた宮

崎の安全・安心、高品質な食材を現地向けにア

レンジした試食を初めとして、神話や文化、観

光地の魅力などにつきまして、神楽をやった

り、剣道の演舞などを行ったり、また、映像に

よって世界にアピールするなど、さまざまな工

夫を凝らそうとしております。また、牛肉や焼

酎、ブリ、茶、乾シイタケなど、ＥＵへの輸出

実績や可能性がある県内10の食品メーカーなど

が出展をする予定としております。

また、今回のミラノ万博は、単なる４日間の

出展にとどまらないようにするということで、

ＥＵ市場への輸出拡大の契機と捉えておるとこ

ろでありまして、輸出を目指す企業を育成する

セミナーをことし１月から開催しておりますほ

か、万博終了後には、ドイツで世界最大規模の

「食」の商談会が行われるということであり、

これにも出展を予定しております。県内から

は17の企業が参加をするということでございま

す。この17の企業のうち、新たにＥＵへの輸出

にチャレンジしようという会社が９社ほどある

ということでございまして、いろんな機運の高

まりも見られるところでございます。

引き続き、県産品の輸出につきましては、東

アジアでの販路拡大を図りますとともに、今後

は、宮崎牛の輸出が好調なアメリカ市場などを

初めとして、今回のミラノ万博出展を契機とし

たＥＵなど新たな市場もターゲットとして、東

アジアにとどまらず、「みやざきグローバル戦

略」というものを策定しまして、積極的な販路

拡大に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

４日間で終わらせない、そこ○黒木正一議員

が大事なのではないかなと思います。ミラノの

教会にはレオナルド・ダ・ビンチの壁画「最後

の晩餐」があるそうですけれども、万博での出

展が最後の晩さんにならぬように、県産品の輸

出拡大のきっかけとなるような取り組みをお願

いしたいと思います。

次に、日本一の読書県づくりについてお伺い

をいたします。

本年度、県立図書館の資料整備費が全国最低

レベルに削減され、話題になったことは、県立

図書館の役割を考えるきっかけとなりました。

新年度当初予算では一転して、「日本一の読書

県」を目指した読書環境の整備を掲げ、県民の
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読書を支える図書館づくり事業として、県立図

書館の充実に取り組むこととなっています。そ

こには、遠隔地など、県立図書館を身近に利用

することが困難な県民の読書環境などを向上さ

せることが言われていますが、県立図書館に直

接来館する人への貸出数の地域別割合を伺いま

す。また、マイラインサービスや巡回文庫の利

用状況についても、教育長にお伺いします。

平成25年度の実績値○教育長（飛田 洋君）

で申し上げます。まず、来館された方への貸出

冊数の割合でございますが、宮崎市在住の方へ

の貸し出しが91.8％、東諸県郡、西都市、児湯

郡が4.8％、その他の市町村が3.4％となってお

ります。２番目に、市町村の図書館等を経由し

た貸し出しである、先ほどおっしゃったマイラ

インというサービスなんですが、この貸し出し

ました冊数は年間4,600冊ありまして、このうち

の約94％が宮崎市以外の方に御利用いただいて

おります。それから、３番目が、移動図書館車

「やまびこ号」による貸し出しでありますが、

僻地の学校や特別支援学校、図書館のない市町

村を計画的に巡回し、貸し出しました冊数が年

間約４万3,000冊であります。このうちの92％が

宮崎市以外で御利用いただいております。

当然のことながら、直接利用○黒木正一議員

は宮崎市近辺が圧倒的に多いわけであります。

県立図書館の近くのそば屋さんの壁に幕が掲げ

てありまして、「本を手に、心の旅に出かけよ

う」というスローガンが掲げられておりまし

て、その下に、「読書の村西米良村 米良のあ

さよむ村民運動 毎月27日は「あさよむの

日」」と書いてあるんです。西米良村は、マイ

ライン制度や巡回文庫などのサービスを活用す

るほか、村独自の移動図書館車「あさよむ号」

を導入するなど、県立図書館を有効に活用して

いるようですが、遠隔地など、身近に利用する

ことが困難な県民へ広く図書館の利用を図るた

め、今後どのような取り組みを考えているの

か、教育長にお伺いします。

現在、マイライン○教育長（飛田 洋君）

サービスや「やまびこ号」による巡回訪問な

ど、遠隔地の方にも県立図書館を御利用いただ

いているところでありますが、県民の方々か

ら、もっと早く本を届けてほしいとか、訪問の

回数をふやしてほしいなどの要望をいただいて

おります。そのようなことを踏まえまして、今

後、市町村とより一層連携をして、配送方法の

工夫による、より利便性の高い、本を届けるよ

うな流通システムの構築を調査・研究してまい

りたいと考えております。このほか、探してい

る本や情報を速く正確に御案内できるなど、よ

り質の高いサービスを提供できるよう、県立図

書館だけではなくて、県内の市町村の図書館等

の職員を対象とした研修を県で行い、職員の能

力向上を図っているところでございます。

私も、県議会議員になって初○黒木正一議員

めて県立図書館に行きました。そこで、宮崎市

の人はうらやましいなと思ったものでしたけれ

ども、できるだけ県内全体の人が利用できるよ

うな仕組みを構築していただきたいと思いま

す。

現在、本を取り巻く状況は大きく変化してお

ります。2000年の全国の公立図書館数2,639館か

ら、2013年には3,248館と約600館も増加。一

方、町の本屋は12年間で7,000軒潰れ、2014年に

は１万4,000軒を切り、図書館の貸出冊数が書籍

販売冊数を上回り、出版者にとって厳しい状況

で、少子化、活字離れ、ネット書店の拡大な

ど、かつて世界有数の「本を読む国民の国」と

言われた日本が、今では、「活字離れ」どころ
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か「活字危機」の様相で、出版業界は公立図書

館を目のかたきにし、本屋文化はアマゾンとの

戦い。文化庁の調査「国語に関する世論調査」

によると、「１カ月に本を１冊も読まない」と

答えた人が47.5％、10年前より10ポイントふえ

ている状況と言われています。このような中、

本県は、日本一の読書県づくりに向けてどのよ

うに取り組んでいくのか、知事に伺います。

これまで本県では、読○知事（河野俊嗣君）

書を奨励するために、学校における一斉読書の

推進でありますとか、家族で読書に親しむ「う

ちどく」の推奨、また、地域における読み聞か

せボランティアの育成などに取り組んできたと

ころであります。変化の激しい現代社会に対応

するためには、みずから学び、考え、そして行

動していく人財を育成することが大変重要であ

ります。そのような観点において、読書という

ものが大事なツールであるとともに、豊かな人

生を送る上でも欠くことのできないものであろ

うと考えております。先ほど口蹄疫の御議論が

あって思ったんですが、消毒だとか防疫という

ものが特別なものではなしに、畜産経営をする

上での標準装備とすべきではないかということ

を考えておるわけです。読書はある意味、人生

を送っていく上での標準装備であって、習慣づ

けること。好きだ嫌いだとか、趣味だとかいう

ものを超えて、習慣づけていくことが非常に重

要なのではないかと考えておるところでありま

すし、宮崎の未来を担う人財を育成していく上

でも、その習慣づけをより強化していくことは

大変重要であろうと考えております。そのよう

な思いでもって、日本一の読書県を目指そうと

いうことを提言したところであります。今後、

県民の誰もが読書に親しむような日本一の読書

県を目指し、県と市町村が連携を深めながら、

全県的な取り組みを積極的に進めてまいりたい

と考えております。

もう一点、日本一づくりにつ○黒木正一議員

いてお伺いをいたします。

健康長寿日本一についてであります。知事の

政策提案の中にありますが、病気や介護予防の

促進と健康寿命を延ばすことは、社会保障費の

抑制や生涯を通じた満足度の向上につながり、

非常に重要なことと思います。昨年、常任委員

会で長野県の取り組みを調査に行きました。長

野県は、健康長寿世界一の実現を目指し、住み

なれた環境でできるだけ長く健康で過ごせるよ

う、関係者一丸となって施策に取り組んでいる

ということでした。長野県が世界でトップレベ

ルの健康長寿である要因として、１番目に、高

齢者の就業率が全国１位で、生きがいを持って

生活していること。特に総農家戸数が全国１位

であること。２番目に、野菜の摂取量が１位で

あること。３番目に、保健指導員が県下ほぼ全

域で活動するなど、健康ボランティアによる自

主的な健康づくりへの取り組みが活発なこと。

４番目が、人口当たりの保健師数が１位で、地

域の保健医療活動が活発なことがあるという説

明でありました。

高齢期にできるだけ人の助けをかりずに生活

できる期間を延ばすことが、重要課題として、

国家再興戦略など国の基本的な方針にまで取り

入れられております。例えば、2020年までに国

民の健康寿命を１歳以上延ばすことが大きな目

標の一つとなっています。しかし、平均寿命

が80歳を超え、今後90歳まで延びていくような

状況で、健康寿命を１歳以上も延ばすことは至

難のわざと言う人もいます。晩年を迎えてから

の心身の機能低下は、どんな努力をしてもいか

んともしがたい。その覚悟も必要だということ
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でしょうか。

しかし、厚生労働省の推計では、健康寿命を

長くして介護が必要な人を減らすと、10年間に

５兆円から２兆円程度の医療・介護費用が節減

できるとしています。長野県が健康長寿世界一

を目指していますから、宮崎県が日本一になる

ことは世界一になることです。どのように取り

組むのか、知事に伺います。

県民意識調査 平○知事（河野俊嗣君） ―

成25年度に実施したものでありますが によ―

りますと、「豊かさとは何ですか」という問い

に対して最も回答数が多かったのは、「心身の

健康」でありました。私自身も、「健康」は、

豊かな暮らしを送る上で最も重要な要素の一つ

であると考えておるところであります。このた

め、県民の健康づくりの基本指針であります

「健康みやざき行動計画21」に基づきまして、

例えば、野菜を１日100グラムプラスする、運動

を１日10分間プラスするなど、生活習慣を見直

して、県民一人一人が目標を持って取り組める

ような事業というものを積極的に進めてまいり

たいと考えております。また、がん検診受診率

が向上するための環境整備に取り組むことによ

りまして、早期発見に結びつけていきたいと考

えております。本県の健康寿命 これは、健―

康上の問題で日常生活が制限されることなく生

活できる期間のことを「健康寿命」と言うわけ

でありますが 平成22年現在で、男性が全―

国11位、女性が８位であるわけであります。先

ほどの健康に向けたさまざまな取り組みという

ものをより一層推進することにより、また、県

民全体としてそういう目標を掲げて取り組む機

運を高めていくことで健康寿命を延ばしていく

ことにより、健康長寿日本一を目指してまいり

たいと考えております。

長野県が健康長寿世界一を目○黒木正一議員

指して、健康長寿であるということの原因の一

つが、農家戸数が全国１位であるというような

ことを言われておりましたけれども、そういう

こともありまして、高齢者農業についてお伺い

したいと思います。全国の農業者の平均年齢

は66歳ということでありますから、高齢者のた

めの農業対策について聞くのもおかしいような

気がいたしますけれども、県内における高齢者

の就業者数、業種別では農業の占める割合が高

いのでお伺いします。まず、高齢者の組織離れ

が進んでいると聞きますけれども、老人クラブ

の加入状況、減少している理由について、福祉

保健部長にお伺いします。

老人クラブ○福祉保健部長（佐藤健司君）

は、環境美化活動やひとり暮らし高齢者に対す

る友愛訪問を初め、地域文化伝承や子供の見守

りなどのさまざまな活動を通じて、高齢者の生

きがいづくりや地域社会づくりに貢献する団体

として活動していただいております。本県にお

きましては、全市町村に老人クラブがあり、60

歳以上の人口に対する加入率につきましては、

平成21年には17.7％でありましたが、26年に

は12.5％に低下しております。

お尋ねの加入率低下の理由でありますが、加

入対象年齢の60歳を超えても現役で働いたり、

ボランティアや趣味のサークルで活動するな

ど、ライフスタイルの変化が影響しているもの

と考えております。

26年の加入率が12.5％という○黒木正一議員

ことで、加入率が低いと言おうと思ったんです

が、考えてみましたら、私も老人クラブの有資

格者であるというのを初めて知りまして、

ちょっとがっかりしたんですけれども。そうい

うことで、加入率が低いのも何かうなずけるよ
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うな気がしたところであります。

この前、老人クラブの役員の方から、老人ク

ラブはもともと、社会貢献、地域振興のために

できた団体であるという話を聞きましたけれど

も、元気な高齢者が、その経験、知恵を生かし

て活躍できる環境をつくることは、健康長寿社

会づくりを推進することにもなると思います。

高齢者保健福祉計画には、高齢者が生涯現役で

農業に従事できるよう、高齢者の豊かな経験や

技術を生かした農業生産活動や集落営農活動へ

の参画を促進するとともに、高齢化に対応した

生産技術の開発や、営農を補完する作業支援体

制などについて充実を図ること、定年帰農者が

営農しやすい環境づくりや多様な経験が生かせ

る能力発揮の場づくりをするとありますけれど

も、どのように進めるのか、農政水産部長にお

伺いします。

農業従事者の○農政水産部長（緒方文彦君）

減少が進んでいる中で、儲かる農業や活力ある

農村を実現していくためには、新たな担い手を

育成する一方で、引き続き、高齢者の豊富な経

験を生かすための取り組みを進めていく必要が

あると考えております。このため、県といたし

ましては、農作業受託組織やコントラクター組

織の育成を通じた高齢農業者の営農を補完する

作業支援体制や分業体制の充実強化、集落営農

法人等の育成と営農活動への参画促進、さらに

は、地場産品の加工や直売、グリーンツーリズ

ムの推進を通じた都市住民との交流による生き

がいづくりなどによりまして、高齢者が生涯現

役で働ける環境づくりと技術の継承を進めてま

いりたいと考えております。

次に、話題を変えまして、県○黒木正一議員

土美化条例について知事にお伺いをいたしま

す。

知事は政策提案の中で、全国に先駆けてでき

た沿道修景美化条例を発展的に継承し、河川、

海岸等を含めた新たな県土美化条例を制定、

「美しい宮崎」づくりを強力に推進すると言わ

れております。本県は、沿道修景美化条例に基

づいた沿道修景を一つの目玉にした観光立県で

す。しかし、造園緑地協会から、沿道修景地や

道路沿線等の除草や維持管理の施工回数をふや

すための予算確保を求める要望が毎年あるよう

に、現状は、沿道修景の十分な維持管理がなさ

れているとは思えません。スポーツランドみや

ざきも定着し、現在、多くのスポーツ合宿が行

われていますが、一年を通して花のある「美し

い宮崎」づくりにさらに磨きをかけるべきと考

えますが、県土美化条例について考えをお伺い

します。

御指摘の昭和44年に制○知事（河野俊嗣君）

定をされました宮崎県沿道修景美化条例であり

ますが、豊かな自然を生かした美しい県土づく

りに、全国に先駆けて取り組みが進められてき

たものであります。その先見性や高い志、大変

すばらしいものがあると、先人の努力に敬意を

表するものであります。その後、景観に関する

全国的な機運の高まりから、平成16年に国が景

観法を制定したことを受け、本県も宮崎県景観

形成基本方針を策定しまして、自然景観に加え

まして、都市景観や農山漁村景観、あるいは歴

史的、文化的な景観などの保全・創出に、県民

の皆様との協働のもとに取り組んできたところ

であります。その結果、ことし３月には、全国

２番目の早さということでありますが、県内全

ての市町村が、地域の特色ある景観を生かした

地域づくりに主体的に取り組むという景観行政

団体へと移行する予定となっております。

このような、地域の景観に愛着や誇りを持っ
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て、美しい県土を守り育てていくという風土

は、先人の皆様が長い年月をかけて築き上げて

きた財産であるというふうに考えております。

本県における暮らしの豊かさというものを守

り、そしてさらに磨いていくためにも、また、

おもてなしの精神で観光の振興などに結びつけ

ていく上でも、今後は、これをさらに発展・継

承させていくことが大事であるというふうに考

えておりまして、市町村、関係団体とも連携を

しながら、新たな県土美化条例の制定に向けた

検討を進めるなど、「美しい宮崎」づくりとい

うものを進めてまいりたいと考えております。

次に、魚道の問題についてお○黒木正一議員

伺いいたします。今の時代は、自然環境にもっ

と目を向け、河川においては魚類などの生息環

境をよくするという、新たな視点での取り組み

が求められています。河川において自然環境へ

の影響が最も大きいのは、ダムと言われていま

す。県内のダムの魚道の設置状況についてお伺

いします。

本県は、水力発電のメッカと言われるくらい

多くのダムがあり、中でも耳川水系には８つの

発電用ダムと発電所がありますが、８つのダム

のうち、魚道が設置されているのは２つだけ

で、最も下流の大内原ダムには設置されていま

せん。このため、河川の自然の流れが遮断さ

れ、魚類の遡上が阻害されており、河川環境の

保全及び水生動物の生息に少なからぬ影響を与

えています。環境対策が重要視されている現代

社会において、生態系に配慮した自然の流れを

よみがえらせるとともに、魚道設置が実現する

と、上流側ダムに設置されている魚道の機能が

生かされ、魚族の遡上が可能となる範囲が大き

くなることから、大内原ダムの魚道設置の効果

は非常に大きいものがあると思います。いろい

ろと経緯もあることは聞いておりますけれど

も、ダムが完成して60年近くになります。九電

の資料では、最新の知見や地域の意見、過去の

経緯及び総合土砂管理に関する技術検討会の議

論などを踏まえ、検討していくとありますが、

河川管理者である県の立場において、新たな視

点に立ち、対応策の取り組みができないか、県

土整備部長にお伺いします。

大内原ダム○県土整備部長（大田原宣治君）

は、九州電力により昭和31年に建設されたもの

で、上流の山須原ダムや西郷ダムとは異なりま

して、ダム直下に発電施設があり、魚道の設置

が技術的に困難なため、地元漁協との間で補償

契約が結ばれていると聞いております。このた

め、新たに魚道を設置することにつきまして

は、まずは、施設管理者である九州電力の理解

を得ることが必要となりますが、これまでの経

緯を踏まえますと、技術面などの解決すべき課

題もあり、また、流域の関係者におきまして、

さまざまな御意見があると伺っております。こ

のような中、平成24年に、流域の市町村、漁業

団体及び九州電力で構成される「耳川の環境保

全を考える会」が設置され、耳川の課題や将来

の姿について検討されておりますので、県とい

たしましては、この会を通じて、必要な助言を

行ってまいりたいと考えております。

県内には48ダムがあって、そ○黒木正一議員

のうち魚道が設置されているダムは４つという

ふうに聞いておりまして、非常に少ない状況で

あります。絶滅危惧種の日本ウナギに関する特

集記事が新聞に連載されておりますけれども、

河川をどこまでもさかのぼり、何年も川で暮ら

してから再び産卵のために川を下る、そんなウ

ナギの長い旅を、ダムや発電所が中断させてい

る状況であります。ウナギなど魚族のための迂
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回路である魚道が重要ではないかと思います。

次に、火山対策についてお伺いします。

昨年９月27日、御嶽山の噴火は、死者57人、

行方不明の可能性６人、戦後最大の犠牲者が出

る噴火となりました。世界に約1,400ある活火山

のうち110が集中する火山国日本。気象庁が24時

間体制で監視を続ける活火山は47ありますが、

そのうち、具体的な避難計画が策定されている

火山は数山に過ぎず、大規模な火山噴火は、経

済活動や国民生活に深刻な打撃を与える広域被

害につながり、国と自治体、地域住民が密接に

連携した対応策が求められます。富士山や阿蘇

山など30火山では５段階の噴火警戒レベルが適

用されており、避難が必要な５から特別な行動

を求めない１まであり、御嶽山は１であったこ

とから、火山と向き合うことの厳しさと難しさ

を改めて浮き彫りにしました。御嶽山は噴火で

３に引き上げられましたが、九州には、レベル

３の桜島や、2011年に300年ぶりに噴火した新燃

岳、1991年に火砕流が発生し43人が亡くなった

雲仙普賢岳など、活発な火山があります。新燃

岳は現在、火口周辺規制の２の状況が続いてい

ます。また、昨年10月に、霧島山えびの高原の

硫黄山周辺に火口周辺警報が発表されました。

観測体制はどうなっているのか、また、えびの

高原の避難体制はどうなっているのかを、危機

管理統括監にお伺いします。

霧島山の火○危機管理統括監（金丸政保君）

山観測体制につきましては、気象庁を中心に段

階的に整備されてきており、特に硫黄山周辺に

つきましては、昨年10月24日の火口周辺警報の

発表以降、地震計の追加や監視カメラの設置が

行われております。県におきましても、昨年11

月に監視カメラを設置いたしまして、硫黄山を

常時監視できる体制をとっております。また、

えびの高原の避難対策につきましては、県やえ

びの市などの関係機関が連携して、立ち入り禁

止看板の設置、注意喚起のためのチラシの配

布、スピーカーの増設を行うなど、対策を強化

しております。さらに、えびの市とえびの高原

の自主防災組織が、噴火等に対する対応マニュ

アルを作成いたしまして、それをもとに、本年

１月には避難訓練を実施したところでございま

す。

次に、降灰対策についてお伺○黒木正一議員

いします。阿蘇山が昨年、活発化し、噴煙が本

県にも到達しています。農作物への影響が心配

されますが、現状とその対策について、農政水

産部長にお伺いします。

阿蘇山の噴火○農政水産部長（緒方文彦君）

に対しましては、直ちに降灰量や被害状況の調

査を開始いたしまして、降灰防止対策が国の支

援対象となるよう必要な手続を進めているとこ

ろでありますが、今後、栽培・収穫される品目

もふえますことから、影響が拡大することを懸

念いたしております。県といたしましては、火

山活動の長期化が予想されますことから、「宮

崎県活動火山周辺地域防災営農施設整備計画」

に阿蘇山を含めるなど、早急な見直しを進めま

すとともに、さらに被害が拡大する場合には、

新燃岳の場合と同様に、国の緊急営農対策事業

の実施を、関係機関とも連携しながら要請する

など、農家の方々の生産意欲を支えるため、万

全の対策を講じてまいりたいと考えておりま

す。

次に、警察の危機対応力につ○黒木正一議員

いてお伺いします。阪神・淡路大震災から20年

が経過しました。あのとき警察は、発表された

数字によると、3,500人近くの生存救出をしてい

ます。生存救出される人の大部分は災害発生当
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日と言われ、被災現場近くに密度高く居合わせ

る公助機関である警察は、多くの人を救助する

ことができたと言われています。また、東日本

大震災においても4,000人近くの人を救出してい

ますが、一方で、30人の警察官が犠牲になりま

した。人を助けようとして津波にのまれたケー

スが多いということですが、東北３県で58の警

察署、247の交番・駐在所が津波に洗われていま

す。地域に密着した宿命なのかもしれません。

そこで、住民の最も身近な公助機関と言える

警察の災害対応用装備資機材の整備状況はどう

なっているのか、また、訓練などはどうされて

いるのか、警察本部長にお伺いします。

災害発生時にい○警察本部長（坂口拓也君）

ち早く現場に駆けつけることになる県内各警察

署には、救出救助用資機材としてチェーンソー

やエンジンカッター、照明用資機材として投光

器、発動発電機、避難誘導用資機材として拡声

器等を整備しております。さらに、平成26年か

ら３カ年計画で、南海トラフ巨大地震等災害対

策強化事業を進めており、エアージャッキや救

命ボートなどの災害対策用装備資機材のさらな

る充実・整備を図っております。また、これら

の装備資機材を有効に活用するため、定期的に

装備資機材を使用した救出救助訓練や避難誘導

訓練などを実施しているところでございます。

次に、病院局長にお伺いしま○黒木正一議員

す。

県立延岡病院は、県北地域における高度医療

や救急医療を提供する中核病院として、また、

地域完結型医療の提供を目指す地域医療支援病

院として、県北地域医療のまさに最後のとりで

であります。また、県北にある大型の病院は、

そのほとんどが太平洋の波の音が聞こえるよう

な場所にあり、大規模災害時における医療供給

体制の充実が延岡病院には特に求められます。

診療科によっては医師が１人のため、患者から

医師の健康を気遣う声があるなど、医師の確保

による職場環境の整備が必要と思いますが、延

岡病院の体制強化をどう図っていくのか、病院

局長にお伺いします。

県立延岡病院は、○病院局長（渡邊亮一君）

高度・急性期医療や救急医療の提供など、県北

地域の中核病院として重要な役割を担っており

ますが、神経内科など一部の診療科で休診が続

いているほか、医師数が充足していない診療科

があるなど、厳しい状況が続いております。こ

のため、引き続き、大学への積極的な医師派遣

要請により休診科の解消等に努めるほか、研修

医の確保等によりまして、救急医療提供体制の

充実にも取り組んでまいりたいと考えておりま

す。また、地域医療支援病院として、紹介率・

逆紹介率の向上など、地域の医療機関とのさら

なる連携を図りまして、地域完結型の医療を提

供するための中核病院として、その機能強化に

努めてまいりたいと考えているところでござい

ます。

時間が参りました。延岡病院○黒木正一議員

では、患者さんから、お医者さんの心配とか健

康を気遣う声があります。どうか体制強化をよ

ろしくお願いいたします。

以上で質問を終わります。（拍手）

以上で本日の質問は終わりま○福田作弥議長

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き代表質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時０分散会
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平 成 2 7 年 ２ 月 2 6 日 （ 木 曜 日 ）

午前 時０分開議10

出 席 議 員（ 名）38
（ ）2番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）3番 有 岡 浩 一 愛みやざき
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代表質問◎

ただいまの出席議員37名であ○福田作弥議長

ります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、県

民連合宮崎、鳥飼謙二議員。

〔登壇〕（拍手） 昨年２月、○鳥飼謙二議員

特定秘密保護法の強行可決等に危機感を覚えま

した、社民党議員と民主党議員で結成しました

県民連合を代表して質問いたします。

私は、平成２年７月の宮崎市選挙区補欠選挙

で県議会議員として初当選をして以来、７期

約24年間、県議会議員として県政のチェックと

県政への提言をさせていただきました。県議会

に送っていただいた有権者の皆さんに心から感

謝を申し上げますとともに、切磋琢磨をした同

僚議員の皆さん、知事を初めとする県当局の皆

さん方に感謝申し上げます。ありがとうござい

ました。

県民連合同僚議員の配慮により、今回質問に

立たせていただきましたが、私にとって最後の

質問となりますので、知事以下執行部におかれ

ては、どうぞよろしくお願いをいたします。

また、今年度をもって退職される県職員の皆

さん方においては、長年県勢発展に御尽力いた

だいたことを感謝いたします。

ところで、知事、２期目の当選、おめでとう

ございます。農畜産業と観光を基幹産業とする

宮崎県において、県民が安心して暮らしていけ

る宮崎づくりに御奮闘いただきますように、よ

ろしくお願いをいたします。

それでは、通告に従い、壇上で何点か質問を

いたし、そして質問者席で追加の質問を行って

まいります。

まず、知事の政治姿勢についてであります。

ことしは太平洋戦争終結後70年、敗戦後70年

の節目の年であります。我が国は、平和主義、

民主主義、基本的人権の尊重を大きな柱とした

日本国憲法のもと、専守防衛の民主国家として

繁栄をしてまいりました。今日、安全保障環境

が変化したとして憲法を改定しようとする動き

が顕著となっていますが、知事は日本国憲法を

どのように受けとめておられますか、知事の憲

法観についてお尋ねをいたします。

次に、予算編成についてであります。

平成27年度当初予算は、知事選挙等の日程的

な制約により、人件費、公債費等の義務的経費

や施設管理費等の経常的経費、政策的経費でも

早急な対応を要するもの等を計上し、骨格予算

として編成した旨説明をされました。６月議会

に提案される肉付け予算は、今年度予算と同規

模といたしますと500億円程度と見込まれます

が、知事はどのように肉付け予算を編成される

つもりなのかお尋ねをいたします。

次に、地方創生と道州制についてお尋ねしま

す。

昨年11月、地方創生関連２法の成立に伴い、

政府は「まち・ひと・しごと創生本部」を立ち

上げ、人口減少の克服と地方創生を図るとした

長期ビジョンと総合戦略を策定しました。そし

て地方に対しても、国の長期ビジョンと総合戦

略を勘案し、遅くとも2015年度中に、中長期を

見通した地方人口ビジョンと５カ年の地方版総

合戦略を策定し実行するよう求めています。こ

れを聞いて、私は憤りさえ覚えました。「国と

地方は対等」という地方分権の時代にもかかわ

らず、地方の自主性を尊重するどころか、従来

平成27年２月26日(木)
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の上から目線がふんぷんとし、国の姿勢はこれ

までとほとんど変わっていないと感じたからで

ございます。地方分権の時代にあっても、国は

優越的立場を変えようとしないからです。元鳥

取県知事の片山善博氏は、７年前、2008年１月

の日経ビジネスで、「これまでも「霞が関」は

地方対策をいろいろと考えてきたんです。そし

て、自治体もそれに乗って頑張ってきた。結果

はどうですか。幾らやっても効果は出ない。逆

に、地方はますます疲弊するばかりです。結

局、自治体が何をやってもだめなんですよ。こ

れまでのように漫然と政府の言うとおりのこと

をやっているようでは。」と話しています。ま

さに地方の気概が試されていると思うのであり

ますが、政府の地方創生事業をどのように受け

とめ、宮崎県としてどのように展開しようとし

ているのか、知事にお尋ねします。

次に、エネルギー対策についてお尋ねしま

す。

先日、九州電力宮崎支店で行われました再生

可能エネルギー発電設備接続申し込みについて

の説明会に行ってまいりました。驚いたこと

に、玄海原発、川内原発の再稼働を前提にした

もので、再生可能エネルギーの接続可能量は、

太陽光817万キロワット、風力100万キロワット

とし、発電量抑制の対象を、発電能力500キロ

ワット以上の太陽光と風力から、一般住宅を含

む全ての太陽光と風力に拡大し、出力制御装置

まで設置者負担を求めるものでありました。発

電事業を進めようとする事業者から、「これで

は採算がとれるかわからない。銀行融資が不可

能になるのではないか」との声が上がっていま

したが、太陽光発電の普及に大きなブレーキが

かかるのではないでしょうか。これでは本県が

進める再生可能エネルギー拡大にも大きな支障

が出るのではないかと思われますが、今回の買

い取り制度見直しについて、知事の認識をお尋

ねいたします。

次に、地域医療対策についてであります。

本県医療の大きな課題に医師、看護師の確保

があります。県の調査によりますと、平成24年

の医師総数は2,709名で、10万人当たり240.6人

と、全国平均237.8人をやや上回っています。し

かし、宮崎東諸県医療圏に総医師数の54.7％が

集中し、10万人当たり344.6人になる一方で、日

向入郷地区では146人、10万人当たり158.6人と

平均を大きく下回っています。そこで、医師確

保及び医師の偏在解消に向けての取り組みを、

知事にお尋ねします。

また、今後増加してくる宮崎大学医学部卒の

地域枠医師については、県内にとどまり継続し

て本県医療に従事してもらうことが重要だと思

いますので、福祉保健部長にお尋ねします。

次に、高齢者福祉についてお尋ねします。

2025年には、いわゆる団塊の世代が後期高齢

者となり、要介護者の急増に伴う受け皿の整備

が喫緊の課題となっています。平成24年度介護

保険事業年報によりますと、全国の要支援１か

ら介護度５までの要介護認定者は561万人で、給

付費は７兆6,584億円、本県の要介護認定者は５

万6,376人で、給付費は約827億円となっていま

す。現在、本県の要介護高齢者の介護サービス

はどのように提供されているのか、福祉保健部

長にお尋ねします。

また、今後、要介護高齢者が急増する中で地

域包括ケアシステムの推進を図っていくわけで

すが、介護サービスの充実をどのように進めて

いくのか、特別養護老人ホーム入所待機者の現

状とあわせてお尋ねします。

最後に、農畜産業の振興についてお尋ねしま
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す。

農協改革についてであります。安倍政権は、

全国農業協同組合中央会（ＪＡ全中）の地域農

協への監査権限の廃止、一般社団法人化への転

換等の農協改革を実施することで、農家の所得

向上を図り、農業を活性化するとしています。

しかし、ＪＡ全中の強制監査権限をなくせば、

なぜ、どのようなプロセスで農家所得の増加に

つながるのか。全中の組織を転換すればどうし

て農業が活性化するのかは不明であります。協

同組合は、人々が連帯し助け合う相互扶助の精

神のもとに、組合員の経営と生活を守ることを

目的とした組織です。農協が、農業経営や技術

指導のアドバイス、生産資材や生活資材の共同

購入、農産物の共同販売等により、組合員の経

営と生活を守るという本来のあり方に立ち返る

ことは重要でありますが、政治目標にしてはな

らないと思うのであります。どうもＴＰＰに反

対する全中を潰してしまえという政権の意思が

透けて見えるのです。農業は、国民が生きてい

くには欠かせない食料を生産しています。いわ

ば農業問題は食料問題であり、そして農業は本

県の基幹産業であります。今回の農協改革は本

県農畜産業に大きな影響が生まれますので、知

事の所見を伺います。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

日本国憲法についての認識についてでありま

す。憲法は、国の根幹をなす最高法規でありま

して、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義

などを基本原理として示しているものでありま

す。憲法改正の手続を定めた、いわゆる国民投

票法が成立するなど、現在、憲法をめぐるさま

ざまな動きがあるところであります。私は、世

の中が時代とともに変わっていく中におきまし

て、基本原理を踏まえた上で、憲法のあり方に

つきまして国民全体で議論していく必要がある

ものと考えております。

次に、肉付け予算についてであります。肉付

け予算につきましては、６月議会への提案に向

け、現在策定中の新たなアクションプランや地

方創生の流れなどを踏まえまして、新たな事業

や政策的な経費について検討を行い、予算案を

編成することとしております。したがいまし

て、具体的な事業内容については、今後、各部

局とさらに協議を重ねた上で構築していくこと

になりますが、私の選挙のときに掲げた政策提

案にも示しております、人口減少問題の克服、

人財づくり、宮崎の魅力向上と発信、成長産業

の育成や安全・安心な地域づくりなどは、重要

課題であると認識しておりますので、これらに

資する事業を中心に計上することになるものと

考えております。平成27年度は、今議会に提案

しております当初予算案及び平成26年度２月追

加補正予算案に加えて、この６月議会に提案す

る肉付け予算を一体的に執行することによりま

して、本県が抱える課題の解決に向けて積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。

次に、地方創生の受けとめと本県での展開に

ついてであります。私は、今般、国が人口減少

問題とその解決に正面から取り組もうとしてい

ることは極めて重要だと認識しておりまして、

地方創生は、東京一極集中の是正とあわせて、

人口減少の克服に向けて地方の実情に応じた取

り組みを支援し、その自立的な成長を促進する

ために打ち出されたものと受けとめておりま

す。このため今後は、国とともに地方にも、政

策の実現、その目的の達成に向けた覚悟という
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ものが求められるものと考えております。この

ような観点から、本県では、国の総合戦略へ反

映させるために、「真の地方創生を実現するみ

やざきモデル」を国に提言したところでありま

す。今後、宮崎県版の「まち・ひと・しごと創

生総合戦略」を策定し、人口減少社会の克服に

向け、スピード感を持って積極的に取り組んで

まいります。地方創生に対しましては、「宮崎

で成功しなければ全国での成功もない」という

信念のもとに、県内市町村と一体となって長期

的、持続的、自主的な施策の展開を図ること

で、この宮崎が地方創生のトップランナーとな

るよう取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

次に、再生可能エネルギーの買い取り制度に

ついてであります。太陽光発電につきまして

は、買い取り価格が下がっていることに加え、

出力抑制への協力も求められておりますことか

ら、事業者によっては、計画の見直しなど導入

に向けた動きに慎重になっていると聞いている

ところであります。太陽光発電を取り巻くこれ

らの国や電力会社の動きは、国民負担の適正化

と電力の安定供給を図りつつ、再生可能エネル

ギーを最大限受け入れるための措置としてやむ

を得ないものと考えております。

現在、国においては、蓄電池の活用や電力系

統の増強など、導入拡大策の検討がなされてい

るところでありますが、再生可能エネルギー

は、地球環境への負荷が少なく、本県にとりま

しても、豊富な地域資源を生かせる自立分散型

のエネルギーでありますので、導入への影響が

最小限にとどまる対策が講じられるよう、今後

とも要望してまいりたいと考えております。

次に、医師の確保及び偏在解消の取り組みに

ついてであります。医師の偏在を解消するため

には、まずは医師の総数を確保することが重要

であります。このため、地域医療支援機構を活

用した県内の臨床研修医の確保や、県外からの

医師の誘致を進めるとともに、自治医科大学卒

業医師の計画的配置や、医学生への医師修学資

金の貸与などに取り組んでいるところでありま

す。また、高齢化の進行に伴い、特に地域にお

いて必要性が高まると考えられる総合医の育成

を進めているところであります。今後とも、宮

崎大学、県医師会、市町村など関係機関と緊密

な連携を図りながら、私みずからも積極的に県

内外の医師に県内勤務を要請するなど、医師の

確保や偏在解消に向けて全力で取り組んでまい

りたいと考えております。

最後に、農協改革についてであります。国

は、地域の農協が主役となり、農業の成長産業

化に全力投入できるよう、今回の農協改革を進

めることとしております。本県の農畜産業に今

後どのような影響が出てくるのかは、多面的な

検証が必要であり、県としてはその影響を注視

してまいりたいと考えております。農業・農村

を取り巻く環境は、担い手の高齢化や減少など

厳しさを増しておりますことから、地域農業、

さらには地域経済や生活を支える農協が今後と

も役割を着実に担っていくためには、時代の変

化を先取りした自己改革を進めることが重要で

あると考えております。このため、今後ともＪ

Ａグループとの連携を図りながら、その改革を

支援してまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（佐藤健司君）

えいたします。

まず、地域枠医師への取り組みについてであ

ります。地域枠や地域特別枠の学生は、本県の

地域医療を担う強い志を持って医学部に入学し
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ており、本県の医療への貢献が期待できますこ

とから、県内で継続して勤務いただくよう働き

かけていくことは、地域医療の充実に大変有効

であると考えております。このため、県ではこ

れまで、宮崎大学医学部地域医療・総合診療医

学講座と連携し、地域枠等を初めとする医学生

を対象に、僻地での診療を体験する地域医療ガ

イダンスや５年生への地域医療実習など、その

魅力を伝える取り組みを行ってきているところ

であります。地域枠はもとより、この春初めて

２名が卒業する地域特別枠の医学生、この２名

とも県内で研修を受ける予定でありますが、こ

のように、医師になった後も県内で従事いただ

けるよう定期的な交流の場を設けるなど、ネッ

トワークづくりについて宮崎大学等と相談しな

がら検討してまいりたいと存じます。

次に、介護サービスの充実についてでありま

す。本県の介護サービスの利用者は、平成26年

８月時点で４万9,998人であり、そのうち、訪問

介護や通所介護などの居宅サービスが約74％、

特別養護老人ホームなどの施設サービスが約19

％、認知症高齢者グループホームなどの地域密

着型サービスが約７％を占めております。ま

た、特別養護老人ホームの入所申込者は、平

成26年４月時点で約4,000人でありますが、その

うち入所への配慮が特に必要な在宅の要介護度

４以上の方は845人となっております。今後は、

高齢者が介護を要する状態になっても、できる

限り住みなれた地域で安心して生活ができるよ

う、居宅サービスや身近な市町村で提供される

地域密着型サービスの充実等を図るとともに、

在宅では介護の困難な重度の要介護者に対しま

しては、施設サービスの計画的な整備を進めた

いと考えております。以上であります。〔降

壇〕

それぞれ御答弁、ありがとう○鳥飼謙二議員

ございました。

まず、知事の憲法観、最高法規であり、国民

全体で議論していくことが必要だというような

お答えでございました。通告しましたので、知

事も読まれたと思いますが、昨年12月25日の毎

日新聞にこんな記事がございました。「世論調

査で憲法改正を不安に思っている人でも60％が

学校の勉強以外で憲法を読んだことがなかっ

た。全体では70％が読んだことがなく、20代で

は86％が読んだことがなかった」というもので

あります。国民的憲法議論がいかに欠如してい

るかということではないかと思いますけれど

も、知事はこの記事を見られてどのように思わ

れますか、お尋ねします。

このアンケートの設問○知事（河野俊嗣君）

で、「学校の勉強以外で日本国憲法を読んだこ

とがあるかどうか」と聞かれると、日本国憲法

を読むという、憲法の問題に触れること、表現

の自由であり、財産権の問題であり、もちろん

平和主義の問題であり、それは報道を通じてさ

まざまあろうかというふうに思っております

が、いずれにせよ、多くの方がこの設問に対し

て「読んだことがない」という結果について

は、残念な思いがいたしております。私も大学

時代は憲法のゼミもとっておりましたし、先ほ

ど申しましたような憲法が最高法規であるとい

うことを考えると、こういう設問であっても、

多くの方に丸をつけていただきたいと思いま

す。憲法をめぐる議論に関して、国家のあり方

にかかわる問題でありますので、自分たちの問

題として今後とも捉えていくことが必要ではな

いかと考えております。

知事はかなりリベラルなとこ○鳥飼謙二議員

ろのゼミを卒業されたというふうにお聞きして
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おりまして、基本的には信頼はしておりますけ

れども、憲法96条は、憲法改正について、「各

議院の総議員の３分の２以上の賛成で、国会

が、これを発議し、国民に提案してその承認を

経なければならない。この承認には、特別の国

民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票

において、その過半数の賛成を必要とする。」

と定めています。環境権等の多くの事項は、法

律等で規定をすれば十分であると思っておりま

すし、もし憲法を変えるのであれば、今言われ

たように、憲法議論といいますか、国民的な議

論が十分尽くされるべきではないかと思ってい

ます。

安倍政権で今進められているのは、解釈を変

えた実質的な憲法改正であり、平和主義、国民

主権、基本的人権、最高法規という位置づけが

壊れつつあるのではないか。法治国家そのもの

の土台が壊れつつある。これは嘆かわしいな

と。憲法を変えなくてはならないと思っている

人でも、今のあり方はおかしいと思っているの

ではないかと思っています。今後、関心を持っ

て憲法議論をしていくことが大事ではないかと

思います。

次に、予算編成についてでありますけれど

も、総務部長にお尋ねいたします。予算編成の

透明化、これは私、数回にわたって取り上げて

まいりましたし、県民の皆さんが県政に関心を

持つということは、予算を通じてでしかないだ

ろうと思うんです。ですから、どうやって予算

が編成されていっているのか、その編成過程を

しっかりと注視をしていただくということが大

事ではないかと思っておりますけれども、平

成27年度一般会計予算編成に当たってどのよう

に取り組まれたのか、総務部長にお尋ねしま

す。

議員の御質問にあ○総務部長（成合 修君）

りましたように、県の予算編成について、広く

県民の方々に関心を持っていただき、理解を深

めていただくことは、わかりやすい県政、県民

の方々との協働を進める観点からも大変重要な

ことであると考えております。このため県で

は、平成20年度からホームページで、当初予算

案の編成過程における査定状況等を公表してお

りまして、これまで、その公表内容の充実や公

表時期の前倒しなど、毎年改善に努めてきたと

ころであります。

お尋ねの27年度当初予算案につきましては、

引き続き、予算編成方針や予算要求の状況、査

定状況等について、可能な限り適時適切な公表

に努めるとともに、今年度から新たに、各補正

予算につきましても要求状況の公表を行ったと

ころでございます。今後とも、県民の方々の意

見も参考にしながら、予算編成の透明化のあり

方について、さらに検討してまいりたいと考え

ております。

私が申し上げたいのは、県民○鳥飼謙二議員

に理解ができる予算編成の過程を公表するとい

うことです。款別、性質別、部局別、こういう

ことを公表したって県民にはわかりません。全

く何のことかわからないというのが現状だろう

と思います。もう多くを申し上げませんけれど

も、事項別、事業別、関心のあるものについて

はある程度やっていただく。知事がフードビジ

ネスで予算をつけられましたように、非常にわ

かりやすい。これは知事の意思が出ているなと

いうことがわかるわけです。そういう透明化を

図っていっていただきたいと思います。私、最

後になりますので、もう多くは申し上げません

が、遺言として、総務部長、知事、聞いておい

てください。よろしくお願いします。
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それから、地方創生と道州制。地方創生につ

いては、国の提起に従って事業をやっていくと

いうことになるのでしょうが、権限、財源を地

方に移管すれば、宮崎県は十分自前でやってい

くことができますよという思いを持って取り組

んでいただきたいと思っています。

次に、道州制についてお尋ねいたします。総

務省の地方中枢拠点都市圏構想 これは人―

口20万ということですが 、国土交通省の国―

土のグランドデザイン2050、高次地方都市連

合、経済産業省の都市雇用圏構想など、各省庁

ではてんでんばらばらに国土づくりが図られて

います。こういう状況の中で、昨年５月に発足

しました第31次地方制度調査会の畔柳・三菱東

京ＵＦＪ銀行特別顧問 経団連の副会長で道―

州制推進委員長ですけれども は就任直後の―

ぶら下がり取材でこのように述べています。

「自然に道州制の議論になるだろう」。道州制

の導入は秒読みに入っていると思っています。

宮崎県地方自治体研究所では、「旧宮崎市に本

庁舎を置く仮称宮崎市、人口約40万人、旧都城

市に本庁舎を置く諸県市、人口約30万人、旧日

向市に本庁舎を置く日向（ひむか）市、人口

約30万人になるのではないか」と分析していま

す。道州制について知事はこれまで、「インフ

ラ整備が現状のままでは導入は困難」などと答

弁しておられますけれども、事態は進行してい

ると思っています。「賛成なのか反対なのか

はっきりしなさい」というふうに、私はこれま

でも申し上げてまいりましたけれども、道州制

に対する本県の対応を明確にすべきではないか

と思いますので、知事にお尋ねします。

道州制、これまでも本○知事（河野俊嗣君）

当に長い間にわたり、議論が盛り上がったりし

ぼんだり、いろいろ状況があろうかと思います

が、道州制の姿というものは、制度設計や運営

のあり方というのが非常に大きいのではないか

と思います。現時点では具体的な道州制の姿が

明らかになっていないわけであります。大事な

のは、国が本来果たすべき役割は何で、地方に

どういうことを任せるのかということとか、税

財源をどういうふうに配分するのか、道州間、

道州内の財政調整をどうするのか、道州内での

意思決定のあり方、道州内における基礎自治体

のあり方など、そのような姿が明らかになって

いない状況の中では、賛否を判断できる状況に

はないのかなと考えております。いずれにしま

しても、私も今後の議論の中で、宮崎の実情を

踏まえた主張を行ってまいりたいと考えており

ますので、本県の発展にとってメリットのない

道州制になるようであれば、賛成するわけには

いかないと考えております。

確かに、国の形、地方の形、○鳥飼謙二議員

道州の形、税財源をどうやって配分するかとい

うのがまだ固まっていないというのは事実であ

ります。しかし、私は、先を読んで行動すべき

だと。２人とも霞が関におられたわけですけ

ど、中央から宮崎を見た場合に、宮崎はどうい

う位置にあるのかというのを考えれば、宮崎は

置いていかれる。今でも副知事頑張ってもらっ

て、高速道路とかね。知事も頑張っていますけ

れども、やっていただいておりますけれども、

そういう位置にあるということを考えれば、明

確にしていくことが大事ではないか。メリット

と言われましたけれども、知事、メリットとは

どういうふうに考えておられますか。メリット

がなければ道州制に賛成するわけにはいかない

とおっしゃいました。

道州制を導入するの○知事（河野俊嗣君）

は、個々の自治体のメリット云々の前に、まず



- 85 -

平成27年２月26日(木)

は国全体としての都市機構のあり方、より望ま

しいあり方という議論があるわけであります

が、今申し上げましたメリットというのは、現

在の制度に比べて、例えばインフラがおくれて

いる本県にとっても、より発展をし県民生活が

一層向上するような、そしてそれを県民が実感

できるような仕組みになることが重要であろう

かと考えております。現時点では道州制の姿は

明らかになっておりませんので、賛否なりを判

断する状況にはございませんが、いずれにせよ

国民的な議論を慎重に行うべきものと考えてお

るところであります。

今申し上げましたけれども、○鳥飼謙二議員

やはり先々を読んでといいますか、特に地方で

はそのことが大事だと思いますので、要望して

おきたいと思います。

次に、地域の活性化と再生に欠かせない学校

の存在についてであります。文科省は新手引書

で、小中学校で１学年が１学級なら統廃合の対

象としています。地域に学校がなくなれば人は

住みませんし、きのう出ましたように、教育と

医療と仕事がなければ地域はなくなります。今

回の改定は地方創生に逆行するのではないかと

思います。教育長は今回の手引書改定について

どのように受けとめておられますか。県は、学

校運営費など何らかの支援をして、地域におけ

る学校の存続を図るべきと思いますので、地域

における学校の必要性について、教育長の認識

をお尋ねします。

学校は、地域の教育○教育長（飛田 洋君）

施設として子供たちを育む重要な学びの場であ

るとともに、そこで暮らしておられる方々の思

いのこもる大切なものであると認識をいたして

おります。学校のあり方については、地域の抱

えるさまざまな実情とか課題はもとより、保護

者や地域の方々の思いも踏まえながら、子供た

ちの将来をどうするかということを中心にして

慎重に検討されることが大切だと考えておりま

すが、それぞれの地域に応じた適切な学びの場

として、学校は必要であると考えております。

今後とも、子供たちにとって大事な場である学

校において、よりよい教育がなされますよう

に、積極的に支援をしていきたいと考えており

ます。

保護者、地域の人の思いとか○鳥飼謙二議員

子供たちの将来を中心に考えて慎重に検討され

るというようなことでございましたけれども、

今回、地方創生というのが大きな課題になって

おりますけれども、何ができると、どういうこ

とが教育委員会としてはできると考えておられ

ますか。

何ができるかという○教育長（飛田 洋君）

のを考えるためには、実態を知るということが

一番大切だと思っております。私自身も、多く

の小規模校を視察させていただきましたし、僻

地校と小規模校の研修会に行って、エールを送

るようなお話をさせていただきました。どうす

るかというのは、小中学校については市町村が

適切に判断されるべきものであると思います

が、県としましても、地域の実態に応じたより

よい教育がなされるよう、情報提供とともに学

校規模に応じた適切な指導がなされるような支

援をしていきたい。具体的に申し上げますと、

小規模校は、少人数であることから生じる課題

をどうやって解消するか。例えば、複式指導を

どうやったら、一番いい形で子供たちの指導が

できるかとかいうようなことを取り組んでおり

ますが、これからも、複式授業を効果的に進め

る映像教材、映像資料を提供するとか、少人数

であっても社会性の涵養を考えて異学年交流を
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しているとか、小中一貫でやっているとか、そ

ういう事例を紹介するとか、小規模校の教育の

質を高めるようないろんな情報提供等、支援を

していきたいと考えております。

これは宮崎市の「施設カル○鳥飼謙二議員

テ」というんですけれども、七野小学校の例な

んですが、支出のところで市の支出計2,900万円

というのが上がっております。単独給食をやっ

ているから、その辺の人件費が1,100万、これは

その人件費だろうと思うんですけれども、あと

は1,800万ということで、どの程度経費がかかる

のかなというふうな思いとですね。きのうも黒

木議員からも出ましたように、地域から学校が

なくなるということは、その地域が、人が住め

なくなる地域になっていくということにつなが

ると思っています。実態調査もやられるという

ことで、それはそれで結構でございますけれど

も、可能な限り地域に学校を残していくという

ことで、教育委員会頑張っていただきたいと

思っています。

次に、エネルギー対策です。電力会社の買い

取り制限につきましては、国民負担の適正化と

か電力の安定供給にはやむを得ないというよう

なお答えがございましたが、これでは再生可能

エネルギーはふえないんじゃないかなと私は心

配しております。

ところで、平成25年２月に作成した宮崎県新

エネルギービジョンによりますと、太陽光発電

及び太陽熱は、県内の新エネルギー総賦存量

の95.6％を占めているとしています。同ビジョ

ンの達成について大きな影響があると思われま

すので、環境森林部長にお尋ねします。

新エネルギー○環境森林部長（徳永三夫君）

ビジョンは、太陽光発電のほか、バイオマスや

小水力発電も対象とした新エネルギー全般を計

画的に導入するための指針であり、関係部局と

連携しながら推進をしているところでありま

す。現在、国においては、固定価格買い取り制

度やエネルギー構成の見直し等について検討が

なされておりますので、今後、新エネルギーを

含むエネルギー政策全体において、さらなる状

況変化が予想されております。特に太陽光発電

につきましては、昨年９月の接続保留問題以

降、状況の変化が著しく、その普及への影響が

懸念されておりますので、これらの動きを十分

見きわめながら、ビジョンの具現化に向けて取

り組んでまいりたいと考えております。

エネルギー総賦存量の95.6○鳥飼謙二議員

％、エネルギー効率が100％と仮定してあります

から、もっと下がるとは思いますけれども、し

かし、「太陽の国」であるということは間違い

ないわけです。ぜひそういう有利な状況を十分

発揮できるように、今後、買い取り制度につい

てもしっかりと注視をしていく必要があると

思っています。

次に、原発再稼働について、知事にお尋ねし

ます。

間もなく福島原発事故から５年目を迎えま

す。事故から４年たっても地元に帰れない、い

わば原発難民の方が10数万人おられます。この

現実を私たちは決して忘れてはならないと思っ

ています。先ほども指摘しましたけれども、今

回のＦＩＴ制度の見直しは、玄海原発、川内原

発の再稼働を前提としています。これまでも指

摘してきましたように、東京電力福島原発事故

の原因もわからない、「安全だ、安心だ」と

言ってきた人たちは誰も責任をとらない、高レ

ベル放射性廃棄物の処理方法もわからない、し

かも世界で有数の地震国、火山国であることな

どを考えると、川内を初めとする原発は動かす
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べきではないと思いますので、知事の所見をお

尋ねします。

川内原発に関しまして○知事（河野俊嗣君）

は、県としましても、県民の安全・安心の確保

という観点から重大な関心を持って対応し、こ

れまでも、万が一に備えた情報連絡体制の整備

などに取り組んできたところであります。ま

た、県として昨年、九州電力に対し、安全性等

の考え方につきまして説明を求めておりまし

て、九州電力からは、原子力規制委員会が定め

た厳しい新規制基準に真摯に対応してきたこ

と、さらに、今後も引き続き、安全性に係る努

力を継続していくとの説明を受けたところであ

ります。私は、今御指摘がありましたような福

島原発事故の現状を踏まえると、将来的には可

能な限り原発に頼らない社会の実現が重要と考

えているところでありますが、一方で、安定的

な電力供給やＣＯ 排出等を考慮いたします２

と、今すぐ原発をゼロにすることは現実的では

ないと考えているところであります。

なお、原子力規制委員会におきましては、工

事計画認可等の審査中であることから、引き続

き慎重な審査をお願いしますとともに、再稼働

に関しては、最終的には国が責任を持って判断

すべきものと認識しておりますので、国は、国

民の不安の声というものを真摯に受けとめ、

しっかりと説明責任を果たしていただきたいと

考えております。

将来的には可能な限り原発に○鳥飼謙二議員

頼らない社会の実現が重要であるとお答えにな

りました。しかし、これは願望にしかすぎない

と私は思っています。今のままでは、安倍首相

が言われる岩盤規制ですね。非常に利権という

ものに、これを壊すことができない、そんな思

いがいたしております。

実は、去年の10月、県民連合で、岐阜県の瑞

浪市にあります東濃地科学センターというとこ

ろに行ってまいりました。これは超深度の地層

を研究するもので、北海道の幌延町と岐阜県の

瑞浪市にある。この瑞浪市に行ってきまして、

今のところ500メートルまで掘ったのを、もう見

学をする、下まで見ることはできませんでし

た。上から見ましたけれども、かなり大きなも

ので、主立て坑が直径6.5メートルですから、か

なり大きいです。補助坑というのがあり、4.5

メートルの排気坑というのが２本ありまして、

それが500メートルまである。そして途中で横坑

をつくっていく。そこで花崗岩を対象として、

岩盤の強さとか地下水の流れとか水質などを調

べているわけでございますが、これを今まで

で509億かけて500メートル掘って、あと500メー

トル掘る。フィンランドにありますオンカロと

同じなんですけど、そういうものが今つくられ

ている。

しかし、地震国で大丈夫なのか。小泉元総理

が言われるように、核のごみの処理の方法はな

いじゃないかと。これは当然だと思うんです。

ですから、そこに押し込めようということなん

でしょうけれども。しかし、それでは不可能で

はないかなと。そういう埋却場といいますか核

の処理場については、今までの手挙げ方式から

指名方式に変わりましたよね。ですから、宮崎

県のどこそこがどうですかということを言われ

る可能性も、もちろん出てくるわけでございま

す。そういうふうに思いますと、核のごみの処

理方法がない、小泉さんが言われるように。で

すから、これはこれで将来的にということでは

ない。一定のけじめといいますか、区切りをつ

けてやっていくべき事柄ではないかと思います

ので、再度知事にお尋ねします。
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御指摘のあったさまざ○知事（河野俊嗣君）

まな問題があるということは、私も承知をして

おるところでございます。国として、また諸外

国のそういう知見等もさまざまな活用をしなが

ら、今後望ましい形というものを模索していく

ことになろうかと思っておりますが、大事なこ

とは、国民の安全・安心を図っていくことであ

ろうかと思っておりますので、しっかりとした

基準のもとに、国として責任ある判断をお願い

したいと考えておるところであります。

規制委員会は、「基準に合格○鳥飼謙二議員

したのであって、安全だとは申し上げません」

というふうに川内原発で言っています。鹿児島

県知事は、「再稼働は国が判断することだ」と

言っています。政府は、「規制委員会が判断す

る」というふうに言っている。こういう状況な

んです。これで知事にどうせいというのも酷な

話だろうとは思います。しかし、そういう状況

にあるということはしっかり受けとめて、宮崎

県民の安心・安全というのは知事の責任ですか

ら、やはりそういう対策を 限界があるとす―

るならば、事故が起きたときの避難をどうする

かという 実際的にやっていくとか、そうい―

うことでしかできないのかもしれませんけれど

も、そういう課題について、あるということを

指摘しておきたいと思っております。

次に行きます。総合交通網の整備についてお

尋ねします。

宮崎県は陸の孤島と言われて久しいものがあ

りますが、本県の発展には交通網の整備は欠か

すことのできない重要な課題であります。平

成25年の宮崎空港利用者約285万人、またカー

フェリーの旅客数は16万9,000人、車両は12

万7,000台となっています。また鉄道は、24年度

になりますが、日豊本線で約１万9,000人、乗り

合いバスは、一般路線バスで24年度約995万人と

なっています。空と海はやや増加し、鉄道は微

減、バスは急減しているようです。一方では、

海路変更による乗客の増や、空路での海外路線

の開設等の明るい話題もありますが、本県の交

通網の現状と課題について、総合政策部長にお

尋ねします。

陸上交通に○総合政策部長（橋本憲次郎君）

つきましては、宮崎―延岡間の高速バスに加

え、この春には大分への運行開始が予定される

など、高速バスネットワークの充実が図られて

いるところでございます。さらに、ことしの秋

には、鉄道とバスにＩＣカードの導入が予定さ

れておりまして、利便性向上につながるものと

期待しているところでございます。一方で、御

指摘がありましたように、路線バスは利用者が

減少を続けており、路線の維持が重要な課題と

なっている現状でございます。

海上交通につきましては、本県と関西圏を結

ぶ長距離フェリーが、昨年10月に神戸航路に変

更となりまして、旅客・物流とも好調に推移し

ておりますが、さらに旅客数の増加を図ること

が課題であると考えているところでございま

す。

航空交通につきましては、現在、国内５路

線、国際２路線が運航しているところでござい

ます。このうちソウル線は、円安等により、冬

季のゴルフ客を中心に外国人利用者が増加し、

台北線は、増便による利便性向上などから利用

者数が増加しているという状況でございます。

また、３月28日には香港線が開設され、多くの

方々に御利用いただけるものと期待していると

ころでございます。

陸・海・空の総合交通ネットワークは、本県

の発展に欠かすことのできない重要な基盤でご
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ざいますので、今後ともその維持・充実に取り

組んでまいりたいと考えております。

ありがとうございました。○鳥飼謙二議員

それでは、以下、県民に身近な毎日の暮らし

に欠かせないバスについてお尋ねしたいと思い

ます。昭和50年度、約40年前になりますが、県

内バスの輸送人員は6,173万人でしたが、車社会

となった影響があり、平成24年度には995万人と

激減しています。このため、国、県に加えた市

町村の助成にもかかわらず採算がとれないとし

て、バス路線の廃止が相次ぎました。このよう

な中で、地域の足を守るためには、バス事業者

に任せ切りにせず、県が広域自治体としての役

割を果たすべきとの私たちの指摘を、県当局に

おいて真剣に受けとめていただき、25年３月、

宮崎県交通・物流ネットワーク戦略を策定し、

路線バス検証会議を設置して地域の足を守る取

り組みを進めていただいています。そこで、路

線バス検証会議の現状についてお尋ねします。

路線バス検○総合政策部長（橋本憲次郎君）

証会議は、路線バスの現状や課題について、

県、市町村、宮崎交通が一体となって検証作業

を行うための意見交換の場といたしまして、平

成23年度に設置したものでございます。会議で

は、県内７ブロックごとに、路線網のあり方や

利用促進策等について、路線バスのみならず、

市町村が運行するコミュニティバス等も含めて

話し合われるなど、持続可能な地域公共交通網

の構築に向け、率直な意見交換を行う場として

活用しているところでございます。公共交通網

の維持・充実は、地方創生の大きな柱でもあり

ますことから、県といたしましても、今後もこ

の会議を活用し、丁寧に議論を続けていきたい

と考えております。

ぜひ、路線バス検証会議、今○鳥飼謙二議員

後とも取り組みを強化していただきますように

お願いしたいと思います。

平成26年11月、昨年施行されました改正地域

公共交通活性化・再生法は、バス事業者のみで

は地域公共交通確保に限界があるとして、自治

体が前面に出ることを求めています。課題が複

雑でさまざまな法律が制定された結果、地域公

共交通確保にさまざまな組織が立ち上げられ、

大変わかりにくくなっているというのが現状で

はないかと思っております。そこで、宮崎県バ

ス対策協議会を鉄道、船舶等も含めた法定協議

会として再編・充実してはいかがでしょうか、

今後の取り組みについてお尋ねします。

御指摘いた○総合政策部長（橋本憲次郎君）

だきましたように、昨年11月に施行されました

改正地域公共交通活性化・再生法におきまして

は、県または市町村が法定協議会を設置し、ま

ちづくりと連携し、鉄道等も含めた面的な公共

交通ネットワークを再構築するための地域公共

交通網形成計画を策定することができるという

枠組みがつくられたところでございます。一方

で、今お話がありました県バス対策協議会は、

個別の需給調整規制廃止後の生活交通確保対策

のために県が設置し、国庫補助路線を初め、バ

ス輸送全般について協議を行っているという現

状にございます。県といたしましては、路線バ

スも含めた公共交通のあり方について幅広く話

し合う場として、関係機関とも連携しながら、

法定協議会の設置に向けて検討してまいりたい

と考えております。

道路運送法とか地域公共交通○鳥飼謙二議員

活性化・再生法とかいろんな法律があって、い

ろいろ組織が立ち上がって非常にわかりにくく

なっていますので、その辺の整理も含めて、県

内の足を守るということで取り組みを強化して
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いただきたいと思います。

次に、中山間地の買い物弱者対策についてで

あります。

昨日も黒木議員の質問にもありましたが、過

疎化が進む本県においては、買い物弱者対策は

重要でございます。昨年３月、会派視察で、福

岡市の隣にあります糸島市の移動スーパー「い

と丸くん」を視察してきました。高齢化の進行

と中山間地が多い同市で、地元スーパーが、経

済産業省の「地域自立型買い物弱者対策支援事

業」を活用して車両を改装し移動販売車とした

もので これは700万ぐらいかかったそうです―

けれども テーマソングを流しながら日用品―

等を販売していました。住民に大変喜ばれてい

るようでございました。そこで、本県の買い物

弱者対策の現状についてお尋ねします。

中山間地域○総合政策部長（橋本憲次郎君）

におきましては、人口減少等に伴う店舗の廃

止、あるいは移動手段を持たない御高齢の方の

増加等に伴い、日常生活における買い物に困る

集落がさらにふえるのではないかと懸念されて

いるところでございます。このような現状でご

ざいますけれども、民間事業者による移動販売

または宅配サービス、また地域によりまして

は、国の過疎対策の交付金などを活用した道の

駅とかＮＰＯ法人などによる宅配事業が行われ

ているという状況でございます。また、県とい

たしましては、買い物弱者を含む地域住民のそ

もそもの移動手段を確保するということが大事

だと思っておりまして、複数市町村間をまたぐ

広域的なバス路線の維持を図っておるところで

ございます。市町村では、コミュニティバスや

乗り合いタクシーを運行するなどの取り組みが

行われているという現状でございます。

交通の最後になりますが、主○鳥飼謙二議員

要地方道宮崎西環状線について、県土整備部長

にお尋ねします。先日、地元住民が長年待ち望

んでいた、相生橋を含みます宮崎西環状線松橋

工区3.1キロメートルのうち約1.6キロメートル

が開通し、大変便利になりました。関係者の皆

様の御尽力に感謝をいたします。

ところで、西環状線は、南進する車両が宮崎

市内を迂回して国道10号に抜けるバイパスの意

味合いもあり、宮崎市街地の渋滞を緩和するも

のとして期待されています。そこで、残り1.5キ

ロメートル分の工事進捗見込みについて、県土

整備部長にお尋ねします。

県道宮崎西○県土整備部長（大田原宣治君）

環状線につきましては、宮崎空港や東九州自動

車道などへのアクセス向上が図られ、さらには

大規模災害時の救助・救援ルートとなるなど、

経済・防災・医療活動に大きく寄与する宮崎都

市圏における重要な幹線道路として、昭和63年

度から整備に取り組んでいるところです。この

うち松橋工区延長3.1キロメートルにつきまして

は、平成11年度に事業着手し、新しい相生橋を

含む1.6キロメートル区間が今月10日に開通した

ところであり、残る1.5キロメートル区間につき

ましても、年内の早期供用を目指しまして、跡

江高架橋前後の道路工事を進めているところで

す。松橋工区の開通により、宮崎市池内町から

宮崎市北川内町までの約10.6キロメートルが４

車線で整備されることとなり、宮崎市中心部の

交通混雑の緩和はもとより、利便性の向上が図

られるものと考えております。

ありがとうございました。よ○鳥飼謙二議員

ろしくお願いします。

地域医療についてですが、先ほど知事は、医

師を確保する、偏在解消のために総医師数の確

保が重要だということでございました。ぜひ
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しっかりと医師の確保に取り組んでいただきた

いと思います。

医師確保に加えまして、看護師確保も重要な

課題です。本県の看護師数は、これは２年前の

数値ですが、１万2,314人、准看護師7,081人、

合計１万9,395人となっており、全国平均を上

回っています。しかし、急性期病院では常に不

足している状況とお聞きをしております。そこ

で、看護師確保の取り組みについて、福祉保健

部長にお尋ねします。

県では、看護○福祉保健部長（佐藤健司君）

師の安定的な確保のため、看護師等養成所14校

の運営や教育環境整備を支援するとともに、看

護学生への修学資金の貸与を行っております。

また、新人看護師の研修体制の充実や、病院内

保育所の運営支援等を行うとともに、離職した

看護師の再就業を支援するため、未就業の看護

師に対する講習会の開催や、ナースセンターに

よる無料職業紹介事業等に取り組んでいるとこ

ろであります。

平成25年３月、一昨年、県立○鳥飼謙二議員

看護大など県内の看護師養成所で資格取得した

新卒者は945名なんですけど、この半数近くが県

外に就職しているようでございます。県内に就

職できない要因についてどのように分析してお

られるのか、福祉保健部長にお尋ねします。

平成26年３月○福祉保健部長（佐藤健司君）

に県内の看護師養成所等を卒業した学生の県内

就職率は59.2％となっております。養成所の関

係者や県外に就職した学生から、県外就職を選

択した理由等を聞いてみますと、「早くから出

身地以外の就職を考えていた」「都会の文化や

情報に刺激を受けたい」など、県外での生活に

対する憧れがある中、県外の医療機関からの積

極的な勧誘等があると伺っております。県とし

ましては、昨年度から、看護師等養成所の運営

費の支援において、県内就職率が高いところに

多く配分するなど、県内就職率向上のための取

り組みを強化したところでありますが、今後と

も、看護師等養成所等と連携しながら、県内就

職率の向上を図ってまいりたいと考えておりま

す。

次に、看護師等修学資金貸与○鳥飼謙二議員

事業についてであります。県内における看護師

等の確保を図るとして、昭和37年から条例に基

づき月額３万2,000円から３万6,000円を貸与し

ていますが、病床数200床以下の特定施設に勤務

することなどが条件とされています。貸与の条

件が医療の実態とそぐわなくなっており、返還

免除施設の拡大なども含めて再検討すべき時期

に来ているのではないかと思いますので、お尋

ねします。

看護師等修学○福祉保健部長（佐藤健司君）

資金につきましては、大規模医療機関に比べ看

護師等の確保が困難な中小規模の医療機関等へ

の就業を促す趣旨から、病床200床未満の医療機

関等で勤務することが返還免除の要件となって

おります。看護師確保は今後とも重要な課題で

ありますので、どのような取り組みが効果的

か、修学資金貸与事業も含め、さまざまな観点

から研究してまいりたいと考えております。

ぜひ時代に合った事業にして○鳥飼謙二議員

いただくよう、よろしくお願い申し上げます。

昨年成立した医療介護総合確保法は、各医療

機関に高度急性期、急性期、回復期、慢性期等

各病院の病床機能を知事に報告させ、知事は、

それにより将来のあるべき姿を構想した地域医

療ビジョンを作成し、次期医療計画に反映させ

るとしています。医療介護総合確保法による地

域医療ビジョンは、将来の日本の医療の形を決
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定し、とりわけ中小病院の形を変えていくので

はないかと、医療関係者は懸念をしています。

医師不足や医師の偏在、過疎・高齢化という課

題を抱える本県で、県民に必要な医療を提供す

ることができるのだろうかと思うのですが、ど

のような過程を経て作成されていくのか、今後

の見通しについてお尋ねします。

地域医療構想○福祉保健部長（佐藤健司君）

につきましては、早ければ、今年度中に国から

示される予定のガイドラインに基づき策定する

ことになりますが、法律上の要件として、医師

会等の診療または調剤に関する学識経験者の団

体、あるいは医療審議会、市町村や保険者協議

会の意見を聴取することとなっております。そ

ういった法律上の要件に加えまして、二次医療

圏ごとに地域医療構想調整会議を設置いたしま

して、各地域の関係者の御意見を伺いますとと

もに、パブリックコメントを実施し、県民から

広く意見を募集するなど、幅広い御意見を丁寧

に伺いながら策定してまいりたいと考えており

ます。

二次医療圏ごとに地域医療構○鳥飼謙二議員

想調整会議を設置するということのようですけ

れども、この地域医療構想調整会議には、地元

の県民といいますか、将来患者となるわけです

から、そういう人たちも県民枠というような形

で代表に入れていただくということも検討して

いただくように要望しておきたいと思います。

次に、県立病院についてお尋ねします。これ

については昨日出されましたが、以下の質問と

の関係もございますので、このまま質問させて

いただきます。

私はこれまで、石川県立中央病院や岐阜県総

合医療センターなどさまざまな病院を視察して

まいりましたが、いずれも宮崎病院と同程度の

病床数で、医師数は150名を超え、高度医療・政

策医療を提供する第三次医療機関として、また

災害拠点病院として改築整備されておりまし

た。宮崎病院は約90名の医師数ということに

なっているようです。今日、医学と医療機器は

急速な進歩を遂げており、また医療制度も大き

く変わりつつあります。県立宮崎病院の整備に

当たっては、新しい時代に的確に対応できる高

度医療機関として全面改築すべきと思いますの

で、知事に所見を求めます。

県立宮崎病院は、昭○知事（河野俊嗣君）

和58年の改築以来、約31年が経過をしておると

ころであります。施設の老朽化や狭隘化、さら

には療養環境やプライバシーへの配慮など、さ

まざまな課題が現場では出てきておるところで

あります。このため今年度は、全面的な建てか

え案と、一部既存病棟を活用する大規模な改築

案に絞って検討を重ねてまいりました。私とし

ましては、御質問にもありましたように、医学

の進歩でありますとか、今後ますます進展する

高齢化への対応、さらには災害への備えなど、

将来を見据えた上で、十分な機能強化が図ら

れ、さまざまな課題も改善できる全面的な建て

かえが必要であると考えているものでありま

す。

きょうの新聞でも、改築費○鳥飼謙二議員

は185億円というふうに出されておりました。私

がいろいろとお聞きしましたところでは、企業

債等とか利子も入れますと235億円かかります。

しかし、約半分、118億になりますけれども、病

院の診療報酬等で半分は病院が稼いでいただ

く。30％、71億になりますが、交付税とか一般

会計の繰り入れで頑張っていただく。そして20

％の47億が一般財源ということになるわけでご

ざいます。そういうふうなことになっておりま
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して、支出の多いところでございますけれど

も、有利な利子等を使っていただくと聞いてお

りますので、ぜひ立派な病院をつくっていただ

きたいと思っております。

県立宮崎病院再整備に向けたスケジュールに

ついて、病院局長にお尋ねします。

県立宮崎病院再整○病院局長（渡邊亮一君）

備の今後のスケジュールでございますが、今年

度中に基本構想を策定した上で、来年度から基

本設計に入り、その後、平成28年度には実施設

計に進みたいと考えております。また、現段階

での大まかな見込みでございますけど、建設工

事は、平成30年度から３年程度を想定しており

まして、平成33年度 この年はくしくも宮崎―

病院の開設100周年を迎えるわけでございますが

には新しい病院をオープンさせたいと考え―

ております。

わかりました。○鳥飼謙二議員

次に、改築に関連しまして、県立宮崎病院精

神医療センターの「こどものこころの診療科」

についてですけれども、精神病的障がい、神経

症的障がい、発達障がい等の心の問題を抱える

児童思春期に対応するとして、病床数10床が整

備されました。これは富養園を廃止してつくっ

たわけでございます。しかし、大人と子供が、

病棟中央部にナースセンターを設置していると

はいうものの、単一病棟として運営されるな

ど、極めて問題が多い病棟だと思っています

し、この議会でもさまざま議論が展開をされて

まいりました。そこで、入院児童の医療と学校

教育の現状について、病院局長にお尋ねしま

す。

また、発達障がいや神経症的障がい等を抱え

る子供たちには、福祉・医療・教育が一体的に

提供されるべきではないかと思いますので、こ

の点については福祉保健部長にお尋ねします。

県立宮崎病院精神○病院局長（渡邊亮一君）

医療センターには、現在、児童用の病床が10床

ございます。全国的に児童思春期に対応できる

精神科医が不足する中、宮崎病院も十分に医師

が確保できていないために、１日３人程度の入

院患者の受け入れとなっております。また、入

院児童の教育に関しましては、主治医が可能と

判断した児童につきまして、学校教育法に基づ

き、特別支援学校から教員の派遣を受け、１日

約１時間、週３回から５回程度の教科指導が行

われております。

子供たちの健○福祉保健部長（佐藤健司君）

全な成長を図る上で、発達過程にある子供たち

の心の問題は重要な課題であり、特に入院治療

を必要とする子供たちについては、児童思春期

の専門的な治療とともに、発達段階に応じた適

切な教育や、子供やその家族の立場に立った相

談支援など、さまざまな分野の専門的なかかわ

りが必要であると認識しております。児童思春

期に対応できる精神科医が少ない状況ではあり

ますが、より望ましい支援体制のあり方につい

て、今後、福祉・医療等の関係機関と連携し、

研究してまいりたいと考えております。

児童精神科医が不足をしてい○鳥飼謙二議員

ると、病院局長がお話しでございましたけれど

も、富養園を廃止するとき、200床程度、大人も

子供もあり、その隣に特別支援学校もあって、

子供の教育も保障されていたんです。ところ

が、こっちに移したら、児童精神科医が不足し

ているからということは通用しないと私は思っ

ていますので、ぜひしっかり頑張っていただき

たいということを申し上げておきたいと思いま

す。

それから福祉保健部長には、中長期的になり
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ますけれども、現状の形で子供の福祉・医療・

教育というものが一体的に提供される、そうい

う環境をつくっていくべきだということで、こ

れは今後大きな課題ですので、すぐすぐという

ことにならないとは思いますけど、十分な検討

をしていく必要があるのではないかということ

を指摘しておきたいと思います。

先日、県立日南病院を訪問しまして、鬼塚院

長、事務局長から概要説明を受けて、各病棟で

スタッフの御意見をお聞きしましたが、患者の

高齢化に看護師不足が拍車をかけ、病棟は大変

忙しいとのことでした。ある病棟では、患者の

平均年齢は90歳と高齢化が著しく、認知症の患

者さんが増加し、せん妄のある患者さんもいる

というふうな状況でございました。最近、私

は、３年目の看護師さんが病院をやめたいとい

うようなことを言っているということを聞きま

したので、その方とお会いして、いろいろと話

を聞きました。よくお聞きしますと、休みがと

れない、日勤帯の勤務が長引いて夜の８時、９

時になる。そしてまた、夜勤の準夜帯の勤務が

１時ごろで終わるわけですけれども 朝― ―

の３時、４時になる。睡眠がとれないまま次の

勤務に入るということで、常に疲労感に襲われ

ているとのことでした。そしてまた、ある看護

師長さんは 日南病院は赤字になっているん―

ですけれども 「赤字だから時間外をつけな―

いようにしている」とも話しておられました。

また、休暇取得調査表を見せていただきました

けれども、有給休暇も十分取得できていないよ

うでございます。日南病院を含めた県立病院の

看護師、助産師確保の取り組みについて、病院

局長にお尋ねします。

県立病院の看護○病院局長（渡邊亮一君）

師、助産師の確保につきましては、県立病院見

学バスツアーや、県立看護大など県内外での病

院説明会によりまして、就職先としての県立病

院をＰＲしますとともに、受験可能年齢の拡

大、あるいは東京、大阪での試験実施など、そ

の確保に向け、さまざまな取り組みを行ってい

るところでございます。また、昨年度から、県

立延岡病院と日南病院に勤務地を限定した地域

枠採用を実施しているほか、助産師につきまし

ても、今年度、募集案内に助産師資格を持つ看

護師の募集を明記するなど、新たな取り組みも

行ったところでございます。この結果、来年度

は、今年度より22名多い、地域枠31名、助産師

７名を含む93名の採用を予定しているところで

ございます。今後とも、人員構成のバランスも

考慮しながら、計画的な採用に努めてまいりた

いと考えているところでございます。

93名を採用予定ということで○鳥飼謙二議員

すけれども、ありがとうございます。しかし、

退職者が50名以上いますので、実質、増員とい

うのはわずかになるのではないかなと危惧をい

たしておりますが、いずれにしても、宮崎の地

域で女性が働く貴重な職場ということでありま

すので、しっかりとスタッフを確保する、そし

て働く職場を保障する、そしてまた宮崎で結婚

して子供さんを産んでもらうということは、い

わゆる地域再生に向けて大変重要でございます

ので、今後も取り組みを強化していただきたい

と思います。

最後に、不規則勤務の病院スタッフの勤務環

境を改善するとして、宮崎病院、延岡病院に院

内保育所が設置をされています。日南病院での

院内保育所設置の検討状況についてお尋ねしま

す。

県立病院は、看護○病院局長（渡邊亮一君）

師を中心に女性職員が多い職場であるため、育
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児と仕事の両立ができる就業環境を整えること

は、人材の定着・確保を図る上でも重要な課題

の一つと考えているところでございます。この

ため、宮崎病院では平成22年から、延岡病院で

は平成24年から院内保育を実施しております

が、日南病院につきましては、職員アンケート

を実施した結果、宮崎からの通勤者が多く、利

用者数が少なかったことから、宮崎病院の施設

を低額で利用できるようにしているところでご

ざいます。しかしながら、今後、地域枠採用の

実施による利用者の増加や育児休業者の早期復

帰を促進する上からも、その必要性が高まって

くることが想定されますことから、現在、日南

病院と、利用見込みの精査や運営方法、必要経

費など、経営状況も踏まえながら検討を進めて

いるところでございます。

次に、高齢者福祉対策に移り○鳥飼謙二議員

たいと思います。

先ほど、特養の待機者は、実質的に845名ぐら

いではないかというようなお話もございまし

た。しかし、今回、介護保険制度が改正をされ

まして、要支援者の保険給付対象除外や平

均2.27％の介護報酬の引き下げ等で、高齢者施

設の運営が厳しくなることが予想されていま

す。先日、地元の特別養護老人ホームを訪ねて

きました。ある施設長は、「うちは人材確保に

力を入れていて、介護福祉士は90％以上で、人

件費率は70％となっています。県内の施設は、

示されたばかりの介護保険点数引き下げの影響

をはかりかねているのが現状ですが、厳しくな

ることは間違いないでしょう」と話しておられ

ましたが、サービスの質の確保が心配されま

す。今回、要支援者予防給付のうち、訪問介護

と通所介護が市町村の地域支援事業とされまし

た。要支援者に対する必要なサービス事業者は

確保できるのか懸念されますので、福祉保健部

長にお尋ねします。

今回の地域支○福祉保健部長（佐藤健司君）

援事業への移行は、現行の訪問介護、通所介護

に加えまして、利用者ニーズに応じた多様な

サービスの提供を可能とするねらいがございま

す。このうち、現在の訪問介護、通所介護につ

きましては、これまでと同様、既存の介護事業

者によるサービスの提供が可能でありますこと

から、必要なサービスは引き続き提供されるも

のと考えております。一方、多様なサービスに

つきましては、現在、市町村において、ＮＰＯ

など既存の支援活動の担い手と利用者のニーズ

を把握している段階でございまして、今後、こ

れらを調整する生活支援コーディネーターを設

置し、担い手の養成やサービスの開発・充実に

向けた取り組みを進めることとしております。

県としましては、市町村や関係者と連携しなが

ら、生活支援コーディネーターの育成や相談支

援等により、サービス提供事業者の確保に努め

てまいりたいと考えております。

次に移ります。住宅型有料老○鳥飼謙二議員

人ホームについてであります。昨年も指摘をし

ましたけれども、特別養護老人ホームの不足の

影響で急増しているところでございます。一部

ではありますけれども不祥事も発生しており、

急増に対して人材の確保は大丈夫だろうかと懸

念しています。現在、宮崎県有料老人ホーム設

置運営指導指針により、届け出時点ではチェッ

クがなされていますが、その後、利用者からの

苦情もあるようです。適切な運営を確保するた

め、条例、規則等による根拠を持った指導を行

うことが必要ではないかと思いますので、お尋

ねします。

有料老人ホー○福祉保健部長（佐藤健司君）
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ムは届け出制ではございますが、施設の指導等

につきましては、法令や県が定めた指導指針に

基づき、虐待防止や衛生管理、防火対策などの

施設の管理運営等について指導・助言に努めて

いるほか、通報等に応じて随時、立入検査等を

行っております。また、施設みずからがチェッ

ク機能を高めていくことも重要なことから、全

施設を対象にした研修会を県内２カ所で開催す

るなど、適切な運営に向けての情報提供や、施

設の持つ社会的責任について周知徹底を図って

いるところであります。今後とも、市町村や関

係機関とも連携しながら、指導の強化に努めて

まいりたいと考えております。

「貧困ビジネス」とかいう言○鳥飼謙二議員

葉があります。生活保護受給者の方もその中に

はおられるようでございますけれども、適切な

指導といいますか、根拠を持った指導 指針―

が根拠がないということではございませんけれ

ども、条例とか規則とか、そういうところに根

拠を持ったもので指導を行っていくことが必要

ではないかと思っておりますので、今後十分な

検討をお願いしておきたいと思います。

高齢者の最後で、高齢者ソフト食の推進につ

いてお尋ねします。昨年10月に、会派視察で宮

崎市にある老人保健施設「ひむか苑」を訪問

し、高齢者ソフト食を試食させていただく機会

がありました。すしやエビフライ、鶏の唐揚げ

などをいただきましたが、大変やわらかくおい

しいと思いました。栄養士の黒田留美子さん

は、「一番は食べられる方の安全です。高齢者

に一番危険なのは水で、肺に入って肺炎を繰り

返すと死に至ります。安全に食べるにはある程

度の食塊が必要です」、こういうふうに話して

おられました。「手間もかからず、規定の料金

でやれます」と この老健施設でですね。高―

齢者にも生活の張りが出てきたということでご

ざいます。そのほか一部の施設では取り組みが

行われているようですが、県としても推進をし

ていくべきではないかと思いますので、福祉保

健部長にお尋ねします。

高齢になって○福祉保健部長（佐藤健司君）

も、食事をおいしく食べることは、生き生きと

過ごすための大きな要素でありますので、かむ

力や飲み込む力を維持・向上させることは大変

重要となります。このような中、本県の介護現

場で開発された高齢者ソフト食は、安全におい

しく食べることができ、食欲の維持・増進にも

効果があるとして、全国的に注目されていると

ころでございます。私自身はまだ食べたことは

ございませんけれども、県内の高齢者向け情報

誌に紹介されておりまして、食材の形が残り、

食欲をそそる長寿食であると感じております。

また、このほかにも、介護施設においては、高

齢者が食べやすく、見た目も楽しむための食事

を提供するため、さまざまな工夫がなされてお

りますので、県としましては、これらの取り組

みが幅広く浸透していくように、関係団体と連

携してまいりたいと考えております。

農畜産業の振興に移ります。○鳥飼謙二議員

ＴＰＰについてお尋ねします。２月の農業新

聞等で、日米間で牛肉の現行関税38.5％を９％

程度にまで10年程度で段階的に引き下げ、豚肉

については、低価格帯品について、現行１キロ

グラム482円の関税を１キログラム50円程度の重

量税に段階的に引き下げることを内容とするな

どで大筋合意するようだと報道されました。消

費者が安いアメリカ産等に流れ、本県の農畜産

業に大きな影響が出るのではないか、廃業する

農家が続出するのではないかと懸念されます。

本県議会においても、国会決議の遵守や情報の
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開示等を７回にわたって決議してきましたが、

予断を許さない状況となっています。今後の県

の対応について、知事にお尋ねします。

ＴＰＰ協定交渉につき○知事（河野俊嗣君）

ましては、米の輸入枠の拡大や牛肉・豚肉の関

税引き下げなど、さまざまな報道がなされてお

りまして、畜産を初めとする本県農畜産業のみ

ならず、関連産業を含めた地域経済全体への大

きな影響が懸念されるところであります。国か

らはまだ正式な情報提供というものがない段階

で、不安が広がっておるところでありますが、

国に対しましては、衆参両院の農林水産委員会

における決議が守られるよう、引き続き粘り強

い交渉を求めてまいりたい、そして国民に対す

る情報提供を求めてまいりたいと考えておりま

す。県としましては、「販売力の強化」「生産

力の向上」及び「人材の育成」の３つの視点を

踏まえました産地経営体構想の推進などにより

まして、農家の皆様が将来展望を持って営農で

きる、生産性、収益性の高い農業構造への転換

を進めてまいりたいと考えております。

そういう状況になったとして○鳥飼謙二議員

も、それに負けないような状況をどうつくって

いくかということだろうと思います。なかなか

厳しいわけでございますけれども、対策をしっ

かりやっていただきたいと思います。

先日、会派の視察で、西都市と木城町にある

都萬牛の生産・販売現場を見学してきました。

都萬牛は、５年前に発生した口蹄疫による全頭

殺処分を教訓に、黒毛和牛を健康的に肥育し、

サシを抑えた肉で、普通はＡ５ ブランド化―

しているのはＡ５を目指しているわけですけれ

ども を目指すところを、Ａ２を目指して肥―

育しているとのことです。ビタミンコントロー

ルを一切行わず、ビタミンやミネラルを豊富に

与えるので、牛は健康的に育ち、あっさりとし

た赤身肉で、１回食べたところ、私も病みつき

になりました。サシ入り牛肉はそんなに多くは

食べられません。２切れぐらいかなというふう

に思いますけれども、都萬牛は150グラムでもお

いしいというのが私の感想でございます。安心

・安全で健康志向が求められている今日、本県

においても、都萬牛などの赤身肉のブランド化

を図るべきではないかと思いますので、農政水

産部長にお尋ねをいたします。

近年、消費者○農政水産部長（緒方文彦君）

のニーズが多様化している中で、牛肉につきま

しても赤身肉への関心が高まっていることは、

認識しているところでございます。一方で、牛

肉は、サシなどの肉質を基準に評価され価格が

決定されますことから、赤身肉の生産に当たり

ましては、高付加価値化による有利販売や生産

コストの低減など、いかにして農家所得の確保

を図るかが課題と考えております。そのため県

では、畜産新生プランにおきまして、赤身肉の

高付加価値化を課題に位置づけ、焼酎かすや竹

ザサなど地域の飼料資源を活用した特色ある牛

肉生産の研究や、粗飼料割合の高い飼料給与体

系の構築や肥育期間の短縮など、生産コストを

抑えた肥育技術の研究などに取り組んでいると

ころであります。

いろんな牛肉があると思いま○鳥飼謙二議員

すけど、私は非常に貴重な取り組みではないか

なと思っておりますので、ぜひ皆さん方も食べ

ていただいて、都萬牛などの新しい試みに応え

ていっていただきたいと思っています。

次に、獣医師確保と家畜保健防疫体制の強化

についてお尋ねします。昨年12月16日延岡市北

川町で、28日宮崎市高岡町で高病原性鳥インフ

ルエンザが発生しました。県職員や市職員、Ｊ
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Ａ職員等が動員され、それぞれ種鶏3,870羽、肉

用鶏４万2,155羽が15時間程度で殺処分、埋却さ

れ、その後、終息しました。県初め関係者の皆

さんの迅速な対応に感謝いたします。

私は昨年の暮れ、東臼杵農林振興局、延岡家

畜保健衛生所を訪問し、実情を調査してまいり

ました。また、その後、獣医師会の皆さん方と

意見交換をする中で、本県の家畜保健衛生対策

は十分機能するのだろうかと危機感を覚えまし

た。鳥インフルエンザが短期間に連続して発生

した場合は、本県では迅速に対応できないとい

うのです。２週間、間がありましたので、これ

は何とか対応できたということのようでござい

ます。また韓国では、再び口蹄疫が猛威を振

るっています。現在、家畜防疫に携わる県職員

獣医師は49名で、延岡市、宮崎市佐土原、都城

市高崎に３カ所の家畜保健衛生所が設置されて

います。しかし、今後５年間で９名が退職する

と聞いています。そこで、獣医師確保の現状に

ついてお尋ねします。

また、南那珂地区には、日南市南郷町の南那

珂農業改良普及センターに２名の獣医師が配置

されていますが、検査機器や設備等もなく十分

機能しているとは思えません。畜産県として本

所もしくは支所を設置すべきではないかと思い

ますので、農政水産部長にお尋ねします。

獣医師職員の○農政水産部長（緒方文彦君）

確保は、獣医系大学の卒業生の約半数がペット

などの小動物の診療分野に就職しているなど、

厳しい状況にあります。このため県としまして

は、関係部局が一体となった獣医師確保対策

チームを中心に、全国の獣医系大学での就職説

明会や出前講座への参加を初め、修学資金の給

付や積極的なインターンシップの受け入れ等の

取り組みにより、獣医師職員の安定確保に努め

ているところであります。

また、南那珂地区における家畜保健衛生所の

設置についてでありますが、平成25年度から駐

在職員を配置し、畜産農家の指導など地域の防

疫の強化等に取り組んでおりますので、今後と

も、必要な検査を初め地域防疫への対応が円滑

に実施されるよう、駐在職員と宮崎家畜保健衛

生所の綿密な連携を図ってまいりたいと考えて

おります。

今後も、家畜防疫体制の機能○鳥飼謙二議員

強化、しっかりやっていただきたいと思いま

す。

次に、観光振興についてお尋ねします。

平成26年版観光白書によりますと、本県の実

観光入り込み客数は1,390万人、延べ宿泊者数

は353万人で全国37位となっています。また、観

光消費額は1,463億円で、集計中の京都府、大阪

府等５府県を除いて30位 ですから実質36位―

かなと思うんですが となるなど、基幹産業―

である観光は大変厳しい状況に置かれていま

す。本県観光の現状をどのように受けとめてお

られるのか、知事にお尋ねします。

本県は、早くから観光○知事（河野俊嗣君）

振興に取り組んできたわけでありまして、昭

和40年代には、新婚旅行のメッカということで

にぎわいを見せておりましたが、海外旅行の一

般化や、全国各地で観光地の整備が進んだこと

による観光地間の競争の激化などもありまし

て、観光県としての地位は相対的に低下したも

のと考えております。私は、県内各地を回りま

して関係者と話をしておりましたら、どうして

もやはり過去の栄光やノスタルジーに浸り、そ

こから先に進んでおられないのではないかとい

う思いも受けたところでありますが、議員御指

摘のように、厳しい現状というのをしっかり踏
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まえた上で、視線は前に向けるべきではないか

と思っておるところであります。

これまでも、地域資源を生かした魅力ある観

光地づくりやスポーツランドみやざき 今、―

キャンプなどで大変活況を呈しておるところで

ありますが 、また、コンベンションの誘致―

促進などを柱として、観光振興に取り組んでき

たところであります。今後は、東九州自動車道

の整備や、国際定期便の就航、東京オリンピッ

ク・パラリンピックの開催などの追い風をしっ

かり捉まえて、改めて、スポーツや食、神話な

ど本県の強みを生かして、官民一体となって本

県の観光について考える、そして再興を図って

いく、そのような取り組みを進めてまいりたい

と考えております。

予算もしっかりつけていただ○鳥飼謙二議員

く、このことも大事ではないかなと思っており

ます。

提案されています観光振興条例においては、

観光振興を県政の重要な課題として観光振興計

画を定め、主要施策を毎年公表するとしていま

す。公表に当たっては、入り込み客数や観光消

費額等の数値目標等とあわせ、各ブロックの関

係者等にもわかりやすいものとする必要がある

と思いますので、商工観光労働部長にお尋ねし

ます。

観光振興○商工観光労働部長（茂 雄二君）

計画に基づく施策につきましては、その成果等

をしっかりと検証し、今後に生かしていく必要

がありますことから、観光施策の実施状況を公

表することとしたところであります。具体的な

公表内容につきましては、今後検討していくこ

ととしておりますが、観光事業者や関係団体を

初め、県民の皆様から幅広く御意見をいただく

ことが重要でありますので、できるだけわかり

やすく公表していきたいと考えております。

観光は主に商工観光労働部で○鳥飼謙二議員

取り組んでいただくわけですから、しっかり頑

張っていただいて、「過去の栄光」というふう

に知事はおっしゃいましたけれども、そうなら

ないように、部として頑張っていただきたいと

思っております。

次に、教育問題に移りたいと思います。

古来、教育は国家百年の計と言われ、特に資

源の乏しい我が国では、その重要性は国民を挙

げて共通認識となっています。教育委員会は、

平成23年度に第二次教育振興基本計画を策定

し、魅力ある学校づくりを進めています。しか

し、少子高齢化や格差が拡大する中で、保護者

の所得により教育の機会が奪われるなどの問題

が生じています。教育はどうあるべきなのか、

教育委員長の率直な所見をお願いします。

所得の格差が子○教育委員長（島原俊英君）

供たちの教育の機会を奪うことは、あってはな

らないと思います。そして、格差の拡大や貧困

の連鎖から抜け出すためには、教育の力が欠か

せないと考えています。子供たちの自発的な努

力を促しながら、いかなる環境下においても、

子供たちがその能力を伸ばし、挑戦する機会を

手にできるようにするためにも、教育が果たす

役割は大変大きいと思っております。「子供の

貧困対策に関する大綱」でも述べられているよ

うに、全ての子供たちが夢と希望を持って成長

していける社会を実現するために、学校と家

庭、地域が一体となって、子供の貧困対策や教

育の機会均等に取り組んでいきたいと考えてお

ります。そして、子供たちが、生きることのす

ばらしさ、働くことの意義を感じ、社会に貢献

できる人へと成長する教育を推進していきたい

と考えております。
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所得の格差が子供の教育の機○鳥飼謙二議員

会を奪うことがあってはならない、そのとおり

でございます。しかし、最近の通学区域撤廃

私は、お金のある人は宮崎まで旅費を使っ―

てといいますか、下宿をして大宮高校に通学で

きるけれども、ない人はできないというよう

な、逆行しているんじゃないかなと思うことが

ございます。最近、郷土学がクローズアップさ

れるなど、子供は地域で育ち、地域で学ぶこと

が望ましいことが再認識されています。しか

し、平成15年に宮崎・延岡・都城地区での合同

選抜試験が廃止され、平成20年には通学区域が

撤廃され、県内のどこに居住しようと大宮高校

などに通学できるようになりました。最近の大

宮高校、延岡高校、泉ヶ丘高校の旧学区外通学

者及び下宿・寄宿者の現状について、教育長に

お尋ねします。

御質問の３校におけ○教育長（飛田 洋君）

る旧通学区域外からの普通科の合格者数は、平

成24年度、平成25年度、平成26年度の順に申し

上げますと、宮崎大宮高校、45名、37名、32

名、都城泉ヶ丘高校、15名、５名、12名、延岡

高校、18名、27名、33名であり、３校の合計で

見ますと、この３年間、定員の10％程度でほぼ

横ばいの状態でございます。また、本年度、各

学校の普通科の下宿生数は、１年生から３年生

まで合わせた数ですが、宮崎大宮高校が８名、

延岡高校が４名であり、都城泉ヶ丘高校はおり

ません。

なお、延岡高校では、下宿生以外に、入郷地

区の生徒のためなどに県が設置しております県

北地区生徒寮に23名が入寮いたしております。

それぞれ大宮高校、延岡、そ○鳥飼謙二議員

して泉ヶ丘、お答えをいただきましたが、やは

り大宮高校のところがどうしても比重が大きく

なっているようでございます。

次に移りますが、27年度入学者から、推薦入

学においても学力試験を実施されました。過度

の競争を排除するという推薦制の趣旨から外れ

るのではないかと懸念されますが、学科試験制

度導入の理由と不合格者の推移についてお尋ね

します。

推薦入学者選抜検査○教育長（飛田 洋君）

への学力検査の導入は、就職など高校卒業後の

進路確保等を考え、高等学校での学習をさらに

充実させるために、中学校での基礎学力や学習

習慣の定着をより高めることなどを目標とし

て、今年度から導入しました。導入後も、これ

まで狙いとしてきた、あらゆる角度から受験者

の適性や能力を見るという観点はしっかり継続

しております。

次に、不合格者数ですが、推薦入学の募集定

員の上限を従来の50％から40％へ10ポイント削

減したため、昨年度比で、ことし定員が256人減

少しましたが、逆に受験者数は98人増加したこ

とから、不合格者数の割合は、昨年度の18.5％

から今年度は29.6％となり、11.1ポイントの増

加となっております。

定数の減というのもあったん○鳥飼謙二議員

ですけど、中学校が推薦をして、高校が決定を

するということで、制度が少し変わったのでそ

のまま数字が出てきたのかなと、この程度だっ

たら推薦でいいなというようなことで中学校が

判断をし、子供が判断をして上がってきた。だ

から、こうやって不合格者が18％から30％に

なったんだなというふうな感じがするんですけ

れども、今後、平準化すると思われますか。来

年また試験がありますよね、30％がこれまでと

同じように18％程度まで下がるんじゃないかと

か、いや、もう変わりませんよとか、その辺は
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予測しておられますか。

推薦入試の定員は、○教育長（飛田 洋君）

各学校の定員の枠内で各学校が決め、それを実

施するという形になっておりまして、実は倍率

が高い学校、倍率が低い学校等もありますし、

中学校からたくさん御推薦をいただくとか、い

ただかないとかありますので、今後そういう状

況を見ながら、適切に指導していきたいと思い

ます。

私がお聞きしたのは、不合格○鳥飼謙二議員

者の数が一定程度おさまってきますかというよ

うなことで思ったものですから……。18％から

急に今度の試験では30％に上がっているわけで

す。来年は中学校もそう受けとめていただい

て、また下がるのかなというようなことをお聞

きしたんですが、よろしいです。

次に行きます。県立高等学校教育整備計画基

本計画は、１学年４学級以下の高等学校につい

ては、大幅に定員を満たさない状況があるな

ど、さらに１学級の削減をせざるを得ないこと

が予測される場合は、統廃合を検討するとして

います。一方、大宮高校の５年間の旧通学区域

外の通学者は、先ほど御説明がございましたけ

れども、私の調査では、県内私学、県外転入者

を除いて入学者の10％、多いときでは12％程度

になっているようでございます。高等学校教育

整備基本計画の前期計画が27年度で終了いたし

ます。現在、中期計画を策定中ですけれども、

中期実施計画を議論している場で、通学区域撤

廃の影響について議論がされているのか、その

ことについてお尋ねしたいと思います。

「宮崎県立高等学校○教育長（飛田 洋君）

教育整備計画中期実施計画」策定に当たりまし

ては、学校教育改革推進協議会や地区別の協議

会等、複数の場で御意見をいただいてきており

ます。「地域の子供が地元の学校に進学できる

ように、自治体、企業の協力も得て、各学校の

魅力を高める姿勢が必要である」という御意見

をいただいたと同時に、逆に今度は、「子供た

ちは学力・通学手段等を考え高校を決めてお

り、最終的には生徒の希望に沿った対応ができ

ることが望ましい」などの御意見もいただいて

おります。これらの議論を踏まえまして、何よ

りも生徒にとってよりよい教育環境を提供する

という視点に立って、各学校での魅力と活力の

ある教育活動が展開されるような計画にしてま

いりたいと考えております。

県教育委員会はこれまで、旧○鳥飼謙二議員

通学区域からの通学者は普通科合格者全体の６

％程度だと言っておられました。しかし、実

際、今お話があったように、３校に限って見る

と、６％ではなくて10％から。私の大宮高校の

調査を見てみますと、平成14年には校区外は２

％だった。15年は1.7％、19年は2.5％、そし

て20年には9.0％、24年には12.7％、また26年に

は9.8％となってきているんです。ですから、平

均すると６％ぐらい。だけど、特定の進学校に

限ると、そういうふうにしてよそから入ってく

る子が多いわけです。そうすると宮崎の子供は

どこに行くか。よそに行くか私学に行くかしか

ないですね。親の懐で、通学できる費用も出し

ますよ、下宿代も出しますよという子供と、そ

れから追い出されていく子供というのが出てく

るわけですから、通学区域については再考して

いただきたいなと私は思っているところでござ

います。

次に、交通安全と犯罪発生状況について、警

察本部長にお尋ねいたします。

警察本部交通部の交通統計によりますと、平

成25年の交通事故発生件数は１万458件で、前年
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比で件数は321件の減、死者は59人で９人の増、

負傷者は１万2,589人で248人の減となっていま

す。全体的に改善されてきているものの、件数

が減少する一方で死者がふえるなど、大きな事

故がふえてきているのではないかと推測されま

すが、最近の交通事故の発生状況について、警

察本部長にお尋ねします。

今、平成25年の○警察本部長（坂口拓也君）

統計について御指摘をいただきましたけれど

も、平成26年中の県内における交通事故の発生

状況について申し上げますと、発生件数が9,759

件、死者数が49人、負傷者数が１万1,534人であ

りまして、これは対前年比で、発生件数、死者

数、負傷者数のいずれについても減少しており

ます。特に発生件数につきましては、平成20年

以来６年ぶりに１万件を下回りました。また、

主な特徴といたしましては、高齢者の死者が31

人で死者全体の63.3％を占め、全国平均を10ポ

イント上回っていること、さらに、事故の原因

として、脇見、安全不確認等の緊張感を欠い

た、いわゆる「てげてげ運転」による事故が約

７割を占めていることなどが挙げられるところ

でございます。

次に、自転車事故についてお○鳥飼謙二議員

尋ねします。これは25年ですが、自転車事故

も1,337件と約13％を占めています。かつて宮崎

は自転車王国と言われたほどですが、最近は、

排気ガスも出さずクリーンな乗り物として注目

を浴びています。そのようなこともあってか、

これまでの車道に自転車レーンがラインを引い

て表示されていますが、道路が狭いため、自転

車レーンがある車道を車で走るときには自転車

が、自転車で走るときには車が怖くてならない

というのが実態でございます。そこで、自転車

関連交通事故の状況と自転車レーンの安全確保

についてお尋ねします。

平成26年中の県○警察本部長（坂口拓也君）

内の自転車が関係する交通事故は1,184件であり

まして、これは事故全体の12％を占めておると

ころでございます。事故の内容は、自動車との

衝突がほとんどでありまして、年代別では、高

校生や高齢者が当事者となる場合が半数近くを

占めております。自転車レーンは、道路管理者

と警察とが協力して設置をしておりまして、一

般的には、道路標示、道路標識及びカラー路面

等を整備して、視覚的に自転車が走行する空間

を自動車と分離して、自転車関連の交通事故を

抑止するというものであります。自転車レーン

の安全確保につきましては、今後も道路管理者

と連携した整備を検討するとともに、警察とし

ましても、自転車レーンが安全に利用されるよ

う、学校や高齢者クラブにおける交通安全教室

や、現場警察官による交通指導などを通じて正

しい通行方法の周知を図り、交通事故の抑止に

努めてまいります。

宮崎市の高千穂通りの自転車○鳥飼謙二議員

レーンは非常に安全だ。ところが、県庁の東側

の通りの自転車道は、ラインだけ引いてあって

非常に不安なんです。慎重に交通安全確保をし

ながら、自転車レーンについては対応していた

だきたいと思っております。

次に、交差点に歩車分離式信号が設置される

例が多くなっています。広い交差点では歩行者

の安全確保に有効だと思いますが、自転車の通

行方法がわからなかったりするなどの相談を受

けるときがあります。歩車分離式信号の設置状

況と市民への啓発についてお尋ねします。

歩車分離式信号○警察本部長（坂口拓也君）

は、信号表示により歩行者と車両の通行を完全

に分離させることで、交差点における歩行者の
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安全を確保するものであります。県内の設置状

況につきましては、宮崎市34カ所、延岡市８カ

所、都城市４カ所など、８市４町の60カ所の交

差点に設置しており、本年度末には72カ所とな

る予定です。歩車分離式信号の安全効果を高め

るためには、その通行方法について周知を図る

ことが重要でありますので、現場信号機への

「歩車分離式」の表示、報道機関等を通じた広

報、警察のホームページへの掲載、現場警察官

による街頭指導などの対策を今後とも進めてま

いります。

次に移ります。警察本部刑事○鳥飼謙二議員

部の犯罪統計書によりますと、平成25年の刑法

犯総数は7,997件で、粗暴犯が倍増しているもの

の、全体として5.1％の減と、犯罪は減少してい

るようであり、警察の皆さん方の御尽力に感謝

いたします。しかし最近、バスジャック事件や

殺人事件等、本県でもショッキングな事件が発

生しています。そこで、最近の犯罪発生状況に

ついてお尋ねします。

県内の犯罪発生○警察本部長（坂口拓也君）

状況につきましては、平成26年の刑法犯の認知

件数は7,321件でありまして、前年と比較し

て676件、率にして約8.5％減少しております。

刑法犯の認知件数は、ピーク時の平成14年以

降、年々減少傾向にありまして、昨年は、現在

の統計方式となった昭和41年以降、最も低い件

数となったところであります。しかしながら、

御指摘のとおり、昨年は放火事件やバスジャッ

ク事件など、県民の皆様が不安を感じる凶悪事

件が発生しておりますし、振り込め詐欺を初め

とする特殊詐欺につきましても、過去最悪の約

３億4,700万円の被害額となっておるところでご

ざいまして、治安情勢は全く予断を許さない状

況でございます。引き続き、警察の総力を挙げ

て、安全で安心なまちづくりに努めていく所存

であります。

そこで、今出されましたオレ○鳥飼謙二議員

オレ詐欺等の特殊犯罪３億4,700万円ということ

でございますが、これは非常に社会的な注目も

浴びており、だまされるのは高齢者の人たちが

多いわけですけれども、特殊犯罪の現状と犯罪

抑制に向けた県消費生活センターなどの関係機

関との連携についてお尋ねします。

本県における特○警察本部長（坂口拓也君）

殊詐欺の現状につきましては、平成26年中、59

件、約３億4,700万円の被害を認知しておりまし

て、平成24年以降、被害が増加しておる状況に

ございます。この要因としましては、従来の振

り込み型の被害に加えまして、宅配等による現

金の送付型、現金の直接受け取り型といった形

態の増加や、だましの手口も非常に複雑・巧妙

化をしているということが考えられます。関係

機関との連携につきましては、県警と県内の金

融機関、財務事務所との３者協定を締結しまし

て、高額出金への対策を強化する取り組みを始

めております。また、ＮＴＴと連携して、被害

に遭いやすい高齢者世帯を中心に、電話帳から

の削除を推奨する取り組みのほか、宅配物取扱

事業者や消費生活センターといったところとの

連携も強めていっているところでございます。

さらに、新規事業としまして、県民に直接、特

殊詐欺に関する注意を喚起するための電話架電

業務を行う、特殊詐欺被害防止コールセンター

事業も予定しておるところでございます。今後

とも、関係機関との連携を強化し、特殊詐欺対

策を強力に推進してまいります。

県消費生活センターのことで○鳥飼謙二議員

お尋ねしますが、情報サイト料金の不当請求と

か、はがきによる各請求などの特殊詐欺を含む
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相談を、このセンターでは平成25年度、8,238件

受けています。この相談に乗る専門員である消

費生活相談員が、消費生活センターに６名、延

岡支所に３名、都城支所に３名配置されていま

す。いずれも非常勤職員ですが、待遇は九州で

最下位というふうに聞いております。改善につ

いて、総合政策部長にお尋ねします。

近年、県の○総合政策部長（橋本憲次郎君）

消費生活センターにおきましては、高齢者から

の相談件数が増加し、相談内容も、特殊詐欺も

含め複雑化、多様化してきており、消費者から

の相談対応や業者とのあっせんなどを行う消費

生活相談員の役割はますます重要になってきて

いると認識しております。こうした中、相談員

の報酬につきましては、平成22年度に通勤手当

の支給を開始し、平成25年度に報酬単価を引き

上げるなど、改善を図ってきたところでござい

ます。今後とも、消費生活相談員の専門性など

を踏まえ、必要に応じて見直しの検討を行って

まいりたいと考えております。

消費生活相談員について、私○鳥飼謙二議員

はこれまでも何回か取り上げてきて、その都度

改善されてきたんですけれども、取り上げなく

なったら、いつの間にか最下位になっていると

いうことで、この間お聞きをしましてがっかり

したんですけれども、職務に見合ったといいま

すか 非常に専門性の高い人ですし、研修に―

も行かれて知識の多い人なんです。ぜひそうい

う処遇についてはしっかりとやっていただきた

いということを、お願いしておきたいと思いま

す。

最後に、国体誘致問題についてお尋ねしま

す。

知事は、昨日も招致を決定するというふうに

言われました。知事選での政策提案の中にも、

そういうふうなことが書いてございましたし、

体育協会からも要望書が出されている。スポー

ツの振興にとっては歓迎すべきことではありま

すけれども、開催に当たって設備、施設の条件

をクリアすることが求められるわけでございま

すが、かなり費用がかかるわけでございます。

それについてどの程度の費用が見込まれると

思っておられるのか、知事にお尋ねします。

国体及び全国障害者ス○知事（河野俊嗣君）

ポーツ大会の開催、その必要経費ということで

ありますが、正式にこれらの大会の招致が決定

した後に、基本方針などの策定を行いまして、

その方針に基づいて、経費についても見込みを

立てていくことになろうかと思います。近年の

他県における国体等の開催経費について調査を

いたしましたところ、運営費につきましては、

おおむね60億円程度ということであります。こ

れは単年度というよりも、準備を始めて終了ま

で、大体10年ぐらいの期間でということでござ

いますが。ただ一方、施設整備費につきまして

は、各県の既存の施設の状況、既に施設が整備

されているところ、例えば民間の施設があるよ

うなところとは全く状況が変わるわけでありま

して、これは県によって大きな差が見られると

ころであります。日本体育協会の国体に関する

基本方針の中では、「できるだけ既存施設の活

用に努め、新設・改修にあたっては、大会後の

地域スポーツへの活用を考慮し、必要最小限に

とどめること」とありますので、国体等の開催

に当たりましては、そのような方針を踏まえ、

本県のあり方についてしっかりと考えた上で、

準備をしていくことになろうかと考えておりま

す。

運営経費は10年間で60億円、○鳥飼謙二議員

既存施設活用とか大会後の活用については考慮
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しなさいよというふうにやってきて、平均で297

億円。どれぐらいかかりますよ、この数字を示

さないと無責任じゃないかと思いますが、いか

がでしょうか。

施設整備につきまして○知事（河野俊嗣君）

は、各県の置かれた状況はかなり違って、数字

も違っております。それを足し合わせて一定の

平均値が出るわけではありますが、それをもっ

て本県の物差しにするのはどうかという思いが

あるところでございます。いずれにしても、本

県の前回の国体の開催以降、かなり施設が老朽

化している状況がございます。一方で、市町村

などでは施設の整備が進んでいる状況もありま

すので、そういう全体の状況を勘案しながら、

どのように県と市町村で連携しながら開催して

いくのか、そういうことを見きわめながら、施

設整備についてもしっかりと検討を進めてまい

りたいと考えております。

時間が来ましたので申し上げ○鳥飼謙二議員

ませんけど、やはり、どれぐらいかかりますよ

と。宮崎県の財政は厳しいわけですから、身の

丈にあった国体をやっていく、障害者スポーツ

大会をやっていくということで取り組んでいた

だきたいと思います。

最後の質問になりまして、ありがとうござい

ました。以上で終わります。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○福田作弥議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時57分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○福田作弥議長

ます。

次は、公明党宮崎県議団、新見昌安議員。

〔登壇〕（拍手） 通告に従い○新見昌安議員

順次、代表質問を行います。知事を初めとし

て、関係各部長、教育長、警察本部長に答弁を

お願いいたします。きょうは私も勝負カラーの

黄色で決めてきました。

まずは知事の政治姿勢についてであります。

日本全体の人口減少に歯どめをかけ、地域活

性化を目指す長期ビジョンと地方創生のための

今後５年間の総合戦略が、年の瀬も押し迫った

昨年12月27日に閣議決定されたところでありま

す。自公連立政権にとって、日本を元気にする

ための最重要テーマが地方創生であることは論

をまたないところであります。現在、宮崎を初

め地方においては、自公連立政権による経済政

策の効果が届いている、こういった実感はまだ

まだ感じられないところであります。

その背景にあるのが、2008年から始まった人

口減少問題であります。現在、若年層を中心

に、多くの人々が地方から東京を初めとした都

市圏に流出しております。人口の流出は、地方

経済の停滞ばかりでなく、生活水準の低下も招

きます。それがさらに人口減少を招いてしまい

ます。まさしくこの負のスパイラルを断ち切る

最後のチャンスが今であります。公明党として

も、対策を強力に進めていこうとしているとこ

ろであります。

今後は、国が示した長期ビジョンと総合戦略

を踏まえ、各自治体も地方人口ビジョンと地方

版総合戦略の策定に取りかかることになります

が、宮崎県版の人口ビジョン及び総合戦略を策

定していく上において、今後の進め方及び市町

村との連携等について、知事の考えを伺いたい

と思います。

壇上からの質問は以上とし、残りは質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕
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〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

本県を含む地方版人口ビジョン及び総合戦略

は、人口ビジョンについては将来の人口推計

を、総合戦略については平成31年度までの政策

目標と施策を、それぞれ策定することとされて

おります。本県におきましては、現在、県の総

合計画の改定を進めており、今議会に提案して

おります長期ビジョンや、６月議会に提案予定

のアクションプランの方向性などを踏まえ、国

の総合戦略も勘案した上で、宮崎県版の人口ビ

ジョン及び総合戦略の策定を９月を目途に進め

てまいりたいと考えております。

なお、本県の総合戦略等を策定するに当たり

ましては、幅広い外部有識者の参画や地方創生

の中心的担い手である市町村との連携を通じま

して、県の戦略の実効性を高めるとともに、県

内市町村が総合戦略等を策定するに当たりまし

ては、情報提供や相談体制を整え、積極的に市

町村を支援してまいりたいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

ありがとうございました。○新見昌安議員

引き続き、２問目にもかかわる事項について

知事に伺っていきたいと思います。知事は、今

回、国が示した長期ビジョンと総合戦略に本県

の実情を反映させるため、昨年10月、国に対し

て、「真の地方創生を実現する「みやざきモデ

ル」の提言」を提出されております。この「み

やざきモデル」の中には６つの施策が掲げてあ

りますが、その３つ目、「若い世代の結婚・出

産・子育ての希望をかなえる」の中に、子育て

支援の充実・強化策として「子ども保険制度」

の創設、こういったものが提言されておりま

す。これが目にとまったところでありました。

この趣旨について伺いたいと思います。

平成25年の本県におけ○知事（河野俊嗣君）

る合計特殊出生率は、全国で２番目に高い1.72

でありますが、人口維持に必要とされる2.07に

は及ばず、少子化問題への対応が喫緊の課題と

考えております。国や県が実施した意識調査に

よりますと、本当は何人子供が欲しいという、

理想の子供の数を持たない理由としまして最も

多いのは、「子育てに関する経済的負担が大き

い」というものであります。国におきまして

は、幼児教育の無償化に段階的に取り組むこと

とされておりますが、その実現に当たっては、

多額の経費を要することが大きな課題となって

いるところであります。

このようなことから、今回、子育てに関する

費用につきまして、例えば、介護保険制度のよ

うな、保険料として広く国民に負担していただ

く仕組みを想定しまして、「子ども保険制度」

の創設を国に対し提言したものであります。

同じく「みやざきモデル」の○新見昌安議員

提言の中において、施策の６つ目、「地方創生

の取組を支える行財政基盤の整備・充実」を求

めておられますが、国の予算案に対する知事の

評価並びに今後の対応についても伺いたいと思

います。

本県は、「真の地方創○知事（河野俊嗣君）

生を実現する「みやざきモデル」」として、国

に対し施策の構築などを求めてきたところであ

りまして、若者定着の受け皿となる雇用の創出

や移住促進、少子化対策などの必要性を強く訴

え、その財政的な支援としまして、地方独自の

判断で活用できる自由度の高い交付金制度の創

設などを求めてきたところであります。これに

対し、国の平成26年度補正予算で、地方が主体

的に取り組む事業を支援する交付金が盛り込ま

れたことに加えまして、平成27年度地方財政計
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画の歳出に、「まち・ひと・しごと創生事業

費」が創設され、約5,000億円分の純増が図られ

たところでありまして、これについて高く評価

しているところであります。

県としましては、地方創生を力強く進めてい

くために、あらゆる関連施策を総動員し、長期

的に粘り強く取り組む必要があると考えており

ますので、国に対しては、引き続き、地方創生

のための予算確保を求めてまいりたいと考えて

おります。

知事の強いリーダーシップを○新見昌安議員

期待しております。よろしくお願いいたしま

す。

次は、平成27年度当初予算案についてであり

ます。

これについては、５つの新規事業について

伺っていきたいと思います。１つ目に、県税収

入納期内納付推進強化事業について２点伺いた

いと思います。

１点目は、事業内容に掲げてあります九州合

同納期内納付推進キャンペーン事業、それと市

町村とタイアップした宮崎総力キャンペーン事

業についてであります。ここでいう県税とは、

この事業名からしても自動車税かなと推測でき

るところでありますけれども、自動車税につい

ては、コンビニ納付あるいはクレジット納付、

こういった納付者の利便性に配慮した取り組み

も、現在実施されております。それを受けて、

かなり納期内納付も進んでいるのではないかと

いうふうに思っていたところでありますけれど

も、本県単独ではなく、九州合同あるいは市町

村とタイアップ、こういった表現から、まだま

だ厳しい状況にあるのかなと思っているところ

であります。そこで、このようなキャンペーン

を張ることになった背景、そしてその内容につ

いて、総務部長に伺いたいと思います。

自動車税の納期内○総務部長（成合 修君）

納付の推進につきましては、これまでも、九州

各県独自に広報活動などに取り組んでいるとこ

ろでございまして、本県を含め九州各県の納期

内納付率は毎年向上しておりますが、全国的に

見ますと、まだまだ低い状況にございます。こ

のため、より効果的な広報活動とするために、

九州各県税務主管課長会議等におきまして協議

・検討を重ねまして、今般、九州各県が広報活

動を合同で実施することとなったものでござい

ます。

次に、県内市町村との合同キャンペーンにつ

きましては、今回、軽自動車税の税率引き上げ

などの税制改正が行われたことから、これを機

に、県内全域で県と市町村が共同で納期内納付

などの啓発活動に取り組むものでございます。

具体的には、九州合同キャンペーンは熊本県

で、市町村との合同キャンペーンは宮崎市で、

いずれも、ゆるキャラ等を活用した出発式を

行った後、各県、各地域を回りまして、街頭啓

発等を行う予定としております。

２点目ですけれども、同事業○新見昌安議員

では、税収確保推進サポーター設置事業、そう

いったものにも取り組まれるようであります。

この狙いと効果についても、同じく総務部長に

伺いたいと思います。

先ほども申し上げ○総務部長（成合 修君）

ましたように、県税の納期内納付の推進につき

ましては、これまで、テレビ、ラジオ等のメ

ディアの活用や、金融機関、コンビニエンスス

トア等へのポスターの掲示など、さまざまな取

り組みを行ってきたところです。今回、さらに

きめ細やかな広報に取り組むため、日ごろから

税の啓発活動に積極的に取り組んでいただいて
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おります関係団体、例えば、法人会や税理士会

などに、広域的に広報活動を行うサポーターと

して協力をお願いしたいと考えております。こ

のような取り組みを行うことにより、県民の自

主納税意識を高めるとともに、納期内納付率の

向上と督促等の滞納整理に係る諸経費の軽減が

図られるものと考えております。

この納期内納付推進強化事業○新見昌安議員

の事業期間を見てみますと、平成30年度までの

４年間であります。キャンペーンが終了したと

きに、宮崎はもちろんのこと、合同でキャン

ペーンを張った九州他県も納期内納付率が格段

に伸びていることを期待したいというふうに思

います。

２つ目の新規事業、「ふるさと宮崎応援寄附

金」振興事業について伺いたいと思います。こ

の事業については、昨年の６月議会において、

県としてふるさと納税の金額を伸ばすために

は、特産品の贈呈を考えてもいいのではないか

と提案したところでありました。そこで、まず

は、年度途中ではありますけれども、平成26年

度のふるさと納税受け入れ実績について、これ

も総務部長に伺いたいと思います。

ふるさと納税につ○総務部長（成合 修君）

きましては、本県では「ふるさと宮崎応援寄附

金」として実施しておりますが、平成26年度の

寄附金受け入れ実績は、きょう現在でございま

すが、33件、320万円となっております。

平成25年度の実績を見てみま○新見昌安議員

すと、46件、343万500円ということでしたの

で、これについては、前年同様の金額になるの

かなとは思っております。

次に、この事業では、寄附者に対するお礼と

して、本県としては初めて、県産品などの品を

送るというふうになっております。お礼の品と

して、どのようなものを選定していこうとされ

るのか、これは商工観光労働部長に伺いたいと

思います。

今回の○商工観光労働部長（茂 雄二君）

「ふるさと宮崎応援寄附金」振興事業は、寄附

しやすい環境の整備とともに、寄附者にお礼の

品を送付することにより、寄附額の増加と本県

の魅力の発信を図る目的で取り組むことにいた

しております。本県には、日本一２連覇の宮崎

牛を初め、完熟マンゴーや地鶏、焼酎など、代

表的な県産品が数多くあります。ふるさと納税

のお礼の品の選定に当たりましては、このよう

な本県を代表する農産物や加工品のほか、本県

が消費者にアピールしたい県産品などを、出荷

時期や商品区分のバランス等を勘案しながら、

寄附額に応じて幅広く選定してまいりたいと考

えております。

この品については、県内あま○新見昌安議員

ねく見渡していただいて、地域間バランスにも

配慮して、選ばれたことでそれぞれの地域の住

民が喜んでくれるような品々を選んでいただき

たいというふうに思います。

次に、この事業によって、どの程度の寄附額

になると想定しているのか。また、この制度を

どのようにアピールしていくのか、同じく商工

観光労働部長に伺います。

福井県の○商工観光労働部長（茂 雄二君）

調査によりますと、寄附金の受け付け実績を公

表している45道府県における平成25年度のふる

さと納税の平均寄附額は約2,640万円となってお

り、本県におきましては、まずその額を上回

る3,000万円を目標に取り組んでまいりたいと考

えております。このため、寄附者にとって魅力

的なお礼の品の提供やコンビニエンスストアで

の寄附を可能とするなど、寄附を促進する環境
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を整備しますとともに、こうした制度内容を、

全国のふるさと納税を紹介するサイトや県の

ホームページ、県広報フェイスブック等に掲載

するなど、さまざまな手法を活用して周知を図

ることとしております。

また、制度を紹介するパンフレットを作成し

まして、県人会や県外における宮崎フェア・物

産展、アンテナショップ等で配布するなど、さ

まざまな機会を捉えまして、積極的にＰＲに努

めてまいりたいと存じます。

国の後押しもあって、全国各○新見昌安議員

地の自治体が、あの手この手で知恵を絞りなが

ら寄附の獲得に乗り出している、その動きにも

拍車がこれからかかっていくんじゃないかと思

います。3,000万という目標達成に向け、御尽力

のほどよろしくお願いしておきます。

ところで、前回の質問に対して知事が答弁さ

れましたように、ふるさと応援寄附金は、ふる

さとを応援したいという思いを寄附という形で

受け入れるものであって、あくまでも寄附して

くれる方の自発的な思いに基づくもの、こうい

う考えも理解できますし、物でつって寄附を募

るのはいかがなものかという考えがあるのも事

実であります。そこで、今回の事業をスタート

するに当たって、ふるさと納税本来の趣旨から

逸脱しないようにするためにどのような点を考

慮されたのか、これについては知事に伺いたい

と思います。

今回の事業では、寄附○知事（河野俊嗣君）

額の増加や本県の魅力や特産品のＰＲなど、さ

まざまな効果も期待できるということで、本県

に寄附をされた方へのお礼の品を設けることと

したわけでありますが、一方で、自治体間で返

礼品による競争が過剰になっているという指摘

もあり、お礼の品の返礼割合が高くなり過ぎな

いように抑えることとしておるところでありま

す。

ふるさと納税の本来の趣旨は、御指摘ありま

したように、ふるさとや特定の自治体を応援し

たいという、いわばファンの方が、自発的な思

いに基づき寄附されることだと考えておりま

す。そのような趣旨からすれば、本県のファン

をふやしていくことが、結果として寄附の増加

につながるものと考えておりますので、私みず

から先頭に立ち、観光や物産など、さまざまな

本県の魅力を積極的にＰＲしてまいりたいと考

えております。

これについても、知事の率先○新見昌安議員

垂範のアクションを期待しております。

３つ目の事業、動物愛護センター共同設置事

業について、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。この事業も２年目に入って、いよいよ本格

的に動き出します。センターがスタートするの

を心待ちにしておられる方々もたくさんおられ

ます。ところで、同センターは、宮崎市との共

同設置ということになっております。そこで、

県と宮崎市の役割分担はどのようになっている

のか、伺いたいと思います。

動物愛護セン○福祉保健部長（佐藤健司君）

ターにつきましては、県民一人一人の中に動物

愛護の心を育み、「人と動物が真に共生する社

会」の実現を目的に、平成29年度当初の開設に

向け、準備を進めているところであります。

県、市の役割分担についてでありますが、セン

ターの建設費用については、共有部分は折半、

専有部分はそれぞれが負担とし、建設に関する

発注事務については、宮崎市が行うことになっ

ております。

また、犬猫の譲渡などの動物愛護業務は、こ

れまでどおり県は宮崎市以外の25市町村を所管
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することにしております。なお、共同設置・運

営により県と市の緊密な連携が図れ、犬猫の譲

渡会や各種イベントなどの開催等において、よ

り効果的かつ効率的な取り組みが実施できるも

のと期待いたしております。

この役割分担、予想に反して○新見昌安議員

結構ややこしいなというのが正直な感想であり

ます。もっと単純にならなかったのかなと思う

ところでもありますけれども、27年度は設計段

階に入ってきます。一番重要な時期だというふ

うに思います。望ましい、県民が喜ぶ施設とす

るためには、その意見にも耳を傾けなければな

りません。県民からの意見聴取についてはどの

ように行うのか、伺いたいと思います。

動物愛護セン○福祉保健部長（佐藤健司君）

ターに関する県民からの意見聴取につきまして

は、平成27年度中に、動物愛護団体、市町村、

県獣医師会などの関係団体との意見交換会を開

催するとともに、広く県民の意見を聞く方法等

につきましても、今後検討してまいりたいと考

えております。

よろしくお願いしておきま○新見昌安議員

す。

「これぞ宮崎の動物愛護センター」と、大き

く他県にアピールできるものとすることも考え

ておく必要があるのではないかと思います。独

自性、アピールポイントにはどういったものが

あるのか、伺いたいと思います。

設置を検討す○福祉保健部長（佐藤健司君）

るに当たりまして、最も留意したことの一つが

立地場所の選定でございました。センターの候

補地は宮崎市清武町の「木原地区ふれあい広

場」としておりますが、周辺には宮崎大学や県

立こども療育センターなどの福祉施設が設置さ

れております。そのため、犬猫の譲渡会やしつ

け方教室など従来の取り組みに加え、このよう

な立地条件を生かし、大学との共同研究や障が

いのある子供と動物との触れ合い活動など、動

物を介したさまざまな事業が展開できるものと

期待いたしております。

多くの県民の期待にたがわな○新見昌安議員

いように、しっかり取り組んでいただきたいと

いうふうに思います。

４つ目に、動物愛護センター共同設置事業と

は切っても切れない関係にあります、「人と動

物が共生する地域社会づくり事業～スタート

アップ事業～」について、同じく福祉保健部長

に伺いたいと思います。まず、平成29年度以

降、活躍の場が大きく広がる動物愛護推進員等

のボランティアについては、単に犬が好きと

か、あるいは猫が好きといった人たちだけでは

どうかなと思うところでありますけれども、ボ

ランティアにふさわしい人の発掘・確保にはど

のように取り組んでいかれるのか伺います。

県が実施する○福祉保健部長（佐藤健司君）

しつけ方教室や動物愛護啓発行事などにおきま

して、現在もボランティアの方々にお手伝いを

いただいておりますが、動物愛護センター設置

後は、特に定期的な譲渡会の開催などの動物愛

護啓発活動を強化するために、さらに多くのボ

ランティアの支えが必要となりますので、公募

や登録制度など他の自治体の取り組みも参考に

しながら、確保策について検討してまいりま

す。

センターの開設は平成29年度○新見昌安議員

であります。それまでの間、ボランティアの

方々の意識を高めるため、あるいは意識を持続

させるためにどういった取り組みを行うのか、

伺いたいと思います。

平成29年度当○福祉保健部長（佐藤健司君）
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初の動物愛護センターの開設に合わせ、ボラン

ティアの方々の活動内容の充実が課題となりま

すので、今後２年間での育成が特に重要である

と考えます。このため、できるだけ早期からボ

ランティアの募集に取り組むとともに、動物の

習性や飼養方法などの知識の習得や、県の動物

愛護の取り組みなどを理解していただくための

研修プログラムの作成、並びに定期的な研修会

や意見交換会を行うなど、動物愛護団体、市町

村などとも連携しながら、ボランティアの意識

の向上を図ってまいりたいと考えております。

ボランティアの育成・強化で○新見昌安議員

は、地域に根づいた取り組みの県全体への拡大

も目指しておられます。県央地区のボランティ

アの活動の場がセンターにあるということは予

想できますけれども、県央地区以外のボラン

ティア活動についての基本的な考え方を伺いた

いと思います。

動物愛護を推○福祉保健部長（佐藤健司君）

進するためには、県央地区だけではなく、県内

全域でのボランティア活動の展開が重要である

と認識いたしております。このため、動物愛護

センター開設を見据え、各保健所と動物愛護団

体、市町村等との連携のもと、県内各地で開催

するしつけ方教室や譲渡会においてのボラン

ティア活動の強化を図り、地域に根づいた動物

愛護活動を促進していきたいと考えておりま

す。

よろしくお願いしておきま○新見昌安議員

す。

５つ目、最後になりますけれども、特殊詐欺

被害防止コールセンター事業について、警察本

部長に２点伺いたいと思います。まず、コール

センター事業の架電対象者について、「被害を

受けるおそれのある者等」というふうになって

おりますが、被害を受けるおそれのある者等を

どのように選定していかれるのか伺いたいと思

います。

コールセンター○警察本部長（坂口拓也君）

事業の架電対象者である「被害を受けるおそれ

のある人」につきましては、２つの選定方法を

想定しています。

１つは、特殊詐欺事件の捜査の過程で、犯行

グループの拠点などから押収した被害対象者の

名前が掲載された名簿を活用する方法でありま

す。実際に犯行グループが利用していた名簿で

ありますから、その名簿に掲載されている方々

は、最も被害を受けるおそれがある方々であり

ます。この名簿に掲載された方々に対して電話

をかけ、注意喚起するということを予定してお

ります。

２つ目は、電話帳に掲載されている方の中か

ら選定する方法であります。被害者の多くは高

齢者であり、今後も高齢者が被害者として狙わ

れる可能性が高いことから、高齢者に多い片仮

名の名前の方を優先して選定するということを

予定しております。また、同じだましの手口に

よる電話が多発している場合、その発生地域に

居住されている方々に対して、電話帳をもとに

集中的に電話をかけるということも想定してお

ります。

１つ目の選定方法については○新見昌安議員

感嘆符ですけれども、２つ目の前半部分は少々

疑問符であります。ただ、私たち一般人が知り

得ない、捜査で得た電話番号などの情報を警察

として保有しておられるのでしょうから、これ

以上は申しません。

次に、オペレーターに対する教育にはどのよ

うに取り組んでいかれるのか、伺いたいと思い

ます。
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オペレーターに○警察本部長（坂口拓也君）

対する教育、指導は、発生現状を把握しており

ます警察が直接実施する予定です。注意喚起を

行う上で、特殊詐欺の発生現状や具体的なだま

しの手口を初め、被害の発生状況に応じた電話

をかける相手の選定、さらには警察との緊密な

連絡方法について、指導教育を行っていきま

す。業務委託事業者については、オペレーティ

ング業務に必要な一定の技術や実績を有した業

者に委託することとしております。実績に基づ

いた事業者独自の指導教育に加え、警察による

必要な知識や情報の提供及び申し上げました指

導教育により、実効あるコールセンター事業と

なるよう努めてまいります。

「被害を受けるおそれのある○新見昌安議員

者等」の中には、注意喚起の電話の意味さえよ

く理解できない人、あるいはその逆に、意識が

高くて、その電話さえ疑うような人もいるかも

しれません。その意味では、応対するオペレー

ターのいわゆる応酬話法というか、オペレー

ターの資質の向上に常に努めていく必要がある

のではないかと思います。事業期間は３年間と

なっていますけれども、被害の激減につながる

ように期待しております。

次に、高齢者を取り巻く課題等について何点

か伺っていきたいと思います。

平成26年10月１日現在の年齢別人口を見てみ

ますと、65歳以上の老年人口は31万7,416人で過

去最高であります。前年比で約9,300人増加して

おります。一方、15歳未満の年少人口は15

万3,228人で過去最低、前年比で約1,300人減少

しており、少子高齢化の一層の進展がうかがえ

る結果となっております。

そのような中、少々旧聞に属するところでは

ありますけれども、国立社会保障・人口問題研

究所の調査によりますと、ひとり暮らしをす

る65歳以上の男性のうち、会話の頻度が２週間

に１回以下という人が、６人のうち１人に上る

という結果になっており、独居の高齢男性が社

会から孤立しがちな実態が明らかになっており

ます。このような状況を勘案すると、高齢の、

特に男性に活躍の場を提供してやるということ

が、高齢者対策の一つとして重要になってくる

のではないかと考えます。県においてはどのよ

うに取り組んでいるのか、福祉保健部長に伺い

たいと思います。

高齢化の進行○福祉保健部長（佐藤健司君）

や高齢世帯に占める単独世帯の増加の中、男性

高齢者も、社会的なつながりを保ちながら、地

域を支える一員として活躍していただくことが

一層重要となっております。このため、県とい

たしましては、高齢者の方々が持っておられる

知識、経験、能力等を生かして社会に出ましょ

う、あるいは主体的な活動をしましょうという

呼びかけのもとに、９月の「シニアパワー宮崎

づくり月間」に各種啓発活動を集中的に実施す

るとともに、ＮＰＯ等の活動に参加するための

きっかけづくりとなる「シニア・団塊世代応援

フェア」の開催や、社会参加に取り組む団体等

に一定期間、体験入会をしてもらう「シニアイ

ンターンシップ事業」を行うことにより、男性

の方々も含め、多くの高齢者が活躍できる場づ

くりを進めているところであります。

高齢化の進行に伴って、認知○新見昌安議員

症もふえてまいります。直近の平成27年１月の

厚生労働省の推計によりますと、認知症の人

が10年後の2025年には700万人に達し、これは65

歳以上の高齢者の５人に１人に当たる計算にな

るそうであります。認知症になる可能性は年齢

とともに高まるので、今後さらにふえてくると
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いうふうに予想されております。そういった

中、国においては、情報を共有し、総合的な対

策を推進するため、関係省庁連絡会議をつくっ

ておりますけれども、県においても、国に倣っ

て部局横断的な連携を図るべきだと思います

が、福祉保健部長に見解を伺いたいと思いま

す。

認知症高齢者○福祉保健部長（佐藤健司君）

の増加が予想される中で、認知症の方やその家

族が安心して暮らせる社会を実現していくため

には、医療や介護だけでなく、消費者保護な

ど、暮らし全般にわたる幅広い分野において施

策の推進が必要と考えられますので、関係部局

による連携が一層重要になると考えておりま

す。現在、県では、高齢者対策の総合調整を図

り、その対策を推進する部局横断的な組織とし

て、高齢者対策推進会議を設置いたしておりま

すので、今後、この会議を活用しながら、認知

症高齢者支援策の充実に取り組んでまいりたい

と考えております。

この点につきましては、安心○新見昌安議員

しました。しっかり取り組んでいただきたいと

いうふうに思います。

認知症高齢者やその家族が安心して暮らせる

環境をつくっていくことが大事であります。認

知症については、教育現場でも理解を深める必

要があるというふうに思います。聞くところに

よりますと、高等学校の家庭科においては、10

時間程度の高齢者に関する授業を行って、その

中で認知症についても扱っているというふうに

聞いております。そのほか、同じく高等学校の

保健体育科の授業でも認知症について触れてい

るようですけれども、小学校、中学校において

は取り扱っていないようであります。こういっ

た小学校、中学校に通う年齢の子供たちにこ

そ、認知症に対しての理解を深めてもらわなけ

ればならないというふうに思います。教育長の

見解を伺いたいと思います。

小中学校において、○教育長（飛田 洋君）

認知症についての学習というのは、学習指導要

領で学習するような位置づけはされておりませ

んが、総合的な学習の時間で福祉に関するテー

マを取り扱い、外部講師を招いて認知症サポー

ター養成講座を実施し、講座で学びを深めた子

供たちに、その証であるオレンジリングを授与

したり、高齢者との交流の中で、実際に認知症

の方々とも触れ合う活動をしているような学校

もございます。日本や宮崎の現状を見ますと、

高齢化が進む中ではありますが、一方では高齢

者との同居世帯も少なくなっているような状況

もありますので、学校教育の中で工夫しなが

ら、子供たちの認知症に対する理解を深めてい

き、思いやり、それから相手を尊重する心を育

てていくことが大切であると思います。

高齢者を取り巻く課題等に関○新見昌安議員

する最後の質問になりますけれども、高齢者虐

待について伺いたいと思います。県がホーム

ページで公表している高齢者虐待の対応状況等

に関する調査結果によりますと、平成25年度に

養護者 すなわち高齢者の世話家族、親族、―

同居人 による高齢者虐待の事実が認められ―

た件数は117件、前年より７件減少しておりまし

た。一方で、市町村における相談や通報件数

は210件で、前年より９件増加しております。

高齢者虐待は、虐待をしている養護者本人に

は虐待をしているという認識がない場合が多

く、また、虐待を受けている高齢者自身も養護

者をかばう、あるいは人に知られたくない、こ

ういった思いがあるために、発見しにくい状況

にもあるというふうに聞いております。高齢者
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虐待を減らすための取り組み、どのように行っ

ているのか、福祉保健部長に伺います。

高齢者虐待へ○福祉保健部長（佐藤健司君）

の対応につきましては、市町村や地域包括支援

センターの職員に対する研修会を開催いたしま

して、介護の負担を一人で抱えている、あるい

は近所づき合いがないなど、虐待が起こりやす

い介護者の状況への対応能力の向上に努めます

とともに、マニュアルの作成についても助言し

ているところであります。また、家族等による

虐待のリスクに気づきやすい立場にある介護支

援専門員や訪問介護員などの介護サービス従事

者を対象に、虐待防止をテーマとした研修も

行っているところであります。

さらに、地域における見守りも重要でありま

すことから、電気・ガスや宅配業などの民間事

業者の方々で構成する「みやざき地域見守り応

援隊」を昨年２月に結成し、日常的に見守り活

動を行っていただいておりまして、既に体調の

すぐれない方の発見など、成果を上げていただ

いているところでございます。

虐待の被害者は女性が圧倒的○新見昌安議員

に多い状況にあります。加害者は、息子が約４

割、夫が２割、こういったデータも以前見たこ

とがあります。家族が壊れ、さらに悲惨な結果

につながらないよう、万全の取り組みをお願い

しておきたいと思います。

次は、県民との語らいを通してであります。

この１カ月間、目前に迫った４月を見据え

て、極めてハードな日々を送ってきました。身

も細る思いでございます。実際４キロほど体重

を落としましたが、この間、数多くの県民か

ら、さまざまな要望あるいは相談を受けてまい

りました。その中には、市レベルの要望、例え

ば側溝のふたかけとか市道の穴ぼこを埋めてく

れとか、こういった相談もたくさんあります

が、県にかかわるものもありましたので、その

中から何点か伺っていきたいというふうに思い

ます。

まずは、観光案内板等の多言語化についてで

あります。これを要望された方は、大学卒業

後、ふるさと宮崎を離れ、40年間タイで生活さ

れた後にリタイアして、宮崎に帰ってきたとい

うことでありましたが、2020年をにらんで観光

客の誘客に取り組んでいくということであれ

ば、タイやインドネシア、こういった国々から

の観光客への対応もいち早く考えるべきだと、

本当に熱っぽく語っておられました。これから

誘致合戦がますます激しさを増してくるという

ことを考えれば、当然の指摘ではないかと思い

ます。

そこで伺いたいんですが、観光案内板等の多

言語化については、英語、中国語等の主要な言

語に加え、先ほど言いましたタイやインドネシ

ア等の言語にも対応していく必要もあるのかな

と思います。県としてどのような対応を考えて

おられるのか、商工観光労働部長に伺います。

県では、○商工観光労働部長（茂 雄二君）

観光案内板を日本語、英語、中国語、韓国語の

４カ国語で表示するほか、スマートフォン対応

ＱＲコードにより、県の観光案内サイトである

「旬ナビ」にリンクさせ、４カ国語による、よ

り詳しい情報提供を行っております。近年、タ

イやインドネシアなどからの訪日観光客が増加

していることから、本県でもこれらの言語への

対応が必要と考えておりますので、来年度はこ

の「旬ナビ」に、タイ語、インドネシア語、マ

レー語にも対応した自動翻訳機能を加える予定

にしております。今後とも、外国人観光客の誘

客を図るため、多言語対応についての取り組み
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を進めてまいりたいと考えております。

多言語に対応した観光アプ○新見昌安議員

リ、時代の先端ではないかと思います。いち早

く対応されるということは評価したいと思いま

す。魅力あふれるものになることを期待してお

きます。

大塚台の県営住宅、市営住宅を訪れたときの

ことでありました。４階、５階部分に住んでい

る高齢者から直接、あるいはそのような高齢者

を友人に持っている方から間接的に、１階に移

りたい、移してやってほしいという声、幾つか

受けました。県営の大塚台団地が整備されたの

は、昭和40年代後半から昭和51年くらいにかけ

てであります。エレベーターは設置してありま

せん。既に40年経過しております。当初からの

入居者がまだおられるかどうか定かではありま

せんけれども、入居者の高齢化が進んでいる団

地であるということは事実であります。そこで

伺いますが、このような県営住宅の上層階に住

む高齢者が１階への住みかえを希望する場合、

どのように対応しておられるのか。これについ

ては県土整備部長に伺いたいと思います。

県におきま○県土整備部長（大田原宣治君）

しては、高齢者が安全・安心で快適に暮らすこ

とができますよう、宮崎県住生活基本計画に基

づきまして、公営住宅のバリアフリー化や声か

けなどの見守り支援の取り組みを行っていると

ころです。お尋ねにあります、高齢者の方が１

階への住みかえを希望する場合につきまして

も、階段の上りおりに支障があることなどの理

由を確認した上で、空き室への住みかえを進め

ているところであり、今年度の実績は、現時点

で18件となっております。今後とも、県といた

しましては、県営住宅の１階の空き室のバリア

フリー化を順次進めていくことによりまして、

高齢者向け住宅の確保に努めてまいりたいと考

えております。

４年前のこの時期、ことしと○新見昌安議員

同じような動きをしておったわけですけれど

も、大塚台にある警察職員宿舎、また県職員宿

舎、数多くの空き室がありました。この空き室

を県営住宅として一般県民に貸し出すことはで

きないかと、その年の２月議会で質問したとこ

ろでありましたが、当時の稲用総務部長から

は、「現実的に困難」との答弁でありました。

今回も当初は、せめてそれらの１階部分だけで

も住みかえを希望している高齢者のために開放

できないか、こういった質問をしようとも考え

たところでありましたけれども、これについて

は、４年前と同じような答弁、容易に想像でき

ましたので、県営住宅間での高齢者の住みかえ

に積極的に取り組んでもらいたいという思いで

質問したところです。この点については、よろ

しくお願いしておきます。

次に、音楽を専門とする教員の採用に関連し

て、教育長に３点伺いたいと思います。私の地

元の赤江小学校、大淀小学校は、吹奏楽が盛ん

で、コンクールでも優秀な成績をおさめたとい

うふうに聞いております。そこでまず、平成26

年度の九州大会以上の音楽コンクール等におけ

る県内国公立学校の主な入賞実績はどのように

なっているのか、伺いたいと思います。

本県国公立学校の本○教育長（飛田 洋君）

年度の音楽コンクールなどの主な入賞実績につ

きましては、まず合唱ですが、九州大会におい

てコンクールの最高位である金賞を、住吉南小

学校、宮崎大学附属中学校、妻高等学校が受賞

し、そのうち宮崎大学附属中学校は、全国大会

でも銀賞を受賞しております。吹奏楽では、九

州大会において、金賞には、今おっしゃったよ
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うに、議員の地元の大淀小学校、赤江小学校、

大淀中学校、都城商業高校が輝いております。

そのうち、大淀小学校につきましては、全国の

コンクールである全日本バンドフェスティバル

においても金賞を受賞いたしております。この

ようなすばらしい結果は、子供たちの才能を磨

き上げ、輝かせていただいた指導者の情熱や指

導力、そして、何よりも一生懸命取り組んだ子

供たちの頑張りの結果だと、本当に心から喜ん

でおります。

本当にすばらしい成果をおさ○新見昌安議員

めておられることに対して、改めて心から敬意

を表したいと思います。

ところで、仄聞するところによれば、中学、

高校の音楽の先生の採用が極めて少ないようで

あります。各種コンクールで活躍されている先

生方がいなくなった後が心配という声もござい

ます。そこで伺いますが、本県における中学校

及び高等学校音楽科教員の過去10年間の採用状

況をお示しください。

教員の採用につきま○教育長（飛田 洋君）

しては、児童生徒数の減少や退職者数との関係

などを細かく調査いたしまして、必要な人数の

採用を計画的に行ってきております。音楽科教

員の過去10年間の採用数は、中学校が、平成23

年度に１名、25年度に１名、26年度に１名、高

等学校が、平成17年度に１名、平成25年度に１

名であります。

高いレベルにある本県の音楽○新見昌安議員

教育の伝統は、ぜひとも受け継いでいってほし

い。今まで積み上げてきた実績を無駄にしない

でほしい。そのためにも、10年後、20年後を見

据えた計画的な採用が必要不可欠というふうに

考えますが、見解を伺いたいと思います。

職員数が少ない音楽○教育長（飛田 洋君）

のような教科では、児童生徒数が減少する中に

あって、新しく教員を採用するということは極

めて困難な状況にございます。年齢構成や今後

の退職者数等も見越しながらも、芸術という情

操にかかわる教科の重要性に十分配慮し、中長

期的な展望を持って、平成25年度採用から、音

楽科などでは可能な限り計画的に継続して採用

することといたしました。

中学校音楽では、25年度に１名採用、26年度

にも１名採用し、27年度の採用選考試験では、

２名を内定としたところであります。また、27

年度採用から、特別支援学校にも新たに芸術の

採用枠を設置し、音楽では１名を内定といたし

ました。今後とも、少人数の教科でも指導技術

等が継続的に引き継がれるよう、長期的な展望

を持って、可能な限り採用に努めてまいりたい

と考えております。

この点は、ぜひともお願いし○新見昌安議員

ておきたいと思います。

次に、ゾーン30について警察本部長に伺いま

す。ゾーン30については、これまでにも何回か

取り上げられております。子供さんを小学校に

通わせている、交通安全意識の高い親御さんか

ら、ゾーン30の設置の要望を受けました。そこ

で、この設定方法、設置地区の状況について、

改めて伺いたいと思います。

ゾーン30の設定○警察本部長（坂口拓也君）

方法につきましては、交通量や交通事故の発生

状況等をもとに、道路管理者や地域の皆さんと

協議・調整して設定しております。県内の設置

状況につきましては、現在まで25カ所を整備し

ております。今後の予定につきましては、地域

住民の要望等を踏まえ、道路管理者と連携し

て、計画的に整備してまいりたいと考えており

ます。
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ゾーン30の整備は、現時点で○新見昌安議員

は平成28年度までとなっているようでありま

す。しかし、県民からの要望にもぜひとも前向

きに応えていただき、１カ所でも多く整備して

いただくよう要望しておきます。

次に、設置後の効果をどのように評価してお

られるのか伺いたいと思います。

ゾーン30設置後○警察本部長（坂口拓也君）

の効果でありますが、交通事故の発生件数で見

ますと、平成25年度までに整備が終わった９カ

所では、一部の地域でわずかに増加したところ

は見られますが、全体では、整備後の１年間

で、35件から約３割減少の23件となり、交通事

故抑止に一定の効果が見られるところでありま

す。また、地域住民等からは、「カラー舗装で

安心して歩きやすくなった」「車の速度が落ち

た」などの声が寄せられておるところでござい

ます。

ゾーン30につきましては、設○新見昌安議員

置場所の周知も重要じゃないかと考えます。神

奈川県警の例ですけれども、ここでは、去年の

９月から、毎月30日を「ゾーン30の日」と制定

して、県内全域の指定区域内で、通学時間帯に

見守り活動、取り締まりを強化する運動を展開

するとともに、モデル地域を選んで、ゾーン30

をＰＲする旗を区域内にある小学校や保育園に

贈呈し、見守り活動などで地域住民がこの旗を

使用しているようであります。こういった取り

組みも参考になると思いますが、本県における

ゾーン30の周知はどのように行っているのか伺

いたいと思います。

警察では、県民○警察本部長（坂口拓也君）

へのゾーン30の周知を図るために、ゾーン内で

の標識、表示を整備するとともに、県警ホーム

ページへの掲載、交番・駐在所のミニ広報紙や

各種会合を活用した広報、市町村や報道機関等

への情報提供等により、周知に努めているとこ

ろであります。また、警察庁を通じてカーナビ

事業者に情報提供し、カーナビによるゾーン30

の周知も行っております。今後もあらゆる機会

を通じて、さらなる周知に努めてまいりたいと

考えております。

この点も、よろしくお願いし○新見昌安議員

ておきます。

最後になりますが、過去の質問のその後につ

いてということで、今回の質問は、今期を締め

くくる代表質問ということもありますので、何

点か思い入れのある過去の質問のその後につい

て触れたいと思います。

まず、平成24年２月議会で質問いたしました

不育症対策についてであります。不育症、すな

わち、妊娠はするけれども、死産や流産を２回

以上繰り返して、結果的に子供を持てない状況

にある方に対して、少子化対策の一環として、

また若い夫婦の負担軽減を図るためにも、県と

して何らかの助成制度をつくるべきではないか

という質問をいたしました。その際は、「国に

おいても、不育症治療費の助成制度について方

向性が示されていないということで、国の動向

を注視していく」という答弁でありました。私

としては、「国の動向を見守るだけではなく、

県から声を上げていっていただきたい」と要望

したところでありました。その後、３年が経過

しましたけれども、今回の補正予算で、男性不

妊・不育症治療費助成事業として600万円の予算

が計上されており、事業化されたことを大変う

れしく思っております。

そこで伺いますが、この事業内容は具体的に

はどのようなものなのか。また、余り知られて

いない不育症への関心や認識を高めるために
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も、この助成事業についての周知が重要になっ

てくるというふうに考えますが、この点につい

てはどのように取り組んでいかれるのか、福祉

保健部長に伺いたいと思います。

平成22年度の○福祉保健部長（佐藤健司君）

厚生労働科学研究報告書によりますと、不育症

は年間約３万人が発症すると推定され、その支

援が課題となっております。不育症の原因の25

％は血液凝固異常ということでございまして、

この原因に関しましては、治療法が確立してい

るということでございます。このため、県とい

たしましては、今回、県独自の新たな事業とし

て、不育症の治療費について、１件当たり最大

８万円を助成したいと考えております。今後、

産科医療機関、市町村、保健所を通じ、また、

今後新たに作成する啓発ポスターを初め、県政

番組、県の広報紙、ホームページなどを活用し

て、広く県民へ周知していきたいと考えており

ます。

よろしくお願いします。○新見昌安議員

次に、昨年の６月議会で質問した鳥獣被害対

策についてであります。公明党としましても、

今回の統一地方選の重点政策として、「鳥獣被

害対策を強化し、地域資源のジビエを生かした

地域活性化の推進」を盛り込んでいるところで

あります。

近年、ふえ過ぎた鹿やイノシシなどが、農作

物や生態系に深刻な被害を与えております。こ

れを改善するためには、捕獲を強化する必要が

あるとして、昨年、鳥獣保護法の改正もなさ

れ、国においても、狩猟者の確保に向けての方

向性を打ち出しているところでありますが、全

国の狩猟免許取得者数を見てみると、35年前の

約45万人に対して、最近は20万人前後で推移し

ております。このうち60歳以上は、35年前は

約10％でしたが、平成24年は約65％と高齢化の

進展が著しく、今後を見据えて、鳥獣被害を防

止する現場の第一線に立つ狩猟者の確保に積極

的に取り組む必要があるというふうに考えま

す。

前回、本県の狩猟者確保対策を質問したとこ

ろ、「26年度に法人捕獲促進事業を創設するな

どして、狩猟者の確保に努めていく」との答弁

でありましたが、その後の狩猟者確保に向けた

取り組みの現状、その成果について、環境森林

部長に伺いたいと思います。

狩猟者の減少○環境森林部長（徳永三夫君）

・高齢化が進む中で、有害鳥獣対策等に的確に

対応していくためには、新規狩猟者の確保が大

変重要であります。このため、県ではこれま

で、法人捕獲を初め、受験希望者を対象に無料

の事前講習会の開催や試験の休日実施、さらに

は県内各地に試験会場を設けるなど、さまざま

な対策を講じてきたところであります。本年度

も、延岡市を新たに試験会場として追加いたし

まして、合格者は県全体で231名と、前年度に比

べ29名増加したところであり、これらの取り組

みによりまして、狩猟者の減少に歯どめがかか

り、昨年度、わずかではありますが、増加に転

じたところでございます。今後とも、猟友会等

と連携を図りながら、受験しやすい環境づくり

に取り組み、狩猟者の確保に努めてまいりたい

と考えております。

狩猟者の減少に歯どめがか○新見昌安議員

かって、若干ふえたということで、評価したい

と思います。今後も継続的な狩猟者確保対策を

お願いしておきます。

狩猟者がふえるということは、今後、野生鳥

獣の捕獲数がふえる、そして、捕獲した野生鳥

獣の肉の食用としての利活用が増加することが
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見込まれます。また、昨年、鳥獣保護法が改正

された際には、「捕獲された鳥獣を可能な限り

食肉等として活用するため、国において最新の

知見に基づくガイドラインを作成するととも

に、各都道府県におけるマニュアル等の作成を

支援するなど、衛生管理の徹底等による安全性

の確保に努めること」という参議院環境委員会

附帯決議がなされ、国においては、昨年11月に

「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針（ガイド

ライン）」が策定されております。

前回、本県における衛生管理マニュアルの作

成について質問したところ、「国のガイドライ

ンの内容を踏まえて、県独自のマニュアルの作

成に取り組みたい」ということでありました。

その後、県のマニュアルの作成状況はどうなっ

ているのか。また、作成されたマニュアルを十

分理解し活用してもらうためには、周知が大事

になってくると思いますが、周知にどのように

取り組んでいくのか、福祉保健部長に伺いたい

と思います。

シシ肉や鹿肉○福祉保健部長（佐藤健司君）

などを衛生的に処理するための県独自のマニュ

アルにつきましては、現在、昨年11月に示され

た国のガイドラインの内容を踏まえ、県民にわ

かりやすいものとなるよう、年度内の完成に向

けて、関係部局との最終調整を行っているとこ

ろでございます。なお、作成後は、食品などの

事業者や狩猟者を対象にした営業許可講習会や

狩猟免許講習会の場、さらには、保健所職員に

よる食肉を取り扱う施設への訪問活動の機会を

利用し、周知を図っていきたいと考えておりま

す。

本県独自のマニュアルについ○新見昌安議員

ても、年度内に完成見込みということで、安心

いたしました。今後、作成後の周知について

も、しっかり力を入れていっていただきたいと

いうふうに思います。

捕獲した鳥獣を衛生的に処理するための国の

統一した衛生管理指針、また県のマニュアルも

整備されると、今後、安心してジビエを食べら

れるようになり、愛好家もふえていくのではな

いかというふうに思います。

前回の質問でも述べましたが、昨年２月、長

野市で開催された全国ジビエサミットに、重松

議員と一緒に参加してきました。また、和歌山

県では、「ジビエウィーク」というものを設け

て、県内のホテルやレストランで鹿肉やイノシ

シ肉を使った特製メニューを提供して、それを

約100店舗で取り扱うなど、ジビエを活用した地

域経済の活性化に取り組んでいるようでありま

す。本県においても、ジビエを活用して、中山

間地域の活性化などにつなげていくことができ

ないかというふうに考えます。ジビエの利活

用、県としても積極的に取り組むべきと考えま

すが、ここについては知事の見解を伺いたいと

思います。

狩猟肉の利活用を図る○知事（河野俊嗣君）

ことは、地域資源を生かして地域を活性化して

いく、そういう観点からも大変重要であるとい

うふうに考えております。県としましては、こ

れまで、諸塚村や西米良村にあります狩猟肉処

理施設の整備などの支援をしますとともに、鹿

肉の販売に取り組まれている企業の人材育成等

の支援を行ってきたところであります。しかし

ながら、事業として行うに当たりましては、販

売先の確保や安定供給、採算性の確保など、解

決すべき課題もあるところであります。県とし

ましては、引き続き、事業者や市町村等と連携

しまして、有効な利活用に向けて検討を進めて

まいりたいと考えております。
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東京都千代田区に、食に関す○新見昌安議員

る調査研究を行う「ぐるなび総研」という会社

がございます。ここで、昨年12月、その年の世

相を反映する「今年の一皿」というものにジビ

エ料理を選んでおります。「今年の一皿」は、

日本の食文化の普及と継承を目的として、昨年

初めて取り組んだようであります。「今年の一

皿」でジビエを選定した理由の一つとして、

「衛生管理指針の作成でジビエ料理の提供が本

格化する」ということを挙げております。

昨年５月の鳥獣保護法改正で、知事が認定し

た専門事業者に狩猟を委託することもできるよ

うになりました。猟師や獣肉の処理施設の責務

も明確になりました。ジビエ普及への道筋は

しっかりついたというふうに思います。野生鳥

獣の被害軽減、そして地域の振興、まさしく一

石二鳥ではないかと思います。地方創生も念頭

に置いて、積極的に取り組まれることを強く要

望し、以上で全ての質問を終わります。ありが

とうございました。（拍手）

ここで休憩いたします。○福田作弥議長

午後２時10分休憩

午後２時38分開議

休憩前に引き続き会議を開き○福田作弥議長

ます。

次は、愛みやざき、西村賢議員。

〔登壇〕（拍手） 代表質問も○西村 賢議員

最後になります。愛みやざきを代表して質問を

行います。

我々県議会議員の任期も、この議会をもって

終わることになりますが、県政の継続はもとよ

り、10年、20年先の状況も予見をしながら、本

県のビジョンを議論してまいりたいと思いま

す。執行部の皆様方の明快な御答弁をよろしく

お願い申し上げます。

まず、知事の政治姿勢について質問を行いま

す。

知事は昨年の12月、知事選挙におきまして、

圧倒的な得票で再選をされました。まずもっ

て、おめでとうございます。知事は２期目のス

タートに当たり、この県議会初日に、「みずか

らが先頭に立ち」と力強く述べられました。知

事のリーダーシップと迅速な決断に、今後期待

をしてまいりたいと思います。

さて、昨年の東九州道都農―日向間の開通に

より、県北方面の交通事情も大きく変わりまし

た。まだ１車線区間も多く、通行料金の割高感

に利用者の不満もありますが、所要時間の短縮

には大きく寄与しています。

いよいよ、ことし３月21日に東九州道蒲江―

佐伯間が開通の予定となり、宮崎―大分間の

ミッシングリンクが解消され、大分県の日出

ジャンクション、佐賀県の鳥栖ジャンクショ

ン、宮崎県のえびのジャンクションを経由すれ

ば、大きな輪のようにつながります。北九州か

ら大分への開通も平成28年度末を見込み、今後

は北九州―宮崎を結ぶ東九州軸経済圏の形成も

考えていかねばなりません。高速道路の整備の

進捗とともに、物流や観光、人口流出など、ほ

かの地域との競争の激化やストロー現象など懸

念すべきことは多々ありますが、交通インフラ

の整備によって、やっとほかの地域と競争する

ことができるスタートラインに立てることにな

ります。河野知事は、宮崎―大分間開通に伴う

本県物流の動きについてどのように考えている

のか、伺います。

以下、質問者席より質問を続けます。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）
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す。

東九州自動車道で宮崎市から大分市までが開

通する、これは北部九州地域との輸送時間の短

縮による物流の効率化につながります。自動車

産業における取引の拡大など、広域の経済交流

が促進され、本県産業の振興に資するものと考

えております。一方で、県内の荷主や運送業者

が他県の港を使いやすくなるなど、地域間競争

がさらに激化するとの懸念もあるところであり

ます。県としましては、モーダルシフトを推進

する上でも、細島港を初めとする県内港湾に貨

物を集める必要があると考えておりますので、

今後とも、九州中央自動車道などの整備に努め

ますとともに、地元自治体と連携して荷寄せ支

援などを行い、高速道路の開通効果を最大限に

生かしてまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

今後も東九州道の整備が進○西村 賢議員

み、東九州軸がますます発展していくとは思い

ます。また先日、４月29日、延岡北方道路開通

のうれしい報告もありました。今後はさらに、

延岡―熊本間をつなぐ九州中央道の整備も進め

ていかなければならないと思います。

物流に大きな影響を与えるのは道路と港湾で

あります。東九州の扇のかなめと呼ばれて久し

い細島港も、国際的な貨物船の規格に対応する

ため、本年３月には第17号岸壁、いわゆる水

深13メートルの岸壁の整備も完成の予定と聞い

ております。非常にありがたいことであります

し、県内物流にも大きく影響し、県内企業や県

民にも大きなメリットがあると思います。

しかし、この17号岸壁の整備も、平成９年に

計画をされ、ことし平成27年の３月をもって完

成いたしますが、着工までに18年もの歳月が流

れてまいりました。その間に、経済のグローバ

ル化や国際競争はさらに進んでまいりました。

計画当時は13メートルの岸壁でもよかったかも

しれませんが、現在、新パナマックスと呼ばれ

る世界標準は15メートルの水深になろうとして

おります。今でも細島港に寄港する大型船は、

一度ほかの港で積み荷をおろして軽くして入港

すると聞きます。いわゆるセカンドポートにな

ります。今後は本県も、最初に大型船が入港で

きるファーストポートを目指していかなければ

いけないと思います。これから10年、20年先を

考えていくに、本県の港湾の整備計画の改正が

本年予定されておりますが、この改正が非常に

重要であると思います。今後の港湾整備をどの

ように考えているのか、知事に伺います。

細島港につきまして○知事（河野俊嗣君）

は、重点港湾の指定を受けて以降、中国木材株

式会社などの企業進出や17号岸壁の整備、さら

には高速道路の開通などが進んでいるところで

ありまして、地域の産業を支える東九州の物流

拠点として、企業誘致や観光振興などに大きく

貢献する港としての発展がますます期待されて

いるところであります。

このような中、細島港では、船舶の大型化に

対応した大水深の岸壁や、新たな企業進出を見

据えた用地の確保などの課題が生じております

ので、現在、細島港長期構想検討委員会におい

て、港湾計画改定に向けた検討を行っていると

ころであります。今後とも、国や地元、関係団

体とも十分に連携を図りながら、細島港が九州

の扇のかなめとして、その優位性を最大限に発

揮し、競争力のある港へと発展するよう、なお

一層の機能充実に努めてまいりたいと考えてお

ります。

今の知事の御答弁、非常にす○西村 賢議員

ばらしいと思います。やはり１期目のときより
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も２期目のほうが、非常に前向きな力強い答弁

をいただいていると思います。

物流対策というのを強化していくのは、もち

ろん当然なのですが、やはりその先に地場企業

が元気になって、また誘致企業も呼び込めて、

そしてまた雇用、仕事をつくっていって、最終

的にそこに定住化していく経済の発展がなけれ

ばと考えております。ぜひ、先ほどの前向きな

御答弁のように迅速な対応を、今後ともよろし

くお願いしたいと思います。

次に移ります。格差の是正が政治的な課題と

なる中で、親が貧困であった場合、その子供に

も貧困が受け継がれていくことを「貧困の連

鎖」と呼び、大きな社会問題となっておりま

す。本県でも、昨年は宮日新聞が子供の貧困を

テーマに連載を行い、今なお県内では勉強会な

どが開かれ、問題意識の高さをあらわしており

ます。関西国際大の道中教授の研究によります

と、貧困の連鎖の発生率は25.1％に上り、貧困

の連鎖には高等学校卒業の有無が大きく影響し

ているとのことでした。

本県の生活保護世帯のうち、18歳未満の被保

護人員数は、昨年７月の速報値の段階で1,995

人、全保護者が１万7,768人中、全体の11.2％を

占めております。現在では、割合から考えます

と恐らく2,000人を超える子供たちがいるわけで

す。

先日の２月12日、安倍総理の施政方針演説の

中でも、「子供たちの未来が、家庭の経済状況

によって左右されることがあってはなりませ

ん。子供の貧困は、頑張れば報われるという

真っ当な社会の根幹にかかわる深刻な問題で

す」と、問題意識を述べられました。また、最

近では、経済学者トマ・ピケティ氏による著書

「21世紀の資本」が世界中で反響を呼び、ピケ

ティ氏の理論には賛成、反対はあるものの、改

めて格差問題について考える機運が高まり、議

論が再燃をしております。今後、本県がどのよ

うな対策を講じていくのか、知事自身がこの問

題をどのように捉えているのか、貧困の連鎖に

ついて知事のお考えをお聞かせください。

我が国の歴史を考えて○知事（河野俊嗣君）

みますと、戦後、高度成長期を迎えまして、一

億総中流と言われた時代もあったわけでありま

すが、バブル崩壊以降、低成長が続いておりま

す。こうした中で、近年、経済的格差やその連

鎖についてさまざまな見方、また議論がなされ

ているわけであります。格差の極端な拡大や連

鎖というものは、国家としての社会の活力、ま

た労働意欲の低下につながる深刻な要因となる

ものであります。

私としましては、全ての人々が生きがいを

持って働き、活躍できる社会、また全ての子供

たちが、生まれ育った環境に左右されることな

く、生き生きと学び、夢の実現に向かってチャ

レンジできるような社会が理想であると考えて

いるところであります。こうしたことから、税

制や社会保障など所得の再分配機能であります

とか、教育機会の確保などを通じて、経済的格

差が連鎖しないような社会を築き上げていくこ

とが、私を含めて政治に携わる者の大きな使命

であると考えております。

知事の懸念も非常に的を射て○西村 賢議員

いると思いますが、貧困の連鎖による子供の貧

困を放置することが社会全体の大きな損失であ

ると唱える方もいらっしゃいます。大山典宏氏

の著書である「生活保護ＶＳ子どもの貧困」に

よりますと、全国的な生活保護利用者のうち20

歳未満が占める割合が15.2％、全体の利用者の

６人に１人となっております。その子供たちが
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将来、大人になり、再び生活保護を利用する

か、逆に安定した職につくかで、厚労省の試算

をもとに計算しております。例えば、18歳の高

卒男性が２年間の職業訓練を受けて65歳まで働

いた場合、就職せずに生活保護を受け続けた場

合と比べ、国の財政に１億円以上のプラスがあ

ると言います。これを先ほどの全体の15.2％の

子供全員が予防できれば、27兆円もの効果があ

るとうたっております。

平成25年度の宮崎県議会、宮崎のこども対策

特別委員会でも、埼玉県の取り組みを調査に参

りました。埼玉県の調査で、全日制高校の進学

率が92.5％だったのに対し、生活保護世帯の進

学率は67.8％だったとのことでした。それを受

けまして、埼玉県では生活保護世帯に対する教

育支援を行い、大学生ボランティアによる学習

支援、また教員ＯＢなどによる支援員が家庭訪

問を行い、進学の助言等を行っているとのこと

でした。この支援の結果、学習教室に参加した

学生305名のうちの97％、296人が進学を果たし

たとのことです。子供のプライバシーの問題も

あるでしょうが、具体的に自立支援に取り組ん

だことは大きな一歩であると思います。このよ

うな取り組みは、ぜひ教育委員会でも検討の

テーマにしていただきたいと思います。ほかの

代表質問でもこの問題は出ておりますが、委員

長も先ほど貧困に対して答弁をされました。今

回は教育委員会には伺いませんが、ぜひ検討し

ていただきたいと思います。

平成25年６月に国会で「子どもの貧困対策の

推進に関する法律」が制定をされ、その中でも

地方公共団体の責務が明文化されました。具体

的な支援に対し、本県がどのように取り組んで

いくのか、福祉保健部長に伺います。

「子どもの貧○福祉保健部長（佐藤健司君）

困対策の推進に関する法律」や、昨年８月に示

されました国の基本方針等を踏まえまして、本

県における子供の貧困対策についての計画を策

定するため、現在、庁内関係部局や市町村等と

の意見交換を行い、現状と課題の分析を深めて

いるところであります。今後、さらに広く関係

団体等から御意見を伺う中で、これまで取り組

んできた生活保護の適用や、ひとり親家庭医療

費助成などの支援に加えまして、貧困の状況に

ある子供への具体的な施策を検討してまいりた

いと考えております。

この問題は、いろんな代表質○西村 賢議員

問、もしくはまた今後の一般質問でも出ると思

いますが、宮崎県は、貧困と言われている生活

保護世帯のみならず、何とか生活保護を受けず

に頑張っている世帯、経済的な弱者であるけれ

ども、頑張っている世帯もたくさんあると思い

ます。ぜひ、知事を筆頭に、宮崎県のそういう

不遇な子供たちがチャンスを逃さないように取

り組んでいただきたいと思います。今後に期待

をしておきます。

次に、防災対策について質問をいたします。

東日本大震災から４年が経過しようとしてお

ります。被災地ではいまだ被災者の方々の苦労

は続き、福島原発の事故処理は続いておりま

す。一日も早い復興を祈るばかりです。本県に

とりましても、津波の対策等、急がれるところ

でありますが、まず危機管理統括監に、避難タ

ワーの設置について質問をいたします。

先日、日南市、また日向市で複合型施設、避

難タワーの建設とありました。そのほかにも計

画中の市や町の名前が挙がっておりましたが、

避難タワーの設置には先進的な取り組みを行っ

た高知県があります。これまでも議会で、高知

県の取り組みはいろんな方が紹介をしたところ
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でありますが、市町村の負担を少なくして設置

を進めてきました高知県と比べて、本県は市町

村に対して、市町村が設置する避難タワーに対

して支援をしていく考えはないのか、お聞かせ

ください。

本県では南○危機管理統括監（金丸政保君）

海トラフ巨大地震に備え、関係各県とともに、

津波避難施設の整備について市町村の財政負担

の軽減を主な目的といたしまして、法律の制定

を国に対して強く要望してきました結果、平

成25年11月に南海トラフ地震対策特別措置法が

成立しております。現在、本県の沿岸の市や町

では、この法律に基づく特例措置を活用した施

設整備のため、計画の作成が進められておりま

す。市や町の整備計画は徐々に明らかになって

おりますが、施設の数は県全体で20基を超える

と見込まれ、また、それぞれの建設費も高額で

あることから、県としても厳しい状況にありま

すが、今後、支援のあり方について検討してま

いりたいと考えております。

ぜひ、その検討を早くしてい○西村 賢議員

ただきたいと思いますが、実際、他県の避難タ

ワー、また避難マウンドなどを、これまで私も

見てまいりました。特に避難タワーにつきまし

ては、津波避難のとき、いわゆる有事の際にし

か使用することがないと言っても過言ではない

と思います。もちろん、訓練等で使用すること

はあるかもしれませんが、非常にもったいない

という気もいたします。しかし、やはりそこは

自治体が、人の命にはかえられないという思い

があって設置をしていると思います。その建設

費用からいろんなことを考えますと、１階部分

は公民館等、もしくは消防団の詰所等に使っ

て、一番上の部分だけ避難箇所、いわゆる階段

を利用した避難施設となるような複合型の建設

に、県は支援できないのかを伺います。

市町村が整○危機管理統括監（金丸政保君）

備いたします津波避難施設については、議員の

お話がありましたように、災害時だけではなく

て平時にでも活用できる、例えば公民館などの

機能を持つ複合型の施設、いわゆる「命の山」

と言われております人工の高台盛り土などにつ

いても、住民のニーズ、あるいは設置場所の条

件、そういったものをそれぞれの地域の実情に

応じて検討することが必要であると考えており

ます。

このうち複合型の施設につきましては、沿岸

の市や町からの強い要望も踏まえまして、法律

に基づく財政負担軽減の特例措置の対象とする

よう、さまざまな機会を利用しまして国に積極

的な要望活動を行った結果、避難関連部分につ

いて特例措置の対象とされたところでございま

す。県といたしましては、先ほど申し上げまし

たように、厳しい状況にありますが、複合型の

施設につきましても、支援のあり方について検

討してまいりたいと考えております。

まさに地震というものは、い○西村 賢議員

つどこで起こるか、また我々もどこで遭遇する

かわかりません。自宅で遭遇するのか、勤務先

もしくは学校、遊びに行っているところか、ど

こで遭遇するかわかりませんし、また時間帯の

問題もあります。できる限り、避難する場所は

数多く、またより近くあったほうがいいわけで

すが、多額の設置費用がかかる避難タワーを無

尽蔵につくることは、先ほどの答弁から難しい

とのことです。

そこで、民間の建物 ビルであったり、―

スーパーの屋上であったり、もしくはいろんな

店舗 に外側から階段をつけて、そこにたま―

たま買い物中に地震に遭遇した人が逃げ込む、
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もしくは近所を歩いていた人がビルに駆け込む

といったような際に、逃げることができるよう

な外部階段等、民間の建物に対して支援はでき

ないのか伺います。

県では現○危機管理統括監（金丸政保君）

在、市町村が整備いたします避難場所や避難路

等につきまして、減災力強化支援事業により市

町村への支援を行っております。民間の施設に

整備される避難階段等につきましては、それが

民間企業の従業員のためだけでなく、地域住民

等の避難にも活用されるものであり、また市町

村がそれに補助を行う場合等には、県において

も支援の検討対象になり得ると考えておりま

す。

先ほどの検討とか、なり得る○西村 賢議員

とか、すぱっとした答えが非常に難しいところ

もあると思いますし、もちろん財源の確保の問

題もあると思います。非常に厳しい財政の中で

も、やはり人の命というものを守る施設であり

ますから、前向きに、そして市町村から上がっ

てきたものに対しては迅速に答えを出してあげ

るように、これからも御尽力を賜りますようお

願いしたいと思います。

次に移ります。今、マタニティーハラスメン

トという言葉があります。働く場所において、

妊娠や出産、育児中の女性に何らかの嫌がらせ

を行うことでありますが、具体的に言います

と、妊娠を理由に退職を迫る、また仕事を与え

ないといった代表的なものから、育児休暇によ

る仕事を押しつけられたほかの社員からの陰湿

ないじめ的なものまで幅広いものがあるようで

す。また、マタニティーハラスメント自体の対

策も講じていかなければなりませんが、そのた

めには、育児に理解のある上司、いわゆるイク

ボスの育成も必要であると言われております。

イクボスの育成、そしてマタニティーハラスメ

ントに対する本県の認識と取り組みについて伺

いたいと思います。

いわゆる○商工観光労働部長（茂 雄二君）

イクボスにつきましては、明確な定義はありま

せんが、一般的には、部下の育児と仕事の両立

を支援する上司や経営者と言われております。

県では、イクボスの観点からも、企業トップの

方々に職員の出産や育児に配慮した取り組みな

どを宣言していただく「仕事と家庭の両立応援

宣言」の登録を推進し、その啓発のためのセミ

ナー等を開催しているところであります。ま

た、マタニティーハラスメントにつきまして

は、宮崎労働局が中心となって、相談、指導な

どの対策を講じておりますが、イクボスはその

防止の一助になるものと考えております。今後

とも、女性も男性も働きながら、安心して子供

を産み育てる職場環境の整備など、ワーク・ラ

イフ・バランスの取り組みがさらに広まるよう

努めてまいりたいと考えております。

本県のさまざまな取り組みに○西村 賢議員

よりまして、イクメンという言葉も非常に定着

化してきておりまして、男性の育児参加という

ものは、知事を筆頭に進んできていると感じて

おります。

次に、福祉保健部長に伺いますが、少子化の

時代にありながら、実際、家庭の経済状況やラ

イフスタイルの変化から共稼ぎ世帯がふえ、幼

少期から保育園に預けられる児童の数自体はふ

えてきています。資料によりますと、平成21年

の就学前児童６万825人のうち施設利用児童が３

万7,614人だったことに対し、平成26年は６

万208人と、児童数は減少しているものの、施設

利用は４万1,102名、率にして61.8％から68.3％

へと増加しております。
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このような状況から、親の就労にかかわらず

子供を預けやすい認定こども園へのニーズも増

加し、県内のこども園数もふえているように感

じます。こども園に移行しようとする園の方々

の話によりますと、これから子供を預ける親の

ニーズに応えていくには、さらなる保育士の確

保が必要になってくるとのことでしたが、県は

保育士不足をどのように捉え、取り組みを進め

ているのかを伺います。

本県におきま○福祉保健部長（佐藤健司君）

しては、大都市部のような極度に逼迫した保育

士不足の状況にはありませんけれども、正職員

を募集してもパート勤務を希望する保育士が多

いといったミスマッチや、時期や地域によって

は安定的な確保が難しくなってきているとの声

を伺っております。

保育士は、園児の健やかな成長にとってかけ

がえのない存在であり、県では以前から研修に

力を入れ、人材育成に取り組んでまいりました

が、平成25年度からは、関係機関・団体等との

より率直な意見交換会を開催して、現状の分析

と今後の方向性の整理を行い、保育団体、保育

士養成機関、行政がそれぞれの立場で潜在保育

士の就労に向けた実践的な研修会の開催や、ミ

スマッチ対策も見据えた就労環境の見直し、処

遇改善に向けた取り組みなどを進めているとこ

ろであります。今後とも、関係機関と十分連携

を図りながら、保育人材の安定的な確保に努め

てまいりたいと考えております。

この問題は、例えば保育士の○西村 賢議員

学校が都市部にあった場合、そこで勉強した人

がもとの場所に戻りにくかったり、Ｉターン的

に初めて就職活動等で訪れたときにも、そうい

う学校がない地域は保育士不足になりやすいと

も伺っておりますので、今後とも対策をお願い

したいと思います。

次に、介護福祉士の不足について質問をいた

します。既に横田議員の質問等で取り上げてお

りましたので、割愛をいたしますが、2025年の

高齢者人口が35万4,000人とも言われておりま

す。団塊の世代が後期高齢者となることか

ら、2025年問題と言われておりますが、その高

齢者ができる限り元気で自立していただくこと

が望ましいわけです。私は、毎月ミニバレー大

会を見に行くんですけれども、その中でも70代

の部というのがありまして、70代の女性が一生

懸命にボールを追いかけています。そのチーム

も毎年、年がかわるごとにどんどんチーム数が

ふえてくるんですが、やはりこれも皆さん元気

なうちから、恐らく40代とか50代のうちから始

めて、今なお現役で頑張っているということだ

と思っております。70歳から始めようと思った

ら、ちょっと厳しいのではないかと思います

し、やはり筋力とか体力をいかに維持していく

かが重要ではないかと思います。知事もマラソ

ン等に出場されて、体力づくりを非常に積極的

に行っておられますが、2025年、本県における

要支援・要介護者 いわゆる体力をつけてい―

くことが非常に重要だと思うのですが、本県は

その介護予防にどのように取り組んでいくのか

を福祉保健部長に伺います。

実は、私も老○福祉保健部長（佐藤健司君）

人クラブ加入年齢に達しましたけれども、高齢

になってもいつまでも元気であること、これは

やはり皆さん全員の望みかなと思っておりま

す。今後の介護予防につきましては、一人でも

多くの高齢者が、心身の健康はもとよりでござ

いますが、日常生活の動作能力を維持・改善

し、家庭や社会で一定の役割を主体的に担うこ

とを目標としたいと考えております。そのた
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め、県におきましては、理学療法士等を活用し

た自立支援につながる効果的なプログラムの作

成や、住民が主体的に運営するサロン、いわゆ

る「茶飲ん場」などの通いの場の充実、あるい

は生活支援の担い手としての高齢者の参加促進

などの取り組みを積極的に支援してまいりたい

と考えております。

このことにつきまして、図師○西村 賢議員

議員より関連質問があります。

通告がありますので、関連質○福田作弥議長

問を許します。

なお、発言の時間は、主質問者の質問時間の

範囲となります。図師博規議員。

高齢化対策について関連質問○図師博規議員

をさせていただきます。

住みなれた地域で高齢者が充実した生活をす

ることを目的に、2000年に導入された介護保険

制度ではありますが、３年に一度、その運用の

見直しが行われております。今度の４月がその

運用の見直し時期に当たります。

介護ニーズは年々増大の一途で、高齢者施設

入居待機者もふえ続けており、高齢化の問題が

国家問題になっているにもかかわらず、今回の

介護報酬の見直しでは９年ぶりに報酬が引き下

げられます。これは、国が消費税引き上げを先

送りにしたことが大きく影響していることは明

白で、消費者に配慮したはずの引き上げ先送り

が、さらに弱い立場にある高齢者を窮地に追い

込むという、矛盾した事態になろうとしていま

す。関係団体の反対を押し切る形で断行される

今回の改定ですが、事業者の間では不安や不満

が募っており、今後、サービス提供ができなく

なるという危機感さえ広がっています。

では、具体的に。重度な要介護者や認知症高

齢者の対応を担う、いわゆる特別養護老人ホー

ムの介護報酬は６％引き下げられます。さら

に、日中、高齢者が通所して介護を受けるデイ

サービス事業は、５％から９％も報酬が引き下

げられます。さらに衝撃的なのが、介護予防の

ためのデイサービスは20％以上引き下げられ、

介護予防のためのリハビリテーション事業にお

いては25％余りも引き下げられる。まさにこれ

は、事実上サービスを停止しなさいと。それを

迫るほどの報酬の削減となっています。

要介護状態にならないためには介護予防が不

可欠であることは、誰もが理解できることでは

ありますが、国は要介護者を増加させるかのよ

うな改定を今回断行するのです。今回の改定に

より、介護職員の月収を１万2,000円程度引き上

げるような加算が示されてはいますが、介護職

員の賃金は、全産業平均賃金と比べると10万円

以上も低く、本県ではさらに格差があります。

また、介護職員以外の看護師や調理師などの賃

金加算は全くなく、それら他職種の賃上げは経

営者の持ち出しが必要となり、新たな負担が経

営者にのしかかってきます。このような状況で

は介護業界に人材を集めることが困難なことは

明らかなのに、今回の改定の柱の一つに介護人

材確保の実現というものが掲げられていること

は、全くもってピント外れと言わざるを得ませ

ん。

さらに、先日、横田議員も指摘されたとお

り、全国老人福祉施設協議会の報告では、現

在、全国の特別養護老人ホームの約３割が赤字

経営となっており、一律に介護報酬の削減が行

われた場合、即座に経営が成り立たなくなる事

業者が続出するという警鐘を鳴らしています。

つまり、今回の改定は、高齢者関連サービスの

質の低下を招くどころか、事業所の倒産が発生

してしまう事態になりかねないのです。ここ

平成27年２月26日(木)
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で、知事は、このような介護保険制度の見直

し、これが改悪になっていること、このような

状況についてどのような見識をお持ちなのか、

お伺いしたいと思います。

今回の改定では、介護○知事（河野俊嗣君）

保険制度の持続可能性やサービスの運営実態な

どを勘案しまして、基本報酬が下げられる一方

で、介護人材の確保及び中重度の要介護者や認

知症高齢者への支援等に対して重点的に配分が

なされたものであります。事業者の方々の不安

の声も伺っておりますので、県としましては、

こういう改定の趣旨を踏まえ、経営の安定化や

サービスの質の向上を図っていただくよう、適

切に助言・指導を行ってまいりたいと考えてお

ります。

助言・指導で果たして経営が○図師博規議員

安定するものなのでしょうか。介護事業者との

意見交換をする中で、経営者の方々は口々に、

たとえ介護報酬が減らされてもサービスを低下

させることは絶対できない、経営者が身を切る

か内部留保を取り崩すしかすべはない、それを

続けていくには限界もある、国が社会保障費抑

制のため、介護報酬引き下げありきで現場の現

状を無視するのであれば、せめて県が何らかの

支援策を講じてほしいと、切実な声を寄せられ

ます。その声は県当局にも届いているはずで

す。今こそ、県が策定する高齢者保健福祉計画

などの高齢者関連政策を、単なる市町村の計画

数値を積み上げただけの内容にするのではな

く、国が削減する報酬部分を補完するような政

策を展開すべきときと考えますが、福祉保健部

長の見解をお伺いします。

今回の改定○福祉保健部長（佐藤健司君）

は、国の社会保障審議会介護給付費分科会にお

きまして、介護事業の経営実態調査の分析を

し、かつ現状のサービスの課題の整理、あるい

は各サービス事業団体の意見聴取など、さまざ

まな議論を重ねた上で答申されたものでありま

すので、まずはその趣旨に沿って進めていく必

要があると考えております。

来年度以降の現場が困窮する○図師博規議員

姿を見てからの対応ではなく、一歩進んだ対応

を求めるとともに、地域と介護現場に血の通う

政策が展開されることを切望いたしまして、私

の質問は終わります。

動物との共生について質問を○西村 賢議員

いたします。

本県の管理所がモデルとなりました、「ひま

わりと子犬の７日間」というタイトルだったと

思いますが、２年前の映画をＤＶＤで最近やっ

と見ました。本県の中央動物保護管理所がその

まま映画に登場して、逆に生々しくも感じさせ

られました。捨てられたり野生化したりした犬

や猫を保護し、最終的には処分する動物保護管

理所では、近年、法律改正の動きもあり、また

ホームページや譲渡会等の機会の拡大、先ほど

紹介した映画の上映の影響もあったかもしれま

せんが、非常に殺処分数が減っているとのこと

で、関係各位の努力を感じさせられました。最

終的に殺処分ゼロを目指すことは理想でもあり

ますが、そのためにも質問をさせていただきま

す。

先日、日向市内において犬猫譲渡会というも

のがあり、主催された方との意見交換を行いま

した。この譲渡会というのも、愛護団体、ボラ

ンティア団体が単独で行うもの、また複数の団

体が一緒に行うものがあります。犬や猫と新し

い飼い主とのマッチングが成功するのは非常に

難しいことでありますので、できる限り多くの

方の目にとまる機会があったほうがいいかと思
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います。今後、譲渡会の推進のためには、独自

に活動を行っている動物愛護団体同士の連携も

必要であろうと思いますし、また愛護団体と行

政との連携が必要ではないかと思います。しか

し、このような団体には特に登録や届け出のよ

うな義務はないために、行政側も把握するのが

難しいのではないかと思います。譲渡会の推進

に対しまして、本県の取り組みを福祉保健部長

に伺います。

動物愛護団体○福祉保健部長（佐藤健司君）

は、県内各地で講演会あるいはイベント開催な

ど、さまざまな形で動物愛護活動を展開してい

ただいております。その中で、譲渡会により新

しい飼い主を探す取り組みというのは、殺処分

の減少にも極めて効果的でございますので、県

といたしましても、動物愛護センターを活用し

た支援のあり方などについて、関係者の御意見

も伺いながら検討してまいりたいというふうに

考えております。

先日、中央動物保護管理所と○西村 賢議員

隣接する保護団体の「ひまわりの家」で話を聞

いてきました。現実問題、今、譲渡というもの

が非常にスムーズになりまして、子犬が一旦保

護されますと、ホームページ等の活用で、すぐ

に引き取り手があらわれるということでした。

これは非常にありがたいことだと思いますが、

管理所から保護団体に渡っていくのは、いわゆ

る中型犬以上の犬ばかりであります。中型犬以

上になりますと、もちろん体も大きい、そして

また鳴き声も大きいということもありまして、

例えば都市部の住宅密集地でありますとか、ま

たマンション等の建物では非常に飼いにくいと

いうことがあります。そうなりますと、どうし

ても庭がある程度広く、また逆に番犬として大

きな声でほえてくれる犬を欲しがるのは中山間

地のほうが多いという、現実の話を聞きまし

た。

ただ、やはり中山間地のほうで譲渡会をする

というのが今まで非常に難しいようでありまし

たので、これからは中山間地域でもそういう譲

渡会を行っていかなければならないという話で

した。逆に今度は中山間地になりますと、一カ

所に人が集まってくるというのは、大きな祭り

であったりイベントであったりということにな

ろうかと思います。そのような譲渡会に対する

支援を県が応援すること、支援することができ

ないのかを伺います。

県内各地で民○福祉保健部長（佐藤健司君）

間も含めて譲渡会をさらに推進していくこと

は、殺処分ゼロを目指す意味でも非常に意味が

あるかなというふうに思っておりますので、

今、議員がおっしゃったことも含めまして、県

内各保健所、あるいは各譲渡会を催される団

体、あるいはイベント等を主催される方々の御

意見、さまざまな御意見を伺いながら、少しで

も譲渡が進むように取り組みを進めたいと考え

ております。

県の管理所、県内に５カ所で○西村 賢議員

すか、殺処分する場所は３カ所と聞いておりま

すが、やはりそれぞれの地域の行政としっかり

連携をしていったほうがいいと思います。愛護

団体のほうも、イベントに自分たちも入れてく

ださいと言っても、何かあったら困るからと

か、うるさいと困るからという理由で、なかな

かイベントの一部にもまぜていただけないとい

う話も聞きました。やはり先進的に県が応援し

ていく、もしくは県が市町村等をつなぐことで

１匹でも１頭でも殺処分が減るように、御尽力

をいただきたいと思います。今後ともよろしく

お願い申し上げます。
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次に、林業政策について伺います。

植栽未済地に対しましては、これまでも質問

が出たので割愛したいと思いますが、その中で

も、杉の再造林を図っていく中で、ちょうどこ

の時期になると問題になる杉花粉の問題、特に

国内では1,500万人以上、また2,000万人以上と

も言われる花粉症の患者がいるそうですが、こ

の花粉アレルギー対策に朗報となる、花粉の少

ない杉苗の生産状況と今後の生産拡大につい

て、環境森林部長に伺います。

国の調査によ○環境森林部長（徳永三夫君）

りますと、花粉の少ない杉苗木は平成25年度、

全国で約200万本が生産されており、本県ではそ

の３割強に当たります約70万本の生産量となっ

ております。国民の約３割が悩んでいるとされ

る花粉症対策は大変重要でありますことから、

国では、29年度までに全国で1,000万本を生産す

る目標を掲げておりまして、本県に対しては

約300万本の生産要請を受けているところであり

ます。このような中にありまして、本県でも、

伐採面積の増加に伴いまして、今後、苗木の需

要増加が見込まれますことから、花粉の少ない

杉苗木も含め、関係団体や苗木生産者等との連

携を図り、生産拡大に向けて積極的に取り組ん

でまいりたいと考えております。

このことは、森林の資源を生○西村 賢議員

かしていくという本県の姿勢とともに、観光客

誘致、もしくは今の時期、スポーツキャンプ等

にも大きく影響してくる将来的な問題ではない

かと思いますので、また当局の御尽力を賜りま

すようにお願いをしたいと思います。

次に、ＴＰＰ、フードビジネスについて質問

をいたします。

先日の安倍総理の所信表明演説でも、「ＴＰ

Ｐ交渉は最終局面にある」と述べられ、いよい

よ妥結は近いところかと推察をいたします。実

際の交渉の中身はわかりませんが、新聞報道に

よりますと、１月30日には「牛肉関税９％に下

げ」とあり、「現在38.5％から９％に下げると

日本政府が米国に提案した」とありました。ま

た、２月２日の新聞によりますと、「豚肉の関

税50円、米に日本提案」とありました。１キロ

最大482円から50円に下げると提案していること

が報道されました。この日本政府側の提案が本

物であるとすれば、国益を守るといったかけ声

はどこに行ってしまったのか。まさに大きな声

を上げて文句を言いたいところでありますが、

この場で文句を言ってもしようがありません。

農業県、畜産県として、本県の立場をしっかり

と知事にはいま一度、国に対して訴えていただ

きたいと思います。この新聞紙上のような交渉

が進んだ場合、本県に与える影響は非常に大き

いものがあると思いますが、県はＴＰＰ協定の

影響をどう考えているのか、また、その対策を

どう考えているのかを農政水産部長に伺いま

す。

ＴＰＰ協定交○農政水産部長（緒方文彦君）

渉につきましては、政府による正式な発表がな

い中で、御質問にありましたように、米の輸入

枠拡大や牛肉や豚肉などの関税引き下げ等のさ

まざまな報道がなされております。報道のよう

な協定が締結された場合、本県の農業産出額

の58％を占める畜産を初めとする農畜産業や関

連産業への大きな影響が懸念されます。このた

め、県といたしましては、引き続き国に対し、

重要品目の関税維持などの粘り強い交渉を求め

ますとともに、農家の皆様が将来にわたって安

心して生産を続けられるよう、関係機関と一体

となって、畜産の生産基盤強化やブランド確立

による国内外の販売力の強化等を積極的に推進
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してまいりたいと考えております。

済みません。これは通告して○西村 賢議員

いないのですが、このような新聞報道が出た後

に、この報道は正しいのか、間違っているの

か、そういうことを踏まえて国に対して問い合

わせ等を県は行ったのか、お聞かせ願いたいと

思います。

国のほうに直○農政水産部長（緒方文彦君）

接的には問い合わせは行っていないところでご

ざいます。

真意かどうか、この新聞記事○西村 賢議員

も当たらずとも遠からずということもあるかも

しれませんので、国が教えてくれるかは別とし

て、問い合わせなり、県は非常に注意深くしっ

かりと見ているぞということを伝えていくこと

は非常に重要だと思いますので、知事を初め担

当部局、こういう報道に対しては過敏に反応を

していただきたいと思います。

次に移ります。県は今回の補正予算案で、

フードビジネスのＥＵ戦略のきっかけにしよう

と、ミラノ国際博覧会宮崎ＰＲ事業を提案して

おります。この事業は、グローバル展開支援事

業や今年度の地域人づくり事業にも影響してい

ると思いますので、少し質問をさせていただき

ます。

グローバル化の現在にありまして、ＥＵ戦

略、ヨーロッパ戦略も悪くはないと思います

が、今、宮崎県は、香港や中国を初め、シンガ

ポール等々にも東アジア戦略を講じている最中

であると思います。それが今、軌道に乗ってい

るとも思えませんし、いよいよ香港―宮崎便が

就航することが目前となっております。観光な

どのインバウンドにしましても、ＥＵからの直

行便がない本県が、どのような誘客アピールを

行うのか。また、インバウンド対策を国内で検

証することも、誘致よりも前に必要ではないか

と思います。また、資料の中では宮崎牛のＥＵ

の戦略というものがありますが、ＥＵに対して

国自身がオールジャパンで和牛（ＷＡＧＹＵ）

というもので攻めようとしているさなかに、宮

崎だけ宮崎牛で攻めようということは、国の戦

略との整合性の違いに非常に疑問を感じざるを

得ません。この事業や計画自体に、いわゆる唐

突感というのは否めないんですが、もちろん万

博に対して視察や調査を行っていくことは否定

しません。ただ、この万博事業に花火を上げて

成果をどう出していけるのか、この費用が税金

である以上、知事は丁寧に県民に説明していた

だきたいと思います。

ミラノ国際博覧会は、○知事（河野俊嗣君）

万博として初めて「食」をテーマとして半年間

にわたって行われるわけでありますが、和食が

世界無形文化遺産に登録をされた。そし

て、2020年には東京でオリンピック・パラリン

ピックが開催をされる。さらには、海外観光客

の誘致を５年後には2,000万人を目指してという

ような取り組み、さらには農産物の海外輸出、

これは１兆円を目指していく。さまざまな国の

積極的な取り組みがある、そういう追い風があ

る。これをフードビジネスを展開する本県とし

ても追い風と捉えて、ミラノ万博への参加とい

うものを考えておるところでございます。この

４日間の出展のみならず、それに向けた準備と

いう中で、ＥＵへの参入を検討する事業者にお

いて、人材育成といいますか、そういう情報提

供をして準備を行う、さらにはミラノ万博後の

いろんな国際商談会にも出展する企業というこ

とで、一つのＥＵ市場への参入の契機とするこ

とを考えておるところでございます。

従来から、宮崎牛や鮮魚など高付加価値商品
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を中心に、アメリカ、ヨーロッパに向けた輸出

に取り組む一方、御指摘がありましたような、

中間層の増加による市場の拡大が著しい東アジ

アに対して、香港事務所の設置を初めとした販

路拡大に力を入れてきたところであります。も

ちろん、今後とも、東アジア、さらには北米等

にも力を入れるわけでありますが、今回のミラ

ノ万博出展は、こういう海外展開をさらに広げ

るチャンスであると考えておりまして、アジア

はもとより、北米やＥＵなど多様な地域を視野

に入れたグローバルな販路拡大に取り組んでま

いりたい、そのように考えております。

ミラノ万博というものが、た○西村 賢議員

またまことしあったということもあるかもしれ

ませんが、５年に一度の万博の開催であります

から、数年前に万博に向けての準備なりという

ものが徐々に出てきて目指すというならわかる

のですが、ことし、いよいよ始まる、その前に

この予算案を出してこられて、それにいろんな

付随する事業を出されてきておるわけですの

で、やはり唐突感というのは非常に否めないと

思います。隣の鹿児島県も昨年、その前でしょ

うか、上海の航空路線でも非常に苦慮しており

ました。アジアをもうしばらく固めてからでも

よかったのではないかと思います。もちろん、

ヨーロッパに打って出る民間企業を応援するな

というわけではありませんし、支援をしていく

のはいいんですが、県がここまでＥＵに旗を

振っていくのはどうかなと思いましたので、質

問をさせていただきました。

次に移ります。今、県内でも巨石ツアーとい

うものが静かなブームになってきております。

日向市美々津の石神山のツアーだけでも年間20

回程度行われ、毎回20人から40人の参加者が、

山に登って大きな石を見ているところでありま

す。そのほかにも、延岡の神様山(かみさんや

ま)などがパワースポットとしても人気の観光地

となっております。インターネットで巨石ツ

アーと調べてみますと、全国あちこちにそのよ

うな場所があり、また古代ロマンと関連づける

考古学者もいらっしゃるようです。佐賀市には

巨石テーマパークというものもあり、おもしろ

いのかわかりませんけれども、そういうものも

あるようです。巨石といいましても、クレーン

や大型重機がない時代に、その大きな石がどの

ようにしてその場所に設置されたのか、偶然そ

こにあったのか、それ自体が古代ロマンなのか

もしれませんが、近代の人工物でないというこ

とを証明していくことも、文化財として位置づ

けていくことも大切ではないかと思います。教

育長に、巨石について文化財としての調査、評

価を県が主導して行うことができないのか伺い

ます。

県内各地にございま○教育長（飛田 洋君）

す巨石につきましては、貴重な文化資源である

と考えております。それらを例えば文化財等と

して認定するということになりますと、自然の

巨石 自然状態でそのままある巨石について―

は、例えば天然記念物となり得るような学術上

貴重なものであるかという調査、評価が必要に

なりますし、人の手が多分加わったのであろう

ということであれば、史跡とか有形民俗文化財

として価値を持つかというようなことを調査研

究することになると思います。最近で言えば、

日南市の猪崎鼻が去年、国指定の天然記念物に

なって、何年もかかって学術的な調査をやりま

したけれども、やはりそういうことをする必要

があると思います。

いずれにしましても、県内には、豊かな風土

と長い歴史に培われ、守り伝えられた文化資源
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が数多く残されておりまして、それらを磨き上

げ、活用を図ることは大変重要なことと考えて

おります。今後とも、市町村と連携を図りなが

ら、巨石などを含めた地域の文化資源の掘り起

こしについて検討してまいりたいと考えており

ます。

ぜひ、よろしくお願いをした○西村 賢議員

いと思います。

次に、総合政策部長に伺いますが、県内には

同様に多くの巨石群というものがあります。こ

の点在するものを結び、いわゆる観光地化、観

光ルート化していくような取り組みを県が支援

できないのか伺います。

地域の資源○総合政策部長（橋本憲次郎君）

を生かし、市町村間で連携した取り組みは、地

域の活力を高める上でも大変重要であるという

ふうに認識しております。例えば、今御指摘い

ただきました巨石に関しては、日向市、門川

町、美郷町、諸塚村、椎葉村が連携して、巨石

や人工的につくった石倉など、圏域に点在する

石にまつわる地域資源について調査が行われて

おりまして、その調査報告書、リーフレットの

作成を通じて新たな観光資源としての活用を図

ろう、こういう取り組みが実施されておりま

す。この取り組みに対しては、県といたしまし

ても、市町村間連携支援交付金の事業として採

択いたしまして、今年度から支援を行っている

ところでございます。このような地域資源を活

用しながら、地域の活力を高め、持続可能な地

域づくりを図る取り組みに対しましては、引き

続き、交付金などを活用しながら積極的に支援

してまいりたいと考えております。

ありがとうございます。地元○西村 賢議員

の事業ですから、今後、市町村がどのような作

戦なり観光ルートなりをつくっていくかわかり

ませんけれども、それが成功してモデルとなっ

たときには、ぜひ県内各地にＰＲできるような

ものができればと思います。できれば、各地区

にそれぞれあると思いますので、やはりこれが

県全体の一つの魅力になっていければ、新たな

観光資源もつくれるのではないかと思います。

次に、教育問題に移ります。

今、県北の医師不足は 県内各地、医師不―

足はまだ問題が残っているんですが まだま―

だ対策を尽くし切れているとは言えません。ど

この誰と言うと問題が出ますので伏せますが、

県北地域に勤務されていたお医者さんが、御子

息の進学のために勤務地を離れると言われまし

た。以前からこのような理由で県北を離れて

いった医師もいたかと思いますが、お医者さん

は、やはり自分の御子息を医者にしたいという

思いがあったというふうに聞いております。

また、今回、県北にとっての質問になります

が、県北地域は特に、ものづくり企業が多い地

域でもあります。島原教育委員長も、ものづく

りは得意分野でありますけれども、その中で、

工業高校からの就職のみならず、普通科理系か

ら大学等の理系専門学部に進み、また県北企業

に就職で戻ってきてもらうことが、本県の人口

流出対策や、高度な工業生産等の生産向上につ

ながるのではないかと思います。今、県北には

延岡高校にメディカル・サイエンス科がありま

す。私は、この１校では少ないのではないかと

いうことを今回、問題として取り上げるんです

が、先ほど別の代表質問の中で、延岡高校は非

常に地域外からの生徒がいらっしゃる、逆に近

年ふえてきているのが延岡高校だけでした。も

しかしたら、その学校に入るためにほかの延岡

以外の地域から、遠くから通われている方が多

いのか。それだけ学科の魅力はあるかもしれま
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せんし、またニーズが本当はもっとあるけれど

も、足りていないんじゃないかと思います。県

北地区の高等学校に理系専門の学科をふやすこ

とができないのか、教育長に伺います。

県北地区の県立普通○教育長（飛田 洋君）

科高校のうち、今お話しいただきましたが、延

岡高校では、医学とか科学の最先端分野で活躍

できる人材育成を目指し、それまで理数科を設

置していたんですが、もっと進んだ指導をしよ

うということで、平成23年にメディカル・サイ

エンス科に理数科を改編いたしました。そし

て、理系のより特色ある教育を行っておりま

す。昨年の３月、１期生が卒業したんですが、

国立大学医学部に現役で２名合格したことを初

め、医療系に22名進学するなど、ほとんどの生

徒が、医療以外の技術職も含めて理系の活躍で

きる分野に進学いたしております。

御質問を聞きながら 少しお話しさせてい―

ただきますが、実は延岡高校に聞き取りをした

ことがあるんですが、ここ数年、普通科も含め

まして、毎年５～６名ずつ医学科に入っている

んです。中規模校ですから、大きな学校じゃな

いけれども、そういう力をつけて生徒たちが頑

張るし、職員もやっている。地元の方々がぜひ

そういうことを理解いただいて、応援いただい

たらありがたいなと思います。

それから、議員がおっしゃったような趣旨を

十分踏まえまして、実は延岡高校以外にも、延

岡星雲高校、日向高校、両校に、探求活動など

の取り組みを積極的に行わせ、研究者や技術者

等に必要な素養を育成するため、平成23年にフ

ロンティア科を設置いたしました。このような

学科を中心にしながら、普通科の理系コースの

生徒もしっかり伸ばし、理数系人材を育成して

いきたいと考えております。

今の教育長の答弁も非常にあ○西村 賢議員

りがたいんですが、例えばフロンティア科とい

うのが、いい意味ではオールマイティーだけれ

ども、悪い意味ではどっちつかずのような気が

します。今回、私は、特に理系ということに傾

いた質問になったわけですけれども、その意を

酌んでいただきたいとも思いますし、例えば今

あるフロンティア科にしても、クラスの人員を

１クラスから２クラスにするなりの、より高度

な理系の勉強ができるクラスになれば、さらに

いいのではないかと思っておりますので、また

今後の検討もお願いをしたいと思います。

次に、警察本部長に伺います。

歩車分離式信号につきましては、先ほど質問

がありましたので、重複をいたしますが、その

重複以外の部分で質問をいたします。私自身

も、県庁前の歩車分離式信号で、何度かひかれ

そうなひやりとした場面に遭いました。信号が

変わったと思ってアクセルを踏み出す車にひか

れそうになったこともありますし、その車もと

まればいいんですが、そのまま走り抜けていく

ところを、私も２～３度見ております。宮崎市

内に歩車分離式信号が大分整備されてきている

ようでありますが、先ほど８市４町に60基とい

う答弁がありました。それでも地域によっては

非常に偏在があるのではないかと思います。ふ

だん、そういう信号に出くわしたことがない方

が急に県庁前に来て、要領がわからずに突っ込

んでしまっているのではないかと察してしまい

ます。これも財政的な負担もありますが、例え

ば一村一カ所ではないけれども、市町村に必ず

１カ所はそのような箇所を設けてみるのはいか

がかと思いますが、県内各所に設置箇所を広め

るため、本部長の考えをお聞かせください。

御指摘の歩車分○警察本部長（坂口拓也君）
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離式信号機でありますけれども、これは、本来

は歩行者が非常に多い交差点におきまして、信

号表示によって歩行者と車両の通行を時間的に

完全に分離させることで、歩行者が交差点を通

行するときは、いかなる方向にも車両は全く通

行しないということで、安全を図るための方式

であります。御指摘のとおり、なれていないド

ライバーさんからしますと、交差道路が赤にな

れば自分の行きたいほうは青になるだろうと思

い込む方もまだおられますので、県警として

は、よく周知を図り、歩車分離式という方式の

交差点があるのだということをアピールいたし

まして、安全を図ってまいりたいと思っており

ます。そのために、何よりもまずは、現場信号

機に「歩車分離式」という大きな文字で書いた

表示をしっかりと出すということや、報道機関

等を通じた広報、さらには警察のホームページ

への掲載や、現場警察官による街頭指導などの

対策を、今後とも進めてまいりたいと考えてお

ります。議員の御指摘につきましても、地域ご

との交通の実情等も勘案しながら、検討させて

いただきたいと考えております。

ありがとうございます。交通○西村 賢議員

量が少ない田舎のほうとか、なかなか難しいか

もしれませんけれども、例えば横断歩道が斜め

に引いてあると、ここは歩車分離なんだと非常

にわかりやすい面もあるかと思います。斜めに

渡れることも、歩行者にとっての歩車分離方式

の一つのメリットでもありますので、そういう

ことも踏まえながら、広くドライバーにわかる

ような周知徹底を図っていただければと思いま

す。

以上をもちまして、愛みやざきの代表質問を

終わります。ありがとうございました。（拍

手）

以上で代表質問は終わりまし○福田作弥議長

た。

あすの本会議は、午前10時開会、一般質問で

あります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時47分散会



２月27日（金）
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一般質問◎

ただいまの出席議員38名であ○福田作弥議長

ります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、河野哲也議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○河野哲也議員

ざいます。東北大震災から、あと13日で４年。

「心の復興」「人間の復興」をと、全国の方々

がさまざまな形で、被災地・被災者に寄り添い

ながら活動しておられます。しかし、風化と風

評の２つの風に立ち向かわなければいけない状

況も出ています。国においても、15年度は集中

復興期間の最終年度となりますが、復興はまだ

道半ばでございます。被災地はどの地域も、将

来の復興計画に向けたスタートをようやく切っ

たというのが実情であり、まだまだ国の支援の

継続は欠かせません。復興がなし遂げられるそ

の日まで、宮崎からも支援を継続する、その

メッセージを被災地の方々に向かって送ること

が何よりの希望へとつながると考えます。

通告に従い質問させていただきます。

「2020年 教育再生を通じた日本再生の実現

に向けて」というプログラムを、下村文科大臣

が提案されました。東京オリンピック・パラリ

ンピックが開催される2020年は、日本が今後進

む方向性を形づくる、まさに我が国にとって大

きな転換点であるとしています。家庭の経済状

況や発達障がい等を含む発達状況などにかかわ

らず、学ぶ意欲と能力のある全ての子供・若者

等が質の高い教育を受けることができる社会の

実現に向けたビジョンを提示しています。

今回、これをテーマにした現場の先生と議員

の協議記録をもとに、その中の教育課題を幾つ

か質問させていただきます。１つ目は、教育委

員会制度改革です。２つ目は、2020年オリン

ピック・パラリンピックに向けた特色ある教育

活動です。３つ目は、放課後の教育活動の充実

です。そして４つ目、発達障がい児童生徒への

対応についてです。

まずは、教育委員会制度改革に対する認識と

考え方についてお伺いいたします。2011年、大

津市で起きたいじめ自殺問題で、教育委員会制

度を見直す地方教育行政法が改正され、本年４

月１日には施行されます。その趣旨は、教育の

政治的中立性、継続性、安定性を確保しつつ、

地方教育行政における責任の明確化や迅速な危

機管理体制の構築、首長との連携の強化を図る

ためです。改正の一番のポイントは、新たに総

合教育会議を設け、主宰する首長が教育委員会

と協議して教育方針である大綱を決定するな

ど、自治体の長の権限を強めたことです。

教育委員会制度は、教育の一般行政からの独

立を掲げたものであり、それが約60年ぶりに改

正となります。政治的中立を守るため、教育委

員会を残すことでバランスをとったわけです

が、首長が学校や教育委員会の領分に踏み込む

提案を自由にできるのではないかという心配の

声もあります。そこで、今回の改正の一番のポ

イントである首長の権限強化とこの総合教育会

議の設置・運営についてどのように考えている

のか、知事に伺います。

教育行政の執行機関は、現行どおり教育委員

会が担うことになりました。首長と教育委員会

平成27年２月27日(金)
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の職務権限の見直しも行わないとなっていま

す。具体的には、教科書の採択や各教科の授業

時間など教育課程の編成、個別の教職員人事な

ど、特に政治的中立性や継続性、安定性を担保

する必要がある事項は、教育委員会の専権事項

であります。常勤の新教育長の設置によって、

さまざまな教育問題に対し、迅速に会合を開

き、意思決定を行うことが期待されますが、教

育委員会制度改革に対する認識と対応につい

て、教育長にお伺いいたします。

以下は質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

首長の権限強化と総合教育会議の設立・運営

についてであります。今回の制度改革におきま

しては、知事に新教育長を直接任命する権限が

付与されたほか、知事と教育委員会との協議・

調整の場として、総合教育会議を設置すること

となったところであります。総合教育会議で

は、知事と教育委員会が、教育、学術及び文化

の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関

する協議及び重点的に講ずべき施策等について

協議・調整を行うこととなっており、両者が教

育施策の方向性を共有し、一致して、それぞれ

執行に当たることになっております。

本県におきましては、私自身が学校訪問をし

たり、教育委員の皆様と意見交換の場を持った

りということで、円滑なコミュニケーションが

図られているというふうに考えておりますが、

新しい仕組みにつきましても、さらに関係を前

向きに進めるという思いで、早期にこの会議を

立ち上げ、教育委員会と十分に連携しながら、

本県教育の一層の充実に努めてまいりたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（飛田 洋君）

します。

教育委員会制度改革に対する認識と対応につ

いてであります。先ほど知事の答弁でも述べら

れましたように、本県では、これまでも、知事

に学校訪問をしていただいたり、知事・副知事

と教育委員会との意見交換を行うなど、知事と

教育委員会が緊密に連携して、教育行政の推進

に努めてきたところでございます。国において

は、全国でこれまでに発生した問題を踏まえ

て、大きな制度改革が行われたところであり、

その趣旨を十分尊重してまいりたいと考えてお

ります。新しい制度のもとでも、本県の子供た

ちに、宮崎で教育を受けてよかった、保護者の

皆様に、宮崎の学校に通わせてよかった、そし

て県民の皆様に、生涯学習、スポーツ等を通じ

て、宮崎で暮らしてよかったと思っていただけ

るような仕事をするために、さらに知事と教育

委員会との連携を深めながら、本県教育の充実

に取り組んでまいりたいと考えております。以

上であります。〔降壇〕

知事の「本県教育の充実のた○河野哲也議員

め」という答弁、そして教育長のおっしゃった

「宮崎で教育を受けてよかった」という視点

は、今後、質問する中で大事なことになってく

ると思います。

ところで、知事に確認ですが、４月の施行後

の教育長、教育委員長はどうなるのでしょう

か。

経過措置としまして、○知事（河野俊嗣君）

現在の教育長は、教育委員としての任期満了の

日が本年４月１日以後である場合は、その任期

満了の日まで、従前の例により、引き続き教育

長として在職するということになっておりま

す。したがいまして、飛田教育長の教育委員と
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しての任期満了の日は、平成28年３月31日と

なっておりますので、この経過措置が適用され

ることになります。

また、教育委員長につきましては、現在の教

育長の任期が満了した時点で、教育委員長とし

ての任期が残っている場合でも失職することに

なります。なお、この場合にあっても、委員と

しての任期が残っている場合は、引き続き教育

委員として在職することになります。島原教育

委員長の任期満了の日は、平成27年10月31日と
※

なっておりますので、次期教育委員長は、飛田

教育長の任期満了の日と同時に失職することと

なります。以上であります。

それでは、６月、飛田教育長○河野哲也議員

と島原委員長にお会いできるように頑張ってい

きたいと思います。

2020年オリンピック・パラリンピックに向け

た特色ある教育活動についてでございます。小

学校では平成23年度から、また中学校では24年

度から、全ての教科で新しい学習指導要領によ

る教育が始まっています。学校で学ぶ内容の充

実や授業時間数の増加が図られ、また子供たち

の生きる力を育むことを目指しており、そのた

めには、学校や家庭、地域の連携・協力が必要

であると明記されています。新学習指導要領の

生きる力の第１章第４では、各学校において

は、学校の創意工夫を生かし、全体として調和

のとれた具体的な指導計画、すなわち教育課程

を作成するものと定められております。地域の

文化や歴史、自然などを基盤とした独自の教育

課程が編成され、地域に根差した学校風土を大

切にした教育活動が展開されていると考えま

す。そこで、本県における小・中・高等学校に

おいて行われている特色ある教育活動につい

て、教育長にお伺いいたします。

学校が創意工夫をし○教育長（飛田 洋君）

て行っている特色ある教育活動ですが、小学校

では、例えば、サーフィン体験などの地域の自

然とかかわる活動や、地域に伝わる神楽等につ

いて調べたり体験したりするなど、地域の文化

とかかわる活動が行われております。また、中

学校では、地域の課題について具体的な解決策

や取り組み案を子供たちに考えさせ、子ども議

会において提言する取り組みなどが行われてお

ります。さらに、高等学校では、小学校の給食

献立を考案し、地元食材のすばらしさを伝える

取り組みや、個人やグループで科学分野に関す

る研究課題を設定し、１年以上もかけて探究す

る取り組みなどが行われております。このよう

な各学校での創意工夫ある取り組みは、教育活

動を実り多いものにすると同時に、子供たちが

自分の学びに誇りを持つことにもつながるもの

と考えております。

確かに、地域を挙げて教育に○河野哲也議員

取り組んでおられるということだと思います。

ただ、先ほども述べましたが、2020年、日本の

教育の分岐点と言われています。具体的に言う

と、例えば、オリンピック・パラリンピックの

合宿誘致を宮崎は掲げています。じゃ、そのと

き子供たちはどう対応するんだと。「見学に行

きましょう」だけなのか。この６年間でどうい

うふうに子供たちを育てるのか、そういうプロ

グラムが今つくられているのかというところを

問題にしたい。例えば、教育長、今、学校の校

務分掌の中にオリンピックに向けたものを創設

している学校はありますか。

現在、本県におい○教育長（飛田 洋君）

て、学校運営のための組織、校務分掌に、オリ

ンピック・パラリンピックに向けた担当を位置

づけている学校はないものと認識しておりま

※ 147ページに訂正発言あり

平成27年２月27日(金)
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す。しかしながら、オリンピック・パラリン

ピックをチャンスとして捉え、例えばスポーツ

の強化であったら、体育主任、体育の教科代表

者がリーダーシップをとるとか、あるいはおも

てなしであれば、児童会とか生徒会の分掌の者

がリーダーシップをとるとか、いろんな形が考

えられると思います。いずれにしましても、各

学校が教育活動に生かすことを考え、適切に創

意工夫をしていくことが大切であると考えてお

ります。

知事は、2020年のオリンピッ○河野哲也議員

クイヤーに向けて、宮崎で打てる施策というの

を具体的に考えておられますね。教育長、学校

現場でオリンピックに向けた取り組みを始めて

いるところがあったら、具体的に教えてくださ

い。

具体的に 直接的○教育長（飛田 洋君） ―

なことではありませんが、本県では東京五輪等

に向けて、おもてなしプロジェクトに取り組

み、東京五輪への貢献、本県の魅力向上、スポ

ーツランド推進を柱として、事業を展開してい

るところであります。学校におきましては、現

在、総合的な学習の時間などにおいて、国際理

解や福祉についての学習などを進めているとこ

ろでありますが、東京五輪に向けて、キャンプ

誘致などに取り組んでいる本県といたしまして

は、この機を捉えて、このような学習をより一

層深め、おもてなしの心を醸成していくことが

必要であると考えております。また、東京五

輪、そしてパラリンピックで活躍する本県選

手、それを期待しながら、中学生、高校生を含

め、選手強化に努めていくことも大切であると

考えております。

教育長がおっしゃった「おも○河野哲也議員

てなしの教育」というのは、非常に大事な視点

だと思います。現場の先生との協議記録の中で

も、キーワードは、文化度を高めるということ

を議論しておりました。例えば、キャンプ地に

選定された地域が、どのくらい選手を、または

スタッフをもてなせるかということが文化力だ

というふうに書かれていました。文化度を如実

にあらわすとも書かれていました。

前回の質問で、栃木県の子ども観光大使につ

いて紹介いたしました。熊本では、オリンピッ

クの前年開催のラグビーワールドカップ10会場

の候補地に名乗りを上げています。九州は４

県、上げていると聞いています。そこで、熊本

の学校では、ラグビー教育テキストを作成し、

教育活動を実践している先生がいらっしゃると

いう報告、それを通じて、国際貢献、国際交流

をしかけようとしている先生がいらっしゃると

いう報告がございました。ぜひ宮崎でも、具体

的に学校での教育活動の中で実践していただき

たい、そのように要望いたします。

３つ目は、放課後の教育活動の充実です。近

年、子供が小学校に入学すると、放課後の預け

先が見つからず、母親が仕事をやめざるを得な

くなる「小１の壁」と呼ばれる問題が深刻化し

ています。この打開策として、厚生労働省と文

部科学省は、「日本再興戦略」改訂2014を踏ま

え、放課後に校内などで子供を預かる放課後児

童クラブの拡充、放課後子供教室の充実、一体

型の放課後児童クラブ・放課後子供教室の推進

などを盛り込んだ「放課後子ども総合プラン」

をまとめ、昨年７月31日に全国の自治体に通知

いたしました。６年生までの児童を対象とし、

放課後を安心して過ごせ、居場所を確保できる

大事な事業となっていきます。

11月の議会で、特に教育委員会所管の放課後

子供教室の課題について議論されましたが、課
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題解決に、ほかのサービスについて言及があり

ました。予算等も報告されましたが、予算を考

えると、何とか子供教室・児童クラブ内で解決

できないかと考えます。子供教室は地域の方々

が指導員となっていることから、指導員の言う

ことを聞かない、やりたい放題だ、「宿題しな

さい」と強く言えない、けんかがしょっちゅう

あるとの声を聞き、教師側も、子供教室でいじ

めが起こり学校に持ち込む、子供教室で宿題を

やっているのに全くできない子がいるなど報告

されています。そこで、県では、放課後子供教

室において、運営面・指導面について課題をど

う認識しているか、お伺いいたします。

放課後子供教室は、○教育長（飛田 洋君）

地域住民の方々に指導者をお願いして、各地域

の実態に応じた学習活動や体験活動等が行われ

ているところですが、子供教室では、特別な支

援を必要とする子供も活動しており、そのよう

な子供への対応が難しいという声を聞いており

ます。また、１年生からいろんな学年の子供が

いる、それからさまざまな子供がいるというこ

とで、子供たちが全て満足するようなプログラ

ムづくりは難しいというような声も聞いており

ます。このように、地域の指導者の方々が大変

な苦労をされていると認識いたしております。

このため、子供教室の運営や指導に当たる関係

者などを対象に、専門的知識の習得や具体的な

子供への接し方の研修会を県が実施するなど、

可能な限りの支援を行っているところでござい

ます。

県が実施というふうにありま○河野哲也議員

すが、実は報告書の中に、指導員から「たまに

は子供教室に来てください」と言われて訪問し

た教師が報告されておったんですけれども、１

時間もらって、持ち込んだ教材で、指導員の前

で指導されたそうです。最初はやりたがらな

かった１人の子が、正座をしてまでも楽しく活

動し始めて、最後までやり切ったと。見ていた

指導員も、「導入や指導、言葉かけなどが参考

になった。このような教材を使っての遊びはお

もしろい。取り入れていきたい」と感想をいた

だいたそうです。そこで、指導者の負担を減ら

すため、子供を動かす片々の技術を持っている

教師にコーディネートさせることはできないで

しょうか。教師が運営面や指導面にかかわるこ

とが必要だと考えますが、お考えを伺います。

学校と子供教室が十○教育長（飛田 洋君）

分連携を図るということは、非常に大切である

と思います。現状としましては、市町村におい

ては、子供教室と学校が定期的に連絡会議を実

施するなど、日常的に情報交換を行っておりま

す。具体的には、子供教室の活動日誌を学校内

で回覧し、子供教室の指導者の抱えている課題

や子供の様子を学校でも共有する取り組みと

か、学校関係者と子供教室関係者が協議を行

い、施設面や運営面での課題解決を図る取り組

みなどが行われております。

今、議員の御質問をお聞きしながら、私も感

じることがあったんですが、先ほど答弁させて

いただいた、困っていらっしゃることでプログ

ラムづくりが難しいという課題について御指摘

がありました。私も理科教師として中学・高校

におって、野外体験のいろんな資格等を取って

やってきたんですが、この私でも、小学生が喜

んでくれるようなプログラムを紹介することが

できました。きっと小学校の先生あたりは、

もっと多様なプログラムのスキルを持っておい

でだと思います。そういうことを発揮していた

だくように、研修会等で市町村とも連絡をとり

ながら、今後、情報を伝えていけたらと思いま
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した。

最後の答弁の部分が、実は非○河野哲也議員

常に大事だというふうに私も考えます。課題を

チャンスと捉えていけないかなということで

す。例えば、今答弁していただいたように、固

定化ぎみのプログラムを教師というのは変える

ことができる。もう一つは、昔はあった異年齢

集団、昔は外遊びなんかでありましたね。それ

が子供教室にはあるんだと。これを特性と捉え

て、教師がかかわっていくというのが大事な視

点じゃないかなと考えます。報告の記録の中で

も、学校の校務分掌に「子供教室コーディネー

ター」を位置づけてはという提案もありまし

た。

発達障がい児童生徒への対応について移りま

す。2007年４月、改正学校教育法が施行され、

小中学校等においても特別支援教育を推進する

ことが、法律上、明確に規定されました。文科

省が2012年12月に行った調査によれば、通常学

級に在籍する、知的発達におくれはないものの

学習面または行動面で著しい困難を示すとされ

た児童生徒の割合は6.5％となっており、30人の

クラスに１人か２人は該当する児童がいるとい

う計算になります。本県においても7.1％となっ

ています。つまり、30人学級に２～３人です。

学級担任への負担も大きく、通常の学級に在籍

する発達障がいのある児童生徒に対する支援の

充実については、急務となっています。11月議

会で右松議員がよく調査され、議論されました

が、改めて、増加傾向にある発達障がい児童生

徒に対する認識と対応についてお伺いいたしま

す。

発達障がいのある児○教育長（飛田 洋君）

童生徒数が増加している中、発達障がいのある

子供が学びの場で必要とする多様なニーズに適

切に対応した指導・支援を教職員ができるよう

にすることは、非常に重要であると考えており

ます。そのような認識を持って、本県独自の事

業として、平成25年度より「支援をつなぐ」特

別支援教育エリアサポート構築事業に取り組

み、医療・保健・福祉などの関係機関と学校が

連携し、１人の子供を多面的に支える体制をつ

くるとともに、特別支援学校のチーフコーディ

ネーターや小中学校の拠点校のエリアコーディ

ネーターなど専門性の高い教職員が、小中学校

の教員へ研修を行うとともに、学校を訪問し

て、具体的な場面での指導や助言を行っている

ところであります。

先日、大阪で開催された特別○河野哲也議員

支援教育セミナーに参加してまいりました。そ

こでは、教師が発達障がいのある子供の役に

なって、さまざまなケースの模擬授業が提示さ

れました。例えば、「自閉症スペクトラムの児

童が、遠足の作文が書けないとパニックになり

ました」との場面設定で授業が始まります。授

業の中でさまざまな反応を示して、担任教師が

戸惑っている中に、講師の先生が介入して、こ

うやってやっていく、そういう場面設定の模擬

授業が何パターンか提示されました。確かに理

論研修は大事なことですが、通常の学級に起こ

り得る実際を練習しなければならないと感じま

した。発達障がいのある児童生徒の指導につい

ての研修は実技研修が必要と考えますが、現状

をどう考えておられますか。

今、非常にいい事例○教育長（飛田 洋君）

を御紹介いただいたと思うんですが、発達障が

いのある児童生徒への指導で特に留意すべきこ

とは、必要な支援や指導方法が一人一人違うと

いうことでありまして、障がいについての一般

的な、基本的な理解だけでは十分ではなくて、
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教員がそれぞれの子供の特性に応じた指導が実

際にできるよう、指導技術を身につけることが

必要であると考えております。

そのため、小中学校等の教員に対して行う研

修の中で、具体的な事例に基づき指導方法の紹

介をしたり、特定の指導場面を想定して有効な

手だてに関する演習などを行い、実践的な指導

力の向上を図っているところであります。ま

た、エリアコーディネーターなどが小中学校等

を訪問して、その子供に最も適した指導方法、

例えば、この子にわかりやすい説明はどうなの

か、質問はどうなのかとか、あるいは教材・教

具や板書の仕方などについて、教員に具体的

に、かつ個別の児童生徒に対応した形で助言し

ているところであります。

エリアコーディネーター、本○河野哲也議員

当に質の向上も含めて、ぜひ宮崎モデルとして

強化していただいて、全国発信をお願いしたい

と思います。

岡山県の先生の報告です。毎月20～30分程度

の特別支援教育ミニ研修として校内研修をシス

テム化し、積み重ねにより効果を上げていまし

た。その研修で、取り入れたいものとして教材

の紹介がございました。障がいに対応する教材

が確立されておりました。発達障がいの子供た

ちの多くは、視知覚に問題があると言われてい

ます。これを補う教材が必要とされています

が、県としての見解をお伺いいたします。

発達障がいのある子○教育長（飛田 洋君）

供たちの中には、視力そのものの障がいではな

くて、脳の中で視覚情報をどう処理するか、そ

の処理することが苦手であるため、文字がかす

んで見えたり、揺らいだり、鏡文字になったり

とか、そういう子供もおります。これらの子供

に対しては、視覚教材が有効で、私も実際に子

供を指導している場面を見たことがございます

が、例えば、文字の一部分だけを見せて、何の

文字かを考えさせながら見る力をトレーニング

する教材とか、文字を読む際に、周辺の文字が

隠れるように、読む行だけが見えるようにした

教材、そういうものを使ったりすることが有効

であるとされております。また、それらのソフ

トが入っているタブレット型端末もございま

す。今後とも、そのような教材教具を紹介した

り、学校に貸し出したりするなど、その普及に

努めてまいりたいと考えております。

ぜひ予算措置も含めて支援を○河野哲也議員

お願いしたいと思います。

答弁にありましたが、教育現場が直面する課

題を解決するには、教育委員会と首長の連携が

欠かせません。知事、今まで質問してきた問題

を今後は総合教育会議で議論していきますか、

見解を伺いたいと思います。

今、議員からるる御質○知事（河野俊嗣君）

問がございました。オリンピック・パラリン

ピックという機会の活用であり、発達障がいへ

の対応であり、非常に重要なポイントをいろい

ろ御指摘いただいたというふうに思います。我

々もさまざまな政策課題を議論する中で、やは

り子供のころからの教育が大事だね、人づくり

が大事だねという結論に達するわけであります

が、かといって、何でもかんでも教育現場に、

学校にお願いするとなると、先生方の負担、ま

たは現場の混乱等いろいろあろうかと思いま

す。そのような状況も踏まえて、総合教育会議

というのは、さまざまな課題をまさに協議・調

整する場であろうと考えておりますので、学校

教育のさらなる充実という観点から、具体的に

どのようなことを協議するかも含めて、今後、

教育委員会とよく相談しながら進めてまいりた
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いと考えております。

なお、先ほど、島原教育委員長の任期満了に

ついての答弁の中で、私、10月31日と誤って

言ってしまったようであります。正しくは、任

期満了の日は平成27年10月13日でございますの

で、おわびして訂正させていただきます。

会議は原則公開となっていま○河野哲也議員

す。今後、注視させていただきたいと思いま

す。先ほど知事もおっしゃいましたけれども、

会議では、両者の調整が必要な事項を検討する

となっています。知事と教育委員会は、同会議

の検討結果を踏まえて、それぞれの職務権限に

おいて対応するとなっています。どうか、2020

年への教育再生が宮崎の子供たちのためにある

よう尽力していただきたいと思います。

認知症対策でございます。

政府は１月27日、認知症の人への支援を強化

する「認知症施策推進総合戦略」、いわゆる新

オレンジプランを正式に決めました。本人や家

族の視点を重視した施策の推進が柱になってい

ます。団塊の世代が皆75歳以上になる2025年ま

でを対象期間とします。この年には、65歳以上

の５人に１人、約700万人が認知症になるとの推

計を提示し、基本的理念として「認知症の人の

意思が尊重され、住み慣れた地域のよい環境で

自分らしく暮らし続けることができる社会の実

現」を掲げています。

その上で戦略の７つの柱を示しました。１、

認知症への理解を深めるための普及・啓発の推

進、２、認知症の容態に応じた適時・適切な医

療・介護等の提供、３、若年性認知症施策の強

化、４、認知症の人の介護者への支援、５、認

知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの

推進、６、認知症の予防法、診断法、治療法、

リハビリテーションモデル、介護モデル等の研

究開発及びその成果の普及の推進、７、認知症

の人やその家族の視点の重視でございます。

認知症国家戦略に伴って、本県の取り組みに

ついてお伺いします。「認知症になると考える

ことができなくなる」「日常生活ができなくな

る」「いずれ自分自身のこともわからなくな

り、意思も感情もなくなる」など、認知症につ

いて、認知症の人の家族や地域には根強い偏見

があります。こうした偏見や症状の進行に伴

い、「できなくなること」がふえる不安は、認

知症本人に「認知症という診断結果を認めたく

ない」「人に言いたくない」という思いを持た

せ、それまでの人づき合いや社会との継続を難

しくさせています。その結果、「認知症にか

かってから家にいる時間が多くなった」とか

「長年続けたスポーツや趣味をやらなくなっ

た」という方も多い。結局、こうした偏見など

により、重度化してから発見されると、「自分

のやりたいことを実現させる支え」が難しくな

ります。そこで、認知症の人が今までどおり暮

らしていくために、県は認知症施策にどのよう

に取り組んでいくのか、福祉保健部長に伺いま

す。

認知症の早期○福祉保健部長（佐藤健司君）

発見・早期対応や、地域における支援体制の充

実を図るため、県におきましては、医療相談や

専門医療の提供を行う認知症疾患医療センター

を県内３カ所に設置し、加えて、日常診療に携

わるかかりつけ医、病院看護師や認知症ケアを

担う介護職員を対象とした研修を実施するとと

もに、地域で認知症の方やその家族を支える認

知症サポーターの養成を支援しております。今

後は、国の新たな「認知症施策推進総合戦略」

において、平成30年度までに全市町村に設置す

ることになっております、早期発見・早期対応
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に重要な役割を果たす認知症初期集中支援チー

ムや、地域の身近な相談窓口となる認知症地域

支援推進員について、市町村や関係機関と連携

し、設置を促進してまいりたいと考えておりま

す。

今までどおり暮らしていくた○河野哲也議員

めに、認知症に対して、答弁にありました、正

しく理解し、早期発見し、早期に支えていくこ

とが大事だ、そのための初期集中支援チームの

全市町村設置への支援を、県に、ぜひお願いし

たいと思います。

認知症についての基礎知識と正しい理解を身

につけ、認知症患者と家族を手助けする市民ボ

ランティア「認知症サポーター」は、全国

で2014年12月末時点で580万人に上ります。国

は、現行の養成目標である600万人達成が目前に

迫っているため、800万人に上積みするとしてい

ます。認知症サポーター養成講座は全国で行わ

れています。講座を受講することでサポーター

となっていますが、認知症患者の理解者にはな

れても、サポーターまでには至らないケースが

ほとんどです。そこで、本県の認知症サポータ

ーはどれくらいいるのか。また、サポーターの

養成と活動の支援にどのように取り組んでいく

のか、お伺いいたします。

本県の認知症○福祉保健部長（佐藤健司君）

サポーターの養成数は、昨年末現在、約６

万7,000人となっておりますが、今後、見込まれ

る認知症高齢者の増加に対応できるよう、引き

続き、認知症サポーターの増員を図っていく必

要がありますので、養成数の少ない市町村に重

点的に働きかけるとともに、養成講座の講師と

なる人材の育成のための研修などに取り組んで

まいりたいと考えております。また、認知症サ

ポーターが、地域や職場などさまざまな場面で

活躍していただくことが重要でありますので、

徘回模擬訓練への参加などの事例を初め、県内

外の先進事例を県庁ホームページ等で紹介する

こと等によりまして、市町村の多様な取り組み

を促進してまいりたいと考えております。

県の後押しに期待したいと思○河野哲也議員

います。

65歳未満の若年認知症の人は、2009年公表の

調査で推計約３万8,000人、働き盛りの世代で経

済的な問題が大きく、本人や配偶者の親などの

介護と重なって、複数の人の世話をする多重介

護に直面するおそれも高いなど、高齢期とは

違った生活課題があります。国家戦略では、都

道府県に相談窓口を設けて担当者を配置し、交

流の場づくりや就労支援など対策を強化すると

しています。そこで、本県での若年性認知症の

交流の場や就労支援などについてどのように取

り組むか、お伺いいたします。

若年性認知症○福祉保健部長（佐藤健司君）

の方には、就労継続や子供の教育費などの収入

確保、さらには介護が配偶者に集中するなど、

多くの課題があると思われます。このため、事

業主等へ若年性認知症に関する啓発を行い、就

労継続について理解の促進を図るとともに、仮

に一般就労が困難となった場合においても、障

害福祉サービスなどに基づく福祉的就労の対象

となりますので、その点も周知してまいりたい

と考えております。

また、認知症の方やその家族が集い、情報交

換、交流を図ることのできる居場所づくりにつ

きましては、県内の一部で「認知症カフェ」と

しての取り組みが始まっているところでござい

ますけれども、今後は、市町村が実施する地域

支援事業を活用しながら、より身近な地域に居

場所ができるよう、取り組みを進めていく必要
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があると考えております。

これからの課題として、認知○河野哲也議員

症については、国の施策を先取りして、高齢者

が安心して暮らせる、そういう施策をぜひお願

いしたいと思います。

今、地域での県政報告会の中で、数々の要望

を受けます。新見代表もおっしゃいましたけれ

ども、県民の声を多く受けるわけです。代表質

問でも扱われた内容がございますが、切実な県

民の声として、３点質問をさせていただきま

す。

農林業問題です。林業関係者との懇談の中

で、森林組合が取り組んでいる事業が厳しい状

況になっているとのことでした。今、延岡地区

の現状は、伐採未栽地面積915ヘクタールで、こ

とし造林予定面積143ヘクタールに対して、苗木

の不足によって造林面積は106ヘクタールとお伺

いいたしました。組合の対策として、母樹園の

造成や穂木生産に取り組むとしておりました

が、再造林の増加に対応した苗木の不足が生じ

ています。県の対応について、環境森林部長に

お伺いいたします。

本県では、杉○環境森林部長（徳永三夫君）

を中心とする人工林が収穫期を迎えております

ことから、今後の伐採面積の増加に対応し、再

造林を進めていくためには、５年後の平成32年

度には、現在の杉苗木生産量約420万本の1.5倍

に当たる約620万本の苗木が必要となると予測し

ております。このため現在、苗木生産に必要な

採穂園の整備など、生産拡大に向けた対策につ

いて、森林組合など関係団体等と連携を図りな

がら検討を進めているところでございます。

苗木の植栽に大事な作業であ○河野哲也議員

る地ごしらえが始まっている中で、森林整備事

業の27年度補助金減額が検討されていると聞い

ております。このまま事業を続ければ、組合に

欠損が生じ、組合員の負担が大きくなる、やめ

れば山は荒廃すると、苦しんでいらっしゃいま

した。森林整備事業が進む中で、補助金の減額

がされると聞いておりますが、対応をお伺いし

ます。

国の森林整備○環境森林部長（徳永三夫君）

当初予算が年々厳しくなる中で、先般成立した

補正予算においても、本県への配分がなかった

ことから、来年度の事業実施が大変厳しい状況

にあると認識しております。このため現在、国

に対して、本県の実情を十分に説明し、予算配

分について強く求めているところであり、今後

の予算の配分状況を踏まえまして、現場への影

響が可能な限り緩和できるよう、現場の声にも

耳を傾けながら対応してまいりたいと考えてお

ります。

帰り際、林業県宮崎「切った○河野哲也議員

ら植える」、ぜひとも林業関係の予算確保をと

強く言われました。どうかよろしくお願いした

いと思います。

有害鳥獣でございます。北川のシキミ生産者

の方々から、鹿駆除を徹底してお願いしたいと

の声を聞きました。そこで、24年度、25年度に

おける、県内の野生鳥獣による農林作物の被害

額を、総合政策部長にお伺いいたします。

平成24年度○総合政策部長（橋本憲次郎君）

の農林作物の被害額につきましては、農作物が

約10億円、人工林が約5,300万円、特用林産物が

約4,500万円となっており、合計で11億172万円

となっております。また、平成25年度の農林作

物の被害額につきましては、農作物が約７

億3,000万円、人工林が約6,400万円、特用林産

物が約3, 2 0 0万円となっており、合計で８

億2,653万円となっているところでございます。
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全体の被害額は減っています○河野哲也議員

が、杉等の人工林の被害がふえているというこ

と、近年の鹿の生息数の推移について、環境森

林部長にお伺いいたします。

県では、糞粒○環境森林部長（徳永三夫君）

法 これは鹿のふんの数によって推測するわ―

けですが によりまして鹿の生息数調査を実―

施しており、平成20年度の約７万7,000頭をピー

クに、24年度末には約４万1,000頭まで減少して

いると推測しておりますが、地域によっては、

生息数が増加しているとの声も聞いておりま

す。このような中でありますが、現在、国にお

いて、北海道を除く都府県を対象に、新たな手

法を用いた生息調査を行っておりますので、こ

の結果を踏まえて、今後の対策に生かしたいと

考えております。

答弁にあったように、この数○河野哲也議員

字を生産者の方々は信用していません。目の前

の鹿は確実にふえていると言います。ぴくりと

も動かないと。農作物の被害もありますけれど

も、乗用車の被害もある、動かないから車にぶ

つかると、そこまでおっしゃっていました。鹿

ネットの緩みを見つけて、侵入して若木を折

る、農林作物を荒らすと、生産者の声は怒りに

満ちておりました。以前の質問で、狩猟者の減

少・高齢化が進行していることから、新たな捕

獲の担い手として民間企業等の参入を考えるべ

きだとの議論がありました。鳥獣保護法の改正

に伴い創設された「認定鳥獣捕獲等事業者制

度」について、県の取り組み状況をお伺いいた

します。

「認定鳥獣捕○環境森林部長（徳永三夫君）

獲等事業者制度」は、野生鳥獣の捕獲の一層の

促進と狩猟者の確保を図るため、必要な技能や

知識及び資格など、国が定める基準を満たして

いる民間事業者を、知事が鳥獣捕獲等事業者と

して認定するものであります。本県におきまし

ても、狩猟者の減少・高齢化が進行しており、

新たな捕獲の担い手として期待されますので、

認定事業者が有害鳥獣駆除に従事できるよう、

本年５月の制度の施行に向けて、鳥獣保護事業

計画の変更を進めているところでございます。

再度お尋ねですが、この制度○河野哲也議員

を積極的に活用していただけるということでよ

ろしいでしょうか。

本制度は、事○環境森林部長（徳永三夫君）

業者が参入することによりまして、有害鳥獣対

策はもとよりでございますが、ジビエの利活用

にもつながるものと考えておりますので、積極

的に進めてまいりたいと考えております。

ありがとうございます。○河野哲也議員

延岡南道路恒久無料化についてお伺いいたし

ます。平成23年の６月からの無料化社会実験終

了後、国道10号の渋滞が再び慢性化し、並行し

て走る通学路となっている県道への流入もふ

え、沿線住民の経済活動や人身事故の発生件数

が1.83倍となるなど、再三にわたり訴えてまい

りました。また、昨年３月、東九州道延岡―宮

崎間の開通により、例えば開通後の３月19日、

国が調査していましたが、延岡ジャンクション

から延岡南は１万1,431台通過しております。特

に大型車両が、有料区間の延岡南道路を避け、

延岡南インターと国道10号を結ぶ市道に流入す

るわけです。その交通量が大幅に増加し、沿線

住民の生活に大きな影響が出ています。沿線住

民の置かれている危機的状況を解消するため、

また物流機能の強化を図るため、早急に延岡南

道路の恒久無料化を実現すべきだと考えます

が、知事の見解をお伺いします。

延岡南道路について○知事（河野俊嗣君）
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は、平成22年６月から約１年間にわたり実施さ

れました高速道路料金の無料化社会実験をきっ

かけに、地元延岡市を中心に、恒久無料化を求

める強い声をいただいておるところでありま

す。また、有料区間であります延岡南道路を避

けた大型車が、今御指摘ありましたように沿線

の住宅地に流入することから、騒音や交通安全

上の問題が生じ、住民生活に支障を及ぼしてい

るという声も聞いているところであります。延

岡南道路の無料化も一つの解決策とは思われま

すが、一般有料道路として建設された経緯か

ら、現行制度上、直ちに無料化することは厳し

い状況にあるものと考えております。このよう

なことから、県としましては、国や延岡市など

の意向も踏まえつつ、どのような対応ができる

のかということについて、引き続き検討してま

いりたいと考えております。

この問題は、延岡選出の議員○河野哲也議員

が質問し続けると思いますので、よろしくお願

いします。

最後でございます。重症心身障がい児のショ

ートステイについてお伺いいたします。

重症心身障がい児の保護者から幾つか声をい

ただきました。その中の一つですが、ショート

ステイの設置でございます。この話を聞いたと

き、亡くなられた外山良治元議員が河野知事就

任直後の一般質問で、メールを通じて一人の重

心児の紹介をし、ショートステイ等の設置を訴

えられたことを思い出しました。重症心身障が

い児のショートステイの県北での設置につい

て、平成23年２月議会の関連質問に対して、

「医療機関との連携という中での取り組みにな

る。一つ一つ課題が解決できるように環境整備

を整えていきたい」と答弁されています。その

後の取り組みについて、福祉保健部長にお伺い

いたします。

重症心身障が○福祉保健部長（佐藤健司君）

い児の保護者の身体的・心理的負担軽減を図る

ため、ショートステイ等の提供体制の充実は大

変重要な課題であると認識いたしております。

このため今年度は、在宅の重症心身障がい児の

新たな受け入れや受け入れ枠の拡大を予定して

いる10の障害福祉サービス事業所等に対し、看

護師等の雇い上げ費用に対する支援を行ってお

りまして、その中で、県北地域におきまして

も、２事業所が手を挙げていただき、その支援

を行っているところであります。また、重症心

身障がい児の支援には、専門的な知識と対処が

必要なことから、これらの事業所が雇い上げた

看護師等を対象とした対応力向上研修を実施し

ているところでございます。

今後さらに、保護者の皆様の切実な声に応え

られるように、医療機関や介護老人保健施設の

空きベッドを活用したショートステイ実施の働

きかけや、施設職員の対応力向上のための研修

等を通じて、受け入れ事業所の充実に取り組ん

でまいりたいと考えております。

宮崎市ができて延岡ができな○河野哲也議員

い、県北ができないということはない。具体的

な動きをぜひお願いしたいと思います。知事、

外山良治元議員は、この惨状、悲劇というもの

を３期12年の間で全て解消していただきたいと

おっしゃったのを覚えているでしょうか。私も

同感だと訴え、質問の全てを終わります。以上

です。（拍手）

次は、後藤哲朗議員。○福田作弥議長

〔登壇〕（拍手） おはようご○後藤哲朗議員

ざいます。一般質問、延岡市選出の２番目、後

藤哲朗でございます。よろしくお願いいたしま

す。
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さて、知事は、平成24年９月議会、十屋議員

の知事の政治姿勢に対する質問への答弁で、

「政治家として、知事としての言葉には、ポイ

ントが３つあると言われています。１つは、何

を語るかという中身の部分、２つ目は、その中

身というものをいかに伝えるか、いかにわかり

やすく的確に伝えるか、３つ目は、その中身が

固まって的確に伝える技術があった上で、どう

いう内容を、どういうタイミングで、どのよう

に伝えていくかが重要である」と述べられてい

ます。また、「発した言葉どおりの結果をあら

わす力があるとされている言霊を大事にした

い。言葉の磨きというものに尽力、研さんを積

んでいきたい」旨のことを言われております。

私は、このようにパフォーマンスやイメージで

はなく、言葉の重みや本質を求められる誠実な

知事なら、「くらしの豊かさ日本一の宮崎」の

実現に向けて、一歩一歩、前へとリードしてく

れるものと思っております。

そこでまず、知事の発した言葉からお尋ねい

たします。ある地元紙の本年の新春インタビュ

ーで、「「みやざき新時代」を築きたいとおっ

しゃっていますが、その中で県北地域の将来像

をどう描きますか」という問いに、次のような

ことを述べられています。「延岡を中心とした

県北が、高速道路を活用しながら、中心的な位

置として県勢全般を引っ張っていく。それが宮

崎全体の浮揚につながると思っています」とい

う内容であります。県北民にとりましては、元

気が出る、ありがたい言葉であります。そこ

で、県北地域の浮揚に向けてはどのように取り

組んでいかれるのか、知事に御所見をお伺いい

たします。

次に、自然環境の保全についてお尋ねいたし

ます。知事は、いろんな場面で、宮崎の自然に

ついて、「本県が誇る恵まれた自然、美しい自

然、豊かな自然、田舎の自然、多くの自然の資

源」などの言葉を用いられます。私も、海・山

・川と、すばらしい自然に囲まれた宮崎県に住

んでいることに、感謝の気持ちと誇りを持って

おります。そこで、私は、宮崎の豊かな自然の

恵み等を活用した、地方創生や地域活性化への

視点、取り組みが重要であると考えます。しか

しながら、自然の恵みを利活用する一方で、自

然環境を保護することは、私どもにとって非常

に大事なことであり、また、これらの自然環境

を将来の世代に確実に引き継いでいくことも、

私たちの重要な使命であります。そこで、本県

の豊かな自然環境をどのように保全していかれ

るのか、知事に御所見をお伺いいたします。

次に、祖母傾山系エリアのユネスコエコパー

クの登録についてお尋ねいたします。

ユネスコエコパークは、生態系の保全と持続

可能な利活用の調和を目的として、1976年（昭

和51年）にユネスコが始めた制度であります。

世界自然遺産が、顕著な普遍的価値を有する自

然地域を保護・保全するのが目的であるのに対

し、ユネスコエコパークは、保護・保全だけで

なく、自然と人間社会の共生に重点が置かれて

います。日本の登録件数は、「日本百名山」著

者の深田久弥氏のふるさとの山、白山を初

め、3,000メートル級の山、赤石岳、悪沢岳のあ

る南アルプス、そして本県の綾など、７カ所で

あります。世界的な機関からのお墨つきを得る

ことで、国内外からの観光客の増加が期待でき

るし、本県で２件の登録となりますと、「自然

豊かな宮崎」を、今まで以上に国内外にアピー

ルできるものと考えます。そこで、祖母傾山系

周辺地域におけるユネスコエコパーク登録に取

り組む目的と効果について、知事にお伺いいた
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します。

次に、ゼロ予算施策についてお尋ねいたしま

す。

厳しい財政状況の中にあって、「財源なくし

て政策なし」という言葉を払拭する、まさに知

恵と工夫による改善の取り組みを高く評価いた

します。制度の改善や県民等との協働、情報発

信・情報提供の充実など、新たな予算を伴わず

に、いろんな施策の推進を図られています。そ

こで、ゼロ予算施策について、その狙いと取り

組み状況を、知事にお伺いいたします。

続きまして、地域福祉の推進についてお尋ね

いたします。

急速な少子高齢化や人口減少、家族形態の変

化などに伴い、地域社会のつながりが希薄化し

ています。このような中、ひとり暮らし高齢者

や子供の見守り、子育て中の母親への支援な

ど、以前は地域のきずなの中で住民同士が互い

に支え合い、助け合ってきたことが、難しく

なってきたというような声を聞きます。これか

ら人口減少が進んでいくことを考えますと、地

域コミュニティーが持つ互助の機能を維持し、

高めていくことが大切であると考えます。そこ

で、そのためには、福祉の切り口で、地域にお

いて誰もが身近に集うことのできる拠点をつく

ることが重要であると考えますが、県の今後の

取り組みについて、福祉保健部長に御所見をお

伺いいたします。

次に、北川湿原についてお尋ねいたします。

北川湿原は、延岡市北川町の家田地区と川坂

地区に広がる約20ヘクタールの湿地で、家田湿

原と川坂湿原を総称して北川湿原と呼んでいま

す。絶滅危惧種の動植物が50種以上生息し、国

内でも学術的に極めて価値の高い湿原と言われ

ています。また、家田川のサイコクヒメコウホ

ネ、川坂川のオグラコウホネは、日本一の群落

と評されています。そこで、この北川湿原につ

いて、県としてはどのように認識されているの

か、環境森林部長にお伺いいたします。

次に、中小企業の振興についてお尋ねいたし

ます。

昨年の９月に金融庁が公表しました地域金融

機関における課題と考え方を要約しますと、

「地域金融機関は、地域の経済・産業の現状及

び課題を適切に認識・分析するとともに、こう

した分析結果を活用し、さまざまなライフステ

ージにある企業の事業の内容や成長可能性など

を適切に評価（事業性評価）した上で、それを

踏まえた解決策を検討・提案し、必要な支援等

を行っていくことが重要である。特に、目きき

能力の発揮による企業の事業性評価を重視した

融資や、コンサルティング機能の発揮による持

続可能な企業（特に地域の経済・産業を牽引す

る企業）の経営改善・生産性向上・体質強化の

支援等の取り組みを一層強化していくととも

に、継続困難な企業に対する円滑な退出への支

援にも取り組んでいくことが求められている」

とあります。

昨年の６月に閣議決定しました「日本再興戦

略」においても、事業性に着目した融資を促進

するとしております。そこで、中小企業支援施

策として、融資が大きなウエートを占めている

と考えますが、県として小規模企業者等に対し

てどのような取り組みを行っているのか、商工

観光労働部長にお伺いいたします。

次に、離島振興についてお尋ねいたします。

平成25年４月に改正離島振興法が施行され、

間もなく２年が経過いたします。この間、国に

おいては、離島活性化交付金や離島高校生修学

支援事業といった制度が創設されました。県に
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おいては、離島に特化した10年間の地域づくり

ビジョンである第７次宮崎県離島振興計画が策

定され、各分野においてさまざまな取り組みが

なされているなど、一定の成果が上がっている

ものと認識しています。

ところで、離島の一つである島野浦島は、水

産業が基幹産業であり、まき網、養殖漁業が基

幹漁業となっていますが、長引く魚価の低迷や

水産資源の減少、燃油高騰などから経営環境は

極めて厳しく、進展する高齢化と新規参入者の

不足などから、担い手の確保が困難な状況にあ

ります。そのような中、島の基幹漁業であるま

き網漁業を初めとして、漁業の活性化を図り、

持続可能な漁業の再構築を目指すこととしてい

ます。そこで、延岡市で取り組みの意向があり

ます離島漁業再生支援交付金について、現在の

状況を農政水産部長にお伺いいたします。

最後に、ＮＩＥの推進についてお尋ねいたし

ます。

ＮＩＥとは、Newspaper in Education、「教

育に新聞を」の略で、学校などで新聞を教材と

して活用することをいいます。新聞を教材とし

て活用するだけでなく、新聞や新聞記者につい

て学んだり、新聞をつくったりすることもＮＩ

Ｅに含まれます。学習指導要領では、教育内容

の改善事項の第一に「各教科等における言語力

の充実」をうたっています。また、辞書や新聞

の活用や図書館の利用などについて指導を求め

た中教審の答申を念頭に、言語力を高めるため

の環境整備の重要性を明記しています。言語力

がコミュニケーションや感性・情緒の基盤であ

り、学習の基本という認識があるからと考えま

す。私も以前からＮＩＥに関心があり、動向を

見ていましたが、学力向上やキャリア教育の視

点からも、高い評価をしているところでありま

す。そこで、学校におけるＮＩＥの効果につい

て、教育長に御所見をお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わりまして、それ

ぞれの御答弁後、質問者席から再質問をさせて

いただきます。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、県北地域の浮揚についてであります。

県北地域は、本県を代表する産業集積地帯であ

りまして、風光明媚な観光資源や神楽等の伝統

文化など、多彩な魅力にあふれております。と

りわけことしは、東九州自動車道の大分―宮崎

間や国道218号北方延岡道路の開通、細島港の大

型岸壁の完成を控えるなど、社会基盤の整備が

大きく進むところでありまして、本県にとりま

して、東九州の新たな玄関口として、将来への

発展可能性が大きく広がっているものと考えて

おります。

さらに現在、県北地域においては、東九州メ

ディカルバレー構想やフードビジネスなどの振

興、また自動車関連産業の北部九州における販

路開拓、さらには、ユネスコエコパークの登録

や神楽の無形文化遺産登録、世界農業遺産の認

定に向けた取り組みなど、地元が主体となった

さまざまな動きが活発化しているところであり

ます。私としましては、このような取り組みを

しっかり後押しすることで、県北地域の一層の

活性化を図り、それを県全体の発展につなげて

いくことにより、「みやざき新時代」を築いて

まいりたいと考えております。

次に、自然環境の保全についてであります。

本県は、祖母・傾などの緑豊かな山々やこれら

を水源とした河川、そして鬼の洗濯板を擁する

美しい海岸線など、変化に富んだ、豊かですぐ

れた自然環境に恵まれております。県では、昭
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和９年に我が国で初めて国立公園に指定された

霧島錦江湾国立公園や日豊海岸国定公園など、

県土の約12％を占める自然公園を適切に保全す

るとともに、平成17年に宮崎県野生動植物の保

護に関する条例を制定し、多様な生態系の保全

に取り組んでいるところであります。また、近

年では、霧島ジオパークの認定や綾ユネスコエ

コパークの登録、さらには、祖母傾山系のユネ

スコエコパーク登録を目指す動きなど、各地域

において、自然環境を保全しながら地域振興に

生かす取り組みもありますので、そのような取

り組みへの支援を行っているところでありま

す。

今後、沿道修景美化条例の精神を受け継いで

継承・発展させていく県土美化条例などの制定

も検討しておるところでありまして、県民の間

に自然環境の保全の機運を高めてまいりたいと

考えております。豊かな自然環境は本県の貴重

な財産だと考えておりますので、今後ともしっ

かり保全し、将来の世代へと引き継いでまいり

たいと考えております。

次に、祖母傾山系周辺におけるユネスコエコ

パーク登録についてであります。

この地域は、幅広い植生や希少野生動植物が

生息するなど、豊かな自然が残っており、森林

セラピーなど自然を活用した地域活動も盛んで

ありますことから、まさに「生態系の保全と持

続可能な利活用の調和」を掲げるユネスコエコ

パークの理念に合致しているところでありまし

て、登録に向けた取り組みを推進しておりま

す。これを進めることで、貴重な生態系の保全

を図りますとともに、地域資源が再認識され、

知名度の向上、交流人口の増加、地域住民や次

世代の誇りの醸成が図られることから、世界ブ

ランド登録を目指した他の取り組みとあわせ

て、宮崎の魅力を国内外に発信してまいりたい

と考えております。また、大分県や両県の関係

６市町と連携し、この取り組みを進めていくこ

とにより、東九州新時代にふさわしい地域間交

流の一層の活発化を図ってまいりたいと考えて

おります。

最後に、ゼロ予算施策についてであります。

ゼロ予算施策につきましては、新たな予算を

伴うことなく、職員の知恵と創意工夫、アイデ

アを生かして、県民サービスの向上や改善に積

極的に取り組むものであります。これは、平

成18年度 私が総務部長であったときであり―

ますが より、このような名前のもとに取り―

組み、また公表しておるところでございます。

取り組み状況としましては、例えば、川崎市や

宮崎銀行との包括的な協定の締結でありますと

か、民間企業等との協働によります企業ＢＣＰ

の策定支援、さらには、企業局の県電ホール及

びギャラリーの一般開放など、多岐にわたって

いるところであります。ゼロ予算施策につきま

しては、効果的・効率的な行政サービスに資す

るほか、職員の意識改革にもつながるものであ

りますので、私も引き続き、職員に対し、積極

的なアイデアや提案を呼びかけてまいりたいと

考えております。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（佐藤健司君）

えいたします。

地域福祉の推進についてであります。人と人

とのつながりが希薄化する傾向にある今日、世

代を超えて誰もが気軽に集い、交流を深めるこ

とのできる身近な拠点づくりは、重要な視点で

あり、県内では、公民館や個人の住宅を利用し

て、いわゆる「茶飲ん場」と呼ばれる、住民が

気軽に集い語れる場などが設置され、効果を上

げつつあると聞いております。このような状況
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を踏まえ、今回、国の交付金を活用しまして、

地域住民が交流できる拠点づくりを行う「世代

間交流・多機能型福祉拠点支援事業」を、２月

追加補正予算の中で提案させていただいたとこ

ろであります。今後、この事業を活用しながら

身近な拠点づくりを進め、地域住民のつながり

の再生に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○環境森林部長（徳永三夫君）

えいたします。

北川湿原についてであります。家田川や川坂

川流域の北川湿原は、私も大好きな場所であり

まして、何度も足を運んでおりますが、グンバ

イトンボ、スイレン科のオグラコウホネ、ヌマ

ゼリなど、県のレッドデータブックに掲載され

ている希少な野生動植物が多数生息しておりま

す。このため県では、宮崎県野生動植物の保護

に関する条例に基づき、平成21年３月に重要生

息地に指定いたしまして、地元住民を対象にし

た講演会の開催や、鹿の食害を防ぐ防護柵の設

置など、地元の皆様とともに湿原の保全に取り

組んでいるところでございます。北川湿原は、

環境省の「日本の重要湿地500」やラムサール条

約湿地の潜在候補地に選定されるなど、国際的

にも重要な湿原でありますので、県民の財産と

して、今後とも、その保全を図っていく必要が

あると認識しております。以上であります。

〔降壇〕

〔登壇〕○商工観光労働部長（茂 雄二君）

お答えします。

小規模企業者等に対する融資の取り組みにつ

いてであります。融資を活用して設備投資等を

行うことにより、経営基盤を強化することは、

県内の中小企業者が成長や事業継続を図る上で

大変重要であります。このため、県では本年

度、県中小企業融資制度に「みやざき成長産業

育成貸付」を設けるなど、経営安定や事業拡大

等のための金融支援を行っているところであり

ます。また、特に小規模企業者等につきまして

は、国の設備導入のための無利子貸付制度が廃

止されますことから、来年度より新たに「みや

ざき小規模企業者等設備導入資金貸付制度」を

設けるとともに、貸付先に対し、県産業振興機

構に設けられた「よろず支援拠点」が随時助言

を行うことにより、その成長促進を図ってまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

〔登壇〕 お答○農政水産部長（緒方文彦君）

えいたします。

離島漁業再生支援交付金についてでありま

す。離島漁業再生支援交付金は、離島の漁業集

落が行う種苗放流や販路拡大などの地域活動を

支援することにより、離島漁業の維持・再生を

図ることを目的として交付されるものでありま

す。交付に当たりましては、対象地域におい

て、取り組み内容を定めた集落協定を漁業者間

で締結すること、また、市町村において、それ

を踏まえた漁業振興の方策に関する「離島漁業

集落活動促進計画」を策定することが要件と

なっております。現在、延岡市においては、協

定の具体化など、地元との調整を進めていると

ころでありますので、県といたしましては、そ

の進捗状況を見ながら、まずは、計画の策定に

向け、必要な支援を行ってまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（飛田 洋君）

します。

学校教育におけるＮＩＥ（Newspaper in Educ

ation）の新聞の教材としての活用の効果につい

てであります。教育指導への新聞の活用は、学
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習指導要領にも位置づけられており、学校で

は、文章構成のお手本として活用したり、多様

な情報源として記事を読み解いたりしながら、

思考力、判断力、表現力を高める取り組みが、

国語科や社会科を初めとするさまざまな学習に

おいて行われております。

ＮＩＥの効果ですが、国が行った「全国学力

・学習状況調査」の結果分析では、新聞をよく

読む子ほど学力が高いという結果が出ておりま

す。また、全国のＮＩＥ実践指定校を対象に行

われた調査では、新聞の活用による効果とし

て、子供たちが文章を読んで内容を理解するこ

とが好きになるとか、自分で調べて詳しく知る

ことが好きになるなどの効果も見られておりま

す。以上でございます。〔降壇〕

理解を深めるために、提言・○後藤哲朗議員

提案を交えながら、再度質問を行ってまいりま

すので、よろしくお願いいたします。

知事には、県北地域について、東九州の玄関

口として、将来への発展可能性が大きく広がっ

ている旨の答弁でありました。国の責任のもと

進められる九州中央自動車道の整備促進が付加

されれば、もっともっと大きく浮揚するものと

思いますので、今後とも引き続き、要望活動を

初めとした後押しのほどよろしくお願いいたし

ます。

それでは、まず初めに、ユネスコエコパーク

登録についてお尋ねいたします。

先ほどの知事答弁では、地域資源の再認識、

知名度の向上、交流人口の増加等の効果をお示

しいただきました。豊かな自然環境という本県

の貴重な財産である祖母傾山系エリアが、地域

振興に大きく貢献する資源となるものと思って

おります。そこで、まず初めに、ユネスコエコ

パーク登録にかかわる課題について、総合政策

部長にお伺いいたします。

ユネスコエ○総合政策部長（橋本憲次郎君）

コパーク登録に向けた課題についてでございま

すが、申請に当たりましては、ユネスコエコパ

ークとしての機能を達成するためのゾーニング

（区域設定）や、地域の共通したコンセプトづ

くり、また、これまでの学術研究や地域活動の

取りまとめなどを行う必要があるところでござ

います。これに向けて、現在、早急に作業を進

めているところでございます。また、この取り

組みを推進するためには、何よりも地域の盛り

上がりが大変重要でございますので、大分県、

地元自治体と連携し、積極的に取り組んでまい

りたいと考えております。

今の答弁にありましたよう○後藤哲朗議員

に、区域設定、地域の共通したコンセプトづく

り、学術研究の取りまとめ等、申請への課題の

ほかに、地域の盛り上がり、機運の醸成等が、

私は大変重要だと思っております。また、今回

の登録に向けての動きと並行して、「九州で残

された最後の大自然」に県民の皆さんに親しん

でもらうことや、担当の職員さんたちにも、こ

の区域の自然のよさ、深さ、広さ等をよく理解

してもらうことも重要だと思っております。な

ぜ私が言えるのかといいますと、議員になる前

までは、山が大好きで、ほとんどこの周辺の山

を登っているから、体感・実感として言えると

いうことを御理解いただきたい、そのように思

います。

ところで、橋本総合政策部長には、大崩山の

麓に視察に行かれたとお聞きしておりますが、

祖母傾山系は大まかに３つの山地に分かれると

思っております。行かれた大崩山地、祖母山か

ら傾山に連なる山地、可愛岳、行縢山等の山地

があります。知事の現場主義ではありません



- 158 -

平成27年２月27日(金)

が、いろいろなアクセスもありまして、現地の

視察をぜひ今後ともよろしくお願いしたい、そ

のように思います。

次に、知事に、ゼロ予算施策、その中で都市

間連携についてお尋ねいたします。川崎市との

連携・協力の取り組みに関する基本協定が締結

されました。都市間連携は重要な施策であり、

大いに期待をするものであり、二の矢、三の矢

を撃っていくべきだと私は考えます。そこで、

本県と関西を結ぶカーフェリー航路の就航地で

あり、メディカルバレーの先進地、神戸牛など

関連の深い神戸市など、川崎市に続く他の都市

との連携についてはどのように考えておられる

のか、御所見をお伺いいたします。

まず、川崎市との基本○知事（河野俊嗣君）

協定の締結を受けて、活発に意見交換やフォー

ラムなどを行っているところでありますが、こ

のように、都市と地方が互いの地域資源や特性

を最大限生かして相乗効果を得るということ

は、今、国を挙げた地方創生の動きがある中

で、一つの先駆的な取り組みであろうかと自負

しておるところでありまして、全国に誇るべき

都市と地方の連携モデルとして発展させていき

たいと考えております。

御提案のありました神戸市につきましては、

本県と関西を結ぶ長距離カーフェリー航路の就

航地が昨年10月から神戸港に変更されたのに加

え、神戸市にゆかりの深いオリックス・バファ

ローズのキャンプがことしから宮崎市で行われ

るなど、相互交流の大きな流れができつつある

のではないかと感じております。

さまざまなアイデアができようかと思いま

す。今御指摘がありましたような、例えば宮崎

牛と神戸牛の和牛バトルイベントを行うとか、

また大型クルーズ船の寄港地としての連携・協

力というようなことも考えられようかと思いま

す。今、神戸市長を務めておられます久元市長

は、私の総務省時代の先輩でもあります。そう

いう人脈なども通じて、いろんな展開も図られ

るというふうに考えておるところでありまし

て、今後は、川崎市との連携の推進状況も踏ま

えつつ、神戸市も含む他の自治体との多様な地

域間連携の構築も視野に入れながら、検討を進

めてまいりたいと考えております。

ありがとうございました。ど○後藤哲朗議員

うぞよろしくお願いいたします。

続きまして、同じくゼロ予算施策の情報発信

・情報提供の充実についてお尋ねいたします。

東九州自動車道の開通を契機として、今後の交

流が活発になるであろう自治体（大分県、北九

州等）について、県の広報紙において紹介をす

るとともに、他の自治体広報紙において本県の

ＰＲを行ってもらうなどの相互連携した取り組

み、要するにイベントとか観光情報等を掲載し

合うという、ゼロ予算での検討ができないもの

か、総合政策部長にお伺いいたします。

他の自治体○総合政策部長（橋本憲次郎君）

の広報紙との紙面交換という取り組みは、新た

な予算を必要とせずにお互いの魅力を伝え合う

ことができ、交流の促進を図る上で有効な方策

の一つであると考えております。また実際、宮

崎市と大分市の間、また延岡市と佐伯市の間

で、具体的な取り組みが見られるところでござ

います。実際に、県の広報紙の紙面交換を行う

に当たりましては、市の広報紙に比べてページ

数が少ないとか掲載できる情報量に限りがある

中で、工夫も必要となってまいりますが、今

後、相互連携という御趣旨を踏まえて、幅広く

検討してまいりたいと考えております。

よろしくお願いします。実○後藤哲朗議員
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は、別府市観光協会に行きましたら、北九州

市、別府市、そして本県の宮崎市が同様なチラ

シをつくっておりまして、東九州道開通による

都市との交流、その中でいかにＰＲしていく

か、その中で相互連携という一つのキーワード

が出てきているような気がいたしますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。

続きまして、地域福祉の推進についてお尋ね

いたします。

地域住民同士が互いに支え合い、助け合う互

助の機能を活性化させるためには、拠点だけで

はなく、地域全体の人による見守り等の活動も

重要であると考えます。県では、地域福祉の課

題解決を図る地域福祉コーディネーターの養成

や、地域住民の見守りを行う「みやざき地域見

守り応援隊」の取り組みを実施しております

が、どのような実績があるのか、福祉保健部長

にお伺いいたします。

地域福祉コー○福祉保健部長（佐藤健司君）

ディネーターは、福祉課題の解決のためにリー

ダーシップを発揮する人材として、これまで442

名を養成しており、孤立死を起こさないための

仕組みづくりや、住民を対象とした介護予防の

研修会の開催などに取り組んでいただいており

ます。

また、昨年２月に結成した「みやざき地域見

守り応援隊」につきましては、電気・ガスなど

のライフラインや宅配サービス業者など、14の

事業者に地域での見守り活動を行っていただい

ておりまして、例えば、体調不良の方を発見し

救急車を呼んだり、保護の必要な児童の情報を

関係機関に通報するなど、これまで15件の実績

が報告されております。

私は、地域福祉を推進するに○後藤哲朗議員

当たりましては、地域の拠点形成、地域活動の

担い手が育つ仕組みづくり、そして最後に、や

はり地域の人が情報を共有することが大事だと

思っております。そのような中、今回、福祉の

切り口で身近な拠点づくりを進めるというこ

と、地域福祉コーディネーターの養成、「みや

ざき地域見守り応援隊」の取り組み等を通じ

て、地域福祉を支える人材の確保に努力してい

ただけるということで、地域住民のつながりの

再生に地域福祉の推進が大きな役割を果たすも

のと思いますので、引き続き、地域福祉の課題

解決に向けての施策の推進をお願いいたしま

す。

続きまして、北川湿原についてお尋ねいたし

ます。

この北川湿原は、多くの学識者の方々の提言

を受けまして、現地調査を実施した結果、希少

植物が多数あることが確認されたため、県土整

備部では、関係機関との協議の上、貴重な湿地

環境の保全・再生を図る自然再生事業に着手さ

れています。北川湿原で実施している家田川・

川坂川の自然再生事業について、これまでの取

り組みと今後の予定を、県土整備部長にお伺い

いたします。

北川湿原○県土整備部長（大田原宣治君）

は、浸水頻度の減少などにより乾燥化が進んだ

ことから、県では、平成15年度に家田川・川坂

川自然再生事業に着手しまして、学識経験者や

地元住民の皆様の御協力をいただきながら、湿

原の保全を図るための土地の掘り下げや、散策

路となる管理用通路などの整備に取り組んでお

ります。また、地元の皆様には、平成18年に家

田・川坂川地元協議会を設立していただき、外

来植物の駆除や自然観察会の開催、ホームペー

ジの開設など、湿地保全活動や情報発信に多大

な御協力をいただいているところです。今後と
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も、引き続き、地元協議会との積極的な協働は

もとより、延岡市などの関係機関との連携を図

りながら、北川湿原の早期再生と保全に努めて

まいりたいと存じます。

実は「北川はゆま」、東九州○後藤哲朗議員

道の開通効果で、今、あの道の駅がすごい客数

の伸び、売り上げの伸びということで、じゃ、

その周辺、どこに行くかというと、北川湿原な

んですね。道の駅「北川はゆま」は、国土交通

省も全国の中で推薦している道の駅ということ

で、その辺もありますので、どうか今後ともよ

ろしくお願いいたしたいと思います。

続きまして、同じく北川湿原についてであり

ますが、先ほどの環境森林部長の答弁にありま

したように、北川湿原は、平成13年に「日本の

重要湿地500」に選定され、平成20年に県の重要

生息地となり、平成22年にはラムサール条約湿

地潜在候補地に指定されました。このラムサー

ル条約湿地とは、条約に加入する国々が、条約

で定められた９つの基準に沿って、国際的に重

要な湿地を登録していくものであり、世界で

は2,186カ所、そのうち日本では46カ所が既に登

録されておりますが、本県にはまだありませ

ん。北川湿原が選定されている潜在候補地とい

いますのは、この登録に向け、一定の基準をク

リアしていると認められている湿地でありま

す。そこで、国の内外から注目され、多くのメ

リットがあると言われるラムサール条約湿地登

録を目指す動きについて、県としてどのように

関与していかれるのか、環境森林部長に御所見

をお伺いいたします。

北川湿原がラ○環境森林部長（徳永三夫君）

ムサール条約湿地に登録されるには、地元の意

向はもとよりでございますが、国立・国定公

園、国設鳥獣保護区などの指定が必要で、将来

にわたって、自然環境の保全が図られることが

必要となります。登録につきましては、環境省

が条約に基づいて行うことになりますが、県と

いたしましても、地元や延岡市の意向を踏まえ

ながら、情報の収集・提供等に努めてまいりた

いと考えております。

御支援のほどよろしくお願い○後藤哲朗議員

いたします。

続きまして、よろず支援拠点についてお尋ね

いたします。

来年度より新たに「みやざき小規模企業者等

設備導入資金貸付制度」を設けるとともに、貸

付先に対し、県産業振興機構に設けられた「よ

ろず支援拠点」が随時助言を行うことにより、

成長促進を図ってまいりたいという答弁であり

ました。中小企業の振興、ひいては地域経済の

発展のためには、融資制度の充実とともに、地

場企業の成長促進を図っていくことが非常に大

きな課題でもあります。そこで、経営改善や生

産性の向上など、地場企業が抱える悩み等に対

するコンサルティングなど、重要な役割を担う

「よろず支援拠点」について、相談スタッフの

体制と有する資格及び相談件数など、その概要

を、商工観光労働部長にお伺いいたします。

よろず支○商工観光労働部長（茂 雄二君）

援拠点は、国からの委託を受けて、県産業振興

機構が昨年６月に開設したもので、県内３カ所

にサテライト会場を設けるなど、各地域の商工

会等と連携し、中小企業や小規模事業者が抱え

るさまざまな経営相談に対応しております。

相談スタッフとして、銀行ＯＢを含め、中小

企業育成に実績のあるコーディネーター５名が

配置されており、このうち４名は、中小企業診

断士の資格を有しております。また、昨年末ま

での７カ月間に、窓口や企業訪問等により946件
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の相談に対応しており、相談内容は、「売り上

げ拡大・販路開拓」が37.6％を占めて最も多

く、続いて、「創業」「経営改善」「各種支援

制度の活用」などとなっております。

国からの委託ですけれども、○後藤哲朗議員

県も一緒に連携して、よろしくお願いしたいと

思います。

続きまして、ＮＩＥについてお尋ねいたしま

す。効果について答弁をいただきましたが、ス

ピードを身上とする新しいメディアに対し、Ｎ

ＩＥは立ちどまってじっくり考えることを求め

ているとも私は思っております。私は、ＮＩＥ

の必要性と重要性が認知されてきているものと

考えますが、ＮＩＥの充実を図るため、今後の

取り組みについて、教育長にお伺いいたしま

す。

ＮＩＥ（新聞の教材○教育長（飛田 洋君）

活用）の普及等のために、本県では、県教育委

員会と新聞各社等から成るＮＩＥ推進協議会が

設置されており、その協議会が毎年８校程度の

推進モデル校を指定し、複数の記事を比較して

物事を多面的に捉えさせる学習や、新聞記者に

よる出前授業などの取り組みが進められており

ます。また、ＮＩＥの取り組みを広げるため、

これまで教員対象の年２回の研修会を協議会主

催で行ってきましたが、本年度からは、新しく

指定された学校に趣旨等を説明する会も実施い

たしました。

さらなる充実に向けてどうするのかという御

質問ですが、来年度以降は、新聞を活用する実

際の授業を多くの教職員に見てもらう取り組み

を検討中であります。また、県教育委員会とい

たしましても、各研修会にＮＩＥ担当の指導主

事を派遣し模範授業を行うなど、協議会と連携

しながら、新聞を活用した教育の充実に努めて

まいりたいと考えております。

先生方に授業の公開を来年度○後藤哲朗議員

から検討していただけるということですが、で

きれば、参観日等で保護者の皆さん方にぜひ見

ていただきたい。要するに、家庭でコミュニケ

ーションの一つのツールとして新聞というもの

を利用していただきたい。家庭、家族団らんの

中で新聞を見ながら、政治・経済・社会、そう

いうものについて親と子供さんが話し合う場、

これがまさしく私は大事だと。というのが、投

票率の低下が言われていますけれども、子供さ

んの時代から、こういった政治・社会・経済等

に関心を持ってもらうことが大事かなと、その

ように思っています。これは最終目標だと思い

ますが、よろしくお願いします。

そこで、ＮＩＥの推進について、提言・要望

をいたします。現在の実践指定校は８校程度と

いうことでしたが、このうちには、宮崎県のＮ

ＩＥ推進協議会が独自に設置している独自認定

枠が１校分あります。この認定枠１校に、多く

の学校の応募があったと仄聞しています。まさ

に、ＮＩＥの必要性や重要性、そして学校・教

師の皆さんに関心が高まってきているものと判

断いたします。そこで、県内のマスコミ各社や

教育関係者でつくる、先ほどの県ＮＩＥ推進協

議会がございますが、現在６社６紙の教材材料

を分割して、例えば３社３紙にしますと、ＮＩ

Ｅに取り組む学校は、単純に計算して倍になる

わけです。ですから、その協議会の場で、ＮＩ

Ｅ推進・拡大の視点から協議いただけるとあり

がたいのですが、検討いただけるよう教育長に

要望しておきます。よろしくお願いいたしま

す。

最後に、ゼロ予算施策について感想を述べさ

せていただきます。
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先ほど知事答弁のほうから、知事が総務部長

だったという平成18年度、当時は27件だったん

ですね。本年度、26年度が85件、来年度は94件

であります。昨年よりも９件多いし、当初か

ら67件もふえている。非常に私も注意して見て

いるんですが、例えば、来年度の事業の中に、

県外に広くアピールできるものを取りまとめた

「アピールメモ」を作成し、県職員が県外に出

張に行く際や県外からの来客と話をする際、職

員一人一人が営業パーソンとなって広くアピー

ルする材料として提供する「オールみやざきア

ピールメモ」の作成 我々議員も結構出張と―

かございますので、できれば我々議員にもいた

だきたい。そういうすばらしい内容かなと思い

ます。

それと、先ほど知事から御答弁がありまし

た、金融機関との協定の締結を通じて、地域経

済の一層の活性化及び県民サービスの向上を図

るという、金融機関との包括連携協定締結、地

域との共生を図る再生可能エネルギー事業者と

の協定締結、スマートフォン等を活用した避難

所情報等の提供、そして、国や県等が行ってい

るさまざまな制度事業・補助事業・助成事業の

ハンドブックの作成 これも我々は利用して―

いるんですけれども、非常にありがたい。各部

各課にまたがって、いろんな助成・補助事業が

ありまして、ハンドブックになりますと非常に

わかりやすいということで、ぜひこれは続けて

いっていただきたいなと、そのように思ってお

ります。

それから、出前講座、私も２～３度利用させ

ていただきましたけれども、出前講座の実施

等、いろんな取り組みをされております。今後

も、知恵と工夫による改善の取り組みに期待さ

せていただきますが、どうか幹部の皆さん方に

おかれましては、職員さんの頑張り、これも認

めていただきたい、そのように思います。どう

か、その点よろしくお願いしまして、時間が若

干早うございますが、終わりとさせていただき

ます。ありがとうございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○福田作弥議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時41分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を○押川修一郎副議長

開きます。

次は、有岡浩一議員。

〔登壇〕（拍手） 愛みやざき○有岡浩一議員

の有岡です。本日は、傍聴者席にも足を運んで

いただき、心より感謝を申し上げます。

さて、私は常に厳しい質問をいたしておりま

すが、ふるさと宮崎県を思い、次の世代へとつ

なぐための愛情のある厳しさであります。県民

の声の代弁者として質問させていただきますの

で、知事を初め、明快なる答弁を求めます。

それでは、通告に従い質問をいたします。

まず、知事の政治姿勢として、ＴＰＰと「地

霊人傑」についてお尋ねいたします。

お手元にはプリントが２枚広がっております

が、この文字は「地霊人傑（ちれいじんけ

つ）」と読みます。よろしくお願いします。

ＴＰＰは、環太平洋経済連携協定もしくは環

太平洋パートナーシップ協定といいますが、日

本にとってどのようなメリット、デメリットが

あるのか、はかりかねている中、昨年３月、私

ども会派主催のセミナーで、「これが本当のＴ

ＰＰ、大転換期を生き抜く」をテーマに勉強会

を行いました。ＴＰＰを重要５品目、すなわち
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農業だけの問題に落とし込み、知的財産や公共

調達、ＩＳＤ条項など、他の非関税分野から目

をそらせるためではないか、また、反対する農

業団体を抵抗勢力とみなすことで、ＪＡの改革

を狙っているのではないかと、講演で力説され

ました。

現在、そのときの内容が現実のものとなって

まいりました。さらに、政府のＴＰＰ協定内容

がいまだに明かされず、マスコミ報道による情

報のみです。ＴＰＰ協定交渉の妥結時期は４月

以降、主食用米の輸入拡大、牛肉・豚肉の大幅

な関税の引き下げなど、情報が拡散し、交渉の

全容が見出せずにいます。日本にとってＴＰＰ

協定妥結は国益となるのか、また本県はどのよ

うな影響を受けることになるのか、県民の不安

は増すばかりであります。

そこで、先人の教えを引用し、２期目を迎え

られた知事の決意をお伺いいたします。地霊人

傑とは、ふるさとの地、その土地に生きてこら

れた先人の人々が守り育ててきた風景やその地

の文化とも呼べる風土が、すぐれた人材、人格

を生み出すと解します。グローバル社会におい

て、時代の変化に順応すべきものと、守りつな

ぐべき文化があると考えます。この地霊人傑と

いう言葉は、高木兼寛先生が地元高岡町に帰っ

てこられたときに書かれた書で私は知りまし

た。高木兼寛先生がふるさとを思う心の書であ

り、私ども高岡町の田畑が広がる豊かな農村地

を守ってほしい、そういう思いの書であると私

は理解しております。そこで、ＴＰＰ協定の結

果にかかわらず、本県農業、県民の暮らしを

守っていくための知事の決意をお伺いいたしま

す。

次に、口蹄疫等の防疫体制について、農政水

産部長にお尋ねいたします。

一昨日の代表質問にありました韓国におけ

る107件の口蹄疫の拡大や、中国でも昨年の暮れ

から発生しております。どこで発生するかわか

らない現状において、まず宮崎県としてできる

こと、やるべきこと、それは水際防疫でありま

す。口蹄疫を経験した本県が現在取り組んでい

る水際防疫の現状について、お尋ねいたしま

す。

次に、県鳥でありますコシジロヤマドリにつ

いてお尋ねいたします。

県の鳥でありながら、見たことがないという

話を聞きますが、本県では人工増殖にも取り組

んでいます。毎回立ち寄っております「みやざ

き県庁職員日記」では、準絶滅危惧種のコシジ

ロヤマドリを３年前より放鳥を行っているとの

紹介があります。そこでまず、県鳥コシジロヤ

マドリの県内での生息状況について、環境森林

部長にお伺いいたします。

以上で壇上からの質問は終わりまして、以下

の質問は質問者席より再質問させていただきま

す。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

本県農業を守っていくための決意についてで

あります。本県の農業は、長年の先人の努力に

より守り育て、そして築き上げられたものであ

りまして、地域経済を支える基幹産業でありま

すとともに、美しい景観や伝統・文化を培う重

要な役割を果たしているものと考えておりま

す。そして、この豊かな農業・農村を次世代に

引き継いでいくことは、私たちに課せられた重

要な責務であると考えているところでありま

す。高齢化の急速な進行や担い手の減少に加

え、ＴＰＰ協定交渉の進展などにより、本県農

業は大きな変革期を迎えており、これらの変化
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に迅速に対応していくことが重要であると考え

ております。このため、県としましては、高い

経営力・技術力を有した担い手の育成や、マー

ケットインの視点による産地の育成、フードビ

ジネスの展開、さらには輸出の拡大等に積極的

に取り組むことで、農家の皆様が、将来にわた

り希望を持って営農できるような、また胸を

張って次世代に引き継いでいくことのできるよ

うな、足腰の強い本県農業・農村の実現に努め

てまいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○環境森林部長（徳永三夫君）

えいたします。

コシジロヤマドリの生息状況についてであり

ます。コシジロヤマドリは、昭和39年に置県80

周年を記念して、本県を代表する県の鳥として

指定されております。この鳥は、標高1,500メー

ター以下の広葉樹を主とした自然林を好むと言

われており、平成21年度の調査によりますと、

児湯郡以南を中心に約１万1,000羽が生息してい

ると推定しております。平成11年度の調査では

約１万5,000羽と推定しておりましたので、約３

割減少したところであります。以上でありま

す。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○農政水産部長（緒方文彦君）

えいたします。

口蹄疫の水際防疫の現状についてでありま

す。口蹄疫は、依然として近隣諸国で継続して

発生しており、中国では、昨年11件、ことしに

入り２件、韓国では、昨年７月から現在まで

に、さらにふえまして116件と拡大をいたしてお

ります。県といたしましては、農場防疫はもと

より、水際防疫につきましても、空港、ホテル

等の協力を得て、徹底した対策を講じていると

ころであります。特に宮崎空港では、国際線だ

けではなく、国内線においても常に防疫マット

を設置するなど、全国トップレベルの対応が行

われております。さらに、空港内の動物検疫所

においては、国際便で持ち込まれるゴルフシュ

ーズ等の消毒の徹底や出入国者への防疫上の注

意喚起など、検疫の強化が図られているところ

であります。今後とも、国や空港等と連携し、

高い危機意識を持って、水際防疫の徹底に努め

てまいります。以上であります。〔降壇〕

ただいま知事より、本県の農○有岡浩一議員

業を守っていくための決意を伺いました。「足

腰の強い農業・農村の実現に努める」とありま

す。そこで、意識改革という視点から、「自然

に生きる人間の原理」という宇根豊氏の本の中

から、食べ物を自然の恵みという考え方に戻す

という本の一部を紹介いたします。宇根氏がド

イツの村を訪ねたときの話です。その村ではリ

ンゴをジュースにして売っていますが、飛ぶよ

うに売れていました。「売れている理由は何だ

と思いますか」という問いに、宇根氏は、無農

薬栽培で安全だから、特別の搾り方をしている

のでおいしいから、新鮮だから、栄養価が高い

から、価格が手ごろだから、パッケージがいい

からなどと考え、答えましたが、本当の答えは

意外なものでした。町の人たちは、「このジュ

ースを飲まなければ、この村の風景が荒れ果て

てしまう」と言ってジュースを買うのだそうで

す。食べ物の価値は食べ物の中だけでなく、む

しろ外側の自然や風景にあり、食べ物は自然の

恵みという見方が、ＥＵに加盟した10年ほど前

から、消費者にも生産者にもできるようになっ

たとのことです。

そういった意味では、これからの宮崎の農業

を守っていくためには、生産者、消費者の意識

改革が必要だと思います。宮崎県のトップリー
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ダーとして日本一住みやすい宮崎県を目指す一

丁目一番地は、本県の自然であり、風土、風景

であります。外圧による目先の変化に惑わされ

ず、日本の歴史と日本人の誇りを持って県政運

営のかじ取りを強く要望いたします。

次に、県の鳥コシジロヤマドリについて、再

度、環境森林部長にお尋ねいたします。平成11

年度から10年間で約３割減少しているというこ

とですが、生息数を維持するための県の取り組

みをお伺いいたします。

県では、コシ○環境森林部長（徳永三夫君）

ジロヤマドリの保護増殖を図るため、平成12年

度から、専門家の指導を受けながら人工増殖に

取り組んでいるところであります。この結果、

平成23年度には、放鳥ができるまでに飼育数を

ふやすことができ、これまでに、宮崎市の高岡

町と高原町の鳥獣保護区内に合わせて28羽を放

鳥するとともに、県鳥であるコシジロヤマドリ

を広く県民の皆様に見ていただくため、フェ

ニックス自然動物園に３羽贈呈したところであ

ります。現在、15羽を飼育しており、今後とも

保護増殖に努めてまいりたいと考えておりま

す。

ただいま説明がございました○有岡浩一議員

が、10年間で３割ずつ減少していくと50年後に

はどうなっているのか、大変心配するわけで

す。私は、県の鳥コシジロヤマドリの生息が、

いわば宮崎県の環境のバロメーターになると考

えております。一定数の生息が維持できること

が、宮崎の自然環境が残っている、残せている

ことになるというふうな考え方です。一つの取

り組みの例ではございますが、県の鳥として今

後とも保護に努めていただくよう、要望いたし

ます。

次に、先ほど口蹄疫等の防疫体制について現

状を伺いました。昨年暮れの高病原性鳥インフ

ルエンザ防疫の結果で実証されたように、迅速

な決断と対応で、関係者には大変御苦労をおか

けいたしますが、広がりを防ぐことができまし

た。日本一の防疫体制の宮崎県へと育てていた

だくことを要望し、次の質問へと参ります。

次は、障がいのある人もない人もともに生き

る条例についてであります。本県における条例

の必要性について、福祉保健部長にお伺いいた

します。

国際連合では平成18年に障害者権利条約が採

択されるなど、障がい者の権利擁護を進める国

内外の取り組みが進んできました。まず、熊本

県では、平成20年８月に実施した相談機関に対

する調査などにより、障がいのある人が生活す

るさまざまな場面で、依然として差別を受けた

り、障がいへの配慮がないため暮らしにくさを

感じているといった現状が明らかになり、いち

早く条例を制定し、平成24年４月１日施行。長

崎県は平成26年４月１日施行、鹿児島県は平

成26年10月１日に施行となっています。このよ

うに、「障害を理由とする差別の解消の推進に

関する法律」、平成28年４月の障害者差別解消

法の施行を前に、本県でも条例を制定し、相談

体制から問題解決のための体制のあり方につい

てどのように進めるべきなのか、福祉保健部長

の所見をお伺いいたします。

県では現在、○福祉保健部長（佐藤健司君）

障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、障がいの特

徴や周囲の方々にお願いしたい配慮などについ

て紹介したハンドブックを作成、配布し、障が

いに関する理解促進に取り組みますとともに、

さまざまな相談に応じる「障がい者110番」や、

虐待に関する通報や相談に応じる「県障害者権

利擁護センター」を設置いたしております。障
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がい者に対する差別の解消を今後一層推進する

観点から、関係団体等の御意見を伺いながら、

相談から解決に至るまでの体制のあり方につき

まして、国や条例を含めた他県の取り組み等も

参考に検討してまいりたいと考えております。

ただいま答弁をいただきまし○有岡浩一議員

たが、障がい者の皆さんにとって何が必要なの

か、おわかりでしょうか。一人一人の人格と個

性が尊重される社会であり、相互理解が必要だ

ということです。相互理解とは、お互いがお互

いを理解し合えるということで、その環境がま

だまだ不足しているということであります。で

すから、国の指針とかいうことではなく、永田

町に答えがあるわけではありませんので、他県

の取り組みを参考にしながらも、身近にある声

なき声にどう答えられるかが問われていると私

は思っています。いろいろな課題を抱えながら

も、相談しても解決しない、相談できない、そ

ういう思いでいらっしゃる方たちがたくさんい

るという現状を伺っております。

こういった状況の中で、知事にお尋ねしたい

と思いますが、今議会初日の所信表明におい

て、今後４年間の施策の中で、障がい者や外国

人を初めとする全ての人に優しいユニバーサル

デザインのまちづくりに取り組むとありまし

た。知事の目指す全ての人に優しいユニバーサ

ルデザインとはどのようなものか、お尋ねいた

します。

現在、「みやざき東京○知事（河野俊嗣君）

オリンピック・パラリンピックおもてなしプロ

ジェクト」の一環としまして、バリアフリー化

や街の案内表示、交通通信手段の整備、県民の

外国語の習得など、障がい者や外国人観光客を

初め、あらゆる皆様を温かく円滑に受け入れる

「おもてなし環境」の充実強化に向けたさまざ

まな取り組みを、官民一体となって進めている

ところであります。このような取り組みを契機

としまして、年齢や性別、障がいの有無、国籍

などにかかわらず、できるだけ多くの方が利用

しやすいものづくり、環境づくりを目指すユニ

バーサルデザインの考え方をさらに進め、本県

が有する人情味豊かな県民性やおもてなしの心

を生かしまして、思いやりに満ちた社会を目指

す「みやざき流おもてなし文化」の確立に努め

てまいりたいと考えております。

ただいま知事から答弁いただ○有岡浩一議員

きましたが、バリアフリーにする、そういった

整備も必要ですが、心のユニバーサルデザイン

というんでしょうか、心の差をなくすというん

ですか、障がいのある人もない人もともに生き

る宮崎づくりの条例がつくられることによっ

て、完成された社会ではないからこそ、日々成

長する、お互いが成長し合う、そういう県民の

目標とすることが、この狙いであると思ってい

ます。おもてなしという部分を今後どう発展さ

せるかということですが、やはりお互いを尊重

する、そういう精神のもとでのおもてなしがで

きるという部分、これは障がい者の立場、また

外国人の立場もそうでしょう。こういった条例

を制定することで一つの後押しになると、私は

思っていますので、ぜひとも早期制定を強く望

みまして、今後の検討を期待しております。

それでは次に、ＰＦＩについて総務部長にお

尋ねいたします。

プライベート・ファイナンス・イニシアチ

ブ、民間資金等活用事業のＰＦＩ。大きな財政

負担が想定される中、公共施設等の老朽化対策

が求められます。そこで、ＰＦＩを積極的に活

用すべきではないかと考えております。ＰＦＩ

は、民間の資金、経営能力、技術的能力を活用
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し、新しいアイデアが発見できる手法です。総

務部長に、今後の取り組みについてお伺いいた

します。

本県におきまして○総務部長（成合 修君）

は、厳しい財政状況の中、過去に建設された公

共施設等が、今後大量に更新時期を迎えるな

ど、その老朽化対策が大きな課題となっており

ます。このため現在、公共施設等の更新、統廃

合、長寿命化などを計画的に行い、将来の財政

負担の軽減や施設等の最適な配置の実現を目指

す「公共施設等総合管理計画」の策定を進めて

いるところでございます。この計画の中で、議

員の御指摘にございましたＰＦＩにつきまして

も、コスト縮減や財政負担の平準化、さらに公

共サービスの向上等の効果が期待される手法の

一つでありますので、こうした手法も含め、よ

り効果的、効率的な公共施設等の管理のあり方

について、さまざまな観点から検討してまいり

たいと考えております。

ＰＦＩ法が制定されたのが平○有岡浩一議員

成11年７月。県外の先例を見ますと、ＰＦＩの

手法は全ての施設に適用できるわけではありま

せん。そのためにもＰＦＩ導入可能性調査が必

要であります。一つの例で言いますが、八王子

市の総合体育館もＰＦＩで施設整備、運営が行

われています。スポーツ振興対策特別委員会で

県の体育館を視察してまいりましたが、こう

いった施設をＰＦＩで取り組むことが可能では

ないかと思っておりますし、プラスアルファと

しまして、災害時の避難所という機能も持たせ

て計画する、そういった各部署が連携してＰＦ

Ｉを検討することが必要であると思っておりま

す。公共施設等総合管理計画とともに、各担当

部署が可能性調査を進めていただくことを提言

し、要望いたします。

次に、総合政策部長にお伺いいたします。平

成26年10月29日、第187回国会、地方創生に関す

る特別委員会において石破大臣が、「ＰＰＰ、

ＰＦＩを積極的に導入することにより、地方の

仕事の質を変えていきたい。重要な手法と認識

している」と答弁されています。本県において

余り実績のないＰＦＩではありますが、地方創

生の視点からも積極的に進めるための準備が必

要と考えますが、総合政策部長の見解をお伺い

いたします。

ＰＦＩに係○総合政策部長（橋本憲次郎君）

る他県の事例を見ますと、公営住宅や教育・文

化関連施設、公園等のさまざまな公共施設にお

いて、その手法が活用されているというふうに

承知しております。本県におきましても、厳密

な意味でのＰＦＩの事例ではございませんが、

行政と民間が連携した事業といたしまして、例

えば延岡市の警察職員住宅の整備が挙げられる

というふうに考えております。ＰＦＩは、御指

摘がありましたように、財政上のメリットが考

えられるほか、民間の柔軟な知恵や発想を生か

せる手法でございますので、効率的、効果的な

社会資本の整備方法を検討するため、引き続

き、県、市町村職員の理解を深めるための研修

会などに、積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。

もう１つ紹介をさせていただ○有岡浩一議員

きますが、国会の先ほどの特別委員会で小泉政

務官が、人口３万3,800人の岩手県紫波町のオガ

ールプロジェクトについて答弁されています。

感銘を受けた３つの理由として、１点目、補助

金に頼らない。身銭を切らないと、他人の金で

は商売は成功しない覚悟を貫いているというこ

と。２点目に、ピンホールマーケティングとい

う考え方で、バレーボールの聖地を目指す着目
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点。３点目は、それぞれの専門人材を集めて活

用しているという点を挙げ、地方創生の視点か

ら高く評価されていました。他の地域にない民

間活力の取り組みの参考になればと、オガール

プロジェクトを紹介させていただきました。

次に、宮崎県の山を守り、林業を守るために

必要な施策を、環境森林部長にお伺いいたしま

す。

林業事業体等に対する伐採現場の指導状況に

ついて、現状をお尋ねします。また、林活議員

連盟でも常に話題となる、速やかな再造林を進

めていくための伐採後の指導にはどのように取

り組んでいるのかを、あわせてお伺いいたしま

す。

森林の伐採に○環境森林部長（徳永三夫君）

当たりましては、災害等が発生しないよう、林

地保全に配慮した作業や伐採跡地への造林の実

施が重要であります。このため県では、市町村

や森林組合と連携をいたしまして森林パトロー

ルを実施し、伐採届の内容等を遵守するよう指

導を行っているところであり、本年４月から

は、違法伐採や伐採跡地の指導を徹底するた

め、伐採現場に旗の設置 旗を掲げていただ―

くのですが を義務づけることとしておりま―

す。また、伐採跡地への再造林につきまして

は、森林所有者の判断となりますが、県といた

しましては、資源や森林の早期再生の観点か

ら、市町村や森林組合等と連携して、速やかに

植栽を行うよう指導しているところでありま

す。

ただいま答弁の中で、伐採に○有岡浩一議員

よって災害が生じないように林地保全に配慮し

た作業とありましたが、現場では宮崎県作業道

開設基準が遵守されているのでしょうか。県外

業者が伐採後そのまま放置しているケースや、

地元の方から、今のままでは災害が起きると心

配される声が多く聞かれるようになりました。

昨年も伐採後に斜面がずってきて、地元の国道

が通行どめになる災害が起きています。そこ

で、特に宮崎市に住む立場から、県北、県南、

県央それぞれの地域によって事情が違います

が、県央地区の植栽率は50％に達していないと

聞いています。苗木の定植後の管理の問題な

ど、地域の実情に応じた森林施業をどのように

進めていくのか、再度、環境森林部長にお伺い

いたします。

森林・林業を○環境森林部長（徳永三夫君）

取り巻く状況は、地域によってそれぞれ特徴が

ありますので、その実情に応じた施策を適切に

行っていくことが重要であると考えておりま

す。このため、市町村が森林整備計画におい

て、地域の森林状況等を踏まえた樹種の選定や

下刈り等の施業方法など、森林整備の方針を具

体的に示し、着実な施業の実施に努めていると

ころであります。

具体的には、森林所有形態が小規模な都市部

においては、森林組合や認定林業事業体等と一

体となって施業の集約化や効率的な森林施業を

重点的に推進するなど、山元への利益還元を重

視したきめ細かな普及指導に取り組んでいると

ころでございます。今後とも、国の森林整備事

業等も活用しながら、地域の特徴に応じたさま

ざまな施策を講じてまいりたいと考えておりま

す。

ただいま説明いただきました○有岡浩一議員

が、どうしても、皆伐による災害の発生という

ものが危惧されてなりません。

また違う視点で、再度、環境森林部長にお尋

ねいたしますが、水源涵養機能など、全国の森

林を対象に約75兆円の多面的機能があるとする
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試算例があります。森林の持つ多面的機能につ

いて、環境森林のベテランであります部長の御

所見をお伺いいたします。

県土の76％を○環境森林部長（徳永三夫君）

占めております本県の森林は、木材の生産を初

め、災害の防止、水源の涵養、さらには二酸化

炭素の吸収など、さまざまな機能を有し、その

評価額は、平成13年度の試算によりますと年間

１兆9,000億円となっておりますので、県民に

とってかけがえのない共有の財産であると認識

をしております。このため、今後とも適正な森

づくりを通じて、その多面的機能が持続的に発

揮されるよう努めてまいりたいと考えておりま

す。

現在、森林環境税を使った活○有岡浩一議員

用事業、公益的機能を重視した森林づくりに、

毎年２億円以上の事業を実施しております。さ

らに、民間の植栽事業や、どんぐり1000年の森

をつくる会、さらには独立行政法人森林総合研

究所、森林農地整備センターの水源林造成事業

を活用しながらの多様な森林づくりを、今後と

も期待したいと思っております。

次に、東九州自動車道宮崎―大分間が来月の

３月21日につながるという情報がありました。

新聞でも、誘客の好機であり、ツアー商品が多

く動き、交流人口が増加すると大変喜ばれてい

るようでございます。大いに利用していただき

たいと願うわけですが、利用者の中には対面通

行が怖いという声が聞かれております。そこ

で、東九州自動車道の供用済み県内延長に対し

て、対面通行となっている２車線区間の延長の

割合について、また、そのうち簡易中央分離帯

が設置されている延長と割合はどうなっている

のか、県土整備部長にお伺いいたします。

東九州自動○県土整備部長（大田原宣治君）

車道の県内区間は、大分県境から清武南インタ

ーチェンジまでの区間が供用しておりまして、

その延長は127.8キロメートルであります。この

うち、追い越し車線のあります４車線区間を除

き、対面通行となる２車線区間の延長は114.2キ

ロメートルで、その割合は89.4％となっており

ます。さらに、この２車線区間のうち、ポール

などによる簡易中央分離帯が設置されている区

間の延長は90.7キロメートルであり、全体に占

める割合は71％となっております。

ただいま数字的な報告があり○有岡浩一議員

ましたように、全体に占める71％がポールなど

による簡易中央分離帯というのが、今の現状で

ございます。そこで、警察本部長にお尋ねいた

しますが、東九州自動車道の昨年の交通事故の

発生状況と、安全対策についてどのような取り

組みをされているのか、お伺いいたします。

東九州自動車道○警察本部長（坂口拓也君）

では、昨年１年間に、人身事故が29件、物損事

故が159件発生しておりまして、県内の高速道路

で発生する全交通事故の約４割を占め、死亡事

故も１件発生しております。事故の形態別に申

しますと、人身事故では、その約６割に当た

る18件が自損単独事故であり、また物損事故で

は、簡易中央分離帯を突破する事故が13件発生

しております。

これらの事故の原因は、ハンドルやブレーキ

操作の誤り、前方不注意など、ドライバーの緊

張感の欠如に起因するものが大半を占めている

ことから、警察では、運転者の緊張感を高める

ため、交通事故の多発する時間帯、場所などを

重点に、本線車道での取り締まりや駐留警戒、

各インターでの街頭監視を強化しております。

また、関係機関・団体と連携を図り、高速道路

の安全利用に関するチラシの配布やポスターの
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掲示、道路情報板やラジオ放送を活用した安全

運転の呼びかけなど、広報啓発による利用者の

安全意識の向上に努めております。今後も、道

路管理者を初め、関係機関・団体との連携を密

にして、安全施設の充実や合同対策を推進する

など、高速道路における交通事故抑止に努めて

まいります。

ただいま報告がありましたよ○有岡浩一議員

うに、人身事故が29件、物損事故が159件という

形で全体の４割を占めるという高速道路の状態

でありますが、再度、県土整備部長にお尋ねい

たします。毎年このように事故が多発し、毎年

のように死亡事故が起きている現状で、子供が

被害者となる事故も依然起きております。当面

の安全対策が必要でありますが、具体的な内容

と、県としての今後の対応について、部長に再

度お尋ねいたします。

西日本高速○県土整備部長（大田原宣治君）

道路株式会社によりますと、東九州道の当面の

安全対策については、ポールなどの簡易中央分

離帯が設置してある区間におきまして、橋梁付

近を中心に、車線をはみ出しそうになると音や

振動で運転者に注意を促す区画線や、目の錯覚

を利用しまして、車線の幅を狭く見せることで

速度抑制を促す導流レーンマークを順次設置し

ているところであり、今後も、より充実させる

予定であると伺っております。県としまして

は、高速道路の安全確保は大変重要であります

ので、引き続き、西日本高速道路株式会社など

に対して、安全対策の充実を要望してまいりた

いと考えております。

具体的な今できることをやっ○有岡浩一議員

ていただいているということはわかりました。

しかし、先ほどの事故の件数の中で、簡易中央

分離帯を突破する事故が13件発生するというこ

とは、この事故が対面であれば大きな事故にな

る確率は高いと思っております。そういった意

味では、高速道路が開通し、交通量がふえれば

ふえるほど起きる可能性があるという、この悩

ましい現状について危惧する一人であります

し、県民の皆さんの中に、利用するのが怖いと

いう声がある以上、何らかの対策が必要だと

思っておりますが、知事にお尋ねいたします。

高速道路の安全対策について、知事はどのよう

な見解を持って取り組まれるのか、お尋ねいた

します。

東九州自動車道は、お○知事（河野俊嗣君）

かげさまで、予定より前倒しで整備が進んでい

るところでありますが、一方で、今御指摘があ

りましたような暫定２車線区間が大半のところ

にあり、高速道路利用者からも、追い越し車線

の設置や４車線化を望む声もいただいておると

ころでありまして、その安全確保については非

常に重要な課題であると認識をしておるところ

であります。このため、私自身、これまでも機

会あるごとに、国などへ要望を行っているとこ

ろであります。今月３日に上京した際にも、東

九州自動車道で発生した事故というものを具体

的に説明しまして、安全対策の必要性を直接、

国に対しても訴えたところでございます。県と

しましては、利用者が安心して運転していただ

けますよう、国や西日本高速道路株式会社に対

しまして、県内の高速道路における安全対策の

充実というものを、今後とも強く訴えてまいり

ます。

これから利用がさらにふえて○有岡浩一議員

いくからこそ、利用者の声をしっかり把握し、

利用者の安全対策を第一に、今後とも取り組ん

でいただくことを重ねて要望いたします。

次に、持続可能な観光誘致策について商工観
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光労働部長にお伺いいたします。

今回、地方創生事業として、神話のふるさと

旅行券発行事業やＰＲ事業などを計画されてい

ます。その中で大切な視点として、県外からの

観光客の皆さんに、また宮崎に来てみたいとい

うリピーターをふやすなど、持続して誘客でき

る観光地づくりが必要となりますが、どのよう

な取り組みを行っていらっしゃるのか、お伺い

いたします。

観光客の○商工観光労働部長（茂 雄二君）

方々に、「また来たい」と思っていただくこと

は、観光施策において最も重要な視点の一つで

あります。このため、県内各地では、例えば、

各地域の食材を生かした御当地グルメの開発

や、宮崎市でのサーフィンなどのマリンスポー

ツ体験、県西部や県北部などでの農家民泊、日

南市での焼酎づくり体験、延岡市でのリバート

レッキングなど、さまざまな取り組みが行われ

ているところです。県では、これらの取り組み

を支援しながら、食や神話、花、スポーツな

ど、本県の強みを生かした旅の魅力の発信に努

めております。今後とも、さらに多くのリピー

ター確保に向け、市町村とより緊密に連携しな

がら、何度も訪れたくなる魅力ある観光地づく

りに取り組んでまいります。

体験型の観光が主流になりつ○有岡浩一議員

つある昨今、継続の鍵は人にあると思います。

あのときお世話になったおもてなしがよかっ

た、ボランティアガイドの説明が楽しかったな

ど、人にかかわる部分が大きいようです。そこ

で、地域の魅力を観光客に伝える観光ボラン

ティアなど、観光に携わる人材づくりが重要と

考えますが、どのような取り組みを行ってい

らっしゃるのか、お伺いいたします。

歴史や神○商工観光労働部長（茂 雄二君）

話、自然など、地域の魅力を知り尽くした観光

ボランティアの方々が、おもてなしの心で御案

内をしていただくことは、観光地の魅力アップ

や観光客の満足度を向上させるための重要な要

素であると認識しております。本県には、14の

市町村に22の観光ボランティア団体がありまし

て、県におきましては、観光ボランティアの知

識やコミュニケーション力等の向上を図ってい

ただくため、研修会の開催などへの支援を行っ

ております。また、ことし１月には、関係機関

と連携し、九州観光ボランティアガイド研修会

を宮崎で開催したところであります。さらに、

特区制度を活用しまして、九州管内に限って通

訳案内ができる、いわゆる特区ガイドの養成に

も、九州各県等と連携して取り組んでおりま

す。

ただいま、人材づくりという○有岡浩一議員

ことで22の観光ボランティア団体があるという

こともわかりました。さらに、特区ガイドとい

う聞きなれない言葉もございましたが、通訳案

内ができる特区ガイドの養成に取り組まれてい

ると伺っております。クルーズ客船100万人時代

と言われるこの時代に、このような特区のガイ

ドが宮崎に集まって受け入れをするということ

で、油津港を初め、クルーズやゴルフなど、海

外からの受け入れ態勢の一つの手法だと考えて

おりますし、そのような技術を次の世代につな

いでいくような技術の継承、これも一つの仕事

ではないかと思っております。観光宮崎県の人

材育成をさらに進めていただきまして、持続可

能な観光人口、交流人口がこれまで以上に維持

され、本県の活性化につなげていただきたいと

思います。こういう人材が育つことが関係者の

自信になると思っておりますので、これからの

担当部署の取り組みを強く要望して、次に参り



- 172 -

平成27年２月27日(金)

たいと思います。

次に、教育委員会に関連する案件ですが、薬

物乱用防止教室の必要性について、教育長にお

伺いいたします。

宮崎空港で昨年、覚醒剤の密輸摘発があり、

地方空港や港が密輸入の場として狙われている

と指摘されています。テレビドラマのような世

界ですが、危険ドラッグ対策が強化されればさ

れるほど、ほかのものが持ち込まれてくるイタ

チごっこの状態です。このような社会情勢の中

で、最大の対策は教育です。特に薬物乱用防止

教育では外部指導者が多いと思われますが、専

門家に任せるだけではなく、地域にはライオン

ズクラブなどの薬物乱用防止教育認定講師もお

られます。このような講師を薬物乱用防止教室

のスタッフとして打ち合わせをしっかりと行っ

て、身近な問題として、地域の方とともに、ぜ

ひとも親子で話し合っていただくテーマではな

いでしょうか。教育長の考えをお伺いいたしま

す。

現在、学校におきま○教育長（飛田 洋君）

しては、警察職員や学校薬剤師等を講師として

薬物乱用防止教室などを開催いたしておりま

す。薬物の乱用は、心身の健康に悪影響を及ぼ

す重大な問題であり、特に最近心配しておりま

すことは、近年、児童生徒にとってもすぐ身近

な問題となって、ひたひたと迫りくるというこ

とでありまして、より効果的な防止策に、学校

と家庭、地域社会が連携・協力して取り組む必

要があると考えております。

そのようなことを踏まえて、県教育委員会と

いたしましては、単なる講義の薬物乱用防止教

室ではなくて、親子で話し合いをしたり、子供

たちにみずから考えたりする学習を行わせると

か、先ほどライオンズクラブの方にも講師がた

くさんいるというお話をいただきましたが、地

域の方など、子供たちにとってより身近な方に

講師をお願いするとか、薬物乱用防止教室の取

り組みが、これまで以上に身近で有効なものと

なるよう指導してまいりたいと考えておりま

す。

このテーマを取り上げた背景○有岡浩一議員

には、実はこういう文書がございます。警視庁

刑事局の文書で、薬物乱用防止教室の拡大実施

についての依頼ということで、ライオンズクラ

ブ等にもこのような依頼がされております。

「青少年の薬物乱用を防止するため、文部科学

省と連携して、中学生及び高校生等を対象とし

て薬物乱用防止教室を実施しているところであ

ります。開催状況は予定の６割程度にとどまっ

ているのが現状であります。つきましては、所

属される薬物乱用防止教育認定講師の派遣を要

請する機会もふえることと思いますので、御協

力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す」という文書がございます。

地域の皆さんで一緒に取り組んで、地域の課

題としてこの問題を取り上げていく、そういう

機運を高めてほしいという、これも大きな流れ

ですので、学校も含めて、地域全体でこういっ

たことを話題にすることが最大の防御だという

ふうに思います。ぜひ取り組んでいただきまし

て、多くの誘惑の中で子供たちを見守ってくれ

るのは、身近な家族、先生、そして生活してい

る地域の方々だと思っておりますので、教育力

で若者を薬物から守ることを強く要望しておき

たいと思います。

その反面、たばこのポイ捨てが日常茶飯にあ

る。モラルと倫理、そういったものが欠落しつ

つあるという話をけさほどしたのですが、私は

朝の挨拶をやっている中で、近くにごみが落ち
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ていると拾う努力をします。イタチごっこのよ

うに、毎回毎回行くたびにごみが落ちているわ

けです。ごみを捨てる人の気持ちはわかりませ

んが、拾う人の気持ちとして、拾うことによっ

て、環境もきれいになるが、自分の心がきれい

になるんだ、そういう思いで、ごみを拾いなが

ら朝の挨拶をしております。ぜひとも、このよ

うな時代に子供たちに規範を示すという意味

で、皆さんと一緒に取り組んでいきたいと思い

ますし、子供たちを中心に、地域のきずなをさ

らに深めていただきまして、日本一住みやすい

宮崎県、安全・安心な宮崎県を目指して、その

一翼を担っていけるよう努力することを申し上

げまして、私の一般質問の全てを終わらせてい

ただきます。ありがとうございました。（拍

手）

次は、太田清海議員。○押川修一郎副議長

〔登壇〕（拍手） 私は、37歳○太田清海議員

のある女性から、次のような手紙をいただきま

した。

私は、正社員として働いたことがない。私

は、非正規雇用の独身女性。40歳を前に、非

正規雇用の身として、ひしひしと感じるつら

さをつづります。

私は、高校を卒業後、目標があったので県

外に行きました。その地で私はアルバイトを

２つかけ持ちして必死に生活していました。

若かったといえばそれまでですが、将来の働

く形のことなど考えずにアルバイトをして、

ただひたすら夢を追いました。数年後、宮崎

に戻ってきましたが、職業安定所に行ってま

ず驚いたのは、高校のときのアルバイトのと

きと時給が変わっていなかったことです。す

ごく驚いたのを覚えています。

そんな中で、生活のために早く仕事につく

には、正規雇用を待ち望むより、求人の多い

短期雇用を探すしかありませんでした。以来､

更新が切れるたびに、１年、２年と、場合に

よっては数カ月単位で非正規雇用を転々とす

るようになりました。一昨年、同居して何か

と支えてくれていた父も他界し、生活の負担

も出てきました。

そして、40歳を前にして、20代のときには

考えなかった不安を感じるようになりました｡

職場では、非正規雇用なのに正職員と同等の

業務をさせられ、しかも都合のいい対応をさ

せられます。悔しい思いをすることがたびた

びです。また、更新時期が迫ってくると、自

分の雇用は継続されるのだろうかと不安に過

ごしています。この不安な気持ちは、意外と

正規雇用の人にはわからないのではないかと

思います。今、私が勤めている職場も、非正

規雇用で、雇用期間が決まっています。だか

ら、今、必死で正職員で働けるところを探し

ています。でも、年齢的にもますます厳しく

なってきているのが現状です。

非正規雇用の身としてむなしくなるのは、

履歴書を書くときです。職歴を書く欄だけが

ふえて２ページになることです。正規雇用の

道が閉ざされ、期間限定でしか働けないとい

う現状なのに、履歴書だけを見ると、勝手気

ままに転々としているとか、何か問題のある

人とか思われないだろうかと、履歴書を作成

するたびにまた落ち込んでしまいます。

そして、もう一つ、非正規雇用の身として

一番つらさを感じるのは年末です。みんなが

喜び浮かれている年末の休日は、長ければ長

いほど、私たちボーナスのない非正規雇用の

者にとって、その分さらに給料がカットされ

ます。だから、生活を維持するために、新た

平成27年２月27日(金)
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に年末だけのアルバイトを探さなければなら

ないのです。実際、私が昨年末ようやく見つ

けた食品製造業のアルバイト先には、非正規

雇用の方が実に多く来ていました。マスクを

し、カバーをかぶり、まるでアリ虫のように､

お互いを名乗ることなく、かといって、お互

いの置かれた身分を感じながら、黙々と働い

ていました。これが非正規の人たちの年末で

す。

私たちの将来はどうなるのだろうか。私た

ちはいつまでも雇用の更新を気にして生きて

いかなければならないのだろうか。年を重ね

るたびに不安だけが増す日々を過ごしていま

す。

以上が手紙であります。

私はこの手紙を読んで、今日の日本の政治や

経済の底辺に漂っている解決すべき課題を連想

しました。少子化問題、自殺、犯罪の多発、過

疎化、東京一極集中、消費購買力の低下、不

況、そして子供の貧困などなど。今、製造業に

まで規制が緩和され、既に働く人の40％近くが

派遣労働を含む非正規の労働者となってしまい

ました。しかも、非正規の労働者の平均賃金

は、正規労働者の賃金の約６割だと言われてい

ます。これで結婚できるのだろうか。これで子

供が産めるのだろうか。1927年にみずから命を

絶った芥川龍之介は、その動機について、「何

か僕の将来に対するただぼんやりとした不安が

ある」と述べています。ただぼんやりとした不

安。今の若者の中にも、そして世相にも、そん

な説明できないような不安が漂っているのでは

ないかと思うのです。

今、安倍首相は、地方創生を掲げ、さまざま

な政策を打ち出していますが、私は、本来、働

く形が尊重されない社会は、精神的にも物質的

にも壊れていくのではないかと感じるのです。

地方創生が目指す活気ある社会、人口がふえ、

生き生きとした社会、貧困の連鎖のない社会を

つくるためには、例えば派遣労働なるものも改

めていかなければ、根本的な解決につながらな

いと思うのですが、知事の派遣労働等に対する

所感を伺います。

以下の質問については、質問者席にて行いま

す。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

一般的に、派遣労働者などの非正規雇用は、

雇用が不安定で賃金が低く、能力開発の機会が

乏しいなどのさまざまな課題を抱えているもの

と認識しております。また、若者が最初の職を

離職すると、非正規労働者に転じることが多い

ことから、若者の離職防止対策を推進するとと

もに、労働局と連携して、非正規労働者から正

規労働者への転換に向けた経済団体への働きか

けなどを行っているところであります。

議員に御紹介いただきました女性のお手紙を

お聞きしながら、雇用が不安定にある方の不安

の深さというものを感じたところであります。

私は、必ずしも正規雇用がバラ色だというふう

には考えていないところでありますが、正規、

非正規という二元論に捉えることなく、しかも

コストや雇用の調整弁といった企業の都合に左

右されることのないような、多様かつ柔軟な働

き方を実現することが大事ではないかと考えて

おるところであります。そして、一人一人の個

性と能力を生かして、その希望や個々の事情に

応じた働き方が可能となる社会を実現していく

ことが大事だというふうに考えております。県

におきましては、安定した雇用の創出を重点課

題としまして、フードビジネスなどの成長産業



- 175 -

平成27年２月27日(金)

の加速化や中小企業の振興等に今後とも積極的

に努め、安定した雇用の場の確保に努力してま

いりたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

多様な働き方があるというこ○太田清海議員

とでありますが、多様な働き方があるというこ

とに、落とし穴がいろいろあるのではないかと

思っております。後のほうでまた出るかもしれ

ませんが、ここで、関連して教育長に伺いたい

と思っております。新年度の新規事業の中に、

「自立への架け橋 宮崎県キャリア教育実践事

業」というのが組まれております。私は、目を

みはるものがある、評価したいと思っておりま

す。この事業について、内容、取り組みを伺い

たいと思います。

この事業は、児童生○教育長（飛田 洋君）

徒に、働くことを軸として自分の人生について

考えさせ、社会やほかの方のために役立ちたい

という意欲を持った自立した社会人・職業人へ

と子供たちが成長してくれることを願って行う

ものです。タイトルを「自立への架け橋」とつ

けたのも、そういう思いからであります。その

ため、現在、キャリア教育の一環として各学校

で実施しております、職場体験やインターン

シップ、外部講師の出前授業等に加えまして、

キャリア教育の学びを一層深めるために、新た

に高校生を対象としたライフプランナーによる

将来設計を描く授業や、労働法に関する講習会

を行います。また、企業関係者と教員が合同で

研修会を実施するなど、企業と学校との協力体

制の強化を図り、キャリア教育の取り組みを、

より広がりのあるものにしたいと考えておりま

す。

さまざまな事情があるものと思いますが、本

県の企業に就職した高校生の３年以内の離職率

というのは、50％に迫ろうとしております。社

会人の第一歩でつまずく若者の思いというの

は、どんなものだろうと思います。そういうこ

とを乗り越える力の一助になればと思っており

ます。

この事業の中に、外部講師に○太田清海議員

よる労働法に関する講習会の実施というのが、

きちっとうたってありました。実はこれを、私

は評価したいと思っているわけです。これまで

にも私は、労働法等の勉強を高校生あたりにさ

せたほうがいいんじゃないかという質問もして

きたわけですが、学校教育における労働法規に

関するこれまでの取り組みについて、お伺いし

たいと思います。

将来、職業につき、○教育長（飛田 洋君）

社会の一員として、より充実した職業生活を送

るために、基本となる労働法規の知識を身につ

けさせることは非常に大切なことであると考え

ております。これまで学校においては、中学校

の社会科や高校の公民科の授業において労働者

の権利や労働法規などに関する内容を取り上

げ、将来働くときに必要な基礎知識について学

んでおります。また、総合的な学習の時間など

を利用して、教員や外部講師による講習会を実

施したり、労働時間等のトラブルに直面した場

合の解決方法を紹介したりするなど、より具体

的な内容を取り扱いながら、労働法規の理解を

深める取り組みを推進しているところでありま

す。

これまでは、総合学習の時間○太田清海議員

でやっていたということであります。また、今

回は、外部講師による労働法の勉強、実施とい

うことであります。外部講師を呼ぶというのも

もちろん方法でありますが、私は、でき得るな

らば、先生みずからも教えるという立場になる
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のもいいのではないかなと思います。これは始

めたばかりですから、今後の推移を見守りたい

と思います。

次に、知事にお伺いしたいと思います。西村

議員の代表質問にも出てきました、フランスの

経済学者のトマ・ピケティという人は、フラン

スで「21世紀の資本」という本を出したとき

に、売り出した途端に6,000部が一気に 600―

ページぐらいの本なんですけれども 売れ―

て、アメリカでも全米１位の売り上げを誇った

ときもあったわけです。この方の本が非常に売

れている。日本にもこの前、来られましたけれ

ども、この方の本を読んでみますと これは―

私がということではありませんが 私が常々―

言っております、高額所得者なりお金持ち層か

らお金をいただいたほうがいいんだよと、超過

累進課税ですよというのを、この方がそのまま

言っておられるような感じがするんですね。あ

る一人の経済学者をもって、それで全てを論じ

ることはできませんけれども。それと、私がも

う一つびっくりしたのは、実はＯＥＣＤが去年

の12月、所得格差は是正すれば成長につながる

のだと、しかも格差が今、日本は アメリカ―

もそうですが どんどん高まっていますよと―

いうことをＯＥＣＤが発表したわけです。そし

て、去年の12月でしたから、衆議院選挙とかノ

ーベル賞の授賞式に気をとられて気がつかな

かったけれども、このＯＥＣＤの指摘に対し

て、はっとするニュースがあったということ

で、毎日新聞にも出ておりました。それほど格

差が広がったり、もしくは今後は富裕層から税

金をいただく以外にないんじゃないかというこ

とが、それぞれ論じられています。世界的にも

格差社会に対する関心が高くなってきていると

思いますが、知事の所感を伺いたいと思いま

す。

今回のＯＥＣＤの報告○知事（河野俊嗣君）

や、国内外でトマ・ピケティ氏の著作に注目が

集まっている状況は、議員の御指摘にもありま

すように、多くの人々が漠然と感じておりまし

た格差の拡大というものに対して、具体的なデ

ータに基づいて検証を行い、その実態やメカニ

ズムについて一つの考え方を示し、また一定の

処方箋を提示したことによるものであろうかと

考えております。格差の固定化や拡大というも

のは、社会全体に閉塞感や停滞感を生み出し、

場合によっては不満が募り、それが暴動、場合

によってはテロとか、そういった社会の不安定

化にも結びついていくものではないかと危惧を

しておるところでございます。

冒頭、雇用形態についての御議論もございま

したが、私は、希望を抱いて懸命に働いた方が

きちんと報われる社会であるべきだと考えてお

りまして、さまざまな税制や社会保障などの制

度等を通じまして富の再分配を図り、格差拡大

に歯どめをかけていくことが重要であると考え

ております。

わかりました。これは、いろ○太田清海議員

いろ経済学の見方ですから、一応これまでにと

めておきますけれども。もう一つ、関連して教

育長に再度お伺いしたいのですが、道徳教育へ

の思いについて、教育長の人生観なりありまし

たら、道徳教育ということでお伺いしたいと思

います。

道徳教育への思いと○教育長（飛田 洋君）

いうことですが、ある正月のことです。私、鹿

児島に向かって電車に乗りました。満員でし

た。たまたま教え子が乗ってきて、隣り合わせ

に教え子と２人座っておりまして、談笑しなが

ら鹿児島に向かっていて、都城駅でかなり高齢
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の御婦人が乗ってこられて、私が「どうぞ座っ

てください」と言ったら、固辞されて、「い

や、いいです」と言われたんです。そうした

ら、次の西都城駅で教え子が、「私はここでお

りますから、先生、また」と言っておりたんで

す。鹿児島に着きました。鹿児島でおりて、ホ

ームを歩いていて、私、我が目を疑ったんです

が、何とその教え子が前を歩いているんです。

「どうしたんや」と言ったら、「先生はわから

んね。ずっと横に立っていたら、あのおばちゃ

んは１時間以上つらい思いをされた。だから隣

の車両に移った」と言ってくれたことがありま

した。

このように、思いを行動にできるように感化

を与えるというものが道徳教育の目的だと思い

ますし、自分の行動をいいほうにみずからでコ

ントロールできる力をつけさせるのが道徳教育

ではないかと思います。行動とか言葉が変わっ

て、自分も幸せになる、周りの人も幸せにな

る、そんな力を道徳教育が与えてくれればいい

なと思います。そんな思いで、今後とも一層、

取り組みを進めていきたいと思います。

わかりました。道徳教育が今○太田清海議員

から学校現場へどう入っていくのかというの

は、非常に難しいところが今後出てくると思う

んですね。実は、私も小学校２年のときに鶏を

養っていたものですから、毎朝、キャベツを

切って養っていたんですが、４歳年上の兄が包

丁を貸せというものですから、私は、握った包

丁をそのまま、ほいとやったら怒られまして、

「おまえ、人に包丁を渡すときには切れるほう

を向けて渡したらいかん。自分が切れるほうを

握って、持つほうを相手に渡さないかんよ」と

言われて、ああ、そういうことかと思いまし

た。そんな経験があって、小学校３年のとき

に、あの当時、何か道徳教育の変更があったら

しいんですが、先生が「道徳教育はどういうふ

うに思うか」と聞いたんです。私、すぐ手を挙

げてその話をしたら、先生から褒められた記憶

がありまして、覚えておりました。

高校になって、言葉で言えば、「己の欲せざ

るところ、人に施すことなかれ」という論語

も、人のことを思うんだよ、それが大事なんだ

よということを言葉で教えられた気がします。

本当に今、教育長が言われたことも、人のこと

を思うというのが大事じゃないかなと思うんで

すね。

ごめんなさい。これを政治に当てはめるわけ

にはいきませんけれども、先ほど私が言いまし

た派遣労働の問題とか、政府のほうでは規制改

革会議とか戦略会議とか、いろいろ有識者が集

まって、日本の国家をどうすべきかということ

を議論しておりますけれども、労働者を解雇す

るときに賃金だけ払えば解雇できるんだという

ような労働法制の変更も出てこようとしていま

すので、道徳というのは本来、こういう規制改

革会議の人たちにこそ、もう少し共感する力を

教えてほしいなというような感じもしまして、

これは言い過ぎかもしれませんが、そういう思

いがいたしました。やはり、みんなで支え合う

ような世の中にならないかんなというふうに

思っております。

特にまた、先生方は理想を学校で教えるわけ

ですから。子供に理想を教える。友だちとけん

かしたらいかんよということを教える。しか

し、世の中に出れば、戦争をしていたり、いろ

んなねたみ、恨みがあったりする。学校の理想

と社会が余りにも食い違っている。だから、心

の病も出てくるんだと思うんです。先生の仕事

というのは本当に大変だろうなと。この子が卒
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業式を迎えて、うまく社会の中に入っていくだ

ろうかということも案じられると思うんです。

そういう仕事を先生方はされているという意味

では、本当に敬意を表したいと思いますし、ど

うにか世の中もよくなってほしいなという思い

もあるわけです。

話を先に進めますが、総合政策部長にお聞き

したいと思います。「みやざきモデル」提言書

の暫定版を読ませていただきましたが、暫定版

には具体的にいろいろ書いてあっておもしろ

かったんです。住民税を納税先の教育を受けた

地域等に還元する仕組み、例えば東京に行って

東京で就職したら、宮崎でお世話になったから

地方税は宮崎に返すんだというような、非常に

おもしろい、これはよく考えたなと思うような

提案がありましたが、実際の提言書になってく

ると、その辺が省かれているんですね。もった

いないなという気もするわけですが、その過程

でどのように議論、討論されたのか伺いたいと

思います。

ただいま御○総合政策部長（橋本憲次郎君）

紹介いただきましたように、「みやざきモデ

ル」提言書の暫定版は、第１回宮崎県地方創生

本部会議の議論のたたき台として、従来の枠に

とらわれることなく思い切った提案を考え、作

成したというものでございます。その内容につ

きましては、その後、市町村や経済団体、大学

等から御意見を伺いますとともに、全般的にそ

の妥当性等を改めて検討した上で、国に提言活

動を行ったところでございます。

今、御紹介いただきましたように、暫定版で

は、住民税を教育を受けた地域等に還元する仕

組みというものを書いて議論したんですけれど

も、やはり住民税として設計するには制度上の

困難があるであろうということから、その趣旨

も含めて、地方交付税の充実を求める事項に、

その思いも含めて提案したところでございま

す。

実は、この論点につきましては、私、もとも

と自治税務局におりましたけれども、まさにこ

ういう観点から、ふるさと納税制度というもの

が寄附金税制として設計されておりまして、今

回、国においてもふるさと納税制度が拡充され

たというところで、そういう意味では、思いの

部分については相通ずるところがあるというふ

うに思っているところでございます。

地方創生の実現には、地方の努力だけではな

く、制度面がございますので、国の支援・協力

も不可欠なため、今後とも幅広く検討し、国に

対し、場合によっては思い切ったものも含め

て、提案・要望を行ってまいりたいと考えてお

ります。

わかりました。政府の決定し○太田清海議員

た基本方針の中には、従来の取り組みの延長線

上にない、次元の異なる大胆な政策をとうたわ

れておりますね。恐らくこの言葉に、みんな心

が躍って議論されたんじゃないかなと思いま

す。異次元の取り組みをすると国は言っている

わけですから、ぜひ、そういう議論はしていっ

ていただきたいと思っております。

知事に、今回の宮崎県版の「まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」をどのように策定していく

のかということをお伺いしたいと思います。

今御指摘のありました○知事（河野俊嗣君）

「みやざきモデル」を策定するに当たって、ま

た、今議会に提案しております長期ビジョンの

改定作業などを通じて、人口減少対策や地方創

生に関する議論を行ってきたところでありま

す。今後、宮崎県版の人口ビジョン及び総合戦

略を策定するに当たりましては、これまで積み
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重ねた議論というものも踏まえつつ、地方創生

の中心的な担い手である市町村との十分な意見

交換に加え、さらには、それぞれの分野に精通

した外部有識者からの意見や提案というものを

広く求めてまいりたいと考えております。本県

は、こういう議論の蓄積もある、さらには、タ

イミングよく交通インフラの整備というような

追い風にも恵まれているわけでありまして、地

方創生のトップランナーを目指して、本県の実

情に即した実効性の高い総合戦略とするよう、

取り組んでまいりたいと考えております。

わかりました。ぜひ、そうい○太田清海議員

う計画を、戦略をつくっていただきたいと思い

ます。戦略の中でも、自由度の高い交付税を確

保したいという思いなんかはありますけれど

も、交付税の前の原資である所得税の関係とか

を、いかに交付税に持ってくるかというところ

が、まずパイを大きくするということですか

ら、そういう国の制度についても、知事会あた

りで、こういう戦略の中に提言されたらいいか

なという気がいたします。

続いて、公文書の管理について総務部長にお

伺いしたいと思います。

国民にきちっときれいな情報を流していくと

いうのは、大変重要なことだと思います。歴史

を見ますと、1928年、張作霖という人が爆殺さ

れたという事件がありました。これは、河本大

作大佐という当時の軍人、関東軍の高級参謀で

ありました。それから、満州事変、1931年、こ

れも発端は石原莞爾中佐、軍人であります。こ

のとき、あれは誰がやったのかというときに、

向こうがやったんだという間違った情報が操作

されて日本に流されてきて、日本が戦争に突入

していったということを考えると、やはり情報

というものは、正確にきれいな情報を教えると

いうことでないと、あんな無駄なと言ったら失

礼ではあるけれども、やってはいけない戦争に

なったのではないかなという気がいたします。

そういう意味で、宮崎県において歴史的価値の

ある文書は残すべきだと考えておりますが、県

の公文書管理はどのようになっているのか、総

務部長にお伺いしたいと思います。

本県における公文○総務部長（成合 修君）

書の管理につきましては、文書取扱規程におい

て、保存期間等の管理基準を定めているところ

でございます。公文書の保存期間は、その重要

性などに応じまして、30年、10年、５年、３年

等に区分しておりまして、中でも保存期間が10

年を超える長期保存文書で特に重要なものは、

文書センターの書庫で、カビなどが生えないよ

うに一定の温度と湿度等が管理された良好な環

境のもと、保存しているところでございます。

また、保存期間が経過し、廃棄することとなる

公文書のうち、先ほど議員のほうからお話があ

りました、歴史的な保存価値があるものにつき

ましては、歴史資料文書管理規程に定める統一

的な基準に基づきまして、収集を行い、文書セ

ンターにおいて適切に保存管理しているところ

でございます。

30年、10年、５年、３年とい○太田清海議員

うことになると、30年以上はそれで焼却される

のかなと思いますが、今のあれでいうと、そう

いう判断をして永年保存があるということでい

いですね。

保存期間は、30○総務部長（成合 修君）

年、10年、先ほど申し上げたように区分してご

ざいますけれども、保存期間が経過した後、廃

棄することになるわけですが、歴史的な保存価

値があるものについては、継続して保存してい

くということでございます。
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それでは、情報公開条例等に○太田清海議員

基づくこれまでの開示状況について、お伺いし

たいと思います。

情報公開条例に基○総務部長（成合 修君）

づく開示請求につきましては、平成23年度9,593

件、24年度8,383件、25年度が5,722件となって

ございます。その内容を見ますと、請求件数の

およそ９割を、工事予定価格の算出根拠となる

設計書が占めているところであります。

次に、個人情報保護条例の開示請求は、平

成23年度30件、24年度48件、25年度が60件と

なっており、その請求の多くを、警察での安全

相談処理票や教員採用試験の答案用紙などと

いったものが占めております。

いずれの制度にいたしましても、個人や法人

の権利利益等を害するおそれがあるものなど、

条例で定める不開示事項を除きまして、原則と

して開示することといたしております。

わかりました。適切に管理さ○太田清海議員

れているというふうに思います。

それでは次に、消防の常備化について危機管

理統括監にお伺いしたいと思います。

このたび、西臼杵３町で消防の常備化が４月

から図られました。本当に大変な御苦労があっ

ただろうと思います。西臼杵３町における消防

の常備化に関し、県としての評価、今後の課題

についてお伺いしたいと思います。

西臼杵郡の○危機管理統括監（金丸政保君）

３町におきましては、住民の長年の悲願であり

ました消防の常備化が実現することになりまし

た。現在、本年４月１日からの運用開始に向け

まして、消火、救急・救助の各種訓練など、最

終段階の準備に取り組んでおります。消防の常

備化によりまして、消火、救急・救助等の業務

に関して専任の職員が配置され、また多様な資

機材が配備されることになり、住民の生命・財

産を守る体制が整うことになります。今後は、

消火活動における消防本部と消防団の役割分担

の明確化や、救急活動における医療機関との円

滑な連携を図るとともに、職員の教育・訓練を

確実に積み重ねるなど、課題を解決していくこ

とによりまして、西臼杵消防本部の機能が十分

に発揮されるものと考えております。

わかりました。西臼杵３町に○太田清海議員

おいて消防の常備化を図る上で、県、その他の

消防本部がどのような支援を行ったのか、教訓

として伺いたいと思います。

県ではこれ○危機管理統括監（金丸政保君）

まで、西臼杵郡３町における消防常備化実現に

向けまして、消防救急無線のデジタル化に関す

る技術的な支援、あるいは庁舎整備の進め方、

業務規約の作成等につきまして、助言を行って

まいりました。また、消防庁舎や資機材の整備

に対し、平成25年度からの２カ年にわたって財

政支援を行っており、合計で約2,600万円となる

予定でございます。

一方、県内の各消防本部においても、常備化

を支援する立場から、必要となる資機材の種類

や消防職員の勤務条件など、さまざまな助言が

行われております。特に、隣接する延岡市消防

本部では、本年１月から経験豊かな消防職員２

名を派遣するとともに、延岡市消防本部が実施

する救助訓練を西臼杵の職員と合同で実施する

などの支援が行われております。

わかりました。常備化を図る○太田清海議員

上では、近隣の市町村からの支援もあり、県も

やったということで、そういう協力体制があっ

たからだろうなと思っております。おとといで

したか、黒木正一議員のほうからも、美郷町の

そういった消防の取り組みなども紹介されてお
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りますが、今後、西臼杵３町での常備化につい

ても、ぜひ、うまくいくようにやってもらうと

いいがなというふうに要望しておきます。

次に、福祉行政についてお伺いをいたしま

す。

これも横田議員、それから西村議員のほうか

らも、介護報酬の見直し等に関してのいろんな

問題点が出されました。内部留保の問題とか、

利益率の問題も挙げられながらでありますけれ

ども、社会福祉法人制度について、国において

そういった問題も含めてどのような議論がなさ

れているのか、現状について福祉保健部長にお

伺いしたいと思います。

高齢化の急速○福祉保健部長（佐藤健司君）

な進展や福祉ニーズの多様化、介護保険制度の

創設に伴う営利法人等の参入など、社会福祉法

人を取り巻く状況が大きく変化してきているこ

とから、国におきましては、昨年８月から社会

保障審議会福祉部会において、関係者からの幅

広い意見を踏まえながら、法人制度の見直しに

ついて審議が行われてまいりました。

今月、その審議結果が取りまとめられました

が、その中で、理事会のチェック機能を持つ評

議員会設置の義務づけ、あるいは役員報酬基準

の公表、それから、いわゆる内部留保の明確化

と地域への還元など、国民に対する説明責任

や、地域社会への貢献が提言されております。

今後、この報告書を踏まえ、今国会中に社会福

祉法改正案を提出する見込みであると聞いてお

ります。

わかりました。介護報酬の見○太田清海議員

直しの中で、介護職員の処遇改善加算がありま

すけれども、これを受けるためにはどのような

要件が求められているのか伺いたいと思いま

す。

今回の介護職○福祉保健部長（佐藤健司君）

員処遇改善加算の見直しは、従来の加算に上乗

せをし、平均月額１人当たり１万2,000円が支給

されるものであります。具体的には、介護職員

の基本給や手当、賞与等の賃金改善や、休暇制

度、労働時間等の賃金以外の処遇改善、資質向

上のための教育・研修制度の整備、出産・子育

て支援の強化等の職場環境の改善に取り組むこ

とが、加算の要件となっております。県としま

しては、事業者を対象とした説明会を開催する

など、加算の内容の周知を、また適切な助言・

指導を行ってまいりたいと考えております。

わかりました。こういう条件○太田清海議員

をきちっとやれば、加算が受けられるというこ

とでありますが、新聞報道等によると、例えば

介護加算の見直し、平均2.27％、そのマイナス

の部分で経営がなかなか難しくなって、介護職

員の基本的な人件費を下げた上で介護加算を新

たにもらって、トータル変わりないじゃないか

というような可能性があるということです。そ

ういうことにならないように、いい制度ですか

ら、介護職員だけにスポットを当てております

けれども、ああいう人たちの賃金が上がるよう

に、ぜひ、いい意味での指導をしていただきた

いと思っております。

次に、地域医療と難病対策についてお伺いし

たいと思います。

福祉保健部長にお願いいたしますが、県内で

活動している難病患者会に対して、県はどのよ

うな支援を行っていくのかということをお伺い

したいと思います。実は、視力障がい者、耳の

障がい者、肢体の障がい者、これらの人たちの

直接の窓口は市町村なんですね。ところが、難

病の方は保健所。県のほうに足を運んでいろい

ろ相談せないかんということで、市町村からは
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ちょっと団体が遠い存在になるものですから、

今はどんどん改善されているかもしれません

が、やはりちょっと行政が遠く感じられるわけ

です。そういう立場にある人でありますが、支

援をどのように行っていくのか、お伺いしたい

と思います。

難病関係は、○福祉保健部長（佐藤健司君）

本年１月、難病医療法の施行が行われまして、

患者数の大幅な増加が見込まれます。患者のさ

まざまな相談にきめ細やかに対応することが大

切でありますので、県が現在運営を委託してお

ります「宮崎県難病相談・支援センター」の相

談員の拡充など、機能充実を図ってまいりたい

と考えております。

また、この法の施行に当たり、患者会からも

要望がございました難病指定医及び指定医療機

関の確保につきましては、２月現在で、それぞ

れ約730名、約700カ所を指定したところであり

ますので、これまでどおり、身近なかかりつけ

の医療機関で受診できる体制が整ったものと考

えております。県としましては、今後さらに、

患者会との連携を図りながら、患者会からの相

談、要望などについて、寄り添った対応をして

まいりたいと考えております。

わかりました。難病というの○太田清海議員

も種類がいっぱいあるものですから、それぞれ

が団体をつくると、多数の団体になるだろうと

思います。だから難しいんだろうなというとこ

ろも感じます。ただ、真面目に規約をつくっ

て、きちっとそういう団体をつくって、みんな

が落ち込んでいるのを、ある会場に来てもらっ

て音楽療法をしたりとか、やっている団体があ

ります。ぜひ、こういったところに何らかの支

援をしていただくといいなという思いがあるわ

けです。

もう一つできることといえば、保健所に相談

に行ったときに、例えば、市内にはこういう団

体がありますよというパンフレットとか、わず

かなものでいいんですが、そういうのを患者さ

んに渡して、患者さんみずからがそういう団体

と連絡をとって、交流していって、自分の人生

観なり、いろんな悩みを打ち明け合ってやって

いくということは非常に大事だと思います。プ

ライバシーの問題があるから、誰々がいますと

いうことを患者の団体には言えないけれども、

来られた個人のそれぞれの方に、こういう団体

がありますよということを保健所のほうからお

伝えすることはいいんじゃないかと思います。

そういう思いも込めて、県はどのように取り組

んでいくのか、お伺いしたいと思います。

難病患者会の○福祉保健部長（佐藤健司君）

皆さんに県庁に来ていただいて、私もいろんな

話し合いをすることもあるんですけれども、患

者会の皆さんが活動されている状況を紹介する

ことは、同じ悩みを抱える患者へのさまざまな

情報提供、県民の難病に対する理解を深める上

で、大切であると考えております。

このため現在、県では、宮崎県難病相談・支

援センターのホームページやセンターニュース

を通して患者会の活動状況を紹介しております

けれども、難病の受給をされる場合、医療受給

者証というものを発行いたしますが、今後、そ

の医療受給者証の発行時に、患者会の連絡先の

情報を一緒に送付するなど、情報提供の充実を

図りますとともに、広く県民へお知らせするた

めに、県の広報媒体等の活用を進めてまいりた

いと考えております。また、患者会と県との連

携を図っていくために、保健所の難病関係会議

や研修会への患者会の参加を、より一層働きか

けてまいりたいと考えております。
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わかりました。地域のそう○太田清海議員

いった患者会の方と、うまく連携をとっていた

だきたいと思います。今の意向で、そういう意

気込みが感じられましたので、そういうふうに

解釈したいと思います。

それから、病院局長に、県立病院における看

護師の地域枠、いわゆる異動のない看護師であ

りますが、その採用試験の実績と評価を伺いた

いと思います。

看護師地域枠採用○病院局長（渡邊亮一君）

の状況でございますけれども、延岡病院が、昨

年度19名の採用、今年度24名の採用予定で計43

名、日南病院が、同じく昨年度９名、今年度７

名で計16名となっております。今年度の内訳を

見ますと、新卒者が11名、経験者が20名で、一

部、両圏域内の医療機関からの転職者もおりま

すが、異動を希望しない新卒者や県外のＵター

ン希望者の受け皿になっているものと考えてお

ります。また、宮崎病院への異動希望者が多

く、延岡・日南病院の配置が困難な状況を徐々

に緩和できるのはもとよりでございますけれど

も、県北・県南地域に定住する看護師が増加す

ることによりまして、地域振興に資するととも

に、災害等の緊急時におきまして、病院機能維

持のための必要な人員確保が容易になるものと

考えております。

わかりました。異動のない看○太田清海議員

護師ということで、また県外から戻ってきた人

がいらっしゃるということで、地方創生という

立場からもよかったのではないかなと思ってお

ります。

次に、道路行政についてお伺いしたいと思い

ます。

県土整備部長にお伺いしますが、これは、延

岡南インターチェンジから国道10号に接続する

南延岡インター線に南向きのランプを整備して

ほしいということであります。北向きはあるん

ですけれども、南向きがないものですから、大

型のトラックが生活道路をどうしても通ってし

まう。このことについては、地元の議員であり

ます井本議員も、26年６月議会で指摘をされて

おります。こういった問題は、きょう、たまた

ま県北の、延岡の選出の議員が３名登壇いたし

ましたが、地元の要望がうまく重ならずに、あ

うんの呼吸でうまくいったなと思っておりま

す。今回発言のない田口議員、井本議員もそう

ですが、５人の思いを込めて質問したいと思い

ますが、国はどう考えていると聞いているのか

伺いたいと思います。

現在、延岡○県土整備部長（大田原宣治君）

南インターチェンジから国道10号におりますラ

ンプは、北向き方向しかなく、昨年から、地元

延岡市を中心に、南向きランプの整備を要望す

る動きがあることは承知しております。今回、

国土交通省延岡河川国道事務所に、南向きラン

プの整備について伺いましたところ、まずは

県、市と連携して、周辺の交通状況や地域の道

路交通の課題整理等を進めていきたいとの意向

でありました。県としましては、今後、国や延

岡市などの意向も踏まえつつ、どのような対応

ができるのか検討してまいりたいと考えており

ます。

わかりました。ぜひ、積極的○太田清海議員

な取り組みをお願いしたいと思います。ランプ

というのは、上り坂というような感じでしょう

か。そういうのをつけるということなんです

が、この予算は国が全額出さないかんというよ

うなことで、地元負担はないようですが、そう

いったところも難しい問題があるのかなと思い

ますが、ぜひ取り組みを強化していただきたい
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と思います。

次に、教職員の採用についてお伺いしたいと

思います。

地元の方から、うちの子供は先生として千葉

に行っている、戻したいんだということを聞い

ております。これも、地方創生という立場から

も、戻ってきてもらうといいなというような気

がするんですが、現在の教職員採用選考試験に

おいて、他県の現職教員を受け入れる制度があ

るのかどうか、お伺いしたいと思います。教育

長にお願いします。

教員採用選考試験に○教育長（飛田 洋君）

おきましては、教員として必要な知識や技能と

ともに、使命感や意欲にあふれ、人間性の豊か

なすぐれた人材を確保するため、さまざまな取

り組みを行っているところであります。他県の

現職教員を受け入れるための特別な採用枠こそ

設けておりませんが、経験を積まれた県外の公

立の現職教員の方がより本県の教員採用試験を

受けやすくするために、第１次選考試験の教職

教養を免除する制度を設けておりまして、平

成27年度の採用試験におきましては、他県の現

職教員の方が41名受験されております。

41名受けられたわけですが、○太田清海議員

採用はどのくらいだったんでしょうか。

ちょっとデータは○教育長（飛田 洋君）

持っていませんが、恐らく10倍程度ですから、

４～５名というぐらい、ただ、その方々がたま

たま優秀だったら７～８名ということもあり得

るかもしれません。

地方創生という立場から、他○太田清海議員

県の現職教員を受け入れることについての考え

をお伺いしたいと思います。

他県の現職教員を受○教育長（飛田 洋君）

け入れるという御提言でございます。本県の教

員採用者の９割は、例年、本県出身者ではあり

ますが、そのうちで他県の生活を経験したも

の、すなわち他県で働いているとか、あるいは

他県の大学で学んだ方が実は７割ぐらいおいで

でございます。地方の活性化、地方創生という

意味では、今までにない柔軟な発想ができる柔

軟性とか創造性というのが必要だと思います

し、それには、いろんな経験をしていたという

こと、県外で環境の異なる生活をしていたとい

うようなことも、きっと役に立つとは思いま

す。地方創生のためにも、宮崎の教育の発展に

も、ふるさとへの思いや情熱を強く持ち、宮崎

を支え、宮崎に貢献したいという意欲を持った

優秀な人材を確保していくことが大切であり、

教員採用選考試験につきましても、そのような

観点を重視してまいりたいと考えております。

わかりました。若手の地元の○太田清海議員

教員も育ってほしいというのもありますので、

これは難しい問題かなと思いました。ぜひ、そ

ういう立場も見ていただきたいと思います。

最後になりますが、選挙における無効票の実

態と啓発について、選挙管理委員長にお伺いし

たいと思いますが、昨年末の衆議院選挙では、

延岡市などで無効票が多かったという報道があ

りました。選挙においてどのような票が無効票

となるのか、お教えいただきたいと思います。

選挙の投票○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

におきまして、白紙投票や候補者でない者の氏

名を記載したもの、また、候補者の氏名以外

に、押印、円記号、点線など、他事や雑事を記

載したものなどが無効票とされます。

押印するということは、自分○太田清海議員

の印鑑を押してまで出したということですね。

ということは、物すごくきちょうめんな方だろ

うと思うわけです。ただ、せっかく候補者名も
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しくは政党名を書いたものが無効になるのはか

わいそうだなという気もするわけですけれど

も。昨年末の衆議院選挙の無効票についての状

況をお伺いしたいと思います。

投票につき○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

ましては、開票作業及び点検終了後に封印を行

うことになっておりまして、訴訟のため必要が

ある場合などを除き、これを開封することはで

きないものと解されております。したがいまし

て、無効票における具体的な他事記載の状況ま

で確認することはできませんが、昨年実施され

ました衆議院小選挙区選挙における無効投票率

は、延岡市や日向市などの一部の市町村で前回

平成24年の選挙を大きく上回る一方で、下回る

市町村もありますことから、県全体として

は3.22％と、前回の3.00％を0.22ポイント程度

上回る結果となっております。昨年の選挙にお

ける無効票の内訳としましては、白紙投票が全

体の約５割を占め、候補者の氏名以外の他事や

単なる雑事を記載したものが、合わせて約４割

という結果になっております。

わかりました。選挙結果の票○太田清海議員

については開封できないという厳格な扱いをし

ているから、分析はできないということだろう

と思いますが、わかりました。

無効票を減らすためのＰＲを行う必要がある

と思うんですが、どうでしょうか。

選挙は、民○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

主主義の根幹をなすものでございまして、国民

が主権者として政治に参加する最も重要な機会

であることを考えますと、選挙人の意向を正し

く反映した選挙結果となることが、当然必要と

なってまいります。そのため、無効票を減らす

ことは大変重要だと考えておりまして、投票用

紙には、候補者の氏名または政党等の名称を正

しく記載し、あるいは他事を記載しないことな

ど、投開票事務を行う市町村選挙管理委員会と

も連携を図りながら、選挙時における各種啓

発、その他さまざまな機会を捉え、周知を図っ

てまいりたいと考えております。

無効票は、私たちも候補者で○太田清海議員

もありますので、ぜひ選挙に当たっては、政党

名もしくは候補者名以外は絶対書くなというこ

とをＰＲしておかないかんと思うんです。余計

な、「頑張れ」とか書いてあったりするもので

すから、何かそんなのを感じるものですから、

「書いちょったよ」とか言われると、がっくり

くるわけです。政党名と個人名だけということ

を、私たちも一生懸命ＰＲしていきたいと思っ

ております。

時間が来ましたので、最後に、毎日新聞に、

柳田邦男さんという作家の方が記事を寄せてお

られましたけれども、それに感動しましたの

で、ちょっと紹介したいと思います。作家とい

うのは、文章を書くときに自分の頭で映像化し

て書いていくという習性があるそうなんですけ

れども、

事件報道を読むとき、私は事件の現場を映

像的にイメージする習慣が身についている。

何事につけ、作家として現場の状況を文章で

表現するには、そういう手順を踏まざるを得

ない。それがいつの間にか、文章に表現する

必要がなくても、脳の働きとして、いわば癖

になってしまったのだ。

３歳の難病の長女に食事を与えていなかっ

たばかりか、真冬に薄着で、はだしのまま閉

め出したり、ベランダの手すりに縛りつけた

りして放置していたという。体重は、３歳時

の平均の半分にまで痩せ細り、司法解剖した

ところ、腸内にあったのはアルミ箔や、ろ
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う、タマネギの皮だったという。大阪府茨木

市で殺人容疑で逮捕された父親は22歳、母親

は19歳、こうした記事の文字は、私の脳内で

直ちに映像化される。

虐待されているのに誰かに助けを求めるこ

とも知らずに、家の前でママと泣き叫んでい

る衰弱し切った幼い子の姿、空腹の余り、食

べられる物と食べられない物との区別もでき

ずに、台所を探したのであろうか、タマネギ

の皮やアルミ箔を口に入れてのみ込む姿、私

はたまらなくなって脳内の映像を消そうとす

るが、テレビの画面をリモコンで切りかえる

ようなわけにはいかない。

そして、紙面のすぐ横には、新潟県燕市

で、やはり３歳の長女を橋から突き落とし

た24歳の母親が逮捕された記事が並んでい

る。自分を大事にしてくれると信じ切ってい

る母親に抱き上げられ、橋の欄干から突き落

とされ、暗い空間を落ちていく３歳児の姿が

脳内に広がる。一瞬その子の脳裏に走ったに

違いない恐怖心まで伝わってくる。こんなこ

とをどうしてできるのか。

というような文章であります。

こういったコンピューターの発達した時代で

あります。私たちは、こんな社会に生きてい

る。そして、もう本当に、政治が登場して、政

治が将来のビジョンに向けて何かを表現してい

かなければいけない時代になっているんじゃな

いかということを、この文章を読んで痛感いた

しました。

時間がちょっと余りましたけれども、以上で

質問を終わりたいと思います。ありがとうござ

いました。（拍手）

ここで休憩いたします。○押川修一郎副議長

午後２時45分休憩

午後３時９分開議

休憩前に引き続き会議を○押川修一郎副議長

開きます。

次は、宮原義久議員。

〔登壇〕（拍手） 本日５番目○宮原義久議員

の質問ですので、あと１時間で終わりますか

ら、よろしくお願いをしたいと思います。

県議会議員選挙の告示が近づいてまいり、議

員の皆様も後援会活動に努力をされていると思

います。このごろ、私は各地を訪問させていた

だきながら考えさせられることが多くありま

す。戦後70年という時間が経過しているのに、

何十年も時間のとまったような家庭が多くある

ことであります。そうしたところは高齢者だけ

が取り残され、この高齢者の方はどこで買い物

をされるのだろうか、病院とかは行かれている

んだろうか、子供たちは近くに住んでいないん

だろうかなどと、考えさせられることがありま

す。現在、日本の経済はアベノミクス効果で上

向いていると言われております。しかし、中山

間地域にはその効果はまだまだ届いておりませ

ん。若者の理想とする働く場所は少なく、働く

場所を求めて都会へと流れております。さら

に、私の友人の多くが、結婚をせずに50代に

なっている現状があります。なぜ結婚しないの

か。男性の給与の低さから結婚に踏み出せない

とも言われております。年を重ねることで結婚

に慎重になり、結果的に独身を通す結果となっ

ておりますし、若くして結婚した方は離婚をさ

れるケースも増加しております。人口減少でな

く、人口増で働く場所があり、３世代が同居で

きて、子供の笑い声が聞こえるような、そんな

宮崎県になってほしい、そういう思いで、今

回、一般質問に入らせていただきたいと思いま
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す。

まず、知事の政治姿勢についてお伺いをいた

します。

河野知事が再選していただいたおかげで、知

事の１期交代にストップがかけられました。知

事は、県民が選挙によって選ぶわけであります

から、１期交代でも何も構わないこととなりま

すが、中央省庁や他県から宮崎県の信用をなく

す状況もあったのではないかと思います。選挙

の結果は、他候補を圧勝する結果となり、自信

を持たれての２期目のスタートとなっていると

考えております。この４年間、知事は、各地域

を意見交換等や各種行事で回られたと思いま

す。さらには、選挙期間中の17日間も選挙カー

でくまなく回られ、人口が減少し、厳しい経済

状況の中山間地域も目にされたと思います。選

挙カーで各地域を回られる中、４年前との比較

もできたのではないかと考えますが、知事の目

にはどのように宮崎県が映ったのか、お聞かせ

をいただきたいと思います。

次に、選挙に臨まれるに当たって、政策提案

を作成されております。この政策提案は、提案

理由説明でも述べられていましたが、「徹底し

た現場主義」と「対話と協働」から、宮崎を

「くらしの豊かさ日本一の宮崎」にしたいとの

思いで作成されたものと思います。17日間にわ

たる選挙期間におきましても、県内全ての市町

村を回り、多くの県民の皆様から直接声をお聞

きし、政策の原点は現場にあるとの思いを改め

て強く感じたと述べられましたが、選挙以前に

作成された政策提案から大きく方針が変わらな

いとしても、県民の皆様の声は、知事の作成さ

れた政策提案に全て含まれていたのか、お聞か

せをいただきたいと思います。

以上で壇上での質問を終わりまして、後は自

席で質問をさせていただきます。（拍手）〔降

壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず初めに、県内を回った感想であります。

前回の選挙で県内各地を回ったときは、口蹄疫

が発生した年でありました。夏に終息したわけ

でありますが、まだまださまざまな意味で県

内、口蹄疫の傷跡が残っているということを感

じたところですし、その影響の甚大さを実感し

たところであります。そして、景気雇用情勢の

深刻さ、また、社会資本整備のおくれなど、地

域の大変厳しい現実を目の当たりにしたところ

であります。このため、口蹄疫からの再生・復

興に全力で当たり、フードビジネス等の成長産

業の育成など、あすの宮崎の礎を築くことに尽

くしてまいったところでございます。

今回の選挙で改めて県内をくまなく回る中、

４年前と比べますと、これまでの４年間で育て

てきた新たな成長に向けたさまざまな動き、胎

動、明るい兆しというものが感じられたところ

でありますし、社会基盤整備についても確実な

進展を感じる一方、若者流出による人口減や高

齢化の進行というものが、とりわけ中山間地域

で進んでいることを実感したところでありま

す。

また、12月、大変寒い時期の選挙であるわけ

でありますが、回ってみますと、農林水産業、

建設業、現場で頑張っておられる皆さんの姿と

いうものに心を打たれたわけでありまして、そ

ういう目につく皆さんのみならず、さまざまな

場面で、県民の暮らし、雇用というものをしっ

かり守っていかなくてはならないということを

実感したところであります。

本格的な人口減少社会の到来の中にあって



- 188 -

も、本県が将来に向けて発展していけるよう、

地方創生を追い風としながら、「くらしの豊か

さ日本一の宮崎」の実現を目指して頑張ってま

いりたい、そのように感じたところでございま

す。

次に、政策提案についてであります。４年前

に知事に就任しましたときから、現場主義に徹

しまして、県内各地をくまなく回り、県民の皆

様との対話と協働に努めてきたところでありま

す。今回お示しした政策提案につきましては、

これまでの４年間にさまざまな方々からいただ

いた御意見などをもとにつくり上げたものであ

りまして、今回の選挙期間中に改めて県民の皆

様の声をお聞きしたところでありますが、私が

掲げた政策や方向性などについて手応えを感

じ、引き続きそれに向かって進んでまいりたい

という思いを抱いたところでございます。

その一方で、今申し上げましたような現場の

皆様の姿に触れるにつけ、景気回復や雇用の安

定確保に関する県民の皆様の期待の大きさとい

うものを強く感じ、また、一人一人の「何とか

この宮崎を元気にしてほしい」という思いを受

けとめたところでありまして、産業の振興を通

じた地域経済・雇用の底上げを図ることが非常

に重要であるという思いをさらに強くしたとこ

ろであります。

政策提案で掲げました政策については、今

後、総合計画のアクションプランを策定する中

で、その具体化を図ってまいりますが、いかに

安定した雇用を生み出すかということを重点課

題としまして、本県の強みである農林水産業や

フードビジネスを一層成長させるとともに、中

小企業の振興や観光の再興など、産業活動の活

性化を図り、県外から外貨を獲得して、県内経

済の好循環を目指すための取り組みを強力に進

めてまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

ありがとうございます。選挙○宮原義久議員

期間中のことについては、結果が圧勝というこ

とでありますから、やはり県民というのは、今

の河野県政、そのまま頑張ってほしいというこ

とでありますので、その票の重みというのを考

えていただいて、しっかりとした政策を実行に

移していただきたいと思っております。また、

先ほど太田議員からもありましたが、非正規の

雇用の問題だったり、中山間地域に働く場所が

ないということもよく言われておりますので、

そういった部分についてもしっかりと取り組ん

でいただきますよう、お願いをしておきたいと

思っております。

それでは次に、地方創生に向けた取り組みに

ついて、お伺いをさせていただきます。本県で

は、昨年10月に､「真の地方創生を実現する「み

やざきモデル」」を取りまとめられ、国の「ま

ち・ひと・しごと創生本部」に提言をされてお

ります。私は、どの項目も、宮崎の発展・振興

が図られる理想的な内容かなと考えております

が、国においては、12月27日に「まち・ひと・

しごと創生総合戦略」を閣議決定し、本年、い

よいよ本県を含めた地方の「まち・ひと・しご

と創生」の動きを本格化させる段階に入ってき

たと考えます。横田議員の代表質問に対する答

弁でも、宮崎県版のまち・ひと・しごと創生総

合戦略を策定していくとのことでしたが、本県

版の創生総合戦略の策定に向けて、今後どのよ

うな取り組みを考えておられるのか、知事にお

伺いをいたしたいと思います。

私は、地方創生の取り○知事（河野俊嗣君）

組みがその効果を上げるためには、国は国で、

東京一極集中の是正でありますとか、さまざま

平成27年２月27日(金)
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な制度、財源等の取り組みを進めていただく必

要がありますが、地方の側では、地域の実情を

踏まえて、その課題を的確に把握し、課題克服

に向けて自主的に取り組んでいく姿勢が重要で

あると考えております。このような観点から、

宮崎県版のまち・ひと・しごと創生総合戦略の

策定に当たりましては、外部有識者の方々に広

く意見を求めていくとともに、市町村との十分

な意見交換なども通じた連携にもしっかりと取

り組んでまいりたいと考えております。

さらに、地方創生の推進に当たりましては、

私を本部長とする「宮崎県地方創生本部」を中

心としまして、人口減少問題の克服に向けて全

庁挙げて取り組んでいるところであり、来年度

の組織改正におきましても、総合政策部の中

に、地方創生推進担当及び移住・定住推進担当

を新たに設けるなど、一層の取り組み体制の強

化を図ることとしたところであります。

宮崎県版のまち・ひと・しご○宮原義久議員

と創生総合戦略を策定されるには、今ありまし

たように、有識者の意見を集約されたり、市町

村との連携、そして組織改正も図りながら進め

るということでありました。日本国の破綻が近

いというような書きぶりの本もたくさん出回っ

ております。確かに現在、国の借金が1,000兆を

超えるという状況が来ておりますので、日本が

破綻するというような話が現実になるのかもし

れないなと、一般の方は思うんじゃないかと

思っております。地方創生というのは、今回が

最後の機会になるのかもしれません。しっかり

とした戦略を策定していただくように期待をし

ておりますので、よろしくお願いしたいと思っ

ております。

それでは次に、項目を変えまして、輸送問題

についてお伺いをさせていただきます。

トラック運送業界の現状は、国内貨物輸送の

９割以上を占めております。それぞれの業者は

規模が小さく、保有車両が10両以下の小規模事

業者が57.1％となっており、経営基盤は非常に

弱い状況となっております。また、営業利益の

推移を見てみましても、トラック輸送業界は、

平成19年度以降、赤字が続いているようであり

ます。軽油価格は高騰ということが、ここに来

てやや落ちつきを見せてはおりますが、高値で

推移をしており、経営を圧迫している現状があ

ります。軽油が１円上昇することで、宮崎県の

トラック業界への影響というのは、１億5,000万

円のコストアップになるようであります。さら

には、ドライバー不足も深刻となっており、若

年ドライバーの比率も年々減少となっているよ

うであります。

さらには、自動車運転者の労働時間の改善等

によりまして、改善基準が強化をされておりま

す。大消費地から遠隔地にある本県は、農産物

初め、多くの貨物をトラックに依存しておりま

すが、ドライバーの拘束時間や連続運転の基準

を守ることが厳しい状況と現在なっておりま

す。そうした現状から、フェリーの活用が図ら

れておりますが、現在でも全ての車両が乗船で

きる状況でもないようであります。フェリーの

大型化などが望まれるわけでありますが、海上

輸送の活用推進を今後進めていかなければなら

ないと考えます。県としては、トラック輸送及

び海上輸送の推進をどのように考えておられる

のか、お伺いをいたしたいと思います。

大消費地や○総合政策部長（橋本憲次郎君）

大都市から遠隔地にある本県にとりまして、物

流網の維持は重要な課題でございまして、特に

トラック輸送が貨物輸送の大半を占めていると

いうことから、大変重要な役割を担っているも
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のと認識しているところでございます。このた

め、県といたしましては、宮崎県トラック協会

に対しまして、毎年度、運輸事業振興助成交付

金を交付し、安全対策や人材育成などの取り組

みを支援しているところでございます。

一方、御指摘にありましたように、海上輸送

は、低コストで大量輸送が可能であるという特

徴がございます。本県の農畜産物や工業製品な

どを効率的に輸送するための重要な手段である

ことから、長距離フェリー航路などの維持・充

実が重要であると考えております。県といたし

ましては、海上輸送などによるモーダルシフト

の推進が、物流コストの削減や、長距離トラッ

ク運転手の長時間労働、若年労働力不足への対

策にもつながるという面もありますことから、

今後とも、関係団体との連携も図りながら、航

路の利用促進などに取り組んでまいりたいと考

えております。

ありがとうございます。ト○宮原義久議員

ラック輸送の重要性というのは、ただいまの答

弁でも認識は十分されているようであります

が、改善基準の強化によって、北海道のトラッ

ク事業者の方が、連続運転、そして拘束時間の

違反ということで、「事業停止30日」の事業停

止を命ぜられているようであります。30日間事

業を停止させるということは、つまり、倒産に

追い込まれるということになるんだろうと思い

ます。トラック事業者は、荷主に対しては弱い

立場であるというふうに考えておりますので、

こうなると、フェリーの活用を探るしかないと

いうことになるのではないかと思います。答弁

にありましたが、航路の利用の促進を図るとい

うことでありますが、全てのトラックが乗り切

らないという現状を改善してほしいというの

が、トラック業界の願いであるわけです。この

あたりについては、乗り切らないとすれば、そ

の次のことを考えていかなければなりませんの

で、そういう業界とも十分意見交換をされるな

どして検討されるように、ここの点については

要望しておきたいと思いますので、よろしくお

願いをしたいと思います。

次に、輸送体制の悩みについては、大消費地

から遠隔地にある本県だけでなくて、鹿児島

県、熊本県も同じであると思います。特に熊本

県は、大消費地に対して海上輸送航路というの

は熊本県内にはないはずでありますから、ト

ラックドライバーに対する基準が厳しくなって

いる現在は、海上輸送体制の強化については、

本県を含めて連携・協議をされることが重要と

思いますが、こういった協議とかはされたこと

はないのか、まずお伺いをしておきたいと思い

ます。

海上輸送を○総合政策部長（橋本憲次郎君）

強化するためには、港湾へ貨物を集めることが

重要でございますので、本県では、地元の自治

体と連携して、細島港を初めとする県内港湾へ

の荷寄せの支援を行っているところでございま

す。港湾への荷寄せに関しましては、ある一面

では、他県とは競合関係という面もございます

ので、現状では、正直申し上げて協議等は行っ

たということはございません。ただ、全体で見

ますと、効率的な物流のためには、東九州地域

ないしは南九州地域などの広域的な視点も重要

だと思いますので、今後とも必要に応じて、国

の九州地方総合物流施策推進会議、こういう場

を活用しながら、他県としっかりと意見交換等

を行ってまいりたいと考えております。

港湾への荷寄せについては、○宮原義久議員

言われたように、競合関係ということでの答弁

でした。南九州３県とも、関西地区について
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は、やりくりが何とかという状況ではできるの

かなと考えますが、京浜方面への輸送体制とな

ると、各県、なおさら状況が厳しいのではない

かと考えます。やっぱり南九州３県で固まらな

いと無理だと思いますが、新規に航路を開設し

て物流をどうにかしましょうというぐらいの、

当然そういう情報交換、そういったものは、先

ほど場所的にはあるということでしたが、具体

的に議論をされる状況があったほうがいいので

はないかと思います。要望をしておきますの

で、どうかお願いをしたいと思います。

次に、ＪＲ貨物による青果物輸送についてお

伺いをします。トラックドライバーの不足、改

善基準の強化など、厳しい輸送環境から考える

と、今後、トラックドライバーの増加や改善基

準の緩和が図られる方向ではないという現在、

さらに青果物輸送をＪＲ貨物で対応するとした

場合、集荷のための施設整備であったり、大消

費地での荷おろし整備などの多くの問題点はあ

るとしても、こういう厳しい現状がある以上は

検討する必要を感じます。しかし、本県の青果

物において、ＪＲ貨物の活用は余りやられてい

るような状況ではありません。県内青果物のＪ

Ｒ貨物輸送の現状と課題について、お伺いをし

ます。

平成25年度、○農政水産部長（緒方文彦君）

データがある経済連取り扱いの青果物15万トン

のうち、約５％の7,000トンがＪＲ貨物を利用し

て輸送されております。しかしながら、品質保

持に必要な冷蔵コンテナのリースが平成23年に

中止されたこと、また近年、強風や大雨等によ

る延着が相次いでいることなどによりまして、

利用が伸び悩んでいる状況にございます。ＪＲ

貨物輸送は、低コストで、地球環境に優しいモ

ーダルシフトの推進を図る上でも重要な輸送手

段でありますので、県と関係団体が連携いたし

まして、予冷と定温コンテナを組み合わせた新

たな輸送システムを構築するとともに、利用に

当たっては、運行状況の把握を行うなど、延着

リスクの軽減に努めることなどが重要であると

考えております。

答弁を聞く限りでは、延着が○宮原義久議員

ないようにというような話も出てくるんです

が、青果物については、ＪＲ貨物では厳しい状

況があるというような答弁であったと思いま

す。そうなると、やはり、フェリーを選択する

しかないのかなということに絞られてくるので

はないかなと思っております。

この点はここでおかせていただいて、次に、

鉄道の路線の維持についてお伺いをさせていた

だきたいと思います。国土交通省は、2016年に

ＪＲ九州の株式上場をさせるとの方針を示され

たようであります。これまでは、株式を国が保

有することで、地方の不採算路線の維持もでき

ていたと考えますが、完全な民営化となります

と、一般株主の発言権が増し、厳しい環境の路

線が窮地に追い込まれるのではないかと心配す

るものであります。九州管内の経済団体や自治

体においても、在来線の切り捨ての懸念があ

る、地域間格差が拡大し、廃線の可能性が増大

する、などの新聞記事も目にしております。県

内の路線も、採算面から厳しい路線があるわけ

であり、一回廃線に追い込まれますと、復活は

まず望めないというふうに考えております。新

聞の紙面でＪＲ九州の社長の発言が掲載されて

いましたが、「幾らでもお金をかけられるわけ

ではない。地元と議論していく必要がある」と

の記事があり、鉄道網の見直しは避けられない

状況と感じるところであります。この事態に、

県としてはどのような考えを持っておられるの
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か、どのような取り組みを現在されているの

か、お聞かせをいただきたいと思います。

県内鉄道網○総合政策部長（橋本憲次郎君）

は、県民の日常の移動手段として、また、観光

等、地域活性化の観点からも必要不可欠な路線

であると認識しております。このことから、Ｊ

Ｒ九州の完全民営化に当たっては、県内鉄道網

の維持・充実を担保していただくよう、昨年末

に国土交通省に要望を行いますとともに、ＪＲ

九州とも協議を行う等、危機感を持って取り組

んできているところでございます。

ＪＲ九州民営化の関係法案を今通常国会に提

出予定というふうに伺っておりますが、その前

段といたしまして、国土交通省のほうで、ＪＲ

九州完全民営化プロジェクトチームが設置され

て、その取りまとめが報告されましたが、この

取りまとめによりますと、鉄道網の維持につい

て、国が指針を定め、一定の関与を残すと。こ

れは、法令に基づく関与を残すということ。ま

た、経営安定基金のうち872億円を鉄道ネットワ

ークの維持・向上に充てる等の対応策が示され

るなど、本県の要望を重く受けとめていただい

たものと考えております。

県といたしましては、今後も、あらゆる機会

を捉えて、国やＪＲ九州に対し、鉄道ネットワ

ークの維持・向上をしっかりと働きかけてまい

りたいと考えております。

今、答弁いただきましたが、○宮原義久議員

２月３日の読売新聞の記事にあるんです

が、1987年の国鉄の分割・民営化後のＪＲ各社

の上場というのは、東日本、西日本、東海に次

いで４社目ということです。ＪＲ九州民営化時

に、赤字ローカル線の維持のために国が拠出し

た3,900億円という経営安定化基金は、答弁にあ

りましたように、872億円は鉄道ネットワークの

維持・向上に充てられることになっているよう

であります。しかし、ＪＲ九州の鉄道事業とい

うのは、民営化以降、一度も黒字になったこと

がないというふうに記載されております。地域

の足を確保するとして、国交省が、完全民営化

後もローカル線の廃止に歯どめをかける方針を

示してはおりますが、今回、上場により得られ

た数千億円の売却益というのは、旧国鉄職員の

年金の財源となるようであります。872億円の鉄

道ネットワーク関係の財源は、鉄道事業の毎年

の赤字から考えると、決して多い金額ではない

というふうに思っております。県内の鉄道路線

網の維持のためには、やはり国、ＪＲ九州に、

各県と連携をとりながらしっかりとした対応を

とっておかないと、後々取り返しのつかないこ

とになるのではないかと思いますので、しっか

りとした対応をしていただきますように要望し

ておきたいと思います。

次に、関連して、九州旅客鉄道株式会社の株

式上場についての要望が、本年の２月７日に、

宮崎県商工会議所連合会より自民党宮崎県連に

提出されました。内容は、地方路線の切り捨て

がないようにとの要望であります。鹿児島県で

も同様の動きがあるようでありますが、株式を

国が保有している現在、他県とも連携して、地

方路線維持の対応はやっておられるようではあ

りますが、さらに強く国に働きかけるべきと考

えております。県内の団体であったり他県との

連携というのは、もう余り時間がないと思いま

すが、どのように現在図られているのか、お聞

かせをいただきたいと思います。

鉄道路線網○総合政策部長（橋本憲次郎君）

の維持・充実につきましては、これまでも、県

議会の皆様を初め、県内経済団体等にも御参加

をいただいております「宮崎県鉄道整備促進期
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成同盟会」、また、九州各県知事、議長を構成

員とする「九州地域鉄道整備促進協議会」を通

じまして、関係者一丸となって、ＪＲ九州に対

し、路線網の維持・充実を要望してきたところ

でございます。また、路線の維持を図る上で

は、やはり旅客の増という意味で、利用促進が

一方では不可欠な取り組みでありますことか

ら、県では、沿線自治体で組織する「ＪＲ吉都

線利用促進協議会」、また、「ＪＲ日南線利用

促進連絡協議会」と連携し、利用促進を図って

きているところでございます。県といたしまし

ては、完全民営化後も路線の維持・充実が図ら

れるよう、これまで以上に他県や県内各団体と

の連携を深め、要望活動をしっかりと行うとと

もに、利用促進の取り組みを行ってまいりたい

と考えております。

それでは、それぞれ今、輸送○宮原義久議員

問題全般について質問させていただいたんです

が、ここで、知事にお伺いをいたします。県内

物流の中心となっているのが、先ほど言いまし

た、トラック輸送体制と、片一方ではフェリー

が厳しい状況。そして、鉄道路線維持が大変厳

しい状況ということは御理解をいただいたので

はないかと思います。最後になりますが、この

状況を踏まえて、鉄道問題全般について、知事

のお考えをお聞かせいただきたいと思います。

今、いろいろ御議論ご○知事（河野俊嗣君）

ざいましたが、陸・海・空の交通ネットワーク

というものが、地域住民の日常生活はもとよ

り、県外からの誘客や物流、経済活動など、本

県発展に欠かせない重要なインフラであるとい

うふうに考えております。交通問題全般で見て

みますと、現在、東九州自動車道の大分―宮崎

間の開通とか、同区間における高速バスの運行

開始、また、本県鉄道とバスへのＩＣカード導

入、長距離フェリーの神戸航路への変更、香港

への国際定期航空路線の開設など、全体として

総合交通網の整備は一歩一歩前進をしていると

いうふうに受けとめておるところでございま

す。

ただ、御指摘のように、さまざまな課題があ

るところでございまして、大都市圏から遠距離

にある本県にとって、交通・物流網の整備、そ

の中での鉄道というものも、県勢発展の基盤と

なるものだという認識のもとに、また、地方創

生の重要な柱ともなろうかと考えておりますの

で、今後とも最重要課題の一つとして、積極的

にその整備に向けて取り組んでまいりたいと考

えております。

ありがとうございます。総合○宮原義久議員

交通網の整備は、人を運ぶ分については着々と

進められており、便利になっているのかなと思

いますが、貨物の部分については、先ほどから

ありますように、大変厳しい状況があります。

今回の物流網の整備がきちっとされて、この地

域の農産物含めていろんなものがうまく回らな

いと、地方創生というのもなかなか厳しいのか

なと思います。京浜航路というのが一本通るだ

けで全然違うのかなと思いますので、大変な経

費もかかるとは思いますが、他県とも連携を

図っていただきますよう、お願いをしておきた

いと思います。

それでは次に、高等学校の募集定員問題につ

いてお伺いをしたいと思います。

２月13日に県立高校の推薦合格内定者が発表

され、19日には一般入試志願状況が発表されま

した。県内17校で定員割れの状況となっており

ます。通学区域の撤廃で魅力ある学校をつくる

ことで、都市部から中山間地と言われる地域の

県立高校へも生徒が集まるとも教育委員会では
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言われてきましたが、現状は、通学区域撤廃当

初から心配をされておりましたとおり、都市部

の高校への集中となっているようであります。

生徒にとりましては、行きたい学校を自由に選

択できることは、今の時代の流れに乗っている

と考えますが、人口減少が進み、存続が危ぶま

れる学校については、深刻な事態となります。

西諸地域の県立高校、私立高校の募集定員

は、小林高校が200名、小林秀峰高校が240名、

飯野高校が120名、小林西高校が、私立です

が、210名、それに全日制単位制の日章学園九州

国際高校345名で、合計の募集定員枠は1,115名

であります。全日制単位制の日章学園九州国際

高校345名を引いたとしても、770名という枠に

なります。西諸地域の中学校卒業者の推移は、

平成26年から平成34年までで680名から630名と

いうところで推移をしております。先ほどの770

名の募集定員に対して、90～140名が当初から不

足している状況になります。これに、通学区域

の撤廃等で、西諸管内から100名とも150名とも

言われますが、地区外の高校へ進学の状況と

なっていることが心配をされます。私立高等学

校も県立同様に、宮崎市内以外の地域では、募

集定員に対して在籍数が厳しい状況と聞きま

す。現状はどのようになっているのか、総合政

策部長にお伺いをいたします。

宮崎市内の○総合政策部長（橋本憲次郎君）

私立高等学校では、多くの学校が募集定員に近

い在籍生徒数を確保しているところでございま

すが、その他の地域におきましては、在籍生徒

数が定員を大きく下回る学校が見られるという

現状でございます。

次に、県内の私立高校は、宮○宮原義久議員

崎市に７校、都城市、延岡市、各２校、日南

市、小林市、えびの市、三股町に各１校ありま

す。それぞれの学校とも教育の理念をしっかり

と持たれ、高校教育を進められております。こ

のような私立高等学校が果たしている役割をど

のように考えておられるのか。また、定員を下

回る学校もあるとの部長答弁でありますので、

この現状をどのように考えておられるのか、あ

わせて知事にお伺いをいたします。

私立高等学校におかれ○知事（河野俊嗣君）

ましては、建学の精神に基づき、個性豊かで特

色ある教育を実践されておるところでありまし

て、学業はもとより、スポーツ、文化活動など

さまざまな分野において、すばらしい成果を上

げておられまして、本県の公教育の一翼を担っ

ているものと考えております。現状につきまし

ては、部長が答弁しましたように、特に宮崎市

以外の学校で定員の確保が困難となっておりま

して、学校の活力や教育水準への影響などにつ

いて懸念をしているところであります。県とし

ましては、私立高等学校の教育水準の維持や安

定的な経営のために、私学関係団体とも意見交

換などを行いながら、各学校の一層の魅力づく

りに向けた取り組み等を幅広く支援してまいり

たいと考えております。

私立高校も県立学校同様に、○宮原義久議員

宮崎市内に所在のある学校とそれ以外で、在籍

数が大変厳しい状況となっていることが現状と

いうことになります。知事の言われた、私立高

校の教育水準の維持、そして、在籍数の減少か

ら厳しい経営の安定経営化のためにということ

でありましたので、ぜひ、私学関係団体と意見

交換を十分していただきたい。そして、県立で

あろうと私立であろうと、高校生の教育という

点では、どちらも重要な役割を担っているとい

うふうに思いますので、しっかりとした議論を

まずしていただくように要望しておきたいと思
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います。

次に、県立高校、私立高校の定員の比率とい

うのはどのように決められるのか、教育長にお

伺いをいたします。

本県では、公立高校○教育長（飛田 洋君）

と私立高校が連携して教育の振興を図ってきて

おりまして、高校の定員の比率につきまして

は、毎年、公立・私立の代表者や学識経験者な

どで連絡協議会を開催し、その中で、中学校卒

業生の推移や過去の募集定員の状況を勘案し

て、定員の考え方について調整しております。

平成16年度以降は、募集定員を、県立高校は進

学予定者のおおむね７割としており、私立高校

は、前年度の募集定員の範囲内とすることとし

て調整をしております。なお、県立高校は、そ

の全体枠と同時に各地域ごとの定員を決めて

いっているんですが、その際には、その地域か

ら他の地区へどれくらい出ているか、あるいは

逆に入ってきているかというようなことを考え

ております。例えば、西諸県地区の平成26年度

の入学生では、県立高校間の出入りを申し上げ

ますが、西諸県地域から出ていった生徒のほう

が入ってきた生徒より６名多いという状況であ

りまして、ほぼ出入りは相殺されているという

状況でございます。

公立・私立の代表者や学識経○宮原義久議員

験者でしっかり協議をされた上で比率が決めら

れているということでありますので、これも

きっちりとその部分の公平性は保たれていると

いうふうに今感じたところであります。ただ、

生徒の流入・流出については、県立だけ見ます

と、我が西諸地区では、教育長の答弁どおり６

人ということでありますが、公立・私立で両方

とも含めてしまいますと、67人という生徒が、

西諸地区からたくさん、宮崎、それ以外の地域

に流出しているということになります。この数

字は、我が西諸地域からすると、通常クラスの

２クラス分ということになりますので、この対

象の数が、地域にとりましては大変深刻な状況

になっているということは御理解をいただきた

いと思います。

次に、県内高等学校の募集定員は、県立高校

の全日制課程が7,720人、定時制課程が440人、

通信制課程が600人で、合計で8,760人。私立高

校は、全日制課程が3,780人、全日制の単位制課

程が345人、定時制課程が40人、合計で4,165

人。県内高等学校全ての募集定員は１万2,925人

となります。入試を受ける15歳の人口は、平成

元年ごろに２万176人であったものが、平成26年

の15歳の人口は、１万1,003人と大きく減少して

おります。今回の入試を全て15歳の方が受験し

たとしても、2,000人分枠が余るということにな

ります。県内の年齢別人口を見てみますと、10

歳から14歳までは１万人を何とか超えているも

のの、９歳の人口は9,780人ということになりま

す。このように生徒が減少している中で、県立

高校の相当な再編というのも早急に必要と考え

られますが、どのような検討をされているの

か、お伺いをいたします。

生徒数減少により高○教育長（飛田 洋君）

等学校の小規模化が進んでいきますと、生徒同

士の切磋琢磨や学び合いの機会が減ったり、活

気のある学校行事や部活動が展開しにくくなっ

たりするなどの課題が生じてくることが考えら

れます。このような課題を踏まえながら、現

在、28年度から３年間の県立高等学校の整備の

方向性を示す中期実施計画の策定を進めている

ところでありますが、その過程では、何より

も、生徒にとってよりよい教育環境を提供する

という視点に立って、高等学校の所在地や設置
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学科、生徒・保護者・地域のニーズ等に適切に

配慮いたしますとともに、県民の皆様の幅広い

御意見を伺いながら検討を進めているところで

あります。

それでは次に、40名１クラス○宮原義久議員

の生徒ということにして、３クラスの学校で、

１学科の場合、２クラス分の生徒しかいなかっ

た場合、クラスの編制はどのようにされるの

か。今回の一般入試の志願状況から見て心配を

される点でありますから、教育長にお伺いいた

します。

県立高校のクラス編○教育長（飛田 洋君）

制につきましては、募集する段階の募集定員に

応じてクラス数を決めておりまして、実際の入

学者が募集定員を下回った場合でも、クラス編

制の変更は、入学時にはいたしておりません。

例を申し上げますが、３クラス120名の定員の高

校で、２クラス80名の生徒しか入学をしない場

合でも、80名を３クラスに分けた編制をいたし

ております。

それでは次に、定員割れの高○宮原義久議員

校については、２次募集をされるようでありま

すが、この手順についてどのように実施される

のか、お聞かせください。

県立高校の２次募集○教育長（飛田 洋君）

につきましては、全高校で実施するのではなく

て、一般入学者選抜の合格者発表の時点で、欠

員がある場合にのみ実施いたしておりまして、

これは、県民の皆様の、欠員のあるその学校へ

入学したいというニーズに、県として応えるた

め行っているものであります。各学校ごとの２

次募集の定員や選抜方法及び検査内容等につい

ては、各学校でそれぞれ公表するとともに、県

庁ホームページなどにより、広くお知らせをい

たしております。選抜検査は、通信制を除く高

等学校におきましては３月下旬に、通信制は４

月上旬に実施しております。なお、昨年度の２

次募集における全日制課程の全学校を合わせた

２次募集の合格者は、全募集定員の1.4％程度で

あります。

私立学校関係者の意見の中に○宮原義久議員

は、県立高校が２次募集をかけることで私立高

校へ生徒が集まらないんだとも言われているよ

うでありますが、教育長の今の答弁からする

と、２次募集ということで私立高校の生徒が集

まっていないという、県立高校に集まってしま

うということばかりではないようでありますの

で、全然いないということではないんですけ

ど、極めて少ないということのようでありま

す。

人口減少、少子化の影響から、教育の分野は

競争が非常に激しくなっております。このほか

に、中高一貫、そして、県外の有名私立校に進

学というのも相当あるようであります。教育委

員会としては、私立高校も当然頑張っておられ

ますので、県立高校に魅力があって、学校に、

できれば中山間地域に子供たちが寄ってくるよ

うな県立高校を整備していただけるとありがた

いなと思っておりますので、よろしくお願いを

したいと思います。

それでは次に、林業問題についてでありま

す。

さきの代表質問で黒木正一議員から、未植栽

地の解消問題であったり、再造林の苗木、労働

力の問題など、多くの指摘がされておりますの

で、重ならない点で質問をしてみたいと思いま

す。

まず、林業労働災害についてお伺いをいたし

ます。本県は、杉の素材生産日本一の林業県で

ありますが、このすばらしい実績というのは、
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多くの林業に携わられる皆様のおかげでありま

す。しかし、近年、高性能林業機械の導入等に

より、より安全な作業環境は整っているもの

の、伐採作業の現場を調査させていただいたこ

ともありますが、決して安全とは言えないよう

な場所に作業仮設道路をつくり、伐採及び集材

をされております。そうした現場を見ると、作

業中におけるけがや死亡事故の発生が心配をさ

れるところであります。近年の県内における林

業労働災害の状況は、平成24年の死亡事故の発

生は０件となっておりますが、平成22年４名、

平成23年が２名、平成25年が６名、平成26年が

４名となっております。ほぼ毎年、数名の方が

死亡されている状況となっております。災害事

故の発生件数も、平成22年から毎年100件前後の

発生となっているようであります。環境森林部

としては、事故の発生ゼロを目指して森林産業

の振興に努められていると思いますが、県内の

林業労働における死亡災害状況をどのように分

析され、労働災害の発生防止に向けた取り組み

をされているのか、環境森林部長にお伺いをし

たいと思います。

林業労働災害○環境森林部長（徳永三夫君）

で亡くなられた方の多くが高齢の従事者で、立

木を伐採するときに被災されておりますが、そ

のほとんどは、作業手順をしっかりと守れば確

実に防げたものと考えております。このため県

では、伐採作業時の安全確保に重点を置き、安

全衛生指導員による巡回指導や、事業主を対象

とした研修等を実施しているところでありま

す。また今後、木材需要の高まりに伴い、伐採

作業のさらなる増加が見込まれますことから、

その中核的な担い手であります、新規就業者や

高齢者を対象とした安全教育等にも重点的に取

り組むとともに、関係機関と連携を図りなが

ら、粘り強く労働災害防止に取り組んでまいり

たいと考えております。

答弁にありましたように、高○宮原義久議員

齢の方が事故に遭いやすいということですが、

林業の現状は、若い労働力の不足から、高い年

齢層の比率が高くなっているというふうに思い

ます。今後、大型製材工場やバイオマス事業が

本格稼働しますと、木材の伐採作業の増加が見

込まれるということになります。丸太の土場な

ども、かなりの高さで山積みになっている現場

を見ます。崩れなければいいがなというふうに

心配をするものでもありますので、労働災害に

ついては特段力を入れていただきますよう、要

望しておきたいと思います。

次に、伐採・搬出は、高性能林業機械の導入

が県内では積極的に図られておりまして、あっ

という間に多くの山が裸山になっております。

未植栽地の問題等も毎回取り上げられておりま

すが、県内には、平成25年度末で700ヘクタール

の未植栽地があるようです。そのうち、どの程

度が天然更新されることになるのか、天然更新

の完了基準について、環境森林部長にお伺いを

いたします。

本年度実施し○環境森林部長（徳永三夫君）

た調査の結果によりますと、約700ヘクタールの

植栽未済地のうち、約６割が自然力を活用し

た、いわゆる天然更新によって森林を再生する

こととなっております。また、天然更新につき

ましては、災害防止等の観点から、伐採跡地

に、１ヘクタール当たり高さ50センチ以上の樹

木が3,000本以上、均等に生育している状態を完

了基準といたしまして、現地調査等により確認

をしているところでございます。

ありがとうございます。天然○宮原義久議員

更新というのは、ほったらかしなのかなと思っ
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たら、しっかりとした基準で位置づけられてお

りますので、とりあえず安心をしたところであ

ります。

それでは最後に、木質バイオマス発電施設へ

の木材の供給体制についてお伺いをします。県

内の山林等には、87万気乾トンの木質バイオマ

ス資源が発生しているようでありますが、その

未利用材を活用して、本年２月、３月に４施設

が稼働して発電事業がスタートされます。各事

業者においては、原料となる木材丸太の確保に

努力はされていると聞きますが、原料によって

売電価格は32円、24円、13円となるようであ

り、木材であれば何でもいいというわけにはい

かないわけでありますが、安定した原料確保が

図られていくよう、県としてどのように取り組

むのか、環境森林部長にお伺いをします。

木質バイオマ○環境森林部長（徳永三夫君）

ス発電事業者は、原料の安定確保を図るため、

林業事業体等との間で協定を締結しております

ので、県といたしましては、この協定が円滑に

実行されるよう指導しているところでありま

す。また、中間土場の設置など、地域における

供給体制づくりに対し支援を行っているところ

でありますが、さらに安定供給を図るために

は、林地残材の集荷や発電施設までの輸送コス

ト等が課題となっております。このため、平

成26年度補正予算でお願いをしております「森

林バイオマス供給担い手拡大対策事業」によ

り、林業事業体等と輸送業者が連携した、効率

的な集荷や輸送体制づくりを支援し、原木の安

定供給に取り組むこととしております。

私どもが調査をさせていただ○宮原義久議員

きましたバイオマス工場でも、稼働までに半年

分のストックをしたいという話をお聞きしたん

ですが、実際は、3.5カ月分、３カ月半のストッ

クだったという話も聞いたところであります。

県内のバイオマス発電所に原料を供給できるた

めの施策や、林地残材の搬出等により、林業経

営が安定できるようなものであってほしいなと

思いますので、しっかりとした対策をとられる

よう要望いたしまして、全ての質問を終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わ○押川修一郎副議長

りました。

次の本会議は、３月２日午前10時開会、本日

に引き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時１分散会



３月２日（月）



- 201 -

平 成 2 7 年 ３ 月 ２ 日 （ 月 曜 日 ）

午前 時０分開議10

出 席 議 員（ 名）38
（ ）2番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）3番 有 岡 浩 一 愛みやざき

（ ）4番 図 師 博 規 同

（ ）5番 西 村 賢 同

（ ）6番 松 村 悟 郎 自由民主党

（ ）7番 内 村 仁 子 同

（ ）8番 岩 下 斌 彦 同

（ ）9番 後 藤 哲 朗 同

（ ）10番 右 松 隆 央 同

（ ）11番 二 見 康 之 同

（ ）12番 清 山 知 憲 同

（ ）13番 福 田 作 弥 同

（ ）14番 前屋敷 恵 美 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）15番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）16番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）17番 田 口 雄 二 同

（ ）18番 髙 橋 透 同

（ ）19番 星 原 透 自由民主党

（ ）20番 原 正 三 同

（ ）21番 井 本 英 雄 同

（ ）22番 丸 山 裕次郎 同

（ ）23番 中 野 一 則 同

（ ）24番 中 野 明 同

（ ）25番 宮 原 義 久 同

（ ）26番 山 下 博 三 同

（ ）27番 徳 重 忠 夫 無 所 属 ク ラ ブ

（ ）28番 新 見 昌 安 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 太 田 清 海 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 井 上 紀代子 同

（ ）31番 鳥 飼 謙 二 同

（ ）32番 緒 嶋 雅 晃 自由民主党

（ ）33番 黒 木 正 一 同

（ ）34番 横 田 照 夫 同

（ ）35番 十 屋 幸 平 同

（ ）36番 外 山 三 博 同

（ ）37番 坂 口 博 美 同

（ ）38番 中 村 幸 一 同

（ ）39番 押 川 修一郎 同

地方自治法第 条による出席者121
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 橋 本 憲次郎

総 務 部 長 成 合 修

危 機 管 理 統 括 監 金 丸 政 保

福 祉 保 健 部 長 佐 藤 健 司

環 境 森 林 部 長 徳 永 三 夫

商工観光労働部長 茂 雄 二

農 政 水 産 部 長 緒 方 文 彦

県 土 整 備 部 長 大田原 宣 治

会 計 管 理 者 舟 田 美揮子

企 業 局 長 四 本 孝

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 阪 本 典 弘

教 育 委 員 長 島 原 俊 英

教 育 長 飛 田 洋

警 察 本 部 長 坂 口 拓 也

選 挙 管 理 委 員 長 後 藤 仁 俊

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人事委員会事務局長 亀 田 博 昭

事務局職員出席者

事 務 局 長 大 坪 篤 史

事務局次長兼総務課長 山 内 武 則

議 事 課 長 亀 澤 保 彦

政 策 調 査 課 長 髙 林 宏 一

議 事 課 長 補 佐 内 野 浩一朗

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 松 本 英 治

議 事 課 主 任 主 事 川 崎 一 臣



- 202 -

一般質問◎

ただいまの出席議員37名であ○福田作弥議長

ります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、岩

下斌彦議員。

〔登壇〕（拍手） 自由民主党○岩下斌彦議員

の岩下斌彦でございます。

本日もお忙しい中、傍聴席においでいただき

ました。中には24年前から、落選に次ぐ落選に

もかかわらず、毎回応援していただいた方もお

いでのようでございます。５回目、６回目で

やっと当選させていただき、この壇上に立たせ

ていただいております。大変ありがたく、心よ

り感謝申し上げます。

さて、私にとりまして、県議としての最後の

一般質問であります。今回も、「市民の声、県

民の声を県政に生かす」を念頭に置きまして、

質問させていただきます。よろしくお願いを申

し上げます。

河野知事におかれましては、総務部長、副知

事、そして知事を経験されました。１期目は、

口蹄疫、鳥インフルエンザ、新燃岳の噴火、そ

して東日本大震災と、大変な時期ではありまし

たが、大いにリーダーシップを発揮され、今日

に至っておられます。本来、知事として宮崎県

政に描いておられた状況とは大きな違いがあっ

たのではないかと推察をいたします。今回、２

期目がスタートいたしました。県民からは、２

期目を迎えられた河野知事に対して、大きな期

待が寄せられております。そこで、どんな宮崎

県にしたいのか、２期目に対する思いについ

て、知事にお伺いをいたします。

次に、地方創生についてであります。昨日の

宮崎日日新聞によりますと、県内26市町村のう

ち、大半が消滅危機感を抱いており、「強く抱

いておる」「ある程度抱いておる」とした市町

村が22市町村でございます。人口維持・増加の

ため力を入れる施策としては、「移住の促進」

を挙げた市町村が18市町村、「雇用の確保」

が17市町村、「居住支援」が10市町村とのこと

であります。地方創生事業に期待する市町村が

ほとんどであると思いますが、宮崎県知事とし

て、地方創生関係交付金を活用した事業のうち

特に力を入れていく事業は何か、お伺いいたし

ます。

さて、次に、東九州自動車道日南―串間―志

布志間についてであります。本日も、「串間の

みちを考える女性の会」の齊藤会長を初め、皆

様がおいででございます。そこで質問をさせて

いただきますが、昨年７月にルート帯案、１キ

ロメートルの幅でルートが国土交通省より公表

されましたが、詳細なルート案、インターチェ

ンジの位置が公表されれば、企業誘致あるいは

不動産取引などの経済効果があらわれてくると

思います。そこで、概略ルートが示されている

東九州自動車道日南―串間―志布志間につい

て、詳細なルート案やインターチェンジの位置

を早く公表すべきであると考えますが、知事の

考えを伺います。

次に、内田副知事にお伺いします。内田副知

事は、国土交通省より出向しておられます。国

土交通省において、全国の高速道路の事業化に

向けたいろいろなケースあるいは事例、取り組

みを見てこられたことと思います。そこで、東

九州自動車道日南―串間―志布志間の新規事業

化の見通しについて、内田副知事にお伺いをい

たします。

平成27年３月２日(月)
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後の質問につきましては、質問者席から行い

ます。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

初めに、２期目の思いについてであります。

私は、今回の選挙で、「くらしの豊かさ日本一

の宮崎」の実現を目指すことを県民の皆様にお

約束したところであります。宮崎に住んでいる

我々が実感する、宮崎は本当に暮らしやすいと

ころだ、いいところだ、それを県民の間にしっ

かりと共有しながら、県外に向けても発信をし

ていく。そういう「くらしの豊かさ日本一の宮

崎」を目指していく取り組みを、しっかりと進

めてまいりたいと考えております。

具体的な政策につきましては、選挙の際にお

示しをしました政策提案の中で、分野横断した

４つの重点政策と、分野ごとの３つの重点政策

を掲げておるところであります。その中でもと

りわけ、この宮崎の地域の活力、そして魅力を

今後とも維持していくという観点からは、人口

減少に正面から向き合う上で、まずは産業の振

興を通じた地域経済・雇用の底上げを図ってま

いりたいと考えております。

また、少子化対策にも取り組む中で、子供た

ちがたくましく心豊かに育ち、産業や地域を支

え、宮崎の将来を担っていく、そのような人財

づくりにも力を入れてまいりたいと考えており

ます。

また、常在危機の意識を基本としながら、県

民の皆様の安全・安心な暮らしを確保する、防

災・危機管理対策を進めてまいりたいと考えて

おるところであります。

また、昨日、いよいよ福岡県豊前市と大分県

宇佐市、東九州道が開通したところでありま

す。３月21日の佐伯―蒲江間の開通も待望され

るところでありますし、県内区間の整備も加速

をさせるわけでありますが、こういう高速道路

の整備、さらには大型クルーズ船の受け入れ体

制の強化、そして新たな国際定期便の開設な

ど、陸・海・空の交通インフラの整備が進むこ

のタイミングを捉えて、改めて宮崎の観光とい

うものにより力を入れて、観光の再興にも努め

てまいりたい、そのように考えておるところで

ございます。

次に、いわゆる地方創生交付金についてであ

ります。地方創生は、人口減少という大きな課

題に対しまして、国と地方が一体となって取り

組み、各地域がそれぞれの個性や特徴を生かし

た自律的で持続的な社会を創生し、日本に活力

を取り戻すことが大きな目的であるわけであり

ます。今回の追加補正では、仕事と人の好循環

を生み出し、県内全域の景気浮揚につなげるた

めの地方創生交付金を活用したさまざまな事業

を提案したところであります。このうち特徴あ

るものを挙げるとしますれば、農林水産業を核

とした成長産業や中核的企業の育成、移住・Ｕ

ＩＪターンの情報発信・相談拠点の設置、結婚

サポートを核とする少子化総合対策などがある

わけであります。いずれの事業にも全力を挙げ

てしっかり取り組んでまいりたいと考えており

ます。

最後に、東九州自動車道日南―串間―志布志

間についてであります。この区間につきまして

は、昨年７月、全線バイパスとして整備する概

略ルートが示され、現在、国土交通省におきま

して詳細ルートの検討が順調に進められている

と伺っております。県におきましては、この区

間について都市計画決定の手続が必要と考えて

おりまして、詳細ルートやインターチェンジ位

置の案は、ルート確定の後、その手続の中でお
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示しできるものと考えております。県としまし

ては、これまでも機会あるごとに、国に対して

詳細ルートの早期確定を要望してきたところで

あります。この県南区間の整備も含めて、年明

けから国交省には３回要望に参り、また先週、

九州地方整備局に参りまして、金尾局長、また

喜安道路部長とも、この県南区間のルート等を

めぐり意見交換させていただいたところでござ

いますが、今後とも県を挙げて、しっかりとこ

の早期整備に向けて要望してまいりたいと考え

ております。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○副知事（内田欽也君）

します。

東九州自動車道日南―串間―志布志間の新規

事業化の見通しについてであります。この区間

については、都市計画決定と新規事業採択とい

う２つの手続が必要であると考えております。

都市計画決定につきましては、国が詳細なルー

ト案を確定した時点で速やかに対応できるよう

に、県でも鋭意準備を進めておりますが、今

後、地域の皆様方の御理解を得ていくことが重

要であります。また、新規事業採択につきまし

ては、公共事業予算などさまざまな状況が関係

いたしますことから、現時点で、新規事業化の

見通しを申し上げるのは難しい状況でございま

す。この区間は、全線バイパスとして整備する

概略ルートが示されるなど、着実に手続が進ん

でいると認識しております。私といたしまして

は、詳細ルートの早期確定、さらには一日でも

早い新規事業化を、引き続き国に対して強く要

望してまいります。以上であります。〔降壇〕

どうもありがとうございまし○岩下斌彦議員

た。高速道路も毎回、お願いのしっ放しでござ

いました。２月１日現在で串間の人口１万9,118

人という状況です。今度は１万8,000台に入ると

いう状況でございます。先日、限界集落と言わ

れる状況のところを訪問いたしました。ちょう

どお会いしたのが60歳ぐらいの方でございまし

たけれども、「どっか仕事はねえじゃろかい。

いろいろ探すけれども、なかなか自分に仕事が

わたらない。だから、今、空き缶を集めたり鉄

くずを拾って何とか生活しているんだ。おたく

と話すのは、こうやって地域に住んでて人と話

をするのは何日ぶりかな」、そういった状況で

もございます。先ほど知事のお話の中でも、雇

用の場の創出という形でお話をいただきまし

た。何としてでも串間を飛躍させるためには高

速道路が必要でございますし、ぜひともお力を

入れていただきますよう、また、国会議員もお

られることでございますので、その皆様方にも

お力を出していただくように、知事、副知事か

らもどうぞよろしくお願いをいたしたいと思っ

ております。

次に、平成23年から25年の３カ年事業で串間

市が認定を受けました地域創造計画でありま

す。串間市民は、串間市の観光振興が大きく動

き出すと期待をしたプロジェクトではありまし

たが、ハード面、ソフト面、両面あったと思い

ます。３カ年事業として実施された「南国みや

ざき最南端！くしま跳ね駒プロジェクト」に対

する県の支援実績について、総合政策部長に伺

います。

ただいま御○総合政策部長（橋本憲次郎君）

紹介いただきました「くしま跳ね駒プロジェク

ト」は、串間市内全域を対象とする分野横断的

な地域計画として串間市において策定され、平

成23年度から25年度までの３カ年事業として実

施されました。県といたしましても、各部局が

連携して総合的な支援を行う地域創造計画に認

定しまして、当初の予定であった事業総額約６
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億3,000万円が、最終的には約３億6,000万円と

なりましたが、このうち約２億2,000万円の支援

を行ったところでございます。具体的には、ふ

るさと雇用再生特別基金を活用して「岬の駅」

の継続運営を支援したほか、地域力磨き上げ応

援事業により、市内や夫婦浦等観光地への案内

板等の設置、また、エコツーリズムガイド養成

等に対して支援を行っております。さらに、ま

ちなか商業再生支援事業により、旧吉松家住宅

周辺を含む中心市街地の計画策定の支援を行う

などしたところでございます。

跳ね駒プロジェクトの支援終○岩下斌彦議員

了後の状況について、総合政策部長に伺いま

す。

観光関連に○総合政策部長（橋本憲次郎君）

つきましては、プロジェクト期間中に養成した

ガイドを活用しました都井岬ビジターセンター

でのガイド事業が好評を博しており、今年度の

ビジターセンターの利用者数は、支援前の倍以

上の約１万人に上る見込みでございます。加え

まして、昨年４月に串間市エコツーリズム推進

協議会が発足し、地域資源を生かした体験メニ

ューの実施やガイド養成講座の継続など、エコ

ツーリズムのさらなる推進が図られているとこ

ろでございます。また、中心市街地の活性化に

つきましては、「道の駅」の建設や旧吉松家住

宅周辺の開発を盛り込んだ中心市街地まちづく

り基本計画の素案が今年度策定され、現在、市

民からの意見募集が実施されるなど、３年間の

プロジェクトの成果を生かして、さらなる取り

組みが始まっていると伺っているところでござ

います。

都井岬の観光でございますけ○岩下斌彦議員

れども、昨年は「うま年」ということで、幾ら

か観光客もおったわけでございますが、大変

今、疲弊しているような状況でございます。現

場を見ると、ちょっとがっくりするような、ホ

テルの廃墟２つ、そしてまた観光ホテル、なか

なか取得が困難な状況でございまして、あのす

ばらしい景観が何かそこで消えてしまうような

感じがしているわけでございます。何とかなら

ないか、こういった思いもかなり強いところで

ございますが、都井岬の観光振興について、県

としてこれまでどのような支援を行ってきたの

か、商工観光労働部長に伺います。

県では、○商工観光労働部長（茂 雄二君）

都井岬の環境整備や魅力向上の取り組みに対し

て、補助事業を活用した支援を行ってまいりま

した。例えば、平成21年度から23年度におきま

しては、小松ヶ丘展望広場の整備や岬馬の啓発

看板の設置等について約1,200万円を、また、平

成25年度から今年度にかけては、観光パンフ

レットの作成やモニターツアーの実施について

約350万円を、それぞれ助成しているところであ

ります。さらに、雇用創出を目的とした事業を

活用しまして、「岬の駅 都井岬」の運営及び

観光案内所の設置等について、平成22年度、23

年度の総額で約２億6,800万円を助成しておりま

す。なお、国の天然記念物である岬馬の保護育

成に関しましても、継続して支援してきている

ところであります。

22年度、23年度の総額で２○岩下斌彦議員

億6,800万円。こういった大きな支援をいただい

たにもかかわらず、なかなかそれを生かし切っ

ていないというのが本当に残念であります。し

かし、悔やんでばかりもおられません。何とか

串間市民、頑張っていきたいという思いもござ

います。今後とも、県のほうに積極的にかか

わってほしいと考えますが、商工観光労働部長

の所見をお伺いします。
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都井岬に○商工観光労働部長（茂 雄二君）

つきましては、岬馬の姿と雄大な景観が美し

く、自然の魅力にあふれた、本県の貴重な観光

資源の一つであると考えております。議員御指

摘のとおり、都井岬の観光は、現在大変厳しい

状況ではありますが、串間市におかれまして

は、都井岬や恋ヶ浦での自然体験メニューの開

発やガイドの育成に取り組まれるなど、地域資

源を生かしたエコツーリズムの推進による新た

な魅力の創出に努められているところでありま

す。都井岬をどのように再生していくかにつき

ましては、串間市において検討されております

が、県では、市の意向を伺いながら、できる限

りの支援を行ってまいりたいと考えておりま

す。今後とも、都井岬の魅力発信を積極的に行

いますとともに、地元とも連携しながら、都井

岬を含めた県南地域の観光振興に努めてまいり

たいと考えております。

どうぞよろしくお願いを申し○岩下斌彦議員

上げます。

次に、環境農林水産行政についてお伺いをい

たしたいと思います。私の少年時代というと、

もう50年ぐらい前になるんでしょうか。地元の

福島漁港でございますが、志布志湾でとれたア

ジとかサバとかタイ、ヒラメ、こういったもの

が大量に市場のほうに水揚げをされまして、魚

市場にはトロ箱が山積みされておりました。ま

た、漁師や仲買人、そしてまた、かごを担いで

列車に乗って都城まで販売に行くおばちゃんた

ちの姿も大変活気のあるもので、港全体、市場

全体が活気に満ちておりました。しかし、今日

では水揚げも少なく、見る影もありません。か

えって市場では魚の数よりも箱の数のほうが多

いみたいな状況でございます。都井岬と大隅半

島に囲まれた志布志湾の漁場再生復活はできな

いものか願っているところでございますが、志

布志湾における漁場の再生に向け、県はどのよ

うに取り組むのか、農政水産部長に伺います。

志布志湾を含○農政水産部長（緒方文彦君）

む本県沿岸における漁場の再生につきまして

は、資源管理による資源の維持・回復と漁場整

備による生産力の向上が重要と考えておりま

す。このため、ヒラメなどの19魚種について資

源評価を行い、種苗放流や禁漁期などの設定に

よる資源管理を推進しておりまして、カサゴに

ついては一定の効果が認められております。ま

た、沖合では浮き魚礁の設置、沿岸では都井沖

のマウンド礁を初めとする増殖場の整備を進め

ているところであります。県といたしまして

は、今後このような取り組みの効果を志布志湾

へ波及させていくとともに、今般開発したアマ

ダイの種苗生産などの新たな技術も活用して、

漁場再生につなげてまいりたいと考えておりま

す。

志布志湾の再生復活、何とか○岩下斌彦議員

ぜひ知恵を出していただければというぐあいに

思っております。

次に、今まで一般質問で何回も取り上げてき

ております藻場の造成についてお聞きいたしま

すが、東漁協沿岸では何ら進展が見られませ

ん。せめて下草でも広く造成していただきたい

と思います。例えば、杉でしたら苗場で杉を挿

して移植します。稲は種苗センターで種をまい

て、田んぼのほうに移動します。花の苗もそう

でございますが、藻にしても、どこか湾内に仕

切りをつくって育てて、沿岸に移す、こういっ

た工夫はできないものかと思うんですが、ぜひ

試みをお願いしたい。これは要望でございます

が、お聞き願いたいというふうに思っておりま

す。
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それで、藻場の拡大について、県はどのよう

に取り組んでいくのか、農政水産部長に伺いま

す。

藻場の造成に○農政水産部長（緒方文彦君）

つきましては、海藻を食べる魚介類の量を適正

に保つことが重要であるため、県におきまして

は現在、漁業者が行うウニの密度管理による藻

場の回復・保全活動を支援しているところであ

ります。この結果、継続した取り組みが行われ

た地区では、藻場が回復し餌がふえたことで、

ウニの実入り改善による一定の経済効果も見込

まれる一方、ウニを採捕する漁業者が少なく、

管理が不十分な地区では、回復が進まない状況

も見られます。このため県といたしましては、

管理を徹底するために、ウニの侵入防止柵の改

良等を進めますとともに、活動グループの育成

やグループ間の連携強化などにより、藻場の拡

大を図ってまいりたいと考えております。

今、部長の答弁の中で、ウニ○岩下斌彦議員

侵入防止柵というものが出てきておりますが、

それでしたら随分効果が上がるのではないかな

と思います。ぜひ進めていただきたいと思うと

ころでございます。

次に、広域農道・黒潮ロードの日南市の区間

において、段差のある危険な箇所があり、その

まま放置されているような状況にもあります。

看板は立っているんですが、「段差あり」とい

うことで、そのまま過ぎているようでございま

すが、車で通りますと、車が上下左右に揺れま

す。これがバイク走行ですと、かなり危険では

ないだろうか、また大事故につながるのではな

いかなと心配をいたします。県として何らかの

対応はできないのか、農政水産部長にお伺いい

たします。

串間市から日○農政水産部長（緒方文彦君）

南市を結ぶ黒潮ロードにつきましては、広域営

農団地農道整備事業により、昭和55年度に着手

後、平成21年度に完成いたしまして、日南市及

び串間市に譲与しており、現在は全線が市道と

して両市において管理されているところでござ

います。黒潮ロードは、県南地域の農畜産物の

流通の合理化を図るとともに、地域の生活道路

としても重要な路線であると考えておりまし

て、御質問の箇所については、日南市において

補修工事の検討を進められていると伺っており

ますが、県としましても、改めて日南市に対し

て対応をお願いしたいと考えております。

次に、串間市において、木質○岩下斌彦議員

バイオマスのガス化発電が計画をされておりま

す。楽しみに予定現場を見に行くんでございま

すけれども、なかなか進んでいないような状況

でございます。その進捗状況について、環境森

林部長に伺います。

串間市の木質○環境森林部長（徳永三夫君）

バイオマス発電施設は、株式会社サンシャイン

ブルータワーが計画しているもので、県では昨

年８月に、事業計画の承認を行ったところであ

ります。その後、同年９月に系統連系に係る接

続保留がなされたこと等から、接続保留の解除

や国への協議、承認などの手続が進められてき

たところでございます。なお、現在は、事業計

画の内容が大きく異なっていることから、事業

主体において、補助金の交付申請に向け、事業

計画の変更手続に必要な書類の整備など準備を

行っているところでございます。

なかなか企業進出のない串間○岩下斌彦議員

市でございますが、18人の雇用を予定しておる

ような事業でございますけれども、できました

ら、バックアップをお願いしたいというぐあい

に思っております。
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次に、本県のメガソーラーの稼働状況と太陽

光発電の今後の導入の見通しについて、環境森

林部長に伺います。

本県のメガ○環境森林部長（徳永三夫君）

ソーラーの稼働状況は、経済産業省によります

と、昨年11月末現在で55件、出力約８万6,000キ

ロワットとなっております。また、太陽光発電

の今後の見通しにつきましては、買い取り価格

が下がっていることに加え、出力抑制への協力

も求められておりますことから、計画の見直し

など、導入に慎重になる事業者もふえてくるも

のと考えております。

太陽光発電は、地球環境への負荷が少なく、

全国トップクラスの日照時間に恵まれた本県の

地域特性を生かせるエネルギーでありますの

で、導入への影響が最小限にとどまる対策が講

じられますよう、今後とも国等に対して要望し

てまいりたいと考えております。

串間のほうで３反歩の土地で○岩下斌彦議員

太陽光発電所を経営している方から相談を受け

ました。ことしから発電事業に対する税金を納

めなくちゃならなくなってきたということでご

ざいますけれども、その評価について大変疑問

を持っているということでございます。１反歩

５万円だった土地が、太陽光を設置したことに

より300万円に評価が上がったと。３反歩ですか

ら、一挙に、15万円の土地が900万円になったと

いうような状況で、本人もびっくりしておるよ

うでございますし、「これから施設設備関係に

ついても税金もかかり、また売電についても税

金を納めることになる。なかなか税額がわかり

にくい。いろいろ担当に聞くけれども、わかり

にくい」ということでした。そこで、お聞きい

たします。太陽光発電事業に係る法人の場合の

税の仕組みについて、総務部長に伺います。

太陽光発電事業に○総務部長（成合 修君）

は、国税の法人税、地方税として固定資産税や

法人事業税などが課税されます。地方税につい

てお答えいたしますと、まず、固定資産税につ

きましては、事業に係る土地及び機械設備に対

し市町村が課税することとなります。その評価

額に対する税率は、1.4％から1.7％の範囲内

で、各市町村が条例により定めております。御

質問にございました、固定資産税の評価上の地

目でございますが、登記上の地目にかかわらず

現況及び土地の利用目的により判断されること

から、土地につきましては、多くの場合、雑種

地として評価を行い課税しております。また、

機械設備につきましては、取得価格を基礎とい

たしまして、経過年数を考慮の上、課税するこ

ととなります。

次に、法人事業税につきましては、太陽光発

電事業は、地方税法上、電気供給業となります

ので、収益額、いわゆる所得への課税ではな

く、売上額に0.9％の税率で課税する仕組みと

なってございます。なお、発電事業を副業とし

て行っている一定規模以下の事業の場合は、発

電事業と本業を合わせて収益を算出し、収益額

に応じた税率で課税することとなっておりま

す。

ことしの場合は、課税対象は○岩下斌彦議員

まだ少ないんでしょうけれども、来年からは一

挙にそういった課税がふえるのではないかと思

いますが、何とかトラブルのないような状況で

お願いしたいというぐあいに思っておるところ

でございます。

次に、国道448号の名谷地区から石波地区間の

バイパス計画について、今後どのように取り組

んでいただけるのか、県土整備部長にお伺いい

たします。
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国道448号の○県土整備部長（大田原宣治君）

名谷地区から石波地区間のバイパス計画につき

ましては、地質が脆弱であり、想定されるトン

ネル延長も長く、大規模な事業となりますの

で、地すべり観測や地質調査等を実施し、現

在、地質やトンネルの専門家の意見も聞きなが

ら、坑口を含めまして最終的なルート選定を

行っているところです。今後は、早急に整備に

必要な事業費や費用対効果等を算出し、本年中

に宮崎県公共事業評価委員会へ諮問することと

しておりまして、新規事業化に向けた必要な手

続を順次進めてまいります。

ありがとうございます。本年○岩下斌彦議員

度中に宮崎県公共事業評価委員会へ諮問すると

いうことでございます。一歩前に進んだかなと

いうふうに思いますが、感謝を申し上げます。

よろしくお願いをいたします。

次に、串間市は平成29年度から中学校６校を

１校に統合するという状況が今進められており

ます。そこで、串間市の中学校再編を踏まえた

国道448号の蔵元橋の側道橋整備について、県土

整備部長にお伺いいたします。

串間市の中○県土整備部長（大田原宣治君）

学校再編計画では、国道448号の蔵元橋が新たに

通学路となる可能性が高いことから、昨年８月

に、学校関係者や県、市、警察署などと合同点

検を実施したところです。この結果、橋梁の前

後に、暫定的な安全対策としまして減速マーキ

ングを設置したところでありますが、蔵元橋は

路肩が狭く、さらに交通量も多いことから、現

状のままでは通学路としての安全確保の面で支

障があると考えております。県としましては、

抜本的な整備にはまだ時間を要しますので、当

面、安全な別ルートを通学路とするよう学校関

係者などと調整を行いまして、将来的には、本

橋を通学路とするために側道橋の整備に向けた

検討を行ってまいりたいと考えております。

どうぞよろしくお願いを申し○岩下斌彦議員

上げます。

ふだんでも、通学路にかかわらず、狭い橋を

渡っておられる方も、大変怖い思いをしながら

渡っているんだという話を聞いておりますの

で、よろしくお願い申し上げたいと思います。

次に、本年度の県内港湾におけるしゅんせつ

工事の箇所数と工事費はどのようになっている

のか。また、福島港のしゅんせつ土量と工事費

はどのようになっているのか、県土整備部長に

伺います。

本年度は県○県土整備部長（大田原宣治君）

内６港湾でしゅんせつ工事を実施しておりまし

て、工事費は合計で約１億2,000万円でございま

す。また、福島港につきましては、現在施工中

でありまして、しゅんせつ土量は約4,800立方

メートル、工事費は約4,300万円を見込んでおり

ます。

福島港は、今、4,800立方メー○岩下斌彦議員

トルということでございますが、大体５年に１

度しゅんせつをやっていただいているという状

況で、船のモーターがつかえてしまうので、何

とかやってほしいということでございました

が、県のほうで実施していただいておるようで

ございます。

そこで、私も福島港を見に行かせていただき

ました。福島港のしゅんせつ土砂は、なぜ沖捨

てせずに陸揚げしているのか。また、陸揚げし

た土砂はどのように処分しているのか、県土整

備部長に伺います。

しゅんせつ○県土整備部長（大田原宣治君）

土砂の処分につきましては、海洋汚染の防止を

図るロンドン条約におきまして規制が強化され
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たことにより、平成19年に「海洋汚染等及び海

上災害の防止に関する法律」が改正され、海洋

投入、いわゆる沖捨てが原則禁止となったとこ

ろであります。現在、福島港でしゅんせつして

いる土砂はヘドロ状でありまして、ほかの利用

もできないことから、陸揚げを行いまして一定

期間乾燥させた後に、受け入れ可能な処分場に

搬入しているところです。

今お聞きいたしましたが、ヘ○岩下斌彦議員

ドロがたまっているというような状況も伺いま

した。もともと河口にある土ですから、それが

水の中にあるとすれば、雑菌とかそういったの

は余りないような気もいたしますけれども、例

えばそれを志布志湾などに沖捨てして、ある意

味では漁場の造成、こういったのも何かできな

いのかなと思っております。しゅんせつした土

砂を陸揚げして処分するのではなく、他の事業

に活用するなど有効活用は図れないのか、県土

整備部長に伺います。

しゅんせつ○県土整備部長（大田原宣治君）

土砂につきましては、資源の有効利用の観点か

ら、これまで、品質等を確認の上、再利用でき

る土砂につきましては、他事業とも調整を行い

ながら、海岸侵食対策のための養浜材料や埋め

立ての材料などとして利用してきているところ

です。今後とも、しゅんせつ土砂につきまして

は、関係機関とも十分連携を図りながら、有効

利用に努めてまいりたいと考えております。

次に、串間市北方の地区でご○岩下斌彦議員

ざいますが、大雨のときに現場を見られた方が

おられまして、相談を受けました。福島川と大

平川という川が合流している地点でございます

けれども、そこに中州ができておりまして、福

島川からの流れが非常に勢いが強くなって、堤

防を越えるのではないか、壊れるのではない

か、その堤防の横には保育園などもあって大変

危険ではないか、怖いというふうな話でござい

ましたけれども、その中州の堆積土砂を危険防

止のために除去することはできないのか、県土

整備部長に伺います。

御指摘の箇○県土整備部長（大田原宣治君）

所につきましては、河川の合流部で地形的に土

砂が堆積しやすいところでありまして、昨年の

台風などのたび重なる出水によりまして、さら

に堆積が進んだことから、土砂除去の必要性は

高いと認識しております。このため県としまし

ては、河川環境への影響等を十分に考慮した上

で、施工方法や実施時期を検討し、早急に対応

してまいりたいと考えております。

次に、串間市の都市計画にも○岩下斌彦議員

関係することでございますが、天神川河川改修

事業の進捗状況について、県土整備部長に伺い

ます。

天神川の河○県土整備部長（大田原宣治君）

川改修事業につきましては、浸水被害が著しく

緊急度の高い、ＪＲ橋から県道今別府串間線の

平橋までの区間を重点的に整備しているところ

です。これまでに大部分の用地取得が完了し、

下流から約40メートル区間の河川の拡幅や、市

道ひきじ橋のかけかえを実施してきたところで

ありまして、現在、国道220号の松清橋のかけか

えを、道路の管理者であります国に実施してい

ただいております。県としましては、今後の事

業進捗を図る上で、残りの用地取得が非常に難

航していますことから、引き続き粘り強く交渉

を続けるなど、早期整備が図られますよう努め

てまいりたいと考えております。

どうぞよろしくお願いを申し○岩下斌彦議員

上げます。

ことし４月からの「子ども・子育て支援新制
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度」の施行に伴う、私立幼稚園から認定こども

園への移行予定について、福祉保健部長に伺い

ます。

昨年11月に実○福祉保健部長（佐藤健司君）

施した施設の意向調査によりますと、私立幼稚

園73施設のうち、ことし４月から認定こども園

に移行する予定の施設は18ございまして、その

内訳は、幼保連携型認定こども園が10施設、幼

稚園型認定こども園が８施設となっておりま

す。県といたしましては、スムーズな移行が図

られますよう、今後とも施設等に対し、適切な

指導・助言を行ってまいりたいと考えておりま

す。

新制度における施設の運営に○岩下斌彦議員

対する補助の仕組みと平成27年度当初予算額に

ついて、福祉保健部長にお伺いします。

認定こども○福祉保健部長（佐藤健司君）

園、幼稚園、保育所の運営に対する補助につき

ましては、従来、別々の助成制度に基づき行わ

れておりましたが、新制度では、負担割合等が

一本化され、共通の財政支援の仕組みとして

「施設型給付」が創設されます。県の平成27年

度当初予算では、施設型給付費として約75億円

を計上しており、その内訳は、認定こども園

が18億円、幼稚園が２億円、保育所が55億円と

なっております。

認定こども園と保育所におけ○岩下斌彦議員

る保育料の徴収方法について、福祉保健部長に

伺います。

利用者の負担○福祉保健部長（佐藤健司君）

額の徴収方法についてでありますが、まず、認

定こども園における保育は、施設と利用者の直

接契約に基づき実施されますので、その徴収は

施設が行うことになります。一方、保育所にお

ける保育につきましては、市町村からの委託を

受け実施されますことから、その徴収は市町村

が行うことになります。

ちょっと徴収方法が違うよう○岩下斌彦議員

に思いますけれども。やっと認定こども園、幼

保連携型という保育所としての認可をいただく

ということでございます。徴収を、保育園は市

町村が行うということで、何かちょっと矛盾を

感じているんですが、またこれから、認定こど

も園の進捗等について御指導をいただければと

思っております。

それでは、利用者負担の考え方について、福

祉保健部長に伺います。

新制度におけ○福祉保健部長（佐藤健司君）

る利用者負担額につきましては、子供の認定区

分と世帯の所得状況等に応じて、国が基準額を

設定しております。例えば、年収360万円の世帯

の３歳以上の子供が幼保連携型認定こども園を

利用した場合、利用者負担額は、４時間利用が

基本の幼稚園部分につきましては月額１万6,100

円、８時間利用が基本の保育所部分につきまし

ては月額２万7,000円となります。なお、実際に

は、県内全ての市町村が、子育て支援の取り組

みとして保護者の負担軽減を図る観点から、国

の基準額よりも低い、独自の利用者負担額を設

定されている状況にございます。

どうも丁寧な説明、ありがと○岩下斌彦議員

うございました。

次に、教育行政について教育長に伺います

が、平成27年度に、宮崎県立高等学校教育整備

計画の中期実施計画が発表されることになって

おります。県教育委員会として、福島高校の存

続についてどのように考えておられるのか、教

育長にお伺いいたします。

高校整備計画中期実○教育長（飛田 洋君）

施計画策定に当たりましては、各高校の現状等
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を踏まえるとともに、学校教育改革推進協議会

や地区別協議会等、複数の場で県民の皆さんか

ら御意見をいただきながら、検討を進めてきて

おります。福島高校は、少人数指導や多様な選

択科目を設けるなどの取り組みを行うととも

に、串間市からも部活動や各種検定試験への御

支援をいただくことで、進学や就職、部活動等

で安定した実績を上げてきております。また、

今年度より、連携型中高一貫教育校の調査研究

モデル校として、今まで以上に中高の連携を深

めた取り組みを行ってきているところでありま

す。今後の福島高校のあり方につきましては、

このような取り組みと入学志願者の推移等を勘

案しながら、慎重に対応してまいりたいと考え

ております。

地元でも福島高校存続につい○岩下斌彦議員

て熱心に協議なされ、協力体制ができておりま

す。何とか福島高校を残していただくよう、ま

た調査研究モデル校にも指定をしていただい

て、その研究が進展しますことを願っておると

ころでございます。どうぞ存続をよろしくお願

いいたします。

次に、東京・有楽町のふるさと回帰支援セン

ターには、私どもも調査に伺ったことがありま

した。いろいろなデータが出る中で、問い合わ

せ件数は、例えば山梨県がトップで、次が、と

いうぐあいに、相談件数で物事が評価されてい

るような状況もありましたけれども、ふるさと

回帰支援センターを通じてどれぐらいの人が宮

崎に来ているのかというのが、なかなかわかり

にくいような状況でございました。そこで、ふ

るさと回帰支援センターにおいて現在行ってい

る本県の事業内容はどのようなものか、総合政

策部長に伺います。

ふるさと回○総合政策部長（橋本憲次郎君）

帰支援センターにおいて現在行っている事業内

容についてでございますが、豊かな自然環境や

温暖な気候など本県の魅力をＰＲし、首都圏か

らの移住の促進を図るという目的で、平成19年

度より本県専用ブースを設け、ポスターを掲示

するとともに、移住ガイドブックや関連イベン

トのパンフレット等を常備し、本県への移住希

望者への情報提供を行っているところでござい

ます。また、移住に関する相談があった場合

は、ふるさと回帰支援センターの職員が、本県

の移住に関する情報提供を行っている状況でご

ざいます。

知事からも、移住促進という○岩下斌彦議員

お話が先ほどありましたけれども、今後、宮崎

県は移住促進に積極的に取り組む必要があると

思いますが、ふるさと回帰支援センターを今後

どのように活用するのか、総合政策部長に伺い

ます。

地域間競争○総合政策部長（橋本憲次郎君）

が激化する中、都市部の移住希望者を本県に呼

び込むため、ふるさと回帰支援センターを活用

した移住・ＵＩＪターン促進の大幅な強化策を

追加補正議案に盛り込み、お願いしているとこ

ろでございます。具体的には、このセンターに

本県専属の相談員を配置したワンストップ窓口

を設け、住まいや仕事等に関する相談や情報発

信を行うとともに、大学等に出向き、本県出身

者などに対しての積極的な働きかけを行いたい

と考えております。また、宮崎での暮らしをよ

り身近に考えていただくために、移住・ＵＩＪ

ターンに関するセミナーを定期的に開催するな

どしてまいりたいと考えております。これらの

取り組みにより得られた移住希望者の情報を、

宮崎に新たに設置する相談拠点につなぐこと

で、宮崎への人材の還流を促進することを目指
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してまいりたいと考えております。

いろいろ地域を回る中で、限○岩下斌彦議員

界集落、これは串間にとってはもう始まってい

るという感じがいたします。数年前に地域を訪

問して、地区の公民館で山の神みたいな行事を

やるのに、地域の皆さんが集まって、酒を酌み

交わしながら楽しんでおられた風景があったん

ですけれども、先日お邪魔をいたしますと、も

うほとんどの方がそこにはおられない。まして

公民館で何かをやるにしても、それができない

ような状況。これは１カ所に限らず、いろんな

ところで、ここ５年、10年、あるいは15年の間

で本当に消滅してしまうのではないかなという

気がいたしておりますし、そこで暮らしている

ひとり暮らしの老人の方は本当に大変だなと。

恵まれた方は、デイサービスに行ったり老人

ホームに行ったりということで過ごされておる

んでしょうけれども、人となかなか会う機会の

ない方々というのは大変だなというふうに思っ

ております。そこで、中山間地域で高齢者が安

心して生活できるために、地域の方々が気軽に

集う居場所が必要だと思いますが、県としての

考えを総合政策部長に伺います。

中山間地域○総合政策部長（橋本憲次郎君）

におきましては、少子高齢化等により、集落機

能のさらなる低下が懸念されているところでご

ざいます。高齢者の方々が気兼ねなく集える居

場所は、地域コミュニティーの維持・確保を図

る上でも重要であると考えているところでござ

います。このような中、例えば都農町や日之影

町では、空き店舗を活用した居場所を開設し、

地域のきずなの再構築を図る取り組みが行われ

ているというような事例もございます。県とい

たしましては、現在改定を進めております「宮

崎県中山間地域振興計画」におきまして、集落

の維持・活性化と安全・安心な暮らしの確保を

大きな柱として考えているところでございま

す。中山間地域で安心して生活していけるよ

う、市町村や関係部局と連携を図りながら、さ

まざまな施策に幅広く取り組んでまいりたいと

考えております。

どうぞよろしくお願いを申し○岩下斌彦議員

上げます。

先ほども申し上げましたように、地域によっ

ては、特に県の中央部から離れている地域にお

きましては、働く場、仕事の場というのはなか

なか恵まれないような状況でございます。知事

も、働く場の創設、雇用の場の創設ということ

で取り組むというふうに先ほど申されましたけ

れども、地域によってその構成、雇用状況とい

うのは随分違うと思いますので、地域に応じた

形の中で仕事をつくり、働く場をつくっていた

だければありがたいと思っております。もちろ

ん地元も頑張る必要はあると思っております。

いよいよ私の県議会議員としての最後の一般

質問が終わります。そこで、御挨拶を申し上げ

たいと思います。

河野知事を初め執行部の皆様方、そして県議

会事務局の皆様方、今、４年７カ月でございま

すけれども、この若輩者に懇切丁寧に対応して

いただき、大変ありがたく感謝を申し上げま

す。

また、県議会議員の皆様方、すばらしい個性

と能力をお持ちの皆様方でございます。皆様方

と同席できたことを心より感謝申し上げます。

以上で一般質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。（拍手）

次は、中野 明議員。○福田作弥議長

〔登壇〕（拍手） 壇上から知○中野 明議員

事に３問、質問をいたします。
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まず、災害対策についてであります。つい最

近テレビを見ておりました。その番組は、20年

前の、死者6,434人、行方不明３人の阪神・淡路

大震災、そして同じく４年前の、死者１万9,074

人、行方不明2,633人の東日本大震災で家族、親

戚などを亡くした人の終わることなく続く悲し

みとの葛藤のドキュメンタリーでありました。

東日本大震災も３月11日で丸４年目になるわけ

であります。本当に最近、いろんな災害等々

きのうもありました 見ていますと、本― ―

当に他人ごととは言えないような思いに駆ら

れ、熱い思いになります。今、本県も南海トラ

フ巨大地震のいろいろな災害予想が出されてい

ます。本県の津波発生時の避難計画と、地震に

よる家屋倒壊現場の人命救助と火災対策計画は

どのようになっているのか、知事にお尋ねいた

します。

次に、林業公社であります。林業公社のこれ

までの計画は順調に進んできたのか。また、公

社は現状維持での存続になったということであ

りますが、その理由はどのようなことか、知事

にお尋ねいたします。

３番目、本県畜産についてでありますけど、

畜産振興、フードビジネス振興の究極の目的は

どのようなことか、知事にお尋ねいたします。

以下、質問者席から質問をいたします。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、南海トラフ巨大地震に対する対応であ

ります。津波避難対策につきまして、住民避難

の基本となる避難計画につきましては、市町村

が策定することとされておりまして、県では、

避難場所や避難の方法、避難訓練の実施方法な

ど、計画に盛り込むべき事項や、盛り込むに当

たっての留意事項を示した指針を平成26年３月

に示したところであります。また、沿岸の10の

市や町が行う避難場所や避難路の整備につきま

しては、平成25年度から財政支援を行っており

まして、この２カ年で57カ所の整備が行われて

おります。さらに、県民一人一人が迅速な避難

行動を行うことが重要でありますことから、防

災フェアなどで啓発を行いますとともに、総合

防災訓練は多くの県民の皆様に参加をいただい

ているところであります。

次に、火災対策につきましては、地震の際の

消火用水を確保するため、市町村において耐震

性貯水槽の整備を進めております。また、瓦れ

きからの人命救助につきましては、東日本大震

災を踏まえ、県外からも自衛隊や警察、消防の

応援を受けた上で訓練を実施しているところで

あります。今後とも、市町村や関係機関とさら

に連携を深め、防災体制の強化に取り組んでま

いりたいと考えております。

次に、林業公社についてであります。林業公

社は、平成16年度当時、厳しい経営状況にあっ

たため、県が策定しました公社の抜本的改革方

針を受けて、長伐期施業への移行など、３年間

の集中的な改革に取り組むとともに、平成19年

度に第３期経営計画を策定して、経営改善に取

り組んでまいりました。このような中で、私が

理事長に就任をした平成23年当時、木材価格の

低迷等により資金不足が見込まれたことから、

１年前倒しで経営計画を改定し、現在、コスト

削減や利息の軽減などの経営改善に取り組んで

いるところであります。

なお、県では今年度、改めて公社の今後のあ

り方について検討を行い、経営改善がおおむね

順調に進んでいることや、県民の負担が最も少

ないこと、さらには森林整備及び林業生産活動
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において公益性の面で高い役割が期待されるこ

となどを総合的に判断し、存続という方針を決

定したところであります。

最後に、畜産振興、フードビジネス振興の目

的についてであります。畜産振興につきまして

は、生産基盤の強化を図るとともに、生産性の

向上や生産コストの低減、さらにはブランド化

の推進等による畜産物の取引価格向上や消費拡

大などの取り組みを進めることで、生産者の所

得向上を図ることを目的としております。ま

た、フードビジネス振興につきましては、マー

ケットが求める安全・安心な農畜水産物の安定

した生産・供給や、県内素材を中心とした多様

な加工・食品製造による高付加価値化などの取

り組みを進め、農林水産業はもとより、裾野の

広い食関連産業の成長産業化を図ることで、雇

用の創出と地域の活性化を促進し、ひいては県

民所得の向上を図ることを目的としているとこ

ろであります。以上であります。〔降壇〕

私、きのうもまだ議会の原稿○中野 明議員

ができ上がっていなかったのですが、９時のＮ

ＨＫを、ちょっとテレビのスイッチを入れたら

最後まで見てしまいました。本当に今の災害関

連、きのうは、今まで公開されていない写真等

が出てきましたけど、消防、警察、みんな命を

賭して頑張っておるわけです。あの順序を見ま

すと、津波が来た、その後の対応なんです。ま

だその前に大事なのは、津波が来るまでにいか

に逃げるか、ここも私は一番大事な部分だと

思っているんです。

それで、また知事に聞きますけれども、現

在、市町村が57カ所の避難場所を建設、耐震性

貯水槽を建設しているということであります。

つまり、県は避難計画等の指針を作成し、その

指針によって市町村が独自に計画を策定し、そ

の実施に対して県は支援をするというスタンス

なんです。だから、この指針について、市町村

がみんなやるかどうかということは定かじゃな

いですね。県も5,000万円をかけ「新・宮崎県地

震減災計画」を策定し、建物被害は最大で約８

万9, 0 0 0棟、人的被害は、死者数最大で３

万5,000人と想定しているわけです。今のような

県のスタンスでありますと、せっかくこういう

死者数も出しました、県が被害想定を出しまし

た、防災対策は市町村独自でやってくださいと

いうことになると思うんです。行政の役割はよ

く理解できます。ただし、この津波は 宮崎―

県、400キロメートルの海岸線があるわけです

来たときにはどこに来たか仕切りも境界線―

もわからんぐらいの津波が予想されていると思

うんです。この津波の避難計画はゼロ予算でも

できると思っている。もう少し県も積極的に市

町村と連携し、まずは想定される死者の数を

せっかく出したんですから いかに減ら― ―

すかということが大前提で防災計画やられるべ

きだと思うんですけど、再度、知事の所見をお

伺いいたします。

南海トラフ巨大地震対○知事（河野俊嗣君）

策につきましては、今、議員からも御指摘があ

りましたように、国、県、市町村のしっかりと

した役割分担のもとに、スピード感を持って取

り組んでまいりたい、そのように仕事を進めて

おるところでありますが、平成25年12月に策定

しました「新・宮崎県地震減災計画」におい

て、建物の耐震化を進め、多くの方の早期避難

を実現していくことで、最大で約３万5,000人と

想定される死者数を約8,600人に軽減することが

できるとしております。さらに、この計画にお

いては、高速道路等の重要インフラの整備や土

砂災害対策の充実、自衛隊等の救助関係機関と
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の連携強化、防災士等の地域リーダーの育成等

による県民防災力の向上などに取り組むことに

より、さらなる被害の軽減を目指しているとこ

ろであります。このような取り組みを通じまし

て、県民の命を守るために全力を尽くしてまい

りたいと考えております。

先日、西村議員のこのような○中野 明議員

質問を聞いていました。

「最初は、県は金がないから金銭的支援はで

きなかった。国がそういう制度をつくったか

ら、それから出す」、私はそんな聞き方したん

ですけど、57カ所つくったと言っていますけ

ど、県は1,200～1,300万円出している。金額は

どうでもいいんです。だったら、避難どうする

か。本当にいい教訓が残っているじゃないです

か。今、避難タワーつくった｡これで地区の避難

できる人が何割おるのか、大体、全体網羅でき

るのか、そういう検討もしながら 今、防災―

関係のテレビを見ますと、どこそこと協定結ん

だ。その前に、避難。防波堤つくる。インフラ

整備もあるでしょう。東北なんかを見ています

と、防波堤があったために、安心・安全で逃げ

おくれたということもあるわけです。私は、ま

ず避難対策をしっかり、もうちょっと積極的に

やるべきだと思うんですけど、よかったら再

度、知事、決意のほど。

「積極的に関係機関と○知事（河野俊嗣君）

連携をしながら取り組んでおります」という答

弁を申し上げておるところでございます。今御

指摘がありましたように、防波堤、防潮堤等の

ハードに幾らお金をかけようとも、それを防ぎ

切ることができない、ハードに依存してはいけ

ない。早期避難が何よりも重要だというところ

が非常に大きな教訓であろうかと思いますし、

さらには、東日本大震災がどうしても我々は念

頭にあるわけですが、20年を迎えました阪神・

淡路大震災を考えますと、建物の耐震化という

のも、まずは命を救う上で非常に重要なことで

あろうかと思っております。そのような耐震

化、さらには早期避難ということ、これをしっ

かりと、県民の皆様の意識を高めることによ

り、またさまざまな施策で取り組んでまいりた

いと考えております。

知事がよく使う「常在危○中野 明議員

機」、私は余りよくわからんのです。私の常在

危機というのは、「いろんな危険、災害が予想

されています。県民の皆さん、常時そういう危

険、いかに避難するか、念頭に置きながら日常

気をつけてください」というようなことかなと

思うんですけど、知事の常在危機というのはど

ういう意味か、教えてください。

この「常在危機」とい○知事（河野俊嗣君）

う言葉は、長岡藩の「常在戦場」という言葉を

参考にした私の造語でありますが、平成23年１

月、知事に就任したときに、幹部職員に対する

訓辞の中で、「常に危機に直面している。そう

いう危機感を持って仕事に取り組んでほし

い」、そのような思いで訓示した言葉でありま

す。口蹄疫や新燃岳噴火、高病原性鳥インフル

エンザ、さまざまな危機を経験した、もちろん

台風災害等もございますが、そういう本県にと

りまして危機意識というのを常に持っている、

大変重要なことであろうかと考えております。

御指摘のありました南海トラフの巨大地震を初

めあらゆる危機事象に対して、しっかりと常在

危機という意識を、県庁職員のみならず県民も

共有することにより、安全・安心に向けての防

災力の強化に努めてまいりたいと考えておりま

す。

今回も危機管理局といろいろ○中野 明議員
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議論しました。知事が言われるような危機感が

全然感じられなかった。ただ黙々と計画つくっ

て そんな話なのかなと思いました。それで―

はしようがない。今後幾らやっても、このこと

についての執行部とのやりとりは一緒ですか

ら、私としては税金の無駄遣いかなと思います

ので、今後はブログ等をつくって県がやってい

ることを一部始終県民に出すのが、私にとって

は一番いいかなと。ひきょうなやり方かなと思

いますけど、何万人という命がかかっているこ

とですから、そういうことに私は切りかえよう

かなと思っております。

次に、２番目の質問でありますけど、今、公

社の存続について聞きました。公社を廃止した

ところの意見は、「これ以上の県の債務増加が

懸念される。債務がふえてもしようがないとい

うことで、そこで県の債務は打ち切りにしま

しょうよ」ということで終わっておるわけで

す。県のメリットは、分収林の管理の継続、森

林の公益的機能の継続、中山間地域の雇用の確

保、県の無利子貸し付けに対する特別交付税の

補塡、県内唯一の森林整備法人の高率補助活用

等々というふうに書いてある。私はこの理由を

見て、例えば県民から、「中野議員はこんなの

で納得しているんですか」と言われたら、はた

と困るんです。林業公社に対する特別交付税、

かなり寄与しているようですが、総務部長に交

付税の実態はどのようになっているのかお尋ね

いたします。

県では、林業公社○総務部長（成合 修君）

の運営支援のために無利子貸し付けを行ってお

りまして、この貸付金が特別交付税の対象と

なっております。具体的には、県からの貸付金

の貸付残高に長期プライムレート等を乗じて算

出される、有利子で貸し付けた場合の利息相当

額の２分の１が特別交付税で措置されておりま

す。平成26年度の交付実績は約１億2,700万円と

なっております。

利子補給というのは全額じゃ○中野 明議員

ないんです。２分の１。それで仮に、林務公

債、長いスパンですから、40年、国債で今1.4％

ぐらい。これで運用した場合にどれぐらいにな

るかといいますと、３億4,700万円になるんで

す。ですから、いろいろ考えようですけど、県

が無利子貸し付けしても、実は相当分の半分し

かいっていないということです。それがどれだ

け林業公社にメリットかという理由は、私は全

然意味不明ですね。もう答弁はいいですけど。

それから次、林業公社の公益性とはどのよう

なことかということが盛んに書いてある。環境

森林部長、この公益性についてお聞かせくださ

い。

林業公社は、○環境森林部長（徳永三夫君）

土地所有者の負担が少ない国の高率補助事業を

活用できる県内唯一の森林整備法人として認定

されておりまして、森林所有者からの施業の受

託により、放置林の整備や植栽未済地への造

林、さらには木材市場への安定供給など、公益

性の面での役割が期待されるとともに、社営林

と周辺民有林との集約化等を通じまして、水源

の涵養や自然災害の防止など、森林が有する公

益的機能の発揮にも寄与するものであります。

県といたしましては、林業公社がこれらの役割

を果たしながら、今後ともさらなる経営努力、

改善に取り組み、県民の負担が少しでも軽減で

きるよう指導してまいりたいと考えておりま

す。

林業公社が設立されたのが大○中野 明議員

体40年代前半、これは高度経済成長です、50年

ぐらいまでね。私は、そのとき公益性を目的に
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林業公社なんかつくったんじゃ全くないと思い

ます。やはり高度経済成長によって、杉を育林

することによって地域の経済活性化を狙ったも

のだと思っているんです。それが途中、公益性

に変わってきたんです。何か都合が悪くなると

こんな言い方してくる。私は、次の公益……。

ちょっと話が変わりますけど、台風14号、いろ

んな現場を見に行きました。私がそこではっと

思ったのは、「何やこれは。ほとんど杉を植え

たところが壊れているじゃないか」と。そんな

思いがしたわけです。そんなことを話していた

ら、ＮＨＫスペシャルでそういうのをやったと

いうことを聞きました。私と同じ考えの人がお

るのかなということでありますけど、とにかく

私は、340億円をどうするかについては違う次元

の理由だと思っているんです。

いずれにしても、公社廃止・存続、こんなの

検討するときは最初から結論ありきなんです。

公社を廃止した県は現時点の債務で打ちどめに

した。県は計画どおり、事業終了年度 平―

成80年度、53年先ですよ。私も部長もいない。

まで継続。継続、廃止、いずれにしても、―

この340億円というのは県の債務として残るわけ

です。ちょっと腹が立つのは、この340億円、み

んな銀行利息の積み上げなんです。これが中山

間部に行っておれば、まだそれぞれ考えが出て

きますけど 利息。いずれにしても、53年先―

のことを議論しても意味がない。若い議員も53

年たちますと80歳以上です。今の負債340億円が

これ以上に増加するかもしれないということ

は、甚だ議員として無責任だと思っておりま

す。そういうことで、公社は、「分収林は主伐

期にあり、保育経費が不必要、計画的収入の確

保が可能」と明記しているわけですから、知事

は理事長ですけれども、これ以上貸し付けをし

ないというような決断をすべきだと思うんです

けど、知事にお尋ねいたします。

林業公社では、改訂計○知事（河野俊嗣君）

画に基づきまして、利率の高い市中銀行の借入

金を、日本政策金融公庫の低利の資金で借りか

えを行い、利息の軽減に取り組んでいるところ

であります。この借り入れに対し、県は損失補

償を行っておりますが、平成16年度に県が策定

した公社の抜本的改革方針により、借入金の償

還に必要な資金以外の新たな貸し付けは、原則

として行わないこととしているところでありま

す。

大変いい答弁ですけれども、○中野 明議員

その答えは私も初めて聞いたんです。議員の中

でそれを聞いて知った人が幾らおるかなと思う

んです。そういう取り決めがあったということ

は、それでいいと思っているんです。ただ、そ

れはあくまでも内部の取り決めかなと。新しい

「宮崎県林業公社の今後のあり方に関する県方

針」、これは２～３回読んだけど、そんなこと

は出てきていないんです。この前かもわかりま

せん。そういうことであれば、私はそれでいい

と思っています。内部の取り決めでは意味がな

いので、再度この議会で、今後、県は公社に対

し貸し付けは行わないということを、知事、こ

の公の場で明言してください。

先ほども申し上げまし○知事（河野俊嗣君）

たとおり、借入金の償還に必要な資金以外の新

たな貸し付けは、今後とも原則として行わない

こととしております。

よくわかりました。そういう○中野 明議員

ことで、ぜひ部長、債務をいかに減らすかとい

うのを目標に、宮崎県林業株式会社になったつ

もりで頑張ってください。知事は社長ですか

ら。
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次に、畜産についてお尋ねします。

畜産振興の目的となると、生産者の所得向上

を図ることが目的となっているんです。じゃ、

畜産とは何ぞや。牛の子を育て、肥育牛を育

て、売ればそこで終わりかということです。畜

産振興というのは、いかに付加価値を上げて県

内経済に波及させるかということです。そうい

うことを言いますと、子牛、肉用牛を販売する

ところまでが範疇であって、屠畜、加工という

一番付加価値の高いところの部分が抜けてい

る。私は、このことが畜産の一番大きな問題、

課題であると思っております。それからフード

ビジネス、県民所得の向上を図ることが目的、

そういうことかな。ただし、フードビジネス振

興計画では、食品製造による付加価値の向上、

やはりここら辺が出てくる話かなと思います。

それで、前回、私はこの表をつくってきたん

ですけれども、この表の半分は９月に口頭で説

明した数字です。わかりにくいので表にしまし

た。

この表で見ますと、まず類似県、県を比較す

るために挙げております。宮崎、鹿児島、佐

賀、熊本、米沢牛の山形、飛騨牛の岐阜、松阪

牛の三重。

まず、農業産出額、農家の皆様が売った販売

額の合計ということで、産出額を見ますと、付

加価値が32％あるんです。結構あります。宮崎

は産出額全国７位、3,036億円。口蹄疫になった

とき減りましたけど、大分挽回した。それから

鹿児島が４位で4,054億円。農業産出額では鹿児

島と比較すると1,000億円しかついていないんで

す。ぜひこの1,000億円というのを覚えておって

いただきたい。

それから、その中の肉用牛・豚産出額を見ま

すと、宮崎は8 9 1億円で全国３位、鹿児島

が1,464億円で１位になっている。確かに産出額

については宮崎県もトップクラス。ただし、そ

れから肥育、屠畜して製品化する肉・豚製品出

荷額になりますと、付加価値が25％ぐらいあり

ます。これを見ますと、宮崎は669億円、鹿児島

が1,777億円、ここで３倍ぐらいの差がついてい

ます。

それから食料品製造品出荷額、これが35％あ

るわけですけど、トータル、牛、豚、野菜も含

めた出荷額を見ますと、宮崎は2,861億円で、こ

こら辺になると全国で下のほう、28位なんで

す。鹿児島は14位、5, 7 8 4億円。大体２倍

の3,000億円ぐらいの差がついている。

それから付加価値、これが一番大事なところ

ですけど、付加価値が大体25％ぐらいありま

す。宮崎の食品付加価値額は744億円、全国で34

番目です。鹿児島は1,557億円で20番目、この辺

になると700億円からの差がついている。

原材料使用額、製品出荷額に対して地元から

どれぐらい原材料を調達したかということです

けど、宮崎は2,0 4 3億円、22番目、鹿児島

が4,074億円で12番目、これで2,000億円違う。

それから、１つ飛ばして事業所数、これが宮

崎は415事業所、全国33番目、鹿児島が12番目

の783事業所。この事業所が昔から問題なんです

けれども、フードビジネスやるにしても、事業

所が多くあったほうが効率が上がると思う。農

家自身がするより、やっぱりこういうところが

やる。

それから従業者数、これも、宮崎は１万4,129

人、全国31番目、それから鹿児島は２万5,704人

の13番目、こんな数です。ちょっと話違います

けど、今、24年度の工業統計いろいろ出ていま

す。平成24年度の経済センサスを見ておりまし

たら、全国で従業員数の対前年度減少率の高い
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道、山梨県、大体みんな貧乏県です。本当に頑

張らんと、従業員数まで減っているということ

です。

そしてまた、一番大事な現金給与総額、宮崎

が317億9,000万円、これだけ取っても全国で

は33番目です。鹿児島は616億円、全国16番目、

倍近くあります。今後何をどうするかというこ

とです。

ちょっと簡単に下の表もですけど、肉用牛の

生産・流通状況、宮崎の出荷頭数８万5,000頭あ

りますけど、県内出荷は４万8,000頭、56％、そ

れから県外出荷が３万7,000頭の44％、ここら辺

をどうするか。それから、鹿児島を参考に書き

ましたけど、鹿児島は10万6,000頭で、県内出荷

が73％の７万8,000頭、県外出荷が２万9,000頭

ということです。

肉豚の生産・流通状況を見てみますと、肉用

牛と同じように、県内が56.4％、県外が43.6

％。いろいろ聞きますと、豚なんか鹿児島に

持っていったほうが１頭2,000～3,000円違うと

いう話なんです。それは鹿児島に行きますよ

ね。それから農業産出額、食料品製造出荷額を

見ますと、宮崎だけが、農業産出額と食料品製

造出荷額を比べますと食料品製造出荷額が少な

いんです。これはやっぱり頑張らんといかん

な。

それから肉用牛・豚産出額を見ても同じよう

なことです。あと肉牛の流通状況。県外に行っ

ている状況は今始まった話じゃない。データは

平成16年からです。そういう状況になっている

ということであります。

以上、説明しました。知事は資料がなかった

かどうかわかりませんけど、一応感想をお聞か

せください。

５年前に口蹄疫を経験○知事（河野俊嗣君）

した我々は、それを契機に、改めて本県の畜産

を取り巻くさまざまな課題、今御指摘がありま

したような内容というものが浮き彫りになりま

して、平成25年３月には畜産新生プランを取り

まとめ、より付加価値の高い畜産経営を目指し

ていこうと。さらには、フードビジネスとして

裾野の広い食関連産業というものに２年前から

取り組んでおるところでございまして、これを

しっかり前に進めていくことが大事だというこ

とを改めて感じたところでございます。

淡々と知事の答弁 要はそ○中野 明議員 ―

ういう考えはみんな計画書には盛ってあるんで

す。要はそこから何をするかというのが大事な

ことで、抜けてるんです。だから、知事として

は、今のような計画をつくるんだったら、

じゃ、どこをピンポイントでやっていけばとい

うことを考えないですか。

今、畜産関連事業所の○知事（河野俊嗣君）

というような御指摘をいただいたところでござ

いますが、畜産新生プランでそういうような畜

産関連産業の集積に取り組むということを掲げ

て、フードビジネス推進に当たっても、宮崎の

畜産を一つの重要なプロジェクトとして位置づ

けて取り組んできたところであります。そうい

う中で、先日、高原町に食肉カット場が新設さ
※

れたところでございます。それに対する支援を

行っておりますし、食肉加工メーカーの新商品

の開発、販路の拡大への取り組みなどを行って

いるところでございまして、今後とも食肉加工

場など畜産関連事業所の誘致や育成に、しっか

り取り組んでまいりたいと考えております。

私にしてみれば、それではチ○中野 明議員

ュンともいわん話です。知事の話されること

は、大体そういう計画に書いてあるような話で

※ 223ページに訂正発言あり

平成27年３月２日(月)
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す。もうちょっとしっかり自分の考えを、この

問題については持ってもらいたいなと思いま

す。

これ、私は自分の考え方だけかなと思った

ら、フードビジネス振興計画、食品製造による

付加価値の向上、ここで平成32年までに食品関

連産業生産額を１兆3,194億円までが目標、そう

いうことが書いてある。要はそこから何をピン

ポイントでやるかというのがみんな抜けてい

る。

もう一つ、いいことが書いてあった。第七次

宮崎県農業・農村振興長期計画、「県産農畜産

物の利活用促進による経済波及効果」と書いて

ある。この中に「県外へ移出している県産農畜

産物のうち100億円分を県内食品製造業で利用し

た場合には、380億円の経済波及効果と約2,000

人の雇用創出ができる」と書いてある。ここま

ではいい。では、ここから先何をするかという

こと。私の今の考え方では、農畜産物の100億円

分をということは、肥育牛、100万円じゃ安いけ

ど、３万7,000頭、県外に肥育売り上げ出てます

よといううちの１万頭を県内に持ってくれば、

１頭100万円で計算したら100億円が出てくるん

です。宮崎でやれば、県外に行っている380億円

の経済波及効果と2,000人の雇用創出ができると

いうことです。これはピンポイントでやれば本

当にやりがいのあることだと思います。

それで、表でいろいろ説明いたしました。肉

・豚の算出額は日本で３位、しかし肉用牛・豚

の屠畜・加工になると、がた落ちであります。

つまり、宮崎県の経済に一番波及効果の大きい

ところの付加価値が県外に逃げている。牛も鹿

児島並みの屠畜率で製品化すれば約400億円ぐら

い出るのかなと。今、全国的に子牛、肥育牛が

減少しています。これは小規模畜産農家の高齢

化による廃業も大きな原因であり、この減少を

畜産の新規就農で補うのは大変難しい。そして

今、子牛、肥育牛の購入競争が始まっている。

今後は、畜産関連事業者は材料獲得のために生

産地に何らかの事業所を構えると思うんです。

今後、畜産の大きな変化、私は今こそ大きなイ

ノベーションだと思っている。牛・豚の県外流

出をとめるためには、県内に畜産関連事業所を

ふやすことも大きな手段だと思っています。検

討チームをつくるとか、今後、県は積極的に畜

産関連事業所の誘致を進めるというようなこと

を知事がアナウンスすれば、かなり状況は自然

と変わってくると思うんですけど、知事の考え

方をお聞かせください。

先ほども答弁をさせて○知事（河野俊嗣君）

いただいたところでございますが、そういう畜

産関連産業の集積に取り組むということで、

高原町に食肉カット場が新設をされたというと
※

ころがあります。そのオープンのときに私も参

りまして、関連企業の社長さんも来られたとこ

ろでありまして、宮崎でのさらなる事業展開な

ども要望させていただいたところであります。

今後とも、さまざまな形でのそういう働きか

け、また積極的な誘致活動に取り組んでまいり

たいと考えております。

私、９月同じような質問しま○中野 明議員

した。企業誘致に積極的に取り組むということ

ですから、私はこれでかなり流れが変わると

思っています。

そこで、誘致になると商工観光労働部長の管

轄になりますけど、部長の意気込みを聞かせて

ください。

畜産関連○商工観光労働部長（茂 雄二君）

事業を初めとするフードビジネスの関連産業に

つきましては、本県の豊富な農林水産資源を生
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かしながら、雇用の確保とか地域経済の活性化

が図られますことから、企業立地における重点

分野の一つとして位置づけ、力を入れて取り組

んでいるところであります。今後も引き続き、

関係部局や市町村と連携しながら、積極的に立

地活動を展開してまいりたいと考えておりま

す。

○中野 明議員 今、本当に農業問題、畜産問

題、大変です。やっぱり足元に、わかっている

問題点を―県庁で言うと宝の磨き上げ、そん

なことをぜひ全員一丸となって頑張るべきだと

思っておりますので、頑張ってください。

それから、畜産の新規参入の支援策はどのよ

うになっているか、農政水産部長にお尋ねいた

します。

○農政水産部長（緒方文彦君） 新規就農者へ

の支援策といたしましては、畜産に限らず、認

定就農者として認定された場合には、最長５年

間にわたり、年間最大150万円が給付される青年

就農給付金のほかに、農業経営開始に必要な施

設・機械の取得や、家畜や飼料購入等の運転資

金として、3,700万円を限度に無利子で借り入れ

る融資制度がございます。また、畜産分野で

は、本会議でお願いしております「畜産競争力

強化整備事業」におきまして、畜産クラスター

計画の中で、担い手として位置づけることによ

り、畜舎等の整備や家畜の導入に対する助成を

受けることができます。今後とも、これらの制

度を活用しながら、新規参入を促進してまいり

たいと考えております。

○中野 明議員 もう一問、続けて、畜舎建設

支援はどのようになっているのか、再度答弁を

お願いします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 現在、国や県

で実施しております畜舎整備に係る補助事業に

つきましては、原則として３戸または５戸以上

の営農集団や法人が共同で施設を整備する場

合、あるいはＪＡ等が施設を整備して個人に対

して貸し付けするリース方式が補助対象となっ

ております。このような中で、先ほど畜産競争

力強化整備事業を説明しましたが、その事業に

おきまして、リース方式に加え、１戸１法人が

施設を整備する場合でも補助対象となるなど、

要件が緩和されており、より利用しやすくなっ

たと考えております。

○中野 明議員 今、新規参入、いかにつくる

かということが大事だと思っているんです。だ

けど、子牛生産するにしても肥育するにしても

２年間は収入がないんです。じゃ、今の制度

で、全くゼロ円で、やる気があってできるかと

いうと、それはちょっと難しいかなと思いま

す。

それと今、いろいろ補助金でできている畜舎

は頑丈過ぎます。あそこに壁張ったら、耐震住

宅で十分使えるようなね。初期投資に金入れた

らもうかりません。この問題は、時間がないの

で次の課題としてやりますけど、本当にやる気

のある人が、国の制度資金使ってやれるよう

に、まだまだ工夫があると思います。これだけ

減ってくると、中山間部には、県と市町村一体

となって、安いリース形式の畜舎で―指導者

はいっぱいおります。ぜひ、そういう本当に使

えるようなことで、今後とも検討していただき

たいと思います。

それと、私は恥ずかしかった。ことし初めて

知ったんですけど、宮崎牛のブランド、誰でも

自由に使えるのかなと思ったら、どこの県も一

緒です。これは経済連のブランドということ

で、そこの許可なくして使えないということな

んです。実際、宮崎牛のブランドを許可取って

平成27年３月２日(月)
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販売している卸店、そういう状況はどうなって

いるのかお尋ねします。

宮崎牛の指定○農政水産部長（緒方文彦君）

店数につきましては、現在、食肉販売店として

県内が138店、県外が158店、海外が３店で、合

わせて299店となっております。また、レストラ

ン等の飲食店は、県内が82店、県外が60店、海

外が19店の161店であり、全て合わせますと460

店となっております。

私が聞きたかったのは、そう○中野 明議員

いう個別の店じゃなくて、宮崎牛を卸として販

売しているような、もうちょっと大きい販売

店、卸店、こうことを聞きたかったんですけ

ど、まあいいです。

昔からそれはやっているんです。何店ふえ

た、大阪に何店。そこで本当にどのくらい使っ

たのかわかりません。ブランド使って 同じ―

経済連があって、要はブランドの使用をどれぐ

らい緩和して多く使わせるか、卸業者さんに。

そういうことも一回、いろいろ 佐賀なんか―

本当有名ですよ 検討していただきたいなと―

思います。

一応これで終わりますけど、最後に、今議会

が最後の部長さん方、長い間御苦労さまでし

た。第二の人生、頑張ってください。議員に出

られるのもいいですけど、退職金がなくなりま

すから。

以上で終わります。（拍手）

失礼しました。先ほど○知事（河野俊嗣君）

答弁の中で、食肉カット場を「高原町」という

ふうに申し上げましたが、私の勘違いでありま

して、「小林市」でありました。おわびして訂

正をさせていただきます。

以上で午前の質問は終わりま○福田作弥議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時44分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を○押川修一郎副議長

開きます。

次は、井上紀代子議員。

〔登壇〕（拍手） 通告に従○井上紀代子議員

い一般質問をいたします。

今２月定例会の初日、知事より、２期目就任

の御挨拶と県政運営の基本姿勢、今後の４年間

の政策の提示をいただきました。私は、知事が

リーダーシップを発揮しつつ、「くらしの豊か

さ日本一の宮崎」を目指して取り組まれる具体

的政策について大変共感を持ちました。ぜひ、

県民、市町村の力を基本として、政策の具現

化、実効性を追求していただくことを期待して

います。

さて、知事は、地方でしかできない宮崎らし

い真に豊かな暮らしの指針となる「豊かさの指

標化」を行うとされています。過去我が県に

は、総合地域指標、つまりＴＬＰ（トータルレ

ベル・オブ・プロビンス）があります。昭和49

年ごろのことです。昭和49年と50年にわたり、

県民の志向する意識の調査を大規模に実施した

とも書かれています。トータルレベル・オブ・

プロビンスとは、地域開発にはその評価が必要

であり、経済優先の時代には、ＧＮＰや所得水

準など物的計量による評価のみでその目的の大

半は達せられていたが、福祉社会実現のために

は、物的計量による所得のほか、自然環境や社

会環境など地域全体の総合的なよさも評価して

やることが必要である。総合指標とは、生活に

関連するあらゆる要素、例えば豊かさ、快適、

利便、安全、健康、文化等々、200余りものデー
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タを選び、金銭では捉えることのできない地域

の特徴や魅力をも計測しようとするもので、困

難な試みではありますが、専門家の指導も受け

て県独自の手法を開発して取り組んだとされて

います。我が県の先人に脱帽です。今回の「豊

かさの指標化」とはどのようなものを考えられ

ているのか、知事にお尋ねをいたします。

残りの質問は質問者席で行います。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

総合地域指標、いわゆるＴＬＰは、経済的な

豊かさだけでなく、県民生活のさまざまな側面

から地域の現状を総合的に評価することを目的

として開発された本県独自の指標ということで

あります。非常に先駆的で、学術的にも高度な

ものであったとして注目されたものと認識をし

ております。今、改めてこのような指標を見て

みますと、非常に先見性があり、意欲的な取り

組みだなと大変敬意を表するところでありま

す。

今回取り組もうとしております「豊かさの指

標化」につきましても、その目指すところは同

じところがあろうかと思っておりますが、一定

の経済的豊かさを達成した今の時代において

は、人々の価値観も多様化しているところであ

ります。今回提案をしました「豊かさの指標

化」におきましては、経済的な豊かさと、お金

にはかえられない価値が調和した新しい豊かさ

につきまして、例えば子育てのしやすさ、通勤

時間の短さといった暮らしやすさや、家庭での

団らん、文化や自然との触れ合いといったきず

なや心の豊かさなどにつながる項目を、わかり

やすい指標でお示ししたいと考えております。

このことにより、改めて県民の県政への関心と

協働の機運を高めるとともに、本県のすぐれた

点について幅広くアピールをしてまいりたいと

考えております。指標化の具体的な検討に当た

りましては、本県の財産である、こうした過去

の先駆的な取り組みの意義も踏まえつつ、さま

ざまな方々の御意見を伺いながら、内容の設計

を行ってまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

答弁、ありがとうございま○井上紀代子議員

した。

前回のオリンピック東京大会において、「神

話と伝説の国、日本のギリシャ宮崎」というタ

イトルを掲げて、宮崎が聖火リレーの起点と

なったことは、宮崎県の大切な歴史です。現

在、我が県では、記紀編さん1300年記念事業に

取り組む中から、地域にあるお祭りが復活して

おり、神話と伝説をたどる中から、県民の宮崎

県への知識欲に広がりが見られ、県民が語る神

話と伝説にパワーがあり、まだ地域間の格差は

あるものの、事業の成果を感じられるようにな

りました。2020年、オリンピック・パラリン

ピック東京大会が開催される年は、うれしいこ

とに記紀編さん1300年記念事業の集大成の年で

もあります。オリンピックは、西欧文明の発祥

の地、神話と伝説の国ギリシャのオリンピアが

出発点であり、神話と伝説の国、日本のギリ

シャ宮崎が聖火リレーの起点となることは、極

めて自然なことと思います。聖火リレー起点誘

致について、知事にお尋ねをいたします。

前回の東京大会におき○知事（河野俊嗣君）

まして、当時の県議会を初めとする県民一丸と

なった誘致活動の結果、宮崎が聖火リレーの起

点の一つとなったことは、本県の大切な歴史と

して、今後も引き継いでいかなければならない

貴重な財産であるというふうに考えておりま
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す。1964年９月10日、平和台公園をスタートし

たわけでありまして、私が生まれてから２日後

のことでありますので、非常にこれは重要な日

付であるわけでございますが、今回、東京大会

が開催される2020年は、記紀編さん1300年記念

事業の集大成ともなる国民文化祭の開催も検討

しておるところでございまして、宮崎の誇る歴

史、文化、伝統などを県内外に広く発信する絶

好の機会であると考えております。

特に、本県を聖火リレーの起点とすることに

つきましては、東京大会を見据えた地域活性化

策、アピール策の一つとして、私自身も昨年７

月に東京大会の組織委員会に直接出向くなど、

関係機関に対し、提案・要望を行っているとこ

ろであります。現時点において、大会組織委員

会などから聖火リレーの考え方は明示されてお

りません。また、当時の事情とは異なる中で、

聖火リレーのやり方もいろいろ変わってこよう

かと思いますが、いずれにせよ、引き続き情報

収集に努め、関係先への要請を行うとともに、

本県がそういう歴史を持っているんだというこ

とを、次回の聖火リレーにしっかり生かすよう

な形で取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

前回の聖火リレーの起点に○井上紀代子議員

なった宮崎は、県民運動の広がりの中から、そ

ういうふうな起点になっていった。そしてま

た、黒木知事は実際アテネを訪ねて、日本のギ

リシャと言われる宮崎、まして本当にアテネと

そっくりな地域環境であったということを大変

喜んでおられたという記事を、私も読ませてい

ただいたことがありますが、ぜひ県民一丸と

なって聖火リレー、オリンピック・パラリン

ピックを楽しむためにも、うれしい出来事が起

こるよう知事の努力を期待したいと思っていま

す。

次に、文献によりますと、1969年（昭和44

年）、宮崎県は沿道修景美化条例を公布したと

あります。この沿道修景美化条例は、我が国で

第一号の自然環境保全条例です。この条例が公

布された昭和44年には、全国の都道府県には自

然公園法に基づく都道府県立公園を管理するた

めの自然公園条例だけが存在していて、開発に

伴う環境破壊の危機が迫っていたにもかかわら

ず、自然環境そのものを保全する条例はどこに

もなかったと書かれています。

また、この条例に先立って、昭和36年（1961

年）には屋外広告物条例を全面改定し、景観の

質を低下させるような屋外広告物を厳しく規制

する行政を始めています。「宮崎県立自然公園

条例」も公布し、昭和38年には、県内の各界階

層、地域を代表する人々の参加を得て、美しい

郷土づくり運動協議会を発足させ、民間レベル

での全県公園化運動を展開しています。昭和48

年には、自然環境保全法に根拠を置く「宮崎県

における自然環境の保護と創出に関する条例」

を制定するなど、自然保護行政には多面にわ

たって手厚い法的措置をとり続けてきましたと

あります。また、自治体の景観行政の歴史的系

譜をたどっていくと、宮崎県の景観行政の果た

した役割が大きいと記されています。

私としましては、このような先人の景観行政

に関する取り組みを強く誇りに思いますし、今

を生きる私たち県民がこの事実を確認し、宮崎

の力にしなければと考えています。知事の政策

提案に「沿道修景美化条例を発展的に継承し、

河川、海岸等を含めた新たな県土美化条例の制

定」とあり、大変興奮して受けとめたのです

が、今後、どのように美しい宮崎づくりを進め

ていかれるのか、お尋ねをいたします。
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御指摘の昭和44年に制○知事（河野俊嗣君）

定をされました「宮崎県沿道修景美化条例」

は、豊かな自然を生かした美しい県土づくりに

全国に先駆けて取り組んできたものでありまし

て、先人の皆様の先見性、高い志、その努力に

対し、敬意を表するものであります。

その後、景観に関する全国的な機運の高まり

から、平成16年に国が景観法を制定したことを

受けまして、本県も、「宮崎県景観形成基本方

針」を策定しまして、自然景観に加えて、都市

景観や農山漁村景観、あるいは歴史的、文化的

な景観等の保全・創出に、県民の皆様との協働

のもとに取り組んでまいりました。また、都市

公園も、１人当たりの面積全国第２位というよ

うな形での整備も進んでおるわけであります。

私は、こうした取り組みをさらに発展・継承

させていくことが、本県の「くらしの豊かさ日

本一」づくりにつながるものであり、さらに

は、おもてなしという観点から、宮崎の観光の

再興にもつながるものだと考えております。今

後は、市町村、関係団体とも連携をしながら、

こうした沿道修景美化条例の精神等をしっかり

と受け継いで、新たな県土美化条例の制定に向

けた検討を進めるなど、美しい宮崎づくりを進

めてまいりたいと考えております。

今までとは違う意味で、見○井上紀代子議員

て楽しんでいただける宮崎、他県とは違う宮崎

やはり業界にも若い人たちがどんどん育っ―

てきています。その若い人たちが描く宮崎県の

沿道修景というか、景観に視点を置いた、自分

たちの専門性を生かした提案とか、そういうも

のをぜひ受けていただけるといいなと思ってい

ます。県民一丸となった、景観行政に対する県

民運動的な動きができるといいなというのを、

私は希望しているところです。

次に、環境学習の成果というか、そういう意

味で、私は大変注目しています。県では、さま

ざまな環境学習に取り組んでおられるんです

が、中でも水辺環境学習については、市町村教

育委員会などと連携して、毎年2,500人ほどの子

供たちが参加をしています。この取り組みの中

で、特に私が評価するのは、水の透明度やにお

い、水生生物などの調査を、五感を使って自然

と触れ合いながら実施しているという点です。

ふだん、このような経験のない子供たちが経験

を積むことは、大変すばらしいことであると

思っています。また、ふるさと宮崎を実感する

ときでもあるというふうに思っています。この

水辺環境学習の取り組みを広げ充実させること

などで、本県の豊かな自然環境がもたらす住み

やすさをアピールすれば、地方創生に向け、県

が取り組む人口減少対策としての県内への移住

・定住化の促進につながるのではないかと考え

ております。そこで、水辺環境学習について今

後どのように充実させていくのか、環境森林部

長にお尋ねをいたします。

美しい森や○環境森林部長（徳永三夫君）

川、海などの豊かな自然環境は、本県の貴重な

財産であり、将来にしっかり引き継いでいく必

要があると考えております。このため、来年度

事業として本議会にお願いをしております、

「未来につなぐ水資源・水環境の保全推進啓発

事業」において、森林の働きを初めとする総合

的な環境学習を展開することとしており、その

中心となる五感を使った水辺環境学習について

は、河川上流域の水生生物等を新たに調査し、

子供たちや指導者が使いやすい教材の作成な

ど、さらに充実・強化したいと考えておりま

す。また、これまでの取り組みにおいて蓄積さ

れたデータを活用いたしまして、子供から大人
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まで触れ合えるふるさとの水辺情報として積極

的に発信し、本県の恵まれた自然と暮らしやす

さを県内外にＰＲしてまいりたいと考えており

ます。

ぜひ、よろしくお願いした○井上紀代子議員

いと思います。絶対、注目される取り組みだと

いうふうに思っています。

次に、知事は、今回の知事選挙のときの政策

提案において、「人財づくり」を分野ごとの重

点施策の第一に掲げて、「未来を築いていくの

は子どもたちです。(中略)宮崎や日本の将来を

担う人財を育成します」と書かれています。共

感を持ってこの提案を読みました。人材は、あ

るゆる分野の発展基盤の根幹となるものであ

り、我が県の、我が国の将来の発展は人次第で

す。いかに人を育てるかにかかっています。そ

ういう意味では、人はまさに財、宝であると思

います。知事が「人財」と書きあらわされてい

ることに非常に共感します。

本県にも、後世に大きな影響を与えた、宝と

も言うべき先人が多々存在します。例えば、先

日、イタリアで肖像画が発見され、ニュースと

なった伊東マンショもその一人です。伊東マン

ショは、わずか13歳で天正遣欧使節の代表とし

てヨーロッパに渡り、滞在中には、スペイン国

王フェリペ２世や教皇グレゴリウス13世に謁見

し、８年後に日本に帰国する際には、印刷機、

楽器、観測機、海図等を持ち帰っています。我

が国の文化や技術の向上、また国際化を見据え

て、人民の幸せのために生涯をかけた偉人で

す。こうした先人を顕彰し、改めて広く県民に

知らせ、この先人の偉業、人物像を本県の人材

育成の資源として積極的に活用すべきと考えま

すが、知事のお考えをお尋ねいたします。

本県には、今御指摘の○知事（河野俊嗣君）

ありました伊東マンショを初め、世界を舞台に

活躍された小村寿太郎、高木兼寛など、多くの

偉人がいらっしゃるわけであります。その中で

も伊東マンショは、今御紹介がありましたよう

に、400年以上も前に、その若き年齢で幾多の苦

難を乗り越えてヨーロッパに渡り、天正遣欧少

年使節の首席正使として極めて重要な役割を果

たされたわけでありまして、まさに我が国の国

際交流の草分けとしての役割を果たされたわけ

であります。

御指摘にありました、本県の将来の発展、ま

た我が国の発展を考える上でも、人づくりが極

めて重要な取り組みであるということを考える

中で、重点施策として「人財づくり」を掲げて

おります。伊東マンショを初めとした郷土の偉

人の生き方というものは、時間や場所を越えて

人生の道しるべになるものと考えておるところ

でありまして、本県の心豊かでたくましい人財

をこれから育成していく上でも、特に青少年が

偉人について学ぶ機会というものを今後とも積

極的に設けてまいりたいと考えております。ま

た、地元西都市とも連携を図りながら、その顕

彰にもしっかり努めてまいりたいと考えており

ます。

本日は、顕彰会の会長であ○井上紀代子議員

ります押川修一郎副議長のもとに、私も質問を

続けているところでございます。

それでは、学校教育において、郷土の偉人で

ある伊東マンショの活用を推進すべきと考えま

すが、教育長のお考えはいかがでしょうか。

伊東マンショを初め○教育長（飛田 洋君）

とする郷土の偉人の業績や生き方を学ぶこと

は、子供たちの郷土への誇りや愛情を育み、生

き方を考えさせる上で大変重要なものであると

考えております。実は、教科書でも伊東マン
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ショは取り上げられておりますが、本県では特

に詳しく学べるようにということで、小学校の

宮崎県版の社会科副読本や県教育委員会のホー

ムページでも教材を掲載し、教材を提供いたし

ております。それから、西都市では、小中学生

がマンショについて学ぶ時間を特設され、専門

家による出前授業などをなさっておりますが、

私も三財中学校で実際に見せていただきまし

た。引き込まれました。そのほか、代表の生徒

を平成遣欧少年使節として実際にローマへ派遣

する取り組みも行われております。伊東マン

ショの生き方は、あの時代にあって、国際化を

見据え、人々の幸せのために一生をささげられ

たものでありまして、まさにグローバル人材の

先駆けとも言えるものであります。このような

先人の生き方等について学ぶ機会の一層の充実

に努めてまいりたいと考えております。

西都市の子供さんたちが実○井上紀代子議員

際に行っているわけです。３年ごとだったりし

ているわけですが、それを送られている家族の

方も大変誇りにしておられて、今回、私が伊東

マンショのことについて取り上げると言いまし

たら、とても喜んでいただいて、逆に西都市が

行っているあの事業を今度はどう継承していく

かということも必要なのではないかというふう

に思っています。わざわざイタリアまで行くと

いうことは、人生においても本当のサプライズ

というか、出来事としては子供たちの心の中に

ずっとずっと自分のステータスとして残ってい

くものだというふうに思っておりますので、こ

れからも大切に引き継いでいければと思ってい

る次第です。

それでは次に、宮崎県市町村間連携支援基金

事業について、事業の目的とどのような事業に

活用できるのか、総合政策部長にお尋ねいたし

ます。

市町村間連○総合政策部長（橋本憲次郎君）

携支援基金事業は、人口減少や高齢化等により

地域を取り巻く環境が厳しさを増す中で、市町

村が広域で連携して活力を生み出す取り組みの

立ち上げを交付金により支援し、持続可能な地

域づくりの促進を図ることを目的としておりま

す。これまで16市町村による13事業を支援して

おり、小林市、えびの市、高原町による民泊を

利用した教育旅行誘致活動の強化を図る事業、

あるいは医療関連産業の新商品開発などを支援

する延岡市、日向市、門川町による事業など、

圏域の将来を見据えた各種の取り組みが進めら

れているところでございます。

私は、この事業に関して言○井上紀代子議員

えば、全く残念の一言なんです。もっと市町村

の皆さんが、これにがつっと食いついてきてく

ださるのかなと期待をしておりましたのに、と

ても残念でなりません。

人口減少に歯どめをかけるという地方創生の

取り組みは、各地域が、それぞれが持つ資源を

いかに活用するかという視点が重要だと、私は

思います。市町村の枠を超えて、広域的な視点

からその資源を有効に活用することができる本

事業のような取り組みは、地方創生にまさに

ぴったりのことだと思っています。一方で、各

地域は、自分たちが有する資源に気づかなかっ

たり、あるいはその生かし方について思いが及

ばなかったりする面があることも事実だと言わ

ざるを得ません。地方創生は、県と市町村が一

体となって取り組むことが重要であることに、

異論はないと思います。この事業についても、

地方創生「みやざきモデル」における市町村の

活気醸成、ビジネスチャンスに合致した県との

連携を深めるためにも、県からも、広域的なこ



- 229 -

平成27年３月２日(月)

のような取り組みが有効ではないですかという

ように、積極的に市町村へプレゼンして、とも

に事業を構築していく等の取り組みが求められ

るのはないでしょうか。市町村側からの提案を

待つだけではなく、県からの積極的な働きかけ

によって、この事業の成果が一層高まること

を、私はもうこれ以上申しませんが、要望して

おきたいと思っています。

次に、県がフードビジネス振興構想を打ち出

して、はや２年が経過をいたしました。フード

ビジネス振興構想は、これまでの産地づくりを

核として、産地単位での６次産業化を進めよう

とするものです。これまでの予算説明や議会ご

との答弁等から、県のさまざまな取り組みにつ

いては御説明を受けておりますが、本県産業を

変えていくようなうねりのようなエネルギーと

か、時代の地平が変わるようなサプライズ感を

なかなか感じることができずに、取り組みには

至っていないのではと、私自身はそう思ってい

ます。新しいフードビジネスを創出していくた

めには、斬新なアイデアや技術を持つ人材を最

大限に生かし、支えていく必要があります。県

内には、国レベルで評価され、本県よりも他県

で活躍されている方々がいらっしゃいます。

知事は政策提案において、「人」の「財」と

書く「人財づくり」を提唱され、グローバル人

財やイノベーション人財を育成すると言われて

います。フードビジネスを振興するには、もっ

と宮崎のすぐれた人材に着目した取り組みを行

う必要があるのではと、私自身は危機感を持つ

ほど考えております。そこでまず、知事に伺い

ます。これまで２年間、フードビジネスを推進

し、一番手応えを感じている取り組みについ

て、また今後の発展方向をお伺いいたします。

フードビジネスは、本○知事（河野俊嗣君）

県の強みであります農水産物を核として、裾野

の広い食関連産業というものを成長産業化して

いこう、そして雇用の創出を図っていこうとい

う取り組みを進めておるところでありまし

て、10のプロジェクトを動かしたり、さらには

フードオープンラボなどの推進基盤を整備した

り、市町村においても、民間においても、さま

ざまな分野においてフードビジネス拡大の動き

が出始めているのではないかと考えておりま

す。

中でも、県産牛、宮崎牛の海外輸出が拡大を

した。昨年度は122トンで史上最高の取引だった

わけでありますし、本県畜産業の復興から成長

に向けた着実な成果ではないかと受けとめてお

ります。また今、地域経済循環ということも取

り組んでおるわけでありますが、昨年、宮崎県

経済連と霧島酒造、県との間で焼酎原料用加工

用米の生産と利用の拡大に関する協定を締結し

たところであります。これにより、ことしは加

工用米の生産量が飛躍的に増加をするなど、生

産と加工の連携、さらには原材料の県内調達の

拡大によりまして、地域の経済循環の輪が一層

太くなったものと考えております。

今後、一つ一つこうした成果を出していくと

いう中で、マーケットの需要を基本とした産地

の形成、また産地加工の推進を図りますととも

に、東アジアを初め、北米やＥＵなどの新たな

市場、またハラール食品など新たな需要もター

ゲットとしました「みやざきグローバル戦略」

の策定によります海外輸出の拡大も図ってまい

りたいと考えております。大事なのは、こうし

た生産、加工、販売を支えるフードビジネス人

材の育成でございまして、そういう長期的な視

点、また短期、中期的な成果もしっかり上げる

というふうに、計画的にこれからも取り組んで
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まいりたいと考えております。

平成25年11月議会でも御紹○井上紀代子議員

介いたしましたとおり、本県には、「奇跡の高

齢者ソフト食」として、国や大企業から高い評

価を受けておられる黒田留美子先生がいらっ

しゃいます。そこで、県はこの「高齢者ソフト

食」という宝を、フードビジネスとして今後ど

のように活用し、展開していこうとされている

のか、商工観光労働部長にお伺いいたします。

県といた○商工観光労働部長（茂 雄二君）

しましては、今後成長が見込まれる高齢者向け

の食品開発について、市場への参入を目指す県

内企業に対しまして、専門のコーディネーター

やバイヤー等を招聘し、セミナーの開催や販路

開拓のためのマッチング会等を実施していると

ころであります。黒田氏におかれましても、県

内企業に対してソフト食の御指導をいただいた

実績があり、こういった各方面の専門家の方々

がお持ちの知識やノウハウを活用し、より競争

力のある商品開発につなげられるよう、関係機

関と連携し、本県食品産業の振興に取り組んで

まいりたいと考えております。

本年９月開催のミラノ国際○井上紀代子議員

博覧会は、万博としては初めて「食」をテーマ

としています。今後、我が国は世界の先頭を

切って超高齢社会に突入することになります。

黒田留美子先生は、高齢者の医療・介護の現場

で長年、食事を提供してこられました。その中

で、今でも普通に提供されています刻み食やミ

キサー食と言われるものを、少しでも安全で、

見た目も味もおいしいものにしていきたいとい

う考えから、試行錯誤の上、「高齢者ソフト

食」という新しいメニューを開発し、誤嚥性肺

炎の予防、低栄養状態の改善などの効果を上

げ、現在その普及に努められています。

さて、介護食というものは、欧米諸国には見

られず、我が国独特の食形態と言えます。欧米

では、普通の食事が食べられなくなったら死を

甘受するという文化があるからでしょうか。し

かし、世界各国が日本の後に超高齢社会を迎え

ることは間違いない事実です。日本がフロント

ランナーとして、食べる力が弱くなった高齢者

へ人生の最期まで安全でおいしいと思える食事

をつくり提供する食事のあり方を伝えること

は、意義深いことだと考えます。宮崎県には黒

田留美子さんというパイオニアがいらっしゃっ

て、厚生労働省も農林水産省も注目をしていま

す。このソフト食をミラノ国際博覧会の出展に

活用できないのか、知事にお尋ねをいたしま

す。

私もこのソフト食を試○知事（河野俊嗣君）

食させていただいたことがありますが、見た

目、食感、そして食べた味、それぞれいろんな

配慮がされているすばらしいものだ、大いに可

能性があるものだと受けとめておるところであ

ります。

今御指摘がありましたのは、ミラノ国際博覧

会における出展ということでありますが、今回

のミラノ万博におきましては、単なる出展にと

どまらない、県産品の輸出拡大につながる取り

組みを行うこととしており、本県の食のＰＲに

当たっては、輸出実績やその可能性のある企業

の食材や加工品を選定しているところでありま

す。高齢者向けソフト食につきましては、現時

点では、輸出に向けた県内企業の生産実績がな

いことから、ミラノ万博の出展に活用すること

は難しいと考えておりますが、冒頭申し上げま

したように、高齢者を対象とした「食」の提供

は、今後、大きな需要が見込まれるものと考え

ております。フードビジネス全体が、午前中も
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議論がありましたけれども、伸び代をしっかり

埋めていくという取り組みがある中で、高齢者

の「食」というものは非常に大きなマーケッ

ト、可能性が広がっているというふうに考えて

おりますので、引き続き、関連産業の育成を図

る、また機会を捉えてそのＰＲにも努めてまい

りたいと考えております。

実は介護食は、農林水産省○井上紀代子議員

の試算によりますと、今、１兆5,000億円の市場

があると言われています。それを今度は世界に

ということになってくると、また違う意味での

市場の広がりがあるのではないかとも思われま

す。

続けて、食に着目をして、地域の特色を生か

した新たな産業づくり、雇用の場づくりを推進

するフードビジネスの取り組みは、国の地方創

生と考え方を一にするものです。しかしなが

ら、残念なことに、農林水産業の現場は、担い

手の減少とＴＰＰ協定交渉などによって年々疲

弊の度を増しています。農業を取り巻く環境が

厳しさを増す中であっても、やる気のある農家

を育てられる環境醸成が大切ですし、国の地方

創生を追い風に、一つ一つの案件を丁寧に支援

できる体制を整備することが重要だと考えてい

ます。そこで、フードビジネスの推進により農

業の現場がどのように変わったのか、今後どん

な対策を講じていく計画なのか、農政水産部長

にお伺いいたします。

農業を核とし○農政水産部長（緒方文彦君）

たフードビジネスの推進によりまして、６次産

業化の認定数が九州トップの81件になるなど、

担い手の経営者としての意識改革が進みますと

ともに、食品加工企業とＪＡの部会や農業法人

との連携による、ホウレンソウなどの加工・業

務用野菜の産地化が着実に進んでおります。さ

らに、県香港事務所を設置したことで、現地企

業との密接な取引が可能となり、牛肉、カン

ショに続いて、本年度よりスイートピーの本格

的な輸出が始まり、農家の生産意欲も高まって

きております。県といたしましては、引き続

き、高い経営意識を持った人材の育成や、マー

ケットインによる契約取引等を拡大するととも

に、地域や産地が取り組む新しいビジネスの創

出を丁寧に支援することで、農家の所得向上に

つながるフードビジネスのさらなる推進を図る

ことといたしております。

人材育成という点からいっ○井上紀代子議員

て、農業高校において、企業や農業大学校と連

携を図りつつ、将来、起業家となるようなすぐ

れた農業人材を育成するための取り組みを、教

育委員会のほうはどのように考えておられるの

か、お伺いいたします。

会社などを創業でき○教育長（飛田 洋君）

るような起業家となれる農業人材を育成するた

めには、今まで以上に高い専門性を獲得させる

ことはもちろんですが、それに加え、経営感覚

を実践的に身につけさせる必要があると考えて

おります。そのため、県内の高校では、民間企

業と連携して、新商品、例えば宮崎牛すじコ

ロッケなどの商品を共同で開発したり、購買意

欲を高めるために、パッケージデザインについ

て専門家からアドバイスを受けたりする取り組

みを行っております。また、農業大学校との連

携も極めて有効であり、高校段階で、生徒に農

業のさまざまな魅力や可能性に気づかせ、基本

的な知識・技術を習得させた上で、農業大学校

で専門性をさらに高める、磨き上げることので

きる高大一貫した教育を計画いたしておりま

す。このような取り組みをさらに充実させ、本

県産業を支える経営感覚にすぐれた農業の担い
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手育成に努めてまいりたいと考えております。

ぜひ、強力なタッグを組ん○井上紀代子議員

でいただきたいと思っています。

次に、県立農業大学校における民間と連携し

た取り組みと今後の担い手育成について、農政

水産部長にお尋ねいたします。

県立農業大学○農政水産部長（緒方文彦君）

校におきましては、就農に自信と誇りを持てる

担い手の育成強化を目的として、先進農家等で

の実技研修に取り組んでいるところであります

が、来年度からは、最先端技術や大規模経営・

加工などに取り組む先駆的な農業法人と連携協

定を締結し、より高度な実践研修を展開しなが

ら、即戦力となる人材を育成してまいりたいと

考えております。また、就農後のフォローアッ

プ強化のため、本議会でお願いしております

「みやざき次世代農業トップランナー養成事

業」において、第一線で活躍する経営者等によ

る社長学やマーケティングなどを学ぶ養成塾を

開設し、本県の次世代農業を担うトップラン

ナーを育成してまいりたいと考えております。

フードビジネスは、地方創○井上紀代子議員

生の「みやざきモデル」の大きな大きな柱だと

私は思います。産業の育成と雇用の確保、ここ

を外しちゃ地方創生はないんです。フードビジ

ネス、ビジネスと言っているのはなぜかという

と、ビジネスチャンスをどうやって生かせるか

ということが大変重要なのではないでしょう

か。例えば私どもが知り得た情報、それをビジ

ネスに生かせるような力が私たちの中にあるか

どうかというのが今、試されているのではない

かというふうに思います。先ほど総合政策部長

にお尋ねしましたが、市町村間の連携もそうな

んです。観光の船が来る。では、その関連の市

町村はどうこれに向かっておもてなしができ

て、そして我が県のものを食べていただいて、

お土産に持って帰ってもらって、どうしていく

のかという、その敏感さが物すごく必要なん

じゃないかなというふうに実は思うわけです。

先ほど私は伊東マンショを取り上げました

が、バチカンと日本の国交ができてから70周

年、ことし、その記念すべき70周年になるわけ

です。そして、来年はイタリアと日本が国交を

結んで150周年ということになるわけです。駐日

イタリア大使館で、伊東マンショとかの天正遣

欧少年使節団を記念して、展示会とかディス

カッションが行われるわけです。知事がイタリ

ア・ミラノに行かれるということとか、そうい

うことも含めて、ではそれをどうやってビジネ

スチャンスとするのかということも、教育的に

してくださいと言った割には、そういうことば

かり言って恐縮なんですが、やはりそれも一つ

のチャンスとする、人と知り合うことの一つの

チャンスとするということは大変重要なのでは

ないでしょうか。

そして、黒田留美子さんは、後ろに企業が

いっぱいいるわけです。彼女についている企業

がいるわけです。その企業の人たちは、ミラノ

に実際行くんです。なのに、うちは、黒田さん

がいますねで終わりなんです。そこに、ビジネ

スチャンスにきちんと手が出せないというこの

鈍感さが、私には耐えられないわけです。宮崎

は、他県とは違うパイオニア的な発想を、景観

条例でもそうですが、持っているのは事実なん

です。私たちは南のほうの端っこにいるがゆえ

に、もっと違う意味で大きなものを持っている

ということですね。雪国の人たちは、雪かきを

して、洗濯物を外に干せない。宮崎は洗濯物を

冬の間も外に干せるわけです。そういうことも

含めて、全てが、一事が万事、私たちにはとて
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もチャンスだと思えてならないわけです。ある

意味、いろんな宮崎の中にあるものの一つ一つ

を丁寧に検証すると、そのことが如実に出てき

て、それを一つにまとめていく、そしてそれを

コーディネートするという人たちが出てこない

といけないと思うんです。

いわゆる高齢者ソフト食、あれは介護食とい

うくくりだけではだめなんです。障がい児をお

持ちのお母さんから、食べられないものが子供

の学校給食で出ていたという経過の中で、私が

今あるわけですけれども、食についてはやはり

真剣に考えていく必要があると思います。食べ

ないで死んじゃうというようなことは、私たち

はしてはいけないと思うんです。外国の人は日

本のおすしを見て、どんなに歯がない人でも歯

茎でもかめるというおすしを見たら、絶対びっ

くりすると思うんです。ただ決まった豆しか

持っていかないというふうに考えるから、アイ

デアがそこでとまるから、フードビジネス、ビ

ジネスにならないのではないかなと私は思いま

す。そういう意味では、もっとチャンスをきっ

ちりと生かせるような体制、その敏感さ、それ

を私は望みたいと思っています。

次に行きます。地域における高齢者の活躍の

場として、老人クラブの存在は大変重要だと思

いますが、加入率が低下をして、会員拡大が課

題となっています。会員拡大がなぜ課題になっ

ているかというと、地域の中にいる、個人情報

保護の関係もありますが、会員拡大、勧誘の手

だてというのが非常に狭いわけです。福祉保健

部長は、このことについてどのように今後対応

していかれるのか、会員確保は大変重要なこと

だと思いますが、お考えをお聞かせください。

老人クラブの○福祉保健部長（佐藤健司君）

会員確保は、非常に大きな地域課題であると考

えております。このため県では、平成27年度当

初予算案での新規事業として、「地域社会を支

える老人クラブづくり事業」をお願いいたして

おります。今後、この事業を推進する中で、会

員一人一人による地道な勧誘活動はもとよりで

ありますが、65歳、70歳、75歳といった節目節

目での再度の声かけ、繰り返しの勧誘を行うと

ともに、自治会や子ども会との防災訓練や農業

体験学習などの協働事業の実施、若手高齢者に

も魅力のある活動メニューの導入なども重要で

あると考えます。こうした老人クラブの会員確

保に向けたさらなる取り組みを支援してまいり

たいと考えております。

ぜひ、支援をよろしくお願○井上紀代子議員

いしておきます。

次に、戦争体験継承事業、戦後70年の不戦の

誓いといいますか、そのことについて私は強い

強い思いを持っておりまして、戦争体験継承事

業をどのように今後取り組んでいかれるのか、

福祉保健部長にお尋ねいたします。

戦争体験につ○福祉保健部長（佐藤健司君）

いては、私どもの世代は、親から家庭でよく聞

いていた経験があるかと思いますけれども、戦

争体験者の高齢化あるいは減少に伴いまして、

戦争の記憶の風化が懸念されます。戦後70年に

当たりまして、広く県民に、特に若い世代や子

供たちに戦争体験の継承を図り、平和のとうと

さを考えていただきたいと存じております。

具体的には、初めての取り組みであります

が、戦争体験者が小中学校を訪問し、子供たち

が直接体験を聞く機会を提供するとともに、広

く県内の小中学生から、平和に関する作文や絵

を募集します。また、ことしの８月には、県立

図書館において、子供たちから募集した作品の

発表・展示や、戦時中の写真・資料の展示を行
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うとともに、地元の声優による朗読劇の上演や

戦争体験の発表を行います。さらに、宮崎県平

和祈念資料展示室の出前展示と銘打って、召集

令状、千人針等の資料や、戦争体験談を収録し

たＤＶＤを、市町村や学校等に対して積極的に

貸し出すとともに、ホームページや広報等によ

り、戦後70年に関する啓発を行いたいと考えて

おります。

ぜひ、一過性でないものを○井上紀代子議員

願っておきたいと思っています。

次に、職場でのセクシュアルハラスメント及

びパワーハラスメントに関する相談窓口の設置

状況について、商工観光労働部長にお尋ねいた

します。

職場のセ○商工観光労働部長（茂 雄二君）

クシュアルハラスメント及びパワーハラスメン

トに関する相談につきましては、県では、労働

相談を受け付ける宮崎、都城、延岡、日南の県

内４カ所の中小企業労働相談所で対応しており

ます。また、宮崎労働局や各労働基準監督署に

あります総合労働相談コーナーなどでも相談に

応じているところです。労働者一人一人が尊重

される働きやすい職場づくりは大変重要であり

ますので、今後とも、宮崎労働局や関係機関と

連携を図りながら、適切に対応してまいりたい

と考えております。

次に、セクシュアルハラス○井上紀代子議員

メントが起こりにくい職場の確保に向けた県庁

の職場環境の点検についてどうなっているの

か、総務部長にお尋ねをいたします。

職場におけるセク○総務部長（成合 修君）

シュアルハラスメントを防止するためには、職

員一人一人の意識の向上が大変重要でありま

す。このため、昨年12月に、新たにハラスメン

トに関する例示集を作成しまして、職員への周

知、注意喚起を行ったところでございます。昨

年の議員の強い御指摘を受け、徹底を図ったと

ころでございます。また、年末の服務通知とあ

わせて、服務規律について自己点検を行っても

らうチェックシートに、ハラスメントに関する

チェック項目を、例示集を踏まえまして、より

具体的に明示し、全職員にそれらを確認しても

らい、所属長に提出してもらうことで、職場環

境の状況を把握したところであります。今後と

も、セクシュアルハラスメントの防止に向け

て、職員の意識啓発にしっかり取り組むととも

に、一層の職場環境の改善に努めてまいりたい

と存じます。

性暴力被害者ワンストップ○井上紀代子議員

支援センターの検討状況について、総合政策部

長にお尋ねいたします。

性暴力被害○総合政策部長（橋本憲次郎君）

者の精神的・身体的負担を少しでも軽減し、そ

の回復を図るとともに、警察への届け出を促進

し、被害の潜在化を防止することは、大変重要

な課題であると考えております。このため、昨

年７月に、知事部局と県警察の関係課職員が合

同で、大阪府、愛知県、福岡県など５府県に赴

き、設置主体が民間、警察、行政など、それぞ

れ違うワンストップ支援センターの視察を行っ

たところでございます。そこで活動状況や抱え

ている課題を調査したところでございます。ま

た、その後、その調査結果を踏まえまして、数

回にわたり、関係部局で本県の現状の分析、本

県に設置するとした場合の設置形態や運営体制

のあり方、課題について検討を行っているとこ

ろでございます。

昨年の６月、私がこの問題○井上紀代子議員

を取り上げましたときは、まともに受けとめて

いただけるものかどうか、つらい思いをしなが



- 235 -

平成27年３月２日(月)

ら質問をいたしました。その後、すぐに行動し

ていただいたことに、本当に感謝を申し上げた

いと思います。私は、職員の方から御説明を受

けたときも、涙なくしては聞くことができませ

んでした。本当にありがとうございます。もし

具体的なことが起こっていなくて、そういうも

のがなくて、何も起こっていなければ、こう

やって質問することはないんです。しなくても

いいんです。現実に起こり過ぎているから質問

をするわけです。そのことを強く受けとめてい

ただきたいと思っています。

私が６月に、悲しい思いをしながら、そうい

う事件に遭った彼女に寄り添ったときに 今―

現在その彼女は、せっかく口蹄疫からの復興の

ために自分の持てる力を最大限発揮して宮崎県

のふるさとのために役に立ちたいと思っていた

その彼女は、裁判することもなく、今回、宮崎

を後にすることになりました。とても残念でな

りません。やはり私どもは、そういうことを職

場の中で見逃してはいけないのではないかとい

うふうに強く強く思います。ただ、今回、この

結果がどのような形になるのかはまだまだ先々

のことだと思いますが、このように強く受けと

めていただいて、そして現実に、このことを少

し改善するための努力をしていただいたことに

は感謝申し上げたいと思っています。すぐメー

ルもさせてもらったんですが、彼女の傷はきっ

とこのくらいでは癒えることはないとは私も思

いますが、性被害に遭った人たちの一人一人の

思いが決して忘れられることなく、これからも

しっかりと、宮崎県民に起こったことについて

は宮崎県民全体で受けとめる力は持てるように

してまいりたいと思っています。

そしてまた、もう一つ申し上げれば、民間の

職場におけるセクシュアルハラスメント、パワ

ハラというのは物すごく大きな力が、大変な事

象が起きています。単なる職場の環境であると

いうふうに言ってしまうだけでは済まない問題

というのが多くありますので、具体的に今、担

当のところには提示をさせていただいておりま

すので、これも変えていただくように努力をし

ていただけたらと思っています。女性だけのほ

うに私も寄り添っているのではなく、男性も女

性も、セクハラもパワハラもあってはいけない

と私自身思っておりますので、まだまだ丁寧

に、この環境については取り組む必要があると

いうことは、私自身も自分に課している問題だ

と思っているところです。今回の取り組みにつ

きましては、お礼を申し上げたいと思っており

ますし、これからまだまだそういうことが起き

ないように注意をしつつ、皆様方とともに、本

当に暮らしやすい、働きやすい環境を持つこと

ができるような状況にしてまいりたいと思って

います。

最後の質問になりますが、「くらしの豊かさ

日本一」の実現に向けた知事の思いについて、

お伺いをいたしたいと思っています。

先ほどのフードビジネ○知事（河野俊嗣君）

スの一連の質問の中でも御指摘があったところ

でありますが、宮崎の食の魅力であったり、人

材、そういうすばらしいものを十分ビジネスと

して生かし切れていないのではないか、もっと

もっと貪欲にというような御指摘があったとこ

ろであります。宮崎は、食の魅力、それからも

ちろん豊かな自然であり、温かい県民性、人と

地域のきずな、さまざまな魅力があるわけでご

ざいまして、そうしたものを改めて県民が実感

をする、しっかり見詰め直す。そのために豊か

さの指標化なども取り組んでいるところであり

ますが、それとともに、それをしっかりと自分



- 236 -

平成27年３月２日(月)

たちの強みとして外にアピールしていくこと、

いろんな宮崎の強みというものを、場合によっ

てはビジネスだとか、そういったところに発展

させていくことも大変重要であろうかと思って

おります。単に、宮崎は豊かだね、いいところ

だねということで自己満足に浸っているだけで

はいけないんだろうなと思っております。改め

てそのよさを見詰め直し、それをしっかりと生

かしていくこと、それが「くらしの豊かさ日本

一の宮崎」につながっていくというふうに考え

ておりますので、フードビジネスを初め、今、

女性問題等さまざまな御指摘もいただいたとこ

ろでありますが、暮らしやすさをしっかり追求

していくその取り組みを、私は先頭に立って進

めてまいりたいと考えております。

私は、記紀編さん1300年記○井上紀代子議員

念事業の追っかけみたいなことを、明治大学に

一番最初に行ってから、その後はより一層興味

を持って追求してきました。地域にお祭りがで

きたのも事実なんです。安久の興玉神社も今、

３年目で、神楽をやったりして地域に広がって

います。山下議員なんかはそこで鶏を焼いたり

していただいていて、私はその鶏をいただいて

食べたんですが、本当にいい事業としての広が

りがあると思います。

そういうことも含めて、豊かさの指標という

のは、この役割はあくまでも現状の評価分析で

あって、将来の目標を具体的に示すものではな

いというふうに思っています。だから、次の課

題としては、当然、分析に基づいて何をするべ

きかという政策への展開がされる必要があると

考えます。指標化による地域の評価は、その評

価の基準を県民の福祉に置いて、福祉の概念

を、広く県民の日々の暮らしにおけるトータル

な生活満足として捉えていくことを望んでいま

す。その後、次の展開として行うプロビンスミ

ニマムも、当然に県民の生活満足が基礎とな

り、県民の心、夢、期待など、県民意識をベー

スとした考え方であってほしいと願っていま

す。豊かさの指標化で、知事としては非常に強

い政策的な提言ができる、そしてまた、その提

言によって強い意思決定もできるのではないか

と思っています。県民と協働の「くらしの豊か

さ日本一の宮崎」づくりに邁進していただきた

い、そういうふうに願っています。私も、とも

に全力で取り組む決意を述べて、質問を終わら

せていただきます。ありがとうございました。

（拍手）

次は、星原透議員。○押川修一郎副議長

〔登壇〕（拍手） 通告に従い○星原 透議員

一般質問をいたします。

知事は昨年12月の選挙で、多くの県民が４年

間の実績と今後に期待して、圧倒的な支持で２

期目の当選を果たされましたが、喜びと同時に

責任の重さを実感しておられることと思ってお

ります。

ところで、知事は、リーダーに求められるも

のは、目まぐるしく変化する社会経済情勢に対

応するためのビジョンを提示する構想力と、そ

れを力強く推進する実行力であると言われ、み

ずからが先頭に立ち、「くらしの豊かさ日本一

の宮崎」を実現するため、人口減少などの新た

なテーマへの果敢な挑戦と迅速な決断を軸に、

県民に信頼される県政を推進すると力強く言わ

れております。知事は、県民に宮崎に住んでい

てよかったと実感していただけること、そして

それが将来にわたって持続していくことこそ

が、私に課せられた究極の使命であると言われ

ております。そこで、「くらしの豊かさ日本一

の宮崎」の実現に向けて、この４年間でどのよ
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うな取り組みをしていかれるのか、数値目標も

含めて知事に伺います。

次に、地方創生について伺いますが、「まち

・ひと・しごと創生総合戦略」の中の主な施策

の一つに、地方への新しい人の流れをつくるた

めに、政府関係機関 独立行政法人等の関連―

機関を含む の中で、地方が目指す発展に資―

する機関について、地方公共団体からの首都機

能移転の要望等を踏まえて、2014年度内に各府

省庁が所管している研究機関、研修所等のリス

トを作成することになっております。2015年度

には、都道府県等は関係市町村の意見を踏ま

え、政府関係機関誘致の提案を行い、また「ま

ち・ひと・しごと創生本部」において、その必

要性や効果について検証した上で、移転すべき

機関を決定することになっております。2016年

度以降は、政府関係機関について、地方からの

提案を受ける形で地方への移転を進めること

が、地方への新しい人の流れをつくることに資

するとしております。そこで、地方創生の中

で、国の研究機関等の移転誘致についてどのよ

うに取り組んでいかれるのか、知事に伺いま

す。

以上で壇上からの質問を終わり、以下は質問

者席からいたします。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、「くらしの豊かさ日本一の宮崎」の実

現に向けての取り組みについてであります。本

県の最重要課題の一つである人口減少につきま

して、成長産業の育成や雇用創出による若年層

の流出抑制、移住の促進、すぐれた子育て環境

にさらに磨きをかける少子化対策などに努めて

まいりたいと考えております。そのための４年

間の目標として、政策提案におきまして、食品

関連産業の生産額１兆5,000億円や、農業産出

額3,500億円、移住1,000世帯、また合計特殊出

生率1.8以上などの思い切った数字を掲げたとこ

ろでございます。さらに、「人財づくり」につ

きましては、グローバル人財の育成や、「みや

ざきビジネスアカデミー」の創設などによりま

す、これからの産業を担うイノベーション人財

の育成、また、「くらしづくり」については、

健康長寿日本一への挑戦や、地域包括ケアシス

テムの構築、自助・共助・公助による地域防災

活動への支援などに力を入れてまいりたいと考

えております。こうした取り組みを着実に進め

るため、今後策定します新しいアクションプラ

ンや、県の「まち・ひと・しごと創生総合戦

略」の検討の中で、より詳細な数値目標や施策

を定め、県民の皆様に県づくりの道筋をしっか

りと提示してまいりたいと考えております。

次に、国の研究機関等の移転誘致についてで

あります。人口減少を克服し、我が国の活力を

将来にわたって維持するためには、東京を中心

とした一極集中を解消し、都市から地方への人

の流れをつくることが大変重要であると考えて

おります。このため、「真の地方創生を実現す

る「みやざきモデル」」においても、政府機関

等の地方移転の推進を国に提言したところであ

ります。国におきましては、現在、国が所管す

る研究機関や研修所等を地方に移転する候補の

リストを作成されているということであります

が、本県の農林水産業のさらなる成長産業化や

地域関連企業等の技術力向上、経済活動の活発

化に資する研究機関等について、誘致を提案す

る方向で検討してまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

ただいま答弁していただきま○星原 透議員

した数値目標が４年後に実現することと、政府
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関係機関の誘致に全力で取り組んでいただきま

すようお願いして、次の質問に移ります。

次に、認知症について伺います。

認知症は、アルツハイマー病や脳血管障害な

どが原因で発症する病気であり、脳の神経細胞

が死んでしまうことで記憶障害が起こり、徘回

や妄想などの症状が出て、年をとるごとに発症

のリスクが高まる特徴があるため、患者は高齢

者が多くなります。厚生労働省の推計によりま

すと、介護や支援が必要な認知症の65歳以上の

高齢者は、2012年で305万人、2025年には470万

人にふえるだろうとの見通しがなされておりま

す。また、介護保険制度を利用していない人な

ども含めた別の推計では、2012年時点で約462万

人、2025年には約700万人に上り、現時点でも65

歳以上の４人に１人が認知症と、その予備群に

なるとの計算がなされております。そこで、本

県に認知症の人はどれぐらいおられるのか、福

祉保健部長に伺います。

全国の65歳以○福祉保健部長（佐藤健司君）

上の人口に占める認知症高齢者数の推計値をも

とに推計しますと、県内における認知症の方

は、平成26年10月現在で約５万人となります。

今、県内に認知症の方が約５○星原 透議員

万人いるとのことです。そこで、認知症患者の

早期発見・早期治療に向けて、また本人や家族

に対する支援はどのように取り組まれておるの

か、福祉保健部長に伺います。

認知症の早期○福祉保健部長（佐藤健司君）

発見・早期対応のためには、相談しやすい体制

を整備するとともに、迅速な鑑別診断に基づ

き、適切に医療や介護の方針を決定することが

重要であります。このため、身近な市町村に設

置されている地域包括支援センターが相談窓口

となりまして、適切な医療機関の受診を勧める

とともに、早期発見・早期対応を担うかかりつ

け医が日常的な診療を行い、より専門性を必要

とする患者については認知症サポート医に相談

し、さらに状況に応じて県内３カ所の認知症疾

患医療センターを紹介するという体制としてお

ります。県におきましては、これらの体制整備

のため、地域包括支援センター職員やかかりつ

け医の研修の実施や、認知症疾患医療センター

の機能充実などに取り組んでいるところであり

ます。

次に、早期発見・早期治療に○星原 透議員

向けては、県内３カ所の認知症疾患医療セン

ターを紹介する体制にしていると、今の答弁で

ありました。そこで、認知症により行方や身元

がわからなくなる高齢者がふえているようです

が、不明者を早期に発見するために、県はどの

ような取り組みをしておられるのか、福祉保健

部長に伺います。

現在、行方不○福祉保健部長（佐藤健司君）

明の認知症高齢者の発見・保護体制につきまし

ては、市町村レベルで警察、消防、交通機関な

どとの連携のもとに、「徘徊高齢者ＳＯＳネッ

トワーク」が構築をされております。これに加

え、県では、県外も含めた広域的な体制を整備

する観点から、ことし１月に、各市町村・警察

署間の捜索協力の方法や、他県への情報提供の

方法などをルール化し、その周知を図ったとこ

ろです。今後は、これらのネットワーク等の円

滑な運用により、行方不明や身元不明となる認

知症高齢者の発見・保護が早期にできるよう、

市町村や警察等と一層連携してまいりたいと考

えております。

行方不明者や身元不明者とな○星原 透議員

る認知症高齢者の発見・保護ができるよう、市

町村や警察等と連携していくとのことで、安心
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ところで、政府は、認知症対策の拡充に向け

た新たな認知症施策推進総合戦略のポイントと

して、容態に応じた適切な医療・介護の提供、

介護者への支援、本人や家族の視点の重視な

ど、７つの柱を掲げております。そこで、政府

の新たな認知症施策推進総合戦略は、認知症の

症状が出始めたときの支援に力点を置いている

のが特徴のようですが、この戦略を受けて、県

はどのように取り組んでいかれるのか、福祉保

健部長に伺います。

国の認知症施○福祉保健部長（佐藤健司君）

策推進総合戦略におきましては、認知症の初期

の段階では、診断を受けても必ずしもまだ介護

が必要な状態にはなく、むしろ本人が求める今

後の生活に係るさまざまなサポートが十分でな

いとの声を踏まえまして、認知症の方が必要と

感じていることについて、今後、実態調査を行

うことになっております。調査の詳細はまだ明

らかになっておりませんが、県といたしまして

は、認知症の方やその家族の相談窓口となりま

す「認知症地域支援推進員」や、早期診断・早

期対応に向けた初期の支援を行う「認知症初期

集中支援チーム」について、全ての市町村への

設置を促進し、初期段階の認知症の方に効果的

な支援が行えるよう、市町村と連携して取り組

んでまいりたいと考えております。

答弁で、認知症の方やその家○星原 透議員

族の相談窓口となる「認知症地域支援推進員」

や、早期診断・早期対応に向けた初期の支援を

行う「認知症初期集中支援チーム」を、全ての

市町村への設置を促進し、初期段階の認知症の

方に効果的な支援が行えるよう、市町村と連携

して取り組むとのことですが、よろしくお願い

をいたしておきます。

次に、みやざき東アジア経済交流戦略の現状

と課題について伺います。

我が国は、本格的な人口減少、高齢化社会を

迎え、消費需要が冷え込む中、地域の経済や産

業の将来を考えた場合、グローバル社会への対

応や、国際的な競争に勝ち抜いていくための競

争力の強化が求められております。そこで、本

県経済・産業の浮揚のためには、富裕層、中間

層が増大しているアジアの活力を取り込んでい

くことが重要であります。これまで、県内企業

や関係団体と県が一体になって、「東アジアに

開かれ、東アジアとともに成長するみやざき」

を目指して、平成24年度から28年度の５年間

を、戦略の推進期間として取り組まれていると

ころであります。この事業も３年が過ぎようと

しておりますが、これまでの成果や課題を総括

して、今後２年間で残された課題をいかに実現

していくかを考える時期だと思っております。

そこで、台湾、韓国、香港の定期便の現状と課

題について、総合政策部長に伺います。

韓国のソウ○総合政策部長（橋本憲次郎君）

ル線は、円安や冬期のゴルフ需要増大等によ

り、外国人利用者が昨年から20％増加、全体の

搭乗率は６％上昇し、67％と高い数値になって

おります。また、台湾の台北線では、円安に加

え、増便効果等により、日本人、外国人、とも

に利用者が昨年から大幅に増加し、全体の利用

者は1.4倍、搭乗率も69％となるなど、両路線と

も好調な現状にございます。なお一層の安定運

航のためには、双方向の利用が必要ですので、

今後とも積極的に利用促進を図ってまいりたい

と考えております。

また、香港線につきましては、３月28日の就

航に向け準備を進めておりますが、就航後は安

定的な運航が図られますよう、路線の周知や利

平成27年３月２日(月)
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用促進等に努めてまいりたいと考えておりま

す。

ソウル線と台北線の両路線と○星原 透議員

も好調とのことで、ほっとしておりますが、今

後とも双方向の利用促進に努力していただきま

すよう、お願いをしておきます。

次に、国際定期便における日本人利用者の実

態と送客対策について、総合政策部長にお伺い

します。

ソウル線の○総合政策部長（橋本憲次郎君）

日本人利用者は、外交問題等の影響から減少

し、全体の約２割となっているところでござい

ます。台北線では、増便効果等により利用者全

体は増加しているものの、日本人の利用者は全

体の約４割と、外国人と比較してまだ少ないと

いう現状にございます。

そのため、県や民間企業等で構成する宮崎空

港振興協議会で、官民を挙げて送客対策に取り

組んでいるところでございます。具体的には、

国際定期便の認知度向上を図るため、ラッピン

グバスやマスメディアを活用したＰＲ、大型

ショッピングセンターでのイベント、各種団体

へのセールス活動等を行っているところでござ

います。また、団体利用者や修学旅行等の交流

事業、ビジネス活動等に補助するとともに、修

学旅行のセミナーや現地調査等を実施すること

で、県民の国際交流を促進し、国際定期便の利

用を図っているところでございます。

今、答弁いただきました。今○星原 透議員

後とも、これまで以上に送客対策に取り組んで

いただき、県民の国際交流を促進していただき

ますよう要望しておきます。

次に、みやざき東アジア経済交流戦略におけ

る観光誘致の現状と課題について、また今後、

より一層、誘客促進を図るためにどのように対

応していかれるのか、商工観光労働部長に伺い

ます。

東アジア○商工観光労働部長（茂 雄二君）

戦略では、韓国、台湾、香港、中国からの外国

人宿泊客数を、平成21年の約４万4,000人から平

成28年度には10万人にすることを目標に取り組

んできたところであります。こうした中、平

成25年時点で、韓国が約６万5,000人、台湾が約

２万7,000人、香港が約7,000人となるなど、既

に10万人の目標を達成しておりますことから、

さらなる上積みに向けて、本県の認知度向上対

策などに取り組んでいるところです。

また、本県は、団体旅行者に比べ、個人の旅

行者が少ないことが課題でありますので、外国

人旅行者が個人でも移動・滞在しやすい環境の

整備が必要であると考えております。このた

め、公共交通機関を活用した２次交通対策や買

い物環境の充実、観光地におけるＷｉ－Ｆｉ整

備等を強化し、東アジア等からの一層の誘客促

進に取り組んでまいりたいと考えております。

ただいま答弁で、平成28年度○星原 透議員

までに外国人宿泊数を10万人にするとの目標に

取り組まれたところ、25年時点で目標を達成し

たとのことでありますが、より一層の誘客促進

に取り組んでいただきますよう、お願いしてお

きます。

次に、みやざき東アジア経済交流戦略を推進

する方策の一つとして、相手国の人口や経済規

模などが同程度の地域との間に姉妹都市を結

び、職員同士の人事交流に取り組むことによ

り、人脈の拡大や、生活習慣、経済、文化、ス

ポーツ等の交流についての調査や情報収集をす

ることにより、理解を深めることができると考

えております。そこで、みやざき東アジア経済

交流戦略を推進するためには、姉妹都市協定を
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締結し、職員の人事交流などに積極的に取り組

む必要があると考えますが、総合政策部長に伺

います。

現在、県で○総合政策部長（橋本憲次郎君）

は、定期航空便開設の国・地域を中心として、

青少年の交流、民間交流の促進、物産フェアの

開催や学術交流など、多様な事業を実施すると

ともに、人材交流という意味では、知事みずか

らソウル市長、台湾の彰化県知事、新竹市長と

会談するなど、トップ同士の人脈づくりにも取

り組んできたところでございます。また、民間

におきましても、スポーツや経済、文化など、

幅広い分野でさまざまな交流が広がってきてい

るというふうに認識しているところでございま

す。今後とも、このような幅広い分野において

交流の積み重ねに取り組むとともに、より一層

交流を深める観点から、これまでの交流実績を

踏まえ、まずはスポーツや文化、経済など、分

野を特定した連携協定の締結に取り組んでまい

りたいと考えております。さらに、その成果を

踏まえながら、今御指摘がありましたような姉

妹都市協定の締結、またはそれに基づく職員の

人事交流についても検討していきたいと考えて

おります。

私は、みやざき東アジア経済○星原 透議員

交流戦略に本気で取り組む覚悟であれば、姉妹

都市協定の締結をして、職員の人事交流などに

積極的に取り組まないと成果は出ないと考えて

おります。一日も早くその日が訪れることをお

願いしておきます。

次に、学校同士の教育・文化交流について伺

います。例えば、姉妹都市を結んだ相手国の地

域の小・中・高校と宮崎の学校同士の交流を通

じて、学校教育の違いや語学の勉強、歴史や文

化・スポーツ交流などにより、国際感覚や国際

的な視野を広げることにより、人間としての幅

や人格形成の面で大きな影響、成果を得ること

ができると考えております。

実は、都城市のスポーツ少年団の野球チーム

は、台湾の新竹県の中山小学校と野球を通して

の交流を始めて、ことしで５年目を迎えます。

これまでの４年間の交流を通して、お互いに信

頼関係が生まれたことで、ことしから、中山小

学校と都城市内の小学校との学校同士の交流を

始める準備をしております。小さな活動が始ま

るところですが、このような活動を通して、さ

らに国際交流を深めていきたいと考えておりま

す。そこで、学校同士の国際交流が子供たちに

与える影響や効果等について、教育長に伺いま

す。

学校同士の国際交流○教育長（飛田 洋君）

は、本県につきましては、小学校ではハワイの

小学校と相互交流を行ったり、中学校ではシン

ガポールや韓国の中学校とホームステイを交互

に行ったりしている学校がございます。また、

県立高校では、韓国の高校と何と10年近くにわ

たって相互訪問を行っている学校があるほか、

海外修学旅行を実施している学校は、そのほと

んどが現地の高校と交流を行っております。

御質問で御紹介いただきました、今回の都城

みたいに長期にわたるプランは、県立高校でも

今そういうことを模索している学校があるんで

すが、そういう一過性でない息の長い交流で

は、学校や地域同士が信頼ときずなを深め合う

中で、子供たちが国を越えて思いやり、尊重し

合うことにつながり、グローバル社会を生きて

いく上で求められる資質や態度を養うなどの効

果が一層期待できるものと考えております。

子供たちを中心にして、学校○星原 透議員

や地域同士が信頼ときずなを深め、息の長い交
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流を続けることは、これからのグローバル社会

を生き抜いていく上で役立つことが多いと考え

ておりますので、県内の多くの学校で、国際交

流に向けた取り組みが始まることを期待してお

ります。

次に、みやざき東アジア経済交流戦略の成果

や課題についての総括と、今後、海外との経済

交流をどのように展開しようと考えておられる

のか、知事に伺います。

みやざき東アジア経済○知事（河野俊嗣君）

交流戦略につきましては、農産物の輸出額の増

加を初め、香港との航空路線の開設や外国人宿

泊客数の増加など、目に見える形で成果があら

われているものかなと、手応えも感じておると

ころでございます。

また今、議員の御紹介にありましたように、

スポーツでの交流、さらには合唱などの文化の

面での交流なども進んでおるところですし、例

えば、台湾の音楽学校の先生がストリート音楽

際に参加をしていただいたりとか、韓国とは博

物館同士の交流など、そういう意味での裾野も

広がっておるかなということを感じておるとこ

ろであります。

一方で、海外との経済交流をさらに拡大する

ためには、ターゲットを明確にし、重点的かつ

集中的な取り組みを行うとともに、現地の政府

機関や経済界の要人との人的なつながりを一層

強化することが課題であると認識しておりま

す。さらに、これに加えて、宮崎単独での交流

というものにも一定の限界があるわけでありま

して、南九州で、もしくは九州全体での観光、

もしくは物産の輸出等に取り組むということ、

そういう視点も、これからますます重要になっ

てこようかと考えております。このため、来年

度の組織改正におきまして、国際部門を商工観

光労働部に一元化しまして、経済交流と人的交

流をより戦略的に推進するための体制整備を図

ることとしております。

今後は、みやざきグローバル戦略を策定いた

しまして、東アジアを初め、欧米などの新たな

エリアも対象としてまいりたいと考えておりま

すが、そうはいっても、あれもこれもと手を広

げるわけにもいきませんので、しっかりとター

ゲットとなる国や取り組み内容の絞り込みを図

りながら、私みずから先頭に立って、トップ

セールスや人的交流の拡大などに努めてまいり

たいと考えております。

宮崎の顔であります知事の○星原 透議員

トップセールスに期待を申し上げます。

次に、観光振興について伺います。

観光振興策の基本の一つは、県内に県外・海

外から多くの観光客を誘客し、宮崎の自然や人

情、おいしい新鮮な県産食材の提供や宿泊者数

をふやすことで、本県経済に大きな効果が期待

できると考えております。そこで、宮崎の観光

と経済・雇用を活性化させるために、統合型リ

ゾート（ＩＲ）が考えられます。ＩＲ推進法案

は、昨年末の衆議院の解散総選挙で廃案となり

ましたが、今国会に再提出が予定されておりま

す。そこで、知事が本県に統合型リゾート（Ｉ

Ｒ）を積極的に誘致する考えであれば、県民に

対し、取り組みの内容等について説明と理解を

してもらう必要があろうかと思っております。

ところで、読売新聞の２月19日の報道により

ますと、政府は、カジノを中核とした統合型リ

ゾート（ＩＲ）について、全国各地域の20カ所

以上が名乗りを上げていた中から候補地とし

て、2020年の東京オリンピック・パラリンピッ

クまでに、横浜市と大阪市の２カ所で開業を目

指す方針を固めたと報じております。これまで
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も統合型リゾート（ＩＲ）についての質問をし

てきましたが、横浜と大阪が候補地である旨の

報道がなされるなど、新たな動きが出てきてお

り、本県も、より積極的に取り組む必要がある

と思いますが、知事の考えを改めて伺います。

カジノを含みます統合○知事（河野俊嗣君）

型リゾート、いわゆるＩＲにつきましては、現

在、県内の民間団体などと連携をしながら、国

の区域認定を視野に入れまして、情報収集など

に努めているところであります。今後、国会で

のＩＲ推進法案の成立後に、具体的な検討が進

むものと受けとめておるところでございます。

私としても、選挙のときに掲げた政策提案に

おきまして、「地域資源を生かした地方都市な

らではの統合型リゾートの整備を目指す」と明

記をしたところでありまして、あくまでも健全

性や安全性を確保する制度上の措置がなされる

ことが前提ということでございますが、前向き

に検討してまいりたいと考えております。

ただいま答弁で、２期目に向○星原 透議員

けた政策提案において、地域資源を生かした地

方都市ならではの統合型リゾートを目指すと明

言され、前向きに検討をしてまいりたいとのこ

とであります。

そこで、統合型リゾート（ＩＲ）をめぐって

は、超党派の国際観光産業振興議員連盟が、今

国会にＩＲ推進法案として再提出するようであ

ります。宮崎はリゾート法指定第一号であり、

今回、もしＩＲ推進法案が成立するようであれ

ば、宮崎を地方モデルの統合型リゾート（Ｉ

Ｒ）の第一号に指定してもらうための誘致活動

が必要だと考えております。そこで、制度設計

等の検討を行う国に対し、本県に見合う地方型

ＩＲが制度化されるよう積極的な働きかけをす

べきだと思いますが、知事の考えをお伺いいた

します。

国が目指すＩＲ（統合○知事（河野俊嗣君）

型リゾート）のあり方がどのようなものかとい

うのは、ＩＲ推進法案の成立後、実施法案の制

定に向けて、そのような段階で明らかになって

くるものと考えております。県としましては、

ギャンブル依存症など弊害への手だてが十分盛

り込まれた制度設計がなされることを前提に、

地方の観光資源を生かした統合型リゾートが対

象とされ、地方の財政や経済、観光浮揚に貢献

できる内容となることが重要であろうかと考え

ております。

カジノに期待するいろんな御意見がある中

で、カジノは決して打ち出の小づちではないわ

けでありまして、さまざまな弊害というものに

どういうふうに対処するのか、そして、それを

それぞれの地域で、都市型もあろうし、地方型

もあろうかと思いますが、どのように受けとめ

て、どのように地域の経済の中に位置づけてい

くのか、そういう議論が大変重要であろうかと

思います。このため、これまで以上に、国にお

けるそういう動きの情報収集に力を入れますと

ともに、県内でも情報を交換し、意見交換をさ

らに重ね、国の制度が不十分な場合には本県か

らも積極的な提言をする、そのような姿勢で取

り組んでまいりたいと考えております。

今、知事は積極的に提言して○星原 透議員

いくということでありましたので、大いに期待

を申し上げたいと思います。

次に、林業問題について伺います。

宮崎県の林業は、戦後の拡大造林により造成

された豊富な森林資源が伐期を迎え、杉素材生

産量が23年連続して日本一を記録しておりま

す。最近は、木質バイオマス原材料やアジアを

中心とした原木輸出の拡大など、原木の需要が



- 244 -

平成27年３月２日(月)

高まり、再造林に対する意欲が感じられ、再造

林面積も徐々に増加してきております。

このような中、森林整備事業の造林補助金が

減額になると聞いておりますが、造林補助金減

額は、再造林を行う森林所有者には負担金の増

加となり、伐採跡地への再造林意欲が低下する

おそれがあります。県の目指す循環型林業を阻

害する要因にもなると危惧しております。ま

た、地元森林組合では森林所有者に対し、既に

植えつけ作業について減額前の補助金で説明

し、作業も始まっており、現場は戸惑っている

ようであります。そこで、森林整備事業におけ

る造林補助金の減額の動きがあるようですが、

急な減額は再造林に支障を来すと考えられるた

め、従来と同じ補助金を維持することはできな

いのか、環境森林部長に伺います。

国の森林整備○環境森林部長（徳永三夫君）

当初予算が年々厳しくなる中で、先般の補正予

算において本県への配分がなかったことから、

来年度の事業実施が大変厳しい状況にあるとい

うふうに認識をしております。このため現在、

国に対して、本県の林業を取り巻く実情等を十

分説明し、予算配分について強く求めていると

ころでございます。また、限られた予算の中

で、今後増加する造林事業量をカバーするため

には、低コスト化は避けて通れないことから、

森林組合等に対して、コスト縮減策を提案し、

理解を求めているところでありますが、今後、

国の予算配分状況を踏まえまして、現場の影響

が可能な限り緩和できるよう関係者と協議し、

対応してまいりたいと考えております。

造林補助金減額の影響は、造○星原 透議員

林を促進することに逆行してしまうことにな

り、苗木生産の増産体制への取り組みについて

も弊害になると考えますので、造林補助金の維

持を強く要望しておきます。

次に、私の地元都城は、畜産を主体にした農

畜産業が盛んな地域であります。畜産農家に

とって今後大きな悩みの一つになりそうなの

が、大型の肥育牛農家や養鶏業者、豚や酪農家

などが利用するおが粉の問題であります。木質

バイオマス発電が近隣で稼働し、私の地元でも

計画話があり、また中国を中心とした原木丸太

の輸出も拡大してきております。これまでおが

粉を利用してきた畜産農家の皆さんは、価格の

上昇とともに、安定しておが粉を利用できるか

どうかを心配しております。そこで、最近の畜

産用おが粉の現状について、環境森林部長と農

政水産部長にお伺いいたします。

畜産敷料とし○環境森林部長（徳永三夫君）

てのおが粉は、専門業者が丸太などを購入して

製造するものと、製材工場で製材をひく際に副

次的に生産されるものがございます。御質問に

ありましたとおり、主に価格が上昇しておりま

すのは、生産量の全体の３割を占めるおが粉専

門業者が生産するもので、木質バイオマス発電

施設の稼働等によりまして、原料が値上がりす

る一方で、製品への価格転嫁が十分にしにくい

ことから、生産量も減少していると伺っており

ます。また、残りの７割は製材工場で副次的に

生産されており、今後、製材量の増加が見込ま

れますことや、木質バイオマス発電の燃料とし

ては適さないことから、引き続き継続的な供給

が可能と考えております。このため、農政水産

部と連携をいたしまして、製材工場等に対し、

今後とも安定的に供給する旨の協力依頼を行っ

たほか、現在実施しております生産量や流通な

どの実態調査を踏まえまして、適切な供給に向

けた対策を検討してまいりたいと考えておりま

す。
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畜産農家にお○農政水産部長（緒方文彦君）

けるおが粉の利用につきましては、現在、肉用

牛肥育やブロイラーを初め、全ての畜種で家畜

の保温やふん尿の吸着材のための敷料として広

く利用されております。御指摘のように、地域

によって、価格の上昇や入手しにくいなどの状

況が出てきていると聞いておりまして、このよ

うな状況が進みますと、畜産経営にとって大き

な影響が出るのではないかと懸念しているとこ

ろであります。このため、環境森林部と連携し

て、実態把握や製材業界に対するおが粉確保に

ついての協力要請を行っておりますが、今後さ

らに、各地域の実態把握を進め、流通状況を注

視しながら、必要な量が確保されるよう努めて

まいりたいと考えております。

両部がしっかり連携をして、○星原 透議員

適切な供給に向けた対策と、必要な量が確保さ

れるよう努力していただきますよう、要望をい

たしておきます。

次に、教育問題について伺います。

昨年の４月に実施された全国学力・学習状況

調査（全国学力テスト、小６・中３対象）の結

果についてですが、47都道府県教育委員会のう

ち約３割に当たる14教委が市町村別の結果を公

表し、そのうち７教委が教科ごとの平均正答率

も公表したことを、文部科学省が12月９日に発

表しております。14教委は、公表の同意を得た

市町村の結果を公表しています。このうち、教

科ごとの平均正答率を公表したのは、北海道、

埼玉、岡山、広島、愛媛、福岡、大分の７道県

教委であり、茨城、新潟、石川、長野、三重、

長崎、鹿児島の７県教委は、教科ごとに全国平

均を上回ったかどうかを記号で示し、また学力

向上につながった取り組み事例を文章で公表し

ております。そこで、本年度の全国学力・学習

状況調査の結果について、本県が市町村別の結

果を公表しなかった理由を、教育長に伺いま

す。

全国学力調査結果に○教育長（飛田 洋君）

ついては、序列化や過度な競争につながらない

ような配慮から、昨年度まで、都道府県が市町

村名を明らかにした公表は行わないようにと、

国が定めておりました。しかし、本年度からで

ございますが、市町村の同意が得られた場合に

限り、一定の条件のもとで公表が可能となりま

した。このようなことから、結果を公表するか

どうかについて、改めて市町村の意向をお聞き

しながら、慎重に検討してきました。これま

で、さまざまな弊害についての議論が、国にお

いても地方においてもなされてきた状況もあ

り、もう少し時間をかけて慎重に対応したいと

いうことから、本年度は市町村別の結果を公表

しないことといたしました。しかしながら、県

として説明責任を果たすために、県全体や教育

事務所ごとの課題を把握し、学力向上の取り組

みを充実させることを念頭に置いて、県全体と

教育事務所ごとの状況について、県として公表

を行ってきたところであります。

今、教育長のほうから答弁が○星原 透議員

あったわけですが、学力向上の取り組みを充実

させることを念頭に、県全体と教育事務所ごと

の状況については公表したとのことでありま

す。

そこで、全国及び県内での順位にこだわる必

要はないという考え方や、いろいろな意見が出

ておりますが、全国共通の問題によるテストは

これしかないので、順位にこだわるなという考

えの人も含めて、日常の学校教育を振り返り、

それを次の教育にどのように生かしていくのか

という意味においても、私は十分に価値がある
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と思います。そこで、学力向上に向けては、全

国学力・学習状況調査の結果を生かすことや、

学校と家庭がしっかりと連携・協力することが

大事だと考えますが、教育長に伺います。

全国学力・学習状況○教育長（飛田 洋君）

調査は、国の施策の改善、それから学校におけ

る教育指導の充実や学習状況の改善などに役立

てることなどを目的としており、学力向上に結

びついてこそ意味があると考えております。実

際に学力を向上させるためには、調査結果の分

析をしっかり行い、児童生徒の状況を十分に把

握し、学力向上に向けて、それぞれの学校で工

夫改善を図りながら、できなかったところをで

きるようにする、そう指導することが何より大

切であると考えております。また、学校での学

びと同時に、家庭においても、宿題をしている

かとか、あるいは朝食をちゃんと食べているか

など、学習習慣や生活習慣を身につけさせるこ

とが学力向上には大切であり、学校と家庭が連

携協力しながら、学力向上に積極的に取り組ん

でいくことが大切であると考えております。

次に、秋田県では、全国学力○星原 透議員

調査の開始以来、教員がみずからほとんどの学

校で答案用紙をコピーして、直接、採点し、結

果を分析しながら、指導改善に生かし続けてい

るということであります。その取り組みの積み

重ねが、毎年、良好な成績と結果を残している

と考えますが、これまでの秋田県の学力向上に

向けての取り組みについてどのように思われて

いるのか、教育長に伺います。

ただいま議員が御紹○教育長（飛田 洋君）

介いただきました取り組みのような先進県の実

践を、本県の学力向上にしっかりと生かしてい

くことが大切であると考えております。そこ

で、全国学力調査で高い成果を上げている秋田

県や福井県など先進県に、宮崎県の教育委員会

の職員や現場の教職員を派遣して、本県に取り

入れ、生かすために、先進県の行政や学校現場

での具体的な取り組みについて調査研究を行い

ました。その調査で得た、特に効果的な取り組

みや参考になる実践については、現在、県内の

各学校へ普及を図っているところでございま

す。また、先進県に派遣した教職員は、教育現

場で核となり、その成果を実践に生かしており

ますし、県教育委員会の職員は、先進県の事例

をもとに授業の研究会などで指導助言を行って

おります。

次に、本県の学力向上に向け○星原 透議員

てのこれまでの取り組みと今後の取り組みにつ

いて、教育長に伺います。

本県のそれぞれの小○教育長（飛田 洋君）

中学校では、学力調査などの結果から課題を把

握し、どう課題を解決していくかというプラン

である改善計画書を作成して、対策を進めてお

ります。県教育委員会では、その計画書をもと

に学校訪問等を行い、具体的な指導を行ってい

るところであります。また、学力向上には家庭

の協力も欠かせないことから、県で全国学力調

査結果の本県の傾向を分析し、学力を伸ばすた

めのポイントをまとめた「みやざき学びのすす

め」というパンフレットを、小中学生がいる全

ての家庭に配付し、学校と家庭が一つになって

取り組む体制を整えているところであります。

今後加えていく取り組みですが、今年度より学

校や地域を指定して効果的な学習指導のあり方

について研究を行っておりまして、その成果を

全ての小中学校に普及するなど、積極的に学力

向上対策に努めてまいります。

今、教育長の答弁の中で、今○星原 透議員

年度より学校や地域を指定し、効果的な学習指
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導のあり方について研究して、その成果を全て

の小中学校に普及し、一層の学力向上対策を進

めるということでありますが、やはり子供たち

の学力が向上するには、先生方の指導能力のレ

ベルアップも非常に大事だというふうに思って

おりますので、この点についても、さらに努力

いただきますよう、お願いをしておきます。

終わりに、投票率向上についてですが、本県

でも期日前投票の活用を工夫すべき時期に来て

いると考えます。期日前投票制度は2003年に創

設され、選挙当日に投票に行けない有権者が、

事前に投票できる制度であります。投票所は、

各市町村に少なくとも１カ所の設置が義務づけ

られており、２カ所目以降は設置する数や時間

などに特に制限はないため、自治体ごとにさま

ざまな取り組みがなされております。全国にお

いては、投票率の向上を狙っていろいろな工夫

がなされており、若年層の投票を促すために、

松山市では愛媛大学と松山大学に期日前投票所

を設置、長野県中野市ではスーパーに投票所を

設置、また松本市ではＪＲ松本駅構内に投票所

を設けるなどの事例がふえてきております。こ

のように投票率アップのために、通勤通学や買

い物のついでに投票できる方法や、期日前投票

所まで無料バスを走らせたりするなど、投票に

対する利便性を高めるための工夫をする自治体

の取り組みがふえてきております。

実は、県議会議員選挙の都城市の投票率は、

８年前が50.97％、４年前が42.97％、私は今回

は40％を切るのではないかと危惧しておりま

す。そこで、本県でも、若年層や投票に行きに

くい高齢者の投票率向上に向けた対策として、

スーパーや大学などに期日前投票所を設置する

ことや、交通が不便な地域へ、日時を設定して

巡回バスや期日前投票所を設置するなど、投票

率向上に向けた新たな取り組みの検討が必要で

あると考えますが、選挙管理委員長にお伺いし

ます。

近年、国政○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

選挙、地方選挙を通じまして、投票率が低下傾

向にありますことから、投票しやすい環境を整

備していくことは大変重要なことだと考えてお

ります。スーパーや大学などに期日前投票所を

設置することにつきましては、施設の協力を得

ることはもとより、二重投票防止のため、選挙

人の投票状況を随時確認できるネットワーク環

境の整備が必要となることなど、技術的な課題

もございます。県選挙管理委員会では、施設へ

の協力要請を行うなど、投開票事務を担当する

市町村選挙管理委員会の後方支援となる取り組

みを行っているところでありまして、技術的な

課題につきましても、他県における先進的な事

例等を参考にしながら、助言等を行ってまいり

たいと考えております。また、交通が不便な地

域へ順番に短時間の期日前投票所を設けたり、

期日前投票の一定期間等にコミュニティバスの

運賃を無料にするなど、そういった取り組みを

県内で行っている自治体もございますので、各

地域の実情に応じた投票環境の整備、投票率向

上の取り組みにつきまして、引き続き市町村選

挙管理委員会と連携を図りながら、検討してま

いりたいと考えております。

今、選管委員長のほうから話○星原 透議員

がありました。これから市町村の選管と協議を

進めるということでありますが、近年の選挙は

大体50％を切っているのが現状であります。せ

めて60％以上ぐらいの投票率にするためにはど

んな方策があるか、しっかり検討して、早期に

解決方法を見つけてもらえばありがたい、その

ように思うところであります。
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以上で私の一般質問の全てを終わります。あ

りがとうございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わ○押川修一郎副議長

りました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会をいたします。

午後２時49分散会



３月３日（火）
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午前 時０分開議10

出 席 議 員（ 名）38
（ ）2番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）3番 有 岡 浩 一 愛みやざき

（ ）4番 図 師 博 規 同

（ ）5番 西 村 賢 同

（ ）6番 松 村 悟 郎 自由民主党

（ ）7番 内 村 仁 子 同

（ ）8番 岩 下 斌 彦 同

（ ）9番 後 藤 哲 朗 同

（ ）10番 右 松 隆 央 同

（ ）11番 二 見 康 之 同

（ ）12番 清 山 知 憲 同

（ ）13番 福 田 作 弥 同

（ ）14番 前屋敷 恵 美 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）15番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）16番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）17番 田 口 雄 二 同

（ ）18番 髙 橋 透 同

（ ）19番 星 原 透 自由民主党

（ ）20番 原 正 三 同

（ ）21番 井 本 英 雄 同

（ ）22番 丸 山 裕次郎 同

（ ）23番 中 野 一 則 同

（ ）24番 中 野 明 同

（ ）25番 宮 原 義 久 同

（ ）26番 山 下 博 三 同

（ ）27番 徳 重 忠 夫 無 所 属 ク ラ ブ

（ ）28番 新 見 昌 安 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 太 田 清 海 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 井 上 紀代子 同

（ ）31番 鳥 飼 謙 二 同

（ ）32番 緒 嶋 雅 晃 自由民主党

（ ）33番 黒 木 正 一 同

（ ）34番 横 田 照 夫 同
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◎ 一般質問

○福田作弥議長 ただいまの出席議員38名であ

ります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、髙

橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。赤いネクタイは井本議員のシンボル

ですが、私もきょうは赤であります。ブーゲン

ビリアの赤、情熱の赤であります。早いもので

３月３日、桃の節句でございます。３月末を

もって県のそれぞれの職場を退職される方々

へ、長年の御労苦、御尽力に感謝を申し上げま

す。また、次なるステージへ進まれる議員、そ

して、余力を残し惜しまれて勇退される３名の

議員各位、県民福祉の向上と県勢発展のため、

長年にわたり御尽力いただいたことに対し、残

る34名の議員を代表して、心からなる敬意と感

謝を申し上げます。この３月、４月に新たな旅

立ちをされる方々へ、生産量日本一、日南のス

イートピーの花束を贈ってください。よろしく

お願いします。

また、きょうは耳の日でございます。しっか

り私の質問を聞いていただいて、明快なる答弁

をお願いするものでございます。

まず、観光振興対策について質問いたしま

す。

県の長期ビジョンの「観光再生おもてなし戦

略」において、現在1,518万人の観光入り込み客

数を、2030年に1,680万人に、うち外国人観光客

数19万人を80万人に、観光消費額1,545億円

を1,800億円にする高い目標を設定されていま

す。その達成に向けた知事の思いを伺います。

後は質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

若者が将来への夢や希望を持ち、豊かさを実

感できる宮崎を実現するためには、地域経済の

活性化、そして、雇用の機会の拡大を図ること

が重要であります。御指摘のありました観光

は、本格化する人口減少社会の中にあって、交

流人口の拡大により経済の好循環をもたらす重

要な成長分野であると考えております。今回改

定します長期ビジョンの長期戦略の一つに「観

光再生おもてなし戦略」を掲げ、観光入り込み

客数を現況の1,518万人から160万人以上ふやす

という、意欲的な数値目標を設定したところで

あります。訪日外国人の大きな伸びがある一方

で、我が国は人口減少がある状況であります。

この目標数値もかなり高い目標ではあります

が、地方創生が求められる中、本県観光の再興

に向けて、私が先頭に立って、官民一体となっ

てこの目標の達成に努めてまいりたい、そのよ

うに考えております。以上であります。〔降

壇〕

○髙橋 透議員 まず、通告しておりました福

祉医療対策は、重なりましたので取り下げをい

たします。

答弁ありがとうございます。長期ビジョンの

数値目標、人口減少が想定される中で大変高い

ハードルであると思いますけれども、官民一体

となって、ともに頑張っていきたいと思いま

す。

過去最大となる13万トン級のクルーズ船が、

７月７日、油津港に寄港するということで発表

がありましたが、台湾発着の乗客約3,000人で

平成27年3月3日(火)
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す。通訳ボランティアの確保、あるいは一度

に100人以上受け入れる食事会場の確保を初め、

これまで以上に観光地間の連携が必要になって

きます。そこで、大型クルーズ船受け入れに伴

う環境整備について、何点か伺っていきたいと

思います。

まず、先月22日に、クルーズ船の外国人観光

客に対し、一体的なおもてなしをするなどを目

的に、10市町と国、県で構成する県南部広域観

光協議会設立準備会が開催されました。設立総

会は、今月22日、日南市で開催予定とお聞きし

ております。協議会の概要及び県の立ち位置や

役割についてお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 13万トン

級の大型クルーズ船の受け入れは、今回が初め

てであり、約3,000人のお客様を一度に受け入れ

ることになりますことから、これまで以上に、

受け入れ体制の強化や観光ツアー全体の魅力向

上、地域が一体となったおもてなしの充実など

が重要であります。

このため、日南市を中心に、国や関係する自

治体などで宮崎県南部広域観光協議会を設立

し、地域が一体となって、世界に通用する魅力

ある観光地づくりや、広域での受け入れ体制の

構築に取り組むことにしております。また、こ

の協議会には県も参加しまして、クルーズ船会

社や旅行会社との調整を初め、貸し切りバスや

昼食会場の確保、新たな広域観光ルートの設定

などについても積極的に関与し、円滑な受け入

れに向け、万全を期してまいりたいと考えてお

ります。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。県が

しっかりコーディネートすることでこの協議会

の機能が高まると思いますので、よろしくお願

いいたします。

それと、昼食会場の件でありますけれども、

県南エリアは席数に限界があります。例えば駐

車場と調理場が備えてあれば、特設会場も視野

に入れていただいて、その対応も可能ではない

かと思います。そういった工夫も考え合わせて

いただくと受け入れが広がりますので、よろし

くお願いしたいと思います。

次に、観光地では、外国人観光客受け入れに

伴って、多言語対応に苦慮されている実態があ

ります。そこで、今議会の補正予算案に、新規

事業の「外国人観光客受入観光整備事業」が盛

り込まれています。情報発信環境の整備や移動

しやすい環境の整備を予定されていますが、そ

の事業内容と効果について伺います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 訪日外国

人観光客は、昨年、過去最高の1,341万人を記録

しまして、今後とも増加することが期待されて

おります。観光庁が実施しました訪日外国人へ

の調査によりますと、滞在中にあると便利な情

報として上位に来るのが、無料Ｗｉ－Ｆｉと交

通手段に関するものでありまして、外国人観光

客誘客のためにも、これらの環境整備が急務に

なっております。そのため、県といたしまして

は、主要な観光地や交通拠点等に設置している

観光案内板等に付加するＷｉ－Ｆｉ機能を活用

しまして、県の観光サイトである「旬ナビ」に

接続できるようにするとともに、「旬ナビ」の

外国語ページの充実を図ることとしておりま

す。また、バス停等の多言語化、公共交通機関

を活用した外国人個人旅行者向けの周遊ルート

の開発や、スマートフォンを生かした移動しや

すい環境整備に取り組むこととしております。

このような取り組みにより、外国人の受け入れ

環境が充実し、外国人観光客の県内周遊と誘客

促進につながるものと考えております。

平成27年3月3日(火)
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○髙橋 透議員 せんだっての春節で訪れた中

国人の買い物観光が話題になったところであり

ますが、昨年10月から、全ての品目が消費税免

税の対象になりました。このことも消費意欲を

後押ししていると思います。補正予算案の新規

事業に、「インバウンド需要を取り込め！免税

販売促進事業」があります。免税手続の円滑等

の期待がありますが、小さな個人店舗も免税店

として恩恵を受けることが可能な環境整備も求

められていると思います。外国人観光客の消費

を取り込むため、県内における買い物環境を整

えるべきと思うが、今後どのような取り組みを

行っていくのか伺います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 国内需要

が縮小する中で、外国人旅行者、特に「爆買

い」と言われます消費行動をとる中国人旅行者

等の需要を取り込むことは、地域経済にとって

も重要と考えております。このため、今回の追

加補正予算で、外国人旅行者が買い物しやすい

環境を整備するための事業をお願いしていると

ころであります。具体的には、免税店をふやす

ために、許可申請に関する説明会を開催するほ

か、来年度から創設予定の、複数店舗が委託に

よって一カ所で免税手続を行える制度に取り組

む商店街等を支援いたします。また、免税手続

を簡単にできる機器等の導入を支援しまして、

サービス改善を図りますとともに、本県の観光

情報サイトに免税店情報を多言語で掲載するこ

となどにより、本県を訪れる外国人旅行者の需

要をしっかりと取り込んでまいりたいと考えて

おります。

○髙橋 透議員 県内の消費は大変落ち込んで

いまして、外国人観光客に期待するところは大

変大きいと思うんです。ぜひ環境整備を急いで

いただいて、受け入れをよろしくお願いしたい

と思います。

日南海岸が国定公園に指定されて、ことし

で60周年を迎えます。60周年を記念して式典な

どが開催されるとは思いますが、県や関係自治

体ではどのような取り組みを予定されているの

か、お伺いいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 本年６月

１日に、日南海岸国定公園が指定60周年を迎え

ますことから、宮崎市、日南市、串間市で構成

する日南海岸活性化推進会議が中心となって、

さまざまな記念事業の検討を行っております。

主な計画としましては、鵜戸神宮での記念式典

の開催を初め、合同事業として、今の日南海岸

の風景を後世に残すための航空写真の撮影や、

景観を妨げているダンチクという植物の除去な

どを実施しますほか、日南市ではジャカランダ

まつり、串間市では都井岬火まつりなど、既存

イベントを記念事業として拡充することで地域

を盛り上げるなど、年間を通した事業が検討さ

れております。県といたしましては、この会議

にオブザーバーとして参加をしまして検討に加

わるとともに、記念事業の情報発信を含め、で

きるだけの支援を行ってまいりたいと考えてお

ります。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。宮崎

空港は、昨年、開港60周年を迎えたわけです

が、「宮崎ブーゲンビリア空港」と愛称がつき

ました。昨年12月の「広報みやざき」に、「こ

んにちは河野です」という欄があるんですが、

その選定のいきさつを詳しく知事が紹介されて

います。ブーゲンビリアは、岩切章太郎氏が宮

崎の景観づくりの一環として普及に努められた

もので、知事も、今回の空港愛称決定を契機

に、今後、県内の観光地や沿道、街角、宿泊施

設等でブーゲンビリアの植栽をふやしていきた
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いと、「広報みやざき」にも書かれていまし

た。国定公園指定60周年を迎えた日南海岸の観

光振興について、ブーゲンビリアの植栽など、

知事はどのような思いを描かれているのか、お

伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今、岩切章太郎さんの

話がございました。宮崎観光の父と呼ばれた岩

切章太郎さんが、日本で初めてとなるロードパ

ーク構想を展開して、日南海岸は昭和30年に国

定公園に指定をされたと伺っておるところでご

ざいます。おとといも高等水産研修所の終業式

で日南に参りまして、行き帰りの220号、本当に

この海岸沿い、すばらしい景観だなと。私も、

いつも公用車の中からスマホで何枚もついつい

写真を撮ってしまうんですが、本県をあらわす

代名詞の一つ、本当にすばらしい観光地の要素

であろうと考えております。これからも関係自

治体、関係機関と連携をしながら、景観の保全

はもとより、観光スポットにブーゲンビリアな

どの花の植栽を推進する。そして、全体として

大事なことは、岩切章太郎さんの情熱や思いと

いうものを次世代に継承していく。そして、お

もてなしや観光の宮崎を築いていくことではな

いかと考えておりますので、この日南海岸とい

うことも、美しい宮崎づくりの一つの重要なポ

イントとして取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○髙橋 透議員 ブーゲンビリアの花言葉は、

「情熱」と「あなたしか見えない」ということ

らしいですけれども、宮崎の観光しか目に入ら

ないおもてなしで、日南海岸国定公園の再生を

図っていただきたいと思います。

東京の池袋に、家族５人で経営を始められた

「ファミリーイン西向」、西向と書いて「サイ

コウ」と読むんですけれども、この旅館は、実

は東京23区の中で第３位に人気がある、そうい

う位置づけにあるそうですが、とりたてて和の

趣とか落ちついた風情があるわけでなく、温泉

もないわけです。ただ、外国人観光客から言わ

せると、「清潔で美しい」「温かく親切」「自

分の家みたい」ということで、また戻ってきた

いという印象を物すごく与えてくれる旅館らし

いです。当たり前のことだと思うんですけれど

も、観光地にリピーターを呼び込むキーワード

は、「清潔感」だと思うんです。清潔で美しさ

を醸し出すすべは、工夫次第ではお金をかけず

にできますので、清潔さ日本一の宮崎観光をつ

くっていただくことをお願いしたいと思いま

す。

次に、大河ドラマ及び朝の連続ドラマ誘致戦

略について、お伺いをしていきます。

横田議員が代表質問で、大河ドラマの誘致を

質問されました。ＮＨＫの大河ドラマや朝ドラ

の誘致には今後もしっかり取り組んでいただき

たいと思いますが、行政単体による要望活動だ

けでは厳しい誘致合戦には勝てないと思いま

す。県民を巻き込んだ官民挙げての盛り上が

り、機運を高めることが重要であると考えま

す。県民運動の展開に当たっては、県民がもっ

と郷土の偉人の功績について学び、顕彰してい

くことが大切だと思います。

そこで、宮崎の偉人を考えたとき、やはり小

村寿太郎候の名前が真っ先に挙がります。以前

も指摘をしましたが、県としての小村寿太郎候

への顕彰が不十分だと思います。県の考えを伺

います。

○知事（河野俊嗣君） 小村寿太郎候でありま

すが、近代日本の歴史の転換期に、外務大臣と

して我が国の外交を担い、ポーツマス講和条約

の締結や不平等条約の改正による関税自主権の
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回復など、数々のすばらしい功績を残されてい

るところでありまして、本県のみならず、我が

国にとって偉大な人物であろうと考えておりま

す。

現在、本県は、人づくりが最も重要というこ

とで、人財づくりにさまざまな形で取り組んで

おるわけでありますが、本県の心豊かでたくま

しい人財を育てていく上でも、お話のありまし

た小村寿太郎候、また、昨日も議論のあった伊

東マンショ、石井十次などの偉人につきまし

て、県民、特に青少年が学ぶ機会を今後とも積

極的に設けてまいりたいと考えておるところで

ございます。基本的には、それぞれの偉人を顕

彰する顕彰会が民間ベースでできて、それを市

町村と一緒になって取り組み、県としてもサポ

ートするということで今、進んでおるわけでご

ざいますが、今後ともそういう連携体制のもと

に、県としてもできる限りのことをしてまいり

たいと考えております。

○髙橋 透議員 横田議員は、島津義弘公を大

河ドラマにと質問されましたが、飫肥藩出身の

私としては、伊東家の歴史秘話をお願いするも

のであります。天下分け目の木崎原の合戦、あ

る書き物には、伊東軍3,000に対し、島津軍300

だったらしい。その300に負けた。伊東軍は、勝

利を確信して、よろいを脱いで近くの河原で水

浴びをした。そのすきに島津軍が攻撃をして敗

北したということを聞きます。「勝ってかぶと

の緒を締めよ」というのは、この戦のときにで

きた言葉ではないでしょうが、まさに油断その

ものであったというわけであります。

先日、「伊東マンショを語る会」主催で、鹿

児島県立図書館長の原口泉さんの講演を聞く機

会がありました。この方は、ＮＨＫ大河ドラマ

「篤姫」などの時代考証もされる方でございま

す。伊東氏は、関ヶ原の戦いの後に飫肥城を与

えられるわけですが、キリシタンであったこと

を必死に隠さざるを得なかった秘話もあるとの

ことでした。伊東マンショを絡めての大河ドラ

マもおもしろいと思います。

話題は横道にそれますけれども、知事もおっ

しゃいました、伊東マンショの肖像画がイタリ

アで発見されたことが、昨日、井上議員からも

ありました。ことし、世界万国博覧会で知事は

イタリアに行かれます。ぜひ、そのときにマン

ショの肖像画も見てきていただきたいと思うん

です。そして、その後に里帰り展示もできると

大変ありがたいなと思うことを申し上げておき

ます。

話題を小村寿太郎侯に戻したいと思います。

小村寿太郎候を顕彰する事業として、高校生を

対象にした弁論大会があります。生誕地の飫肥

・小村記念館で開催されていますが、いま一つ

盛り上がりに欠ける感があることは、これまで

も申し上げてきたところであります。生誕地で

は別な取り組みを実施する前提で申し上げてお

きますが、弁論大会を県都宮崎市で開催するの

も、顕彰を盛り上げる一つの方法ではないかと

思います。教育長の考えを伺います。

○教育長（飛田 洋君） 小村寿太郎候は、宮

崎の誇る、日本が誇る偉人であり、先賢とし

て、県を挙げて顕彰されるべきと考えておりま

す。その意味においては、顕彰の弁論大会も、

より多くの県民の皆さんに御参加いただけるよ

う、宮崎市で開催することも意義があると思い

ますが、一方で、日南市が小村候生誕の地であ

るからこそ、日南市での大会開催も大きな意味

があると考えております。私は、この大会の主

催者、県奨学会の理事の一人でもありますの

で、理事会でこのことを話題にしてみたいと考
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えております。

しかし、いずれにしましても、小村候の偉業

を、子供たちを初め県民の皆さんへ、しっかり

伝えることこそ大切であり、宮崎県がつくって

います社会科の副読本、それから県教育委員会

のホームページのほか、実は、本県の高校入試

の問題にもたびたび小村候を取り上げておりま

して、さまざまな場面で紹介に努めているとこ

ろでございます。

○髙橋 透議員 私は、子供たちもそうなんで

すけど、より県民の方々に、いかにこの小村寿

太郎侯を伝えるかだと思っているんです。その

ことにちょっと弱さを感じるものですから、申

し上げた次第であります。いろいろ検討をして

いただきたいと思います。

小村寿太郎候を題材にしたＮＨＫ大河ドラ

マ、ぜひ誘致していただきたいと思うんです

が、改めて知事に決意を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 本県を舞台にした大河

ドラマの制作の要望につきましては、これまで

ＮＨＫに対して、私もでありますし、担当部局

も、機会を捉えて取り組んできたところであり

ます。以前も答弁をしましたように、ＮＨＫが

どのような素材を選ばれるかというのは、その

時々の時代の要請もあるのかなとも感じたとこ

ろであります。私としては、小村寿太郎候を初

め郷土の先覚者等を題材とした大河ドラマ等の

誘致につきまして、今後とも粘り強く要望し続

けるという思いで―現在の大河ドラマ「花燃

ゆ」のプロデューサーは、本県出身者というふ

うに伺っておるところでございますが、いろん

なルートもあろうかと思います―働きかけ、

アピールというものを積極的に行ってまいりた

いと考えております。

○髙橋 透議員 よろしくお願いいたします。

突然ですけれども、稲用副知事に、次のこと

に共通することは何か、お答えをいただきま

す。「マッサン」「花子とアン」「ごちそうさ

ん」「あまちゃん」、ずっとさかのぼって、

「雲のじゅうたん」「おはなはん」。さて、共

通するものについてお答えをいただきたいと思

います。

○副知事（稲用博美君） 最後のほうでわくわ

くするような懐かしい名前も出てきまして、い

ずれも大変評判になったＮＨＫの朝ドラだと思

います。ヒロインがその当時とてもかわいく、

そして、台本というか、内容もとてもすばらし

かったと思っております。そして何よりも、全

てのドラマに共通して言えますのは、最後には

「ん」がついていたということだと思いますの

で、宮崎でも「ん（ウン・運）」をつかめたら

と思います。

○髙橋 透議員 前置きが長かったようです

が、大正解です。最後が「ん」で終わっている

タイトルなんですね。これはＮＨＫ朝ドラのジ

ンクスがあって、「ん」がつくことで高視聴率

が出るということ。あくまでもこれはジンクス

ですから。高視聴率ベスト３を調べましたら、

１位が「おしん」です。次が「繭子ひとり」

「藍より青く」、これは古いですね。「ん」が

ついていません。ワースト３は、「ウェルか

め」「つばさ」「瞳」だそうです。飫肥が舞台

になった「わかば」がございましたが、「わか

ば」です、「わかばん」じゃありません。余り

視聴率は高くなかったと思いますが。朝ドラは

６カ月という長いスパンですから、視聴率が上

がって話題になると、観光ＰＲ、大変効果も大

きいんです。

そこで、宮崎フィルム・コミッションがござ

いますが、ここの活動について、これまでの実
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績と今後の力の入れようについてお尋ねいたし

ます。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 県内で映

画等のロケが行われますと、関係者の宿泊など

直接的な経済効果とともに、本県の豊かな自然

景観や「食」等が、映像作品を通じて県外に紹

介されますことから、本県の魅力を全国にアピ

ールする手段として、非常に有効であると考え

ております。このため、宮崎フィルム・コミッ

ションでは、昨年度全国で公開されました映画

「あさ・ひる・ばん」に続きまして、今年度

も、映画２作品、２時間ドラマ１作品を初め、

本県のＰＲに資する映像作品に対して、ロケ地

の紹介や関係機関との調整などの制作支援を

行っているところであります。今後とも、県内

各市町村や民間団体等とも連携を図りながら、

引き続きロケへの支援を行いますとともに、積

極的に制作者へロケ地情報の提供を行うなど、

誘致活動に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○高橋 透議員 よろしくお願いいたします。

次に、県民の足を守る取り組みについてお尋

ねをしてまいります。

まずは、ＪＲ九州株式会社上場に伴うローカ

ル線の問題であります。宮原議員からも質問が

ありましたが、ＪＲ九州が、2016年度末に株式

上場を目指すと発表されました。青柳俊彦社長

は、次のように言われています。「株式上場、

つまりＪＲ九州を完全な民間会社にすることで

す。国土交通省や国会の審査に耐え、投資家に

株を買ってもらえる会社にする。そのために、

何をおいても鉄道事業の収支改善が急務です」

と語られました。その後、２月19日付の西日本

新聞に、「ＪＲ九州19路線赤字、黒字１路線」

の見出しが出ました。年間約156億円の赤字だそ

うです。日豊本線も赤字。問題は、ローカル線

の存続であります。株式上場発表後に、指宿枕

崎線も検討対象になることが明らかにされた記

事を見ました。区間によっては、運転手１人で

乗客１人というところもあるらしいです。そこ

で、日南線と吉都線の現状と存続に向けた対策

について、総合政策部長にお尋ねします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 日南線、吉

都線は、通学・通院など地域住民の移動手段と

して、また観光等地域活性化の観点からも、重

要な役割を果たしているところでございます。

しかしながら、利用者が、昭和62年度のＪＲ九

州発足時に比べ半数程度となるなど、厳しい状

況にございまして、路線維持を図る上で、利用

促進が大きな課題であると認識しております。

このため、県におきましては、沿線自治体で

組織するＪＲ日南線、吉都線の利用促進団体が

行う取り組みや、観光列車「海幸山幸」の平日

臨時運行に対する「宮崎県鉄道整備促進期成同

盟会」の運行補助等の支援のほか、鉄道の利便

性・快適性の向上などにつきましても、機会あ

るごとにＪＲ九州に対して要望してきていると

ころでございます。

県といたしましては、完全民営化後も路線の

維持・充実が図られるよう、今後とも、沿線自

治体と一緒に知恵を絞りながら、利用促進に取

り組みますとともに、利用しやすいダイヤの設

定や増便など、利便性・快適性の向上などにつ

きましても、引き続きＪＲ九州に対して粘り強

く要望してまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 答弁はよくわかりましたが、

実態は、地元は残念ながらさめているんです。

だから、私は危機感を喚起していただきたい。

私たちも含めてそれは一緒になってやらない

と、とんでもない事態にならないか。日南線に
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限って申し上げますと、南郷駅以南、かなり激

減しているはずです。農林高校がなくなりまし

た。そしてまた、農林高校と振徳商業と工業高

校、３校統廃合したと同時に、実はスクールバ

スになったんですね、串間から。結果的に実現

はしませんでしたが、実は日南高校もスクール

バスを検討したんです。結果的に希望者が少な

くて、それはなかったことになりましたけれど

も。鉄道の強みというのは、時間が正確だとい

うことです。それと、料金が安いということな

んです。そういう意味では、ぜひ鉄道はないと

困る。いろいろ努力はされていますが、例え

ば、通学者の多い飫肥と南郷間はもっと本数を

ふやせないか。そのことによって、振徳高校の

スクールバスは鉄道にまた帰ってくるかもしれ

ないんです。そういった工夫もしていただきな

がら、ＪＲ九州にさらなる要望活動を強めてい

ただきたいと思います。

次に、路線バスの関係で申し上げます。小豆

島、ここに路線バスは当然あるわけですが、小

豆島バスが国と県の補助金約4,000万円を不正受

給したという事件がありました。補助金の交付

要件、１路線当たり１日５人以上の乗降客がい

ることになっています。５人を下回ると、国・

県の補助金が減額されていくことになっていま

す。わかりやすく言いますと、その人数を水増

しして補助金を受けていたということで事件と

なったということですが、ただ、住民の足を守

るために不正を行ったんじゃないかという捉え

方もできるわけで、非常にこれは深刻な問題で

あります。ここまで地方の路線バスは追い込ま

れているという実態があるということですが、

この現状をどう思われるのか、知事に所見を伺

います。

○知事（河野俊嗣君） 県内の路線バスにつき

ましては、通学・通院など地域住民の移動手段

として、非常に重要な役割を果たしているわけ

でありますが、少子化などの影響により、利用

者が、最盛期が昭和44年度ということでありま

すが、そのときと比べて約８分の１程度となる

など、大変厳しい状況にあるわけであります。

路線の維持が重要な課題であると認識をしてお

ります。

このため県では、広域行政の立場から、複数

の市町村間をまたぐ広域的なバス路線の維持を

図っており、一方、市町村では、コミュニティ

バスや乗り合いタクシーを運行するなど、地域

住民の日常の移動手段を守る取り組みを行って

いるところであります。先ほど鉄道網の御指摘

の中で、危機感をということもありましたけれ

ども、バスについても同様であろうかと思って

おります。公共交通網の維持・充実は、地方創

生の大きな柱でもあろうかと考えておりますの

で、県としては、今後とも、市町村や交通事業

者等、関係者とも十分連携をし、持続可能な地

域公共交通ネットワークの構築に取り組んでま

いりたいと考えております。

○髙橋 透議員 補助金の仕組みは、国が減ら

すと県も減らすんですよね。だから、この補助

制度を改める。いわゆる、５人以下になって

も、全部とはいかないでしょうから、重要路線

については減らさないというような制度の改正

も求めるべきじゃないか。総合政策部長に答弁

を求めます。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 国の現行の

補助制度におきましては、乗車人員が基準を満

たさない場合は、補助金額算定の過程において

一定の割合でカットされ、その結果、バス事業

者が赤字を抱えながら、または市町村が独自に

上乗せ補助を行い、路線を維持しているという
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のが現状でございます。このことから県では、

毎年行っております「みやざきの提案・要望」

において、国に対して、地方の実情を十分に踏

まえた上で、路線バスの補助制度の充実・改善

及び財源の確保を図るよう、要望を行っている

ところでございます。路線バスは、住民の生活

を支える基礎的なインフラでありますことか

ら、県といたしましては、今後もその維持・充

実に取り組みますとともに、国に対して、制度

改正も含め、さらに積極的な働きかけを行って

まいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 ぜひ、しっかり取り組んでい

ただきたいと思います。

次に移ります。水産業の振興についてお尋ね

したいと思います。儲かる漁業の実現につきま

しては、高鮮度などの品質向上に加えて、本県

農畜産物の既存販路を活用した飲食店の開拓な

ど、魚価向上、いわゆる儲かる漁業に結びつく

取り組みが重要と考えますが、県の考え方を伺

います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 現在、県で

は、カツオ一本釣り漁業などにおいて、コスト

の削減や漁獲物の付加価値向上など、収益性の

高い漁業モデルの実証に取り組んでいるところ

であります。このような取り組みを魚価に反映

させるためには、御指摘のとおり、既存の本県

農畜産物の販路を活用し、有利な販売先を開拓

する取り組みも重要であると考えております。

このような視点を踏まえ、県としましては、現

在、漁連が漁協と連携しながら進めている販売

体制の構築への支援を通じ、多様な販路開拓の

取り組みを強化してまいりたいと考えておりま

す。

○髙橋 透議員 魚料理単品ではどうしても消

費に限界があると思うんです。今、東京などで

需要が高まっておりますみやざき地頭鶏とコラ

ボした食事の提供など飲食店の開拓、こういっ

たところができると大変おもしろいので、ぜひ

力を入れていただきたいと思います。

次に、花卉振興についてお尋ねしていきま

す。花卉振興に関する法律が制定をされたわけ

ですが、今後、県は花卉振興条例を制定し、花

卉振興に関する施策を総合的・計画的に推進し

ていく考えはないか、お尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） 花卉は、本県農業の基

幹作物の一つでありまして、その振興を図るこ

とは大変重要であると考えております。本県が

誇るスイートピーやラナンキュラスなどのオリ

ジナル品種の開発や、種苗供給体制の整備によ

る産地育成などに取り組んでいるところであり

ます。スイートピーやラナンキュラス、非常に

多種多様なものがある。先日、本県でイベント

をされたベルギーのフラワーアーティスト、ダ

ニエル・オストさんも絶賛されておったところ

でありますが、そういう技術開発、そして、恵

まれた温暖な気候を生かした花卉生産は、本県

の強みであろうかと考えております。

県としましては、「花きの振興に関する法

律」に基づき、まずは花卉振興計画を策定し、

安定的な生産と供給ができる、競争力の高い産

地づくりに取り組んでまいりたいと考えており

ます。御提案をいただいた条例につきまして

は、今後、研究を進めてまいりたいと考えてお

ります。

○髙橋 透議員 花卉振興条例は、岐阜県がい

ち早く、議員発議ではありましたけれども、策

定をされました。本県は、まず、花卉振興計画

を策定していくということですが、県の責務と

か県民の役割を明確にして、さまざまな事業に

取り組むことが大事かなと思っています。フラ
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ワーショーというのは、先駆けての先見性のあ

る取り組みだったなと私は思っております。観

光客を初めとする来県者をお花でおもてなしす

ることが当たり前になる機運、こういったこと

をつくることが大事だと思っています。

あと、オリンピックに向けての戦略はどう

なっているのかお尋ねをしますが、メダリスト

に贈られる勝利の花束、いわゆるビクトリーブ

ーケを宮崎県産花卉で取り組めないものか。そ

の可能性について、専門的な見地から農政水産

部長に答弁を求めます。

○農政水産部長（緒方文彦君） オリンピック

・パラリンピック東京大会で使用されますビク

トリーブーケや会場の装飾用に県産花卉が採用

されることは、本県花卉のＰＲを図る上で大変

有意義で効果的であると考えております。この

ような中、国においても、平成27年度からビク

トリーブーケに使用する花卉の選定を始めると

聞いております。本大会は７月から９月の暑い

時期での開催となっていることから、本県で

は、スイートピーなど主力となる花卉の出荷時

期ではありませんが、中山間地域を中心に生産

されているトルコギキョウや、キイチゴなど新

たな品目の産地育成も図りながら、県産花卉が

選定されるよう、生産者、関係団体と一体と

なって取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○髙橋 透議員 ロンドンオリンピックで

は4,500～4,600本使用されたと聞きますし、パ

ラリンピックもあるわけですから、相当な数に

なります。東京オリンピックで本県産の花卉が

採用になりましたら、物すごい話題となるわけ

です。はかり知れない宣伝効果も期待をされま

す。今考えるだけでわくわくします。ただ、ご

ざいましたように、猛暑の中のオリンピックで

すから、暑さに耐えられる花であること、それ

と、花の物語性も大事だとお聞きをします。ハ

ードルは高いかもしれませんが、本県産の花卉

が採用されるよう、積極的に働きかけていただ

きたいということを要望するわけですが、担当

課へしっかり指示を出されるよう、知事の意気

込みを伺います。

○知事（河野俊嗣君） 2020年オリンピック・

パラリンピック東京大会は、日本国内のみなら

ず、世界が注目する一大スポーツイベントなわ

けであります。このイベントに際して、宮崎な

らではの貢献ができないか。そして、それをす

ることにより、本県の活性化にも結びつけてま

いりたいということで、おもてなしプロジェク

トに取り組んでおるところであります。例え

ば、本県の木材や木材利用技術を選手村等で活

用できないかという提案をさせていただいてお

りますが、今、議員に御指摘いただいた県産花

卉が使われるということ、これも大変意義深

く、また絶好のアピールの機会になるのではな

いかと思っております。ビクトリーブーケです

とか会場装飾だとか、いろんな機会はあろうと

思いますが、そういう中で、本県産の花卉がど

のような貢献ができるのか、今後、さまざまな

情報収集もしながら、生産者、関係団体と連携

して、しっかり対応してまいりたいと考えてお

ります。

○髙橋 透議員 私は、複数の県でビクトリー

ブーケをつくってもいいのかなと思っているん

です。どうしても夏の花は北のほうに分がある

のかなと思います。そうであれば、カスミソウ

という花がありますが、センターにある花を盛

り立てる脇役の花と言うかもしれませんけれど

も、宮崎には、先ほどありましたキイチゴ、ベ

ビーハンズと言うらしいですけど、葉物です
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が、こんなことの取り組みも、いろんなアイデ

アを出して、ぜひ、ビクトリーブーケを本県産

花卉で贈呈できるように取り組んでいただきた

いと思います。

次に、土木行政について伺います。

重要港湾であります油津港は、県内で唯一、

耐震岸壁への整備がなされていませんでした

が、港湾計画が見直されることになり、その整

備が期待されるようです。港湾計画の変更内容

について伺います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 油津港の港

湾計画につきましては、平成19年に改定を行い

まして、新規に整備する11号岸壁を、緊急物資

輸送のための耐震強化岸壁に位置づけていたと

ころです。しかしながら、その整備には多くの

費用や長い時間を要するため、南海トラフ巨大

地震の備えとしまして早期整備を図る観点か

ら、大型チップ船が利用している既存の10号岸

壁を耐震強化・改良する計画に変更することと

したものであります。今回の計画変更につきま

しては、現在、宮崎県港湾審議会から、適当で

あるとの答申をいただいておりまして、今月、

国において開催されます交通政策審議会港湾分

科会で審議されることとなっております。

○髙橋 透議員 今後の事業予算の確保、進捗

を期待するものであります。よろしくお願いし

ます。

次に移ります。不動産会社から依頼を受けた

日南の畳業者が、県営住宅入居前の畳をチェッ

クに行ったところ、納入業者が熊本の業者だっ

たため、かなり憤慨されて私に話をされまし

た。これまで市町村を飛び越えての発注はあっ

たようですが、県外業者が入ってきたのは初め

てだそうです。そこで、元請業者から下請業者

への県内発注率とその対策についてお尋ねしま

す。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県では、県

工事の受注者に対しまして、工事請負契約約款

等により、下請負人を県内業者から選定するよ

う努めることを規定しますとともに、工事発注

の都度、直接文書で手渡して要請しており、あ

わせて、県外業者から選定した場合には、報告

を義務づけているところであります。また、契

約額1,000万円以上の工事につきましては、受注

者に、下請業者名や下請代金の支払い状況等に

ついての報告を求めており、平成25年度の県内

下請業者への発注率は、件数ベースで85.5％と

なっております。下請工事におきまして、県内

建設業者の受注機会の確保を図ることは、県内

の建設業者を育成する観点から大変重要であり

ますので、県工事の下請負人につきましては、

引き続き、県内建設業者が受注できますよう取

り組んでいきたいと考えております。

○髙橋 透議員 件数ベースで85.5％、額面で

はもうちょっと低かったと思いますが、80

ちょっとだったと思います。里山資本主義、域

内でお金を回す。いわゆる地域経済循環システ

ムを推進するというのが、河野知事の政治姿勢

の一つだったと認識をしております。地域経済

循環システム、しっかり取り組んでいただきた

いと思っています。

次に、一時の公共事業の減少から事業量が増

加してきた一方で、建設労働者の人材確保に苦

慮されている現状がございます。特に専門工事

下請業者については、賃金の低さや高齢化で人

材育成も困難になってきている現状がありま

す。大工技能士に至っては、建築業務が付随し

ているときに元請業者が雇用するのが常態化し

ているため、その不安定な職を敬遠する傾向が

あります。このままでは、大工技能士がやがて
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いなくなることも、そう遠くない将来に現実と

なります。建築大工技能士の常時雇用を入札要

件として義務化できないのか、県土整備部長に

お尋ねします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県発注の建

築工事におきましては、品質を確保することが

大変重要でありますことから、建築大工を初め

とする技能士による施工を工事特記仕様書によ

り義務づけているところです。建築工事は、公

共工事に限らず、全般的に専門化、分業化が進

んでおりまして、例えば大工、左官、塗装など

の専門工事につきましては、元請業者が指導・

監督しながら工事を完成させるという形態が通

常であります。こうしたことから、入札参加資

格に建築大工技能士の常時雇用を付加すること

につきましては、現時点では、常時雇用の技能

士が少なく、応札しようとする企業が限られる

など、解決すべき課題もございますので、今

後、関係団体と意見交換を行いながら、建築工

事における技能士の育成や活用に努めてまいり

たいと考えております。

○髙橋 透議員 ぜひよろしくお願いしたいと

思います。

次に、年初めだったんですが、日南のある市

議の方から電話が私にありまして、県病院の清

掃業務の方々の賃金、労働条件を知っているの

かとお尋ねです。低賃金で一生懸命働いている

よということでありました。私は、それは指定

管理者で選定された業者が入っていて、恐らく

最低賃金に近い給与で働かされていると思いま

すよと。だから、私たちは以前から、公契約条

例を導入することを議会でもお願いしていまし

たが、まだ実現していないんですよということ

を言いまして、ぜひ世論を喚起してくださいと

申し上げたところであります。

そこで、知事に伺います。県発注工事におけ

る適正な下請契約や技術者の確保・育成はもち

ろんのこと、地域活性化に資する賃金・労働条

件を盛り込んだ公契約条例の制定について、早

急に制定すべきと考えますが、答弁を求めま

す。

○知事（河野俊嗣君） 県発注工事における適

正な下請契約や技術者の確保・育成等につきま

しては、県内建設産業の健全な発展はもとよ

り、地域経済の活性化に資することから、賃金

等労働条件に関する法令遵守はもちろんのこ

と、入札・契約におけるその取り扱いについ

て、実効性のある取り組みに努めていく必要が

あると考えております。公契約条例の制定に関

しましては、国際労働機関の条約批准や公契約

法の制定に関する国の動向を注視しているとこ

ろでありますが、今後とも、関係団体を初めと

するさまざまな御意見を伺いながら、他県の条

例制定状況等につきましても把握に努めてまい

りたいと考えております。

○髙橋 透議員 これまでは国の動向というこ

とでありましたが、そこから一歩出ていただい

たようであります。関係団体からの意見聴取あ

るいは他県の条例の状況、今後ともいろいろと

検討をぜひ進めていただきたいと思います。

最後になりますが、教育問題についてお尋ね

をしてまいります。

日南くろしお支援学校にスクールバスで通学

している串間市の子供、約90分要しておりま

す。障がいのある子供たちが長時間通学してい

る実態をどう考えていらっしゃるのか、何か工

夫できないのか、教育長にお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 日南くろしお支援学

校には、串間市からスクールバスで通学する児

童生徒が16名おりますが、乗りおりに時間がか
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かりますことや、地理的な条件もありまして、

長時間の通学となっており、子供たちに負担を

かけていると感じているところであります。障

がいのある児童生徒が、より専門性の高い教育

を受けるために、日南にある日南くろしお支援

学校に通学していただいているところでありま

す。通学に要する時間は長時間ではあります

が、安全・安心であること、それから、できる

だけ負担の少ない通学をさせたいと考えており

まして、トイレの利用ができる場所を停留所と

して３カ所設けるとともに、スクールバスには

専任の介助員を添乗させ、乗車中や乗りおりの

際の安全確保に努めているところであります。

○髙橋 透議員 スクールバスをもう一本ふや

す方法もあると思うんです。ただ、残念ながら

それでも60分はかかるらしいです。串間からの

通学者、今、16名とおっしゃいましたが、それ

であれば、子供たちの負担を軽減するために

も、福島高校に分校設置はできないのか、教育

長のお考えをお聞きします。

○教育長（飛田 洋君） 本県の特別支援学校

におきましては、近年の少子化の中ではありま

すが、在籍数がここ10年で300人程度増加してい

るということ、そのためには、教育環境の整

備、例えば教室不足をどう解消するかというこ

となどが喫緊の課題となっております。また、

子供たちの障がいの状況が重度化・重複化して

いることに対応するため、教職員の専門性をさ

らに向上させることや、子供たちが将来、社会

的・職業的に自立した生活を送ることができる

ようにするため、職業教育を充実させることな

ど、障がいのある子供たちのさまざまなニーズ

への対応が求められるなど、今取り組むべき課

題がたくさんございます。御指摘の分校設置も

含め、そのようなさまざまな課題に的確に対応

するため、県全体の特別支援学校の整備充実の

あり方について検討していく必要があると感じ

ております。

○髙橋 透議員 小林とか高千穂は分教室に

なっているわけですが、学校行事を合同で実施

したりとか、あるいは休み時間とか放課後に、

障がいのある・ない子供たちが一緒に遊ぶわけ

です。日常的な交流ができるわけですから、教

育的効果は大きいと思うんです。教育長、今、

検討する必要があるという答弁をいただきまし

た。本当にありがとうございます。仮に福島高

校への分校設置ということになれば、福島高校

は間違いなく残ると思うんです。岩下議員も喜

んでいただけると思います。いろんな方法があ

ると思うんです。思い切って小中高一貫、こう

いった形もあるんじゃないかと思うんですが、

小中高一貫のインクルーシブ教育がもし実現で

きれば、全国から視察が殺到しますよ。経済効

果も出て、串間市の人口減少に歯どめがかかる

かもしれません。いろんなことが出てきますか

ら、好循環になるようにいろいろ申し上げまし

たけれども、要は、障がいのある・ないにかか

わらず、子供たちの視点に立った学校づくりが

大事であります。インクルーシブ（包括的）教

育の実現に向けて、今後、丁寧な議論と検討を

よろしくお願いします。

最後になります。方言を学び生かす教育につ

いてお尋ねをしてまいります。対人関係づくり

が苦手な子供がふえていると聞きますが、その

背景に、地域の文化として当たり前だった方言

が使われなくなった、衰退してきたことも関係

していると分析をされる教育者もいらっしゃい

ます。方言のいいところは、かしこまらずに気

軽に話せるところにあります。方言がいつの間

にか使われなくなり、存在すら知らない世代が
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ふえています。学校や地域において方言を学び

生かす取り組みをどのようにされているのか、

教育長に伺います。

○教育長（飛田 洋君） 「あちい、あちい日

じゃった。川では魚（いお）釣りが盛んで、め

えにちんごと、あい（アユ）をかける人がおっ

たげな」、こう、私の目の前で、西米良の村所

小学校の子供たちが米良言葉で語ってくれまし

た。語り継がれた民話を披露してくれました。

このように方言は、風土や地域に根づいている

文化のすばらしさを伝えるものであり、宮崎人

の宝であり、魂とも言えるものだと考えており

ます。

県教育委員会では、方言を学び生かすため

に、宮崎弁の民話を、文字だけではなく、その

語りの音声をＣＤにおさめた「宮崎の言の葉」

と題する教材や、方言を教材として活用できる

ホームページを作成し、学校で指導に使ってい

ただいております。学校では、国語の授業で方

言について学習することに加え、総合的な学習

の時間等で、地域の人との交流を通し、実際の

方言に触れる機会もあります。また、複数の地

域では、方言かるた遊びや方言ラジオ体操な

ど、方言を生かす取り組みが行われているとこ

ろであります。

○髙橋 透議員 今、教育長からありました方

言かるた遊び、日南にも方言を守り残す活動を

地道にされている方がいらっしゃいまして、方

言かるたを作成して、市内の小学校に配付をし

て活用された経緯があります。南郷町のハート

フルセンターは、ことしで開館20周年です。そ

の記念行事の一環で、方言かるた大会も企画さ

れているようですから、時間がありましたら、

出席いただくとありがたいなと思っています。

いろいろと今、陰湿ないじめとか虐待とかあ

ります。方言の復活で、こういった陰湿ないじ

めとか虐待も少なくなるかもしれないと私は思

います。また、決して強要はいたしませんが、

気軽に方言で会話ができるような町、村になれ

ば、なお一層その村の一体感が生まれて、暮ら

しやすい地域になると思います。やむを得ず大

都会に出ていく子供たちが、宮崎県人として誇

りを持って、東京のど真ん中で堂々と方言を話

すことを期待するものであります。

そろそろ１時間目の授業も終わりに近づきま

した。ここで、最後に方言の勉強をして終わり

にしますが、お江戸からお越しの内田副知事に

聞きます。わからないときはわからないでいい

んですが、「けしんめ」はわかりますか。「服

をけしんめに着ちょるが」。裏返しなんです

よ。「おなきん」、「腹ばいんせんじ、おなき

んにせんか」。うつ伏せではなく、仰向け（お

なきん）にせんか、なんです。同じく、東京か

ら警察本部長、お見えですが、犯人を追いかけ

ると言いますね。追いかけるは「うっしらか

す」なんですよ。だから昔は、宮崎の警察の方

は「はよ、うっしらかさんか」と言われたんで

すね。「もっとうっしらかせ」は、「さでうっ

しからせ」と言うんです。そういう方言がなか

なかわからなくなった宮崎県であると思います

が、方言で議場が和やかになったようでありま

す。これで河野県政もあんべらしゅう(うまく)

いくと思います。

以上で、私の今期最後の一般質問を終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

○福田作弥議長 次は、徳重忠夫議員。

○徳重忠夫議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。質問をさせていただきたいと思いま

す。ただいま髙橋議員が方言で楽しく締めく

くっていただきました。実は、都城でも方言に
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よってラジオ体操第一をやっております。全公

民館に配付をしておりまして、楽しく今、ラジ

オ体操第一が都城方言で行われているというこ

とを御報告申し上げておきたいと思います。

それでは、通告に従いまして順次質問をして

まいります。

知事は、昨年末の選挙において、約34万票と

いう多くの票を獲得されまして、見事に再選を

果たされました。まことにおめでとうございま

す。知事の１期交代が続いてきた本県にとりま

して、県政の安定という意味でも非常に喜ばし

いことだと思っております。これだけ多くの県

民の負託を受けた２期目に当たっては、これま

で以上に明快な政策目標を打ち出して、任期中

にこれだけは必ず達成するという強いリーダー

シップを持って県政を推進していただきたい、

このような私の思いから、まずは、知事の政治

姿勢についてお伺いをしてまいります。

１月末に、平成24年度県民経済計算の推計結

果が発表されました。これによると、本県の１

人当たりの県民所得は228万1,000円であり、前

年度と比較すると1.1％増加し、４年連続の増加

となりました。このことは大変喜ばしいことだ

と思っております。しかし、全国順位では、こ

こ数年、45位から46位といった低迷状態が続い

ておりまして、今後、下位グループから脱出で

きるかどうかは不透明な状況だと思っておりま

す。また、賃金構造基本統計調査については、

昨年９月の定例議会においても私は質問をいた

したところでありますが、先月、厚生労働省か

ら平成26年の結果が公表され、本県の賃金は毎

月23万8,000円で、前回の調査から１万円程度増

加したものの、全国順位は44位でありました。

前回は全国最下位という状況でしたので、改善

が見られたことは大変うれしく思うところであ

りますが、まだ下位グループであり、県民生活

のレベルでは、なかなか賃金向上や景気回復の

実感が感じられないというところが問題だと

思っております。

本県の県民所得や賃金を上げていくためにど

うしたらよいかということですが、私は、何よ

りも産業の振興が必要と考えております。そこ

で、知事は、県民の絶大なる信頼を受け、２期

目の県政を担うわけでありますが、低迷を続け

る県民所得の向上を目指し、どのように本県の

産業振興を図ろうと考えておられるのか、お伺

いをいたします。

以上を壇上での質問とし、後の質問は質問者

席からいたしてまいります。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

１人当たりの県民所得は、地域経済の状況を

示す重要な指標であると認識しておりまして、

この向上のためには、本県の産業の振興を通じ

て、地域経済・雇用の底上げを図ることが大変

重要であると考えております。このため、今回

の県総合計画の改定に当たり、長期ビジョンの

戦略を見直し、新たに、「産業成長戦略」「地

域経済循環戦略」「観光再生おもてなし戦略」

を掲げたところであります。具体的には、本県

の特性を生かしたフードビジネスを初めとする

成長産業の育成加速化や、競争力の高い中核的

企業の育成、観光振興などにより国内外から外

貨を呼び込むとともに、中核的企業と県内中小

企業等との取引拡大を推進し、地域でお金を循

環させ、地域経済の活性化と雇用拡大を目指す

こととしております。さらには、新たな商工業

分野の産業振興に係るビジョンや戦略の策定、

産学金官の連携の強化など、戦略的に産業の活

性化を図り、県民所得の向上と安定した県民生
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活の実現につなげてまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○徳重忠夫議員 ただいま知事から答弁をいた

だいたところでございまして、本県の特性を生

かした産業の成長加速化や、本県経済を牽引す

る中核的企業の育成などは、いずれも重要な視

点でありまして、本県の産業振興を図る上で不

可欠な政策であると思います。しかし、県民の

皆さんにこの知事の政策を理解してもらうため

には、具体的な取り組みの例によって、よりわ

かりやすく説明する必要があると、このように

思います。そこで、産業振興についてどのよう

なことを考えていらっしゃるのか、もう少し具

体的に説明をお願いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） まずは、フードビジネ

スを初めとした本県経済を牽引する成長産業の

育成を図りたいと考えております。このため、

食品開発の中核施設として整備しましたフード

・オープンラボを最大限活用しますとともに、

ことし９月のミラノ国際博覧会の出展を契機に

農林水産物の輸出拡大を図るなど、生産から販

路開拓、人材育成まで、総合的に県内企業を支

援してまいるところであります。さらに、県内

経済が自立的に循環していく仕組みを構築する

ために、域内取引の活発化、本県の豊富な森林

資源を活用した木質バイオマス暖房機の導入支

援、焼酎原料となる加工米の域内生産拡大など

に取り組んでまいります。

また、昨年は、宮崎―大分の高速道路を割引

料金で利用できる「大分・宮崎ドライブパス」

キャンペーンを実施したところでありますが、

東九州自動車道の伸展を見据えた誘客にさらに

力を入れますとともに、都城志布志道路の整備

を進めて誘客にも結びつけていくところであ

り、外国語看板の設置など、一層の外国人観光

客対策に取り組むなど、観光の再生にも取り組

んでまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。答弁

をいただいたところでございますが、県民の皆

さんが生活が豊かになったと感じることができ

るには、目に見える成果というものが必要だと

考えます。県民所得や賃金の向上は、目に見え

る成果としては非常にわかりやすいものだと

思っておりますので、これまでの低迷状態から

脱出するため、さらなる産業振興への努力をお

願い申し上げたいと思います。

次に、産業振興を図る上で大きな課題となっ

ている産業人材の育成について、お尋ねをして

まいります。

国勢調査などを見ますと、建設業の就業者数

は減少傾向にあるだけでなく、特に若い労働者

が大幅に減っており、高齢化が急速に進行して

いることがあらわれていると感じております。

このまま人手不足で若者が建設業に入職しない

状況が続きますと、全体の就業者が減少するだ

けでなく、一層高齢化が進んで、企業の中で技

能の継承も十分にできない状況が危惧されると

ころであります。実際、私の地元の都城市内の

事業所を訪問しますと、人手不足で困っている

との話をよく耳にいたします。特に、若い職人

がいない、建設技能労働者の方が足りないとの

声を聞くわけであります。他の業種にも求人難

に直面しているものがあると思いますが、特

に、インフラ整備はもちろん、災害復旧等の安

全・安心の担い手であります建設技能労働者の

確保・育成は、重要な課題ではないかと考えて

おるところであります。また、中小企業の多い

建設業の事業者がこれらの人材を養成するの

は、時間・費用面で大きな負担となると考えま

すので、行政で人材の育成に対する何らかの支
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援が必要だと私は考えておるところでありま

す。

そこで、２点ほど商工観光労働部長にお尋ね

をいたしますが、まずは、建設技能労働者の育

成や確保に関して、県はどのような取り組みを

行っているのか、お伺いをいたしたいと存じま

す。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 建設技能

労働者の育成や確保は極めて重要であると認識

しております。このため県では、西都市の県立

産業技術専門校において、高等学校卒業者等を

対象に、木造建築科、建築設備科等の４つの学

科で、２カ年間の実践的な職業訓練を実施する

とともに、高鍋校で中学卒業者等を対象に、建

築科などで１年間の訓練を実施しております。

また、民間事業主等がその従業員に対して職業

訓練を行う認定職業訓練校のうち、８校で建設

分野の訓練科を開設しており、この訓練経費に

助成を行っております。さらに平成26年度は、

建設技能労働者の不足の深刻化に対応し、新た

に建設技能労働者確保事業を県建築業協会に委

託しまして、高等学校の訪問、就職説明会の開

催などに取り組みました結果、50名を超える採

用者・内定者の確保につながるなど、一定の成

果が得られたところであり、平成27年度も支援

を継続してまいりたいと存じます。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。建設

技能労働者を確保していくためには、将来の産

業動向、人材の需給状況等を踏まえて、県全体

で今後の人材育成をどうするかを考えて取り組

むべきではないかと考えますが、見解をお伺い

しておきたいと思います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 県では、

現在、平成23年度から５カ年間の第９次宮崎県

職業能力開発計画に基づき、各種産業の人材育

成に関する施策を展開しているところでありま

す。この計画では、成長産業分野やものづくり

分野における人材育成を初め、非正規労働者や

学卒未就職者に対する能力開発、技能の振興な

どの職業能力開発の基本的施策を定めておりま

す。来年度には本計画の最終年度を迎えますこ

とから、新たな５カ年計画の策定に着手するこ

ととしております。この計画の策定に当たりま

しては、産業動向、雇用情勢等を十分に分析し

た上で、深刻化している建設技能労働者を初め

とする人手不足分野の人材確保施策につきまし

ても検討してまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 部長の答弁で、県が技能労働

者の人材育成に取り組んでいることは十分わ

かったわけでありますが、現実として、建設業

の現場では担い手不足が生じていることは事実

でございます。若者にとって、給与や福利厚生

等の面で十分魅力がないという状況では、途中

で離職したり、また、他の産業や都会に流出し

てしまうことも多いのではないかと思っており

ます。処遇面での改善を図っていく必要がある

と、私は感じているところでございます。そこ

で、県では、建設業界の労働者の処遇改善につ

いてどのような取り組みを行っておられるの

か、県土整備部長にお尋ねをしておきたいと思

います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 建設業の担

い手の育成・確保を図るためには、よりよい雇

用環境を整備することが大変重要であります。

このため県では、国に準じまして、例年４月に

行っている県工事の設計労務単価の改定を、平

成26年と27年は２月に前倒しして行いまして、

平成25年から３年連続で大幅な単価引き上げを

行ったところです。また、社会保険や雇用保険

の加入を促進するため、建設業許可申請や経営
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事項審査におきまして、未加入業者への個別指

導を行うほか、県工事の入札参加資格におきま

しても、平成26年度分から社会保険の加入を義

務づけるとともに、さらに、平成28年度分から

は雇用保険の加入まで要件化するなど、取り組

みを強化しているところであります。今後とも

引き続き、建設業が魅力ある職場となりますよ

う、関係機関等とも連携を図りながら、建設労

働者の処遇改善に向けた取り組みを進めてまい

りたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ぜひ、前向きに御努力をいた

だくようお願いしておきたいと思います。

土木工事の建設技術者の育成を図る上で、本

県には、産業開発青年隊という重要な養成機関

がございます。10年ほど前までは、施工管理課

程あるいは専攻課程を合わせると100名を超える

隊員がいたように記憶しておるところでありま

す。先日も青年隊の修了式がテレビのニュース

で流れておりましたが、現在、両課程合わせ

て60名の定員となっておるようであります。一

時期は10数名となったこともあったようでござ

いまして、指定管理者制度を導入し、最近の隊

員数は30名前後で推移しており、来年度はこれ

を大幅に超える見込みであると伺っておりま

す。全国で20余りの県にあった青年隊も、現在

は宮崎と沖縄だけとなっておるようでありま

す。しかも、県により設置されているものは本

県だけとなっております。建設技術者の人材不

足の中、隊員数が回復傾向にあることは、指定

管理者制度を導入し、青年隊を存続したことの

成果であると、私は考えておるところでありま

す。そこで、県土整備部長にお伺いをいたしま

す。昨今、将来の建設技術者の育成・確保が求

められている中、産業開発青年隊についての現

状認識と今後の県の取り組みについて、見解を

伺っておきたいと思います。

○県土整備部長（大田原宣治君） 将来を担う

建設技術者の育成・確保を図るため、産業開発

青年隊の役割はますます重要になっておりまし

て、入隊者の確保に取り組んでいく必要があり

ます。そのため、青年隊員の募集につきまして

は、指定管理者と連携しながら、学校訪問やオ

ープンキャンパスの開催、県政テレビ番組での

紹介など、取り組みの強化を進めているところ

であります。その結果、来年度の入隊者につき

ましては、現時点で40名を超える応募があり、

一定の効果が出てきているものと考えておりま

す。今後とも引き続き、関係団体等とも連携を

図りながら、教育カリキュラムの充実など、さ

らに魅力ある産業開発青年隊に向けて取り組ん

でまいります。

○徳重忠夫議員 ぜひ、開発隊をさらにさらに

充実していただきたい、このように思っており

ます。

それでは続いて、農業政策についてお尋ねを

してまいります。

先日、ある農家の友人と話をする機会があり

ました。その友人が言っておりました。平成27

年から、国の経営所得安定対策の中の畑作物の

直接支払交付金と、米・畑作物の収入減少影響

緩和対策の対象となる農業者の要件が変わり、

私は交付金がもらえなくなる。交付金なしでは

大豆をつくってももうからない。高齢である

が、機械をそろえているし、自分の体が動く限

り、自分の農地は自分で守ろうと、つくろうと

思っていたのに、どうしたらいいだろうかと大

変悩んでおりました。諸外国との生産条件の格

差是正を行う「ゲタ対策」と言われる畑作物の

直接支払交付金と、価格低下による経営の影響

緩和のための米・畑作の収入減少影響緩和対
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策、いわゆる「ナラシ対策」の交付金対象者が

変わることについて、私も知ってはおりました

が、改めて、現場で多くの農業者が同じ悩みを

抱えているのではないかと危惧しているところ

であります。

平成25年にこの経営安定対策の見直しを国が

示した当時は、マスコミも大々的に報道するな

ど、連日話題に上がっておりましたが、最近は

余りニュースになっていないと感じておりま

す。農家の皆さんも一度は耳にしていたかと思

いますが、日ごろの農作業に追われて、忘れて

いる方も多いのではないかと思います。経営所

得安定対策は国の施策でありますことから、主

体的には国において関係者へ周知を行うべきで

あると考えておりますが、情報提供と内容の理

解が十分でなかったために、県内の農家が不利

益を受けることがあってはならないと考えてお

ります。県においても、国と十分連携しなが

ら、農家への周知に向けた対策をとっていただ

きたいと考えておるところであります。そこ

で、経営所得安定対策の周知活動にどのように

取り組んでいるのか、農政水産部長にお伺いを

しておきたいと思います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 経営所得安定

対策につきましては、平成27年産から、対象が

認定農業者、集落営農組織などとなることか

ら、事業を所管する農林水産省において啓発資

料を作成し、農業者への配付を行うなど、制度

啓発や周知を図っております。また、県や市町

村、ＪＡなどの関係機関・団体で構成いたしま

す農業再生協議会においても、会議や研修会等

を活用して資料の配付や説明を行うなど、周知

に努めているところであります。

○徳重忠夫議員 ぜひひとつ、農家に徹底して

周知できるようにお願いをしておきたいと思い

ます。

次に、常日ごろから私は、地域農業が将来に

わたって維持・発展していくためには、農地の

集積や法人化などの支援を、担い手や集落営農

などのいわゆる担い手に集中していくべきだと

考えておりまして、今回の対象農家要件の見直

しは、その流れに沿うものであろうと思いま

す。しかしながら、これまでと同じように取り

組んでいる農家にとって、国のほうから一方的

に来年からは対象外だと言われ、所得が減るこ

とは納得できないのではないかとも考えるとこ

ろであります。そこで、農業所得の確保という

視点も踏まえながら、今後、経営所得安定対策

をどのように活用していくのか、農政水産部長

に伺っておきたいと思います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 経営所得安定

対策は、米や大豆など主要な農産物の担い手の

経営安定を図るという観点から、大変重要な制

度であると認識しております。このため県で

は、関係機関・団体と緊密に連携しながら、本

制度の対象となる認定農業者や集落営農組織な

どの加入を促進してまいりたいと考えておりま

す。

○徳重忠夫議員 次にお尋ねをしてみたいと思

います。経営所得安定対策の活用につきまして

は、認定農業者の育成・確保にも取り組んでい

くとの答弁があったところでございます。この

認定農業者についてですが、本県の方針では、

年間所得目標として１経営体当たり630万円とさ

れており、まさにサラリーマン並みの所得を目

標としております。方針に示されている主な経

営内容を見ますと、普通期水稲５ヘクタールと

肉用繁殖牛50頭の経営、促成キュウリ40アール

の経営、肉用繁殖牛70頭の経営、ブロイラー６

万羽の経営など、23の経営類型が提示されてお
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ります。本県の特性を踏まえた経営の指標が示

されているわけですが、これらの経営目標を達

成するためには、現在、農家が置かれている経

営環境を見ると、例えば、家畜飼料やハウス暖

房用重油、さらに、生産資材価格の高騰などの

影響によりまして、目標である所得を上げるに

は、並大抵の努力では困難な状況にあると思い

ます。

また、本年は、５年ごとに実施される農林業

センサスの年に当たりまして、２月１日現在の

状況が現在調査されているようですが、前回の

平成22年のセンサスでは、販売農家戸数は３

万958戸であります。前々回に比べて12％、

約4,000戸減少しており、恐らく今回の調査結果

でも、相当数の農家が減少しているのではない

かと思います。さらに、このまま減少が続け

ば、本県の農業は立ち行かなくなるのではない

かと、大変危惧いたしているところでありま

す。そこで、認定農業者の現状と今後の担い手

の育成・確保に向けた考え方について、農政水

産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県における

認定農業者数は、昨年度末で8,409経営体と、高

齢化などにより年々減少傾向にあります。県と

いたしましては、このような状況を踏まえ、人

・農地プランの話し合いにより、認定農業者を

初めとする地域の核となる担い手を明確にした

上で、各種施策を集中的・重点的に実施するこ

ととしております。

具体的には、農地や生産施設の担い手への集

積・集約の加速化や、効率的・安定的な農業経

営者育成のための研修の充実、さらには、６次

産業化による経営の多角化等を積極的に推進し

てまいります。また、意欲ある農業者を認定農

業者へ誘導するとともに、集落営農や農作業受

託の組織育成によりまして、高齢農業者等への

営農補完や分業化等の体制強化を図るなど、関

係機関・団体との連携のもと、多様な担い手育

成に努めてまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 認定農業者を維持していくこ

とは、非常に大変なことだと思っています。年

間所得630万円以上の所得を上げる農家を育てる

ということは、本当に大変なことだと思ってい

ます。本腰を入れて育成のために努力をいただ

きたいということを、強くお願いしておきたい

と思います。

次に、もう一つ、私が危惧している農業の現

状に、主食用米の価格低迷があります。稲作農

家は、主食用米にかわる新たな作物を模索して

おり、県においても、需要に応じた多様な米づ

くりの推進や、地域の特性を生かした作物の生

産振興に取り組むなど、生産性の高い水田農業

経営の確立に向け、市町村やＪＡ等、関係団体

と一体となって取り組んでいると聞いておりま

す。また一方、畜産農家においても、配合飼料

の高どまりの中で、頭羽数の維持拡大のために

は、飼料生産の分業化と低コストの飼料の確保

が重要となっていると思っております。

このようなことから、私は、飼料用米が非常

に有効な品目の一つではないかと考えており、

輸入飼料に頼っている濃厚飼料の一部でも自給

できる可能性を秘めた品目ではないかと考えて

おります。しかしながら、稲作農家にとって

は、どの程度つくればよいのか、つくっても畜

産農家が買ってくれるのかといった、いわゆる

需給のバランスに不安を持っているのではない

かと考えておるところであります。そこで、県

内の畜産農家はどの程度飼料用米を必要として

いるのか、また、県としてその生産拡大にどの

ように取り組もうとしているのか、農政水産部
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長にお尋ねをいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 飼料用米につ

きましては、昨年度、県内で800トン程度が生産

されておりますが、昨年10月に県が実施した需

要量調査によりますと、約２万トンの利用希望

が上がってきたところであり、県内で確実な需

要が見込まれると考えております。また、飼料

用米は、主食用米の栽培体系や機械・施設が活

用できるなど、水田をフルに活用する観点から

重要な品目であると認識しております。このた

め、県といたしましては、飼料用米を活用して

安定的な農業経営を展開できるよう、作付の団

地化を目指しながら、多収性品種の安定生産技

術や効率的な生産体制を構築し、飼料用米の確

実な生産拡大に努めてまいりたいと考えており

ます。

○徳重忠夫議員 ただいま部長から、飼料用米

に対する畜産農家の利用希望というのが２万ト

ンにも達するという答弁をいただきました。２

万トンといえば、単収大体500キログラムでござ

いますので、4,000ヘクタールに相当する量にな

ります。都城・北諸全域の水稲の作付が3,500ヘ

クタールしかございません。それを超える面積

を飼料用米にかえても、まだ不足するような大

変な状況であると。これだけの規模を生産する

となれば、並大抵の努力では実現できないと、

このように思うわけでありまして、飼料用米を

生産すればもうかるということでなければ、最

低でも主食用米生産と同等の所得が確保できる

という見込みが立たなければ、産地化はできな

い、そして飼料用米の増産ができないと、この

ように考えるわけであります。県におかれまし

ても、今必要だということであるならば、この

ことを念頭に、積極的な生産振興と利用拡大に

取り組んでいただくよう、強く要望を申し上げ

ておきたいと思います。

次に、木材価格の上昇に伴う畜産農家へのお

が粉の供給についてでありますが、この件につ

きましては、昨日、星原議員の一般質問で取り

上げられました。私のほうからは要望のみとさ

せていただきたいと思います。私は、木材が高

い価格で取引され、林業関係者の収入がふえる

ことについて、大変喜ばしいことだと思ってお

りますが、一方で、おが粉の供給量が不足する

ような状況は避けなければならないとも考えて

おります。やはり、畜産業と林業の両方がとも

に伸びていかなければ、都城地域、ひいては宮

崎県の発展につながっていかないと、私は思っ

ております。私の住む都城では、畜産農家数も

県内一ですが、製材所の数も県内一でありま

す。まさに一心同体で地域産業として発展して

きたところであります。ぜひ今後とも、農政水

産部と環境森林部が十分に連携をとっていただ

いて、お互いの産業の発展に尽くしていただく

ように、お願いを申し上げておきたいと思いま

す。

続いて、福祉政策についてお尋ねをしてまい

ります。

保育所のことについてお尋ねをするわけでご

ざいます。子ども・子育て支援新制度が施行さ

れます。新制度においても、幼児期の学校教育

や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向

上を進めることとしております。具体的には、

教育・保育を一体的に行う施設として、認定こ

ども園の普及促進を図るとともに、待機児童の

解消に向けた保育の量の確保、地域の子育てを

支援する仕組みの創設、放課後児童クラブ等の

地域子ども・子育て支援事業の充実などを図る

ものであります。

このような中、新制度において、施設に対す



- 273 -

平成27年3月3日(火)

る運営費の公的補助単価、いわゆる公定価格の

仮単価が、保育所と認定こども園では異なると

聞いております。そこで、なぜ、保育所と認定

こども園において公定価格の仮単価が異なるの

か、福祉保健部長にお伺いをしておきます。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 保育所と認定

こども園における公定価格の仮単価についてで

ありますが、認定こども園の仮単価には、一

部、保育所にはない職員の人件費が算入されて

おります。この理由でありますが、認定こども

園は保育料の徴収を直接行うため、それに要す

る費用を算入したものであり、一方、保育所に

ついては、保育料の徴収を市町村が行うことか

ら、保育所には加算措置されていないものでご

ざいます。したがいまして、保育所と認定こど

も園における公定価格の仮単価につきまして

は、実質的な相違はないものと考えておりま

す。

○徳重忠夫議員 いろいろまだあるようでござ

いますので、後ほどまた質問をさせていたただ

きます。

次の質問ですが、新制度の施行に当たりまし

て、本県においても、保育所や幼稚園から認定

こども園へ移行する施設もあると伺っておりま

す。しかしながら、施設によっては、新制度の

趣旨の一つであります認定こども園の普及促進

という観点のみを捉えて、制度への理解が十分

でないまま移行を判断されるところがあるので

はないかと考えております。また、新制度は、

認定こども園の普及促進を目的として掲げてい

るため、移行後に、もとの施設類型である保育

所や幼稚園に戻ることはできないのではないか

という声も聞くところであります。そこで、例

えば、保育所から認定こども園へ移行する場合

の方法と、移行した後、再度保育所に戻ること

の可否について、福祉保健部長に伺っておきた

いと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） まず、保育所

から認定こども園へ移行する方法といたしまし

ては、２通りの方法が考えられます。１つは、

保育所の認可の廃止手続をし、新たに幼保連携

型認定こども園の認可を取得する方法。もう１

つは、保育所の認可を有しながら、新たに幼稚

園機能を備えた保育所型認定こども園の認定を

取得する方法であります。また、いずれの場合

でも、再度保育所に戻ることは、制度上は可能

でございます。

○徳重忠夫議員 ところで、保育の必要性のあ

る子供たちは、保育所や認定こども園のほか、

認可外保育施設を利用している場合もたくさん

ございます。認可外保育施設には、多数の子供

を預かっている大規模な施設もあれば、数人の

子供を預かるベビーシッターのような施設ま

で、さまざまあると思いますが、いずれも子供

を預かる場として、地域における重要な受け皿

となっているところであります。そこで、県内

には認可外保育施設はどれくらいあるのか、福

祉保健部長に伺っておきたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 平成27年１月

１日現在、県内におきましては、105カ所の認可

外保育施設がございます。

○徳重忠夫議員 ただいま部長から、105カ所の

認可外保育施設があるということでございまし

た。認可保育所や幼稚園には、職員配置や面積

等について遵守すべき最低基準が定められてお

ります。その基準は、認可外保育施設にそのま

ま適用されるわけではありません。子供の安全

確保の観点から、児童福祉施設の最低基準を満

たすことが望ましいとの判断のもと、県におい

ても指導がなされているとはいえ、質の高い幼
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児教育・保育の提供を目的として掲げている新

制度にあっては、保育所や幼稚園のような認可

基準のない認可外保育施設からの安易な認定こ

ども園への移行には疑問があると思います。そ

こで、認可外保育施設から認定こども園へ移行

することについては可能なのか、福祉保健部長

にお伺いをしておきたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 認可外保育施

設から認定こども園へ移行することは、可能で

はありますが、当然のことながら一定の要件を

満たす必要がございます。具体的には、認定こ

ども園法等に定めのある設置主体や定員などの

要件のほか、県が条例で定めております、職員

の人員配置や園舎・園庭の面積などの設備及び

運営に関する基準を満たしていただく必要があ

ります。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。最後

になりますが、認定こども園には、現在、幼稚

園における教育時間である４時間程度を園で過

ごす、区分でいうところの１号認定の子供と、

保育を必要とする８時間から11時間を過ごす２

号、３号認定の子供がいるわけであります。施

設の運営からすれば、なかなか困難を伴うこと

もありますが、認定こども園という施設の性格

上、やむを得ないと考えております。しかしな

がら、例えば１号認定の子供について、認めら

れている預かりの時間が４時間としても、保護

者の急な都合で、もう少し時間を延長して預

かってほしいというような場合には、施設にお

いて臨機応変に対応する必要があると考えま

す。そこで、認定こども園を利用する子供のう

ち、１号認定の子供について、教育時間を超え

て施設を利用することは可能なのか、福祉保健

部長にお伺いをしておきたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 認定こども園

におきまして、教育を希望する１号認定、これ

は現在の幼稚園の利用形態になりますが、この

場合の子供の利用時間は４時間が基本となりま

す。こういう場合は、現在もですが、今後と

も、一時預かり事業を活用することで、時間を

延長して施設を利用することが可能となりま

す。なお、一時預かり事業には、公的な財政支

援がなされるとともに、その利用に当たりまし

ては、保護者に対し一定の負担を求めることに

なります。

○徳重忠夫議員 ありがとうございました。私

は、保育所を経営している一人として思うとこ

ろでありますが、例えば認定こども園になった

保育所で、60人の定員になったときに、１号認

定の子供が10人入ってきた、あと50人は保育所

の子供、２号、３号ということになったとき

に、果たして、今示されている公定価格で運営

ができるのか、非常に疑問を持っているところ

であります。職員の皆さんといろいろ議論をし

ましたが、明快な答えをいただいておりませ

ん。ぜひ、現場に混乱の起こらないような形で

御指導のほど、よろしくお願いをいたします。

それでは、警察行政について一つお尋ねをし

ておきたいと思います。

平成26年中の宮崎県内における特殊詐欺の被

害額は、約３億4,700万円という過去最悪の被害

額であったと報道がされております。この被害

額は年々増加傾向に歯どめがかからず、県民の

財産を守るために、官民一体となったあらゆる

被害防止策が必要と考えておるところでありま

す。こうした被害状況を受けて、県警では、今

年度1,244万円の予算を計上して、特殊詐欺被害

防止コールセンターの設立に向けて現在取り組

んでいるということですが、このコールセンタ

ー事業の目的や概要について、まず、警察本部
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長に伺っておきたいと思います。

○警察本部長（坂口拓也君） 現在、特殊詐欺

による被害が全国的に増加しており、全国警察

を挙げて犯人グループの検挙と、あらゆる被害

防止対策を推進しているところであります。本

県においても、昨年は１人で１億円を超える被

害に遭う被害者が出るなど、特殊詐欺は県民生

活の大きな脅威となっております。

コールセンター事業の目的は、被害実態に応

じた即効性の高い注意喚起を主な内容として、

特殊詐欺の具体的なだましの手口を県民に周知

し、被害の防止を図ることであります。具体的

には、民間の電話応対業務を専門とする事業者

に委託し、警察が犯行グループから押収した名

簿などをもとに、被害に遭う可能性の高い方の

自宅に電話をかけ、多発傾向にある手口はもと

より、被害防止上のポイントを含めた注意喚起

の案内を行うものであります。県民の特殊詐欺

に対する抵抗力を強化し、定着させることが、

特殊詐欺の被害の防止を図る上で重要であると

捉え、本施策に取り組んでまいります。

○徳重忠夫議員 私も、このコールセンター事

業は、警察が主体となって県民に対して直接電

話で注意喚起をするという点に大きな意義があ

ると思っておりまして、大変すばらしい発想で

あると、このように考えております。コールセ

ンター事業によって、一人でも多くの県民に対

して直接注意を喚起していただきたいと思って

おりまして、この事業により、一層の被害防止

効果が望めると、私自身も期待をいたしておる

ところであります。本事業は３カ年を予定して

いるようでありますが、私の気持ちといたしま

しては、より早い段階で宮崎県内全ての世帯に

対して注意喚起していただきたい、このように

思うところであります。

高齢者については、宮崎県では地域や隣人同

士のかかわり合いが強いので、地区の集まりな

ど、あるいはゲートボール、あるいはグラウン

ドゴルフ等々に行って、警察から電話があった

よ、注意しましょうねという声かけができるわ

けでありまして、そのことが最も効果が上がる

と。お互いに口伝えで伝えていく、これが最も

効果があると、このように私は思うところであ

ります。また、仮に電話をかけたその世帯に高

齢者がいなくても、子供たちや孫たちに電話で

注意喚起をすることによって、その子供たち

は、両親やおじいちゃん、おばあちゃんに、直

接振り込め詐欺に注意するようにちゃんとお話

をしてくれるものだと、このように思うところ

であります。そこで、早い段階で全ての世帯に

注意喚起できるよう取り組むことはできない

か、警察本部長にお尋ねをしておきたいと思い

ます。

○警察本部長（坂口拓也君） この事業は、民

間の電話対応業務専門業者に委託し、オペレー

ター３名によりまして、被害を受けるおそれの

ある高齢者等に対し、多発傾向にあるだましの

手口や被害防止上の留意事項について、緊急か

つ集中的に電話をかけ、注意喚起することを予

定しておりまして、オペレーター１人につき１

日当たりの架電数は、おおむね80件を見込んで

おります。したがいまして、なるべく早く県内

全ての世帯に注意喚起できるのが最善であるこ

とは申すまでもございませんが、限られた予算

と期限の中で、実効ある施策となるよう取り組

んでまいる所存であります。

○徳重忠夫議員 ぜひ全世帯に行き渡りますよ

うに、努力をお願い申し上げておきたいと思い

ます。

質問は以上で終わりますが、最後に、ある話
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を紹介しておきたいと思います。

私の住む都城市には、御存じのとおり、陸上

自衛隊都城駐屯地がございます。古い話です

が、昭和26年２月、終戦５年後の復興途上の

真っただ中、当時の有田秀秋都城市長は、自衛

隊の前身である警察予備隊を都城市へ誘致する

ため、東京へ出向き、警察予備隊の担当課長

だった後藤田正晴氏に直談判をしたとのことで

あります。有田市長は、「都城市民の代表とし

て来たのであり、誘致を決定してくれるまでは

地元には帰れない」と強く訴え、その結果、昭

和26年２月28日、都城市への誘致が決定したと

示されております。そして、翌３月１日には、

市議会に電話を入れ、永井議長同行のもと、久

田助役を安中忠雄宮崎県知事のところへ出向か

せて、開校３年足らずであった都島高校の移転

について陳情させたと、こう記録されておりま

す。この出来事について、後藤田氏は、「都城

には侍市長がいる」と、こう言ったそうでござ

います。首長として、必ず誘致するという強い

意志を貫き、勇気、決断、実行力を持って市政

に邁進した市長だったと思います。

質問に入る前にも申し上げましたが、知事が

２期目の県政を担うに当たって、首長として、

これだけは必ず達成するという強いリーダー

シップを持って、県政を推進していただきます

よう強く要望して、私の一般質問を終わらせて

いただきます。ありがとうございました。（拍

手）

○福田作弥議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時45分休憩

午後１時０分開議

○福田作弥議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、 原正三議員。

○ 原正三議員〔登壇〕（拍手） お疲れのこ

とと思いますので、すぐ質問に入ります。

ＪＡ改革について４点伺います。横田議員の

代表質問と重なりますが、本県の農業やＪＡ、

そして地域の今後のあり方にかかわる大事なこ

とでありますので、再度、知事の御見解を伺い

ます。

１点目であります。中央会制度を60年ぶりに

見直す政府の農協改革案が今回まとまりまし

た。ＪＡ全中の地域農協に対する監査・指導権

を廃止することなどを柱とするものであります

が、この改革案の内容について、知事の感想、

評価をお聞かせください。

後は自席で行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

国は、地域の農協が主役となり、農業の成長

産業化に全力投入できるよう、今回の農協改革

を行うこととしております。時代の変化に対応

した不断の改革というものは、大変重要なこと

であろうかと考えておりますが、改革という美

名のもとに、後に戻ることのできないような大

切なものまで壊してしまう、そのようなことが

あってはならないと考えております。現場の実

態や実情を踏まえた改革というものが求められ

ていると考えております。そして、この改革が

本県農業に及ぼす影響につきましては、しっか

りと注視していく必要があると考えておりま

す。

一方、本県農業・農村は、担い手の高齢化や

減少、ＴＰＰ協定交渉などにより、大きな変革

の時期にありますことから、県としましては、
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ＪＡグループ自身が新しい時代を切り開く自己

改革を進めていけるよう、連携を強化してまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○ 原正三議員 ２点目であります。ＪＡは小

規模な兼業農家の利益を優先してきたために、

日本農業の生産性の向上や経営規模の拡大にブ

レーキがかかったとの指摘があります。確か

に、高齢化、担い手不足、国際化の進展等、現

状を考えますと、農地の集約による大規模化で

生産コストを下げ、競争力を高めることは急務

であり、日本の農業は変わらなければならない

のもまた事実であります。しかし、国土の地形

的な制約から耕作が容易でない中山間地等で

は、大規模化やコスト削減にはおのずと限界が

あり、小規模兼業農家が残らざるを得ないのも

また現実であり、それが今日までの日本農業を

支えてもまいりました。

同時に、ＪＡは、生活関連産業など、これら

農村社会を持続的に維持するための社会インフ

ラとして存在し、それなりの役割もまた発揮し

てまいりました。今回、中央会制度の改革で一

応の決着はつきましたが、准組合員制度につい

ては、法施行後５年間、利用形態や農協改革の

実行状況を調査した上で、是非を判断すること

となっております。このことは、本県農業やＪ

Ａの存続、ひいては農村社会の維持にもかかわ

る重要な問題であります。都市近郊型農業と中

山間地を多く抱える宮崎型農業とでは、その形

態に大きな違いがあり、同列に論ずるべきでは

ないと考えます。准組合員制度について、知事

の御見解をお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 農協の准組合員制度

は、地域の住民が農業に従事していなくても農

協を利用できる制度でありますが、特に中山間

地域においては、農協の金融機関やガソリンス

タンドなどが、地域住民の生活を支える重要な

社会基盤となっており、広く活用されているわ

けであります。また、農協が行う営農指導事業

は、それ自体が直接、利益を生み出すものでは

ありませんので、准組合員の利用により、経営

的に支えられているという側面もあるわけであ

ります。もともと准組合員制度が認められた狙

いとしては、信用事業等を初め、農協基盤の経

営を強固なものにして、農業の振興に資すると

いうところがあった。そのところに思いをいた

す必要があろうかと考えております。今後、准

組合員の利用が制限されますと、農協の経営の

みならず、住民の生活に大きな影響を及ぼすの

ではないかと懸念されるところであります。

○ 原正三議員 大きな懸念を感じるのは、我

々も同じであります。

３点目、郵政民営化後、いよいよ椎葉村では

特定郵便局が廃止されました。また、不可思議

な配達の例もあります。高千穂町からお隣五ヶ

瀬町への郵便物でありますが、一旦延岡市に運

ばれた後、再度五ヶ瀬町にＵターンして配達と

なるのだそうであります。郵便局にとっては、

トータル的に合理的な作業の流れなのかもしれ

ませんが、中山間地にとっては、どう見てもサ

ービスが向上したとは思えません。地方創生と

は、すなわち人口減少対策。人が住むから国土

が保全され、文化も継承され、麗しき日本国家

が存在するのではないでしょうか。大事な社会

インフラを喪失させることは、地方創生に反す

ることになると考えます。郵政民営化と同じ轍

を踏んではなりません。地方創生という観点か

ら、ＪＡの役割について、知事の御見解をお聞

かせください。

○知事（河野俊嗣君） 地方創生、さまざまな
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側面があろうかと考えておりますが、本県が国

に提案した「真の地方創生を実現する「みやざ

きモデル」」におきましては、地方に安心して

働ける仕事をつくるため、農林水産業を核とし

たフードビジネスの推進を掲げているところで

ありまして、ＪＡグループには、その中心的な

役割を担っていただきたいと考えておるところ

であります。また、特に中山間地域におきまし

ては、農協が信用・共済・経済事業を総合的に

展開することによりまして、住民の生活や産業

を支えておりますことから、ＪＡグループに

は、地方創生を推進する上で重要な役割を担っ

ていただけるものと期待しているところであり

ます。

○ 原正三議員 ４点目であります。先ほども

述べましたが、農業は変わらなければなりませ

ん。ＪＡもまた本来の協同組合思想の原点に立

ち返り、時代を先取りした地域農業の発展に寄

与する、寄与できる組織となるよう、自己変革

が要求されます。期待されるＪＡ像について、

また、あるべき行政とのかかわりについて、知

事の御見解をお願いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県農業・農村の振興

を図る上で、ＪＡグループが、それぞれの地域

においてその役割をしっかり果たしていただく

ことは、極めて重要であると考えております。

これからのＪＡグループには、マーケットイン

による販売力の強化、担い手の確保や規模拡大

による生産力の維持、また農作物のブランド化

や産地加工による付加価値の創出などの取り組

みを通じて、地域経済の原動力として機能する

ことを期待しているところであります。

また、高齢化や人口減少が加速化する中で、

住民生活の利便性が損なわれないよう、総合的

なサービスを展開する社会基盤としての機能強

化も求められているところであります。今後、

この大きな変革の時代を乗り切るためには、県

とＪＡグループが目標を共有いたしまして、こ

れまで以上に連携を図ることで、農業・農村の

振興に取り組んでいく必要があるものと考えて

おります。

○ 原正三議員 ありがとうございました。

次に、農地転用許可権限移譲について２点伺

います。地方分権改革で政府は、４ヘクタール

を超える大規模な農地転用の許可権限を、農相

との協議を条件に、国から都道府県に移譲する

との報道があります。農地を工業用地、宅地な

ど多用途に転用するため、必要な許可権限や手

続について、国の関与を大幅に見直し、地方に

委ねるというものでありますが、「これまでの

分権改革で特筆すべき改革だ」との全国知事会

の声明もあったとも聞いております。地方再生

が叫ばれる中、人口減少に対応したまちづくり

を自治体が自主性を持って進めていくために

は、都市計画上、土地利用に関する権限の移譲

は大変有効な方策であると考えます。

以下、２点ほどお尋ねいたします。

１点目であります。全国知事会とともに、地

方６団体からの強い要望もあったと聞いており

ますが、権限移譲によるメリットがあるのか、

また、運用上の問題はないのか、農政水産部長

の御見解をお聞かせください。

○農政水産部長（緒方文彦君） 今回の権限移

譲については、本年１月30日に閣議決定がなさ

れまして、本国会に法案が提出される予定であ

ると聞いております。閣議決定の内容によりま

すと、これまで国の許可とされていた４ヘクタ

ールを超える権限は、県に移譲されることにな

りますが、当分の間は国への協議が必要とされ

ております。県に移譲された場合のメリットと
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しては、国の審査が不要になることから、事務

処理期間の短縮が考えられます。県といたしま

しては、今後とも引き続き、農地法に基づき適

正な審査に努めてまいりますので、権限移譲さ

れても大きな問題はないものと考えておりま

す。

○ 原正三議員 ２点目であります。権限移譲

について、農林水産大臣が指定する市町村には

県と同様の権限を付与するとありますが、どの

ような自治体が考えられるのか、農政水産部

長、お願いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 閣議決定によ

りますと、大臣の指定する市町村については、

農地転用許可制度などを基準に従って適正に運

用し、優良農地を確保する目標を立てるなどの

要件を満たしている自治体とされております。

○ 原正三議員 一律に農地に転用の規制をか

けることが、結果的には農地への無関心や耕作

放棄地を生むという矛盾、そういうものが存在

する中にあって、この権限移譲によって県の裁

量が何かふえるのかなと期待もいたしました

が、残念ながら、そうでもないようでありま

す。少しがっかりしましたが、「地方創生を

しっかりやるぞ」という国のメッセージである

との評価もあるようであります。しっかり運用

していただきますよう、また情報の伝達といい

ますか、そういうお知らせもしっかりまたお願

い申し上げて、次に移ります。

次に、エネルギー兼業農家についてでありま

す。農地から農作物以外のものを生産し、収益

を上げてはいけないのでしょうか。農地法で

は、生産性の低い農地や都市化が進んでいる農

地でなければ、太陽光への転用が認められませ

ん。確かに、優良農地の総量確保の観点から、

無秩序な乱開発・乱転用は決してあってはなら

ないことであります。守るべき農地はしっかり

守らなければなりません。しかし、規制ばかり

で持て余しぎみの使い勝手の悪い農地は、やが

て所有者の関心も薄れ、耕作放棄地となってい

くことは必定であります。

そこで、私は、このような農地については太

陽光を設置できないのか、再三質問してまいり

ました。それは、売電収入が、特に後継者の少

ない中山間地等においては基礎的収入源とな

り、畜産や米、ソバなどとの複合経営で安定し

た収入が得られ、若者の定着につながるからで

あります。おかたいお上の考えを変えることな

どままならず、悔し紛れに、髙橋議員ではあり

ませんが、方言で「どした、頭んかて人ばっか

いよ。こいが会社なら一気つぶるいが」―意

味はわからなかったかもしれませんが―など

と一人つぶやいたものでしたが、そうこうして

いるところにある本と出合いました。それは、

金子勝氏と武本俊彦氏共著「儲かる農業論 エ

ネルギー兼業農家のすすめ」と題した本であり

ます。エネルギー兼業農家、この言葉に私は大

変引かれました。不肖私がこれまでずっと言い

たかったことが、この一言に集約されているよ

うに感じたからであります。

以下、４点ほど質問いたします。

１点目、和むためにという髙橋議員の質問が

先ほどありましたが、本題に入ります前に、農

政水産部長にお尋ねいたします。再生可能エネ

ルギーは何次産業であるとお考えか、お考えを

お聞かせください。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農業者が、第

１次産業である農業経営の一環として、太陽光

や水力などの豊かな地域資源を活用して発電事

業を行う取り組みは、６次産業の形態の一つに

分類されるのではないかと考えられます。
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○ 原正三議員 そのとおりですね。６次産業

です。正式な統計上の分類は第３次産業のよう

でありますが、気持ちを和らげるために聞いて

みました。確かに、自然エネルギーから電気エ

ネルギーを１次生産し、直流から交流に周波数

変換、いわゆる２次加工をして、３次で販売す

るわけでありますから、６次産業がいいと思い

ます。無限の可能性があるので、横８の字次産

業でもよかったかもしれません。もしかする

と、内部でかんかんがくがく、けんけんごうご

うの議論があったのかもしれませんが、お疲れ

さまでした。次に参ります。

気持ちが和らぎましたところで、本題に入り

ます。２点目であります。地方再生とは、まず

はそれぞれの地域に人が住むこと、住んでもら

うこと、減らさないこと、ふやすこと、呼び込

むことであります。変わりたくても変わりよう

もなく、所得の上がらない中山間地等では、後

継者は減る一方であります。売電収入を基礎的

収入源とする複合経営、エネルギー兼業農家に

対する農政水産部長の御見解をお聞かせくださ

い。

○農政水産部長（緒方文彦君） 御質問の農業

者が太陽光や水力などの再生可能エネルギーを

活用して発電を行う取り組みは、集落や地域内

で働く場が限られる中で、新たな農外所得の確

保につながる面もあると考えております。

○ 原正三議員 ３点目でありますが、「農林

漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネ

ルギー電気の発電の促進に関する法律」という

のが昨年の５月、施行されました。目的は、農

林漁業の健全な発展と再生エネルギーの活用促

進とを両立させるための方策とあります。国が

基本的な方針を定め、市町村が農山漁村の活性

化に関する基本計画を定めた場合、認定を受け

るというものであります。農地法や森林法、自

然公園法等の手続をワンストップ化し、簡素化

するなど、特例措置もあると聞いております。

地域の活性化につながると期待されますが、こ

の法律に対する認識と今後の取り組みについ

て、農政水産部長の御見解をお聞かせくださ

い。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農業者による

再生可能エネルギー発電の取り組みを促進する

ことは、農家の所得向上や地域活性化にもつな

がることから、県といたしましては、市町村、

農業委員会、発電事業者などを対象にした説明

会を開催し、法律の周知を図ったところであり

ます。現在、県内に、この法律に基づく計画を

策定している市町村はございませんが、引き続

き、必要な情報の収集及び提供に努めてまいり

たいと考えております。

○ 原正三議員 このことについては最後にな

ります。さて、法律もできました。国も地方再

生を重点課題としております。中山間地等で農

業を営む若者には、ある一定面積の特例転用を

認めるとか、地方再生の切り札として、エネル

ギー兼業農家の育成を推進してはどうかと思い

ますが、農政水産部長の御見解を再度お聞かせ

ください。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県は、森林

資源等のバイオマスや水、土地などの資源が豊

富に存在し、再生可能エネルギー発電の高いポ

テンシャルを有していると認識しております。

しかしながら、発電量の変動が大きい太陽光発

電につきましては、出力制御システムの導入が

義務化され、売電ができない状況が発生するな

どの課題も有しております。このような状況に

はありますが、農業者などが再生可能エネルギ

ーによる発電を行うことは、売電収入による所
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得の向上や地域経済の循環も期待されますこと

から、適正な農地の利用が図られることを十分

留意しつつ、農山漁村再生可能エネルギー法に

基づき、適切に対応してまいりたいと考えてお

ります。

○ 原正三議員 実際は売電価格も下がりまし

たから、もうちょっと早ければいいんですが、

再生可能エネルギーに対する政策というのが、

経済産業省が担当だったのかもしれませんけれ

ども、どうもちぐはぐで、一生懸命やったら今

度は九電が受け入れられないとか、いろんな矛

盾があるようであります。いずれにしても、こ

のことについては、ややおくればせながら、そ

ういう法律もできたということでありますの

で、ひとつ前向きに取り組んでいただくと、

きっと何かが生まれるんじゃないかと思ってお

ります。ノーチャレンジ、ノーサクセスと申し

ますから、よろしくお願い申し上げたいと思い

ます。

次に、予算、その中の研究費について伺いま

す。昨年も研究費については質問いたしまし

た。社会変化のスピードが速くなって、我々は

ついつい目前の課題対策に気をとられ、研究費

など成果がすぐに見えにくいものには、投資を

おろそかにしがちであります。次の世代をより

よい社会にしていくためにも、財政厳しき折で

はありますが、やがては成長産業となるべき新

しい芽を育て上げていかなければいけないと考

えます。例えば、マンゴーやキンカン「たまた

ま」、キャビアなどは、長年の地道な研究の成

果が実を結んだ結果ではないかと思います。

以下、２点ほど伺います。

１点目は知事に伺います。研究費に対する知

事の姿勢をお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 県における研究開発、

大変重要な役割を果たしておるところでありま

して、例えば、総合農業試験場によります残留

農薬分析に関する研究が、島津製作所等との共

同によりまして、国の研究資金の獲得や「みや

ざきフードリサーチコンソーシアム」の設立に

つながったように、本県独自の技術の種を育

て、この種を呼び水として、県外から人・物・

金を獲得しながら、新技術・新製品の開発に取

り組み、県内産業への波及や新たな産業集積に

つなげることにあると考えております。

このように、本県の将来の発展を考える上

で、研究開発への投資というものは、極めて重

要であると考えておりますので、今後とも、長

期的な視点に立って、国等の研究資金の獲得も

含め、研究開発予算の確保に努めますととも

に、人材の育成確保にも努め、本県の強みであ

る農林水産業の成長産業化や中核的企業の育成

等につながる研究開発を推進してまいりたいと

考えております。

○ 原正三議員 次は、各部における試験研究

の成果と平成27年度に重点的に取り組む研究及

び予算の状況をお聞かせください。環境森林部

長、商工観光労働部長、農政水産部長にお願い

します。昨日も、わずかながら昨年アップして

いるということで、安心したところでありまし

たが、ことしはどうなのか、詳しく教えていた

だきたいと思います。

○環境森林部長（徳永三夫君） 環境森林部に

おきましては、資源循環型林業の推進や県産材

の需要拡大を図るための試験研究に取り組んで

おりまして、これまでに、Ｍスターコンテナ苗

や杉材の接合に適したねじの開発、さらには、

大型木造建築物の低コスト化などの成果を上げ

ております。平成27年度につきましては、林業

技術センターにおいて、バイオマス燃料として
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の成長の速い樹種の育成技術など、８つの研究

テーマに取り組むこととしております。また、

木材利用技術センターでは、杉材のＣＬＴを用

いた大型木造建築物の接合部の開発など、12の

研究テーマに取り組むこととしております。

なお、両センターの平成27年度の予算につき

ましては、国の経済対策による「地域の元気臨

時交付金」を活用した事業を除けば、2.1％増の

約４億2,000万円となっております。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 工業技術

センター及び食品開発センターにおきまして

は、県内企業のニーズ等を踏まえ、試験研究に

取り組んでおりまして、これまで、携帯電話な

どの高性能化に貢献し、企業立地にもつながっ

た、ＳＰＧ技術を応用した世界最小のはんだ微

粒子製造技術や、焼酎の風味や生産性を向上さ

せ、新たな銘柄の確立に貢献した平成宮崎酵母

の開発などの成果を上げております。来年度に

つきましても、廃棄量の増加が予想される太陽

光パネルのレアメタルリサイクル技術の開発

や、宮崎オリジナルの新たな乳酸菌を用いた発

酵食品の開発など、22の研究テーマに取り組む

こととしております。

なお、産学官の共同研究を含めた当部の試験

研究関係予算額は、国の経済対策による「地域

の元気臨時交付金」を活用した事業を除け

ば、2.0％増の約７億円となっております。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農業・畜産・

水産の３試験場における最近の主な研究成果と

しましては、世界一の残留農薬分析力を持つ新

分析装置の開発や、国際的なコンクールで高い

評価を受けたスイートピー「式部三姉妹」の育

成、夏場の家畜のためのヒートストレスメータ

ーの開発、品質の高いキャビア製造技術の確立

など、生産性や付加価値を向上させる革新的な

技術を開発し、普及に取り組んでおります。平

成27年度につきましては、宮崎大学等と連携し

た農作物の機能性成分の解析やお茶の無人摘採

機による24時間収穫技術、飼料用米や焼酎かす

などを活用した家畜の自給飼料給与体系の確

立、漁業者の操業効率化を図る海洋情報の高度

化などに取り組むこととしております。

なお、３試験場の平成27年度の予算につきま

しては、国の経済対策による「地域の元気臨時

交付金」を活用した事業を除けば、5.8％増の

約28億7,000万円となっております。

○ 原正三議員 ことしも３部門とも予算は伸

びているようでありまして、これが減っている

と、また知事といろいろ議論しないといけない

ところでしたが、お礼を申し上げ、頑張ってい

ただきたいと思います。一つ挙げますと、宮崎

酵母の開発と出ましたが、いろいろ聞いてみま

すと、宮崎の新酒もかなり出ましたけれども、

これに使っておられるんだそうで、宮崎の焼酎

が約1,000億円の出荷がありますけれども、鹿児

島と並んだというようなこともあって、しかも

焼酎というのは６次産業の最たるものでありま

すから、いろんなところに地道な研究の成果

が、事業化といいますか、企業化といいます

か、そういうところにも結びついているんだな

と感じているわけです。なかなか目立たないと

ころの仕事ではありますけれども、研究部門の

皆さん方にはぜひ頑張っていただいて、いい成

果をおさめていただくようにお願い申し上げ

て、また期待も申し上げたいと思います。

次に、同じ予算でありますが、企業立地につ

いてお尋ねします。報道によりますと、「上場

企業の2014年４月から12月期の経常利益は、昨

年同期に比べ７％ふえ、製造業では12％増と２

桁を維持し、全体を牽引した。合理化効果と円
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安の恩恵を受けて、自動車や電機などの好調が

目立った」とのことであります。また、積極的

な海外展開を進めてきた日本の製造業大手が、

円安の定着で国内生産回帰に動き出したとの報

道もあります。中国やベトナム、タイ、米国か

らの回帰だそうであります。東九州高速道路も

間もなく全線開通して、北九州まで４時間と

ちょっとという状態になります。本県の企業立

地環境も日増しによくなりつつあると考えま

す。

以下、６点ほど質問いたします。

まず１点目でありますが、知事就任後４年間

の企業立地の実績と評価についてお聞かせくだ

さい。知事、お願いします。

○知事（河野俊嗣君） 企業立地は、雇用の確

保と地域経済の活性化に即効性のある重要な施

策でもありますので、私もアクションプラン

に、平成23年度からの４年間で立地企業100

件、5,000人の雇用創出という目標を掲げ、市町

村等と連携しながら、積極的な立地活動を展開

してきたところであります。この結果、現時点

で、企業立地件数は130件、最終雇用予定者数

は5,435人、このうち県外から新規に立地した企

業が37件、最終雇用予定者数は2,401人となって

おりまして、企業の海外展開が進行するなど、

厳しい立地環境ではありましたが、着実な成果

を上げることができたものと考えております。

今後、地方創生の動きが本格化する中で、企

業の地方展開の動きが活発化することも期待さ

れます。また、議員から御指摘がありましたよ

うな国内回帰の動き、そして東九州道などの交

通インフラの整備という追い風も捉まえて、こ

の機を捉えて、引き続き、企業立地活動に私み

ずから先頭に立って取り組んでまいりたいと考

えております。

○ 原正三議員 ２点目でありますが、知事

は、ちゃんと100件、5,000人という公約を果た

されたんですね。またさらに頑張っていただき

たいと思います。その意味で質問するんです

が、過去４年間の企業立地について、県外事務

所ごとの実績と立地業種の傾向について、商工

観光労働部長の御見解をお願い申し上げます。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 過去４年

間に、県外事務所の対応により立地したのは36

件であります。これを管内別に見ますと、東京

が23件で約６割、大阪が６件、福岡が７件で、

それぞれ約２割となっております。また、その

業種についてでありますが、管内別に見ます

と、東京は、ＩＴ人材を地方に求める動きの活

発なインターネット関連やソフト開発等の情報

サービス関連産業が多くなっております。大阪

は、管内に自動車産業の集積する中部地方を含

みますことから、自動車関連の製造業が、福岡

は、南九州の拠点化を目指す大型物流センター

などの流通関連業が多い傾向にあります。

○ 原正三議員 次に移りますが、自動車を意

識した事業というのを昨年度から展開されてお

りまして、今年また、さらにそれを拡充してや

ろうとされているようでありますので、それぞ

れの個別の事業について聞きたいと思います。

自動車産業北部九州フロンティアオフィス運営

事業、１年になります。ここ１年間の実績と評

価をお聞かせください。商工観光労働部長、お

願いします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 北部九州

フロンティアオフィスには、現在、４社が入居

しておりまして、アドバイザーとして委嘱した

大手メーカー社員の助言・指導等を受けなが

ら、各社は積極的に活動を展開しております。

また、国や大手メーカー各社などの関係者を招
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いての開所式や大手メーカー内で展示商談会を

開催するとともに、知事や副知事、さらには、

県議会からも議長にトップセールスを行ってい

ただきました。入居企業からは、大手メーカー

から直接サポートが受けられ、効果的な営業活

動が可能となったなどの高い評価をいただき、

各社ともメーカー関連企業との間で新たな取引

が成立するなど、県としても確かな手応えを感

じており、これらの取り組みをさらに推進して

まいりたいと考えております。

○ 原正三議員 実績ができつつあるようであ

ります。期待したいと思います。

次に、自動車関連産業取引拡大・ネットワー

ク拡充支援事業の内容及び県内自動車関連企

業、どういうものがあるか、数、事業内容等の

現状をお聞かせいただきたいと思います。商工

観光労働部長、お願いいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） この事業

は、商談会の開催や県内企業36社等で構成され

る宮崎県自動車産業振興会が行うセミナーや製

造現場の視察など、企業間の交流・連携や受注

拡大に向けた活動等への支援を行うものであり

ます。

次に、県内自動車関連企業の現状であります

が、県の調べで67社・事業所が立地しておりま

して、各社はドアハンドルやスターターなどの

主要部品の製造に加え、生産設備の設計や製作

など、幅広い分野で自動車産業にかかわってお

ります。また、出荷額等につきましては、平

成24年の工業統計によりますと、自動車部品等

製造業の出荷額は451億円で、県全体の製造品出

荷額の約３％を占めており、従業者数は1,994人

となっております。

○ 原正三議員 ５点目でありますが、「企業

立地促進」フォローアップ強化事業、始まっ

て10数年になるかと思いますが、ことしは改善

事業となっております。その狙い、事業内容等

についてお聞かせください。商工観光労働部

長、お願いします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） この事業

は、立地企業を県外に出さないことに加えまし

て、県内でさらに事業を拡大していただき、工

場増設や雇用の拡大につなげていただくことを

狙いとしております。具体的には、知事や職員

等が、本県への進出企業やその本社、親会社を

訪問しまして、意見交換を行うことで、より積

極的な増設の要請を行うことや、人材確保を一

層支援するために、大学や専門学校等に進出企

業から講師を派遣し、セミナー等の開催を通じ

て、業界のＰＲや人材の掘り起こしを行うこと

としております。さらに、本庁及び県外の３つ

の事務所に、「みやざき企業立地ワンストップ

ステーション」として窓口を設置し、企業立地

に係るさまざまな相談をそれぞれ１カ所で解決

できる体制を、強くアピールしてまいりたいと

考えております。

○ 原正三議員 県外ですが、３つの事務所に

ワンストップステーションをつけたということ

が、大きな今回の改善になったのかなと思って

おります。

６点目でありますが、県外から企業立地を推

進するためには、人脈等の活用を図ることが大

事だと思いますが、どのように取り組んでおら

れるのか。また、今後、重点的に取り組む産業

分野、はやり廃りがあると思うんですが、お聞

かせください。商工観光労働部長、お願いしま

す。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 県外から

の企業立地を推進するためには、議員御指摘の

とおり、あらゆるネットワークや方法を駆使し
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ながら取り組む必要があると考えております。

このため、県といたしましては、市町村や関係

機関と連携しながら、本県出身者に関連する企

業への訪問や、各種展示会での情報収集に加

え、専門的な知識や人脈等を有する企業誘致コ

ーディネーター等の活用も図っているところで

あります。

また、今後につきましては、これまで重点的

に取り組んでまいりましたフードビジネス関連

産業や情報サービス産業、医療機器関連産業、

新エネルギー関連産業に加えまして、東九州自

動車道や港湾等のインフラ整備促進等を追い風

に、流通関連産業などについても積極的に取り

組んでまいりたいと考えております。

○ 原正三議員 人脈という観点では、いろん

なところで、いろんな人が、いろんなつき合い

があって、会社の便覧なんかを見ますと、結

構、宮崎出身の経営者の方がおられたり、役員

に名を連ねておられたり、ここにいる議員の中

でも、同級生だったり先輩だったり後輩だった

りが、企業のいいポジションにいる。そういう

こともあるようありますので、ぜひ、より多く

のネットワークを活用して、効果ある企業誘致

に取り組んでいただきたいというふうに思いま

す。

昨日、中野 明議員が一般質問の中で、本県

内の従業員数はトータル的に減っているという

お話をされたように記憶しております。これま

で関係者の皆さんの努力によって、確かに立地

企業は日々増加してきているのは間違いありま

せんが、一方では、閉鎖・廃業していく企業も

あるわけでありまして、トータル的には、企業

はどんどん立地してもらう、企業は廃業あるい

は転出しないようにしていく、この差をできる

だけ小さくして、宮崎県全体の企業をふやして

いく、そのことによって技術を向上させていく

というのが必要だと思います。どうしても廃業

していかざるを得ない企業は仕方ないにして

も、そうであればこそ、より多くの企業を呼び

込むことが必要だと思いますので、お願いし

て、次に移ります。

最後になりますが、景気対策についてであり

ます。

県民の最大の関心事は、景気と雇用だと思い

ます。今月17日、新聞各紙は、「内閣府が発表

した2014年10月から12月期の国内総生産（ＧＤ

Ｐ）速報値は、年率換算で2.2％の増と、３四半

期ぶりにプラスに転じた。だが、全体の６割を

占める個人消費の持ち直しは力強さを欠いたま

まで、民需主導の経済成長に向けた課題は山積

している」と報道しております。最近、本県の

有効求人倍率も上昇、新卒者の就職内定率も

アップし、一部の業種によっては人手が足りな

いなどの声も耳にしましたので、実態はどうな

のかと思い、みやぎん経済研究所を訪問し、長

池常務にお話を伺いました。宮日新聞にも談話

が載っておりましたが、「本県経済はまだまだ

回復していない」旨のお話であります。

さて、知事は、産業雇用づくりを重点政策の

一つに掲げられ、「外貨を獲得し、県内経済の

好循環を生み出すための取り組みを強力に進め

る」と所信表明で述べられました。その取り組

みは大いに期待し、共感するものであります。

以下、６点ほど質問いたしますが、１点

目、26年度２月補正予算及び６月の肉付け予算

も含めた27年度のトータル予算における景気対

策のための取り組みについて、知事のお考えを

お聞かせください。例えば、ずっと前になりま

すが、生活関連枠というような予算もあったよ

うに記憶しております。よろしくお願いしま
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す。

○知事（河野俊嗣君） 景気は総じて回復基調

にありますが、地方の隅々まで実感するという

状況には至っていないということでございまし

て、引き続き、県内経済の活性化に積極的に取

り組む必要があると考えております。

このため、第１弾としましては、２月追加補

正予算におきまして、いわゆる地方創生交付金

を活用しました、割引旅行券の発行など消費喚

起のための取り組みや、地域経済を牽引する中

核的な企業の育成など、地方創生に向けた先行

的な取り組みを行うこととしております。

そして、第２弾として、27年度当初予算にお

きまして、骨格予算ではありますが、県内経済

への影響も考慮しまして、年間所要見込み額

の80％程度の公共事業費や産業・雇用づくりに

資する事業も計上しているところであります。

さらに、第３弾として、具体的な検討・議論

はこれからになるわけでありますが、肉付け予

算におきましても、景気回復をさらに後押しす

るための事業を計上していく必要があると考え

ているところであります。特に補正予算につき

ましては、国からの要請もあり、本県において

も経済対策の効果が広く行き渡るように、議決

をいただきましたら、早期執行に努めていくこ

ととしております。

○ 原正三議員 今の知事の答弁で注目すべき

は、第３弾として、景気回復をさらに後押しす

るための事業を計上していく必要があると、こ

こだろうというふうに思っておりますので、大

いに期待して、また、そのためには選挙があり

ますので、選挙当選して、６月議会でしっかり

また議論したいと思います。

２点目でありますが、本県の県際収支の額と

収支の上位、いわゆる稼ぎ頭と下位５業種につ

いてお聞かせください。また、外貨の獲得に向

けて、今後どのような産業を育成していこうと

しておられるのか、総合政策部長のお考えをお

聞かせください。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 「宮崎県県

民経済計算」の推計結果によりますと、本県の

県際収支は、直近のデータであります平成24年

度では、約4,217億円の赤字でございました。ま

た、業種別の収支につきましては、この県際収

支をベースとして、「平成17年宮崎県産業連関

表」における移出入額の業種別シェアを用いて

の試算になりますが、プラスの大きいものから

順に、上位５つとなりますと、電気機械製造

業、食料品製造業、農業、水産業、運輸業で

あった一方、マイナスが大きいものは、順に、

卸売・小売業、石油・石炭製品製造業、輸送用

機械製造業、一般機械製造業、サービス業と

なっているところでございます。

こうした状況の中、県際収支の改善や県内経

済の活性化のため、本県の特性を生かしたフー

ドビジネスや医療機器関連産業、観光関連産業

などの外貨を獲得できる産業の育成を進めてい

くとともに、再生可能エネルギー関連産業など

の地域資源を活用した産業の振興を進めてまい

りたいと考えております。また、今後、詳細に

本県の産業構造を分析し、より効果的な産業政

策のあり方について検討してまいりたいと考え

ております。

○ 原正三議員 ３点目に入ります。今月22

日、東京マラソンが開催されました。２月２日

の読売新聞によれば、大会の経済効果は莫大な

もので、自治体の負担額―東京都ですね―

１億円に対し271億円とありました。ちなみに大

阪マラソンは、負担額２億円に対し139億円と

なっております。マラソン大会は、施設などの
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ハードは基本的に不要で、集客力も高いことか

ら、地域経済への波及効果も期待されるように

なり、14年は全国で72大会、ことし新たに５大

会が新設されるとのことであります。スイカ食

べ放題の「給スイカ所」とかスイーツ食べ放題

の「給スイーツ所」のあるユニークな大会もあ

るということでありました。

本県最大規模のスポーツイベントになってい

る青島太平洋マラソン大会の概要、参加者数及

び経済効果についてお聞かせください。あわせ

て、大きな経済効果が期待されるほかのスポー

ツイベントも積極的に誘致すべきと考えます

が、商工観光労働部長の御見解をお聞かせいた

だきたいと思います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） まず、青

島太平洋マラソンでありますが、沿道から多数

の声援を受けられる市街地中心部を走るコース

など、参加者から大変好評を得ておりまして、

フルマラソンの部、約9,800人、10キロの部、

約1,700人など、総勢１万2,000人を超える方が

参加され、また、経済効果は、2013年の大会時

で約５億4,000万円となっております。第１回の

大会で裏方の一人として運営に携わりました私

といたしましても、ここまで大きな大会に成長

しましたことは、感無量であり、大変うれしく

思っているところであります。

次に、スポーツイベントについてであります

が、県内各地では、綾・照葉樹林マラソン大会

やロードレースin百済の里など、大小さまざま

なマラソン大会を初め、自転車の耐久レースや

ヒルクライム大会など、市民参加型の大会が数

多く開催されております。また、昨年度開催さ

れました女子サッカーリーグやプロ野球ファー

ム日本選手権などのプロスポーツ大会につきま

しては、多くの観客やマスコミ関係者も来県す

るなど、本県の地域経済の活性化や情報発信に

大きく寄与しております。このように、各種ス

ポーツイベントは、「スポーツランドみやざ

き」推進の大きな柱の一つでありますので、行

政と民間が連携・協力し、さらなる誘致に力を

入れてまいりたいと考えております。

○ 原正三議員 外貨を稼いで県内循環をよく

するための一つの方策だろうということで聞き

ました。東京の場合は、100数十億円ですから、

参加者も違うでしょうし単価も違う、あるいは

統計のとり方が違うのもしれませんが、できた

ら、もっともっとマラソン大会も経済効果が上

がって、ほかのイベントでも、いろんな観光客

も一緒に呼んで、県内の経済循環がよくなって

いけばいいなと思います。いろいろ裏方の話が

ありましたが、大変なんだろうと思います。ぜ

ひ、さらなる充実をお願いしたいと思います。

４点目でありますが、今や恵方巻きは節分の

日に、チョコレートはバレンタインデーに、当

たり前の食べ物となり、贈り物となりました。

そのどちらも、菓子メーカーなどの仕掛けが功

を奏してブームとなり、定着したと聞いており

ます。さて、農業県宮崎としては、恵方巻きや

チョコにかわる農産物で仕掛けをしてみてはど

うかと考えます。下手な鉄砲も数撃てば当たる

と言います。この際、お役所のおかたいイメー

ジを殻一つ破るような妙案を募ってみてはいか

がでしょうか。私からは、「父の日にキャビア

を」を提案いたして、農政水産部長の妙案をお

聞かせください。

○農政水産部長（緒方文彦君） 記念日を活用

した農水産物の消費拡大を目指す取り組みが全

国的に広がっておりまして、本県においても、

これまでに「母の日にマンゴー」や「バレンタ

インにきんかん」などの企画を消費者の皆様に
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提案し、一定の成果を上げてきたところであり

ます。このように、記念日を活用し、商品の新

たなイメージを消費者にアピールすることは、

継続的な効果が期待できる取り組みであります

ので、私ではなかなか妙案が浮かばないところ

でありますが、情報発信力のある食品メーカー

や小売店などと連携を図ることで、御提案のよ

うな、本県農水産物の特徴を生かした、宮崎な

らではのアイデアを企画するなど、一層の消費

拡大に努めてまいりたいと考えております。

○ 原正三議員 部長から妙案がひょっこり出

てくるんじゃないかと思って期待していました

が、もしかすると、今、知事に妙案が浮かんだ

かもしれませんので、一通り質問が終わったと

ころで、もし妙案があれば、最後に言っていた

だいても結構ですから。

５点目に移ります。宮崎県を一つの会社に例

えると、県庁はさしずめ会社を運営する本社ス

タッフ部門ということになろうかと思います。

社長の河野さんは、当然トップセールスを常の

活動とするわけでありますが、スタッフの皆さ

んもまた、社長とは異なる次元で、所属部署に

かかわらず、折を見て自社を売り込んでいくこ

とが、一味違うセールス効果を発揮できるので

はないかと考えます。

調べましたところ、県庁全ての部局、知事部

局、教育委員会、警察、そして我々議会も含め

て、合わせて１年間に１万3,000泊余の出張外泊

がございました。例えば、１泊ごとに５人の方

に宮崎をアピールする―ゼロ予算とはいきま

せんが―チラシを配るとするならば、ちりも

積もれば山、いつかはそれなりの効果が出てく

るのではないかというふうに考えます。一人一

人が営業マン、宮崎を売り込むという意識・視

点を持って取り組むべきと考えますが、知事の

御見解をお聞かせください。先ほどの妙案もあ

れば、一緒に言っていただいても結構です。

○知事（河野俊嗣君） 宮崎の魅力というもの

をしっかりと伝えていくこと、売り込んでいく

こと、大変重要であろうかというふうに考えて

おります。私もフェイスブックやツイッターな

どのさまざまな手段を使い、またいろんな機会

を通じて、本県の情報の発信に心がけておると

ころであります。県外のお客様がたくさんい

らっしゃるような大会・総会などで、しっかり

と宮崎のＰＲをするということもあります。例

えば、県外で行われた古事記のシンポジウムな

どで各県知事がいる中で、たまたま三重県知事

もおりましたので、あえて宮崎牛・松阪牛バト

ルを仕掛けたりとか、そのようなことも心がけ

たところであります。全ての職員が、さまざま

な機会、さまざまなツールを通じて、効果的に

本県を売り込む意識を持ちながら日ごろの業務

に臨むこと、大変重要なポイントであろうかと

考えておるところでございます。

例えば、頭韻を踏んで「ひな祭りに日向夏」

とかいうのはどうでしょうか、ということを今

思ったところでございます。

例えば、宮崎の世界一、日本一を集めた「宮

崎の１番」を整理するとともに、各所属が営業

する際のアピールポイントを取りまとめて、全

職員が共有できるようにというようなこともし

ておりますし、県外事務所やシンボルキャラク

ターみやざき犬のフェイスブックページ、また

宮崎牛２連覇や神話の源流をデザインした名刺

を活用するなど、各職員がさまざまなツールを

使ってＰＲできるような取り組みもしておると

ころでございます。

また、ことし、キャンプのシーズンに部内で

議論したんですが、キャンプのシーズンには多
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くのマスコミ関係者、観客の皆様が全国から来

られるわけであります。連日のように、宮崎の

キャンプの様子がメディアを通じて全国に発信

される、そういう機会を捉まえて、宮崎の魅力

をより発信する、そういう工夫も必要ではない

かと考えておるところであります。

今後も、職員に対し、積極的な情報発信の意

識を徹底させますとともに、どこにチャンスが

転がっているかわからない、それをしっかり見

きわめる、そういうアンテナを張っていくこと

も重要であろうかと思いますので、私みずから

先頭に立って、宮崎の多彩な魅力の発信に努め

てまいりたいと考えております。

○ 原正三議員 「ひな祭りに日向夏」、１人

だけ井本議員から拍手がありましたけれども、

ありがとうございました。

以上で質問を終わります。（拍手）

○福田作弥議長 次は、十屋幸平議員。

○十屋幸平議員〔登壇〕（拍手） 宮崎県議

会、自由民主党、十屋幸平でございます。

まず、河野知事の２期目の当選、おめでとう

ございます。きょうは日向から傍聴に来る予定

ですが、ちょっと早目に終わった関係か、まだ

おいでいただいておりません。おいおい来られ

ると思いますが、質問をさせていただきたいと

思います。今議会の質問も、いよいよ最後でト

リとなりました。私が大トリを務めさせていた

だきます。―ようやく見えました―午前中

は、髙橋議員から温かいお言葉をいただきまし

て、感謝申し上げます。私にとりましても、２

月定例県議会が宮崎県議会議員として最後の質

問となりますので、質問に入ります前に、私の

これまでの足跡や思いについて少し述べさせて

いただきたいと思います。御清聴よろしくお願

いいたしたいと思います。

私は、鹿児島県出身の父と山口県萩市出身の

母の間に、日向で生まれました。(「薩長連合や

が」と呼ぶ者あり)そこで、私は、今声がありま

したように、薩長連合の申し子と勝手に言って

おりますが、２歳でその父を亡くしました。そ

して、母は延岡出身の現在の父と再婚をして、

甲斐家の中に「十屋幸平」が一緒に暮らしてお

りました。このような生い立ちで、地盤、看

板、かばん、血縁もない私が、無謀にも平成７

年、統一地方選挙で日向市議会議員に立候補い

たしました。その動機について、少しお話をい

たしたいと思います。

結婚して間もないころ、財光寺南小学校のミ

ニバスケットボール少年団の保護者から、バス

ケットの指導を頼まれました。当時は仕事が忙

しく、私自身もバスケの選手としてプレーして

おりましたので、お断りをいたしました。翌

年、断り切れずに引き受けました。そして、12

年が過ぎ、厄年を迎えました。

私が住んでいます財光寺地区では、厄年に五

十猛神社の例大祭で、ひょっとこ踊りをして厄

を払う習わしがあります。そのとき、宮司に、

「人生についてレポートを提出しなさい」と言

われました。改めて、これまでの人生について

真剣に考えました。そのときに、ミニバスケッ

トボール少年団の子供たちが、高校、大学を卒

業しても日向市に帰ってきていないことに気づ

きました。今でいう地方創生の社会減に当たり

ます。この社会減の現状を何とかしたいという

思いで、日向市議会議員に立候補いたしまし

た。地盤、看板、かばん、地縁・血縁も少ない

私が、ミニバスケの保護者や同級生や友人、知

人、家族や妻の親族に支えられて、日向市民の

御支援・御協力のもとに初当選をさせていただ

きました。
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そして、議会活動では、企業誘致はもとよ

り、親、子、孫の３世代同居、行財政改革、一

昨日行われました日向ひょっとこマラソンＩＮ

日向岬では、実行委員長として３年間務め、当

時、県の補助金が100万削減されまして、非常に

苦しい運営でしたが、ハーフマラソンコースの

新設や、ランナーの時間計測のためのＩＣチッ

プの導入、ボランティアの充実、企業等からの

支援などに取り組み、そのほかにも新しい発想

で議会活動に取り組み、市議会議員を２期務め

させていただきました。

そして、さらに広いステージで、宮崎県の子

供たちが帰ってこられるまちづくりに取り組む

ために、人生の一大転機で、平成15年、統一地

方選挙で宮崎県議会議員に挑戦させていただ

き、日向市民の御支援と御協力で、市民の皆様

の負託を受けて初当選させていただきました。

同期の８名で一五会を結成いたしました。当時

を思い返すと、県議会棟の階段を一歩一歩踏み

しめて上がるたびに、身の引き締まる思いを思

い出しております。さらに、県議会議員のバッ

ジをスーツにつけていただくと、さらに県議の

重責を実感いたしました。

そのような中で、特に今でも印象に残ってい

るのは、何といっても６月定例県議会でのこと

です。松形県政の最後の議会で、私にとりまし

ても、松形知事と最初で最後の一般質問での議

論をさせていただきました。松形県政の総括、

スポーツランドみやざき、県体育施設の宮崎市

への一極集中、こども療育センターの県北への

設置、行財政改革、情報公開、ＰＦＩ制度の取

り組み、そして、県北民の意識がある「北は夕

暮れ」という言葉の認識と県土の均衡ある発展

について説明を求めました。

当時の県職員は、知事に気兼ねしたのか、

「北は夕暮れ」という言葉を使わないように

と、何度も私のところに説得に参りました。私

は、松形知事の全国植樹祭や昭和天皇ゆかりの

「みどりの日」の提案、そして特に国土保全奨

励制度の先見性と戦略、確固たる信念に基づい

た実行力に敬服いたしておりましたが、県北民

の代表として、「北は夕暮れ」という言葉を使

い、認識について松形知事に質問をいたしまし

た。今振り返ると、当時の担当職員さんは大変

困ったのではないでしょうか。

知事答弁は、「以前は「北は夕暮れ」という

言葉がありましたことは記憶いたしておりま

す」、しかし、その後、「東九州自動車道を初

めとする道路網や外国貿易の拠点である細島港

の整備、日豊本線の高速化など」云々とありま

して、「社会基盤の整備は着実に進んでおりま

す。―中略― 全国初めての公立五ヶ瀬中高一貫

校、地方拠点都市基金を活用した九州保健福祉

大の開設、日向市駅及び周辺の約90億円の整備

事業など」云々とありました。確かに、答弁の

ように、県北への道路等の整備状況や投資額や

さまざまな事業の取り組みを見ると、県内の均

衡ある発展に御尽力いただいたことが、現在の

県北の発展の礎を築いていただいたものと感謝

しております。

そこで、私は質問の最後に、松形知事へ「本

当に長い間、御苦労さまでした。そして、知事

を支えてこられた奥様に対して感謝申し上げ

て、私の質問とさせていただきます」と質問を

締めくくりました。すると、松形知事が想定外

に手を挙げられて、次のように答弁されまし

た。「締めくくりで家内まで感謝されまして、

感謝申し上げます。私は、均衡ある発展という

ことを終始24年間考えてまいりました」、中略

しますが、最後に「県北のさらなる発展を心か
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ら期待してお答えとさせていただきます」と締

めくくられました。当時の松形知事を初め、関

係部長の気配りや丁寧な答弁に感謝申し上げま

す。

それから激動の宮崎県政が始まり、安藤知事

の事件、「どげんかせんといかん」の東国原県

政での鳥インフルエンザの発生、そして、宮崎

県の畜産業界や県内経済へ大打撃を与えた口蹄

疫の発生、当時、環境農林水産常任委員長とし

て、中村議長の命により、県議会を代表して、

県の口蹄疫災害対策本部へオブザーバーとして

出席して、県や自衛隊、警察、ＪＡ、建設業協

会や畜産農家や畜産関係者、他の団体など、県

内市町村、県民との総力戦で、130日間の口蹄疫

ウイルスとの闘い、また、種雄牛の殺処分や避

難等、国との交渉の難航などを経験しました。

そして、「口蹄疫からの再生・復興」を旗印

に、河野知事へと県政がバトンタッチされて、

昨年末の選挙を経て、河野知事は２期目のスタ

ートを切りました。これまで、黒木知事、松形

知事お二人で、約50年間の県政を担っていただ

きましたが、私の県議会議員３期12年で４人も

知事がかわるという、宮崎県政にとって激動の

時期を経験させていただきました。

そして、間もなく発生して４年目を迎える未

曾有の東日本大震災で、多くのとうとい命が失

われました。また、福島第一原子力発電所が爆

発して放射能汚染が拡散し、住みなれたふるさ

とに帰れない避難民の方々の困っている状況が

現在も続いています。瓦れき処理問題では、河

野知事と県議会が激しく議論もいたしました。

東日本大震災からの復興には、まだまだ時間が

かかります。一日も早い復興を願っておりま

す。

このような口蹄疫被害や自然災害等の経験を

踏まえて、平成23年には、私も市民の皆様から

再度、心温まる御支援・御協力により県議会議

員としての負託を受け、３期目を迎える中で、

会派議員の賛同をいただきまして、副議長の要

職に推挙いただきました。そして、甚大な自然

災害や口蹄疫等の災害が発生した場合の対応と

して、宮崎県議会基本条例を策定する中で、全

国初の「大規模災害等への対応」を盛り込み、

県議会として迅速な対応ができるように政策立

案もできました。

また、本県は、口蹄疫からの再生・復興を合

い言葉に県民一丸となって取り組んでおり、政

府への要望・陳情等にも活発に活動してまいり

ましたが、私も外山議長の代理として、東九州

自動車道整備促進等の県政課題を政府へ要望・

陳情に参りました。当時、政権交代により、国

への要望・陳情の方法が従前と異なるシステム

になっておりました。宮崎県議会は全国議長会

の国土交通委員会に所属しており、委員長は志

村学大分県議会議長で、全国の道路整備等の要

望・陳情が、政府や大臣の方々に直接要望・陳

情活動ができず、大変困惑しておりました。そ

して、志村委員長の提案で、初めて委員会メン

バーが八ッ場ダムや佐伯の東九州自動車道の現

場を視察し、各県議会議長の皆様に丁寧な説明

をしますと、高速道路整備の必要性に御理解を

いただきました。

そのとき、志村議長との話で、「十屋さん、

東九州自動車道は完成が平成28年度以降の予定

だが、何とか平成26年度に完成させよう」と言

われました。しかし、正直、本当にできるのだ

ろうかと半信半疑でした。そして、決意を新た

にして、私も取り組ませていただきました。そ

のかいありまして、県民、国・県・市町村行政

や国会議員、県議会、市町村議会や道づくり女
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性の会、経済界など、さまざまな関係団体の努

力により、ことし３月21日、佐伯―蒲江間が開

通し、宮崎から大分までつながり、地域活性化

に大きく寄与するものと考えます。残るは南の

区間の整備が急がれます。そして、このように

県議会議員として、各委員長や各要職を経験さ

せていただき、また、幅広い人脈も築くことが

でき、今後の人生に大きく役立つものと考えま

す。

それでは、通告しておりました質問に入らせ

ていただきます。最後の一般質問ですので、前

向きな御答弁をよろしくお願い申し上げます。

知事の政治家を志した動機について伺いま

す。先ほども述べましたように、平成17年に宮

崎に総務部長として来られた河野知事は、西米

良の温泉「ゆた～と」で私とお話ししたことを

覚えておられるでしょうか。失礼ですが、まさ

か県政の重責を担う県知事になられるとは、私

は想像しておりませんでした。そして、先ほど

も申しましたように、平成18年12月に安藤知事

が辞任し、坂副知事を支えて御苦労され、平

成19年に東国原知事が誕生して副知事になり、

鳥インフルエンザの発生、追い打ちをかけるよ

うに口蹄疫が発生して、本県経済が大打撃を受

け、国との協議でも御苦労されたと思います。

このような宮崎県政の激動や御苦労を経験す

る中で、平成23年２月議会で、萩原議員の質問

の中で政治家になった心境を問われて、「愛す

る宮崎のために勇気を持ってその川を渡る決意

をした」と答弁されています。私が知事の立場

ならば、これだけ激動の県政を経験すると、国

に戻ることを考えたのではないでしょうか。河

野知事が政治家になると決意した心のうちをお

聞かせください。

次に、総合交通・物流対策について伺いま

す。本県経済が成長するための道具が一つそろ

いかけています。東アジア戦略においても、航

空路線や海上輸送も重要であり、一方で、国内

では、大消費地に遠い物流対策では、カーフェ

リーのリプレースも県政の重要課題でありま

す。そこで、総合交通の整備状況と今後の対応

について、どのような取り組みをされるのか、

知事に伺います。

次に、情緒障害児短期治療施設の状況につい

て伺います。国において各都道府県に最低１カ

所の設置が求められています、情緒障害児短期

治療施設が、私の地元日向市東郷町に、市内の

社会福祉法人によって設置されることとなり、

県内の情緒障がい児を持つ保護者や、情緒障が

い児にかかわっている児童養護施設や学校関係

者は、この施設に大きな期待を寄せているもの

と思います。また、この施設は、平成23年に廃

校となった東郷小学校の校舎を再利用すること

で、小学校の廃校で地域住民は寂しく思ってい

たところでありますが、校舎の有効活用で地域

の活性化にもつながり、大変有意義だと考えま

す。情緒障害児短期治療施設の整備状況につい

て、福祉保健部長にお伺いいたします。

次に、地方創生の基本的な考え方について伺

います。今議会でも、代表・一般質問で地方創

生の議論がなされました。答弁では、「本年９

月までに地方版総合戦略等が検討されているよ

うであります。本県の基幹産業である農林水産

業について、まち・ひと・しごと創生総合戦略

の分野別取り組みとして、地域産業の競争力の

強化、農林水産業の成長産業化を推進する」と

述べられています。そこで、地方創生における

農林水産業の取り組みをどのように進めるの

か。地方創生交付金をどのように活用しようと

考えているのか、環境森林部長、農政水産部長
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にお伺いいたします。

次に、パラアスリート強化拠点の整備につい

て伺います。新規事業「ボッチャでパラリン

ピックを目指そう事業」が予算化されていま

す。これは、障がい者スポーツの振興や県民の

障がいへの理解促進のために創設されていま

す。大変よいことだと評価いたしております。

では、ボッチャとはどのようなスポーツなの

か。古代ギリシャの玉投げで、６世紀のイタリ

アで現在の原型が生まれています。ちなみに、

ボッチャとはイタリア語でボールという意味で

す。この競技は、ヨーロッパで生まれ、重度脳

性麻痺者、もしくは同程度の四肢重度機能障が

い者のために考案された、パラリンピックの正

式種目です。車椅子から白いジャックボール

（目標の玉）を投げて、赤と青のそれぞれ６球

を投げたり、転がしたり、他のボールに当てた

りして、白い球にいかに近づけるかを競う競技

です。ボールを投げることができない障がい者

は、スキーのジャンプ台の形をした雨どいぐら

いの小型のランプスを使い転がします。

国のスポーツ基本法では、新たに障がい者ス

ポーツの推進が明記され、今後は、健常者トッ

プスポーツと障がい者トップスポーツの連携・

協働を推進し、我が国のトップスポーツの国際

的競技力の向上を図ることが求められていま

す。そこで、日本スポーツ振興センターの調査

研究で、障がい者スポーツを支援する拠点とし

て、九州では宮崎大学が候補地に挙げられてお

ります。このことを東京オリンピック・パラリ

ンピックの合宿誘致などに積極的に生かしては

どうかと考えますが、知事の考えをお伺いいた

します。

次に、地方創生の人材育成の基本的な考え方

をお伺いします。地方創生の「ひとの創生」で

は、「地方へ新しい人の流れをつくる」の中

で、地方大学等の活性化が施策として述べられ

ており、それが実行されれば、地方創生に大い

に役立つものと考えます。それには、人材育成

のしっかりとした理念が大切だと思います。そ

こで、地方創生を担う人材育成に対する教育委

員長の考えをお伺いいたします。

次に、防災士の資格取得について伺います。

防災士は、平常時には、自分の身の周り、家庭

の防災・減災対策の実施、地域や企業における

防災意識の啓発活動、訓練・研修などの実施や

参加、災害時は、消防、警察、自衛隊などの公

的支援が到着するまで、被害の軽減を図り、消

火活動や救助活動、避難誘導などを行う。災害

発生後は、自治体など公的組織や防災ボラン

ティアと協働し、避難所運営や被災者支援活動

を行う。このように防災士は、平常時から災害

時、発生後と、幅広い活躍が期待されておりま

す。東日本大震災では、学校などで子供たちの

とうとい命が奪われました。教育委員会では、

平成24年、25年と２カ年で、教職員の345名が防

災士資格を取得されており、県内各学校で活躍

されております。そこで、教職員に防災士の資

格取得を推進していただきたいと考えますが、

教育長の考えをお伺いいたします。

次に、県民の安心・安全について伺います。

警察本部長は防災士について御理解いただいた

と思いますが、災害時の警察の一番の任務は、

人命救助や避難誘導など多岐にわたり、東日本

大震災では、被災者の方々に頼られる存在であ

りました。防災士が有する防災に関する知識や

技能は、平常時から災害発生後にも大変役立つ

と考えます。そこで、警察官の皆様が、県防災

士ネットワークと連携して、知識や技能を身に

つけ、地域住民に対する防災意識の啓発活動に
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ついてどのように取り組まれるのか、警察本部

長にお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わり、残りの質問

は質問者席から質問いたします。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

初めに、政治家を志した理由についてであり

ます。私は、地方自治を志し、地方を活性化し

ていくことで我が国の発展に貢献したい、その

ような思いで自治省での仕事を選び、国、霞が

関や県庁、市役所、それぞれの現場で行政経験

を積んでまいりました。本県では、総務部長、

副知事として職務に取り組んできたところであ

りますが、多くの方々と出会い、語らう中で、

豊かな自然環境に育まれた人情味豊かで優しい

県民性を愛する気持ちは誰にも負けないと思う

ようになり、宮崎が私にとって第二のふるさと

となったわけであります。

そして５年前、本県が口蹄疫による深刻な影

響を受け、かつて経験したことのない難局に直

面し、今こそ県民の皆様の力を結集しながら、

愛する宮崎の再生・復興に取り組んでいかなけ

ればならない、私がその先頭に立って皆様を

引っ張っていきたいという強い思いを抱いて、

我が身をなげうつ覚悟で、また退路を断って決

断いたしたところでございます。この決断を後

押ししたもの、つらつら考えてみますと、３つ

ほどあろうかと思います。

１つは、私が座右の銘として掲げております

「ノブレス・オブリージュ」という言葉がござ

います。もともとは高い身分に伴う義務という

意味でございますが、身分制のない今となって

は、しかるべき役割を果たすべき立場にある

者、また、そういう機会に恵まれた者は、しっ

かりとその義務を果たしていく、そのようなも

のということで、覚悟を求める言葉として自分

は受けとめておるところでございますが、まさ

に当時、宮崎が置かれた状況、そして自分が果

たすべき役割というものを、「ノブレス・オブ

リージュ」の言葉のもとに自覚したところでご

ざいます。

また、２つ目としましては、さまざまな先学

者・先人の姿勢であります。この議会でも、小

村寿太郎、伊東マンショ、岩切章太郎、さまざ

まな先人の取り組みが紹介されておるところで

ございますが、特に私が尊敬する上杉鷹山公で

あります。高鍋秋月藩主の次男として生まれ、

米沢藩主についた鷹山公、代表的な「伝国の

辞」に示されました政治哲学等、強い信念のも

と、ただひたすらに藩民のために、みずから先

頭に立ち、幾多の困難にも粘り強く立ち向か

い、藩政改革をなし遂げられたわけでありま

す。決して米沢藩に生まれ育ったわけではござ

いませんが、強い信念のもと、そういうすばら

しい業績を果たされた。自分としても大いにそ

の姿勢に学びたい、そのような思いもあったと

ころでございます。

３点目としましては、余りこのようなところ

で申し上げるのは恐縮でありますが、妻の存在

であろうかと思っております。出会ったときは

外交官志望であった私が、自治省、そして今は

政治家へということで、それぞれ新しい道に挑

戦するのを嫌がることもなく受け入れて、とも

に歩み、そして今や私以上に引っ張ってもらっ

ているような状況でございまして、そのような

ものに押されながら決断をし、私の前にあった

大きな川を渡る勇気を持つことができたのでは

ないかなと考えておるところでございます。２

期目に当たりましても、県民の皆様から多くの
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負託をちょうだいしたところでございまして、

初心を忘れることなく、宮崎の発展のために、

これからも全身全霊で取り組んでまいりたい、

そのように考えておるところでございます。

次に、総合交通網の整備についてでありま

す。本県の持続的な成長のためには、経済活動

や地域間交流を支える総合交通網の充実が大変

重要であります。新たな交通インフラといたし

ましては、東九州自動車道の佐伯―蒲江間が開

通する予定であり、本県と大分県がいよいよ高

速道路で結ばれるわけであります。今後は、残

る東九州自動車道の日南―串間―志布志間や、

横軸である九州中央自動車道などに全力を注い

でまいります。

公共交通機関につきましても、着々と進展し

ており、陸上交通におきましては、延岡―宮崎

間の東九州道開通に伴う高速バス「ひむか」の

運行開始に加え、この春には、宮崎―大分間の

高速バスが運行を開始し、高速バスネットワー

クがさらに広がることとなります。また、こと

しの秋には、鉄道とバスにＩＣカードが導入さ

れる予定でありまして、県民はもとより、県外

観光客の利便性向上にもつながるものと考えて

おります。

海上交通では、本県と関西圏を直接結ぶ長距

離フェリーが神戸航路へ変更となり、旅客・物

流ともに好調に推移しているところであります

が、今後、航路を支援する協議の場を設けるな

ど、さらなる利用促進を図ってまいりたいと考

えております。また、大型クルーズ船の受け入

れ態勢も進んでおるところであります。

航空交通では、台北線が増便されるととも

に、３月28日には、本県と香港を結ぶ国際定期

路線が開設されることとなっておりまして、本

県の航空ネットワークが一層充実し、東アジア

地域とのさらなる交流の促進が図られるものと

期待しております。本県の地方創生を実現して

いくため、成果を上げていくために、今後と

も、ハード整備のみならず、利便性の向上など

総合交通網の充実に力を入れていきたいと考え

ております。

最後に、東京オリンピック・パラリンピック

についてであります。

日本スポーツ振興センターでは、競技性の高

い障がい者スポーツの競技力向上を目的とした

調査研究を実施しております。その報告書の中

で、障がい者アスリートを支援していくために

は、障がい者の特性を考慮した支援拠点が各地

域に必要であると示されておりまして、九州エ

リアの支援拠点の連携先として、宮崎大学が候

補として挙げられているところであります。こ

れは、スポーツキャンプ地としての特性を生か

して選手のメディカルサポートを行うなどの、

県と宮崎大学の連携が評価されたものと受けと

めております。

今後とも、今回の評価を生かしながら、宮崎

大学を初め関係機関との連携をさらに深めてま

いりたいと考えておりますし、本県では、既に

西都市でパラサイクリングの合宿なども行われ

ております。また、先日、みやざき大使をお願

いした増田明美さんから、本県の温かい県民性

等を生かし、また教育効果を考慮すると、パラ

リンピックに力を入れていくことは、大変重要

な取り組みではないかという御示唆もいただい

ておるところでありまして、オリンピックはも

ちろん、パラリンピック競技種目の合宿誘致等

にも積極的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（佐藤健司君）〔登壇〕 お答

えします。
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情緒障害児短期治療施設についてでありま

す。情緒障害児短期治療施設の設置につきまし

ては、情緒障害を有する処遇困難な児童が増加

する中、本県児童福祉行政における長年の課題

でありましたが、このたび、設置主体である社

会福祉法人や地元日向市、地域住民を初め多く

の関係者の深い御理解と御協力を得て、ようや

く開設されますことは、まことに感慨深いもの

がございます。現在、建物の改修工事が完了

し、心理士や児童指導員等の必要な職員も確保

され、４月の開設に向け、準備が順調に進んで

いるところであり、また、施設内に設置される

小中学校の分校につきましても、日向市教育委

員会において、開校の準備を進めていただいて

いるところでございます。

この施設は、情緒障がい児を受け入れる県内

初の専門的な施設でありますことから、県とい

たしましては、児童相談所を中心に、学校や医

療機関、児童養護施設等の関係機関と緊密な連

携を図りながら、適切な児童処遇や円滑な施設

運営が行われますよう、しっかりと支援してま

いりたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○環境森林部長（徳永三夫君）〔登壇〕 お答

えいたします。

地方創生の取り組みについてであります。環

境森林部としましては、本県の豊かな森林資源

を活用して、「伐って、使って、すぐ植える」

という宮崎ならではの林業の循環システムを確

立し、中山間地域、特に山村地域の雇用の場の

確保と所得の向上に向けた対策に取り組むこと

としております。このため、本議会でお願いし

ております、いわゆる地方創生交付金を活用

し、川上対策として、木質バイオマス燃料の効

率的な集荷・輸送等を支援する「森林バイオマ

ス供給担い手拡大対策事業」に取り組みますと

ともに、川下対策として、本県の玄関口であり

ます空港や駅等の公的スペースの木造・木質化

を支援する「みやざ木おもてなし推進事業」等

を実施していくこととしております。このよう

な取り組みを通じまして、本県林業を成長産業

として前に推し進め、山村地域の振興はもとよ

り、本県経済の活性化につなげてまいりたいと

考えております。以上でございます。〔降壇〕

○農政水産部長（緒方文彦君）〔登壇〕 お答

えいたします。

地方創生の取り組みについてであります。農

政水産部といたしましては、新しい時代を担う

強い農水産業の産地づくりを加速させることに

より、地方創生を推進してまいりたいと考えて

おります。具体的には、マーケットインによる

契約販売の強化、農地の集積や漁場の造成等に

よる生産性の向上、高い経営感覚・技術力を備

えた人材の育成などに着目した産地構造の改革

を、関係団体とも協力しながら、総力を挙げて

進めてまいります。このような考え方をもと

に、いわゆる地方創生交付金につきましては、

本議会において12の事業をお願いしております

が、例えば「地域が輝く農村ビジネスモデル創

造事業」では、産地や地域の資源を生かした新

しいビジネスを、計画策定から事業化までの各

段階できめ細かに支援し、農業を核とした地方

創生のビジネスモデルを創出するなど、地域産

業の活性化と雇用の確保を図ってまいりたいと

考えております。以上であります。〔降壇〕

○教育委員長（島原俊英君）〔登壇〕 お答え

いたします。

地方創生を担う人材育成についてでありま

す。国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

に示されておりますとおり、地方創生の中心
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は、「まち」づくりにリーダーシップを発揮

し、みずから「しごと」をつくりだす「ひと」

であると考えております。また、その「ひと」

とは、「どういう生き方をしたいか」という

しっかりとした目的意識を持ち、夢や志を描く

ことができる「ひと」であると考えています。

そして、そうした「ひと」になるためには、

自己肯定感や、しっかりとした人生観、勤労

観、時代認識などを身につける必要がありま

す。また、地域に密着した課題を意識し、現場

で自分の頭でとことんまで考え、具体的な行動

に結びつけ、解決する力をつけることが、世界

で活躍できる考え方や行動力にもつながるので

はないでしょうか。これは、まさに学校が求め

るキャリア教育の目指すところでもあります。

私としましては、企業人でもある立場を生かし

て、社会や人の役に立ち、時代を切り開く人材

づくりに、キャリア教育を軸としながら取り組

んでまいりたいと存じます。以上であります。

〔降壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えいた

します。

教職員に防災士の資格を取得させる取り組み

についてであります。東日本大震災など、さま

ざまな災害の被害の甚大さに学び、防災教育を

推進するためには、各学校に防災士など核とな

る教職員を養成しておく必要がある、また、少

なくとも県立学校だけでも１名は防災士を置き

たいと考え、平成24年度と25年度に防災教育指

導者養成研修会を実施し、県内の教職員の中か

ら345名の防災士の有資格者を養成いたしまし

た。このことに加え、県内の全公立学校と希望

される私立学校の担当教職員を対象に、学校安

全指導者研修会を常在危機の意識を持って毎年

毎年実施し、教職員の防災に関する知識・技能

の向上や防災意識の高揚を図る役割を果たす各

学校のリーダーの養成に取り組んでいるところ

であります。今年度は、防災教育指導者養成研

修会は実施いたしておりませんが、今後も、一

人でも多くの教職員が防災士の資格取得を目指

すよう、積極的に啓発していきたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○警察本部長（坂口拓也君）〔登壇〕 お答え

します。

防災士ネットワークにつきましては、防災に

関する知識と技能を修得の上、地域の防災リー

ダーとして寄与されており、昨年４月には、Ｎ

ＰＯ法人化され、活動基盤の強化を図られたと

伺っております。県警は、災害に関する教養・

訓練等を行い、発生時に即対応できるようにし

ておりますが、防災講和や地域住民参加型の訓

練など、県民の防災意識の向上を図るための啓

発活動等も重要でありますことから、地域のリ

ーダーである宮崎県防災士ネットワークの皆様

とは、日常的に連携しながら、防災対策に取り

組んでまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○十屋幸平議員 御答弁ありがとうございまし

た。知事の心のうちというのを３つ聞かせてい

ただきまして、やはり最後の妻の存在というの

が一番なるほどと思いました。我々議員も、家

内なり妻がいないと、なかなか１人では活動で

きないという現状もありまして、思いを一緒に

するところがございました。そして、大きな川

を渡るという決断をしたということが、非常に

宮崎県政にとって、先ほどもありましたけれど

も、これまでの１期交代の知事であったという

ことから、安定した県政運営ができる状況によ

うやく戻ったということで、今後とも、二人三

脚で頑張っていただければと思っております。

平成27年3月3日(火)
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総合交通については、いろいろ、空、海、そ

れから列車も「ななつ星」が走ったりして兆し

はいいと思いますが、物流を考えますと、これ

までの議論がありましたように、どうしてもカ

ーフェリーのリプレース問題というのは避けて

通れない。協議の場を設けるということであり

ますので、前向きに取り組んでいただけると思

うんですが、鹿児島県では、何百億というのを

銀行が融資したりとか、そういう声もうわさ話

で聞こえてまいります。ですから、県がリード

して、財政的なことも含めて何か行動を起こさ

ない限りは、なかなか２隻で120億というのは、

前の議会でも出ましたように大変な額でありま

すので、そのあたりは協議の場を持って、しっ

かりと、カーフェリーを支えることイコール、

宮崎の農林水産物も含め、いろんな産業の物流

を支えるという視点を持って取り組んでいただ

きたいなと思っております。

それから、スポーツ振興センターのパラアス

リートの拠点の取り組みですけれども、増田明

美さんが言われたように、今、オリンピックと

パラリンピック、イコールでありますので、そ

れを宮崎がいち早く姿勢を示すことによって、

いろんな―サイクリングも何かあったという

ことで、特別委員会でも調査させてもらいまし

たけれども、そういうことを含めると―相乗

効果が出てくると思いますので、ぜひ積極的に

取り組んでいただきたいなと思っております。

あと、農林水産業につきましては、ここに書

いてあります地方創生の取り組みをしっかりと

取り組んでいただくことが、まずは一番だと思

います。特に、林務は今から、「陽のあたる坂

道」じゃないですが、日が当たってまいると思

いますけれども、苗の問題等も今議会でもいろ

いろと議論があったようであります。そのあた

りの苗木の問題等も含めて、バイオマス発電と

か、いろんなことがありますので、しっかりと

取り組んでいただければと思います。

それから、情緒障がい児の施設につきまして

も、ようやく日向にできましたので、これから

一層そこを御活用いただいて、子供たちのため

に、いい環境のもとで取り組まれるようにお願

いしておきたいと思います。今回、再質で、ど

うのこうのではなくて、お願いすることが多い

かと思いますが、お聞きいただきたいと思いま

す。

それから、先ほど、教育長、教育委員長の熱

い思いは十分に伝わってまいりましたので、

しっかりと取り組んでいただければよろしいか

と思いますし、また、教育長、積極的に防災士

の啓発活動をしていただきたいと思います。345

名、取っていただきましたけれども、10年先か

何年先かわかりませんが、だんだん少なくなっ

ていくと思いますので、そのあたりは常にある

程度循環していただいて、常に各学校に１人な

り２人がいていただくようにお願いしたいと思

います。これは市町村教育委員会との連携も図

らないと、なかなか上から押しつけるというこ

とではできませんので、そのあたりは十分私も

理解しておりますが、そういうことも含めて

やっていただければと思います。

それでは、次の新幹線についてお尋ねしたい

と思います。新幹線といえば、４年前、九州新

幹線が全線開通して、西九州が活性化し、今

月14日には、東京から金沢まで北陸新幹線の開

通間近であります。北陸地方の住民が、地域の

活性化に大いに期待を寄せています。このよう

に新幹線は、交流人口の増加など、経済波及効

果が大いに期待できると考えます。

ところで、私が新幹線に乗車したのは、小学

平成27年3月3日(火)



- 299 -

校４年生であります。祖母が東京と大阪に住む

子供のところに行くときに、私も連れていって

いただきまして、東海道新幹線「こだま」に乗

りました。宮崎の田舎ではとても信じられない

スピードと乗り心地のすばらしさを、子供なが

らに実感いたしました。そして、宮崎では、よ

うやく東九州新幹線構想が議会でも議論される

ようになりました。この時間差はいかんともし

がたいと感じますが、私はぜひ夢の新幹線を実

現していただきたいと思います。そこで、東九

州新幹線の実現に向けて、知事の決意をお伺い

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 東九州新幹線の整備

は、財源の問題も含めてさまざまな課題もあ

り、また大変時間のかかる取り組みであろうか

と思いますが、鉄道の高速化としての機能だけ

ではなく、地域のあり方そのものを変える力が

ありますことから、宮崎県が大きく発展するた

めには、ぜひとも必要なものと考えておりま

す。これまでも毎年のように要望活動を行って

おりながら、実質的には冬眠状態であったわけ

でありますが、今御指摘がありましたように、

いよいよ金沢まで、さらにはいずれ札幌にまで

新幹線が延びようとする、そのような状況に

あって、本県としても大きな夢として掲げて取

り組んでいくべきではないか。そのような思い

で、私が会長を務めております「東九州新幹線

鉄道建設促進期成会」におきまして、昨年度の

特別講演会や本年度の「東九州新幹線鉄道シン

ポジウム」などの開催によりまして、いわば新

たなスタートを切ったと考えておるところであ

ります。

また、たまたまでありますが、国土交通省の

担当課長は、私の大学時代の同じクラス、同じ

ゼミの人間でもありまして、たびたび彼のとこ

ろに行って話をするわけでございます。財源も

ないし難しいという言葉を聞いておりますが、

先日、国土交通省に要望に参りましたとき、鉄

道局長にもお会いしたところでありますが、現

在建設中の整備新幹線の次の動きに備えて、機

運を高めておく時期にあるのではないか、その

ようなお話もいただいたところでございます。

今後とも、県内の機運醸成はもとより、県外の

自治体などとも幅広く連携し、県民の皆様から

も御意見をいただきながら、一歩ずつ、将来の

夢の実現に向けて、力を入れて取り組みを進め

てまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 県内においても、機運の醸成

はまだまだでございますので、そのあたりは県

として引っ張っていただく。それから、もう一

つは、先ほどちょっとありましたが、政治力と

いうのも欠かせないところだと思いますので、

そのあたりも踏まえて取り組んでいただきたい

と思います。

次に、南海トラフ巨大地震対策についてお伺

いいたします。これまで多くの議員が議論して

まいりました。私も平成25年に、高知県を調査

して、災害対策の先進地としての取り組みを本

県も取り入れるべきではないかと提案させてい

ただきました。今議会でも、各市町が設置する

避難タワーや複合施設整備等への県の支援につ

いて、西村議員が質問いたしました。答弁で

は、「今後、支援のあり方について検討してま

いりたい」と言われております。知事は、よく

常在危機と言われますが、いつ、いかなるとき

に災害が発生するかわかりません。知事の英断

を期待して、各市町への支援について、知事の

考えをお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 南海トラフ巨大地震、

また津波対策に関しましては、国、県、市町
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村、それぞれがしっかりと役割分担しながら、

スピード感を持って取り組んでいこうと、基本

的な考え方のもとに進めておるところでござい

ます。市や町が設置する津波避難施設について

も、県もさまざまな取り組みをしてまいりまし

た。例えば、関係各県知事とともに、市町村の

財政負担を軽減することを主な目的としまし

て、法律の制定を国に対して強く要望してきた

結果、平成25年11月に南海トラフ地震対策特別

措置法が成立したということもございます。

また、法律成立後においては、平時でも活用

できる機能を持つ複合型の施設も、特例措置

（補助率かさ上げ）の対象となるよう、国の中

央防災会議の場で議論していただくとともに、

私も防災対策会議の委員の一人として強く要望

してきたところでありまして、昨年６月に内閣

府の西村副大臣が来県された際にも、直接要望

させていただき、実現に結びついたところであ

ります。また、防災施設の整備のために活用で

きる防災のための特別な起債―地方債につい

ても、その存続について要望したところでござ

います。

現在、沿岸の市や町では、この法律に基づく

特例措置、またいろんな財源措置を活用しまし

て、津波避難タワーや複合型の施設などの施設

整備を行うため、計画の作成が進められている

ところであります。その内容が徐々に明らかに

なってきたところであり、それぞれの市・町の

負担のあり方についても、数字というものを含

めて見えてきたところであります。今後とも、

国に対して必要な財源の確保を要望してまいり

ますとともに、県としましても、市や町に対す

る支援について検討してまいりたいと考えてお

ります。

○十屋幸平議員 先ほど、知事の答弁で、スピ

ード感を持って取り組むということをお答えい

ただきまして、前向きに取り組んでいただくと

いうことと、それから今、支援について検討し

てまいりたいということでお答えいただきまし

て、ありがとうございます。私が住んでいます

日向市だから特別なことではないんですけれど

も、待ったなしの時期に来ていますので、２月

議会は骨格予算でありますから、６月の定例議

会には、肉付け予算としてしっかりと取り組ん

でいただくように強く要望させていただきたい

と思っております。先ほどの答弁で、検討して

まいるということでございますので、期待して

おります。よろしくお願いします。

質問時間もなくなりましたが、最後に、こと

しで退職される県職員の皆さん、長い間、御苦

労さまでした。今後の人生の御活躍を御祈念申

し上げます。

私も今期限りで勇退させていただきます。こ

れまで12年間、県議として務めさせていただき

ましたのも、先輩議員、同僚議員、そして、こ

れまで、知事を初め県職員の皆様や議会事務局

の皆様、また民間の各団体の皆様、そして、毎

朝、温かいお茶を出してくださる自民党控室の

皆様により、御指導、御鞭撻を賜り、心より感

謝を申し上げます。そして、きょう、先ほど傍

聴に来られた後援会の皆様を初め、支持者の皆

様など、多くの方々に支えられてまいりまし

た。本当に感謝申し上げます。ありがとうござ

いました。

最後になりますけれども、言葉では言い尽く

せない苦労をかけた妻を初め家族にも支えられ

て、きょうの私があります。心より感謝してお

ります。

結びに、本議場の議員の皆様が再度、宮崎県

勢発展のために御尽力できますことを願い、ま
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た、河野知事を初め職員の皆様が「みやざき新

時代」を築くように頑張っていただくことを願

いまして、宮崎県議会議員十屋幸平として、県

議会での全ての質問を終わります。御清聴あり

がとうございました。（拍手）

○福田作弥議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案に対する質疑

○福田作弥議長 次に、今回提案されました議

案第１号から議案第78号まで及び報告第１号の

各号議案を一括議題といたします。

質疑の通告がありますので、発言を許しま

す。

質疑についての発言時間は、１人10分以内と

いたします。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員 日本共産党の前屋敷恵美で

ございます。今議会に提出されました議案につ

いて、通告のもとに質疑を行います。

まず、議案第１号「平成27年度宮崎県一般会

計予算」について伺います。

歳入において、県税収入の増収について、地

方消費税、法人事業税及び個人県民税の収入額

と前年度と比較しての増収額、また、増収の主

な要因についてお聞かせください。総務部長、

お願いいたします。

○総務部長（成合 修君） 地方消費税の収入

額は、144億3,057万8,000円、前年度比148.6％

と見込んでおります。これは、税率の引き上げ

の影響が平年度化することによるものでありま

す。

次に、法人事業税は、161億7,239万3,000円、

前年度比127.8％と見込んでおります。これは、

税制改正により、国税である地方法人特別税の

一部が法人事業税に復元され、税率が引き上げ

られたことによるものであります。

最後に、個人県民税は、276億190万円、前年

度比102.3％と見込んでおります。これは、課税

対象となります26年分の所得の増が見込まれる

ことによるものであります。

○前屋敷恵美議員 では次に、使用料・手数料

についてですが、高等学校授業料の徴収額と対

象人数について、学年別にお聞かせいただきた

いと思います。教育長、お願いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 高等学校授業料につ

きましては、平成25年度までは不徴収としてお

りましたが、平成26年度から、新入生が授業料

徴収の対象となり、当初予算における対象人数

は、入学予定として見積もった8,149人、徴収額

９億1,303万2,000円となっております。

平成27年度当初予算案では、授業料徴収対象

が学年進行により２年生まで拡大しましたの

で、対象人数につきましては、１学年が入学予

想者数7,997人、２学年は前年５月１日の在籍者

数7,901人で、合計１万5,898人、徴収額につき

ましては、１学年８億9,897万7,000円、２学年

８億9,389万9,000円、合計17億9,287万6,000円

を見込んでおります。

○前屋敷恵美議員 次に、医療・福祉関連の事

業・施策について４点伺いたいと思います。福

祉保健部長にお願いいたします。

まず第１は、放課後児童クラブ事業につい

て、新年度からは６年生までの全学年が対象に

なります。今回、３億8,700万円が予算化されて

おりますが、現状と新たな見込み数など、その

対応についてお聞かせください。

２つ目に、地域医療介護総合確保基金６

億3,100万円についてです。基金を活用して行う

事業と目的、運用のあり方についてお聞かせく

ださい。
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３つ目には、在宅医療・介護連携ケアマネジ

メント推進事業200万円についても、その事業の

内容についてお聞かせください

４つ目には、難病指定医確保研修事業200万円

についてですが、難病医療法の施行に伴って疾

病数が拡大されます。その患者数及び難病指定

医確保の見込みについてお聞かせください。

○福祉保健部長（佐藤健司君） まず、放課後

児童クラブについてであります。平成26年度の

本県における登録児童数は、５月１日現在

で8,152人となっております。平成27年度は、実

施主体である市町村が、住民のニーズを勘案

し、約9,500人分を確保することになっておりま

すので、県では、市町村からの要望を踏まえ、

３億8,700万円余りの予算をお願いしているとこ

ろであります。

次に、地域医療介護総合確保基金についてで

あります。この基金を活用しまして、病床の機

能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・

介護従事者の確保などに関する事業を実施する

ことによりまして、後期高齢者の増加が見込ま

れる2025年に向けて、地域における医療及び介

護の総合的な確保の推進を図ることにしており

ます。

なお、この事業は、基金という名称でござい

ますが、通常の基金ですと運用ということがご

ざいますが、この基金は、毎年度使い切りでご

ざいますので、運用という概念はございませ

ん。

次に、在宅医療・介護連携ケアマネジメント

推進事業についてでございます。この事業は、

介護支援専門員のケアマネジメント力の強化や

介護給付費の適正化を図るため、介護支援専門

員等に対する医療サービスの知識や医療との連

携方策を習得する研修会を開催するほか、市町

村が実施するケアプラン点検を支援するための

研修会・実地指導を行うものであります。

次に、難病医療法の施行に伴う患者数及び難

病指定医の確保の見込みについてでございま

す。本年１月の難病医療法の施行に伴い、医療

費助成の対象が約300疾患に広がった場合の患者

数は、平成25年度末の約9,000人が約１万5,000

人になると見込まれております。また、難病指

定医につきましては、２月現在で約730名を指定

したところでございまして、ほぼ受診できる体

制が整ったものと考えております。以上でござ

います。

○前屋敷恵美議員 ありがとうございます。

次に、議案第21号「宮崎県教育委員会の組織

に関する条例」について伺いたいと思います。

同条例案は、知事部局から独立した教育委員

会組織に委員長を置かず、教育長がその任を兼

ねるとするものです。しかし、本来、教育委員

長には独自の役割があったはずですが、教育委

員長を置かないとする理由・目的は何なのか。

また、教育長が教育委員長を兼ねることの考え

方、教育行政はどうなるのか、お聞かせいただ

きたいと思います。教育長、お願いします。

○教育長（飛田 洋君） 宮崎県教育委員会の

組織に関する条例についてでございます。

国において、全国でこれまでに発生した問題

を踏まえて、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律が改正され、教育委員長と教育長を一

本化した新教育長を置くこととされたところで

あります。その目的については、国の資料によ

りますと、教育行政における責任体制の明確化

や迅速な危機管理体制の構築を図るためとされ

ております。法が改正された趣旨は、今答弁さ

せていただいたとおりですが、そのような法改

正の趣旨は尊重しなければならないと考えてお
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ります。

○前屋敷恵美議員 またいろいろ議論させてい

ただきたいと思います。

次に、議案第54号「平成26年度宮崎県一般会

計補正予算（第６号）」について伺います。

今回の補正のうち、多額の減額補正になって

いるのが、民生費、土木費、商工費、教育費な

どです。それぞれの減額補正の主な内訳とその

補正額及びその理由について、まず、福祉保健

部長から御説明いただきたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 民生費の減額

補正43億8,000万円余の主な内訳としましては、

まず、介護保険対策費10億5,428万3,000円の減

額でありますが、これは、介護給付費が見込み

を下回ったことなどによるものであります。

次に、高齢者医療対策費10億2,577万8,000円

の減額でありますが、これは、後期高齢者の医

療費が見込みを下回ったことなどによるもので

あります。

最後に、国民健康保険助成費８億1,760万円の

減額でありますが、これは、市町村への財政調

整交付金が見込みを下回ったことなどによるも

のであります。

○前屋敷恵美議員 ありがとうございました。

次に、商工観光労働部長、お願いいたしま

す。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 商工費の

減額補正38億6,000万円余の主な内訳としまして

は、まず、中小企業融資制度貸付金を30億円減

額しておりますが、これは、大規模災害等の発

生の際に、緊急的な融資を行うための貸付原資

でありましたが、今年度は、対応の必要がな

かったため、減額するものであります。

次に、企業立地促進補助金を５億2,8 4 5

万9,000円減額しておりますが、これは、今年度

の申請額が当初予定しておりました予算額を下

回る見込みとなったため、減額するものであり

ます。

○前屋敷恵美議員 ありがとうございました。

次に、県土整備部長、お願いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 土木費の減

額補正61億1,000万円余の主な内訳としまして

は、公共事業費のうち、まず、補助公共・交付

金事業の43億4,237万6,000円の減額であります

が、これは、国庫補助事業費の決定によるもの

であります。

さらに、直轄事業負担金の10億1,992万8,000

円の減額でありますが、これは、国の直轄事業

費の確定によるものであります。

○前屋敷恵美議員 では最後に、教育長、お願

いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 教育費の減額補正43

億6,177万円の主な内訳といたしましては、学校

職員の給与や共済費などの職員費17億2,460

万6,000円の減額及び職員等の退職手当費14

億5,582万8,000円の減額でありますが、これ

は、不足額が生じないように予算措置をしてお

りましたものが、見込み額が予算額を下回る見

通しとなったために、減額をお願いするもので

あります。

○前屋敷恵美議員 ありがとうございました。

では最後に、議案第78号「平成26年度宮崎県

一般会計補正予算（第７号）」について伺いま

す。

同補正は、国の緊急経済対策に伴うものです

が、新規事業「県内津々浦々で消費を呼び起こ

す～域内消費喚起等支援事業」５億3,100万円が

計上されています。市町村の消費喚起・生活支

援策にどう生かすのか、具体的な内容をお聞か

せください。
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○商工観光労働部長（茂 雄二君） 域内消費

喚起等支援事業は、県内各市町村が発行するプ

レミアム付き商品券など、市町村の消費喚起や

生活支援の取り組みを支援するものでありま

す。県としましては、各市町村の取り組みを

しっかり支援することにより、県内津々浦々で

消費を喚起し、地域経済の活性化を図りたいと

考えております。

○前屋敷恵美議員 プレミアム付き商品券とい

うことでしたが、ほかにも使い道は多岐にわ

たって可能なのでしょうか。中身については、

プレミアム付き商品券のみならず、市町村が、

具体的な提起があれば、それにも使うことは可

能ということですか。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 現在、市

町村におきましては、計画段階中でございます

ので、現時点で具体的にお答えすることはでき

ませんけれども、多くの市町村でプレミアム付

き商品券の発行に取り組まれるということのよ

うでございます。県としましては、国の交付金

の考え方がございますので、これに準じなが

ら、市町村の取り組みを幅広く支援していきた

いと考えているところでございます。

○前屋敷恵美議員 それぞれお答えいただきま

して、ありがとうございます。あとはまた所属

の委員会などで深めさせていただきます。あり

がとうございました。

以上で終わります。

○福田作弥議長 ほかに質疑の通告はありませ

ん。

以上で質疑は終了いたしました。

◎ 議案第52号及び第53号採決

○福田作弥議長 次に、監査委員の選任の同意

についての議案第52号及び第53号の両案につい

て、一括してお諮りいたします。

両案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第52号及び第53号について、一括してお

諮りいたします。

両案については、同意することに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議なしと認めます。よっ

て、両案は同意することに決定いたしました。

◎ 議案第１号から第51号まで､第54号から

第78号まで及び報告第１号並びに請願

委員会付託

○福田作弥議長 ここで、議案第１号から第51

号まで、第54号から第78号まで及び報告第１号

の各号議案並びに新規請願は、お手元に配付の

付託表のとおり、それぞれ関係の委員会に付託

いたします。

あすからの日程をお知らせいたします。

明日４日から12日までは、常任委員会、特別

委員会等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、13日午前10時開会、常任委員

長の審査結果報告から採決まで、及び特別委員

長の調査結果報告であります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時０分散会



３月13日（金）
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常任委員長審査結果報告◎

ただいまの出席議員38名であ○福田作弥議長

ります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

本日の日程は、常任委員長の審査結果報告か

ら採決まで及び特別委員長の調査結果報告であ

ります。

まず、議案第１号から第51号まで、第54号か

ら第78号まで及び報告第１号の各号議案、請願

第69号並びに継続審査中の請願第38号、第56号

及び第64号の各請願を一括議題といたします。

ここで、常任委員長の審査結果報告を求めま

す。まず、総務政策常任委員会、松村悟郎委員

長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○松村悟郎議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外15件であります。慎重に審査をい

たしました結果、継続審査中の請願１件を含

め、お手元に配付の議案・請願委員会審査結果

表のとおり決定いたしました。

なお、請願第38号は賛成多数により、その他

の議案については全会一致により決定しており

ます。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、平成27年度当初予算の概要についてで

あります。

今回提案されました平成27年度一般会計の当

初予算の規模は6,417億2,800万円であります。

口蹄疫対策転貸債1,000億円及び被災中小企業復

興支援資金貸付金債200億円に係る償還金を除く

予算の規模は、5,217億2,800万円であります。

前年度と比較して515億8,400万円、９％の減と

なっております。

当初予算の特徴といたしましては、知事選挙

等の日程的な制約により、人件費、公債費等の

義務的経費や施設管理費等の経常的経費を中心

としたものとなっておりますが、政策的な経費

であっても、早急な対応を要するものや継続的

な事業等については、県民生活に影響が生じな

いよう措置されております。

歳入面を見てみますと、口蹄疫対策転貸債等

の償還金1,200億円を除いた場合、自主財源につ

いては、県税は前年度から増加したものの、繰

入金や諸収入の減により、前年度比234億300万

円余、10.7％の減少となっております。また、

依存財源については、地方交付税の減や、骨格

予算であること及び臨時財政対策債の減等によ

る県債の発行額の減のため、前年度比28 1

億8,000万円余、7.9％の減少となっておりま

す。

次に、総合政策部所管の平成27年度予算につ

いてであります。

今回提案されました当初予算の規模は、一般

会計と特別会計を合わせて125億円余であり、前

年度と比較して13.2％の減となっております。

次に、宮崎県総合計画の変更についてであり

ます。

このことについて委員より、「基本目標にあ

る新しい「ゆたかさ」について、本県は全国の

中でどのくらいの位置にあると考えているの

か」との質疑があり、当局より、「自然や伝統

文化等、お金にかえられない部分については、

本県は全国の中でかなり高い位置にあると考え

ているが、経済的な部分について、県民所得等

では低い位置にあるため、産業関連の戦略に取

り組みたいと考えている。今後、新しい「ゆた

かさ」の指標づくりをしていく中で、どの指標

平成27年３月13日(金)
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をどう取り込んでいくのか研究していきたい」

との答弁がありました。

このことに対して委員より、「宮崎に住んで

豊かであると実感する社会づくりにおいては、

やはり経済的な側面が基礎であるため、今後の

アクションプランや地方創生の総合戦略の策定

においても、経済的な指標が上昇するよう戦略

をしっかり練っていただきたい」との要望があ

りました。

次に、宮崎県中山間地域振興計画についてで

あります。

このことについて委員より、「当該計画の改

定に当たっては、木材需要の拡大に応じた再造

林の問題や、法改正により夜間狩猟を可能とす

る等の規制緩和がなされたこと、また、本県漁

業の実態など考慮すべき事項もあることから、

現場の状況や課題等をより踏まえた内容とする

ためにも、関係部局との協議がもっと必要では

ないか」との意見がありました。

次に、総務部所管の平成27年度予算について

であります。

今回提案されました当初予算の規模は、一般

会計と特別会計を合わせて4,637億2,700万円余

であり、前年度と比較して85.1％の増となって

おります。

次に、持続可能な財政基盤の確立についてで

あります。

このことについて委員より、「県立宮崎病院

の建てかえや、将来の国体開催を見据えると、

かなりの財政需要が見込まれるが、今後どのよ

うに対策を講じていくのか」との質疑があり、

当局より、「県立宮崎病院の建てかえについて

は、その資金償還に関し、一般会計からの負担

が一定割合生じることとなるため、今後、病院

局においてできるだけ経営の効率化等を図るこ

とにより、一般会計の負担を抑えていく必要が

ある。また、国体についても、開催までの期間

に必要となる運営経費に加え、施設改修等の必

要が生じることから、引き続き行財政改革に取

り組むとともに、計画的に県有施設維持整備基

金を積み立てるなど、将来への備えが必要と考

えている」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、限られた人員・

財源の中で、地方創生の取り組みや県民ニーズ

に的確に対応していくためにも、積極的な歳入

の確保、効果的・効率的な歳出に努めていくこ

とで、財政改革をさらに推進し、持続可能な財

政基盤の確立を図っていただくことを要望いた

します。

次に、平成26年度宮崎県一般会計補正予算に

ついてであります。

このうち、議案第54号に係る補正は、公共事

業等の国庫補助決定に伴うもの及びその他必要

とする経費について措置するものであり、293

億5,300万円余の減額となっております。

次に、議案第78号に係る追加補正は、国の緊

急経済対策に伴う公共事業や地方創生の取り組

みを先行して実施するための経費等として102

億1,400万円余の増額となっており、歳入財源の

主なものとしては、国庫支出金85億9,300万円

余、県債９億2,100万円余であります。これらの

結果、補正後の一般会計の予算の規模は5,651

億6,400万円余となります。

このうち、総合政策部所管の一般会計と特別

会計を合わせた補正後の予算額は147億3,300万

円余となっており、総務部所管の一般会計と特

別会計を合わせた補正後の予算額は2,642億800

万円余となっております。

このうち、地域活性化・地域住民生活等緊急

支援交付金事業についてであります。
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これは、国の緊急経済対策のうち、地方への

経済の好循環拡大に向けた対策として措置され

たものであります。

このことについて委員より、「市町村が地域

内消費喚起を目的として実施するプレミアム付

き商品券発行事業等に対し、県から市町村へ支

援を行うとのことであるが、その基本的な考え

方はどのようなものか」との質疑があり、当局

より、「国から市町村への交付金の配分に関し

ては、人口の多い自治体に多く交付されること

が想定されることから、県としては、人口の少

ない市町村を手厚く支援すべきではないかと考

えている」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、県内津々浦々に

経済効果を波及させるためにも、総合政策部が

リーダーシップをとり、関係部局と連携しなが

ら、当該交付金事業を積極的に推進していただ

くよう要望いたします。

次に、新規事業「移住・ＵＩＪターン強化事

業」についてであります。

このことについて委員より、「都市から移住

してもらうためには、仕事とのマッチングに加

え、その地域に長く住み続けていただくことが

必要であるが、そのフォローアップについては

どう考えているのか」との質疑があり、当局よ

り、「移住者の意見も聞きながら、地元住民、

行政等が一体となった受け入れ環境の整備が必

要であることから、全県組織の立ち上げや地域

の協議会を設けて機運の醸成を図るとともに、

住民と移住者とをつなぐ人材の設置や移住者の

会の運営経費等についても、市町村に対して支

援をしていきたいと考えている」との答弁があ

りました。

当委員会といたしましては、宮崎県総合計画

においても人口減少問題は重要課題の一つとさ

れていることから、人口の社会減少の抑制や地

域経済活性化を図るためにも、市町村や関係団

体等との連携・情報収集を密に行っていただき

ますよう要望いたします。

次に、請願第38号「所得税法第56条の廃止を

求める旨の意見書を国に提出することを求める

請願」についてであります。

このことについて委員より、国における所得

税法第56条の改正経緯についての質疑があり、

当局より、「所得税法第56条については、事業

者が、生計を一にする配偶者やその他親族に給

与を支払ったとしても、その給与は必要経費に

算入しないという規定であり、昭和25年の税制

改正により設けられたものである。その後、社

会経済情勢の変化に伴い、次第に要件等が緩和

されてきている状況であり、第57条においてそ

の特例が規定されている」との説明がありまし

た。

このことに関連して別の委員より、「全国で

は、幾つかの県が同趣旨の請願等について採択

している状況であるが、中には、見直しを求め

る意見書という形で国に提出している県もあ

る。第57条との関係もあることから、今後とも

慎重な議論が必要であると考えている」との意

見がありました。

最後に、当委員会において継続審査と決定い

たしました案件のほか、「総合政策及び行財政

対策に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第８項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてその取り扱

いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、厚生常任委員会、鳥飼○福田作弥議長

謙二委員長。
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〔登壇〕（拍手） 御報告いた○鳥飼謙二議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外14件及び新規請願１件の計16件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、継

続審査中の請願１件を含め、お手元に配付の議

案・請願委員会審査結果表のとおり決定いたし

ました。

なお、請願第56号については賛成少数によ

り、その他の議案及び請願については全会一致

で決定しております。

また、全会一致で採択いたしました請願第69

号に基づき、「小児慢性特定疾病の医療費助成

の拡充を求める意見書」を発議することといた

しました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、福祉保健部所管の平成27年度予算につ

いてであります。

今回提案されました当初予算の規模は、一般

会計と特別会計を合わせまして987億8,800万円

余で、骨格予算ではありますが、社会保障関係

費や地域医療介護総合確保基金事業など、早急

な対応を要する経費等を計上したことから、前

年度と比較して98.9％となっております。

このうち、福祉・介護人材確保推進事業につ

いてであります。

これは、高齢化社会に必要な福祉・介護サー

ビスの充実を図るため、福祉・介護業務につい

ての理解促進や介護職員の離職防止に努めるこ

とにより、人材の確保を図るものであります。

このことについて委員より、「少子化の進展

により、さまざまな業種において人材が不足し

ているとの声を聞く。介護職員等については、

今後、需要の増加が見込まれていることから、

地域間や事業所間の競争が激化するのではない

かと危惧している」との意見があり、当局よ

り、「介護人材を確保するためには、介護の現

場において働きやすさや働きがいを高めること

により、新規就労者の増加や在職者の離職防止

に取り組むことが重要であることから、介護施

設等の経営者に対し、処遇の改善や介護職員と

しての専門性、資質の向上を図るための取り組

みについて、指導・助言等をしっかりと行って

まいりたい」との答弁がありました。

次に、へき地医療対策費についてでありま

す。

これは、自治医科大学運営費負担金を初めと

する、僻地医療の確保に要する経費を計上して

いるものであります。

このことについて委員より、本県出身の自治

医科大学卒業医師の動向について質疑があり、

当局より、「９年間の義務年限を終えた本県出

身者は54名であり、35名が県内で、また、その

うち４名が僻地において診療されている。残る

県外在住の19名についても、常に情報の把握に

努めているところであり、必要に応じてコンタ

クトをとっているところである」との答弁があ

りました。

医師の地域偏在の解消に向けた取り組みは、

県民医療の確保はもとより、地域における人口

減少の抑制効果が期待できることから、当局に

おかれては引き続き、卒業医師の情報の把握に

努め、積極的にアプローチしていただきますよ

う要望いたします。

次に、請願第56号「子どもの医療費無料化を

小学校卒業まで引き上げることを求める請願」

についてであります。

このことについて委員より、実施した場合の

必要額や今後の取り組み等について質疑があ
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り、当局より、「詳しくは試算していないが、

対象人数が倍になること、また、医療保険の自

己負担割合がふえることなどにより、現在の２

倍、20億円程度は必要になるのではないか。こ

の制度は全都道府県で実施していることから、

これまでも国に対し、標準的な制度の枠組みの

設定や必要な財源の確保について要望している

ところであり、今後も、全国知事会等さまざま

な場を通じて要望してまいりたい」との答弁が

ありました。

次に、病院局所管の平成27年度予算について

であります。

今回提案されました県立病院事業会計予算の

収益的収支は、収益308億7,800万円余、費用305

億800万円余であります。収益から費用を差し引

いた収支は３億6,900万円余の黒字であり、前年

度と比較して６億8,300万円余の改善が図られて

おります。

次に、平成26年度補正予算についてでありま

す。

まず、福祉保健部所管の補正予算についてで

ありますが、一般会計で49億5,300万円余を減額

する一方で、国の緊急経済対策の実施に伴う追

加補正として１億1,900万円余を増額するもので

あります。この結果、一般会計と特別会計を合

わせた補正後の予算額は986億8,900万円余とな

ります。

次に、病院局所管の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、医師の増加に伴い、給与費に

ついて２億4,000万円余を増額するものでありま

す。この結果、補正後の病院事業費用は303

億2,700万円余となります。

次に、県立宮崎病院再整備基本構想について

であります。

このことについて当局より、「老朽化や狭隘

化、防災機能などの施設面の課題や、がん医療

や救急医療の提供体制などの医療面の課題等を

抱える中、高度・急性期医療や政策的医療を担

う全県レベルの中核病院として、また、基幹災

害拠点病院等として宮崎病院に求められる機能

を発揮し続けるためには、十分な機能強化が図

られ、さまざまな課題も改善できる全面改築が

必要と判断した。具体的には、来年度から設計

に入り、平成30年度に工事着工、平成33年度の

開院を目標としている」との説明がありまし

た。

当委員会といたしましては、現在の県立宮崎

病院を取り巻く医療環境や担うべき役割等を踏

まえることに加え、長期的な視点に立ち、日々

進歩する医療技術や医療機器等に将来的にも対

応できる施設となるよう、施設等の設計におい

ては十分な検討を要望いたします。

次に、「小児慢性特定疾病の医療費助成の拡

充を求める意見書」についてであります。これ

は、当委員会に付託を受けました請願第69号に

基づくものであります。

小児慢性特定疾病は、児童福祉法により、原

則18歳未満までが医療費の助成対象となってい

るため、成人後は医療費助成が受けられない状

況となっています。このようなことから、国に

対し、小児慢性特定疾病の患者が成人後も継続

して医療費助成を受けられるよう、小児慢性特

定疾病医療制度の拡充について要望するもので

あります。

意見書の提出につきましては、全会一致で決

定したところでありますので、議長においてよ

ろしくお取り計らいいただきますようお願いい

たします。

最後に、「福祉保健行政の推進並びに県立病
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院事業に関する調査」につきましては、地方自

治法第109条第８項の規定により、閉会中の継続

審査といたしたいので、議長においてその取り

扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、商工建設常任委員会、○福田作弥議長

岩下斌彦委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○岩下斌彦議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外23件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で

決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、商工観光労働部所管の平成27年度予算

についてであります。

今回提案されました当初予算の規模は、一般

会計と特別会計を合わせまして522億7,500万円

余で、骨格予算ではありますが、宮崎県口蹄疫

復興中小企業応援ファンド事業の返還金などの

義務的経費の増により、前年度と比較して116.6

％となっております。

このうち、企業立地についてであります。

このことについて委員より、「企業立地によ

る地域経済の活性化や雇用の拡大は、本県に

とって重要な課題である。特に、人口減少に悩

み、働く場の確保が切実な課題となっている地

域では、企業立地を待ち望む声が大きい。例え

ば、県内企業が工場を増設する際は、県内各地

域への立地を働きかけるなど、企業立地の効果

が県内全域に幅広く行き渡るように取り組んで

いただきたい」との要望があり、当局より、

「企業立地を取り巻く環境は厳しいが、地域の

実情を理解しながら取り組んでいきたい。ま

た、雇用の拡大のために中核的な企業の育成に

取り組み、県内企業の底上げを図っていきた

い」との答弁がありました。

次に、新規事業「「ふるさと宮崎応援寄附

金」振興事業」であります。

これは、いわゆるふるさと納税の振興を図る

もので、寄附者にお礼として県産品を送付する

こと等により、寄附金額の増額や本県の魅力発

信を図るものです。

当委員会といたしましては、宮崎を応援した

いという自発的な思いに基づいて寄附をしてい

ただくという、ふるさと納税制度の本来の趣旨

を念頭に置きながら、事業の十分な周知を図っ

ていただくことを要望いたします。

次に、「神話のふるさと宮崎観光おもてなし

推進条例」であります。

これは、本県観光の振興に総合的かつ計画的

に取り組むことを目的として、新たに条例を定

めるものであります。

このことについて委員より、「東京オリン

ピック・パラリンピックに向けて「おもてな

し」という言葉がよく聞かれるようになった

が、言葉だけがひとり歩きしている感がある。

新しい視点に立って、本県の受け入れ環境を基

本から見直していただきたい」との要望があり

ました。

これに対し当局より、「条例では、観光振興

が豊かで活力ある地域社会の実現のために重要

であることを再確認するとともに、県、市町

村、県民、また、観光に携わるさまざまな機関

等が連携し取り組んでいく旨を定めており、今

後、受け入れ環境対策等に反映されるよう努め

ていきたい」との答弁がありました。
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次に、県土整備部所管の平成27年度予算につ

いてであります。

今回提案されました当初予算の規模は、一般

会計と特別会計を合わせまして551億7,200万円

余で、骨格予算として編成されたため、前年度

と比較して74.8％となっております。

このうち、「第26回全国「みどりの愛護」の

つどい事業」についてであります。

これは、地域の緑化や保全活動を行っている

団体など、全国の緑の関係者が一堂に集い、式

典や記念植樹等を行うもので、県立都市公園を

会場として開催されるのは、九州では初めてと

なります。

このことについて委員より、「県民の都市緑

化意識の高揚を図り、緑豊かな潤いのある住み

よい環境づくりを推進するという、本来の目的

に即した事業となるように取り組んでいただき

たい」との要望がありました。

次に、高速道路網の整備促進についてであり

ます。

委員より、東九州自動車道の整備状況につい

て質疑があり、当局より、「北郷―日南間は平

成29年度の開通が予定されている」との答弁が

ありました。

これに対して委員より、「大分と宮崎をつな

ぐ佐伯―蒲江間は、予定より２年前倒しして開

通した。北郷―日南間も、前倒しに向けて地元

の機運を議会としても盛り上げていきたいが、

どうか」との質疑があり、これに対して当局よ

り、「開通の前倒しや、清武南―北郷間の早期

完成、日南―串間―志布志間の早期事業化につ

いて、県民や議会と一丸となって粘り強く国に

要望してまいりたい」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、高速道路網は、

地域の発展を支える基幹的な社会資本であると

ともに、災害時に避難路等として重要な役割を

果たすことから、東九州自動車道及び九州中央

自動車道の早期完成・早期事業化が一日も早く

実現するよう、今後より一層取り組んでいただ

くことを要望いたします。

次に、平成26年度補正予算についてでありま

す。

まず、商工観光労働部所管の補正についてで

ありますが、一般会計で43億5,800万円余の減

額、特別会計で１億6,500万円余を増額するほ

か、国の緊急経済対策の実施に伴う追加補正と

して、一般会計で19億2,800万円余を増額するも

のであります。この結果、一般会計と特別会計

を合わせた補正後の予算額は427億7,900万円余

となります。

このうち、追加補正についてであります。

当局より、地域内の消費拡大を目的とした、

市町村が実施するプレミアム付き商品券の発行

等に対する支援、誘客促進を目的とした「ふる

さと旅行券」の割引販売、県産品の販路拡大を

目的とした、県が選定する「ふるさと名物商

品」の割引販売等、20件の新規事業について説

明がありました。

当委員会といたしましては、地方創生交付金

を活用した今回の事業の実施に当たっては、将

来を見据え、県内各地域の活性化につながるよ

うに取り組んでいただくことを要望いたしま

す。

次に、県土整備部所管の補正についてであり

ますが、一般会計で129億1,900万円余、特別会

計で7,400万円余を減額する一方で、国の緊急経

済対策の実施に伴う追加補正として、一般会計

で16億4,300万円余を増額するものであります。

この結果、一般会計と特別会計を合わせた補正

後の予算額は637億円余となります。
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次に、入札制度についてであります。

当局より、「建設工事における指名競争入札

については、約２年間にわたって試行を重ねて

きたが、工事現場に近い企業の受注割合が高い

など、災害対応力の強化や効率性・合理性の観

点から一定の効果があり、平均落札率も一般競

争入札と同程度で、透明性・競争性についての

問題も見られなかった。また、アンケートで

は、約８割の企業が指名競争入札の実施を希望

する結果となった。このため、平成27年度から

試行の枠組みのまま制度化し、一般競争入札と

併用することとしたい」との説明がありまし

た。

当委員会といたしましては、７年前に廃止し

た指名競争入札を制度化するという大きな節目

であるので、引き続き、透明性・公平性に留意

しつつ、地域社会を支える建設業者の育成・確

保につながるよう、実態を把握しながら、より

よい入札制度のあり方について今後も検証を継

続し、必要な改善に努めていただくことを要望

いたします。

最後に、当委員会において、「商工観光振興

対策及び土木行政の推進に関する調査」につき

ましては、地方自治法第109条第８項の規定によ

り、閉会中の継続審査としたいので、議長にお

いてその取り扱いをよろしくお願いいたしま

す。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、環境農林水産常任委員○福田作弥議長

会、内村仁子委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○内村仁子議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外22件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり決定いたしました。

なお、議案第１号、第45号、第46号、第47

号、第54号及び第68号については賛成多数によ

り、その他の議案については全会一致により決

定しております。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、環境森林部所管の平成27年度予算につ

いてであります。

今回提案されました当初予算の規模は、一般

会計と特別会計を合わせて160億600万円余であ

り、骨格予算として編成されたため、前年度と

比較して39.2％の減となっております。

このうち、木質バイオマスの集荷・輸送体制

についてであります。

このことについて委員より、当該体制の現状

及び県の施策の方向性について質疑があり、当

局より、「林内に放置されている林地残材を搬

出することは、容易ではないと考えている。例

えば、従来の木材需要の拡大を図り、建築用材

を搬出すると同時に、今まで余り利用されてい

ない材の搬出もあわせて検討するなど、供給者

と輸送者が連携した集荷や輸送体制を確立する

ための実証的な取り組みに対し支援を行ってい

きたい」との答弁がありました。

また、別の委員より、「中山間地には木材を

集めるための適地がないため、苦慮していると

聞く。関係団体との協力のもと、その確保をお

願いしたい」との要望がありました。

当委員会といたしましては、関係団体が共通

認識を持ち、需要に見合った木質バイオマスを

効率的かつ安定的に供給できる集荷・輸送体制

を早急に構築するよう要望いたします。

次に、浄化槽法定検査についてであります。
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このことについて委員より、「検査料が高い

という声を聞く。制度の趣旨や料金体系等につ

いて、県民からの理解が得られるよう、丁寧な

説明に努めていただきたい」との要望がありま

した。

次に、太陽光発電パネルの設置箇所について

であります。

このことについて委員より、「山林等を含め

たさまざまな場所に設置されているが、特に大

型の設備などは景観を損ねる等の問題もあるこ

とから、設置箇所の把握に努めていただきた

い」との要望があり、当局より、「今まで国か

らの情報提供がない中、農林振興局単位の調査

や各市町村への協力依頼等を通じて把握に努め

てきたところである。今後は国も情報提供を行

うという動きがあるので、これらの情報を整理

しながら把握に努めていきたい」との答弁があ

りました。

次に、阿蘇山噴火に伴う降灰対策についてで

あります。

このことについて委員より、「今後、本県に

おいてシイタケや農作物等の被害が出た場合

は、速やかな対応をお願いしたい」との要望が

ありました。

次に、農政水産部所管の平成27年度予算につ

いてであります。

今回提案されました当初予算の規模は、一般

会計と特別会計を合わせて320億7,300万円余で

あり、骨格予算として編成されたため、前年度

当初予算と比較して22.7％の減となっておりま

す。

このうち、農地中間管理事業についてであり

ます。

このことについて当局より、「平成26年度に

ついては、農地の集積目標に対する実績が大き

く下回ったことから、平成27年度以降、面積の

さらなる積み上げが必要である」等の報告があ

りました。

このことについて委員より、「この結果は、

当該事業の認知度が低いことも原因の一つであ

ることから、広報紙の活用や地域への丁寧な説

明を継続して実施していただきたい」との要望

がありました。

また、別の委員より、「例えば、農地を貸し

た後の生活までをフォローする仕組みを検討す

るなど、地域の実情に合わせたきめ細かな制度

となるよう、国へ強く働きかけていただきた

い」との要望がありました。

次に、東アジア輸出促進拠点整備事業につい

てであります。

このことについて委員より、「海外へ輸出し

ても農家はもうからないという声を聞く。農家

所得の向上を念頭に置きながら販路拡大に努め

ていただきたい」との要望がありました。

次に、「宮崎県食の安全・安心推進条例」に

ついてであります。

これは、食の安全・安心の確保に関する施策

を総合的かつ計画的に推進するため、基本理

念、関係者の責務や役割、施策の基本的事項を

条例で定めるものです。

このことについて委員より、「全国有数の食

料供給県として、食の安全・安心日本一を目指

すためにも、条例に基づく新しい施策を打ち出

していただきたい」との要望がありました。

また、別の委員より、「すぐれた条例である

反面、県の責任も重いと考える。本県の食の安

全・安心をリードするためにも、必要な財政上

の措置を講じていただきたい」との要望があり

ました。

次に、農水産業における長期計画についてで
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あります。

まず、第七次宮崎県農業・農村振興長期計画

の改定について、委員より、「ここ数年、市場

に出荷される子牛の頭数が減少しているが、高

齢化が原因で生産農家が減少したことによるも

のと考えられる。このことは畜産振興を図る上

で大変重要な課題であるため、具体的な数値目

標を掲げて対策に取り組んでいただきたい」と

の要望がありました。

また、当局より、第五次宮崎県水産業・漁村

振興長期計画の改定について説明があり、「近

年の水産業を取り巻く情勢変化や、現計画の実

績及び課題を踏まえながら、今後の５年間に重

点的に取り組むべき施策を検討する」との報告

がありました。

仮にＴＰＰ協定交渉が妥結した場合、本県の

農水産業を初めとする幅広い分野に大きな影響

を及ぼすことが懸念されます。

当委員会といたしましては、交渉妥結を見据

えて、現場の声を取り入れることはもとより、

実効性のある数値目標を掲げた計画となるよう

強く要望いたします。

次に、地方創生の取り組みについてでありま

す。

このことについて委員より、「地方創生の実

現のためには、産業の活性化や雇用の創出を図

る必要があることから、フードビジネスの推進

が重要であると考える。関係部局が持っている

ノウハウを結集し総合的な対策を講じなけれ

ば、目的を達成することは困難であることか

ら、さらなる情報の共有に努めていただきた

い」との要望がありました。

また、別の委員より、「今後、県及び市町村

において地方版総合戦略を策定するに当たり、

人的体制が整わず、策定が困難な市町村が出る

可能性があるのではないかと危惧している。体

制の強化に向け、市町村とのさらなる連携に努

めていただきたい」との要望がありました。

次に、環境森林部所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正予算は、一般会計で48億3,300万円

余の減額、特別会計で4,100万円余を増額するほ

か、国の緊急経済対策の実施に伴う追加補正

で、一般会計35億7,900万円余を増額するもので

あります。この結果、一般会計と特別会計を合

わせた補正後の予算額は252億4,700万円余とな

ります。

このうち、森林整備加速化・林業再生事業に

ついてであります。

このことについて委員より、「木材需要の拡

大を図る上で、直交集成板（ＣＬＴ）の利活用

を促進することが重要であり、ＣＬＴを用いた

建築物が本県にふえることで、全国に向けた木

材利用のＰＲにつながると考える。関係企業等

との連携を図り、今後とも開発に向けた取り組

みを進めていただきたい」との要望がありまし

た。

次に、農政水産部所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正予算は、一般会計で86億7,100万円

余、特別会計で5,400万円余を減額するほか、国

の緊急経済対策の実施に伴う追加補正で、一般

会計23億1,800万円余を増額するものでありま

す。この結果、一般会計と特別会計を合わせた

補正後の予算額は363億8,500万円余となりま

す。

このことに関連して委員より、「多額の減額

補正となっているが、予算を組む段階であらゆ

る情報を収集し、可能な限り不用額が出ないよ

う予算を執行していただきたい」との要望があ
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りました。

また、関連して委員より、「来年度は肉付け

予算となるため、その執行がおくれることが懸

念される。景気対策の観点から、公共事業に係

る予算の執行については、できるだけ速やかに

行う必要があるため、目標を立てて計画的に執

行していただきたい」との要望がありました。

最後に、「環境対策及び農林水産業振興対策

に関する調査」につきましては、地方自治法

第109条第８項の規定により、閉会中の継続審査

としたいので、議長においてその取り扱いをよ

ろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、文教警察企業常任委員○福田作弥議長

会、西村賢委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○西村 賢議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外15件であります。慎重に審査をい

たしました結果、継続審査中の請願１件を含

め、お手元に配付の議案・請願委員会審査結果

表のとおり決定いたしました。

なお、議案については全会一致により、請願

第64号については賛成少数により決定いたして

おります。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

最初に、公安委員会所管の平成27年度予算に

ついてであります。

今回提案されました当初予算の規模は265

億3,600万円余で、骨格予算ではありますが、人

件費等の義務的経費の割合が高いことなどか

ら、前年度と比較して95.6％となっておりま

す。

このうち、新規事業「特殊詐欺被害防止コー

ルセンター事業」についてであります。

この事業は、コールセンター業務を民間業者

に委託し、犯行グループ等から押収した名簿な

どをもとに、被害を受けるおそれのある方に、

電話により被害防止のポイント等について注意

喚起を促す案内をするものであります。

このことについて委員より、「他県における

実施例では、どのような効果が出ているか」と

の質疑があり、当局より、「特殊詐欺の被害件

数が減少した県が多く、ふえた県にあっても、

その増加率が減少するなどの効果が出ている」

との答弁がありました。

特殊詐欺被害を減らすためには、県民一人一

人が意識を高めることにより、みずからが特殊

詐欺を回避する力を強化することが最も効果的

であります。

当委員会といたしましては、できる限り早期

に、全ての世帯に直接的な注意喚起を伝えるよ

う、他県の先行事例も参考にしながら、事業を

積極的に推進していただくことを要望いたしま

す。

次に、未来を担う少年育成のためのスクール

サポーター事業についてであります。

このことについて委員より、「凶悪な少年犯

罪が頻繁に発生している現状において、少年非

行を減らし、少年を犯罪から守るためには、ス

クールサポーターの役割がますます重要になっ

てくる。今後の事業展開はどのように考えてい

るか」との質疑があり、当局より、「スクール

サポーターは、平成27年度に３名を増員するこ

とにより、中規模署以上の警察署には全て配置

されることになる。今後の少年非行の情勢や学

校及び地元住民からの要望等を勘案しながら、

必要に応じて増員することも考えられる」との
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答弁がありました。

次に、企業局所管の平成27年度公営企業会計

予算についてであります。

まず、電気事業会計予算についてであります

が、収益的収支は、事業収益47億7,800万円余、

事業費は44億5,200万円余で、事業収益から事業

費を差し引いた収支は３億2,500万円余の黒字と

なっております。

次に、工業用水道事業会計予算については、

同じく、事業収益３億9,100万円余、事業費は３

億8,700万円余で、収支は300万円余の黒字と

なっております。

次に、地域振興事業会計予算については、同

じく、事業収益2,400万円余、事業費は2,100万

円余で、収支は300万円余の黒字となっておりま

す。

次に、宮崎県企業局経営ビジョン（案）につ

いてであります。

このことについて複数の委員より、「国の電

力システム改革の動向は、企業局の経営を大き

く左右すると考えられる。今後も、「健全経営

のもとで県民福祉の増進を図る」基本姿勢のも

と、経営環境の変化に的確に対応するととも

に、緑のダム造成事業等を通じ、引き続き地域

貢献に努めていただきたい」との要望がありま

した。

次に、教育委員会所管の平成27年度予算につ

いてであります。

今回提案されました当初予算の規模は、一般

会計と特別会計を合わせて1,079億7,000万円余

で、骨格予算ではありますが、義務的経費の割

合が高いことや、早急な対応を要する経費等を

計上したことから、前年度と比較して98.5％と

なっております。

このうち、新規事業「宮崎県育英資金返還率

向上事業」についてであります。

この事業は、育英資金返還金の滞納者への法

的措置に係る事務手続等を、司法書士など専門

的知識を持ち経験豊かな者に委託することによ

り、滞納額の縮減を目指すものであります。

このことについて委員より、「事業の対象者

数はどのくらいか。また、どういう思いで事業

に臨むのか」との質疑があり、当局より、「平

成25年度末時点の滞納者約2,700人のうち、２年

以上の滞納がある者など約700人を対象とする予

定であるが、特に長期滞納者に対しては厳しい

姿勢での対応が必要と考えている」との答弁が

ありました。

当委員会といたしましては、貸与申請の段階

における返還に対する意識づけの徹底、返還開

始時及び滞納の初期段階における本人や保証人

への小まめな催告、並びに本事業による長期滞

納者への法的措置の強化など、それぞれの段階

に応じたきめ細かな対策を行い、滞納額の縮減

に努めていただくよう要望いたします。

次に、平成26年度補正予算についてでありま

す。

まず、公安委員会所管の補正予算について

は、一般会計で５億700万円余の減額で、この結

果、補正後の一般会計予算額は274億5,800万円

余となります。

次に、教育委員会所管の補正予算について

は、一般会計で41億6,300万円余の減額、育英資

金特別会計で２億1,900万円余を増額するほか、

国の緊急経済対策の実施に伴う追加補正で、一

般会計6,800万円余を増額するものであります。

この結果、一般会計と特別会計を合わせた教育

委員会の補正後の予算額は1,067億5,100万円余

となります。

このうち、新規事業「みやざきの産業を支え
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る県内就職推進事業」についてであります。

この事業は、就職戦略コーディネーターによ

る就職支援や離職防止に向けた取り組み、及び

学校と企業等が連携した実践的な就業体験の取

り組みを通して、高校生の県内企業就職者数の

増加や、全国平均より高く推移する離職率の低

下を図るものであります。

このことについて委員より、「地方創生の中

で、東京への一極集中是正といったことも触れ

られているが、東京を中心とした県外に就職す

る生徒の状況について、どのように認識してい

るか」との質疑があり、当局より、「高収入を

求めて県外に就職する生徒がいる一方、県内に

残りたくても、自分の得た知識を生かせる職場

がないため、やむなく県外に就職する生徒も多

い。学校現場において、県内企業に関する情報

を生徒に十分紹介できていないことも一因であ

るため、今回導入する就職戦略コーディネー

ターを活用し、学校と企業との連携により生徒

と企業のマッチングを進めていきたい」との答

弁がありました。

当局におかれましては、引き続き関係機関と

の連携を密にするとともに、新たに設置する就

職戦略コーディネーターを中心とした幅広い就

職支援を行うことにより、新規学卒者の県内定

着を促進していただくよう要望いたします。

最後に、「教育及び警察行政の推進並びに公

営企業の経営に関する調査」につきましては、

地方自治法第109条第８項の規定により、閉会中

の継続審査といたしたいので、議長においてそ

の取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもちまして、当委員会の報告を終わり

ます。（拍手）〔降壇〕

以上で、常任委員長の審査結○福田作弥議長

果報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑の通告は

ありません。

討 論◎

これより討論に入りますが、○福田作弥議長

討論についての発言時間は、議会運営委員会の

決定どおり１人10分以内といたします。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

〔登壇〕 日本共産党の前屋○前屋敷恵美議員

敷恵美でございます。

今議会に提出されました議案及び請願に対す

る討論を行います。

まず、議案第１号「平成27年度宮崎県一般会

計予算」、議案第21号、第22号、第26号、第29

号から第34号、第45号から第48号、第50号、

第51号、第54号及び第68号について、反対の立

場から討論をいたします。

議案第１号「平成27年度宮崎県一般会計予

算」についてです。

今、県民の暮らしは、依然として県民所得は

全国最下位クラス、しかもアベノミクスの経済

政策のもとで物価は上がり、国民の実質賃金

は19カ月連続マイナスを記録するという状況に

置かれています。こうした中だからこそ、県民

の暮らしを支える、県民の願いに寄り添った予

算編成が必要となっています。県が行った県民

意識調査でも示されているように、医療提供体

制や福祉サービスの充実が71.5%と、最も高く

なっています。続いて、誰もが働きやすい社

会、子供を生み育てる環境の整備、災害による

被害のない社会、教育環境の充実と、働く場を

含めて安心して暮らせる社会が求められていま

す。

こうした点から見て、本予算案は、骨格予算
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とはいえ、十分とは言えません。今、求められ

ているのは、子ども医療費助成の拡充や、少人

数学級の拡充、高過ぎる国保税の引き下げへの

手だて、医療・介護の充実、中でも特養ホーム

の充実です。また、正規雇用の拡大など、この

宮崎の地で安心して働き、暮らせるよう、施策

に生かしてどう実現していくかだと思います。

次の肉付け予算では、県民の期待に応えられる

予算編成になるよう、強く求めたいと思いま

す。

次に、議案第21号「宮崎県教育委員会の組織

に関する条例」についてです。

本条例案は、国の法改定により、教育委員会

の委員長を廃止し、教育長に一本化するという

ものです。しかし、それは、本来、国や自治体

の長から独立した行政組織である教育委員会の

独立性が大きく損なわれ、憲法に保障された教

育の自由と自律性を侵害することになります。

こうした問題を抱える同条例を認めるわけには

いきません。

また、議案第22号、第29号、第32号及び第34

号については、第21号に関連するものとして反

対いたします。

次に、議案第26号「都市公園の条例の一部を

改正する条例」については、運動公園使用料の

引き上げなどが含まれており、県民負担がふえ

ることには反対です。

次に、議案第30号、第31号及び第33号につい

ては、職員及び市町村立学校職員の給与及び退

職手当を、国の人事院勧告に従つて、民間給与

に合わせるなどの理由で、平均２％の引き下げ

を行うものです。当分の間、手当等での緩和策

が施されるようですが、実質、基本給の引き下

げによる影響は、今後、職員、家族の暮らしは

もとより、地域経済に及ぼす影響が極めて大き

いことは必至であり、地方公務員の給与削減は

認められません。

次に、議案第45号から第48号、及び第68号に

ついては、林道事業、農政水産関係建設事業、

土木事業の執行、国営土地改良事業等に伴う市

町村等の負担金徴収についてです。

本来、国や県の直轄事業については、それぞ

れが責任を持って事業を執行することが当然で

あって、市町村財政や住民の暮らしを圧迫させ

ないためにも、負担金の徴収はすべきではない

と考えます。

次に、議案第50号「宮崎県高齢者保健福祉計

画の変更について」です。

昨年可決された「医療・介護総合法」は、要

支援者の訪問介護、通所介護を保険給付から外

し、市町村が実施する地域支援事業に移すとさ

れました。また、特養入所を原則、要介護３以

上にするなど、多くの高齢者を介護サービスの

対象者から外し、また、入院患者の追い出しを

さらに強化するなど、公的介護や医療保障を土

台から掘り崩す大改悪となっています。このま

ま実施されれば、介護難民・医療難民問題は一

層深刻化し、高齢者と家族の負担と不安は増す

ばかりです。

こうした政府の方針を受けた県高齢者保健福

祉計画は、県民の不安や期待に応えたものとは

なっていません。高齢化に備えるというのであ

れば、公的保険による介護・医療は、適正化の

名による抑制ではなく、充実こそ必要であり、

こうした立場に立った県民の願いに応える具体

的な計画を求めたいと思います。

次に、議案第51号「みやざき子ども・子育て

応援プランの策定について」。同プランは、

「子ども・子育て支援新制度」に基づいてつく

られていますが、新制度は、公的保育制度の後
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退、保育の市場化を目指した保育制度改革を

ベースに、幼稚園との一体化(こども園化)な

ど、多くの間題を抱えています。また、プラン

には、放課後児童健全育成事業の計画も示され

ていますが、待機児童解消にはほど遠いもので

す。また、子育て支援で、県民の願いの強い子

ども医療費助成制度拡充についても、県民の切

実な願い、また期待に応えたものにはなってい

ません。

次に、議案第54号「平成26年度宮崎県一般会

計補正予算(第６号)」についてです。

本補正予算は、293億5,363万4,000円の減額補

正です。当然、必要な新たな事業への予算措置

はあるものの、国庫補助の決定に伴うもの、執

行残に伴うものとする減額が、民生費や土木

費、商工費、農林水産業費等で多額に及んでい

ます。中でも、民生費での介護保険対策費、高

齢者医療対策費、国民健康保険助成費、障がい

者自立支援費などでの多額の減額は、直接、暮

らしや健康にかかわるものだけに、単に見込み

が下回ったからなどとするにとどめず、しっか

りと予算執行することが重要です。また、事業

予算は、的確な予算を組み、執行することが、

より多くの事業・施策の展開を図ることができ

ることを指摘しておきたいと思います。

最後に、請願についてです。

継続審査が続いていました、請願第56号「子

どもの医療費無料化を小学校卒業まで引き上げ

ることを求める請願」、及び第64号「義務教育

費国庫負担制度の拡充・復元について、国に意

見書の提出を求める請願」が、不採択と報告さ

れました。しかし、子育て支援が叫ばれる中、

切実な要求として挙げられるのが、子ども医療

費の助成拡充です。また、子供たちが安心して

学ぶための環境の整備や、教育費の父母負担の

軽減です。県議会は、将来を担う子供たちの健

やかな成長や学びに何が必要なのか、県民の要

求は何なのかを、しっかりと受けとめる義務と

責任があるのではないでしょうか。冷たく、不

採択などとすることなく、県民の意を十分に酌

み取っての採択を求めるものです。

また、同じく継続請願の第38号「所得税法

第56条の廃止を求める旨の意見書を国に提出す

ることを求める請願」は、事業主とともに働く

家族の労働を正当に認めてほしいとするもので

すが、再び継続とされました。しかし、議会は

今任期をもって改選ですから、請願の継続は事

実上の廃案です。責任ある議会のとるべき姿勢

ではないのではないでしょうか。同請願の道理

ある切実な県民の思いをしっかり受けとめて、

今議会で採択すベきと思います。

議員各位の賢明な御判断を切に求めて、以上

で討論を終わります。〔降壇〕

ほかに討論の通告はありませ○福田作弥議長

ん。

以上で討論は終わりました。

議案第１号、第21号、第22号、第26号、◎

第29号から第34号まで、第45号から

第48号まで、第50号、第51号、第54号

及び第68号採決

これより採決に入ります。○福田作弥議長

まず、議案第１号、第21号、第22号、第26

号、第29号から第34号まで、第45号から第48号

まで、第50号、第51号、第54号及び第68号の各

号議案について、一括お諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕
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起立多数。よって、各号議案○福田作弥議長

は委員長の報告のとおり可決されました。

議案第２号から第20号まで、第23号から◎

第25号まで、第27号、第28号、第35号

から第44号まで、第49号、第55号から

第67号まで、第69号から第78号まで及び

報告第１号採決

次に、議案第２号から第20号○福田作弥議長

まで、第23号から第25号まで、第27号、第28

号、第35号から第44号まで、第49号、第55号か

ら第67号まで、第69号から第78号まで及び報告

第１号の各号議案について、一括お諮りいたし

ます。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決または承認であります。委員長の報告のとお

り決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○福田作弥議長

て、各号議案は委員長の報告のとおり可決また

は承認されました。

請願第56号採決◎

次に、請願第56号についてお○福田作弥議長

諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は不採

択であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、本請願は○福田作弥議長

委員長の報告のとおり不採択とすることに決定

いたしました。

請願第64号採決◎

次に、請願第64号についてお○福田作弥議長

諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は不採

択であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、本請願は○福田作弥議長

委員長の報告のとおり不採択とすることに決定

いたしました。

請願第69号採決◎

次に、請願第69号についてお○福田作弥議長

諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は採択

であります。委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○福田作弥議長

て、本請願は委員長の報告のとおり採択されま

した。

閉会中の継続審査及び継続調査案件採決◎

次に、お手元に配付のとお○福田作弥議長

り、各常任委員長及び議会運営委員長より閉会

中の継続審査及び調査の申し出がありますの

で、これを議題といたします。〔巻末参照〕

まず、請願第38号についてお諮りいたしま

す。

本請願を委員長の申し出のとおり閉会中の継

続審査とすることに賛成の議員の起立を求めま

す。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、本請願は○福田作弥議長

委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査とす

ることに決定いたしました。

次に、ただいまお諮りしました請願を除く閉
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会中の継続調査については、各委員長の申し出

のとおり決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○福田作弥議長

て、各委員長の申し出のとおり閉会中の継続調

査とすることに決定いたしました。

特別委員長調査結果報告◎

次に、特別委員長の調査結果○福田作弥議長

報告を議題といたします。

ここで、特別委員長の調査結果報告を求めま

す。まず、人口減少・地域活性化対策特別委員

会、重松幸次郎委員長。

〔登壇〕（拍手） 当委員会○重松幸次郎議員

では、本県の人口減少及び地域活性化対策に関

する所要の調査活動を行なってまいりました。

その結果につきましては、お手元に配付の報告

書のとおりでありますが、ここで、その概要に

ついて御報告申し上げます。

世界の人口は、今後も増加していくと見込ま

れていますが、我が国は、本格的な少子高齢・

人口減少時代を迎えています。本県の人口は、

昭和22年に100万人に達した後、平成８年の

約117万7,000人をピークに減少に転じました。

平成25年は112万1,000人であり、前年に比

べ5,200人以上減少しています。人口減少は、暮

らし、産業、人材、行政など、幅広い分野に問

題を生じます。地域経済の縮小、労働力不足

等、地域の活力低下が大変危惧され、さまざま

な対策が必要となっていますが、特に中山間地

域においては、より迅速な対応が求められてい

ます。

このような状況を踏まえ、当委員会では、本

県の人口減少を食いとめ、地域の活力を高め、

本県で将来にわたり安心して暮らしていくため

には、どのような対策が必要かという観点か

ら、「人口減少対策に関すること」及び「地域

活性化対策に関すること」を調査事項として決

定し、所要の調査活動を行ってまいりました。

平成26年５月８日、日本創成会議が、全

国1,800の自治体のうち、896の自治体を「消滅

可能性都市」と位置づけ、大きな話題となりま

した。本県も15市町村が該当し、人口減少が深

刻な状況にあることが提起された形となりまし

た。

国の将来推計によると、2008年に始まった人

口減少は今後、加速度的に進み、2060年の総人

口は8,674万人まで落ち込み、2100年には5,000

万人を切ると推計されています。

本県の状況を見てみると、県が行った2030年

における将来人口の推計では、長期的課題に対

し、現状の傾向で推移した場合、本県人口は100

万人を切るとされている一方、合計特殊出生率

の上昇や若年層の社会減などの条件を段階的に

満たす場合、100万人を維持できるとされていま

す。

自然動態で見ると、本県の合計特殊出生率

は、全国の中でも高い数値で推移している一

方、出生数自体は減少傾向にあり、平成15年に

は、死亡者数が出生数を上回って初めて自然減

となり、この状態がそれ以降続いている状況で

す。

社会動態で見ると、本県は、就職や進学によ

り若年層が県外へ出て行く社会減が顕著になっ

ているため、県外へ転出した方が戻ってくるた

めにも、県内で働く場の確保が必要となってい

ます。

このような状況を踏まえ、調査事項の「人口

減少対策に関すること」についてですが、まず

自然減対策では、長野県の子育て支援の取り組
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み等について調査を行いました。長野県では、

県の目標として出生数の数値を掲げるととも

に、子育て等に関し、独自に県民アンケートを

実施していました。そのアンケート調査では、

充実させてほしいサービスとして、「保育料等

の経済負担の軽減措置」といった回答が多かっ

たとのことです。

委員から、「子供を産むのをためらっている

のは、保育料の負担が大きな理由ではないか」

との意見があり、本県の状況等について調査し

ました。その結果、県内全ての市町村が独自に

追加で負担軽減を図っていながらも、保護者は

まだまだ負担が大きいと感じており、さらなる

負担軽減策が求められている状況にありまし

た。

諸外国の状況を見ると、日本より合計特殊出

生率の高いフランス、イギリス、スウェーデン

といった国々は、国民負担率は高いものの、保

育・教育に関する経済的負担が軽くなってお

り、そのことが合計特殊出生率が高い要因の一

つと考えられます。

当委員会では、保育料や子供の医療費等子育

てに関しては、国における抜本的な対策が必要

であるとの認識のもと、内閣官房「まち・ひと

・しごと創生本部」を訪問し、その対策につい

て、国の責任においてさらに取り組むよう強く

要望してきたところです。

一方、県における今後の取り組みとしては、

長野県などのように、出生数を新たな指標とし

て追加してはどうかと当委員会は考えます。本

県の合計特殊出生率は、全国的にも高い水準で

推移しておりますが、実際に子供の生まれる数

自体は減少傾向にあります。合計特殊出生率

は、一人の女性が生涯に出産する人数をあらわ

したものであり、女性の数そのものが減ってい

る状況では、人口の問題は解決しません。2030

年に本県の総人口を100万人以上に維持するとい

う県の戦略目標を達成するため、出生数という

指標についても、女性に対し過度のプレッ

シャーとならないよう十分配慮しつつ、長期的

に取り組むべき政策課題であることを明示し、

県民意識の醸成を図りながら人口減少対策を推

進するよう要望します。

次に、社会減対策では、県内定着の取り組み

として、本県は全国と比べ若者の離職率が高い

状況にあり、離職の主な理由が、「実際に働い

てみると仕事が自分に合わなかった」というも

のが最も多く、地域の産業や職業について若い

ころから理解を深めるキャリア教育の取り組み

を推進しながら、関係機関が連携し、雇用対策

を進める必要性を感じました。

Ｕターン就職等の取り組みについては、福岡

県を初めとした九州への進学者が多いことか

ら、今後、福岡県等での取り組みを強化するよ

う要望します。また、フェイスブック等のＳＮ

Ｓを積極的に活用し、本県の雇用の情報や企業

の紹介はもちろん、豊かな自然や温暖な気候、

生活費の安さ等、宮崎で感じられる豊かさを

パッケージにして発信するよう、あわせて要望

します。

移住については、全国的にも首都圏を中心に

田園回帰の機運が高まっており、県外調査で訪

問したＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センターへ

の相談件数も、この５年間で３倍に急増してい

るとのことでした。本県は、気候が温暖なこと

や農業が盛んなことなどから、移住先として非

常に人気が高いと伺い、移住に関して本県が大

きな強みや高いポテンシャルを持っていると感

じました。

県内調査で訪問した日南市では、移住者の



- 326 -

平成27年３月13日(金)

フォローアップ等を目的に設置された日南市移

住者の会の方々と意見交換を行い、地域で就農

体験ができる体制の整備などについて意見をい

ただきました。熊本県では、「くまもと移住定

住促進戦略」を平成26年３月に九州で初めて策

定し、その戦略に基づき、総括的な組織として

協議会を設立するなど、体系的な施策の推進が

図られていると感じました。

このような調査を踏まえ、本県においても、

移住者の夕一ゲット設定など、移住定住を推進

するための戦略を策定し、関係団体との協議会

を設立するとともに、お試しで生活や就農等の

移住体験ができる体制の整備について推進する

よう要望します。また、移住に関する多面的な

相談に十分に応じ切れていない状況もあるた

め、県において移住対応を一元的に推進する新

たな組織の設置・充実について、さらなる検討

をするよう要望します。

地方創生の取り組みについては、内閣官房

「まち・ひと・しごと創生本部」に対し、本県

の実情を踏まえた意見を述べてきましたが、県

におかれても、十分な予算の確保や、市町村に

対する人的支援等の充実を図りながら、関係機

関が連携し取り組むよう要望します。

次に、「地域活性化対策」についてでは、県

内調査において、水産試験場内水面支場や宮崎

ウッドペレット株式会社を訪問し、キャビアや

木質バイオマスなど、本県の地域資源を生かし

た取り組みについて伺いました。また、延岡市

では、開通の進む東九州自動車道の活用等につ

いて意見交換を行い、企業誘致や雇用・交流人

口の拡大等について、さらに積極的に取り組む

必要性を再認識しました。

地域の維持・再生の取り組みとしては、熊本

県多良木町では、休校していた小学校を再開す

るという、全国でも余り例のない取り組みが行

われていました。これは、地域を何とか再生し

たいという町の熱意と、その思いを支援した熊

本県の事業スキーム、調査・研究・政策立案機

能を発揮した熊本大学等が有機的に連携し取り

組んだ大きな成果であり、この取り組みが地域

再生のモデルとなってほしいというのが当委員

会の思いです。

調査においては、このように小学校の存続が

地域の活力を維持している現状を再認識する一

方で、全国的に統廃合が進み、県内でも廃校が

ふえていく流れの中、廃校の利活用について

は、地域活性化の拠点として、今後さらに検討

していく必要があると当委員会は感じました。

大分県では、廃校後の施設を利活用すること

を目的とした取り組みが積極的に進められてお

り、地域の振興や雇用の創出につながる事例が

数多くありました。本県としても、他県の先進

事例を参考に、廃校の利活用の取り組みを部局

横断的に推進するよう要望します。

調査で訪問した信州大学や宮崎大学では、地

域活性化のための人材育成等、さまざまな取り

組みが行われており、地方創生における地方大

学の重要性は高まっていると感じたところで

す。本県におかれては、宮崎大学等の調査・分

析・政策立案機能を最大限活用し、地方創生に

取り組むよう要望します。

当委員会では、これら以外にも、空き家問題

など人口減少に起因する問題について調査を行

いました。

人口減少・地域活性化は、対策が早ければ早

いほど効果が高いと言われているため、国レベ

ルでの早急で抜本的な対策が必要である一方、

県においても、地場産業の育成、企業立地等、

早急に取り組むべき課題が数多くあり、今後も
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引き続き検討していく必要があるというのが当

委員会の総意です。

地域で生きる者としての矜恃を持った人や企

業、団体等を生み育て、「明日のみやざきの礎

づくり」を進めていただきたいと思います。

最後になりますが、県、市町村、県民等が一

体となりながら、将来にわたり安心して豊かに

暮らせる宮崎県に育っていくことを切に願いま

して、当委員会の報告とします。（拍手）〔降

壇〕

次は、スポーツ振興対策特別○福田作弥議長

委員会、山下博三委員長。

〔登壇〕（拍手） 当委員会で○山下博三議員

は、スポーツ振興対策に関する所要の調査活動

を行ってきたところであります。その結果につ

きましては、お手元に配付の報告書のとおりで

すが、ここで、その概要について御報告申し上

げます。

本県は、「スポーツランドみやざき」を掲

げ、温暖な気象条件や豊かな自然環境、充実し

たスポーツ施設を背景に、スポーツキャンプ・

合宿等の誘致や県民の健康づくりを推進してき

ました。その結果、本県は、プロ野球やプロ

サッカーチームが毎年キャンプを実施するス

ポーツキャンプのメッカとして、大きな注目を

集めるようになりました。平成25年の春季に県

内で実施されたスポーツキャンプ・合宿では、

県の試算によりますと、95億6,000万円の経済効

果と81億3,700万円のＰＲ効果が本県にもたらさ

れました。近年、その経済波及効果の大きさに

着目し、誘致に熱心に取り組む自治体が増加し

ており、平成32年の東京オリンピック・パラリ

ンピックの開催が近づく中で、今後、他県との

誘致合戦の激化が予想されます。そのような状

況下で、本県への事前合宿等の誘致を成功させ

るためには、積極的なＰＲ活動はもちろんのこ

と、受け入れ体制の整備など、取り組むべき課

題が多いと考えました。

また、我が国最大のスポーツの祭典と言われ

る国民体育大会は、昭和63年の第43回京都大会

から２巡目に入っており、本県での国体開催を

真剣に考えなければならない時期が来ていま

す。しかしながら、県内の主要なスポーツ施設

の多くは、昭和54年の「日本のふるさと宮崎国

体」の際に整備された施設であり、老朽化が課

題となっております。施設の改修・整備には多

額な費用を要することから、今後、２巡目国体

を招致する場合、厳しい財政状況の中でスポー

ツ施設の充実をいかに図っていくかについて考

えておく必要があります。さらに、開催県とし

てふさわしい成績をおさめるためにも、競技者

や指導者といった人財の育成に取り組み、本県

の競技力の底上げを図らなければなりません。

このような認識のもとで、当委員会では、

「スポーツキャンプ・合宿、国体等の誘致に関

すること」「体育施設の充実に関すること」

「人財育成に関すること」を調査事項に決定

し、所要の調査を行ってまいりました。

まず、「スポーツキャンプ・合宿、国体等の

誘致」について、全国には近年、スポーツキャ

ンプ等の誘致活動に特に力を入れ始めている白

治体があります。本県も、誘致に取り組む目的

やターゲットを明確に打ち出した上で、スポー

ツメディカルや食といった、本県が持つ財産を

効果的に活用した新たな誘致戦略が早急に描か

れなければ、本県の優位性をいつまでも保つこ

とは難しいと考えます。

そして、今後、本県が特色ある誘致戦略を展

開する上で、パラリンピック競技のＮＴＣ（ナ

ショナルトレーニングセンター）競技別強化拠
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点の積極的な誘致や、障がい者等に対する施策

に取り組むなど、全ての人がスポーツを楽しむ

ことのできる環境の充実を図っていくことも重

要な視点と考えます。

平成27年１月14日、県体育協会は、平成38年

の本県への２巡目国体の招致を決議し、２月12

日には、県と県教育委員会、県議会に対し、同

大会の招致に関する要望書を提出されました。

そこで、本県スポーツの一層の振興と、全ての

人がスポーツに親しむ環境の充実や地域の活性

化を期待し、当委員会から、本日、「第81回国

民体育大会及び第26回全国障害者スポーツ大会

の本県への招致を求める決議（案）」を提出し

ました。

今後、２巡目国体と全国障害者スポーツ大会

の開催に向けたさまざまな準備が始まります

が、大会の成功に欠かせない県内の機運醸成

や、スポーツ施設の整備・改修、選手や監督な

どの宿泊といった受け入れ体制の整備など、解

決すべき課題は山積しています。それらの課題

解決に向け、競技会場が置かれる各市町村、県

体育協会や県障害者スポーツ協会といった、各

団体等との間で十分な連携を図っていただくこ

とを要望いたします。

特に、国体等を開催するには、一定の期間内

に運営等で多額の費用を必要とします。当委員

会が調査を行った福井県では、平成30年の福井

国体に向けて、53億5,000万円の「スポーツふく

い基金」を造成するなど、財源の確保に向けた

さまざまな工夫を行っていました。本県の厳し

い財政状況の中で大会を成功に導くためにも、

今後、国庫補助事業の活用や基金の造成、県有

施設のネーミングライツ、ＰＦＩ等の手法によ

る施設整備、ふるさと納税や募金等の活用な

ど、財源を確保するための手法について議論が

尽くされることを要望いたします。

次に、「スポーツ施設の充実」について、本

県のスポーツ施設は、昭和54年国体の際に競技

会場として使用された施設を中心に老朽化が進

んでおり、今後、計画的な施設の整備・改修に

取り組まなければなりません。また、県内には

新たなスポーツ施設の整備を求める声もあるこ

とから、施設を整備する場合には、県内のス

ポーツ施設の配置のバランスや大会後の施設の

活用に加え、国体等の競技や観戦等に問題なく

使用できる施設となるよう、市町村や競技団体

等との間で十分な議論が行われることを要望い

たします。

あわせて、国体等については、県内の既存施

設の最大限の活用や、隣県の施設を活用した広

域的な開催についても検討するなど、より効果

的・効率的な開催を目指していただきたいと考

えます。

次に、「人財育成」について、平成26年に開

催された長崎国体では、本県選手団の活躍に

よって、天皇杯順位は、昭和54年の宮崎国体を

除いて過去最高となる19位と大きく躍進しまし

た。この成果を一過性のものとしないために

も、本県スポーツの競技力向上と安定化に一層

取り組まなければなりません。

県教育委員会では、県体育協会と連携しなが

ら、学校の競技力の向上に向けたさまざまな事

業を展開していますが、競技力強化推進校指定

制度において、県内により多くの競技力強化推

進校をバランスよく配置した上で、各競技でラ

イバル校同士がお互いに切磋琢磨し合えるよう

な環境の整備や、発育や個人の適性に応じ、持

続的な指導が期待される小・中・高一貫指導体

制を県内に広げるための事業や体制づくりと

いった、競技力向上に向けたさらなる取り組み
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の検討を要望いたします。

また、２巡目国体に向け、成年種別の競技力

強化を図っていくためには、本県の競技力向上

に対する県内企業の理解と協力が欠かせませ

ん。選手が安心して働きながら競技活動に専念

できる受け皿を整備するためにも、福井県が取

り組む「スポジョブふくい」のような、有力選

手と企業のマッチングによる就職支援に取り組

むなど、スポーツ選手の採用に対する県内企業

の理解醸成と社会人選手の定着対策に取り組む

よう要望いたします。

障がい者スポーツの振興について、障がい者

の健康の保持増進・体力の向上という観点か

ら、障がい者がスポーツに触れられる機会がふ

えるよう、環境整備に努めていただくことを要

望します。加えて、全国障害者スポーツ大会に

向け、各競技種目の競技力向上や競技人口の拡

大も必要です。団体競技において、参加者の不

足からチーム編成ができず、九州ブロック予選

会等に出場できない状況があるのであれば、障

がい者の方々の意向把握の実施や、県内を幾つ

かのブロックに分けてチーム編成を行うといっ

た、競技への参加を少しでもふやすような取り

組みに力を入れるべきと考えます。

当委員会の調査は一旦終了いたしますが、平

成32年の東京オリンピック・パラリンピックの

事前合宿の誘致が活発化するのは、平成28年の

リオデジャネイロ大会以降と言われており、国

や他県の動向を引き続き注視しておかなければ

なりません。また、各地域で活動する総合型地

域スポーツクラブの育成や、優秀な指導者の確

保・養成対策など、１年間という短い時間の中

では調査できなかった部分もあることから、継

続して調査を行う必要性を感じております。

最後に、県が、「スポーツランドみやざき」

や「みやざき東京オリンピック・パラリンピッ

クおもてなしプロジェクト」の推進、２巡目国

体等の開催に向けた準備、競技力向上対策と

いった人財育成に取り組む上で、市町村や県内

の競技団体、企業などの協力は欠かせません。

まさに県民総力戦で本県のスポーツ振興が図ら

れていくことを願って、当委員会の報告といた

します。（拍手）〔降壇〕

以上で特別委員長の調査結果○福田作弥議長

報告は終わりました。

特別委員長の報告に対する質疑の通告はあり

ません。

議員発議案送付の通知◎

次に、お手元に配付のとお○福田作弥議長

り、委員会から議案の送付を受けましたので、

事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成27年３月13日

宮崎県議会議長 福田 作弥 殿

提出者 議会運営委員長 中野 一則

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

宮崎県議会委員会条例の一部を改正する条

例

議員発議案第２号

宮崎県議会情報公開条例の一部を改正する

条例

平成27年３月13日

宮崎県議会議長 福田 作弥 殿
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提出者 厚生常任委員長 鳥飼 謙二

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第３号

小児慢性特定疾病の医療費助成制度の拡充

を求める意見書

平成27年３月13日

宮崎県議会議長 福田 作弥 殿

提出者 スポーツ振興対策特別委員長 山下 博三

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第４号

第81回国民体育大会及び第26回全国障害者

スポーツ大会の招致に関する決議

議員発議案第１号から第４号まで◎

追加上程､採決

ただいま朗読いたしました議○福田作弥議長

員発議案第１号から第４号までの各号議案を日

程に追加し、議題とすることに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○福田作弥議長

ように決定いたしました。

議員発議案第１号から第４号までの各号議案

を一括議題といたします。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、説明、質疑を省略して直ちに審

議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○福田作弥議長

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議員発議案第１号から第４号までの各号議案

について、一括お諮りいたします。

各号議案を原案のとおり可決することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○福田作弥議長

て、各号議案は原案のとおり可決されました。

閉 会◎

以上で、今期定例会の議事は○福田作弥議長

全て終了いたしました。

閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。

本日をもって、４年間の任期最後の県議会が

閉会となります。まずは、私ども議員を支えて

いただきました県民の皆様に、この場をおかり

して厚くお礼申し上げます。

この４年間を顧みますと、口蹄疫や鳥インフ

ルエンザ、新燃岳噴火などのさまざまな災害か

らの再生・復興に向け、我々県議会も、執行部

並びに県民の皆様とともに歩んでまいりまし

た。その結果、全国和牛能力共進会における日

本一連覇に代表されますように、農畜産業を初

めとする県内経済も着実に回復へと歩みを進め

てまいりました。

また、今月21日には、県民の半世紀にも及ぶ

悲願であった東九州自動車道が、いよいよ北九

州から宮崎まで一部未開通区間を残し、ほぼ完

成し、さらに、フードビジネスの振興や東アジ

アとの経済交流の拡大など、新たな発展につな

がる動きも見られるようになっております。

平成27年３月13日(金)
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平成27年３月13日(金)

河野知事を初め執行部の皆様方には、県の重

要課題の解決などに御尽力いただきましたこと

に、心からお礼を申し上げます。今後とも、引

き続き本県の発展に努めていただきますよう、

お願い申し上げます。

県議会としましても、この４年間、議案の審

議等に加え、全国で初めて大規模災害等への対

応を規定した議会基本条例の制定や、政策条例

などによる政策提案も積極的に行ってまいりま

したが、今任期も余すところわずかになりまし

た。

今期限りで勇退されます議員の皆様方には、

長きにわたり県勢発展のため御尽力いただきま

した。その御労苦に対し、深甚なる敬意と感謝

の意を表しますとともに、今後とも郷土の発展

のため、変わらぬ御指導と御協力をいただきま

すよう、心からお願い申し上げます。

また、来る４月の選挙に臨まれる議員の皆様

方におかれましては、どうか見事当選を果たさ

れ、この議場において、またお互いにお会いで

きることを御祈念申し上げます。

最後に、私事ではございますが、この２年

間、丸山前副議長、押川副議長とともに、議員

の皆様方の御理解と御支援をいただき、議長の

任を全うすることができますことに対し、心か

ら厚くお礼を申し上げます。

皆様方のますますの御健勝と御多幸を御祈念

申し上げまして、平成27年２月定例県議会を閉

会いたします。

ありがとうございました。(拍手)

午前11時48分閉会



資 料
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平成２７年２月定例県議会日程

２３日間

月 日 曜 区 分 議 事 備 考

議会運営委員会 9:30開会
会議録署名議員指名
議会運営委員長審査結果報告

２．１９ 木 本会議
会期決定
議案上程
知事提案理由説明

２０ 金 （ 議 案 調 査 ）

２１ 土
（ 閉 庁 日 ）

休 会２２ 日

代表質問通告締切 12:00２３ 月
（ 議 案 調 査 ）

一般質問通告締切 12:00２４ 火

２５ 水 議会運営委員会 9:30
代 表 質 問

請願締切 12:00２６ 木 本会議

一 般 質 問２７ 金

２８ 土
休 会 （ 閉 庁 日 ）

３. １ 日

議員発議案締切 17:00
２ 月 一 般 質 問

（会派提出）

議会運営委員会 9:30
本会議

一 般 質 問
質疑、討論、採決（人事案件）３ 火
議案・請願委員会付託

４ 水

５ 木 常 任 委 員 会

６ 金

７ 土
（ 閉 庁 日 ）

休 会
８ 日

９ 月

常 任 委 員 会
議員発議案締切 17:00

１０ 火
（会派提出を除く）

１１ 水 特 別 委 員 会 議会運営委員会

１２ 木 （ 議 事 整 理 ）

議会運営委員会 9:30常任委員長審査結果報告
質疑、討論、採決１３ 金 本会議
特別委員長調査結果報告
閉会
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平成２７年２月定例県議会

代 表 質 問 時 間 割

２月２５日（水）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１ 自 由 民 主 党 １０：００～１２：００ 休憩横田 照夫

２ 自 由 民 主 党 １３：００～１５：００黒木 正一

２月２６日（木）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

３ 県 民 連 合 宮 崎 １０：００～１２：００ 休憩鳥飼 謙二

４ 公 明 党 １３：００～１４：３０ 休憩新見 昌安

５ 愛 み や ざ き １４：４０～１６：１０西村 賢

＊ 会派別の質問時間（質問取扱要領）

自由民主党 １２０分以内

県民連合宮崎 ６０分以内

公 明 党 ４５分以内

愛みやざき ４５分以内
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平成２７年２月定例県議会

一 般 質 問 時 間 割

２月２７日（金）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１ 公 明 党 河野 哲也 １０：００～１１：００

２ 自 由 民 主 党 後藤 哲朗 １１：００～１２：００ 休憩

３ 愛 み や ざ き 有岡 浩一 １３：００～１４：００

４ 県 民 連 合 宮 崎 太田 清海 １４：００～１５：００ 休憩

５ 自 由 民 主 党 宮原 義久 １５：１０～１６：１０

３月２日（月）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

６ 自 由 民 主 党 岩下 斌彦 １０：００～１１：００

７ 自 由 民 主 党 中野 明 １１：００～１２：００ 休憩

８ 県 民 連 合 宮 崎 井上紀代子 １３：００～１４：００

９ 自 由 民 主 党 星原 透 １４：００～１５：００

３月３日（火）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１０ 県 民 連 合 宮 崎 髙橋 透 １０：００～１１：００

１１ 無 所 属 ク ラ ブ 徳重 忠夫 １１：００～１２：００ 休憩

１２ 自 由 民 主 党 原 正三 １３：００～１４：００

１３ 自 由 民 主 党 十屋 幸平 １４：００～１５：００

＊ １人当たりの質問時間 ３０分以内（質問取扱要領）



平成２７年２月定例県議会

［議　案］

総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第１号 平成27年度宮崎県一般会計予算 可決 可決 可決 可決 可決

第２号 平成27年度宮崎県開発事業特別資金特別会計予算 可決

第３号 平成27年度宮崎県公債管理特別会計予算 可決

第４号 平成27年度宮崎県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算 可決

第５号 平成27年度宮崎県山林基本財産特別会計予算 可決

第６号 平成27年度宮崎県拡大造林事業特別会計予算 可決

第７号 平成27年度宮崎県林業改善資金特別会計予算 可決

第８号
平成27年度宮崎県小規模企業者等設備導入資金特別会計
予算

可決

第９号
平成27年度宮崎県えびの高原スポーツレクリエーション施設
特別会計予算

可決

第１０号 平成27年度宮崎県営国民宿舎特別会計予算 可決

第１１号 平成27年度宮崎県就農支援資金特別会計予算 可決

第１２号 平成27年度宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計予算 可決

第１３号 平成27年度宮崎県公共用地取得事業特別会計予算 可決

第１４号 平成27年度宮崎県港湾整備事業特別会計予算 可決

第１５号 平成27年度宮崎県立学校実習事業特別会計予算 可決

第１６号 平成27年度宮崎県育英資金特別会計予算 可決

第１７号 平成27年度宮崎県公営企業会計（電気事業）予算 可決

第１８号 平成27年度宮崎県公営企業会計（工業用水道事業）予算 可決

第１９号 平成27年度宮崎県公営企業会計（地域振興事業）予算 可決

第２０号 平成27年度宮崎県立病院事業会計予算 可決

第２１号 宮崎県教育委員会の組織に関する条例 可決

第２２号 宮崎県教育関係職員定数条例の一部を改正する条例 可決

第２３号 地方警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例 可決

第２４号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 可決 可決 可決

第２５号 道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 可決

第２６号 都市公園条例の一部を改正する条例 可決

第２７号
宮崎県立病院事業の設置等に関する条例の一部を改正す
る条例

可決

議案・請願　委員会審査結果表

番　号 件　名

常 任 委 員 会
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総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第２８号
警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条
例

可決

第２９号
執行機関としての委員会の委員又は委員の報酬及び費用
弁償に関する条例の一部を改正する条例

可決

第３０号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 可決

第３１号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 可決

第３２号 教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 可決

第３３号
市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正
する条例

可決

第３４号

恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金
の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時
金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部
を改正する条例

可決

第３５号 宮崎県小規模企業者等設備導入資金特別会計条例 可決

第３６号 公の施設に関する条例の一部を改正する条例 可決 可決

第３７号
宮崎県情報公開条例及び宮崎県個人情報保護条例の一部
を改正する条例

可決

第３８号 神話のふるさと宮崎観光おもてなし推進条例 可決

第３９号 食品衛生法施行条例の一部を改正する条例 可決

第４０号 感染症の診査に関する協議会条例の一部を改正する条例 可決

第４１号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正
する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

可決

第４２号 宮崎県食の安全・安心推進条例 可決

第４３号
県道の道路標識の寸法を定める条例の一部を改正する条
例

可決

第４４号 包括外部監査契約の締結について 可決

第４５号 林道事業執行に伴う市町村負担金徴収について 可決

第４６号
農政水産関係建設事業執行に伴う市町村負担金徴収につ
いて

可決

第４７号
国営尾鈴土地改良事業執行に伴う市町村負担金徴収につ
いて

可決

第４８号 土木事業執行に伴う市町村負担金徴収について 可決

第４９号 宮崎県総合計画の変更について 可決

第５０号 宮崎県高齢者保健福祉計画の変更について 可決

第５１号 みやざき子ども・子育て応援プランの策定について 可決

第５４号 平成26年度宮崎県一般会計補正予算（第６号） 可決 可決 可決 可決 可決

第５５号
平成26年度宮崎県開発事業特別資金特別会計補正予算
（第１号）

可決

番　号 件　名

常 任 委 員 会
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総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第５６号 平成26年度宮崎県公債管理特別会計補正予算（第１号） 可決

第５７号
平成26年度宮崎県山林基本財産特別会計補正予算（第１
号）

可決

第５８号
平成26年度宮崎県拡大造林事業特別会計補正予算（第１
号）

可決

第５９号
平成26年度宮崎県小規模企業者等設備導入資金特別会計
補正予算（第１号）

可決

第６０号 平成26年度宮崎県営国民宿舎特別会計補正予算（第１号） 可決

第６１号
平成26年度宮崎県就農支援資金特別会計補正予算（第１
号）

可決

第６２号
平成26年度宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算
（第２号）

可決

第６３号
平成26年度宮崎県公共用地取得事業特別会計補正予算
（第１号）

可決

第６４号
平成26年度宮崎県港湾整備事業特別会計補正予算（第１
号）

可決

第６５号 平成26年度宮崎県育英資金特別会計補正予算（第１号） 可決

第６６号 平成26年度宮崎県立病院事業会計補正予算（第２号） 可決

第６７号 宮崎県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例 可決

第６８号 国営大淀川右岸施設機能保全事業負担金徴収条例 可決

第６９号
宮崎県独立行政法人森林総合研究所事業特別徴収金徴収
条例を廃止する条例

可決

第７０号
宮崎県緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改正
する条例

可決

第７１号
宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部を改
正する条例

可決 可決 可決

第７２号 宮崎県民生委員の定数を定める条例 可決

第７３号 工事請負契約の締結について 可決

第７４号 工事請負契約の締結について 可決

第７５号 工事請負契約の締結について 可決

第７６号 工事請負契約の変更について 可決

第７７号 県道の路線廃止について 可決

第７８号 平成26年度宮崎県一般会計補正予算（第７号） 可決 可決 可決 可決 可決

報告第１号
専決処分の承認を求めることについて
　＊　育英資金貸付金返還請求に係る訴えの提起

承認

番　号 件　名

常 任 委 員 会
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［請　願］

総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第３８号
所得税法第56条の廃止を求める旨の意見書を国に提出す
ることを求める請願

継続

第５６号
子どもの医療費無料化を小学校卒業まで引き上げる ことを
求める請願

不採択

第６４号
義務教育費国庫負担制度の拡充・復元について、国に意見
書の提出を求める請願

不採択

第６９号 国の難病政策に関する請願 採択

番　号 件　名

常 任 委 員 会
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閉 会 中 の 継 続 審 査 ・ 調 査 申 出 一 覧

平成２７年２月定例県議会

委 員 会 名 事 件 理 由

請願第38号 所得税法第56条の廃止を求める旨の意
慎重な審査

見書を国に提出することを求める請願
・調査を要総務政策常任委員会

するため
総合政策及び行財政対策に関する調査

調査を要す
厚 生 常 任 委 員 会 福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関する調査

るため

調査を要す

るため
商工建設常任委員会 商工観光振興対策及び土木行政の推進に関する調査

調査を要す環 境 農 林 水 産
環境対策及び農林水産業振興対策に関する調査

るため常 任 委 員 会

調査を要す文 教 警 察 企 業 教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経営に

るため常 任 委 員 会 関する調査

円滑な議会

次期県議会の会期日程及び議会運営に関する調査 運営を図る議 会 運 営 委 員 会

ため



議 案 議 決 件 名 一 覧 表
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第１号 平成27年度宮崎県一般会計予算 ３月13日・ 可 決

〃 第２号 平成27年度宮崎県開発事業特別資金特別会計予算 〃

〃 第３号 平成27年度宮崎県公債管理特別会計予算 〃

〃 第４号 平成27年度宮崎県母子父子寡婦福祉資金特別会計 〃

予算

〃 第５号 平成27年度宮崎県山林基本財産特別会計予算 〃

〃 第６号 平成27年度宮崎県拡大造林事業特別会計予算 〃

〃 第７号 平成27年度宮崎県林業改善資金特別会計予算 〃

〃 第８号 平成27年度宮崎県小規模企業者等設備導入資金特別 〃

会計予算

〃 第９号 平成27年度宮崎県えびの高原スポーツレクリエー 〃

ション施設特別会計予算

〃 第10号 平成27年度宮崎県営国民宿舎特別会計予算 〃

〃 第11号 平成27年度宮崎県就農支援資金特別会計予算 〃

〃 第12号 平成27年度宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計予算 〃

〃 第13号 平成27年度宮崎県公共用地取得事業特別会計予算 〃

〃 第14号 平成27年度宮崎県港湾整備事業特別会計予算 〃

〃 第15号 平成27年度宮崎県立学校実習事業特別会計予算 〃

〃 第16号 平成27年度宮崎県育英資金特別会計予算 〃

〃 第17号 平成27年度宮崎県公営企業会計（電気事業）予算 〃

〃 第18号 平成27年度宮崎県公営企業会計（工業用水道事業） 〃

予算

〃 第19号 平成27年度宮崎県公営企業会計（地域振興事業） 〃

予算

〃 第20号 平成27年度宮崎県立病院事業会計予算 〃

〃 第21号 宮崎県教育委員会の組織に関する条例 〃

〃 第22号 宮崎県教育関係職員定数条例の一部を改正する条例 〃

〃 第23号 地方警察職員の定員に関する条例の一部を改正する 〃

条例

〃 第24号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 〃

〃 第25号 道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 〃

〃 第26号 都市公園条例の一部を改正する条例 〃
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第27号 宮崎県立病院事業の設置等に関する条例の一部を改 ３月13日・ 可 決

正する条例

〃 第28号 警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正す 〃

る条例

〃 第29号 執行機関としての委員会の委員又は委員の報酬及び 〃

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

〃 第30号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 〃

〃 第31号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 〃

〃 第32号 教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 〃

〃 第33号 市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を 〃

改正する条例

〃 第34号 恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一 〃

時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及

び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に

関する条例の一部を改正する条例

〃 第35号 宮崎県小規模企業者等設備導入資金特別会計条例 〃

〃 第36号 公の施設に関する条例の一部を改正する条例 〃

〃 第37号 宮崎県情報公開条例及び宮崎県個人情報保護条例の 〃

一部を改正する条例

〃 第38号 神話のふるさと宮崎観光おもてなし推進条例 〃

〃 第39号 食品衛生法施行条例の一部を改正する条例 〃

〃 第40号 感染症の診査に関する協議会条例の一部を改正する 〃

条例

〃 第41号 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を 〃

改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する

条例

〃 第42号 宮崎県食の安全・安心推進条例 〃

〃 第43号 県道の道路標識の寸法を定める条例の一部を改正す 〃

る条例

〃 第44号 包括外部監査契約の締結について 〃

〃 第45号 林道事業執行に伴う市町村負担金徴収について 〃
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第46号 農政水産関係建設事業執行に伴う市町村負担金徴収 ３月13日・ 可 決

について

〃 第47号 国営尾鈴土地改良事業執行に伴う市町村負担金徴収 〃

について

〃 第48号 土木事業執行に伴う市町村負担金徴収について 〃

〃 第49号 宮崎県総合計画の変更について 〃

〃 第50号 宮崎県高齢者保健福祉計画の変更について 〃

〃 第51号 みやざき子ども・子育て応援プランの策定について 〃

〃 第52号 監査委員の選任の同意について ３月３日・ 同 意

〃 第53号 監査委員の選任の同意について 〃

〃 第54号 平成26年度宮崎県一般会計補正予算（第６号） ３月13日・ 可 決

〃 第55号 平成26年度宮崎県開発事業特別資金特別会計補正予 〃

算（第１号）

〃 第56号 平成26年度宮崎県公債管理特別会計補正予算（第１ 〃

号）

〃 第57号 平成26年度宮崎県山林基本財産特別会計補正予算 〃

（第１号）

〃 第58号 平成26年度宮崎県拡大造林事業特別会計補正予算 〃

（第１号）

〃 第59号 平成26年度宮崎県小規模企業者等設備導入資金特別 〃

会計補正予算（第１号）

〃 第60号 平成26年度宮崎県営国民宿舎特別会計補正予算（第 〃

１号）

〃 第61号 平成26年度宮崎県就農支援資金特別会計補正予算 〃

（第１号）

〃 第62号 平成26年度宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計補正予 〃

算（第２号）

〃 第63号 平成26年度宮崎県公共用地取得事業特別会計補正予 〃

算（第１号）

〃 第64号 平成26年度宮崎県港湾整備事業特別会計補正予算 〃

（第１号）
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第65号 平成26年度宮崎県育英資金特別会計補正予算（第１ ３月13日・ 可 決

号）

〃 第66号 平成26年度宮崎県立病院事業会計補正予算（第２ 〃

号）

〃 第67号 宮崎県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例 〃

〃 第68号 国営大淀川右岸施設機能保全事業負担金徴収条例 〃

〃 第69号 宮崎県独立行政法人森林総合研究所事業特別徴収金 〃

徴収条例を廃止する条例

〃 第70号 宮崎県緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を 〃

改正する条例

〃 第71号 宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部 〃

を改正する条例

〃 第72号 宮崎県民生委員の定数を定める条例 〃

〃 第73号 工事請負契約の締結について 〃

〃 第74号 工事請負契約の締結について 〃

〃 第75号 工事請負契約の締結について 〃

〃 第76号 工事請負契約の変更について 〃

〃 第77号 県道の路線廃止について 〃

〃 第78号 平成26年度宮崎県一般会計補正予算（第７号） 〃

報 告 第１号 専決処分の承認を求めることについて ３月13日・ 承 認

議員発議案 第１号 宮崎県議会委員会条例の一部を改正する条例 ３月13日・ 可 決

〃 第２号 宮崎県議会情報公開条例の一部を改正する条例 〃

〃 第３号 小児慢性特定疾病の医療費助成制度の拡充を求める 〃

意見書

〃 第４号 第81回国民体育大会及び第26回全国障害者スポーツ 〃

大会の招致に関する決議



議員発議条例、意見書、決議文



宮
崎
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

宮
崎
県
議
会
委
員
会
条
例
（
昭
和
3
1
年
宮
崎
県
条
例
第
4
7
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

（
委
員
長
及
び
副
委
員
長
の
任
期
）

（
委
員
長
及
び
副
委
員
長
の
任
期
）

第
９
条

常
任
委
員
会
及
び
議
会
運
営
委
員
会
の
委
員
長
及
び
副
委
員
長
の
任

第
９
条

常
任
委
員
会
及
び
議
会
運
営
委
員
会
の
委
員
長
及
び
副
委
員
長
の
任

期
は
、
１
年
と
す
る
。

期
は
、
１
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
後
任
者
が
選
任
さ
れ
る
ま
で
の
間
在
任
す

る
。

２
第
1
4
条
の
規
定
に
よ
り
辞
任
し
た
委
員
長
及
び
副
委
員
長
の
後
任
者
は
、

前
任
者
の
残
任
期
間
在
任
す
る
。

（
説
明
の
た
め
の
出
席
要
求
）

（
説
明
の
た
め
の
出
席
要
求
）

第
2
1
条

委
員
会
は
、
知
事
、
教
育
委
員
会
の
委
員
長
、
選
挙
管
理
委
員
会
の

第
2
1
条

委
員
会
は
、
知
事
、
教
育
委
員
会
の
教
育
長
、
選
挙
管
理
委
員
会
の

委
員
長
、
人
事
委
員
会
の
委
員
長
、
公
安
委
員
会
の
委
員
長
及
び
監
査
委
員

委
員
長
、
人
事
委
員
会
の
委
員
長
、
公
安
委
員
会
の
委
員
長
及
び
監
査
委
員

そ
の
他
法
律
に
基
づ
く
委
員
会
の
代
表
者
又
は
委
員
並
び
に
そ
の
委
任
又
は

そ
の
他
法
律
に
基
づ
く
委
員
会
の
代
表
者
又
は
委
員
並
び
に
そ
の
委
任
又
は

嘱
託
を
受
け
た
者
に
対
し
て
、
説
明
の
た
め
出
席
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

嘱
託
を
受
け
た
者
に
対
し
て
、
説
明
の
た
め
出
席
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

。
。

附
則

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
条
例
は
、
平
成
2
7
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
2
6
年
法
律
第
7
6
号
）
附
則
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
場
合
は
、
こ
の
条

例
に
よ
る
改
正
後
の
宮
崎
県
議
会
委
員
会
条
例
第
2
1
条
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
宮
崎
県
議
会
委
員
会
条
例
第
2
1
条
の
規
定
は
、
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
。
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宮
崎
県
議
会
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

宮
崎
県
議
会
情
報
公
開
条
例
（
平
成
1
4
年
宮
崎
県
条
例
第
2
7
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

（
公
文
書
の
開
示
義
務
）

（
公
文
書
の
開
示
義
務
）

第
７
条

議
長
は
、
開
示
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
開
示
請
求
に
係
る
公
文
書

第
７
条

議
長
は
、
開
示
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
開
示
請
求
に
係
る
公
文
書

に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
情
報
（
以
下
「
不
開
示
情
報
」
と
い
う
。

の
い
ず

に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
情
報
（
以
下
「
不
開
示
情
報
」
と
い
う
。

の
い
ず

）
）

れ
か
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
開
示
請
求
者
に
対
し
、
当
該
公
文

れ
か
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
開
示
請
求
者
に
対
し
、
当
該
公
文

書
を
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
を
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
１
)
［
略
］

(
１
)
［
略
］

(
２
)
個
人
に
関
す
る
情
報
（
事
業
を
営
む
個
人
の
当
該
事
業
に
関
す
る
情

(
２
)
個
人
に
関
す
る
情
報
（
事
業
を
営
む
個
人
の
当
該
事
業
に
関
す
る
情

報
を
除
く
。

で
あ
っ
て
、
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ

報
を
除
く
。

で
あ
っ
て
、
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ

）
）

の
他
の
記
述
等
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（

の
他
の
記
述
等
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（

他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が

他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。

又
は
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ

で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。

又
は
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ

）
）

と
は
で
き
な
い
が
、
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
な
お
個
人
の
権
利
利
益
を

と
は
で
き
な
い
が
、
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
な
お
個
人
の
権
利
利
益
を

害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
情
報
を
除
く
。

害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
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す
る
法
律
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成
1
3
年
法
律
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小児慢性特定疾病の医療費助成制度の拡充を求める意見書

国の難病対策として実施されている特定疾患治療研究事業は、患者の医療費の

、 、負担軽減を図るとともに 病態の把握や治療法研究に重要な役割を果たしており

難病患者や家族の大きな支えとなっている。

このような中 平成２７年１月に 難病の患者に対する医療等に関する法律 難、 「 （

病医療法 」が施行され、医療費助成の対象が大幅に拡充され、難病対策の大き）

な改革となったところである。

しかしながら難病医療法の対象疾患は、患者数が人口の０．１％程度未満及び

診断基準が明確である疾病などとなっている。一方、小児慢性特定疾病の対象疾

患は、長期にわたる療養と医療費の負担を伴う疾病などとなっており、基準が異

なることから、小児慢性特定疾病の多くの患者は成人後に医療費助成を受けられ

ない状況である。

よって、国におかれては、小児慢性特定疾病の患者が成人移行後も継続して医

療費助成を受けられるよう小児慢性特定疾病医療制度の拡充について、特段の措

置を講じられるよう要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２７年３月１３日

宮 崎 県 議 会

衆議院議長 町 村 信 孝 殿

参議院議長 山 崎 正 昭 殿

内閣総理大臣 安 倍 晋 三 殿

厚生労働大臣 塩 崎 恭 久 殿

内閣官房長官 菅 義 偉 殿
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第８１回国民体育大会及び第２６回全国障害者スポーツ大会の

招致に関する決議

国民体育大会は、我が国最大のスポーツの祭典として、広く国民の間にスポー

ツを普及し、国民の健康増進と体力の向上を図るとともに、地方スポーツの振興

と地方文化の発展に大きく寄与してきた。

本県においては、昭和５４年に「伸びる心、伸びる力、伸びる郷土」をスロー

ガンとして、第３４回「日本のふるさと宮崎国体」を開催し、本県選手団の活躍

や県民総参加で大会を支えた誇りと自信は、明るく豊かな宮崎を築く原動力とな

り、その後の県勢に大きな影響を与えた。

国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会を本県へ招致することは、障がいの

あるなしにかかわらず、本県のスポーツ振興が図られることに加え、県民の連帯

感と郷土意識を醸成し、活力に満ちた郷土づくりを推進するためにも極めて意義

深いものである。一方、スポーツ施設の老朽化などの課題もあることから、本県

での国体等の開催は、宮崎らしさを生かした新しい国体等の在り方として、効果

的・効率的な大会運営を図りつつ、本県の多彩な魅力の情報発信や、継続的なス

ポーツの普及・振興につなげることによって、明るく豊かで力みなぎる宮崎づく

りに大いに貢献することが期待される。

よって、本県議会は、平成３８年の第８１回国民体育大会及び第２６回全国障

害者スポーツ大会を本県に招致することを強く要望する。

以上、決議する。

平成２７年３月１３日

宮 崎 県 議 会



請 願 一 覧 表



総 括 表

請 願

委 員 会 計 備 考

新 規 継 続

総 務 政 策 － １ １

厚 生 １ １ ２

商 工 建 設 － － －

環 境農 林水 産 － － －

文 教警 察企 業 － １ １

計 １ ３ ４

－363－



新 規 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 69 号 受理年月日 平成2 7年２月 2 6日

宮崎県日向市春原町２－９請 願 者

首藤 正一住所・氏名

国の難病政策に関する請願

【要旨】

難病指定の中に、古典型シトルリン血症を含めた多くの小児慢

性特定疾患が、新たに指定されるよう、国の関係機関に意見書を

提出してくださるようお願いいたします。

【理由】

私は、小児難病を理解し、支援をしている者です。

現在、施行されている難病新法では、指定難病１１０疾患の中

に、小児慢性特定疾患７０４疾患のほとんどが指定されておりま

せん。

請願の件名 疾患数からみると、小児から成人に移行する時、９９％の子供

達が医療費助成を打ち切られていることになります。

疾患が治癒したのではなく、制度上の不合理だと思います。

現在、厚生労働省で行われている指定難病の検討の中に、小児

慢性特定疾患の多くが指定されるよう、県議会から意見書を提出

していただきますようお願いいたします。

紹 介 議 員 十屋 幸平 清山 知憲 西村 賢

摘 要

－364－



継 続 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 38 号 受理年月日 平成2 5年 1 1月 2 8日

宮崎市大字小松９３６－３請 願 者
宮商連婦人部協議会 会長 森 孝子住所・氏名

所得税法第５６条の廃止を求める旨の意見書を国に提出すること

を求める請願

（請願趣旨）

私たち宮商連婦人部協議会は、県内の自営商工業の女性事業主

や家族従業者で構成する団体です。業者婦人の社会的・経済的な

地位向上を求め 「所得税法第５６条を廃止し、１人の人間とし、

ての働き分（給料）を正当に認めて」と運動を続けています。

所得税法第５６条は、事業主と共に働く配偶者やその家族（主

に妻や息子、娘）がどんなに長時間働いても、税法上その働き分

を経費に算入することができず、事業主の所得から年間で最高８

６万円のみ（配偶者以外は５０万円）控除される制度で、１人の

請願の件名 人間として人格を認めない差別的な法規です。中小業者の多くが

加入する国民健康保険には休業補償や出産手当もありません。

世界の主要国では 「家族従業者の働き分は経費に算入する」、

ことが常識です。

これまでの私たちの運動で 「働いた事実に対して対価を支払、

うのは当然」という世論が広がり 「５６条を廃止し、家族従業、

者の働き分を認めよ」と、全国で３７０の自治体がその旨の意見

書を国に対し提出しています（今年８月末時点 。）

第１７６国会では、当時の財務副大臣が「家族従業者の対価を

どう保障するか考えたい 、経産相は「５６条は見直す意義があ」

る」と答弁しています。

つきましては、別紙の意見書案にも深くご理解をいただき、宮

崎県議会で意見書を採択していただきますようお願い申し上げま

す。

紹 介 議 員 田口 雄二 太田 清海 前屋敷 恵美

摘 要

－365－



継 続 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 56 号 受理年月日 平成2 6年９月 1 1日

宮崎市和知川原２丁目55番地請 願 者

（ ）住所・氏名 新日本婦人の会宮崎県本部 会長 新村 初代 署名 6,472筆

子どもの医療費無料化を小学校卒業まで引き上げることを求める

請願

【要旨】

子どもの医療費無料制度拡大を求める件

【理由】

いま、女性が生涯に産む子どもの数は、１．３９人（２０１０

年）で、少子化が大きな社会問題となっています。少子化の背景

にはさまざまな要因がありますが、なかでも「子育てにお金がか

請願の件名 かる」ことがあげられています。とくに子育ての大きな不安の一

つに、子どもの病気があります。子どもが病気にかかったとき、

お金の心配なく病院に行ける事は、早期発見・早期治療につなが

り、重症化を防ぎ、さらには医療費の軽減にもなります。

県内でもすでに、入院では中学校卒業までが１２自治体、小学

、 、 、校卒業までが５自治体で 通院でも 中学校卒業までが８自治体

小学校卒業までが３自治体で実施されています。新たにえびの市

では今年７月から入院・通院ともに中学校卒業まで実施されるこ

とが決まるなど、県内でも無料化の動きが広がっています。

子どもは未来の社会を作り支えていく宝です。子どもの医療費

を保障することは、大きな子育て支援となります。宮崎県におい

ても、安心して子どもを産み育てられる環境を整えるために、小

学校卒業までの医療費を無料にしていただきたく、請願します。

紹 介 議 員 前屋敷恵美 図師 博規

摘 要

－366－



継 続 請 願

文教警察企業常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 64 号 受理年月日 平成2 6年 1 1月 1 8日

宮崎市希望ケ丘４－１８－７
請 願 者

ゆきとどいた教育で楽しい学校づくりをすすめる宮崎県実行委
住所・氏名

員会 代表 河内 進策 （署名 1,429筆）

義務教育費国庫負担制度の拡充・復元について、国に意見書の提

出を求める請願

請願項目と趣旨

義務教育費国庫負担制度を維持・拡充し、負担率を２分の１に

戻すよう、国に意見書を出してください。

請願の件名

2006（平成18）年度より、義務教育費の国庫負担割合が２分の

１から３分の１へと引き下げられました。そのため、教職員給与

費の県の負担が２分の１から３分の２となり、従来の33％も増え

てしまいました。そのためか、最近特に臨時的任用の教職員が増

。 、 。 、えています また 非常勤講師も増えています 教職員の身分は

。 、安定したものでなければ教育の質の向上は実現できません 仮に

国が30人以下学級制度に踏み出すとしても、国庫負担割合が３分

、 、の１の現状では その財政的な負担は都道府県に重くのしかかり

教職員の増員は困難です。教育条件の低下が懸念されます。

紹 介 議 員 前屋敷 恵美

摘 要

－367－



議 事 経 過
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

開 会

会議録署名議員指名（中野一則議員、図師博規議員）

２月19日 木 本 会 議
議会運営委員長審査結果報告

会期決定

議案第１号～第77号上程

知事提案理由説明

２月20日 金 （議案調査）

２月21日 土
（閉庁日）

２月22日 日 休 会

２月23日 月
（議案調査）

２月24日 火

議案第78号、報告第１号追加上程

２月25日 水
知事提案理由説明

代表質問（自由民主党・横田照夫議員、

自由民主党・黒木正一議員）

本 会 議 代表質問（県民連合宮崎・鳥飼謙二議員、

２月26日 木 公明党宮崎県議団・新見昌安議員、

愛みやざき・西村 賢議員）

２月27日 金
一般質問（河野哲也議員、後藤哲朗議員、有岡浩一議員、

太田清海議員、宮原義久議員）

２月28日 土
休 会 （閉庁日）

３月１日 日

３月２日 月 本 会 議
一般質問（岩下斌彦議員、中野 明議員、井上紀代子議員、

星原 透議員)

一般質問（髙橋 透議員、徳重忠夫議員、 原正三議員、

十屋幸平議員)

３月３日 火 本 会 議 議案に対する質疑（前屋敷恵美議員）

議案第52号、第53号採決（同意）

議案・請願委員会付託

３月４日 水

３月５日 木 休 会 常任委員会

３月６日 金
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

３月７日 土
（閉庁日）

３月８日 日

３月９日 月
休 会 常任委員会

３月10日 火

３月11日 水 特別委員会

３月12日 木 (議事整理）

常任委員長審査結果報告

討論（議案第１号、第21号、第22号、第26号、第29号～第

34号、第45号～第48号、第50号、第51号、第54号及び第68号

に反対、請願第56号、第64号の不採択、第38号の継続に反対)

（前屋敷恵美議員）

採決（議案第１号、第21号、第22号、第26号、第29号～第34

号、第45号～第48号、第50号、第51号、第54号及び第68号）

（可決）

採決（議案第２号～第20号、第23号～第25号、第27号、第28

３月13日 金 本 会 議 号、第35号～第44号、第49号、第55号～第67号、第69号～第

78号、及び報告第１号）（可決または承認）

採決（請願第56号）（不採択）

採決（請願第64号）（不採択）

採決（請願第69号）(採択)

採決（継続審査・調査案件)（委員長の申し出のとおり決定）

特別委員長調査結果報告

議員発議案送付の通知

議員発議案第１号～第４号追加上程、採決(可決)

閉 会



署 名

宮 崎 県 議 会 議 長 福 田 作 弥

宮 崎 県 議 会 副 議 長 押 川 修一郎

宮 崎 県 議 会 議 員 中 野 一 則

宮 崎 県 議 会 議 員 図 師 博 規


